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資料① 

東海／東海第二／敦賀発電所 

保安規定第 3条（第 203 条）と設置許可 

本文十一号との整合性について 

2020 年 6月 11 日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
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保
安
規

定
第

３
条

と
設
置
許

可
本

文
十
一

号
と

の
整
合

性
（

日
本

原
子
力

発
電

）
 

 

N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

1
. 

 
 

第
２
条
（
基
本

方
針

）
に

係
る
保

安
活

動
の
た

め
の

品
質
保

証
活
動
を
実
施

す
る

に
あ

た
り
，
次
の

と
お
り

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

計
画
を

定
め
る

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

第
２
０
２
条
（

基
本

方
針

）
に
係
る
保

安
活
動

の
た

め
の
品

質
保
証
活
動
を

実
施

す
る

に
あ
た
り
，

次
の
と

お
り

品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
計

画
を
定

め
る
。
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
を

以
下

の
と

お
り
と
す

る
。
 

用
い
る
用

語
の
違

い
に
よ
る
差
異
 

    条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

2
. 

第
一
章
 総

則
 

（
目
的
）
 

第
１
章
総

則
 

（
目
的
）
 

1
.
 目

的
 

(
1
) 

目
的
 

差
異
な
し
 

（
以
下
，
空

欄
は
，
差

異
な
し
で
あ
り
，
記

載
を
割
愛

す
る
。
）
 

3
. 

第
一
条
 こ

の
規
則
は

，
原
子
力

施
設
の

保
安
の

た
め
の
業

務
に
係

る
品
質

管
理
に

必
要
な

体
制

の
基
準
を

定
め
る

こ
と
に

よ
り
，

原
子
力

の
安

全
を
確
保

す
る
こ

と
を
目

的
と
す

る
。
 

1
 
第
1
条
に
規

定
す
る
「
原
子
力

施
設
」

と
は
，

核
原
料
物

質
，
核

燃
料
物

質
及
び

原
子
炉

の
規

制
に
関
す

る
法
律

(昭
和
3
2年

法
律
第

16
6号

。

以
下
「
原

子
炉
等

規
制
法

」
と
い

う
。

)第
2条

第
7項

に
規
定

す
る
原
子
力
施
設

を
い
う

。
 

本
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

計
画

は
，
発

電
所

の
安
全

を
達
成
・
維

持
・
向
上

さ
せ
る
た

め
，「

原
子
力

施
設
の

保
安

の
た
め
の
業
務

に
係

る
品

質
管
理
に
必

要
な
体

制
の

基
準
に

関
す
る
規

則
」
及
び
「
同
規
則
の

解
釈

」（
以
下
「
品
管
規

則
」

と
い
う
。）

に
従
っ
た
品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
を
確
立

し
，
実
施
し
，

評
価

確
認

し
，
継
続
的

に
改
善

す
る

こ
と
を

目
的
と
す

る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

本
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

計
画

は
，
発

電
所

の
安
全

を
達
成
・
維

持
・
向
上

さ
せ
る
た

め
，「

原
子
力

施
設
の

保
安

の
た
め
の
業
務

に
係

る
品

質
管
理
に
必

要
な
体

制
の

基
準
に

関
す
る
規

則
」
及

び
「
同
規
則
の

解
釈

」（
以

下
，
本

編
に
お

い
て
「
品
管

規
則
」
と

い
う

。）
に

従
っ
た
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
を

確
立

し
，

実
施
し
，
評

価
確
認

し
，

継
続
的

に
改
善
す

る
こ
と

を
目
的

と
す
る

。
 

 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理
に
必

要
な
体

制
の
整

備
に
関

す
る
事

項
（
以
下
「
品
質

管
理
に
関
す
る

事
項
」
と
い

う
。
）
は
，
発
電
所
の

安
全
を

達
成
・
維
持
・

向
上
さ
せ
る

た
め

，「
原
子
力
施
設

の
保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則

」（
以

下
「
品
管
規

則
」
と
い

う
。）

に
基

づ

く
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

を
確
立

し
，
実
施

し
，
評

価
確
認
し

，
継
続

的
に
改

善
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。
 

保
安

規
定

第
３

条
は

，
品

管
規

則
の

解
釈

ま
で

含
め

た
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

と
し
て
い
る
。
 

          保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

4
. 

（
適
用
範

囲
）
 

 
2
.
 適

用
範
囲
 

(
2
) 

適
用
範

囲
 

 

5
. 

 

第
三
条
 次

章
か
ら
第

六
章
ま
で

の
規
定

は
，
原

子
力
施
設

(使
用
施
設

等
で
あ
っ

て
，
核

原
料
物

質
，
核
燃

料
物
質

及
び
原

子
炉
の

規
制
に

関
す

る
法
律
施

行
令

(昭
和

三
十
二
年

政
令
第

三
百
二

十
四
号
。

以
下
「

令
」
と

い
う
。

)第
四
十
一
条

各
号
に
掲

げ
る
核

燃
料
物

質
を
使

用
し
な

い
も

の
を
除
く

。
以
下

同
じ
。

)に
つ

い
て
適

用
す

る
。
 

2
 
第
七
章

の
規
定

は
，
使

用
施
設

等
(
令
第
四
十

一
条
各
号

に
掲
げ

る
核
燃

料
物
質

を
使
用

し
な

い
も
の
に

限
る
。

)に
つ
い
て
適

用
す
る

。
 

 
本

品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

計
画

は
，
発

電
所

の
保
安

活
動
に
適

用
す
る

。
 

品
質
管
理

に
関
す

る
事
項

は
，
東

海
第
二

発
電
所

の
保
安

活

動
に
適
用

す
る
。
 

 

用
い
る
用

語
の
違

い
に
よ
る
差
異
 

6
. 

（
定
義
）
 

 
3
.
 定

義
 

(
3
) 

定
義
 

 

7
. 

第
二
条
 こ

の
規
則
に

お
い
て
使

用
す
る

用
語

は
，
核
原

料
物
質

，
核
燃

料
物
質

及
び
原

子
炉

の
規
制
に

関
す
る

法
律
に

お
い
て

使
用
す

る
用

語
の
例
に

よ
る
。
 

2
 
こ
の
規

則
に
お

い
て
，

次
に
掲

げ
る
用

語
の

意
義
は
，

そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号
に

定
め
る

と
こ

ろ
に
よ
る

。
 

 

１
本
規
則

に
お
い

て
使
用

す
る
用

語
は
，

原
子

炉
等
規
制

法
及
び

原
子
力

施
設
の

保
安
の

た
め

の
業
務
に

係
る
品

質
管
理

に
必
要

な
体
制

の
基

準
に
関
す

る
規
則

に
お
い

て
使
用

す
る
用

語
の

例
に
よ
る

。
 

 

本
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

計
画

に
お
け

る
用

語
の
定

義
は
，
以

下
を
除

き
品
管

規
則
に

従
う
。
 

品
質
管
理

に
関
す

る
事
項

に
お
け

る
用
語

の
定
義

は
，
以
下

に
定
め
る

も
の
の

ほ
か
品

管
規
則

に
従
う

。
 

 

用
い
る
用

語
の
違

い
に
よ
る
差
異
 

黒
字
：
設

置
許
可

本
文
十

一
号
と

の
適
合

箇
所
を

示
す
。
 

赤
字
：
保

安
規
定

か
ら
の

変
更
箇

所
（
申

請
箇
所

）
を
示

す
。
 

黒
字
：
東
海
発
電

所
及

び
敦
賀
発

電
所
（

第
１
編

 １
号
炉

）
と

の
差
分

を
示
す

。 

黒
字
：
敦

賀
発
電

所
（
第

２
編
 
２
号
炉
）
と

の
差
分
を
示
す
。
 

2



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

8. 
一

「
保
安

活
動
」

と
は
，

原
子
力

施
設
の

保
安

の
た
め
の

業
務
と

し
て
行

わ
れ
る

一
切
の

活
動

を
い
う
。
 

 

 
 

 
 

9. 
二

「
不
適

合
」
と

は
，
要

求
事
項

に
適
合

し
て

い
な
い
こ

と
を
い

う
。
 

 
 

 
 

10
. 

三
「
プ
ロ

セ
ス
」

と
は
，

意
図
し

た
結
果

を
生

み
出
す
た

め
の
相

互
に
関

連
し
，

又
は
作

用
す

る
一
連
の

活
動
及

び
手
順

を
い
う

。
 

 
 

 
 

11
. 

四
「
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
」
と

は
，

保
安
活
動

の
計
画

，
実
施

，
評
価

及
び
改

善
に

関
し
，
原

子
力
事

業
者
等

が
自
ら

の
組
織

の
管

理
監
督
を

行
う
た

め
の
仕

組
み
を

い
う
。
 

２
 
第

2項
第

4号
に
規
定

す
る
「

原
子
力

事
業

者
等
」
と

は
，
原

子
炉
等

規
制
法

第
5
7条

の
8
に

規
定
す
る

者
を
い

う
。
 

３
 
第

2項
第

4号
に
規
定

す
る
「

自
ら
の

組
織

の
管
理
監

督
を
行

う
た
め

の
仕
組

み
」
に

は
，

組
織
が
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

運
用

に
必
要
な

文
書
を

整
備
す

る
こ
と

を
含
む

。
 

 
 

 

12
. 

五
 「

原
子
力
の
安
全

の
た
め
の

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ

プ
」
と
は

，
原
子

力
の
安

全
を
確

保
す
る

こ
と

の
重
要
性

を
認
識

し
，
組

織
の
品

質
方
針

及
び

品
質
目
標

を
定
め

て
要
員

(保
安

活
動
を

実
施
す

る
者
を
い

う
。
以

下
同
じ

。
)が

こ
れ
ら

を
達
成

す
る
こ
と

並
び
に

組
織
の

安
全
文

化
の
あ

る
べ

き
姿
を
定

め
て
要

員
が
健

全
な
安

全
文
化

を
育

成
し
，
及

び
維
持

す
る
こ

と
に
主

体
的
に

取
り

組
む
こ
と

が
で
き

る
よ
う

先
導
的

な
役
割

を
果

た
す
能
力

を
い
う

。
 

４
 第

2項
第
5
号
に
規
定
す
る
「

要
員

(保
安
活

動
を
実
施

す
る
者

を
い
う

。
以
下

同
じ
。

)」
と

は
，
原
子

力
事
業

者
等
の

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ
ム

に
基
づ

き
，
保

安
活
動

を
実
施

す
る

組
織
の
内

外
の
者

を
い
う

。
 

 

 
 

 

13
. 

六
「
是
正

処
置
」

と
は
，

不
適
合

そ
の
他

の
事

象
の
原
因

を
除
去

し
，
そ

の
再
発

を
防
止

す
る

た
め
に
講

ず
る
措

置
を
い

う
。
 

５
第
2
項
第
6号

及
び
第

7号
に
規

定
す
る

「
不
適

合
そ
の
他

の
事
象

」
に
は

，
結
果

的
に
不

適
合

に
は
至
ら

な
か
っ

た
事
象

又
は
原

子
力
施

設
に

悪
影
響
を

及
ぼ
す

可
能
性

が
あ
る

事
象
を

含

む
。
 

 
 

 

14
. 

七
「
未
然

防
止
処

置
」
と

は
，
原

子
力
施

設
そ

の
他
の
施

設
に
お

け
る
不

適
合
そ

の
他
の

事
象

か
ら
得
ら

れ
た
知

見
を
踏

ま
え
て

，
自
ら

の
組

織
で
起
こ

り
得
る

不
適
合

の
発
生

を
防
止

す
る

た
め
に
講

ず
る
措

置
を
い

う
。
 

６
第
2
項
第
7号

に
規
定
す

る
「
原

子
力
施

設
そ

の
他
の
施

設
」
と

は
，
国

内
外
の

原
子
力

施
設

に
加
え
，

火
力
発

電
所
な

ど
広
く

産
業
全

般
に

関
連
す
る

施
設
を

い
う

(第
53
条

第
1
項
に
お
い

て
同
じ
。

)。
 

 
 

 

15
. 

八
「
一
般

産
業
用

工
業
品

」
と
は

，
原
子

力
施

設
の
安
全

機
能
に

係
る
機

器
，
構

造
物
及

び
シ

ス
テ
ム
並

び
に
そ

れ
ら
の

部
品
(
以
下

「
機
器

等
」
と
い

う
。

)で
あ

っ
て
，
専

ら
原
子

力
施
設

に
お
い
て

用
い
る

た
め
に

設
計
開

発
及
び

製
造

さ
れ
た
も

の
以
外

の
工
業

品
を
い

う
。
 

 

 
 

 
 

16
. 

九
 「

妥
当
性
確
認
」

と
は
，
原

子
力
施

設
の
保

安
の
た
め

の
業
務

に
係
る

品
質
管

理
に
関

し

て
，
機
器

等
又
は

保
安
活

動
を
構

成
す
る

個
別

の
業
務
(以

下
「
個
別

業
務
」
と

い
う
。

)及
び

プ
ロ
セ
ス

が
実
際

の
使
用

環
境
又

は
活
動

に
お

い
て
要
求

事
項
に

適
合
し

て
い
る

こ
と
を

確
認

す
る
こ
と

を
い
う

。
 

 
 

 
 

17
. 

 
 

(
1
)
 組

織
 

第
４
条
（

保
安
に

関
す
る

組
織
）

に
定
め

る
組
織

を
い
う

。
 

(
ⅰ

) 
組

織
 

当
社
の
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
に

基
づ
き

，
発
電
用

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
組
織
を
記
載
 

 

3



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

第
５
条
（

保
安
に

関
す
る

組
織
）

に
定
め

る
組
織

を
い
う

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

第
２
０
４
条
（

保
安

に
関

す
る
組
織
）

に
定
め

る
組

織
を
い

う
。
 

原
子
炉
施

設
を
運

営
管
理
（
運
転

開
始
前

の
管
理

を
含
む

。
）

す
る
各
部

門
の
総

称
を
い

う
。
 

  条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

  条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

1
8
. 

 
 

(
2
)
 実

施
部
門
 

組
織
の
う
ち
，

原
子

炉
施

設
に
係
る
業

務
を
実

施
す

る
監
査

部
門
以
外

の
組
織

を
い
う

。
 

 
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
組
織
を
記
載
 

 

1
9
. 

 
 

(
3
)
 監

査
部
門
 

内
部

監
査

を
行

う
組

織
と

し
て

実
施

組
織

か
ら

独
立

し
た

部
門
を
い

う
。
 

 
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
組
織
を
記
載
 

 

2
0
. 

 
 

(
4
)
 原

子
炉
施
設
 

原
子

炉
等

規
制

法
第

４
３

条
の

３
の

５
第

２
項

第
５

号
に

規
定
す
る

発
電
用

原
子
炉

施
設
を

い
う
。
 

 
保

安
規
定

に
お

い
て

は
，

原
子

炉
施

設
の

定
義

を
記

載
 

 

2
1
. 

 
 

(
5
)
 ニ

ュ
ー
シ
ア
 

原
子

力
施

設
の

事
故

又
は

故
障

等
の

情
報

並
び

に
信

頼
性

に
関
す
る
情
報

を
共

有
し

活
用
す
る
こ

と
に
よ

り
，

事
故
及

び
故
障
等
の
未

然
防

止
を

図
る
こ
と
を

目
的
と

し
て

，
一
般

社
団

法
人

 
原

子
力

安
全

推
進

協
会

が
運

営
す

る
デ

ー
タ

ベ

ー
ス
の
こ
と
を

い
う

（
原

子
力
施

設
情

報
公
開

ラ
イ

ブ
ラ
リ

ー
）。

 

 (
6
)
 Ｂ

Ｗ
Ｒ
事
業

者
協
議

会
 

国
内

Ｂ
Ｗ

Ｒ
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

性
及

び
信

頼
性

を
向

上
さ

せ
る
た
め
に
，

電
力

会
社

と
プ
ラ
ン
ト

メ
ー
カ

と
の

間
で
情

報
を
共
有
し
，

必
要

な
技

術
的
検
討
を

行
う
協

議
会

の
こ
と

を
い
う
（
以

下
，
本
条

及
び
第
１

０
７
条
（
施
設
管

理
計
画
）

に
お
い
て

同
じ

。）
。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
6
)の

記
載
は

な
し
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
１
編

 １
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
6
)
 Ｂ

Ｗ
Ｒ
事
業

者
協
議

会
 

国
内

Ｂ
Ｗ

Ｒ
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

性
及

び
信

頼
性

を
向

上
さ

せ
る
た
め
に
，

電
力

会
社

と
プ
ラ
ン
ト

メ
ー
カ

と
の

間
で
情

報
を
共
有
し
，

必
要

な
技

術
的
検
討
を

行
う
協

議
会

の
こ
と

を
い
う
（
以

下
，
本
条

及
び
第
１

２
８
条
（
施
設
管

理
計
画
）

に
お
い
て

同
じ

。）
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
6
)
 Ｐ

Ｗ
Ｒ
事
業

者
連
絡

会
 

国
内
Ｐ
Ｗ

Ｒ
プ
ラ

ン
ト
の

安
全
安
定
運
転

の
た
め
に
，
Ｐ
Ｗ

Ｒ
プ
ラ
ン
ト
を

有
す

る
国

内
電
力
会
社

と
国
内

Ｐ
Ｗ

Ｒ
プ
ラ

ン
ト
メ
ー
カ
の

間
で

必
要

な
技
術
検
討

の
実
施

，
並

び
に
技

術
情
報
を

共
有
す

る
た
め

の
連
絡

会
の
こ

と
を
い

う
（
以

下
,

本
条

及
び

第
３

２
８

条
（

施
設

管
理

計
画

）
に

お
い

て
同

じ
。
）。

 

 
保

安
規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
，

保
安

規
定

に
お

い
て
は
，
ニ
ュ
ー
シ

ア
，
Ｂ
Ｗ
Ｒ
事
業
者
連

絡
会
の
定

義
を
記
載
 

            東
海

発
電

所
は

Ｇ
Ｃ

Ｒ
で

あ
り

，
協

議
会

は
な

い
こ

と
に
よ
る

差
異
 

      条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

   炉
型
の
違

い
に
よ

る
差
異
 

   条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

2
2
. 

第
二
章
 品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
 

第
２
章

 品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
 

4
.
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
 

(
4
) 

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス

テ
ム
 

 

2
3
. 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

に
係
る

要
求

第
４
条
（

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

に
係

4
.
1
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
に
係

る
要
求
事
項
 

(
ⅰ

) 
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
に

係
る
要

求
事
項
 

 

4



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

事
項
）
 

る
要
求
事
項
）
 

24
. 

第
四
条
原

子
力
事

業
者
等

(使
用

者
で
あ

っ
て
，

令
第
四
十

一
条
各

号
に
掲

げ
る
核

燃
料
物

質
を

使
用
し
な

い
も
の

を
除
く

。
以
下

同
じ
。

)は
，

品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
を

確
立
し

，
実

施
す
る
と

と
も
に

，
そ
の

実
効
性

を
維
持

す
る

た
め
，
そ

の
改
善

を
継
続

的
に
行

わ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

  

１
 第

1項
に
規
定

す
る
「

実
効
性

を
維
持

す

る
」
と
は

，
保
安

活
動
の

目
的
が

達
成
さ

れ
る

蓋
然
性
が

高
い
計

画
を
立

案
し
，

計
画
ど

お
り

に
保
安
活

動
を
実

施
し
た

結
果
，

計
画
段

階
で

意
図
し
た

効
果
を

維
持
し

て
い
る

こ
と
を

い

う
。
 

２
 第

1項
に
規
定

す
る
「

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ
ム

を
確
立

し
，
実

施
す
る

と
と
も

に
，

そ
の
実
効

性
を
維

持
す
る

た
め
，

そ
の
改

善
を

継
続
的
に

行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
」
と

は
，

品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
に

基
づ
き

実
施

し
た
一
連

の
プ
ロ

セ
ス
の

運
用
の

結
果
，

原
子

力
の
安
全

の
確
保

が
維
持

さ
れ
て

い
る
と

と
も

に
，
不
適

合
そ
の

他
の
事

象
に
つ

い
て
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
に

起
因
す

る
原
因

を
究

明
し
，
是

正
処
置

や
未
然

防
止
処

置
を
通

じ
て

原
因
の
除

去
を
行

う
こ
と

等
に
よ

り
，
当

該
シ

ス
テ
ム
の

改
善
を

継
続
的

に
行
う

こ
と
を

い

う
。
 

(
1
) 

組
織
は

，
本
品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

計
画
に
従

っ
て
，
品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム

を
確
立

し
，

実
施
す

る
と
と
も
に
，

そ
の

実
効

性
を
維

持
す

る
（
保

安
活
動
の
目

的
が
達
成
さ
れ

る
蓋

然
性

が
高
い
計
画

を
立
案

し
，

計
画
ど

お
り
に
保
安
活

動
を

実
施

し
た
結
果
，

計
画
段

階
で

意
図
し

た
効
果
を

維
持
し

て
い
る

こ
と
を

い
う

。）
た

め
，
そ

の
改
善

を
継
続
的
に
行

う
（

品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

に
基
づ

き
実
施
し
た
一

連
の

プ
ロ

セ
ス
の
運
用

の
結
果

，
原

子
力
の

安
全
の
確
保
が

維
持

さ
れ

て
い
る
と
と

も
に
，

不
適

合
そ
の

他
の
事
象
に
つ

い
て

品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

に
起
因

す
る
原
因
を
究

明
し

，
是

正
処
置
や
未

然
防
止

処
置

を
通
じ

て
原
因
の
除
去

を
行

う
こ

と
等
に
よ
り

，
当
該

シ
ス

テ
ム
の

改
善
を
継

続
的
に

行
う
こ

と
を
い

う
。
）。

 

ａ
．
組

織
は

，
品
質
管
理

に
関
す

る
事
項

に
従
っ

て
，
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
確

立
し

，
実

施
す

る
と

と
も

に
，
そ
の
実

効
性
を
維
持
す

る
た

め
，
そ
の
改
善
を

継
続
的

に
行
う
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

2
5
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
保
安

活
動
の

重
要
度

に
応
じ
て

，
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
を

確
立
し
，

運
用
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

こ
の

場
合
に
お

い
て
，

次
に
掲

げ
る
事

項
を
適

切
に

考
慮
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 第

2項
に
規
定

す
る
「

保
安
活

動
の
重

要

度
」
と
は

，
事
故

が
発
生

し
た
場

合
に
原

子
力

施
設
か
ら

放
出
さ

れ
る
放

射
性
物

質
が
人

と
環

境
に
及
ぼ

す
影
響

の
度
合

い
に
応

じ
，
第

2項
第

1
号
か
ら
第
3号

ま
で
に
掲

げ
る
事

項
を
考

慮
し

た
原
子
力

施
設
に

お
け
る

保
安
活

動
の
管

理
の

重
み
付
け

を
い
う

。
 

４
 第

２
項
第

２
号
に
規
定
す
る

「
原
子

力
の
安

全
に
影
響

を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ

る
も
の
及

び
こ
れ
ら

に
関
連

す
る
潜
在
的
影

響
の
大
き

さ
」
と
は

，
原
子

力
の
安
全
に
影

響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ

の
あ
る

自
然
現
象
や
人

為
に
よ
る

事
象
（
故

意
に
よ

る
も
の
を
除
く

。
）
及
び

そ
れ
ら
に

よ
り
生

じ
得
る
影
響
や

結
果
の
大

き
さ
を
い

う
。
 

５
 第

２
項
第

３
号
に
規
定
す
る

「
通
常

想
定
さ

れ
な
い
事
象
」
と

は
，
設
計
上
考

慮
し
て
い
な

い
又
は
考
慮
し
て

い
て
も
発
生
し

得
る
事
象

（
人
的
過
誤
に
よ

る
作
業
の
失
敗

等
）
を
い

う
。
 

(
2
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
（
事
故
が
発

生
し
た
場

合
に
原
子
炉
施

設
か

ら
放

出
さ
れ
る
放

射
性
物

質
が

人
と
環

境
に
及
ぼ

す
影
響

の
度
合

い
に
応

じ
た
，
a）

，
ｂ
）
及
び

c)

に
掲
げ
る
事
項

を
考

慮
し

た
原
子
炉
施

設
に
お

け
る

保
安
活

動
の
管
理
の
重

み
付

け
を

い
う
。
）
に

応
じ
て

，
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム

を
確

立
し
，
運
用

す
る
。

こ
の

場
合
，

次
に
掲
げ
る
事

項
を

適
切

に
考
慮
し
，

発
電
用

軽
水

型
原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

に
関

す
る

審
査

指
針

（
以
下
「
重
要

度
分

類
指

針
」
と
い
う

。
）
に

基
づ

く
重
要

性
に
応
じ
て
，

「
原

子
力

発
電
施

設
の

重
要
度

分
類
基
準
要

項
」
を
定
め
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

要
求

事
項
の

適
用
の
程

度
に
つ

い
て
グ

レ
ー
ド

分
け
を

行
う
。
 

 【
東
海
発

電
所
及

び
敦
賀

発
電
所
（
第
１
編
 
１
号
炉

）
に
お

け
る
記
載

】
 

(
2
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
（
事
故
が
発

生
し
た
場

合
に
原
子
炉
施

設
か

ら
放

出
さ
れ
る
放

射
性
物

質
が

人
と
環

境
に
及
ぼ

す
影
響

の
度
合

い
に
応

じ
た
，
a）

，
ｂ
）
及
び

c)

に
掲
げ
る
事
項

を
考

慮
し

た
原
子
炉
施

設
に
お

け
る

保
安
活

動
の
管
理
の
重

み
付

け
を

い
う
。
）
に

応
じ
て

，
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム

を
確

立
し
，
運
用

す
る
。

こ
の

場
合
，

次
に
掲
げ
る
事

項
を

適
切

に
考
慮
し
，

発
電
用

軽
水

型
原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

に
関

す
る

審
査

指
針

（
以
下
「

重
要
度

分
類
指
針
」
と

い
う
。
）
を
参
考
と
し

て
，

重
要
性
に
応
じ

て
，

「
原

子
力
発

電
施

設
の
重

要
度
分
類
基

準
要
項
」
を
定

め
，

品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

要
求
事

項
の
適
用

の
程
度

に
つ
い

て
グ
レ

ー
ド
分

け
を
行

う
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
2
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
（
事
故
が
発

生
し
た
場

合
に
原
子
炉
施

設
か

ら
放

出
さ
れ
る
放

射
性
物

質
が

人
と
環

境
に
及
ぼ

す
影
響

の
度
合

い
に
応

じ
た
，
a）

，
ｂ
）
及
び

c)

ｂ
．
組
織
は
，
保
安
活
動
の
重
要

度
に
応

じ
て
品

質
マ
ネ

ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

を
確
立

し
，
運
用
す
る

。
こ

の
場
合

，
次

に
掲
げ
る

事
項
を

適
切
に

考
慮
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

     保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

               廃
止

措
置

段
階

に
お

い
て

は
，

重
要

度
分

類
指

針
を

参
考
と
し

て
い
る

。
 

       

5



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

に
掲
げ
る
事
項

を
考

慮
し

た
原
子
炉
施

設
に
お

け
る

保
安
活

動
の
管
理
の
重

み
付

け
を

い
う
。
）
に

応
じ
て

，
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム

を
確

立
し
，
運
用

す
る
。

こ
の

場
合
，

次
に
掲
げ
る
事

項
を

適
切

に
考
慮
し
，

発
電
用

軽
水

型
原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

に
関

す
る

審
査

指
針

（
以
下
，
本
編
に

お
い
て
「
重
要

度
分
類
指
針
」
と
い
う

。
）

に
基
づ
く
重
要

性
に

応
じ

て
，
「
原
子

力
発
電

施
設

の
重
要

度
分
類
基
準
要

項
」

を
定

め
，
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ

ム
要
求
事
項
の

適
用

の
程

度
に
つ
い
て

グ
レ
ー

ド
分

け
を
行

う
。
 

     保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

26
. 

一
 原

子
力
施
設
，
組

織
又
は
個

別
業
務

の
重
要

度
及
び
こ

れ
ら
の

複
雑
さ

の
程
度
 

  

 
a
)
 
原

子
炉

施
設

，
組

織
又
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

こ

れ
ら
の
複

雑
さ
の

程
度
 

(
a
) 

発
電

用
原
子

炉
施
設

，
組

織
又
は
個
別

業
務
の
重
要

度
及
び
こ

れ
ら
の

複
雑
さ

の
程
度
 

 

 

27
. 

二
 原

子
力
施
設
若
し

く
は
機
器

等
の
品

質
又
は

保
安
活
動

に
関
連

す
る
原

子
力
の

安
全
に

影
響

を
及
ぼ
す

お
そ
れ

の
あ
る

も
の
及

び
こ
れ

ら
に

関
連
す
る

潜
在
的

影
響
の

大
き
さ
 

 

  

b
)
 原

子
炉
施
設
若
し

く
は
機
器

等
の
品

質
又
は

保
安
活

動

に
関
連
す

る
原
子

力
の
安

全
に
影

響
を
及

ぼ
す
お

そ
れ
の

あ

る
も
の
及

び
こ
れ

ら
に
関

連
す
る

潜
在
的

影
響
の

大
き
さ

（
原
子
力

の
安
全

に
影
響

を
及
ぼ

す
お
そ

れ
の
あ

る
自
然

現

象
や
人
為

に
よ
る

事
象
（

故
意
に

よ
る
も

の
を
除

く
。
）
及

び
そ
れ
ら

に
よ
り

生
じ
得

る
影
響

や
結
果

の
大
き

さ
を
い

う
。）

 

(
b
) 

発
電

用
原
子

炉
施
設

若
し

く
は
機
器
等

の
品
質
又
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

子
力

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

及
び

こ
れ

ら
に

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の
大
き

さ
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

28
. 

三
 機

器
等
の
故
障
若

し
く
は
通

常
想
定

さ
れ
な

い
事
象
の

発
生
又

は
保
安

活
動
が

不
適
切

に
計

画
さ
れ
，

若
し
く

は
実
行

さ
れ
た

こ
と
に

よ
り

起
こ
り
得

る
影
響
 

 

 
c
)
 機

器
等
の
故
障
若

し
く
は
通

常
想
定

さ
れ
な

い
事
象
（
設

計
上
考
慮
し
て

い
な

い
又

は
考
慮
し
て

い
て
も

発
生

し
得
る

事
象
（
人
的
過

誤
に

よ
る

作
業
の
失
敗

等
）
を

い
う

。
）
の

発
生
又
は
保
安

活
動

が
不

適
切
に
計
画

さ
れ
，

若
し

く
は
実

行
さ
れ
た

こ
と
に

よ
り
起

こ
り
得

る
影
響
 

(
c
) 

機
器

等
の
故

障
若
し

く
は

通
常
想
定
さ

れ
な
い
事
象

の
発
生
又

は
保
安

活
動
が

不
適
切

に
計
画

さ
れ

，
若
し
く
は

実
行
さ
れ

た
こ
と

に
よ
り

起
こ
り

得
る
影

響
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

29
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
自
ら

の
原
子

力
施
設

に
適
用
さ

れ
る
関

係
法
令

(以
下

単
に
「

関
係
法

令
」
と
い

う
。

)を
明

確
に
認
識

し
，
こ

の
規
則

に
規
定
す

る
文
書

そ
の
他

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ
ム

に
必
要

な
文
書

(記
録

を
除
く

。
以
下

「
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
文

書
」
と

い
う
。

)に
明

記
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
原
子
炉
施
設

に
適

用
さ
れ
る
関
係

法
令
（
以

下
「
関
係
法
令

」
と

い
う

。
）
を
明
確

に
認
識

し
，

品
管
規

則
に
規
定
す
る

文
書

そ
の

他
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

に
必
要
な
文
書

（
記

録
を

除
く
。
以
下

「
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
文
書
」

と
い
う

。
）
に

明
記
す

る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
3
) 

組
織
は

，
原
子
炉
施
設

に
適

用
さ
れ
る
関
係

法
令
（
以

下
，
本
編
に
お

い
て

「
関

係
法
令
」
と

い
う
。

）
を

明
確
に

認
識
し
，
品
管

規
則

に
規

定
す
る
文
書

そ
の
他

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
に

必
要

な
文
書
（
記

録
を
除

く
。

以
下
，

本
編
に
お
い
て

「
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

文
書
」

と
い

う
。
）

に
明
記
す

る
。
 

ｃ
．
組
織
は
，
発
電
用
原
子
炉
施

設
に
適

用
さ
れ

る
関
係

法

令
（
以
下

「
関
係

法
令
」

と
い
う

。
）
を

明
確
に

認
識
し

，

品
管

規
則

に
規

定
す

る
文

書
そ

の
他

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ
ム

に
必
要

な
文
書
（
記
録
を
除
く

。
以

下
「

品
質

マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書

」
と
い

う
。
）

に
明
記

す
る
。
 

 

        保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

  保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

3
0
. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

に
必
要

な
プ
ロ

セ
ス
を

明
確
に

す
る

と
と
も
に

，
そ
の

プ
ロ
セ

ス
を
組

織
に
適

用
す

る
こ
と
を

決
定
し

，
次
に

掲
げ
る

業
務
を

行
わ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
4
) 

組
織
は

，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
に

必
要
な
プ

ロ
セ
ス
を
明
確

に
す

る
と

と
も
に
，
そ

の
プ
ロ

セ
ス

を
組
織

に
適
用
す

る
こ
と

を
決
定

し
，
次

に
掲
げ

る
業
務

を
行
う

。
 

ｄ
．
組
織
は
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
に

必
要
な

プ

ロ
セ
ス
を

明
確
に

す
る
と

と
も
に

，
そ
の
プ
ロ

セ
ス
を
組
織

に
適
用
す

る
こ
と

を
決
定

し
，
次

に
掲
げ

る
業
務

を
行
う

。
 

 

 

31
. 

一
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

に
必
要
な

情
報
及

び
当
該

プ
ロ
セ
ス

の
運
用

に
よ
り

達
成
さ

れ
る
結

果
を

明
確
に
定

め
る
こ

と
。
 

  

 
a
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

運
用

に
必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロ
セ

ス

の
運

用
に

よ
り

達
成

さ
れ

る
結

果
を

，
表

３
－

１
(
2)

及
び

(
3
)に

示
す
二
次
文
書

で
明
確
に

す
る
。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

a
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

運
用

に
必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロ
セ

ス

の
運

用
に

よ
り

達
成

さ
れ

る
結

果
を

，
表

４
－

１
(
2)

及
び

(
3
)に

示
す
二
次
文
書

で
明
確
に

す
る
。
 

(
a
) 

プ
ロ

セ
ス
の

運
用
に

必
要

な
情
報
及
び

当
該
プ
ロ
セ

ス
の

運
用

に
よ

り
達

成
さ

れ
る

結
果

を
文

書
で

明
確

に
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
文
書
を
記
載
 

     表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

 

6



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

a
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

運
用

に
必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロ
セ

ス

の
運
用
に

よ
り
達

成
さ
れ

る
結
果

を
，
表

２
０
３
－
１

(2
)及

び
(
3)
に
示
す
二
次
文

書
で
明
確

に
す
る

。
 

   表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

3
2
. 

二
 プ

ロ
セ
ス
の
順
序

及
び
相
互

の
関
係

を
明
確

に
定
め
る

こ
と
。
 

６
第
4
項
第
2号

に
規
定
す

る
「
プ

ロ
セ
ス

の
順

序
及
び
相

互
の
関

係
」
に

は
，
組

織
内
の

プ
ロ

セ
ス
間
の

相
互
関

係
を
含

む
。
 

b
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

順
序

及
び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロ

セ
ス
間
の

相
互
関

係
を
含

む
。）

を
図
３

－
１
に

示
す
。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

b
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

順
序

及
び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロ

セ
ス
間
の

相
互
関

係
を
含

む
。）

を
図
４

－
１
に

示
す
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

b
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

順
序

及
び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロ

セ
ス
間
の

相
互
関

係
を
含

む
。）

を
図
２

０
３
－

１
に
示

す
。
 

(
b
)
 

プ
ロ

セ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
図
を
記
載
 

   図
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

   図
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

33
. 

三
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

及
び
管
理

の
実
効

性
の
確

保
に
必
要

な
原
子

力
事
業

者
等
の

保
安
活

動
の

状
況
を
示

す
指
標

(以
下
「
保
安

活
動
指

標
」
と

い
う
。
)並

び
に
当
該

指
標
に
係

る
判
定

基
準
を

明
確
に
定

め
る
こ

と
。
 

７
 第

4項
第
3
号
に
規
定
す
る
「

原
子
力

事
業
者

等
の
保
安

活
動
の

状
況
を

示
す
指

標
」
に

は
，

原
子
力
規

制
検
査

等
に
関

す
る
規

則
(
令
和
●

年

原
子
力
規

制
委
員

会
規
則

第
●
号

)第
5条

に
規

定
す
る
安

全
実
績

指
標

(特
定
核

燃
料
物

質
の
防

護
に
関
す

る
領
域

に
係
る

も
の
を

除
く
。

)を
含

む
。
 

c
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

運
用

及
び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要

な
組
織
の
保
安

活
動

の
状

況
を
示

す
指

標
（
以

下
「

保
安
活

動
指
標
」
と
い

う
。

）
並

び
に
当
該
指

標
に
係

る
判

断
基
準

を
明
確
に

定
め
る

。
 

な
お
，
保
安
活

動
指

標
に

は
，
安
全
実

績
指
標

（
特

定
核
燃

料
物
質
の
防
護

に
関

す
る

領
域
に
係
る

も
の
を

除
く

。
）
を

含
む
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

c
)
 
プ

ロ
セ

ス
の

運
用

及
び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要

な
組
織
の
保
安

活
動

の
状

況
を
示

す
指

標
（
以

下
，

本
編
に

お
い
て
「
保
安

活
動

指
標

」
と
い

う
。

）
並
び

に
当
該
指
標

に
係
る
判

断
基
準

を
明
確

に
定
め

る
。
 

な
お
，
保
安
活

動
指

標
に

は
，
安
全
実

績
指
標

（
特

定
核
燃

料
物
質
の
防
護

に
関

す
る

領
域
に
係
る

も
の
を

除
く

。
）
を

含
む
。
 

(
c
) 

プ
ロ

セ
ス
の

運
用
及

び
管

理
の
実
効
性

の
確
保
に
必

要
な
組
織

の
保
安

活
動
の

状
況
を

示
す
指

標
（
以
下
「
保
安

活
動
指
標

」
と

い
う

。
）
並
び
に

当
該
指

標
に
係

る
判
定

基

準
を
明
確

に
定
め

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

         保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

34
. 

四
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

並
び
に
監

視
及
び

測
定

(
以
下

「
監
視
測
定
」

と
い
う
。

)に
必
要
な

資

源
及
び
情

報
が
利

用
で
き

る
体
制

を
確
保

す
る

こ
と
(
責
任
及
び
権
限

の
明
確
化

を
含
む

。
)
。
 

 
d
)
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

並
び
に
監

視
及
び

測
定
（
以
下
「

監
視

測
定
」
と
い
う
。）

に
必
要
な

資
源

及
び
情
報
が
利

用
で
き
る

体
制
を
確

保
す
る

（
責
任

及
び
権

限
の
明

確
化
を

含
む

。）
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

d
)
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

並
び
に
監

視
及
び

測
定
（
以
下
，
本
編

に
お
い
て
「

監
視
測

定
」
と
い
う

。）
に

必
要
な

資
源
及

び
情

報
が
利
用
で
き

る
体

制
を

確
保
す

る
（

責
任
及

び
権

限
の
明

確
化
を
含

む
。
）。

 

(
d
) 

プ
ロ
セ

ス
の
運

用
並
び
に

監
視
及
び
測
定
（

以
下
「

監

視
測
定
」
と
い

う
。
）
に
必
要
な

資
源
及

び
情
報

が
利
用

で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を
含

む
。
）
。
 

 

     保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

35
. 

五
 
プ

ロ
セ

ス
の

運
用

状
況

を
監

視
測

定
し

，
分

析
す
る
こ

と
。
た
だ

し
，
監
視
測

定
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ

る
場
合

は
，
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

 
e
)
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

状
況
を
監

視
測
定

し
，
分
析
す
る

。
た

だ
し
，
監
視
測

定
す

る
こ

と
が
困
難
な

場
合
は

，
こ

の
限
り

で
な
い
。
 

(
e
) 

プ
ロ

セ
ス
の

運
用
状

況
を

監
視
測
定
し

分
析
す
る
。

た
だ
し
，
監

視
測
定
す
る
こ

と
が

困
難
で
あ
る
場

合
は
，
こ

の
限
り
で

な
い
。
 

 

 

36
. 

六
 プ

ロ
セ
ス
に
つ
い

て
，
意
図

し
た
結

果
を

得
，
及
び

実
効
性

を
維
持

す
る
た

め
の
措

置
を

講
ず
る
こ

と
。
 

 

８
 第

4項
第
6
号
に
規
定
す
る
「

実
効
性

を
維
持

す
る
た
め

の
措
置

」
に
は

，
プ
ロ

セ
ス
の

変
更

を
含
む
。
 

f
)
 プ

ロ
セ
ス
に
つ
い

て
，
意

図
し

た
結
果

を
得
，
及
び
実
効

性
を
維
持

す
る
た

め
の
措

置
（
プ

ロ
セ
ス
の
変
更

を
含
む

。
）

を
講
ず
る

。
 

(
f
) 

プ
ロ

セ
ス
に

つ
い
て

，
意

図
し
た
結
果

を
得
，
及
び

実
効
性
を

維
持
す

る
た
め

の
措
置

を
講
ず

る
。
 

 

 

37
. 

七
 プ

ロ
セ
ス
及
び
組

織
を
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

と
整
合

的
な
も

の
と
す

る
こ
と

。
 

 
g
)
 
プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の
体

制
を

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ

ス
テ
ム
と

整
合
的

な
も
の

に
す
る

。
 

(
g
) 

プ
ロ

セ
ス
及

び
組
織

の
体

制
を
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

と
整
合

的
な
も

の
と
す

る
。
 

 

 

38
. 

八
 
原

子
力

の
安

全
と

そ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

９
 第

4項
第
8
号
に
規
定
す
る
「

原
子
力

の
安
全

h
)
 
原

子
力

の
安

全
と

そ
れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
(
h
) 

原
子

力
の
安

全
と
そ

れ
以

外
の
事
項
に

お
い
て
意
思

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

7



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

て
意
思
決

定
の
際

に
対
立

が
生
じ

た
場
合

に
は
，

原
子

力
の

安
全

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。
 

 

と
そ
れ
以

外
の
事

項
に
お

い
て
意

思
決
定

の
際

に
対
立
が

生
じ
た

場
合
に

は
，
原

子
力
の

安
全

が
確
保
さ

れ
る
よ

う
に
す

る
」
に

は
，
セ

キ
ュ

リ
テ
ィ
対

策
が
原

子
力
の

安
全
に

与
え
る

潜
在

的
な
影
響

と
原
子

力
の
安

全
 

に
係
る
対

策
が
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ
対

策
に
与

え
る

潜
在
的
な

影
響
を

特
定
し

，
解
決

す
る
こ

と
を

含
む
。
 

定
の
際
に
対
立

が
生

じ
た

場
合
に
は
，

原
子
力

の
安

全
が
確

保
さ
れ
る
よ
う

に
す

る
。

こ
れ
に
は
，

セ
キ
ュ

リ
テ

ィ
対
策

が
原
子
力
の
安

全
に

与
え

る
潜
在
的
な

影
響
と

原
子

力
の
安

全
に
係
る
対
策

が
セ

キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策

に
与
え

る
潜

在
的
な

影
響
を
特

定
し
，

解
決
す

る
こ
と

を
含
む

。
 

決
定
の
際

に
対
立

が
生
じ

た
場
合

に
は
，
原
子

力
の
安
全
が

確
保
さ
れ

る
よ
う

に
す
る

。
 

 

39
. 

５
 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成
し
，

及
び
維

持
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

１
０
第

5項
に

規
定
す
る
「
健
全

な
安
全

文
化
を

育
成
し
，

及
び
維

持
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
」

と
は
，
技

術
的
，

人
的
，

組
織
的

な
要
因

の
相

互
作
用
を

適
切
に

考
慮
し

て
，
効

果
的
な

取
組

を
通
じ
て

，
次
の

状
態
を

目
指
し

て
い
る

こ
と

を
い
う
。
 

・
原
子
力

安
全
及

び
安
全

文
化
の

理
解
が

組
織

全
体
で
共

通
の
も

の
と
な

っ
て
い

る
。
 

・
風
通
し

の
良
い

組
織
文

化
が
形

成
さ
れ

て
い

る
。
 

・
要
員
が

，
自
ら

が
行
う

原
子
力

の
安
全

に
係

る
業
務
に

つ
い
て

理
解
し

て
遂
行

し
，
そ

の
業

務
に
責
任

を
持
っ

て
い
る

。
 

・
全
て
の

活
動
に

お
い
て

，
原
子

力
の
安

全
を

考
慮
し
た

意
思
決

定
が
行

わ
れ
て

い
る
。
 

・
要
員
が

，
常
に

問
い
か

け
る
姿

勢
及
び

学
習

す
る
姿
勢

を
持
ち

，
原
子

力
の
安

全
に
対

す
る

自
己
満
足

を
戒
め

て
い
る

。
 

・
原
子
力

の
安
全

に
影
響

を
及
ぼ

す
お
そ

れ
の

あ
る
問
題

が
速
や

か
に
報

告
さ
れ

，
報
告

さ
れ

た
問
題
が

対
処
さ

れ
，
そ

の
結
果

が
関
係

す
る

要
員
に
共

有
さ
れ

て
い
る

。
 

・
安
全
文

化
に
関

す
る
内

部
監
査

及
び
自

己
評

価
の
結
果

を
組
織

全
体
で

共
有
し

，
安
全

文
化

を
改
善
す

る
た
め

の
基
礎

と
し
て

い
る
。
 

・
原
子
力

の
安
全

に
は
，

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

が
関

係
す
る
場

合
が
あ

る
こ
と

を
認
識

し
て
，

要
員

が
必
要
な

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

を
取
つ

て
い

る
。
 

(
5
) 

組
織
は

，
健
全
な
安
全

文
化

を
育
成
し
，
及

び
維
持
す

る
。
こ

れ
は

，
技
術
的
，
人
的
，

組
織

的
な

要
因
の

相
互

作
用
を
適

切
に
考

慮
し
て

，
効
果

的
な
取
組
み
を

通
じ
て
，

次
の
状
態

を
目
指

し
て
い

る
こ
と
を
い
う

。
 

a
)
 
原

子
力

の
安

全
及

び
安
全

文
化

の
理

解
が

組
織

全
体

で

共
通
の
も

の
と
な

っ
て
い

る
。
 

b
)
 風

通
し
の
良
い
組

織
文
化
が

形
成
さ

れ
て
い

る
。
 

c
)
 
要

員
が

，
自

ら
行

う
原
子

力
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ

い
て
理

解
し

て
遂
行
し
，
そ
の
業

務
に

責
任

を
持
っ

て
い

る
。
 

d
)
 
全

て
の

活
動

に
お

い
て
，

原
子

力
の

安
全

を
考

慮
し

た

意
思
決
定

が
行
わ

れ
て
い

る
。
 

e
)
 
要

員
が

，
常

に
問

い
か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢

を
持
ち

，
原

子
力
の
安
全
に
対
す

る
自

己
満

足
を
戒

め
て

い
る
。
 

f
)
 
原

子
力

の
安

全
に

影
響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題

が
速
や
か

に
報
告

さ
れ
，
報
告
さ

れ
た
問
題
が
対

処
さ
れ
，

そ
の
結
果

が
関
係

す
る
要

員
に
共
有
さ
れ

て
い
る
。
 

g
)
 
安

全
文

化
に

関
す

る
内
部

監
査

及
び

自
己

評
価

の
結

果

を
組
織

全
体

で
共
有
し
，
安
全
文

化
を

改
善

す
る
た

め
の

基
礎
と
し

て
い
る

。
 

h
)
 
原

子
力

の
安

全
に

は
セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

が
関

係
す

る
場

合

が
あ
る

こ
と

を
認
識
し
て
，
要
員

が
必

要
な

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン

を
取
っ

て
い
る

。
 

ｅ
．
組

織
は

，
健
全
な
安

全
文
化

を
育
成

し
，
及
び
維
持
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

40
. 

６
 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

機
器

等
又

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

(
関

係
法

令
を

含
む

。
以

下

「
個
別
業

務
等
要

求
事
項
」
と
い

う
。
)
へ
の
適

合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロ
セ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こ
と
と
し

た
と
き

は
，
当

該
プ
ロ

セ
ス
が
管
理
さ

れ
て
い
る

よ
う
に

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
6
)
 組

織
は
，
機
器
等
又
は
個
別

業
務
に

係
る
要

求
事
項
（
関

係
法
令
含

む
。
以

下
「
個
別
業
務

等
要
求
事
項
」
と
い
う

。
）

へ
の
適
合
に
影

響
を

及
ぼ

す
プ
ロ
セ
ス

を
外
部

委
託

す
る
こ

と
と
し
た
と
き

は
，

当
該

プ
ロ
セ
ス
が

管
理
さ

れ
て

い
る
よ

う
に
す
る

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
6
)
 組

織
は
，
機
器
等
又
は
個
別

業
務
に

係
る
要

求
事
項
（
関

係
法
令
含
む
。

以
下

，
本

編
に
お

い
て

「
個
別

業
務

等
要
求

事
項
」
と
い
う

。
）

へ
の

適
合
に
影
響

を
及
ぼ

す
プ

ロ
セ
ス

を
外
部
委
託
す

る
こ

と
と

し
た
と
き
は

，
当
該

プ
ロ

セ
ス
が

管
理
さ
れ

て
い
る

よ
う
に

す
る
。
 

ｆ
．
組
織
は
，
機
器
等

又
は
個

別
業

務
に
係

る
要
求

事
項
（
関

係
法
令
を

含
む
。
以

下
「
個
別
業
務

等
要
求

事
項
」
と

い
う
。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロ
セ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こ
と
と
し

た
と
き

は
，
当
該
プ
ロ

セ
ス
が

管
理
さ

れ
て
い

る

よ
う
に
す

る
。
 

 

        保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

41
. 

７
 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応
じ
て

，
資
源

の
適
切
な
配
分

を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
7
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

資
源
の
適

切
な
配
分

を
行
う

。
 

ｇ
．
組

織
は

，
保
安
活
動

の
重
要

度
に
応

じ
て

，
資
源
の
適

切
な
配
分

を
行
う

。
 

 

 

8



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

4
2
. 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
文
書

化
）
 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
文
書

化
）
 

4
.
2
 品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
の
文

書
化
 

(
ⅱ

) 
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

文
書
化
 

 

4
3
. 

 
 

4
.
2
.1

一
般
 

ａ
．
一
般
 

 

44
. 

第
五
条
 原

子
力
事
業

者
等
は
，

前
条
第

一
項
の

規
定
に
よ

り
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
を

確
立
す
る

と
き
は

，
保
安

活
動
の

重
要
度

に
応

じ
て
次
に

掲
げ
る

文
書
を

作
成
し

，
当
該

文
書

に
規
定
す

る
事
項

を
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
組

織
は
，
保
安

活
動

の
重

要
度
に
応
じ

て
次
に

掲
げ

る
文
書

を
作
成
し
，
当

該
文

書
に

規
定
す
る
事

項
を
実

施
す

る
。
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の
文
書
体

系
図
を

図
３
－
２
に

示
す
。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

組
織
は
，
保
安

活
動

の
重

要
度
に
応
じ

て
次
に

掲
げ

る
文
書

を
作
成
し
，
当

該
文

書
に

規
定
す
る
事

項
を
実

施
す

る
。
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の
文
書
体

系
図
を

図
４
－
２
に

示
す
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

組
織
は
，
保
安

活
動

の
重

要
度
に
応
じ

て
次
に

掲
げ

る
文
書

を
作
成
し
，
当

該
文

書
に

規
定
す
る
事

項
を
実

施
す

る
。
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の
文
書
体

系
図
を

図
２
０
３
－

２
に
示
す

。
 

組
織
は
，
保
安

活
動
の
重
要
度
に

応
じ
て

次
に
掲

げ
る
文

書

を
作
成
し

，
当
該

文
書
に

規
定
す

る
事
項

を
実
施

す
る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
図
を
記
載
 

       図
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

     図
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

4
5
. 

一
 品

質
方
針
及
び
品

質
目
標
 

 

 
(
1
)
 品

質
方
針
及

び
品
質

目
標
 

(
a
) 

品
質
方

針
及
び

品
質
目
標
 

 

 

4
6
. 

二
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
を
規

定
す
る

文
書
(
以
下
「
品
質
マ

ニ
ュ
ア
ル

」
と
い

う
。
) 

 
(
2
)
 品

質
マ
ニ
ュ

ア
ル
 

表
３
－
１

(
1)
に
示
す

「
品
質
保

証
規
程

」
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

表
４
－
１

(
1)
に
示
す

「
品
質
保

証
規
程

」
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

表
２
０
３

－
１

(1
)に

示
す
「
品

質
保
証

規
程
」
 

(
b
) 

品
質
マ

ニ
ュ
ア

ル
 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

  表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

  表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

47
. 

三
 実

効
性
の
あ
る
プ

ロ
セ
ス
の

計
画
的

な
実
施

及
び
管
理
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
に

必
要
な
文
書
 

 
(
3
) 

実
効
性

の
あ
る
プ
ロ
セ

ス
の

計
画
的
な
実
施

及
び
管
理

が
な
さ
れ
る
よ

う
に

す
る

た
め
に

，
組

織
が
必

要
と

決
定
し

た
表
３
－

１
(
3
)に

示
す
二
次
文

書
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
3
) 

実
効
性

の
あ
る
プ
ロ
セ

ス
の

計
画
的
な
実
施

及
び
管
理

が
な
さ
れ
る
よ

う
に

す
る

た
め
に

，
組

織
が
必

要
と

決
定
し

た
表
４
－

１
(
3
)に

示
す
二
次
文

書
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
3
) 

実
効
性

の
あ
る
プ
ロ
セ

ス
の

計
画
的
な
実
施

及
び
管
理

が
な
さ
れ
る
よ

う
に

す
る

た
め
に

，
組

織
が
必

要
と

決
定
し

た
表
２
０

３
－
１

(
3)
に
示
す
二

次
文
書
 

(
c
) 

実
効

性
の
あ

る
プ
ロ

セ
ス

の
計
画
的
な

実
施
及
び
管

理
が
な
さ

れ
る
よ

う
に
す

る
た
め

に
，
組
織
が

必
要
と
決
定

し
た
文
書
 

 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

     表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

    表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

4
8
. 

四
 こ

の
規
則
に
規
定

す
る
手
順

書
，
指

示
書
，

図
面
等
(以

下
「
手
順

書
等
」
と

い
う
。

) 

 
(
4
) 

品
管
規

則
の
要
求
事
項

に
基

づ
き
作
成
す
る

表
３
－
１

(
2
)に

示
す
二
次
文
書
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
4
) 

品
管
規

則
の
要
求
事
項

に
基

づ
き
作
成
す
る

表
４
－
１

(
2
)に

示
す
二
次
文
書
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
4
) 

品
管
規

則
の
要
求
事
項

に
基

づ
き
作
成
す
る

表
２
０
３

－
１
(
2
)に

示
す
二
次

文
書
 

(
d
)
 

品
管

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
手

順

書
，
指
示

書
，
図

面
等
（

以
下
「

手
順
書

等
」
と

い
う
。）

 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

  表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

   表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

4
9
. 

（
品
質
マ

ニ
ュ
ア

ル
）
 

（
品
質
マ

ニ
ュ
ア

ル
）
 

4
.
2
.2

品
質
マ

ニ
ュ
ア

ル
 

ｂ
．
品
質

マ
ニ
ュ

ア
ル
 

 

9



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

50
. 

第
六
条
 原

子
力
事
業

者
等
は
，

品
質
マ

ニ
ュ
ア

ル
に
次
に

掲
げ
る

事
項
を
定
め
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

 
組

織
は
，
品

質
マ
ニ

ュ
ア
ル

と
し

て
，「

品
質
保

証
規
程
」
を

作
成
し
，
維
持

す
る

。
品

質
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
，

次
に

掲
げ
る

事
項
を
定

め
る
。
 

組
織

は
，

品
質

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
。
 

 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

5
1
. 

一
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
用

に
係

る
組
織
に

関
す
る

事
項
 

 

 
(
1
) 

品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
運
用
に
係

る
組
織
に

関
す
る
事

項
 

(
a
) 

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
運
用

に
係
る
組
織

に
関
す
る

事
項
 

 

 

5
2
. 

二
 保

安
活
動
の
計
画
，
実
施
，
評

価
及
び
改
善
に

関
す
る
事

項
 

 

 
(
2
) 

保
安
活

動
の
計
画
，
実

施
，

評
価
及
び
改
善

に
関
す
る

事
項
 

(
b
) 

保
安

活
動
の

計
画
，

実
施

，
評
価
及
び

改
善
に
関
す

る
事
項
 

 

 

5
3
. 

三
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
適

用
範
囲
 

 

 
(
3
)
 品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
の
適

用
範
囲
 

(
c
) 

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
適
用
範

囲
 

 

 

54
. 

四
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
た

め
に
作

成
し
た
手

順
書
等

の
参
照

情
報
 

 
(
4
) 

品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
た
め
に
作

成
し
た
手

順
書
等
の

参
照
情

報
 

(
d
) 

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
た
め

に
作
成
し
た

手
順
書
等

の
参
照

情
報
 

 

55
. 

五
プ
ロ
セ

ス
の
相

互
の
関

係
 

 
(
5
)
 プ

ロ
セ
ス
の

相
互
の

関
係
（

図
３
－

１
参
照

）
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
5
)
 プ

ロ
セ
ス
の

相
互
の

関
係
（

図
４
－

１
参
照

）
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
5
)
 プ

ロ
セ
ス
の

相
互
の

関
係
（

図
２
０

３
－
１

参
照
）
 

(
e
) 

プ
ロ
セ

ス
の
相

互
の
関
係
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
図
を
記
載
 

  図
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

  図
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

5
6
. 

（
文
書
の

管
理
）
 

（
文
書
の

管
理
）
 

4
.
2
.3

文
書
の

管
理
 

ｃ
．
文
書

の
管
理
 

 

57
. 

第
七
条
原

子
力
事

業
者
等

は
，
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書
を

管
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

１
 第

1項
に
規
定

す
る
「

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

文
書
を
管

理
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
」
に

は
，

次
の
事
項

を
含
む

。
 

・
組
織
と

し
て
承

認
さ
れ

て
い
な

い
文
書

の
使

用
又
は
適

切
で
は

な
い
変

更
の
防

止
 

・
文
書
の

組
織
外

へ
の
流

出
等
の

防
止
 

・
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
文

書
の
発

行
及
び

改
訂

に
係
る
審

査
の
結

果
，
当

該
審
査

の
結
果

に
基

づ
き
講
じ

た
措
置

並
び
に

当
該
発

行
及
び

改
訂

を
承
認
し

た
者
に

関
す
る

情
報
の

維
持
 

 

(
1
) 

組
織
は

，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書
を
次
の

事
項
を
含

め
管
理
す

る
。
 

a
)
 
組

織
と

し
て

承
認

さ
れ
て

い
な

い
文

書
の

使
用

又
は

適

切
で
な
い

変
更
の

防
止
 

b
)
 文

書
の
組
織
外
へ

の
流
出
等

の
防
止
 

c
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書

の
発

行
及

び
改

訂
に

係
る

審

査
の
結

果
，

当
該
審
査
の
結
果
に

基
づ

き
講

じ
た
措

置
並

び
に
当

該
発

行
及
び
改
訂
を
承
認

し
た

者
に

関
す
る

情
報

の
維
持
 

(
a
) 

組
織
は

，
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
文
書
を
管

理
す
る

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

58
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
要
員

が
判
断

及
び
決

定
を
す
る

に
当
た

り
，
適

切
な
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
文
書

を
利
用

で
き
る

よ
う
，

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト
文

書
に
関

す
る
次

に
掲
げ

る
事
項

を
定

め
た
手
順

書
等
を

作
成
し

な
け
れ

ば
な
ら

な

い
。
 

２
 第

2項
に
規
定

す
る
「

適
切
な

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト
文

書
を
利

用
で
き

る
」
に

は
，
文

書
改

訂
時
等
の

必
要
な

時
に
当

該
文
書

作
成
時

に
使

用
し
た
根

拠
等
の

情
報
が

確
認
で

き
る
こ

と
を

含
む
。
 

(
2
) 

組
織
は

，
要
員
が
判
断

及
び

決
定
を
す
る
に

当
た
り
，

適
切
な
品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書
を
利

用
で
き

る
よ

う
（
文

書
改
訂
時
等
の

必
要

な
時

に
当
該
文
書

作
成
時

に
使

用
し
た

根
拠
等
の
情
報

が
確

認
で

き
る
こ
と
を

含
む

。
），

品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
文
書

に
関

す
る

次
に
掲
げ
る

事
項
を

「
文

書
取
扱

要
項
」
に

定
め
，

実
施
す

る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
要

員
が
判

断
及
び

決
定
を

す
る
に

当
た
り

，

適
切
な
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
文
書

を
利
用

で
き
る

よ
う
，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文

書
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
た
手
順

書
等
を

作
成
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

59
. 

一
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書
を

発
行
す

る
に
当

た
り
，
そ

の
妥
当

性
を
審

査
し
，

発
行
を

承
認

す
る
こ
と

。
 

 
a
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書

を
発

行
す

る
に

当
た

り
，

そ

の
妥
当
性

を
審
査

し
，
発

行
を
承

認
す
る

こ
と
 

(
b
-
1)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

文
書

を
発
行
す
る

に
当
た
り
，

そ
の
妥
当

性
を
審

査
し
，

発
行
を

承
認
す

る
こ
と
 

 

 

60
. 

二
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書
の

改
訂
の

必
要
性

に
つ
い
て

評
価
す

る
と
と

も
に
，

改
訂
に

当
た

り
，
そ
の

妥
当
性

を
審
査

し
，
改

訂
を
承

認
す

る
こ
と
。
 

３
 第

２
項
第

２
号
に
規
定
す
る

「
改
訂

に
当
た

り
，
そ
の
妥
当
性

を
審
査
し
，
改

訂
を
承
認

す
る
」
と
は
，
第

１
号
と
同
様
に

改
訂
の
妥

当
性
を
審
査
し
，

承
認
す
る
こ
と

を
い
う
。
 

b
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書

の
改

訂
の

必
要

性
に

つ
い

て

評
価
す
る
と
と

も
に

，
改

訂
に
当
た
り

，
そ
の

妥
当

性
を
審

査
し
，
改
訂
を

承
認

（
a
)
と
同
様
に
改

訂
の
妥

当
性

を
審
査

し
，
承
認

す
る
こ

と
を
い

う
。）

す
る
こ

と
 

(
b
-
2)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

文
書

の
改
訂
の
必

要
性
に
つ
い

て
評
価
す

る
と
と

も
に
，
改

訂
に

当
た
り
，
そ
の
妥

当
性
を

審
査
し
，

改
訂
を

承
認
す

る
こ
と
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

61
. 

三
 前

二
号
の
審
査
及

び
前
号
の

評
価
に

は
，
そ

の
対
象
と

な
る
文

書
に
定

め
ら
れ

た
活
動

を
実

施
す
る
部

門
の
要

員
を
参

画
さ
せ

る
こ
と

。
 

４
 第

２
項
第

３
号
に
規
定
す
る
「
部

門
」
と
は
，

原
子

力
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
組

織

の
最
小
単
位
を
い

う
。
 

c
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書

の
審

査
及

び
評

価
に

は
，

そ

の
対
象
と
な
る

文
書

に
定

め
ら
れ
た
活

動
を
実

施
す

る
部
門

の
要
員
を

参
画
さ

せ
る
こ

と
 

(
b
-
3)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

文
書

の
審
査
及
び

評
価
に
は
，

そ
の

対
象

と
な

る
文

書
に

定
め

ら
れ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
門
の
要

員
を
参

画
さ
せ

る
こ
と
 

 

62
. 

四
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書
の

改
訂
内

容
及
び

最
新
の
改

訂
状
況

を
識
別

で
き
る

よ
う
に

す
る

 
d
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改

訂
状
況
を

識
別
で

き
る
よ

う
に
す

る
こ
と
 

(
b
-
4)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

文
書

の
改
訂
内
容

及
び
最
新
の

改
訂
状
況

を
識
別

で
き
る

よ
う
に

す
る
こ

と
 

 

10



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

こ
と
。
 

63
. 

五
 改

訂
の
あ
っ
た
品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

文
書
を

利
用
す
る

場
合
に

お
い
て

は
，
当

該
文
書

の
適

切
な
制
定

版
又
は

改
訂
版

が
利
用

し
や
す

い
体

制
を
確
保

す
る
こ

と
。
 

 
e
)
 
改

訂
の

あ
っ

た
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

文
書

を
利

用
す

る

場
合
に
お
い
て

は
，

当
該

文
書
の

適
切

な
制
定

版
又

は
改
訂

版
が
利
用

し
や
す

い
体
制

を
確
保

す
る
こ

と
 

(
b
-
5)
改
訂

の
あ
っ

た
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
文

書
を
利
用
す

る
場
合
に

お
い
て

は
，
当
該
文
書

の
適
切

な
制
定

版
又
は

改

訂
版
が
利

用
し
や

す
い
体

制
を
確

保
す
る

こ
と
 

 

 

64
. 

六
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書
を

，
読
み

や
す
く

容
易
に
内

容
を
把

握
す
る

こ
と
が

で
き
る

よ
う

に
す
る
こ

と
。
 

 
f
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文
書

を
，

読
み

や
す

く
容

易
に

内

容
を
把
握

す
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
に
す

る
こ
と
 

(
b
-
6)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

文
書

を
，
読
み
や

す
く
容
易
に

内
容
を
把

握
す
る

こ
と
が

で
き
る

よ
う
に

す
る
こ

と
 

 

 

65
. 

七
 組

織
の
外
部
で
作

成
さ
れ
た

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
文
書

を
識
別

し
，
そ

の
配
付

を
管
理

す
る

こ
と
。
 

 
g
)
 
組

織
の

外
部

で
作

成
さ
れ

た
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文

書

を
識
別
し

，
そ
の

配
付
を

管
理
す

る
こ
と
 

(
b
-
7)
組
織

の
外
部

で
作
成

さ
れ

た
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
文

書
を
識
別

し
，
そ

の
配
付

を
管
理

す
る
こ

と
 

 

 

66
. 

八
 廃

上
し
た
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書

が
使
用

さ
れ
る
こ

と
を
防

止
す
る

こ
と
。

こ
の
場

合
に

お
い
て
，

当
該
文

書
を
保

持
す
る

と
き
は

，
そ

の
目
的
に

か
か
わ

ら
ず
，

こ
れ
を

識
別
し

，
管

理
す
る
こ

と
。
 

 
h
)
 
廃

止
し

た
品

質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

文
書

が
使

用
さ

れ
る

こ

と
を
防
止
す
る

こ
と

。
こ

の
場
合
に
お

い
て
，

当
該

文
書
を

保
持
す
る
と
き

は
，

そ
の

目
的
に

か
か

わ
ら
ず

，
こ

れ
を
識

別
し
，
管

理
す
る

こ
と
 

(
b
-
8)
廃
止

し
た
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
文
書
が

使
用
さ
れ
る

こ
と
を
防

止
す
る

こ
と
。
こ

の
場

合
に
お
い
て
，
当

該
文
書

を
保
持
す

る
と
き

は
，
そ
の

目
的

に
か
か
わ
ら
ず
，
こ
れ
を

識
別
し
，

管
理
す

る
こ
と
 

 

 

6
7
. 

（
記
録
の

管
理
）
 

（
記
録
の

管
理
）
 

4
.
2
.4

記
録
の

管
理
 

ｄ
．
記
録

の
管
理
 

 

68
. 

第
八
条
 原

子
力
事
業

者
等
は
，

こ
の
規

則
に
規

定
す
る
個

別
業
務

等
要
求

事
項
へ

の
適
合

及
び

品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

実
効
性

を
実

証
す
る
記

録
を
明

確
に
す

る
と
と

も
 

に
，
当
該

記
録
を

，
読
み

や
す
く

容
易
に

内
容

を
把
握
す

る
こ
と

が
で
き

，
か
つ

，
検
索

す
る

こ
と
が
で

き
る
よ

う
に
作

成
し
，

保
安
活

動
の

重
要
度
に

応
じ
て

こ
れ
を

管
理
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
品
管
規
則
に

規
定

す
る
個
別
業
務

等
要
求
事

項
へ
の
適
合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
の

実
効
性

を
実
証
す

る
記
録

を
明
確

に
す
る

と
と
も

に
，
当
該
記
録

を
，

読
み
や
す

く
容
易

に
内
容

を
把
握

す
る
こ

と
が
で

き
，
か

つ
，

検
索
す
る
こ
と

が
で

き
る

よ
う
に
作
成

し
，
保

安
活

動
の
重

要
度
に
応

じ
て
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

(
a
) 

組
織

は
，
品

管
規
則

に
規

定
す
る
個
別

業
務
等
要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性
を
実

証
す
る

記
録
を

明
確
に

す
る
と

と
も
に

，
当
該
記

録
を

，
読

み
や

す
く

容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
，
か

つ
，
検
索
す
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
に
作

成
し

，
保

安
活
動
の

重
要
度

に
応
じ

て
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

 

69
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
記
録

の
識

別
，
保
存

，
保
護

，
検
索

及
び
廃

棄
に
関

し
，

所
要
の
管

理
の
方

法
を
定

め
た
手

順
書
等

を
作

成
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
(1
)の

記
録
の
識

別
，
保

存
，
保

護
，
検

索
及

び
廃
棄
に
関
し

て
必

要
な

事
項
を
「
品

質
記
録

管
理

要
項
」

に
定
め
，

実
施
す

る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
(
a
)の

記
録
の
識

別
，
保
存

，
保
護
，
検
索

及
び
廃
棄

に
関
し

，
所
要
の
管
理

の
方
法

を
定
め

た
手
順

書

等
を
作
成

す
る

｡ 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

7
0
. 

第
三
章
 経

営
責
任
者

等
の
責
任
 

第
３
章

 経
営

責
任
者
等
の
責
任
 

5
.
 経

営
責
任
者
等
の

責
任
 

(
5
) 

経
営
責

任
者
等

の
責
任
 

 

7
1
. 

（
経

営
責

任
者

の
原

子
力

の
安

全
の

た
め

の
リ

ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
）
 

（
経

営
責

任
者

の
原

子
力

の
安

全
の

た
め

の
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
 

5
.
1
経
営
責
任

者
の

原
子
力
の
安

全
の

た
め

の
リ
ー

ダ
ー
シ

ッ
プ
 

(
ⅰ

)
 

経
営

責
任

者
の

原
子

力
の

安
全

の
た

め
の

リ
ー

ダ

ー
シ
ッ
プ
 

 

72
. 

第
九
条
 経

営
責
任
者

は
，
原
子

力
の
安

全
の
た

め
の
リ
ー

ダ
ー
シ

ッ
プ
を

発
揮
し

，
責
任

を
持

っ
て
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
を
確

立
さ

せ
，
実
施

さ
せ
る

と
と
も

に
，
そ

の
実
効

性
を

維
持
し
て

い
る
こ

と
を
，

次
に
掲

げ
る
業

務
を

行
う
こ
と

に
よ
っ

て
実
証

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
社

長
は
，
原
子

力
の

安
全

の
た
め

の
リ

ー
ダ
ー

シ
ッ

プ
を
発

揮
し
，
責
任
を

持
っ

て
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
を
確

立
さ
せ
，
実
施

さ
せ

る
と

と
も
に
，
そ

の
実
効

性
を

維
持
し

て
い
る
こ
と
を

，
次

に
掲

げ
る
業
務
を

行
う
こ

と
に

よ
っ
て

実
証
す
る

。
 

社
長
は
，

原
子
力

の
安
全

の
た
め

の
リ
ー

ダ
ー
シ

ッ
プ
を

発
揮
し
，

責
任
を

持
っ
て

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

を
確
立
さ

せ
，
実

施
さ
せ

る
と
と

も
に
，

そ
の
実

効
性
を

維
持
し
て

い
る
こ

と
を
，

次
に
掲

げ
る
業

務
を
行

う
こ
と

に
よ
っ
て

実
証
す

る
。
 

 

7
3
. 

一
 品

質
方
針
を
定
め

る
こ
と
。
 

 
a
)
 品

質
方
針
を
定
め

る
こ
と
 

ａ
．
品
質

方
針
を
定
め
る

こ
と
 

 

 

7
4
. 

二
 
品

質
目

標
が

定
め

ら
れ

て
い

る
よ

う
に

す
る

こ
と
。
 

 
b
)
 品

質
目
標
が
定
め

ら
れ
て
い

る
よ
う

に
す
る

こ
と
 

ｂ
．
品
質

目
標
が
定
め
ら

れ
て
い

る
よ
う

に
す
る

こ
と
 

 

 

75
. 

三
 要

員
が
，
健

全
な
安

全
文
化
を

育
成
し
，
及
び

維
持

す
る

こ
と

に
貢

献
で

き
る

よ
う

に
す

る

こ
と
。
 

１
第
3
号
に
規

定
す
る
「
要
員
が

，
健
全

な
安
全

文
化
を
育

成
し
，

及
び
維

持
す
る

こ
と
に

貢
献

で
き
る
よ

う
に
す

る
こ
と

」
と
は

，
要
員

が
健

全
な
安
全

文
化
を

育
成
し

，
維
持

す
る
取

組
に

参
画
で
き

る
環
境

を
整
え

て
い
る

こ
と
を

い

う
。
 

c
)
 要

員
が
，
健
全
な

安
全
文

化
を

育
成
し

，
及
び

維
持
す
る

こ
と
に
貢
献
で

き
る

よ
う

に
す
る
こ
と

（
要
員

が
健

全
な
安

全
文
化
を
育
成

し
，

及
び

維
持
す
る
取

組
み
に

参
画

で
き
る

環
境
を
整

え
て
い

る
こ
と

を
い
う

。
）。

 

ｃ
．
要

員
が

，
健
全
な
安

全
文
化

を
育
成

し
，
及
び
維
持
す

る
こ
と
に

貢
献
で

き
る
よ

う
に
す

る
こ
と
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

11



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

7
6
. 

四
 
第

十
八

条
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー
を
実

施
す
る

こ
と
。
 

 
d
)
 5
.
6.
1
に

規
定
す
る
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

を
実
施
す

る
こ
と
 

ｄ
．
(
5
)，

(ⅵ
)，

ａ
．
に

規
定

す
る
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
を
実

施
す
る

こ
と
 

 

7
7
. 

五
 
資

源
が

利
用

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こ

と
。
 

 
e
)
 資

源
が
利
用
で
き

る
体
制
を

確
保
す

る
こ
と
 

ｅ
．
資
源

が
利
用

で
き
る

体
制
を

確
保
す

る
こ
と
 

 

7
8
. 

六
 関

係
法
令
を
遵
守

す
る
こ
と

そ
の
他

原
子
力

の
安
全
を

確
保
す

る
こ
と

の
重
要

性
を
要

員
に

周
知
す
る

こ
と
。
 

 

 
f
)
 
関

係
法

令
を

遵
守

す
る
こ

と
そ

の
他

原
子

力
の

安
全

を

確
保
す
る

こ
と
の

重
要
性

を
要
員

に
周
知

す
る
こ

と
 

ｆ
．
関
係
法
令

を
遵
守
す
る
こ
と

そ
の
他

原
子
力

の
安
全

を

確
保
す
る

こ
と
の

重
要
性

を
要
員

に
周
知

す
る
こ

と
 

 

 

79
. 

七
 保

安
活
動
に
関
す

る
担
当
業

務
を
理

解
し
，

遂
行
す
る

責
任
を

有
す
る

こ
と
を

要
員
に

認
識

さ
せ
る
こ

と
。
 

 
g
)
 保

安
活
動
に
関
す

る
担
当
業

務
を
理

解
し
，

遂
行
す

る

責
任
を
有

す
る
こ

と
を
，

要
員
に

認
識
さ

せ
る
こ

と
 

ｇ
．
保
安
活

動
に
関
す
る
担

当
業

務
を
理
解
し
，
遂

行
す
る

責
任
を
有

す
る
こ

と
を
，

要
員
に

認
識
さ

せ
る
こ

と
 

 

 

80
. 

八
 全

て
の
階
層
で
行

わ
れ
る
決

定
が
，

原
子
力

の
安
全
の

確
保
に

つ
い
て

，
そ
の

優
先
順

位
及

び
説
明
す

る
責
任

を
考
慮

し
て
確

実
に
行

わ
れ

る
よ
う
に

す
る
こ

と
。
 

 
h
)
 
全

て
の

階
層

で
行

わ
れ
る

決
定

が
，

原
子

力
の

安
全

の

確
保
に
つ
い
て

，
そ

の
優

先
順
位
及
び

説
明
す

る
責

任
を
考

慮
し
て
確

実
に
行

わ
れ
る

よ
う
に

す
る
こ

と
 

ｈ
．
全
て
の

階
層
で
行
わ
れ

る
決

定
が
，
原
子
力
の

安
全
の

確
保
に
つ

い
て

，
そ
の
優
先
順
位

及
び
説

明
す
る

責
任
を

考

慮
し
て
確

実
に
行

わ
れ
る

よ
う
に

す
る
こ

と
 

 

 

8
1
. 

（
原
子
力

の
安
全

の
確
保

の
重
視

）
 

（
原
子
力

の
安
全

の
確
保

の
重
視

）
 

5
.
2
原

子
力
の

安
全
の

確
保
の
重
視
 

(
ⅱ

) 
原

子
力
の

安
全
の

確
保
の

重
視
 

 

82
. 

第
十
条
 経

営
責
任
者

は
，
組
織

の
意
思

決
定
に

当
た
り
，

機
器
等

及
び
個

別
業
務

が
個
別

業
務

等
要
求
事

項
に
適

合
し
，

か
つ
，

原
子
力

の
安

全
が
そ
れ

以
外
の

事
由
に

よ
り
損

な
わ
れ

な
い

よ
う
に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

１
 第

1
0条

に
規
定
す
る
「
原
子

力
の
安

全
が
そ

れ
以
外
の

事
由
に

よ
り
損

な
わ
れ

な
い
」

と

は
，
例
え

ば
，
コ

ス
ト
，

工
期
等

に
よ
つ

て
原

子
力
の
安

全
が
損

な
わ
れ

な
い
こ

と
を
い

う
。
 

社
長
は
，
組
織

の
意

思
決

定
に
当
た
り

，
機
器

等
及

び
個
別

業
務
が
個
別
業

務
等

要
求

事
項
に
適
合

し
，
か

つ
，

原
子
力

の
安
全
が
そ
れ

以
外

の
事

由
に
よ
り
損

な
わ
れ

な
い

よ
う
に

す
る
。
 

社
長
は
，
組

織
の
意
思
決
定

に
当

た
り
，
機
器
等
及

び
個
別

業
務
が
個

別
業
務

等
要
求

事
項
に

適
合
し
，
か
つ
，
原
子
力

の
安

全
が

そ
れ

以
外

の
事

由
に

よ
り

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

に
す
る
。
 

 

8
3
. 

（
品
質
方

針
）
 

（
品
質
方

針
）
 

5
.
3
品

質
方
針
 

(
ⅲ

) 
品

質
方
針
 

 

8
4
. 

第
十
一
条

 経
営
責
任

者
は
，
品

質
方
針

が
次
に

掲
げ
る
事

項
に
適

合
し
て

い
る
よ

う
に
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
 第

1
1条

に
規
定
す
る
「
品
質

方
針
」

に
は
，

健
全
な
安

全
文
化

を
育
成

し
，
及

び
維
持

す
る

こ
と
に
関

す
る
も

の
を
含

む
。
こ

の
場
合

に
お

い
て
，
技

術
的
，

人
的
及

び
組
織

的
要
因

並
び

に
そ
れ
ら

の
間
の

相
互
作

用
が
原

子
力
の

安
全

に
対
し
て

影
響
を

及
ぼ
す

も
の
で

あ
る
こ

と
を

考
慮
し
，

組
織
全

体
の
安

全
文
化

の
あ
る

べ
き

姿
を
目
指

し
て
設

定
し
て

い
る
こ

と
。
 

社
長
は
，
品
質

方
針

（
健

全
な
安

全
文

化
を
育

成
し

，
及
び

維
持
す
る
こ
と

に
関

す
る

も
の
を
含
む

。
こ
の

場
合

に
お
い

て
，
技
術
的
，

人
的

及
び

組
織
的
要
因

並
び
に

そ
れ

ら
の
間

の
相
互
作
用
が

原
子

力
の

安
全
に
対
し

て
影
響

を
及

ぼ
す
も

の
で
あ
る
こ
と

を
考

慮
し

，
組
織
全
体

の
安
全

文
化

の
あ
る

べ
き
姿
を

目
指
し

て
設
定

し
て
い

る
こ
と

。）
が
次
に

掲
げ
る

事
項
に
適

合
し
て

い
る
よ

う
に
す

る
。
 

社
長
は
，
品
質

方
針
が
次
に
掲
げ

る
事
項

に
適
合

し
て
い

る

よ
う
に
す

る
。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

8
5
. 

一
組

織
の

目
的

及
び

状
況

に
対

し
て

適
切

な
も

の
で
あ
る

こ
と
。
 

２
 第

1号
に
規
定

す
る
「

組
織
の

目
的
及

び
状

況
に
対
し

て
適
切

な
も
の

で
あ
る

こ
と
」

に

は
，
組
織

違
営
に

関
す
る

方
針
と

整
合
的

な
も

の
で
あ
る

こ
と
を

含
む
。
 

a
)
 
組

織
の

目
的

及
び

状
況
に

対
し

て
適

切
な

も
の

で
あ

る

こ
と
（
組
織
運

営
に

関
す

る
方
針

と
整

合
的
な

も
の
で
あ
る

こ
と
を
含

む
。
）

。
 

ａ
．
組
織
の
目

的
及
び
状
況
に
対

し
て
適

切
な
も

の
で
あ

る

こ
と
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

8
6
. 

二
 要

求
事
項
へ
の
適

合
及
び
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
実

効
性
の

維
持
に

経
営
責

任
者

が
責
任
を

持
っ
て

関
与
す

る
こ
と

。
 

 
b
)
 
要

求
事

項
へ

の
適

合
及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ

ム
の
実
効
性
の

維
持

に
社

長
が
責

任
を

持
っ
て

関
与

す
る
こ

と
 

ｂ
．
要
求
事
項

へ
の
適
合
及
び
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

長
が

責
任

を
持

っ
て

関
与

す
る

こ
と
 

 

8
7
. 

三
 
品

質
目

標
を

定
め

，
評

価
す

る
に

当
た

っ
て

の
枠
組
み

と
な
る

も
の
で

あ
る
こ

と
。
 

 
c
)
 
品

質
目

標
を

定
め

，
評
価

す
る

に
当

た
っ

て
の

枠
組

み

と
な
る
も

の
で
あ

る
こ
と
 

ｃ
．
品
質
目

標
を
定
め
，
評
価
す

る
に
当

た
っ
て

の
枠
組

み

と
な
る
も

の
で
あ

る
こ
と
 

 

8
8
. 

四
 要

員
に
周
知
さ
れ

，
理
解
さ

れ
て
い

る
こ
と

。 
 

d
)
 要

員
に
周
知
さ
れ

，
理
解
さ

れ
て
い

る
こ
と
 

ｄ
．
要
員

に
周
知
さ
れ
，

理
解
さ

れ
て
い

る
こ
と
 

 

 

8
9
. 

五
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
っ

て
関

与

す
る
こ
と

。
 

 
e
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
に

社

長
が
責
任

を
持
っ

て
関
与

す
る
こ

と
 

ｅ
．
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
継

続
的
な

改
善
に

社

長
が
責
任

を
持
っ

て
関
与

す
る
こ

と
 

 

 

9
0
. 

 
 

5
.
4
計

画
 

(
ⅳ

) 
計

画
 

 

9
1
. 

（
品
質
目

標
）
 

（
品
質
目

標
）
 

5
.
4
.1

品
質
目

標
 

ａ
．
品
質

目
標
 

 

9
2
. 

第
十
二
条

 経
営
責
任

者
は
，
部

門
に
お

い
て
，

品
質
目
標

(個
別
業
務

等
要
求
事

項
へ
の

適
合
の

た
め
に
必

要
な
目

標
を
含

む
。
)
が
定

め
ら
れ
て

１
 第

１
項
に

規
定
す
る
「
品
質

目
標
（

個
別
業

務
等
要
求

事
項
へ
の
適
合

の
た
め
に
必
要

な
目

標
を
含
む

。
）
が
定
め
ら

れ
て
い
る
」
に

は
，

(
1
) 

社
長
は

，
部
門
に
お
い

て
，

品
質
目
標
（
個

別
業
務
等

要
求
事
項

へ
の
適

合
の
た

め
に
必
要
な
目

標
を
含
む
。
）
が

定
め
ら

れ
て

い
る
よ
う
に
す
る
。

こ
れ

に
は

，
品
質

目
標

(
a
) 

社
長

は
，
部

門
に
お

い
て

，
品
質
目
標

（
個
別
業
務

等
要
求
事
項
へ

の
適
合
の
た

め
に

必
要

な
目
標

を
含
む

。）

が
定
め
ら

れ
て
い

る
よ
う

に
す
る

。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

12



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

い
る
よ
う

に
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

品
質
目
標

を
達
成
す
る
た

め
の
計
画
と
し

て
，

次
の
事
項

を
含
む
。
 

・
実
施
事

項
 

・
必
要
な

資
源
 

・
責
任
者
 

・
実
施
事

項
の
完

了
時
期
 

・
結
果
の

評
価
方

法
 

を
達
成
す

る
た
め

の
計
画

と
し
て
，
次
の

事
項
を
含
む
。
 

a
)
 実

施
事
項
 

b
)
 必

要
な
資
源
 

c
)
 責

任
者
 

d
)
 実

施
事
項
の
完
了

時
期
 

e
)
 結

果
の
評
価
方
法
 

 

9
3
. 

２
 経

営
責
任
者
は
，

品
質
目
標

が
，
そ

の
達
成

状
況
を
評

価
し
得

る
も
の

で
あ
っ

て
，
か

つ
，

品
質
方
針

と
整
合

的
な
も

の
と
な

る
よ
う

に
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
第
2
項
に
規

定
す
る
「
そ
の
達

成
状
況

を
評
価

し
得
る
」

と
は
，

品
質
目

標
の
達

成
状
況

を
監

視
測
定
し

，
そ
の

達
成
状

況
を
評

価
で
き

る
状

態
に
あ
る

こ
と
を

い
う
。
 

(
2
) 

社
長
は

，
品
質
目
標
が

，
そ

の
達
成
状
況
を

評
価
し
得

る
（
品
質
目
標

の
達

成
状

況
を
監
視
測

定
し
，

そ
の

達
成
状

況
を
評
価
で
き

る
状

態
に

あ
る
こ
と
）

も
の
で

あ
っ

て
，
か

つ
，
品
質
方
針

と
整

合
的

な
も
の

と
な

る
よ
う

に
す

る
。
組

織
は
，
品
質
目
標

に
係
る
事
項
に

つ
い
て
，「

品
質
目

標
及
び

品
質
保
証

計
画
管

理
要
項

」
に
定

め
，
実

施
す
る

。
 

(
b
) 

社
長

は
，
品

質
目
標

が
，

そ
の
達
成
状

況
を
評
価
し

得
る
も
の

で
あ
っ

て
，
か
つ
，
品

質
方
針

と
整
合

的
な
も

の

と
な
る
よ

う
に
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

  保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

94
. 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
計
画

）
 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
計
画

）
 

5
.
4
.2
 品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

計
画
 

ｂ
．
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
の
計

画
 

 

9
5
. 

第
十
三
条

 経
営
責
任

者
は
，
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
が
第

四
条
の

規
定
に

適
合
す

る
よ

う
，
そ
の

実
施
に

当
た
っ

て
の
計

画
が
策

定
さ

れ
て
い
る

よ
う
に

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1
) 

社
長
は

，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
が

4
.1

の
規

定
に
適
合
す
る

よ
う

，
そ

の
実
施

に
当

た
っ
て

の
計

画
が
策

定
さ
れ
て

い
る
よ

う
に
す

る
。
 

(
a
)
 

社
長

は
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

が
(
4
)
，

(
ⅰ

)の
規

定
に
適

合
す
る

よ
う
，
そ
の
実
施
に

当
た
っ
て
の

計
画
が
策

定
さ
れ

て
い
る

よ
う
に

す
る
。
 

 

9
6
. 

２
 経

営
責
任
者
は
，

品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の
変

更
が
計

画
さ
れ

，
そ
れ

が
実
施

さ
れ

る
場
合
に

お
い
て

は
，
当

該
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
が
不

備
の
な

い
状
態

に
維
持

さ
れ

て
い
る
よ

う
に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

こ
の

場
合
に
お

い
て
，

保
安
活

動
の
重

要
度
に

応
じ

て
，
次
に

掲
げ
る

事
項
を

適
切
に

考
慮
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
 第

2項
に
規
定

す
る
「

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ
ム

の
変
更

」
に
は

，
プ
ロ

セ
ス
及

び
組

織
の
変
更

(累
積
的
な
影
響
が
生

じ
得
る

プ
ロ
セ

ス
及
び
組

織
の
軽

微
な
変

更
を
含

む
。

)を
含

む
。
 

(
2
) 

社
長
は

，
プ
ロ
セ
ス
及

び
組

織
の
変
更
（
累

積
的
な
影

響
が

生
じ

得
る

プ
ロ

セ
ス

及
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。
）
を
含
む

品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
変

更
が
計

画
さ
れ
，
そ
れ

が
実

施
さ

れ
る
場
合
に

お
い
て

は
，

当
該
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
が
不
備
の

な
い
状

態
に

維
持
さ

れ
て
い
る
よ
う

に
す

る
。

こ
の
場
合
に

お
い
て

，
保

安
活
動

の
重
要
度
に
応

じ
て

，
次

に
掲
げ
る
事

項
を
適

切
に

考
慮
す

る
。
 

(
b
) 

社
長

は
，
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
変
更
が

計
画
さ
れ
，
そ
れ
が
実
施
さ

れ
る

場
合
に
お
い
て

は
，
当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
さ
れ
て

い
る
よ

う
に
す

る
。
こ

の
場
合
に
お
い

て
，
保
安

活
動
の
重

要
度
に

応
じ
て

，
次
に

掲
げ
る

事
項
を

適
切
に

考

慮
す
る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

97
. 

一
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

変
更

の
目

的
及
び
当

該
変
更

に
よ
り

起
こ
り

得
る
結

果
 

２
 
第

2項
第

1号
に
規
定

す
る
「

起
こ
り

得
る

結
果
」
に

は
，
組

織
の
活

動
と
し

て
実
施

す
る

次
の
事
項

を
含
む

(第
2
3条

第
3項

第
1
号
に
お

い

て
同
じ
。

)。
 

・
当
該
変

更
に
よ

る
原
子

力
の
安

全
へ
の

影
響

の
程
度
の

分
析
及

び
評
価
 

・
当
該
分

析
及
び

評
価
の

結
果
に

基
 

づ
き
講
じ

た
措
置
 

 

a
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

の
変

更
の

目
的

及
び

当

該
変
更
に
よ
り

起
こ

り
得

る
結
果
（
当

該
変
更

に
よ

る
原
子

力
の
安
全
へ
の

影
響

の
程

度
の
分
析
及

び
評
価

，
並

び
に
当

該
分
析
及

び
評
価

の
結
果

に
基
づ

き
講
じ

た
措
置

を
含
む

。）
 

(
b
-
1)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
変
更

の
目
的
及
び

当
該
変
更

に
よ
り

起
こ
り

得
る
結

果
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

98
. 

二
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持
 

 
b
)
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
実

効
性
の

維
持
 

(
b
-
2)
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
実
効
性

の
維
持
 

 

99
. 

三
 資

源
の
利
用
可
能

性
 

 
c
)
 資

源
の
利
用
可
能

性
 

(
b
-
3)
資
源
の

利
用
可

能
性
 

 

10
0. 

四
 責

任
及
び
権
限
の

割
当
て
 

 
d
)
 責

任
及
び
権
限
の

割
当
て
 

(
b
-
4)
責
任
及

び
権
限

の
割
当
て
 

 

1
0
1
. 

 
 

5
.
5
責

任
，
権

限
及
び

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
 

(
ⅴ

) 
責

任
，
権

限
及
び

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
 

 

1
0
2
. 

（
責
任
及

び
権
限

）
 

（
責
任
及

び
権
限

）
 

5
.
5
.1

責
任
及

び
権
限
 

ａ
．
責
任

及
び
権

限
 

 

10
3. 

第
十
四
条

 経
営
責
任

者
は
，
部

門
及
び

要
員
の

責
任
及
び

権
限
並

び
に
部

門
相
互

間
の
業

務
の

手
順
を
定

め
さ
せ

，
関
係

す
る
要

員
が
責

任
を

持
っ
て
業

務
を
遂

行
で
き

る
よ
う

に
し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

１
 第

1
4条

に
規
定
す
る
「
部
門

及
び
要

員
の
責

任
」
に
は

，
担
当

業
務
に

応
じ
て

，
組
織

の
内

外
に
対
し

保
安
活

動
の
内

容
に
つ

い
て
説

明
す

る
責
任
を

含
む
。
 

２
 第

1
4条

に
規
定
す
る
「
部
門

相
互
間

の
業
務

の
手
順
」

と
は
，

部
門
間

で
連
携

が
必
要

な
業

務
の
プ
ロ

セ
ス
に

お
い
て

，
業
務

(情
報
の
伝

達

を
含
む
。

)が
停
滞
し
，
断
続
す

る
こ
と

な
く
遂

行
で
き
る

仕
組
み

を
い
う

。
 

社
長
は
，
組
織

権
限

規
程

を
踏
ま
え
第

５
条
（

保
安

に
関
す

る
職
務
）
及
び

第
９

条
（

原
子
炉
主
任

技
術
者

の
職

務
等
）

並
び
に
第
９
条

の
２

（
電

気
主
任
技
術

者
及
び

ボ
イ

ラ
ー
・

タ
ー
ビ
ン
主
任

技
術

者
の

職
務
等
）
に

定
め
る

責
任
（
担
当

業
務
に
応
じ
て

，
組

織
の

内
外
に
対
し

保
安
活

動
の

内
容
に

つ
い
て
説

明
す
る

責
任
を

含
む
。
）
及
び
権
限

並
び
に

部
門
相

互
間

の
業

務
の

手
順

(
部

門
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ

ロ
セ
ス
に

お
い
て
，
業
務
（
情
報

の
伝
達
を
含
む

。）
を

定
め

さ
せ
，
関
係
す

る
要

員
が

責
任
を
持
っ

て
業
務

を
遂

行
で
き

る
よ
う
に

す
る
。
 

社
長
は
，

部
門
及

び
要
員

の
責
任

及
び
権

限
並
び

に
部
門

相
互
間
の

業
務
の

手
順
を

定
め
さ

せ
，
関

係
す
る

要
員
が

責
任
を
持

っ
て
業

務
を
遂

行
で
き

る
よ
う

に
す
る

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
他
の
条

文
に
責
任
及
び

権

限
が
定
め

ら
れ
て

い
る
た
め
，
当

該
条
文
を
引
用
 

 保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

社
長
は
，
組
織

権
限

規
程

を
踏
ま
え
第

６
条
（

保
安

に
関
す

る
職
務
）
及
び

第
１

０
条

（
廃
止
措
置

主
任
者

の
職

務
等
）

に
定
め
る
責
任

（
担

当
業

務
に
応
じ
て

，
組
織

の
内

外
に
対

し
保
安
活

動
の
内

容
に
つ

い
て
説

明
す
る

責
任
を

含
む

。）
及

び
権

限
並

び
に

部
門

相
互

間
の

業
務

の
手

順
(
部

門
間

で
連

携
が
必
要
な
業

務
の

プ
ロ

セ
ス
に
お
い

て
，
業

務
（

情
報
の

伝
達
を
含

む
。
）
を
定

め
さ
せ

，
関

係
す
る
要
員
が

責
任
を
持

っ
て
業
務

を
遂
行

で
き
る

よ
う
に

す
る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
１
編

 １
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

社
長
は
，
組
織

権
限

規
程

を
踏
ま
え
第

５
条
（

保
安

に
関
す

る
職
務
）
及
び

第
９

条
（

廃
止
措
置
主

任
者
の

職
務

等
）
並

び
に
第
９
条
の

２
（

電
気

主
任
技
術
者

及
び
ボ

イ
ラ

ー
・
タ

ー
ビ
ン
主
任
技

術
者

の
職

務
等
）

に
定

め
る
責

任
（

担
当
業

務
に
応
じ
て
，

組
織

の
内

外
に
対
し
保

安
活
動

の
内
容
に
つ

い
て
説
明

す
る
責

任
を
含

む
。
）
及

び
権
限
並
び
に

部
門
相
互

間
の

業
務

の
手

順
(
部

門
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロ

セ
ス
に
お

い
て
，
業

務
（
情
報
の

伝
達
を
含
む

。）
を
定

め
さ

せ
，
関
係
す
る

要
員

が
責

任
を
持
っ
て

業
務
を

遂
行

で
き
る

よ
う
に
す

る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

社
長
は
，
組
織

権
限

規
程

を
踏
ま
え
第

２
０
５

条
（

保
安
に

関
す
る
職
務
）

及
び

第
２

０
９
条
（
原

子
炉
主

任
技

術
者
の

職
務
等
）
並
び

に
第

２
０

９
条
の
２
（

電
気
主

任
技

術
者
及

び
ボ
イ
ラ
ー
・

タ
ー

ビ
ン

主
任
技
術
者

の
職
務

等
）

に
定
め

る
責
任
（
担
当

業
務

に
応

じ
て
，
組
織

の
内
外

に
対

し
保
安

活
動
の
内

容
に
つ

い
て
説

明
す
る

責
任
を

含
む

。）
及

び
権
限

並
び

に
部

門
相

互
間

の
業

務
の

手
順

(
部

門
間

で
連

携
が

必

要
な
業
務
の
プ

ロ
セ

ス
に

お
い
て
，
業

務
（
情

報
の

伝
達
を

含
む
。
）
を
定

め
さ
せ

，
関
係

す
る

要
員
が
責
任
を

持
っ
て
業

務
を
遂
行

で
き
る

よ
う
に

す
る
。
 

  条
番
号
及

び
主
任

者
の
違
い
に
よ

る
差
異
 

          主
任
者
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

          条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

    

1
0
4
. 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

管
理
責

任
者
）
 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

管
理
責

任
者

）
 

5
.
5
.2

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
管

理
責
任
者
 

ｂ
．
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
管
理

責
任
者
 

 

1
0
5
. 

 
 

(
1
) 

社
長
は

，
安
全
室
を
担

当
す

る
取
締
役
を
実

施
部
門
の

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管

理
責

任
者

と
し
て

，
考

査
・
品

質
監

査
室
長
を
監
査
部
門

の
品

質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ
ム

管
理
責

任
者
に

任
命
す
る
。
 

 
保

安
規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス

テ
ム
管

理
責
任
者
を
記

載
 

10
6. 

第
十
五
条

 経
営
責
任

者
は
，
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
を
管

理
す
る

責
任
者

に
，
次

に
掲

げ
る
業
務

に
係
る

責
任
及

び
権
限

を
与
え

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
2
) 

社
長
は

，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
管

理
責
任
者

に
，
次
に

掲
げ
る

業
務
に

係
る
責

任
及
び

権
限
を

与
え
る

。
 

(
a
) 

社
長
は

，
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

を
管
理

す

る
責
任
者

に
，
次

に
掲
げ

る
業
務

に
係
る

責
任
及

び
権
限

を
与
え
る

。
 

 

 

10
7. 

一
 プ

ロ
セ
ス
が
確
立

さ
れ
，
実

施
さ
れ

る
と
と

も
に
，
そ

の
実
効

性
が
維

持
さ
れ

て
い
る

よ
う

に
す
る
こ

と
。
 

 
a
)
 プ

ロ
セ
ス
が
確
立

さ
れ
，
実
施

さ
れ
る

と
と
も

に
，
そ
の

実
効
性
が

維
持
さ

れ
て
い

る
よ
う

に
す
る

こ
と
 

(
a
-
1)
プ
ロ
セ

ス
が
確

立
さ
れ
，

実
施
さ
れ
る
と

と
も
に

，

そ
の
実
効

性
が
維

持
さ
れ

て
い
る

よ
う
に

す
る
こ

と
 

 

10
8. 

二
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
運

用
状
況

及
び
そ
の

改
善
の

必
要
性

に
つ
い

て
経
営

責
任

者
に
報
告

す
る
こ

と
。
 

 
b
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

の
運

用
状

況
及

び
そ

の

改
善
の
必

要
性
に

つ
い
て

，
社
長

に
報
告

す
る
こ

と
 

(
a
-
2)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
運
用

状
況
及
び
そ

の
改
善
の

必
要
性

に
つ
い

て
，
社

長
に
報

告
す
る

こ
と
 

 

 

10
9. 

三
 健

全
な
安
全
文
化

を
育
成
し

，
及
び

維
持
す

る
こ
と
に

よ
り
，

原
子
力
の
安
全

の
確
保
に
つ

 
c
)
 
健

全
な

安
全

文
化

を
育
成

し
，

及
び

維
持

す
る

こ
と

に

よ
り
，
原
子
力

の
安

全
の

確
保
に

つ
い

て
の
認

識
が

向
上
す

(
a
-
3)
健
全

な
安
全

文
化
を

育
成

し
，
及
び
維

持
す
る
こ
と

に
よ
り
，
原
子

力
の
安
全
の
確
保

に
つ
い

て
の
認

識
が
向

上
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

い
て
の
認

識
が
向

上
す
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。
 

 

る
よ
う
に

す
る
こ

と
 

す
る
よ
う

に
す
る
こ
と
 

 

1
1
0
. 

四
 関

係
法
令
を
遵
守

す
る
こ
と

。
 

 

 
d
)
 関

係
法
令
を
遵
守

す
る
こ
と
 

(
a
-
4)
関
係
法

令
を
遵

守
す
る
こ

と
 

 

1
1
1
. 

（
管
理
者

）
 

（
管
理
者

）
 

5
.
5
.3

管
理
者
 

ｃ
．
管
理

者
 

 

11
2. 

第
十
六
条

 経
営
責
任

者
は
，
次

に
掲
げ

る
業
務

を
管
理
監

督
す
る

地
位
に

あ
る
者

(以
下
「
管
理

者
」
と
い

う
。

)に
，

当
該
管
理

者
が
管

理
監
督

す
る
業
務

に
係
る

責
任
及

び
権
限

を
与
え

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
第
1
項
に
規

定
す
る
「
管
理
者

」
と
は

，
職
務

権
限
を
示

す
文
書

に
お
い

て
，
管

理
者
と

し
て

責
任
及
び

権
限
を

付
与
さ

れ
て
い

る
者
を

い

う
。
な
お

，
管
理

者
に
代

わ
り
，

個
別
業

務
の

プ
ロ
セ
ス

を
管
理

す
る
責

任
者
を

置
い
て

，
そ

の
業
務
を

行
わ
せ

る
こ
と

が
で
 

き
る
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
，
当

該
責
任

者
の

責
任
及
び

権
限
は

，
文
書

で
明
確

に
定
め

る
必

要
が
あ
る

。
 

(
1
) 

社
長
は

，
次
に
掲
げ
る

業
務

を
管
理
監
督
す

る
地
位
に

あ
る
者
（
品
質

マ
ニ

ュ
ア

ル
に
お
い
て

，
管
理

者
と

し
て
責

任
及
び
権
限
を

付
与

さ
れ

て
い
る
者
。

以
下
「

管
理

者
」
と

い
う
。
）
に
，
当
該
管
理
者
が

管
理

監
督
す
る
業
務

に
係
る
責

任
及
び
権

限
を
与

え
る
。
 

な
お
，
管
理
者

に
代

わ
り

，
業
務
の
プ

ロ
セ
ス

を
管

理
す
る

責
任
者
を

置
い
て

，
そ
の

業
務
を

行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
場
合
に
お

い
て

，
当

該
責
任
者
の

責
任
及

び
権

限
は
，

文
書
で
明

確
に
定

め
る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

社
長
は

，
次
に
掲
げ
る

業
務

を
管
理
監
督
す

る
地
位
に

あ
る
者
（
品
質

マ
ニ

ュ
ア

ル
に
お
い
て

，
管
理

者
と

し
て
責

任
及
び
権
限
を

付
与

さ
れ

て
い
る
者
。

以
下
，

本
編

に
お
い

て
「
管
理

者
」
と

い
う

。）
に

，
当

該
管
理
者
が
管

理
監
督
す

る
業
務
に

係
る
責

任
及
び

権
限
を

与
え
る

。
 

な
お
，
管
理
者

に
代

わ
り

，
業
務
の
プ

ロ
セ
ス

を
管

理
す
る

責
任
者
を

置
い
て

，
そ
の

業
務
を

行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
場
合
に
お

い
て

，
当

該
責
任
者
の

責
任
及

び
権

限
は
，

文
書
で
明

確
に
定

め
る
。
 

(
a
) 

社
長

は
，
次

に
掲
げ

る
業

務
を
管
理
監

督
す
る
地
位

に
あ
る
者
（
以

下
「
管
理
者

」
と

い
う

。）
に
，
当

該
管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
管
理
者
を
記

載
 

 保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

          保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

 

11
3. 

一
個
別
業

務
の
プ

ロ
セ
ス

が
確
立

さ
れ
，

実
施

さ
れ
る
と

と
も
に

，
そ
の

実
効
性

が
維
持

さ
れ

て
い
る
よ

う
に
す

る
こ
と

。
 

 
a
)
 
個

別
業

務
の

プ
ロ

セ
ス
が

確
立

さ
れ

，
実

施
さ

れ
る

と

と
も
に
，
そ
の

実
効

性
が

維
持
さ

れ
て

い
る
よ

う
に

す
る
こ

と
 

(
a
-
1)
個
別

業
務
の

プ
ロ
セ

ス
が

確
立
さ
れ
，

実
施
さ
れ
る

と
と
も
に

，
そ

の
実
効
性
が
維
持

さ
れ
て

い
る
よ

う
に
す

る

こ
と
 

 

11
4. 

二
 
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識
が
向

上
す
る

よ
う
に

す
る
こ

と
。
 

 
b
)
 
要

員
の

個
別

業
務

等
要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向

上
す
る
よ

う
に
す

る
こ
と
 

(
a
-
2)
要
員

の
個
別

業
務
等

要
求

事
項
に
つ
い

て
の
認
識
が

向
上
す
る

よ
う
に

す
る
こ

と
。
 

 

11
5. 

三
 
個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
行

う
こ
と
。
 

 
c
)
 個

別
業
務
の
実
施

状
況
に
関

す
る
評

価
を
行

う
こ
と
 

(
a
-
3)
個
別
業

務
の
実

施
状
況
に

関
す
る
評
価
を

行
う
こ

と
 

 

11
6. 

四
 
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
及

び
維

持
す

る
こ
と
。
 

 
d
)
 健

全
な
安
全
文
化

を
育
成
し

，
及
び

維
持
す

る
こ
と
 

(
a
-
4)
健
全
な

安
全
文

化
を
育
成

し
，
及
び
維
持

す
る
こ

と
 

 

11
7. 

五
 関

係
法
令
を
遵
守

す
る
こ
と

。
 

 
e
)
 関

係
法
令
を
遵
守

す
る
こ
と
 

(
a
-
5)
関
係
法

令
を
遵

守
す
る
こ

と
 

 

11
8. 

２
 
管

理
者

は
，

前
項

の
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お
い
て

，
原
子

力
の
安
全
の
た

め
の
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

を
発
揮

し
，
次
に
掲
げ

る
事
項
を
確

実
に
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
2
)
 管

理
者
は
，

(
1)
の
責
任
及

び
権
限

の
範
囲

に
お
い

て
，

原
子
力
の
安
全

の
た

め
の

リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を

発
揮

し
，
次

に
掲
げ
る

事
項
を

確
実
に

実
施
す

る
。
 

(
b
)
 

管
理

者
は

，
(a
)
の

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
，

原
子

力
の

安
全

の
た

め
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

発
揮

し
，
次
に

掲
げ
る

事
項
を

確
実
に

実
施
す

る
。
 

 

11
9. 

一
 
品

質
目

標
を

設
定

し
，

そ
の

目
標

の
達

成
状

況
を
確
認

す
る
た

め
，
業
務
の
実

施
状
況
を
監

視
測
定
す

る
こ
と

。
 

 
a
)
 
品

質
目

標
を

設
定

し
，
そ

の
目

標
の

達
成

状
況

を
確

認

す
る
た
め

，
業
務

の
実
施

状
況
を

監
視
測

定
す
る

こ
と
 

(
b
-
1)
品
質

目
標
を

設
定
し

，
そ

の
目
標
の
達

成
状
況
を
確

認
す
る
た

め
，
業

務
の
実

施
状
況

を
監
視

測
定
す

る
こ
と
 

 

12
0. 

二
 
要

員
が

，
原

子
力

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上
し

，
か
つ

，
原
子
力
の
安
全

へ
の
取
組
を

積
極
的
に

行
え
る

よ
う
に

す
る
こ

と
。
 

 
b
)
 要

員
が
，
原
子
力

の
安
全

に
対

す
る
意

識
を
向

上
し
，
か

つ
，
原
子
力
の

安
全

へ
の

取
組
み
を
積

極
的
に

行
え

る
よ
う

に
す
る
こ

と
 

(
b
-
2)
要
員
が

，
原

子
力
の

安
全
に

対
す
る

意
識
を

向
上
し

，

か
つ
，
原
子
力

の
安
全
へ
の
取
組

を
積
極

的
に
行

え
る
よ

う

に
す
る
こ

と
 

 

12
1. 

三
原

子
力

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
そ
の
内

容
を
，
関
係
す
る
要
員

に
確
実
に
伝

達
す
る
こ

と
。
 

 
c
)
 原

子
力
の
安
全
に

係
る
意
思

決
定
の

理
由
及

び
そ
の

内

容
を
，
関

係
す
る

要
員
に

確
実
に

伝
達
す

る
こ
と
 

(
b
-
3)
原
子

力
の
安

全
に
係

る
意

思
決
定
の
理

由
及
び
そ
の

内
容
を
，

関
係
す

る
要
員

に
確
実

に
伝
達

す
る
こ

と
 

 

12
2. 

四
 
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要
員
に

定
着
さ

せ
る
と

と
も
に

，
要
員

が
，

積
極

的
に

原
子

力
施

設
の

保
安

に
関

す
る

問

 
d
)
 
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

要
員

に

定
着
さ
せ
る
と

と
も

に
，

要
員
が
，
積

極
的
に

原
子

炉
施
設

の
保
安
に

関
す
る

問
題
の

報
告
を

行
え
る

よ
う
に

す
る
こ

と
 

(
b
-
4)
常
に

問
い
か

け
る
姿

勢
及

び
学
習
す
る

姿
勢
を
要
員

に
定
着
さ

せ
る
と

と
も
に
，
要
員

が
，
積
極
的
に
発

電
用
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

関
す

る
問

題
の

報
告

を
行

え
る

よ
う
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

題
の
報
告

を
行
え

る
よ
う

に
す
る

こ
と
。
 

に
す
る
こ

と
 

12
3. 

五
 
要

員
が

，
積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献
を
行

え
る
よ

う
に
す

る
こ
と

。
 

 
e
)
 
要

員
が

，
積

極
的

に
業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を

行

え
る
よ
う

に
す
る

こ
と
 

(
b
-
5)
要
員

が
，
積

極
的
に

業
務

の
改
善
に
対

す
る
貢
献
を

行
え
る
よ

う
に
す

る
こ
と
 

 

12
4. 

３
 
管

理
者

は
，

管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

自
己
評
価

を
，
あ

ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
た
間
隔

で
行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 第

３
項
に

規
定
す
る
「
自
己
評

価
」
に
は
，
安

全
文

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び

強
化
す
べ
き
分
野

に
係
る
も
の
を

含
む
。
 

 3
 
第
3
項
に
規

定
す
る
「
あ
ら
か

じ
め
定

め
ら
れ

た
間
隔
」

と
は
，

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
実
効

性
の
維

持
及
び

継
続
的

な
改
善

の
た

め
に
保
安

活
動
と

し
て
取

り
組
む

必
要
が

あ
る

課
題
並
び

に
当
該

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
変
更

を
考
慮

に
入
れ

て
設
定

さ
れ
た

間
隔

を
い
う

(第
18
条
に
お
い
て
同
じ

。
)
。
 

(
3
) 

管
理
者

は
，
管
理
監
督

す
る

業
務
に
関
す
る

自
己
評
価

（
安
全
文
化
に

つ
い

て
の

弱
点
の
あ
る

分
野
及

び
強

化
す
べ

き
分
野
に

係
る
も

の
を
含

む
。
）
を

，
あ
ら
か
じ
め

定
め
ら
れ

た
間
隔
（
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
実

効
性

の
維
持

及
び
継
続
的
な

改
善

の
た

め
に
保
安
活

動
と
し

て
取

り
組
む

必
要
が
あ
る
課

題
並

び
に

当
該
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ

ム
の
変
更

を
考
慮

に
入
れ

て
設
定

さ
れ
た

間
隔
を

い
う

。）
で

行
う
。
 

(
c
) 

管
理

者
は
，

管
理
監

督
す

る
業
務
に
関

す
る
自
己
評

価
を
，
あ

ら
か
じ

め
定
め

ら
れ
た

間
隔
で

行
う
。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
2
5
. 

（
組
織
の

内
部
の

情
報
の

伝
達
）
 

（
組
織
の

内
部
の

情
報
の

伝
達
）
 

5
.
5
.4

組
織
の

内
部
の

情
報
の
伝
達
 

ｄ
．
組
織

の
内
部

の
情
報

の
伝
達
 

 

12
6. 

第
十

七
条

 
経

営
責

任
者

は
，

組
織

の
内

部
の

情

報
が

適
切

に
伝

達
さ

れ
る

仕
組

み
が

確
立

さ

れ
て
い
る

よ
う
に

す
る
と

と
も
に

，
品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情

報
が

確
実

に
伝

達
さ

れ
る

よ
う

に
し

な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
 

１
 第

1
7条

に
規
定
す
る
「
組
織

の
内
部

の
情
報

が
適
切
に

伝
達
さ

れ
る
仕

組
み
が

確
立
さ

れ
て

い
る
よ
う

に
す
る

」
と
は

，
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
運

営
に
必

要
と
な

る
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
が
必

要
に
応

じ
て
行

わ
れ
る

場
や

仕
組
み
を

決
め
，

実
行
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

  

社
長
は

，「
品

質
保
証

規
程
」
に
基

づ
き
組
織
内
部

の
情
報
が

適
切

に
伝

達
さ

れ
る

仕
組

み
が

確
立

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

す
る
（
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
運
営
に

必
要
と
な

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
に

応
じ

て
行

わ
れ

る
場

や
仕
組
み

を
決
め
，
実
行
す

る
こ

と
を
い
う
。）

と
と
も
に
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確
実
に

伝
達
さ
れ
る
よ

う
に
す
る
。
 

社
長
は
，
組
織

の
内
部
の
情
報
が

適
切
に

伝
達
さ

れ
る
仕

組

み
が
確
立

さ
れ
て

い
る
よ

う
に
す

る
と
と

も
に

，
品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達
さ
れ

る
よ
う

に
す
る

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
2
7
. 

 
２

 第
1
7条

に
規
定
す
る
「
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

の
実
効

性
に
関

す
る
情

報
が
確

実
に

伝
達
さ
れ

る
」
と

は
，
例

え
ば
，

第
1
8条

に
規

定
す
る
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

評
価

の
結
果
を

要
員
に

理
解
さ

せ
る
な

ど
，
組

織
全

体
で
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
の
実

効
性

に
関
す
る

情
報
の

認
識
を

共
有
し

て
い
る

こ
と

を
い
う
。
 

 
 

 

1
2
8
. 

 
 

5
.
6
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
レ

ビ
ュ
ー
 

(
ⅵ

) 
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
レ

ビ
ュ
ー
 

 

1
2
9
. 

（
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
）
 

（
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
）
 

5
.
6
.1

一
般
 

ａ
．
一
般
 

 

13
0. 

第
十

八
条

 
経

営
責

任
者

は
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

と
と

も

に
，
改

善
の
機

会
を
得

て
，
保
安

活
動
の
改
善

に
必
要
な

措
置
を

講
ず
る

た
め
，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
評
価
（
以
下
「
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
」
と
い
う

。
）
を
，
あ
ら
か
じ
め

定
め

ら
れ

た
間

隔
で

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

 
(
1
) 

社
長
は

，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の

実
効
性
を

評
価
す
る
と
と

も
に

，
改

善
の
機

会
を

得
て
，

保
安
活
動
の

改
善
に
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
た

め
，「

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
レ
ビ

ュ
ー
要
項
」
に

基
づ

き
，

品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の

評
価
（
以

下
「
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
レ

ビ
ュ
ー

」
と
い

う
。
）
を
，

あ
ら
か
じ
め
定

め
ら

れ
た

間
隔
（

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の
実
効
性

の
維

持
及

び
継
続

的
な

改
善
の

た
め

に
保
安

活
動
と
し
て
取

り
組

む
必

要
が
あ
る
課

題
並
び

に
当

該
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
変
更

を
考

慮
に
入

れ
て

設
定
さ

れ
た
間
隔

を
い
う

。）
で
行
う
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

社
長
は

，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の

実
効
性
を

評
価
す
る
と
と

も
に

，
改

善
の
機

会
を

得
て
，

保
安
活
動
の

改
善
に
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
た

め
，「

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
レ
ビ

ュ
ー
要
項
」
に

基
づ

き
，

品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の

評
価
（
以
下
，
本
編
に

お
い
て
「
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
レ

ビ
ュ
ー
」

と
い
う
。）

を
，
あ
ら
か
じ

め
定
め
ら
れ
た

間
隔
（
品

質
マ
ネ

社
長
は
，
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
実
効

性
を
評

価

す
る
と
と

も
に
，
改
善
の
機

会
を

得
て
，
保
安
活
動

の
改
善

に
必
要
な

措
置
を

講
ず
る

た
め
，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
評

価
（
以
下
「

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
レ
ビ

ュ
ー
」
と

い
う

。）

を
，
あ
ら

か
じ
め

定
め
ら

れ
た
間

隔
で
行

う
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

               保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム

の
実

効
性
の

維
持

及
び
継

続
的

な
改
善

の
た
め
に
保
安

活
動

と
し

て
取
り
組
む

必
要
が

あ
る

課
題
並

び
に
当
該
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
変

更
を

考
慮
に

入
れ
て
設

定
さ
れ

た
間
隔

を
い
う

。）
で
行
う
。
 

 

1
3
1
. 

（
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
に
用

い
る
情

報
）
 

（
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
に
用

い
る
情

報
）
 

5
.
6
.2

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

レ
ビ
ュ
ー
に
用
い

る
情
報
 

ｂ
．
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
レ
ビ

ュ
ー
に

用
い
る

情
報
 

 

13
2. 

第
十

九
条

 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
レ
ビ
ュ

ー
に
お

い
て
，
少
な
く

と
も
次
に
掲

げ
る
情
報

を
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
品

質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム
管

理
責

任
者
は

，
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

に
お

い
て

，
少
な

く
と

も
次
に

掲
げ

る
情
報

を
報
告
す

る
。
 

組
織
は
，
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
レ

ビ
ュ

ー
に
お
い
て
，
少

な
く
と

も
次
に
掲

げ
る
情

報
を
報

告
す
る

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
報
告
者
を
記

載
 

13
3. 

一
 内

部
監
査
の
結
果
 

 
a
)
 内

部
監
査
の
結
果
 

(
a
) 

内
部
監

査
の
結

果
 

 

13
4. 

二
 組

織
の
外
部
の
者

の
意
見
 

１
 第

2号
に
規
定

す
る
「

組
織
の

外
部
の

者
の

意
見
」
と

は
，
外

部
監
査

(安
全

文
化
の

外
部
評

価
を
含
む

。
)
の
結
果
(外

部
監
査

を
受
け

た
場

合
に
限
る

。
)
，
地
域
住
民
の
意

見
，
原

子
力
規

制
委
員
会

の
意
見

等
を
含

む
。
こ

の
場
合

に
お

い
て
，
外

部
監
査

と
は
，

原
子
力

事
業
者

等
が

外
部
の
組

織
又
は

者
か
ら

監
査
，

評
価
等

を
受

け
る
こ
と

を
い
う

。
 

b
)
 
組

織
が

外
部

の
組

織
又
は

者
か

ら
監

査
，

評
価

等
を

受

け
る
外
部
監
査

（
安

全
文

化
の
外
部
評

価
を
含

む
。

）
の
結

果
，
地
域
住
民

の
意

見
，

原
子
力
規
制

委
員
会

の
意

見
等
を

含
む
，
組

織
の
外

部
の
者

の
意
見
 

(
b
) 

組
織
の

外
部
の

者
の
意
見
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
3
5
. 

三
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

状
況
 

 

２
 
第

3
号

に
規

定
す

る
「

プ
ロ

セ
ス

の
運

用
状

況
」

と
は

，
産

業
標

準
化

法
(
昭

和
2
4
年

法
律

第

1
8
5
号

)
に

基
づ

く
日

本
産

業
規

格
Q
90
0
1(

以
下

「
J
IS
 Q
9
00
1」

と
い
う
。
)
の
「

プ
ロ
セ

ス
の
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビ

ス
の

適
合
」
の
状
況

及
び
「
プ
ロ
セ
ス

の
監
視

測
定
で

得
ら
れ
た

結
果
」

に
相
当

す
る
も

の
を
い

う
。
 

c
)
 プ

ロ
セ
ス
の
運
用

状
況
（

JI
S
 Q
9
00
1
の
「
プ

ロ
セ
ス
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
並

び
に

製
品
及
び
サ

ー
ビ
ス

の
適

合
の
状

況
」
及
び
「
プ

ロ
セ

ス
の

監
視
測
定
で

得
ら
れ

た
結

果
」
に

相
当
す
る

も
の
を

い
う
。

）
 

(
c
) 

プ
ロ
セ

ス
の
運

用
状
況
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

13
6. 

四
 使

用
前
事
業
者
検

査
，
定
期

事
業
者

検
査
及

び
使
用
前

検
査

(以
下

「
使
用
前

事
業
者

検
査

等
」
と
い

う
。

)並
び

に
自
主
検

査
等
の

結
果
 

 

３
 第

4号
に
規
定

す
る
「

自
主
検

査
等
」

と

は
，
要
求

事
項
へ

の
適
合

性
を
判

定
す
る

た

め
，
原
子

力
事
業

者
等
が

使
用
前

事
業
者

検
査

等
の
ほ
か

に
自
主

的
に
行

う
，
合

否
判
定

基
準

の
あ
る
検

証
，
妥

当
性
確

認
，
監

視
測
定

，
試

験
及
び
こ

れ
ら
に

付
随
す

る
も
の

を
い
う

(第
4
8

条
に
お
い

て
同
じ

。
)
。
 

  

d
)
 使

用
前
事
業
者
検

査
及
び
定

期
事
業

者
検
査
（
以
下
「
使

用
前
事
業
者
検

査
等

」
と

い
う
。
）
並

び
に
自

主
検

査
等
の

結
果
 

 
 
こ
こ
で
「
自

主
検

査
等

」
と
は
，
要

求
事

項
へ
の

適
合
性

を
判
定
す
る
た

め
，

組
織

が
使
用
前
事

業
者
検

査
等

の
ほ
か

に
自
主
的
に
行

う
，

合
否

判
定
基
準
の

あ
る
検

証
，

妥
当
性

確
認
，
監
視
測

定
，

試
験

及
び
こ
れ
ら

に
付
随

す
る

も
の
を

い
う
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

d
)
 使

用
前
事
業
者
検

査
及
び
定

期
事
業

者
検
査
（
以
下

，
本

編
に
お
い
て
「

使
用

前
事

業
者
検

査
等

」
と
い

う
。

）
並
び

に
自
主
検

査
等
の

結
果
 

 
 
こ
こ
で
「
自

主
検

査
等

」
と
は
，
要

求
事

項
へ
の

適
合
性

を
判
定
す
る
た

め
，

組
織

が
使
用
前
事

業
者
検

査
等

の
ほ
か

に
自
主
的
に
行

う
，

合
否

判
定
基
準
の

あ
る
検

証
，

妥
当
性

確
認
，
監
視
測

定
，

試
験

及
び
こ
れ
ら

に
付
随

す
る

も
の
を

い
う
。
 

(
d
) 

使
用

前
事
業

者
検
査

及
び

定
期
事
業
者

検
査
（
以
下

「
使
用
前

事
業
者

検
査
等

」
と
い
う
。
）
並

び
に
自

主
検

査

等
の
結
果
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

         保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

1
3
7
. 

五
 品

質
目
標
の
達
成

状
況
 

 
e
)
 品

質
目
標
の
達
成

状
況
 

(
e
) 

品
質
目

標
の
達

成
状
況
 

 

1
3
8
. 

六
 健

全
な
安
全
文
化

の
育
成
及

び
維
持

の
状
況
 

４
 第

6号
に
規
定

す
る
「

健
全
な

安
全
文

化
の

育
成
及
び

維
持
の

状
況
」

に
は
，

内
部
監

査
に

よ
る
安
全

文
化
の

育
成
及

び
維
持

の
取
組

状
況

に
係
る
評

価
の
結

果
並
び

に
管
理

者
に
よ

る
安

全
文
化
に

つ
い
て

の
弱
点

の
あ
る

分
野
及

び
強

化
す
べ
き

分
野
に

係
る
自

己
評
 

価
の
結
果

を
含
む

。
 

f
)
 健

全
な
安
全
文
化

の
育
成
，
及

び
維
持

の
状
況
（
内
部
監

査
に
よ
る
安
全

文
化

の
育

成
及
び
維
持

の
取
組

状
況

に
係
る

評
価
の
結
果
並

び
に

管
理

者
に
よ
る
安

全
文
化

に
つ

い
て
の

弱
点
の
あ
る
分

野
及

び
強

化
す
べ
き
分

野
に
係

る
自

己
評
価

の
結
果
を

含
む

。）
 

(
f
) 

健
全
な

安
全
文

化
の
育
成

及
び
維
持
の
状

況
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
3
9
. 

七
 関

係
法
令
の
遵
守

状
況
 

 
g
)
 関

係
法
令
の
遵
守

状
況
 

(
g
) 

関
係
法

令
の
遵

守
状
況
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

1
4
0
. 

八
 
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
の
状
況
 

５
 第

8号
に
規
定

す
る
「

不
適
合

並
び
に

是
正

処
置
及
び

未
然
防

止
処
置

の
状
況

」
に
は

，
組

織
の
内
外

で
得
ら

れ
た
知

見
(技

術
的
な

進
歩
に

よ
り
得
ら

れ
た
も

の
を
含

む
。
)
並
び

に
不
適

合

そ
の
他
の

事
象
か

ら
得
ら

れ
た
教

訓
を
含

む
。
 

h
)
 
不

適
合

並
び

に
是

正
処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

の
状

況

（
組
織
の
内
外

で
得

ら
れ

た
知
見
（
技

術
的
な

進
歩

に
よ
り

得
ら
れ
た

も
の
を

含
む

。）
並

び
に

不
適
合
そ
の
他

の
事
象
か

ら
得
ら
れ

た
教
訓

を
含
む

。）
 

(
h
) 

不
適
合

並
び
に

是
正
処
置

及
び
未
然
防
止

処
置
の

状

況
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
4
1
. 

九
 
従

前
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
を

受
け
て
講

じ
た
措

置
 

 

 
i
)
 
従

前
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講

じ
た
措
置
 

(
i
) 

従
前
の

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
レ

ビ
ュ
ー
の
結
果

を
受
け

て

講
じ
た
措

置
 

 

 

1
4
2
. 

十
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す
お
そ

れ
の
あ

る
変
更
 

 
j
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ

れ
の
あ
る

変
更
 

(
j
) 

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
に
影
響

を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ

る
変
更
 

 

1
4
3
. 

十
一

 
部

門
又

は
要

員
か

ら
の

改
善

の
た

め
の

提

案
 

 
k
)
 部

門
又
は
要
員
か

ら
の
改
善

の
た
め

の
提
案
 

(
k
) 

部
門
又

は
要
員

か
ら
の
改

善
の
た
め
の
提

案
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は

，
「

3．
定
義

」
で
組
織
を
定

義
し
て
い

る
こ
と

に
よ
る
差
異
 

14
4. 

十
二
 
資
源
の
妥
当
性
 

 
l
)
 資

源
の
妥
当
性
 

(
l
) 

資
源
の

妥
当
性
 

 

14
5. 

十
三

 
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じ

た
措

置

の
実
効
性
 

６
 第

1
3号

に
規
定
す
る
「
保
安

活
動
の

改
善
の

た
め
に
講

じ
た
措

置
」
に

は
，
品

質
方
針

に
影

響
を
与
え

る
お
そ

れ
の
あ

る
組
織

の
内
外

の
課

題
を
明
確

に
し
，

当
該
課

題
に
取

り
組
む

こ
と

を
含
む

(第
52
条
第

1項
第

4号
に

お
い
て

同

じ
。
)
。
 

m
)
 
保

安
活

動
の

改
善

の
た
め

に
講

じ
た

措
置

（
品

質
方

針

に
影
響
を
与
え

る
お

そ
れ

の
あ
る
組
織

の
内
外

の
課

題
を
明

確
に
し
，
当
該
課

題
に
取
り
組
む

こ
と
を
含
む
。）

の
実
効
性
 

(
m
) 

保
安
活

動
の
改

善
の
た
め

に
講
じ
た
措
置

の
実
効

性
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
4
6
. 

（
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

行
う
措
置

）
 

（
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

行
う
措
置
）
 

5
.
6
.3

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
レ
ビ
ュ
ー

の
結

果
を

受
け
て

行
う
措

置
 

ｃ
．
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の

結
果
を

受
け
て

行
う
措

置
 

 

14
7. 

第
二
十
条

 原
子
力
事

業
者
等
は

，
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
レ
ビ
ュ

ー
の
結

果
を
受

け
て
，

少
な
く

と
も

次
に
掲
げ

る
事
項

に
つ
い

て
決
定

し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

  

(
1
)
 社

長
は
，
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
レ

ビ
ュ
ー

の
結
果

を
受
け

て
，

少
な
く
と

も
次
に

掲
げ
る

事
項
に

つ
い
て

決
定
す

る
。
 

(
a
) 

組
織

は
，
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ
ー
の

結
果
を
受
け

て
，
少
な

く
と
も

次
に
掲

げ
る
事

項
に
つ

い
て
決

定
す
る

。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
役
職
を
記
載
 

1
4
8
. 

一
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロ
セ

ス
の
実
効

性
の
維

持
に
必

要
な
改

善
 

１
 第

1号
に
規
定

す
る
「

実
効
性

の
維
持

に
必

要
な
改
善

」
と
は

，
改
善

の
機
会

を
得
て

実
施

さ
れ
る
組

織
の
業

務
遂
行

能
力
を

向
上
さ

せ
る

た
め
の
活

動
を
い

う
。
 

a
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

及
び

プ
ロ

セ
ス

の
実

効

性
の
維
持
に
必

要
な

改
善

（
改
善

の
機

会
を
得

て
実

施
さ
れ

る
組
織
の
業
務

遂
行

能
力

を
向
上
さ
せ

る
た
め

の
活

動
を
い

う
。
）
 

(
a
-
1)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
及
び
プ

ロ
セ
ス
の
実

効
性
の
維

持
に
必

要
な
改

善
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
4
9
. 

二
 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施
に
関

連
す
る

保
安
活

動
の
改

善
 

 
b
)
 
個

別
業

務
に

関
す

る
計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関

連
す
る
保

安
活
動

の
改
善
 

(
a
-
2)
個
別

業
務
に

関
す
る

計
画

及
び
個
別
業

務
の
実
施
に

関
連
す
る

保
安
活

動
の
改

善
 

 

1
5
0
. 

三
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
実

効
性
の

維
持
及
び

継
続
的

な
改
善

の
た
め

に
必
要

な
資

源
 

 
c
)
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び

継
続
的
な

改
善
の

た
め
に

必
要
な

資
源
 

(
a
-
3)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
実
効

性
の
維
持
及

び
継
続
的

な
改
善

の
た
め

に
必
要

な
資
源
 

 

1
5
1
. 

四
 
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改
善
 

  

２
 
第

４
号

に
規

定
す

る
「

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成
及
び
維
持
に

関
す
る
改
善
」
に
は

，
安
全

文
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強

化
す

べ
き

分
野

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
お

け

る
改
善
策
の
検
討

を
含
む
。
 

d
)
 健

全
な
安
全
文
化

の
育
成
及

び
維
持

に
関
す

る
改
善
（
安

全
文
化
に
つ
い

て
の

弱
点

の
あ
る
分
野

及
び
強

化
す

べ
き
分

野
が
確
認

さ
れ
た

場
合
に

お
け
る

改
善
策

の
検
討

を
含
む

。）
 

(
a
-
4)
健
全
な

安
全
文

化
の
育
成

及
び
維
持
に
関

す
る
改

善
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
5
2
. 

五
 関

係
法
令
の
遵
守

に
関
す
る

改
善
 

  

 
e
)
 関

係
法
令
の
遵
守

に
関
す
る

改
善
 

(
a
-
5)
関
係
法

令
の
遵

守
に
関
す

る
改
善
 

 

 

1
5
3
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
レ
ビ

ュ
ー
の
結

果
の
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ
を

管
理

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
2
) 

組
織
は

，
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
レ

ビ
ュ
ー
の
結
果

の
記
録
を

作
成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

レ
ビ
ュ
ー
の
結

果
の
記

録

を
作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

 

1
5
4
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
一

項
の
決

定
を
し

た
事
項
に

つ
い
て

，
必
要

な
措
置

を
講
じ

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
3
)
 組

織
は
，
(1
)で

決
定
し

た
事

項
に
つ

い
て
，
必
要
な
措

置
を
講
じ

る
。
 

(
c
) 

組
織
は

，
(
a
)の

決
定
を
し

た
事
項

に
つ
い

て
，
必

要
な
措
置

を
講
じ

る
。
 

 

1
5
5
. 

第
四
章
 資

源
の
管
理
 

第
四
章

 資
源

の
管
理
 

6
.
 資

源
の
管
理
 

(
6
) 

資
源
の

管
理
 

 

1
5
6
. 

（
資
源
の

確
保
）
 

（
資
源
の

確
保
）
 

6
.
1
資

源
の
確

保
 

(
ⅰ

) 
資

源
の
確

保
 

 

15
7. 

第
二
十
一

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
原

子
力
の

１
 
第

２
１

条
に

規
定

す
る

「
資

源
を

明
確

に
定

組
織
は
，
原
子

力
の

安
全

を
確
実

な
も

の
に
す

る
た

め
に
必

組
織
は
，
原
子

力
の
安
全
を
確
実
な
も
の

に
す
る

た
め
に

必
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，

品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

18



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

安
全
を
確

実
な
も

の
に
す

る
た
め

に
必
要

な
次

に
掲
げ
る

資
源
を

明
確
に

定
め
，

こ
れ
を

確
保

し
，
及
び

管
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

  

め
」
と
は
，
本

規
程
の

事
項
を
実

施
す
る
た
め

に
必
要
な
資
源
を

特
定
し
た
上
で

，
組

織
の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と

組
織

の
外

部
か

ら

調
達
で
き
る
資
源
（
本

規
程
第
２

条
４
に
規
定

す
る

組
織

の
外

部
か

ら
調

達
す

る
者

を
含

む
。
）
と
を
明

確
に
し
，
そ
れ
を

定
め
て
い
る

こ
と
を
い
う
。
 

２
 第

２
号
に

規
定
す
る
「
個
別

業
務
に

必
要
な

施
設
，
設
備
及
び

サ
ー
ビ
ス
の
体

系
」
と

は
，
Ｊ
Ｉ
Ｓ
 
Ｑ
９
０

０
１
の
「
イ
ン
フ

ラ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
」
を

い
う
。
 

３
 第

3号
に
規
定

す
る
「

作
業
環

境
」
に

は
，

作
業
場
所

の
放
射

線
量
，

温
度
，

照
度
，

狭
小

の
程
度
等

の
作
業

に
影
響

を
及
ぼ

す
可
能

性
が

あ
る
事
項

を
含
む

。
 

 

要
な
次
に
掲
げ

る
資

源
を

明
確
に

定
め

（
本
品

質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

計
画

を
実

施
す
る
た
め

に
必
要

な
資

源
を
特

定
し
た
上
で
，

組
織

の
内

部
で
保
持
す

べ
き
資

源
と

組
織
の

外
部
か
ら
調
達

で
き

る
資

源
（
組
織
の

外
部
か

ら
調

達
す
る

者
を
含
む

。）
と
を
明

確
に
し

，
そ

れ
を
定
め
て
い

る
こ
と
を

い
う
。
），

こ
れ
を

確
保
し

，
及
び

管
理
す

る
。
 

要
な
次
に

掲
げ
る

資
源
を

明
確
に

定
め
，

こ
れ
を

確
保
し

，

管
理
す
る

。
 

 

15
8. 

一
 要

員
 

 

 
a
)
 要

員
 

ａ
．
要
員
 

 

15
9. 

二
 
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
，

設
備

及
び

サ
ー

ビ
ス
の
体

系
 

 

 
b
)
 個

別
業
務
に
必
要

な
施
設
，
設

備
，
及
び
サ
ー

ビ
ス
の
体

系
（

JI
S 
Q9
0
01

の
「
イ
ン
フ

ラ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ

」
を
い

う
。
） 

ｂ
．
個
別
業

務
に
必
要
な
施

設
，
設

備
及
び
サ
ー
ビ

ス
の
体

系
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

16
0. 

三
 作

業
環
境
 

 

 
c
)
 作

業
環
境
（
作
業

場
所
の
放

射
線
量

，
温
度
，
照
度

，
狭

小
の
程
度
等
の

作
業

に
影

響
を
及
ぼ
す

可
能
性

が
あ

る
事
項

を
含
む
。）

 

ｃ
．
作
業

環
境
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

16
1. 

四
 そ

の
他
必
要
な
資

源
 

 
d
)
 そ

の
他
必
要
な
資

源
 

ｄ
．
そ
の

他
必
要

な
資
源
 

 

1
6
2
. 

（
要
員
の

力
量
の

確
保
及

び
教
育

訓
練
）
 

（
要
員
の

力
量
の

確
保
及

び
教
育

訓
練
）
 

6
.
2
要

員
の
力

量
の
確

保
及
び
教
育
訓
練
 

(
ⅱ

) 
要

員
の
力

量
の
確

保
及
び

教
育
訓

練
 

 

16
3. 

第
二
十
二

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
個

別
業
務

の
実
施
に

必
要
な

技
能
及

び
経
験

を
有
し

，
意

図
し
た
結

果
を
達

成
す
る

た
め
に

必
要
な

知
識

及
び
技
能

並
び
に

そ
れ
を

適
用
す

る
能
力

(以
下

「
力
量
」

と
い
う

。
)
が
実
証
さ

れ
た
者

を
要
員

に
充
て
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

１
 第

１
項
に

規
定
す
る
「
力
量
」
に
は
，
組
織

が

必
要
と
す
る
技
術

的
，
人
的
及
び

組
織
的
側
面

に
関
す
る
知
識
を

含
む
。
 

(
1
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
の

実
施

に
必
要
な
技
能

及
び
経
験

を
有
し
，
意
図

し
た

結
果

を
達
成
す
る

た
め
に

必
要

な
知
識

及
び
技
能
並
び

に
そ

れ
を

適
用
す
る
能

力
（
以

下
「

力
量
」

と
い
う
。
ま

た
，
力
量

に
は
，
組

織
が
必

要
と
す
る
技
術

的
，

人
的
及
び

組
織
的

側
面
に

関
す
る

知
識
を

含
む

。）
が

実
証
さ

れ
た
者
を

要
員
に

充
て
る

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
の

実
施

に
必
要
な
技
能

及
び
経
験

を
有
し
，
意
図

し
た

結
果

を
達
成
す
る

た
め
に

必
要

な
知
識

及
び
技
能
並
び

に
そ

れ
を

適
用
す
る
能

力
（
以

下
，

本
編
に

お
い
て
「
力
量

」
と

い
う

。
ま
た

，
力

量
に
は

，
組
織
が
必

要
と
す
る
技
術

的
，

人
的

及
び
組
織
的

側
面
に

関
す

る
知
識

を
含
む
。）

が
実
証
さ

れ
た
者
を

要
員
に

充
て
る

。
 

ａ
．
組
織
は
，
個
別
業
務
の
実
施

に
必
要

な
技
能

及
び
経

験

を
有
し
，
意
図

し
た
結
果
を
達
成

す
る
た

め
に
必

要
な
知

識

及
び
技
能

並
び
に

そ
れ
を

適
用
す

る
能
力

（
以
下

「
力
量

」

と
い
う
。）

が
実
証
さ

れ
た
者
を

要
員
に
充
て
る

。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

         保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

16
4. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
要
員

の
力
量

を
確
保

す
る
た
め

に
，
保

安
活
動

の
重
要

度
に
応

じ

て
，
次
に

掲
げ
る

業
務
を

行
わ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 

 
(
2
) 

組
織
は

，
要
員
の
力
量

を
確

保
す
る
た
め
に

，
保
安
活

動
の
重
要
度
に

応
じ

て
，

次
に
掲
げ
る

事
項
を

「
力

量
設
定

管
理
要
項

」
に
定

め
，
実

施
す
る

。
 

ｂ
．
組

織
は

，
要
員
の
力

量
を
確

保
す
る

た
め
に

，
保
安
活

動
の
重
要

度
に
応

じ
て
，

次
に
掲

げ
る
業

務
を
行

う
。
 

 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

1
6
5
. 

一
 
要

員
に

ど
の

よ
う

な
力

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定
め
る

こ
と
。
 

 
a
)
 
要

員
に

ど
の

よ
う

な
力
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る

こ
と
 

(
a
) 

要
員

に
ど
の

よ
う
な

力
量

が
必
要
か
を

明
確
に
定
め

る
こ
と
 

 

1
6
6
. 

二
 
要

員
の

力
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

そ
の
他
の

措
置
を

講
ず
る

こ
と
。
 

 

２
 
第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「
そ

の
他

の
措

置
」
に
は
，
必

要
な
力

量
を
有
す

る
要
員
を
新

た
に
配
属
し
，
又

は
雇
用
す
る
こ

と
を
含
む
。
 

b
)
 
要

員
の

力
量

を
確

保
す
る

た
め

に
教

育
訓

練
そ

の
他

の

措
置
（
必
要
な

力
量

を
有

す
る
要
員
を

新
た
に

配
属

し
，
又

は
雇
用
す

る
こ
と

を
含
む

。
）
を

講
ず
る

こ
と
 

(
b
) 

要
員

の
力
量

を
確
保

す
る

た
め
に
教
育

訓
練
そ
の
他

の
措
置
を

講
ず
る

こ
と
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

19



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

1
6
7
. 

三
 前

号
の
措
置
の
実

効
性
を
評

価
す
る

こ
と
。
 

 

 
c
)
 教

育
訓
練
そ
の
他

の
措
置
の

実
効
性

を
評
価

す
る
こ

と
 

(
c
) 

教
育

訓
練
そ

の
他
の

措
置
の
実
効
性
を

評
価
す
る
こ

と
 

 

16
8. 

四
 要

員
が
，
自
ら
の

固
別
業
務

に
つ
い

て
次
に

掲
げ
る
事

項
を
認

識
し
て

い
る
よ

う
に
す

る
こ

と
。
 

 

 
d
)
 
要

員
が

自
ら

の
個

別
業
務

に
つ

い
て

，
次

に
掲

げ
る

事

項
を
認
識

し
て
い

る
よ
う

に
す
る

こ
と
 

(
d
) 

要
員

が
自
ら

の
個
別

業
務

に
つ
い
て
，

次
に
掲
げ
る

事
項
を
認

識
し
て

い
る
よ

う
に
す

る
こ
と
 

 

 

16
9. 

イ
 品

質
目
標
の
達
成

に
向
け
た

自
ら
の

貢
献
 

 

 
(
a
)
 品

質
目
標
の

達
成
に

向
け
た

自
ら
の

貢
献
 

(
d
-
1)
品
質
目

標
の
達

成
に
向
け

た
自
ら
の
貢
献
 

 

17
0. 

ロ
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持
す
る

た
め
の

自
ら
の

貢
献
 

 

 
(
b
) 

品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
実
効
性
を

維
持
す
る

た
め
の
自

ら
の
貢

献
 

(
d
-
2)
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
実
効

性
を
維
持
す

る
た
め
の

自
ら
の

貢
献
 

 

 

17
1. 

ハ
 
原

子
力

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要
性
 

 

 
(
c
)
 原

子
力
の
安

全
に
対

す
る
当

該
個
別

業
務
の

重
要
性
 

(
d
-
3)
原
子
力

の
安
全

に
対
す
る

当
該
個
別
業
務

の
重
要
性
 

 

17
2. 

五
 要

員
の
力
量
及
び

教
育
訓
練

そ
の
他

の
措
置

に
係
る
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
こ

と
。
 

 
e
)
 
要

員
の

力
量

及
び

教
育
訓

練
そ

の
他

の
措

置
に

係
る

記

録
を
作
成

し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

こ
と
 

(
e
) 

要
員

の
力
量

及
び
教

育
訓

練
そ
の
他
の

措
置
に
係
る

記
録
を
作

成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
こ
と
 

 

1
7
3
. 

第
五

章
 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別
業
務

の
実
施
 

第
五

章
 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別
業
務
の
実
施
 

7
.
個
別
業

務
に
関

す
る
計

画
の
策

定
及
び

個
別
業

務
の
実

施
 

(
7
) 

個
別

業
務
に

関
す
る

計
画

の
策
定
及
び

個
別
業
務
の

実
施
 

 

1
7
4
. 

（
個
別
業

務
に
必

要
な
プ

ロ
セ
ス

の
計
画

）
 

（
個
別
業

務
に
必

要
な
プ

ロ
セ
ス

の
計
画

）
 

7
.
1
個

別
業
務

に
必
要

な
プ
ロ
セ
ス
の
計

画
 

(
ⅰ

) 
個

別
業
務

に
必
要

な
プ
ロ

セ
ス
の

計
画
 

 

17
5. 

第
二
十
三

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
個

別
業
務

に
必
要
な

プ
ロ
セ

ス
に
つ

い
て
，

計
画
を

策
定

す
る
と
と

も
に
，

そ
の
プ

ロ
セ
ス

を
確
立

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 

１
 第

１
項
に

規
定
す
る
「

計
画
を

策
定
す

る
」
に

は
，
第

４
条
第

２
項
第

３
号
の
事

項
を
考
慮
し

て
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
を
含
む

。
 

(
1
)
 
組
織
は
，
表

３
－
１
(
3)
の

7
.1

に
係
る
二
次
文
書

に

基
づ
き
，
個
別

業
務

に
必
要
な
プ

ロ
セ

ス
に
つ

い
て
，
計
画

を
策
定
す
る
（

4
.1
(
2)
c
)を

考
慮

し
て

計
画
を

策
定

す
る
こ

と
を
含
む

。）
と
と
も

に
，
そ
の

プ
ロ
セ

ス
を
確

立
す
る

。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
)
 
組
織
は
，
表

４
－
１
(
3)
の

7
.1

に
係
る
二
次
文
書

に

基
づ
き
，
個
別

業
務

に
必
要
な
プ

ロ
セ

ス
に
つ

い
て
，
計
画

を
策
定
す
る
（

4
.1
(
2)
c
)を

考
慮

し
て

計
画
を

策
定

す
る
こ

と
を
含
む

。）
と
と
も

に
，
そ
の

プ
ロ
セ

ス
を
確

立
す
る

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
)
 
組
織
は
，
表

２
０
３
－
１
(
3
)の

7
.1

に
係
る
二

次
文

書
に
基
づ
き
，

個
別

業
務
に
必
要

な
プ

ロ
セ
ス

に
つ

い
て
，

計
画
を
策
定
す

る
（

4
.1
(
2)
c
)を

考
慮

し
て
計

画
を
策
定
す

る
こ
と
を

含
む

。）
と

と
も
に
，
そ

の
プ
ロ

セ
ス
を
確
立
す

る
。 

ａ
．
組
織

は
，
個

別
業
務

に
必
要

な
プ
ロ

セ
ス
に

つ
い
て

，

計
画

を
策

定
す

る
と

と
も

に
，

そ
の

プ
ロ

セ
ス

を
確

立
す

る
。
 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

 保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

  表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

     表
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

17
6. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
計
画

と
当
該

個
別
業
務

以
外
の

プ
ロ
セ

ス
に
係

る
個
別

業
務

等
要
求
事

項
と
の

整
合
性

を
確
保

し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

２
 
第

２
項

に
規

定
す

る
「

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と
の
整
合
性

」
に
は

，
業
務
計

画
を
変
更
す

る
場
合
の
整
合
性

を
含
む
。
 

(
2
)
 
組

織
は

，
(
1
)
の

計
画

と
当

該
個
別

業
務

以
外

の
プ

ロ

セ
ス
に
係
る
個

別
業

務
等

要
求
事

項
と

の
整
合

性
（

業
務
計

画
を
変
更

す
る
場

合
の
整

合
性
を

含
む
。

）
を
確

保
す
る

。
 

ｂ
．
組
織

は
，
ａ

．
の
計

画
と
当

該
個
別

業
務
以

外
の
プ

ロ
セ
ス
に

係
る
個

別
業
務

等
要
求

事
項
と

の
整
合

性
を
確

保
す
る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
7
7
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
個
別

業
務
に

関
す
る

計
画
(
以
下
「
個
別
業

務
計
画
」

と
い
う

。
)
の

策
定
又
は

変
更
を

行
う
に

当
た
り

，
次
に

掲
げ

る
事
項
を

明
確
に

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 第

3項
に
規
定

す
る
「

個
別
業

務
に
関

す
る

計
画
(
以
下
「

個
別
業
務
計
画
」

と
い
う

。
)
の

策
定
又
は

変
更
」

に
は
，

プ
ロ
セ

ス
及
び

組
織

の
変
更

(累
積

的
な
影
響
が
生
じ

得
る
プ

ロ
セ
ス

及
び
組
織

の
軽
微

な
変
更

を
含
む

。
)
を
含
む

。
 

(
3
) 

組
織
は
，
個
別

業
務
に
関

す
る
計

画
（
以

下
「
個

別

業
務
計
画

」
と
い

う
。
）
の
策
定

又
は
変

更
（
プ

ロ
セ
ス

及

び
組
織
の

変
更
（

累
積
的

な
影
響

が
生
じ

得
る
プ

ロ
セ
ス

及

び
組
織
の

軽
微
な

変
更
を

含
む
 
。
）
を
含

む
。
）
を
行

う
に

当
た
り
，

次
に
掲

げ
る
事

項
を
明

確
に
す

る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
3
) 

組
織
は
，
個
別

業
務
に
関

す
る
計

画
（
以

下
，
本

編

に
お
い
て

「
個
別

業
務
計

画
」
と

い
う

。）
の
策
定
又

は
変

更
（
プ
ロ

セ
ス
及

び
組
織

の
変
更

（
累
積

的
な
影

響
が
生

じ

得
る
プ
ロ

セ
ス
及

び
組
織

の
軽
微

な
変
更

を
含
む

 
。）

を
含

ｃ
．
組
織

は
，
個

別
業
務

に
関
す

る
計
画

（
以
下

「
個
別

業
務
計
画

」
と
い

う
。
）
の
策
定

又
は
変
更
を
行

う
に
当

た

り
，
次
に

掲
げ
る

事
項
を

明
確
に

す
る
。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

      保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

20



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

む
。）

を
行
う
に
当
た

り
，
次
に

掲
げ
る

事
項
を

明
確
に

す

る
。
 

 

1
7
8
. 

一
個

別
業

務
計

画
の

策
定

又
は

変
更

の
目

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

又
は

変
更

に
よ

り
起

こ

り
得
る
結

果
 

 
a
)
 
個

別
業

務
計

画
の

策
定
又

は
変

更
の

目
的

及
び

当
該

計

画
の
策
定
又
は

変
更

に
よ

り
起
こ
り
得

る
結
果

（
当

該
変
更

に
よ

る
原

子
力

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
，
並
び
に
当

該
分

析
及

び
評
価
の
結

果
に
基

づ
き

講
じ
た

措
置
を
含

む
。
）
 

(
a
) 

個
別

業
務
計

画
の
策

定
又

は
変
更
の
目

的
及
び
当
該

計
画
の
策

定
又
は

変
更
に

よ
り
起

こ
り
得

る
結
果
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

1
7
9
. 

二
 
機

器
等

又
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
目

標
及

び
個
別
業

務
等
要

求
事
項
 

 
b
)
 
機

器
等

又
は

個
別

業
務
に

係
る

品
質

目
標

及
び

個
別

業

務
等
要
求

事
項
 

(
b
) 

機
器

等
又
は

個
別
業

務
に

係
る
品
質
目

標
及
び
個
別

業
務
等
要

求
事
項
 

 

1
8
0
. 

三
 
機

器
等

又
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロ

セ

ス
，
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

文
書
及

び
資
源
 

   

 
c
)
 
機

器
等

又
は

個
別

業
務
に

固
有

の
プ

ロ
セ

ス
，

品
質

マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書

及
び
資

源
 

(
c
) 

機
器

等
又
は

個
別
業

務
に

固
有
の
プ
ロ

セ
ス
，
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
文

書
及
び

資
源
 

 

1
8
1
. 

四
 使

用
前
事
業
者
検

査
等
，
検

証
，
妥

当
性
確

認
及
び
監

視
測
定

並
び
に

こ
れ
ら

の
個
別

業
務

等
要
求
事

項
へ
の

適
合
性

を
判
定

す
る
た

め
の

基
準
(
以
下
「
合
否
判

定
基
準
」

と
い
う

。
) 

 
d
)
 使

用
前
事
業
者
検

査
等
，
検
証

，
妥
当
性
確
認

及
び
監
視

測
定
並
び
に
こ

れ
ら

の
個

別
業
務

等
要

求
事
項

へ
の

適
合
性

を
判
定
す
る
た

め
の

基
準

（
以
下
「
合

否
判
定

基
準
」
と
い

う
。
）
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

d
)
 使

用
前
事
業
者
検

査
等
，
検
証

，
妥
当
性
確
認

及
び
監
視

測
定
並
び
に
こ

れ
ら

の
個

別
業
務

等
要

求
事
項

へ
の

適
合
性

を
判
定
す
る
た

め
の

基
準

（
以
下

，
本

編
に
お

い
て

「
合
否

判
定
基
準

」
と
い

う
。
）
 

 

(
d
) 

使
用
前

事
業
者

検
査
等
，

検
証
，
妥
当
性

確
認
及

び

監
視
測
定

並
び
に

こ
れ
ら

の
個
別

業
務
等

要
求
事

項
へ
の

適
合
性
を

判
定
す

る
た
め

の
基
準

（
以
下

「
合
否

判
定
基

準
」
と
い

う
。
）
 

        保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

1
8
2
. 

五
 個

別
業
務
に
必
要

な
プ
ロ
セ

ス
及
び

当
該
プ

ロ
セ
ス
を

実
施
し

た
結
果

が
個
別

業
務
等

要
求

事
項
に
適

合
す
る

こ
と
を

実
証
す

る
た
め

に
必

要
な
記
録
 

 
e
)
 
個

別
業

務
に

必
要

な
プ
ロ

セ
ス

及
び

当
該

プ
ロ

セ
ス

を

実
施
し
た
結
果

が
個

別
業

務
等
要

求
事

項
に
適

合
す
る
こ
と

を
実
証
す

る
た
め

に
必
要

な
記
録
 

(
e
) 

個
別

業
務
に

必
要
な

プ
ロ

セ
ス
及
び
当

該
プ
ロ
セ
ス

を
実

施
し

た
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こ
と
を
実

証
す
る

た
め
に

必
要
な

記
録
 

 

1
8
3
. 

４
原
子
力

事
業
者

等
は
，

策
定
し

た
個
別

業
務

計
画
を
，

そ
の
個

別
業
務

の
作
業

方
法
に

適
し

た
も
の
と

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 

 
(
4
) 

組
織
は

，
策
定
し
た
個

別
業

務
計
画
を
，
そ

の
個
別
業

務
の
作
業

方
法
に

適
し
た

も
の
と

す
る
。
 

ｄ
．
組

織
は

，
策
定
し
た

個
別
業

務
計
画

を
，
そ
の
個
別
業

務
の
作
業

方
法
に

適
し
た

も
の
と

す
る
。
 

 

1
8
4
. 

 
 

7
.
2
個

別
業
務

等
要
求

事
項
に
関
す
る
プ

ロ
セ
ス
 

(
ⅱ

) 
個

別
業
務

等
要
求

事
項
に

関
す
る

プ
ロ
セ

ス
 

 

1
8
5
. 

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
し

て
明

確
に

す
べ

き
事
項
）
 

 

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
し

て
明

確
に

す
べ

き
事
項
）
 

7
.
2
.1

個
別
業

務
等
要

求
事
項
と
し
て
明

確
に
す
べ
き
事

項
 

ａ
．
個
別

業
務
等

要
求
事

項
と
し

て
明
確

に
す
べ

き
事
項
 

 

18
6. 

第
二
十
四

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
次

に
掲
げ

る
事
項
を

個
別
業

務
等
要

求
事
項

と
し
て

明
確

に
定
め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

 
組

織
は
，
次
に

掲
げ

る
事

項
を
個

別
業

務
等
要

求
事
項
と
し

て
明
確
に

定
め
る

。
 

(
a
) 

組
織
は

，
次
に

掲
げ
る
事

項
を
個
別
業
務

等
要
求

事

項
と
し
て

明
確
に

定
め
る

。
 

 

18
7. 

一
 
組

織
の

外
部

の
者

が
明

示
し

て
は

い
な

い
も

の
の
，
機
器
等
又

は
個
別
業
務
に

必
要
な
要
求

事
項
 

 
a
)
 
組

織
の

外
部

の
者

が
明
示

し
て

は
い

な
い

も
の

の
，

機

器
等
又
は

個
別
業

務
に
必

要
な
要

求
事
項
 

(
a
-
1)
組
織

の
外
部

の
者
が

明
示

し
て
は
い
な

い
も
の
の
，

機
器
等
又

は
個
別

業
務
に

必
要
な

要
求
事

項
 

 

18
8. 

二
 関

係
法
令
 

 
b
)
 関

係
法
令
 

(
a
-
2)
関
係
法

令
 

 

18
9. 

三
 
前
二

号
に
掲

げ
る
も

の
の
ほ

か
，
原
子
力
事

業
者
等
が

必
要
と

す
る
要

求
事
項
 

 
c
)
 
a)
及
び

b
)に

掲
げ
る
も

の
の

ほ
か
，
組
織
が

必
要
と
す

る
要
求
事

項
 

(
a
-
3)
(
a-
1
)，

(a
-
2)
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か
，

組
織
が

必

要
と
す
る

要
求
事

項
 

 

1
9
0
. 

（
個
別
業

務
等
要

求
事
項

の
審
査

）
 

（
個
別
業

務
等
要

求
事
項

の
審
査

）
 

7
.
2
.2

個
別
業

務
等
要

求
事
項
の
審
査
 

ｂ
．
個
別

業
務
等

要
求
事

項
の
審

査
 

 

19
1. 

第
二
十
五

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
機

器
等
の

使
用
又
は

個
別
業

務
の
実

施
に
当

た
り
，

あ
ら

 
(
1
) 

組
織
は

，
機
器
等
の
使

用
又

は
個
別
業
務
の

実
施
に
当

た
り
，
あ
ら
か

じ
め

，
個

別
業
務
等
要

求
事
項

の
審

査
を
実

(
a
) 

組
織
は

，
機
器

等
の
使
用

又
は
個
別
業
務

の
実
施

に

当
た
り
，

あ
ら
か

じ
め
，

個
別
業

務
等
要

求
事
項

の
審
査

 

21



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

か
じ
め
，

個
別
業

務
等
要

求
事
項

の
審
査

を
実

施
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

施
す
る
。
 

を
実
施
す

る
。
 

19
2. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
審
査

を
実
施

す
る
に
当

た
り
，

次
に
掲

げ
る
事

項
を
確

認
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
(1
)の

審
査
を

実
施

す
る
に

当
た
り

，
次
に
掲

げ
る
事
項

を
確
認

す
る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
個
別

業
務
等
要

求
事
項
の
審
査

を
実
施

す

る
に
当
た

り
，
次

に
掲
げ

る
事
項

を
確
認

す
る
。
 

 

 

19
3. 

一
 
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
ら

れ
て

い
る
こ
と

。
 

 
a
)
 当

該
個
別
業
務
等

要
求
事
項

が
定
め

ら
れ
て

い
る
こ

と
 

(
b
-
1)
当
該
個

別
業
務

等
要
求
事

項
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ

と
 

 

19
4. 

二
 当

該
個
別
業
務
等

要
求
事
項

が
，
あ

ら
か
じ

め
定
め
ら

れ
た
個

別
業
務

等
要
求

事
項
と

相
違

す
る
場
合

に
お
い

て
は
，

そ
の
相

違
点
が

解
明

さ
れ
て
い

る
こ
と

。
 

 
b
)
 
当

該
個

別
業

務
等

要
求
事

項
が

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら

れ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と

相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
，
そ
の

相
違
点

が
解
明

さ
れ
て

い
る
こ

と
 

(
b
-
2)
当
該

個
別
業

務
等
要

求
事

項
が
，
あ
ら

か
じ
め
定
め

ら
れ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は
，
そ

の
相
違

点
が
解

明
さ
れ

て
い
る

こ
と
 

 

 

19
5. 

三
 原

子
力
事
業
者
等

が
，
あ
ら

か
じ
め

定
め
ら

れ
た
個
別

業
務
等

要
求
事

項
に
適

合
す
る

た
め

の
能
力
を

有
し
て

い
る
こ

と
。
 

 
c
)
 
組

織
が

，
あ

ら
か

じ
め
定

め
ら

れ
た

個
別

業
務

等
要

求

事
項
に
適

合
す
る

た
め
の

能
力
を

有
し
て

い
る
こ

と
 

(
b
-
3)
組
織
が

，
あ
ら

か
じ
め
定

め
ら
れ
た
個
別

業
務
等

要

求
事
項
に

適
合
す

る
た
め

の
能
力

を
有
し

て
い
る

こ
と
 

 

19
6. 

３
原
子
力

事
業
者

等
は
，

第
一
項

の
審
査

の
結

果
の
記
録

及
び
当

該
審
査

の
結
果

に
基
づ

き
講

じ
た
措
置

に
係
る

記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管

理
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
3
)
 
組

織
は

，
(
1
)
の

審
査

の
結

果
の
記

録
及

び
当

該
審

査

の
結
果
に
基
づ

き
講

じ
た

措
置
に
係
る

記
録
を

作
成

し
，
こ

れ
を
管
理

す
る
。
 

(
c
) 

組
織
は

，
(
a
)の

審
査
の
結

果
の
記

録
及
び

当
該
審

査
の
結
果

に
基
づ

き
講
じ

た
措
置

に
係
る

記
録
を

作
成

し
，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

 

19
7. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
個
別

業
務
等

要
求
事

項
が
変
更

さ
れ
た

場
合
に

お
い
て

は
，
関

連
す

る
文
書
が

改
訂
さ

れ
る
よ

う
に
す

る
と
と

も

に
，
関
連

す
る
要

員
に
対

し
変
更

後
の
個

別
業

務
等
要
求

事
項
が

周
知
さ

れ
る
よ

う
に
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
4
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
等

要
求

事
項
が
変
更
さ

れ
た
場
合

に
お
い
て
は
，

関
連

す
る

文
書
が

改
訂

さ
れ
る

よ
う
に
す
る

と
と
も
に
，
関

連
す

る
要

員
に
対

し
変

更
後
の

個
別
業
務
等

要
求
事
項

が
周
知

さ
れ
る

よ
う
に

す
る
。
 

(
d
) 

組
織
は

，
個
別

業
務
等
要

求
事
項
が
変
更

さ
れ
た

場

合
に
お
い

て
は
，

関
連
す

る
文
書

が
改
訂

さ
れ
る

よ
う
に

す
る
と
と

も
に
，

関
連
す

る
要
員

に
対
し

変
更
後

の
個
別

業
務
等
要

求
事
項

が
周
知

さ
れ
る

よ
う
に

す
る
。
 

 

1
9
8
. 

（
組
織
の

外
部
の

者
と
の

情
報
の

伝
達
等

）
 

（
組
織
の

外
部
の

者
と
の

情
報
の

伝
達
等

）
 

7
.
2
.3

組
織
の

外
部
の

者
と
の
情
報
の
伝

達
等
 

ｃ
．
組
織

の
外
部

の
者
と

の
情
報

の
伝
達

等
 

 

19
9. 

第
二
十
六

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
組

織
の
外

部
の
者
か

ら
の
情

報
の
収

集
及
び

組
織
の

外
部

の
者
へ
の

情
報
の

伝
達
の

た
め
に

，
実
効

性
の

あ
る
方
法

を
明
確

に
定
め

，
こ
れ

を
実
施

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

１
 
第

２
６

条
に

規
定

す
る

「
組

織
の

外
部

の
者

か
ら

の
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者

へ
の
情
報
の
伝
達

の
た
め
に
，
実

効
性
の
あ
る

方
法
」
に
は
，
次

の
事
項
を
含
む

。
 

 

組
織
は
，
組
織

の
外

部
の

者
か
ら

の
情

報
の
収

集
及

び
組
織

の
外
部
の
者
へ

の
情

報
の

伝
達
の
た
め

に
，
次

の
事

項
を
含

む
，
実
効
性
の

あ
る

方
法

を
「
外

部
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

要
項
」
に

明
確
に

定
め
，

こ
れ
を

実
施
す

る
。
 

組
織
は
，

組
織
の

外
部
の

者
か
ら

の
情
報

の
収
集

及
び
組

織
の
外
部

の
者
へ

の
情
報

の
伝
達

の
た
め

に
，
実

効
性
の

あ
る
方
法

を
明
確

に
定
め

，
こ
れ

を
実
施

す
る
。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
社
内
規
程
名

称

を
記
載
 

20
0. 

 
・
組
織

の
外

部
の
者
と
効
果

的
に

連
絡
し

，
適
切

に
情
報
を
通
知
す

る
方
法
 

  

a
)
 
組

織
の

外
部

の
者

と
効
果

的
に

連
絡

し
，

適
切

に
情

報

を
通
知
す

る
方
法
 

 
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

20
1. 

 
・
予
期
せ
ぬ
事

態
に
お
け
る
組
織

の
外
部

の
者
と

の
時
宜
を
得
た
効

果
的
な
連
絡
方

法
 

 

b
)
 
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け
る

組
織

の
外

部
の

者
と

の
時

宜

を
得
た
効

果
的
な

連
絡
方

法
 

 
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

20
2. 

 
・
原
子
力
の
安

全
に
関
連
す
る
必

要
な
情

報
を
組

織
の
外
部
の
者
に

確
実
に
提
供
す

る
方
法
 

c
)
 
原

子
力

の
安

全
に

関
連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外

部
の
者
に

確
実
に

提
供
す

る
方
法
 

 
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

20
3. 

 
・
原
子
力
の
安

全
に
関
連
す
る
組

織
の
外

部
の
者

の
懸
念
や
期
待
を

把
握
し
，
意
思

決
定
に
お
い

て
適
切
に
考
慮
す

る
方
法
 

d
)
 
原

子
力

の
安

全
に

関
連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念

や
期
待
を
把
握

し
，

意
思

決
定
に
お
い

て
適
切

に
考

慮
す
る

方
法
 

 
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

2
0
4
. 

 
 

7
.
3
設

計
開
発
 

(
ⅲ

) 
設

計
開
発
 

 

2
0
5
. 

 
 

組
織
は
，
次
の

事
項

を
「

設
計
管

理
要

項
」
に

定
め

，
実
施

す
る
。
 

 
保

安
規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

2
0
6
. 

（
設
計
開

発
計
画

）
 

（
設
計
開

発
計
画

）
 

7
.
3
.1

設
計
開

発
計
画
 

ａ
．
設
計

開
発
計

画
 

 

2
0
7
. 

第
二
十
七

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
設

計
開
発

(
専
ら

原
子
力
施
設
に

お
い
て
用

い
る
た

め
の
設

計
開
発
に

限
る
。

)の
計
画

(以
下

「
設
計

開
発

計
画
」
と

い
う
。

)を
策
定
す
る

と
と
も

に
，
設

計
開
発
を

管
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

１
第
1
項
に
規

定
す
る
「
設
計
開

発
」
に

は
，
設

備
，
施
設

，
ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
及
び

手
順
書

等
に

関
す
る
設

計
開
発

を
含
む

。
こ
の

場
合
に

お
い

て
，
原
子

力
の
安

全
の
た

め
に
重

要
な
手

順
書

等
の
設
計

開
発
に

つ
い
て

は
，
新

規
制
定

の
場

(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
（

専
ら

原
子
炉
施
設
に

お
い
て
用

い
る
た
め
の
設

計
開

発
に

限
る
。
）
の

計
画
（

以
下

「
設
計

開
発
計
画
」
と

い
う

。
）

を
策
定

す
る

（
不
適

合
及

び
予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

生
等

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
活

動

（
4
.1
(
2)
c
)の

事
項

を
考
慮
し
て
行
う

も
の

を
含
む

。
）
を

(
a
) 

組
織

は
，
設

計
開
発

（
専

ら
発
電
用
原

子
炉
施
設
に

お
い
て
用
い
る

た
め
の
設
計

開
発

に
限

る
。
）
の
計

画
（
以

下
「
設

計
開
発

計
画

」
と

い
う

。）
を
策

定
す
る

と
と
も

に
，

設
計
開
発

を
管
理

す
る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

 
合

に
加
え

，
重
要

な
変
更

が
あ
る

場
合
に

も
行

う
必
要
が

あ
る
。
 

２
 第

1項
に
規
定

す
る
「

設
計
開

発
(
専
ら
原

子

力
施
設
に

お
い
て

用
い
る

た
め
の

設
計
開

発
に

限
る
。

)の
計

画
(
以
下
「

設
計
開

発
計
画

」
と

い
う
。

)を
策

定
す
る
」
に
は
，

不
適
合

及
び
予

期
せ
ぬ
事

象
の
発

生
等
を

未
然
に

防
止
す

る
た

め
の
活
動

(第
4条

第
2
項
第
3号

の
事
項
を

考
慮

し
て
行
う

も
の
を

含
む
。

)を
行

う
こ
と

を
含

む
。
 

行
う
こ
と

を
含
む
。
）
と
と
も
に
，
設
計
開
発
を
管

理
す
る
。 

こ
の
設
計
開
発

に
は

，
設

備
，
施
設
，

ソ
フ
ト

ウ
ェ

ア
及
び

手
順
書
等
に
関

す
る

設
計

開
発
を
含
む

。
こ
の

場
合

に
お
い

て
，
原
子
力
の

安
全

の
た

め
に
重
要
な

手
順
書

等
の

設
計
開

発
に
つ
い
て
は

，
新

規
制

定
の
場
合
に

加
え
，

重
要

な
変
更

が
あ
る
場

合
に
も

行
う
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
（

専
ら

原
子
炉
施
設
に

お
い
て
用

い
る
た
め
の
設

計
開

発
に

限
る
。
）
の

計
画
（

以
下

，
本
編

に
お
い
て
「
設
計
開

発
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す

る
（
不

適
合
及
び
予
期

せ
ぬ

事
象

の
発
生
等
を

未
然
に

防
止

す
る
た

め
の
活
動
（
4.
1
(2
)
c
)の

事
項
を
考
慮

し
て

行
う
も

の
を
含

む
。
）
を
行
う

こ
と

を
含

む
。
）
と
と

も
に
，

設
計

開
発
を

管
理
す
る

。
 

こ
の
設
計
開
発

に
は

，
設

備
，
施
設
，

ソ
フ
ト

ウ
ェ

ア
及
び

手
順
書
等
に
関

す
る

設
計

開
発
を
含
む

。
こ
の

場
合

に
お
い

て
，
原
子
力
の

安
全

の
た

め
に
重
要
な

手
順
書

等
の

設
計
開

発
に
つ
い
て
は

，
新

規
制

定
の
場
合
に

加
え
，

重
要

な
変
更

が
あ
る
場

合
に
も

行
う
。
 

         保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

2
0
8
. 

２
 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

設
計

開
発

計
画

の
策

定
に
お
い

て
，
次

に
掲
げ
る
事
項

を
明
確
に
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

 
(
2
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
計

画
の

策
定
に
お
い
て

，
次
に
掲

げ
る
事
項

を
明
確

に
す
る

。
 

(
b
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
計
画

の
策
定
に
お
い

て
，
次

に

掲
げ
る
事

項
を
明

確
に
す

る
。
 

 

2
0
9
. 

一
 
設

計
開

発
の

性
質

，
期

間
及

び
複

雑
さ

の
程

度
 

 
a
)
 設

計
開
発
の
性
質

，
期
間
及

び
複
雑

さ
の
程

度
 

(
b
-
1)
設
計
開

発
の
性

質
，
期
間

及
び
複
雑
さ
の

程
度
 

 

2
1
0
. 

二
 設

計
開
発
の
各
段

階
に
お
け

る
適
切

な
審

査
，
検
証

及
び
妥

当
性
確

認
の
方

法
並
び

に
管

理
体
制
 

 
b
)
 
設

計
開

発
の

各
段

階
に
お

け
る

適
切

な
審

査
，

検
証

及

び
妥
当
性

確
認
の

方
法
並

び
に
管

理
体
制
 

(
b
-
2)
設
計
開

発
の
各

段
階
に
お

け
る
適
切
な
審

査
，
検

証

及
び
妥
当

性
確
認

の
方
法

並
び
に

管
理
体

制
 

 

2
1
1
. 

三
 
設

計
開

発
に

係
る

部
門

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権
限
 

 
c
)
 設

計
開
発
に
係
る

部
門
及
び

要
員
の

責
任
及

び
権
限
 

(
b
-
3)
設
計
開

発
に
係

る
部
門
及

び
要
員
の
責
任

及
び
権
限
 

 

2
1
2
. 

四
 
設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資
源
 

 
d
)
 設

計
開
発
に
必
要

な
組
織
の

内
部
及

び
外
部

の
資
源
 

(
b
-
4)
設
計
開

発
に
必

要
な
組
織

の
内
部
及
び
外

部
の
資

源
 

 

2
1
3
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
実
効

性
の
あ

る
情
報

の
伝
達
並

び
に
責

任
及
び

権
限
の

明
確
な

割
当

て
が
な
さ

れ
る
よ

う
に
す

る
た
め

に
，
設

計
開

発
に
関
与

す
る
各

者
間
の

連
絡
を

管
理
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
実
効
性
の
あ

る
情

報
の
伝
達
並
び

に
責
任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
，
設
計

開
発
に

関
与
す

る
各
者

間
の
連

絡
を
管

理
す
る

。
 

(
c
) 

組
織
は

，
実
効

性
の
あ
る

情
報
の
伝
達
並

び
に
責

任

及
び
権
限

の
明
確

な
割
当

て
が
な

さ
れ
る

よ
う
に

す
る
た

め
に
，
設

計
開
発

に
関
与

す
る
各

者
間
の

連
絡
を

管
理
す

る
。
 

 

2
1
4
. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
一

項
の
規

定
に
よ

り
策
定
さ

れ
た
設

計
開
発

計
画
を

，
設
計

開
発

の
進
行
に

応
じ
て

適
切
に

変
更
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

 
(
4
)
 
組

織
は

，
(
1
)
の

規
定

に
よ

り
策
定

さ
れ

た
設

計
開

発

計
画
を
，

設
計
開

発
の
進

行
に
応

じ
て
適

切
に
変

更
す
る

。
 

(
d
) 

組
織
は

，
(
a
)に

よ
り
策
定

さ
れ
た

設
計
開

発
計
画

を
，
設
計

開
発
の

進
行
に

応
じ
て

適
切
に

変
更
す

る
。
 

 

2
1
5
. 

（
設
計
開

発
に
用

い
る
情

報
）
 

 

（
設
計
開

発
に
用

い
る
情

報
）
 

7
.
3
.2

設
計
開

発
に
用

い
る
情
報
 

ｂ
．
設
計

開
発
に

用
い
る

情
報
 

 

21
6. 

第
二
十
八

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
個

別
業
務

等
要
求
事

項
と
し

て
設
計

開
発
に

用
い
る

情
報

で
あ
っ
て

，
次
に

掲
げ
る

も
の
を

明
確
に

定
め

る
と
と
も

に
，
当

該
情
報

に
係
る

記
録
を

作
成

し
，
こ
れ

を
管
理

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
等

要
求

事
項
と
し
て
設

計
開
発
に

用
い
る
情
報
で

あ
っ

て
，

次
に
掲
げ
る

も
の
を

明
確

に
定
め

る
と
と
も
に
，

当
該

情
報

に
係
る

記
録

を
作
成

し
，

こ
れ
を

管
理
す
る

。
 

(
a
) 

組
織
は

，
個
別

業
務
等
要

求
事
項
と
し
て

設
計
開

発

に
用
い
る

情
報
で

あ
っ
て

，
次
に

掲
げ
る

も
の
を

明
確
に

定
め
る
と

と
も
に

，
当
該

情
報
に

係
る
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ
を
管

理
す
る

。
 

 

2
1
7
. 

一
 機

能
及
び
性
能
に

係
る
要
求

事
項
 

 

 
a
)
 機

能
及
び
性
能
に

係
る
要
求

事
項
 

(
a
-
1)
機
能
及

び
性
能

に
係
る
要

求
事
項
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

2
1
8
. 

二
 従

前
の
類
似
し
た

設
計
開
発

か
ら
得

ら
れ
た

情
報
で
あ

っ
て
，

当
該
設

計
開
発

に
用
い

る
情

報
と
し
て

適
用
可

能
な
も

の
 

 

 
b
)
 
従

前
の

類
似

し
た

設
計
開

発
か

ら
得

ら
れ

た
情

報
で

あ

っ
て
，
当
該
設

計
開

発
に

用
い
る
情
報

と
し
て

適
用

可
能
な

も
の
 

(
a
-
2)
従
前
の

類
似
し

た
設
計
開

発
か
ら
得
ら
れ

た
情
報

で

あ
っ
て
，

当
該
設

計
開
発

に
用
い

る
情
報

と
し
て

適
用
可

能
な
も
の
 

 

2
1
9
. 

三
 関

係
法
令
 

 
c
)
 関

係
法
令
 

(
a
-
3)
関
係
法

令
 

 

22
0. 

四
 そ

の
他
設
計
開
発

に
必
要
な

要
求
事

項
 

 
d
)
 そ

の
他
設
計
開
発

に
必
要
な

要
求
事

項
 

 
 

22
1. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
設
計

開
発
に

用
い
る

情
報
に
つ

い
て
，

そ
の
妥

当
性
を

評
価
し

，
承

認
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
2
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
に

用
い

る
情
報
に
つ
い

て
，
そ
の

妥
当
性
を

評
価
し

，
承
認

す
る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
に
用

い
る
情
報
に
つ

い
て
，

そ

の
妥
当
性

を
評
価

し
，
承

認
す
る

。
 

 

 

2
2
2
. 

（
設
計
開

発
の
結

果
に
係

る
情
報

）
 

 

（
設
計
開

発
の
結

果
に
係

る
情
報

）
 

7
.
3
.3

設
計
開

発
の
結

果
に
係
る
情
報
 

ｃ
．
設
計

開
発
の

結
果
に

係
る
情

報
 

 

2
2
3
. 

第
二
十
九

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
設

計
開
発

の
結
果
に

係
る
情

報
を
，

設
計
開

発
に
用

い
た

情
報
と
対

比
し
て

検
証
す

る
こ
と

が
で
き

る
形

式
に
よ
り

管
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

１
 第

1項
に
規
定

す
る
「

設
計
開

発
の
結

果
に

係
る
情
報

」
と
は

，
例
え

ば
，
機

器
等
の

仕
様

又
は
ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
を
い

う
。
 

(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

結
果

に
係
る
情
報
を

，
設
計
開

発
に
用
い
た
情

報
と

対
比

し
て
検

証
す

る
こ
と

が
で
き
る
形

式
に
よ
り

管
理
す

る
。
 

(
a
) 

組
織

は
，
設

計
開
発

の
結

果
に
係
る
情

報
を
，
設
計

開
発

に
用

い
た

情
報

と
対

比
し

て
検

証
す

る
こ

と
が

で
き

る
形
式
に

よ
り
管

理
す
る

。
 

 

 

22
4. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
設
計

開
発
の

次
の
段

階
の
プ
ロ

セ
ス
に

進
む
に

当
た
り

，
あ
ら

か
じ

め
，
当
該

設
計
開

発
の
結

果
に
係

る
情
報

を
承

認
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
2
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

次
の

段
階
の
プ
ロ
セ

ス
に
進
む

に
当
た
り
，
あ

ら
か

じ
め

，
当
該
設
計

開
発
の

結
果

に
係
る

情
報
を
承

認
す
る

。
 

(
b
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
次

の
段
階
の
プ
ロ

セ
ス
に

進

む
に
当
た

り
，
あ

ら
か
じ

め
，
当

該
設
計

開
発
の

結
果
に

係
る
情
報

を
承
認

す
る
。
 

 

2
2
5
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
設
計

開
発
の

結
果
に

係
る
情
報

を
，
次

に
掲
げ

る
事
項

に
適
合

す
る

も
の
と
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

結
果

に
係
る
情
報
を

，
次
に
掲

げ
る
事
項

に
適
合

す
る
も

の
と
す

る
。
 

(
c
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
結

果
に
係
る
情
報

を
，
次

に

掲
げ
る
事

項
に
適

合
す
る

も
の
と

す
る
。
 

 

 

22
6. 

一
 
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合
す
る

も
の
で

あ
る
こ

と
。
 

 
a
)
 
設

計
開

発
に

係
る

個
別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る

も
の
で
あ

る
こ
と
 

(
c
-
1)
設
計
開

発
に
係

る
個
別
業

務
等
要
求
事
項

に
適
合

す

る
も
の
で

あ
る
こ

と
 

 

22
7. 

二
 調

達
，
機
器
等
の

使
用
及
び

個
別
業

務
の
実

施
の
た
め

に
適
切

な
情
報

を
提
供

す
る
も

の
で

あ
る
こ
と

。
 

 
b
)
 
調

達
，

機
器

等
の

使
用
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め

に
適
切
な

情
報
を

提
供
す

る
も
の

で
あ
る

こ
と
 

(
c
-
2)
調
達
，

機
器
等

の
使
用
及

び
個
別
業
務
の

実
施
の

た

め
に
適
切

な
情
報

を
提
供

す
る
も

の
で
あ

る
こ
と
 

 

2
2
8
. 

三
 合

否
判
定
基
準
を

含
む
も
の

で
あ
る

こ
と
。
 

 
c
)
 合

否
判
定
基
準
を

含
む
も
の

で
あ
る

こ
と
 

(
c
-
3)
合
否
判

定
基
準

を
含
む
も

の
で
あ
る
こ
と
 

 

 

22
9. 

四
 機

器
等
を
安
全
か

つ
適
正
に

使
用
す

る
た
め

に
不
可
欠

な
当
該

機
器
等

の
特
性

が
明
確

で
あ

る
こ
と
。
 

 
d
)
 
機

器
等

を
安

全
か

つ
適
正

に
使

用
す

る
た

め
に

不
可

欠

な
当
該
機

器
等
の

特
性
が

明
確
で

あ
る
こ

と
 

(
c
-
4)
機
器
等

を
安
全

か
つ
適
正

に
使
用
す
る
た

め
に
不

可

欠
な
当
該

機
器
等

の
特
性

が
明
確

で
あ
る

こ
と
 

 

 

2
3
0
. 

（
設
計
開

発
レ
ビ

ュ
ー
）
 

（
設
計
開

発
レ
ビ

ュ
ー
）
 

7
.
3
.4

設
計
開

発
レ
ビ

ュ
ー
 

ｄ
．
設
計

開
発
レ

ビ
ュ
ー
 

 

2
3
1
. 

第
三
十
条

 原
子
力
事

業
者
等
は

，
設
計

開
発
の

適
切
な
段

階
に
お

い
て
，

設
計
開

発
計
画

に
従

っ
て
，
次

に
掲
げ

る
事
項

を
目
的

と
し
た

体
系

的
な
審
査

(以
下
「
設

計
開
発
レ

ビ
ュ
ー

」
と
い

う
。
)
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

適
切

な
段
階
に
お
い

て
，
設
計

開
発
計
画
に
従

っ
て

，
次

に
掲
げ
る
事

項
を
目

的
と
し
た
体

系
的
な
審
査
（

以
下

「
設

計
開
発

レ
ビ

ュ
ー
」

と
い
う
。
）

を
実
施
す

る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

適
切

な
段
階
に
お
い

て
，
設
計

開
発
計
画
に
従

っ
て

，
次

に
掲
げ
る
事

項
を
目

的
と
し
た
体

系
的
な
審
査
（

以
下

，
本

編
に
お

い
て

「
設
計

開
発

レ
ビ
ュ

ー
」
と
い

う
。
）

を
実
施

す
る
。
 

(
a
) 

組
織

は
，
設

計
開
発

の
適

切
な
段
階
に

お
い
て
，
設

計
開
発
計

画
に
従

っ
て
，
次
に
掲

げ
る
事

項
を
目

的
と
し

た

体
系
的
な

審
査
（
以
下
「

設
計
開

発
レ
ビ

ュ
ー

」
と
い
う
。
）

を
実
施
す

る
。
 

 

        保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

23
2. 

一
 
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の
適
合

性
に
つ

い
て
評

価
す
る

こ
と
。
 

 
a
)
 
設

計
開

発
の

結
果

の
個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合

性
に
つ
い

て
評
価

す
る
こ

と
 

(
a
-
1)
設
計
開

発
の
結

果
の
個
別

業
務
等
要
求
事

項
へ
の

適

合
性
に
つ

い
て
評

価
す
る

こ
と
 

 

2
3
3
. 

二
 設

計
開
発
に
問
題

が
あ
る
場

合
に
お

い
て

は
，
当
該

問
題
の

内
容
を

明
確
に

し
，
必

要
な

措
置
を
提

案
す
る

こ
と
。
 

 
b
)
 
設

計
開

発
に

問
題

が
あ
る

場
合

に
お

い
て

は
，

当
該

問

題
の
内
容

を
明
確

に
し
，

必
要
な

措
置
を

提
案
す

る
こ
と
 

(
a
-
2)
設
計
開

発
に
問

題
が
あ
る

場
合
に
お
い
て

は
，
当

該

問
題
の
内

容
を
明

確
に
し

，
必
要

な
措
置

を
提
案

す
る
こ

と
 

 

2
3
4
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
設
計

開
発
レ

ビ
ュ
ー

に
，
当
該

設
計
開

発
レ
ビ

ュ
ー
の

対
象
と

な
っ

て
い
る
設

計
開
発

段
階
に

関
連
す

る
部
門

の
代

 
(
2
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
レ

ビ
ュ

ー
に
，
当
該
設

計
開
発
レ

ビ
ュ
ー
の
対
象

と
な

っ
て

い
る
設
計
開

発
段
階

に
関

連
す
る

部
門
の
代
表
者

及
び

当
該

設
計
開

発
に

係
る
専

門
家

を
参
加

(
b
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
レ
ビ

ュ
ー
に
，
当
該

設
計
開

発

レ
ビ
ュ
ー

の
対
象

と
な
っ

て
い
る

設
計
開

発
段
階

に
関
連

す
る
部
門

の
代
表

者
及
び

当
該
設

計
開
発

に
係
る

専
門
家
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

表
者
及
び

当
該
設

計
開
発

に
係
る

専
門
家

を
参

加
さ
せ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

さ
せ
る
。
 

を
参
加
さ

せ
る
。
 

 

23
5. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
設
計

開
発
レ

ビ
ュ
ー

の
結
果
の

記
録
及

び
当
該

設
計
開

発
レ
ビ

ュ
ー

の
結
果
に

基
づ
き

講
じ
た

措
置
に

係
る
記

録
を

作
成
し
，

こ
れ
を

管
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な

い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
レ

ビ
ュ

ー
の
結
果
の
記

録
及
び
当

該
設
計
開
発
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果
に
基
づ

き
講
じ

た
措

置
に
係

る
記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

(
c
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
レ
ビ

ュ
ー
の
結
果
の

記
録
及

び

当
該
設
計

開
発
レ

ビ
ュ
ー

の
結
果

に
基
づ

き
講
じ

た
措
置

に
係
る
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
。
 

 

 

2
3
6
. 

（
設
計
開

発
の
検

証
）
 

（
設
計
開

発
の
検

証
）
 

7
.
3
.5

設
計
開

発
の
検

証
 

ｅ
．
設
計

開
発
の

検
証
 

 

23
7. 

第
三
十
一

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
設

計
開
発

の
結
果
が

個
別
業

務
等
要

求
事
項

に
適
合

し
て

い
る
状
態

を
確
保

す
る
た

め
に
，

設
計
開

発
計

画
に
従
っ

て
検
証

を
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

１
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て
検
証
を
実
施

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
に

は
，
設

計
開
発

計
画
に

従
っ
て
プ

ロ
セ
ス
の
次

の
段
階
に
移
行
す

る
前
に
，
当
該

設
計
開
発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の

確
認
を
行
う
こ
と

含
む
。
 

(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

結
果

が
個
別
業
務
等

要
求
事
項

に
適
合
し
て
い

る
状

態
を

確
保
す

る
た

め
に
，

設
計

開
発
計

画
に
従
っ
て
検

証
を

実
施

す
る
（

設
計

開
発
計

画
に
従
っ
て

プ
ロ
セ
ス
の
次

の
段

階
に

移
行
す
る
前

に
，
当

該
設

計
開
発

に
係
る
個
別
業

務
等

要
求

事
項
へ
の
適

合
性
の

確
認

を
行
う

こ
と
を
含

む
。
）

。
 

(
a
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
結

果
が
個
別
業
務

等
要
求

事

項
に
適
合

し
て
い

る
状
態

を
確
保

す
る
た

め
に
，

設
計
開

発
計
画
に

従
っ
て

検
証
を

実
施
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

23
8. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
検
証

の
結
果

の
記
録
及

び
当
該

検
証
の

結
果
に

基
づ
き

講
じ

た
措
置
に

係
る
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ
を

管
理

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
2
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

検
証

の
結
果
の
記
録

，
及
び
当

該
検
証
の
結
果

に
基

づ
き

講
じ
た
措
置

に
係
る

記
録

を
作
成

し
，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
検

証
の
結
果
の
記

録
及
び

当

該
検
証
の

結
果
に

基
づ
き

講
じ
た

措
置
に

係
る
記

録
を
作

成
し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

 

 

23
9. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
当
該

設
計
開

発
を
行

っ
た
要
員

に
第
一

項
の
検

証
を
さ

せ
て
は

な
ら

な
い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
当
該
設
計
開

発
を

行
っ
た
要
員
に

当
該
設
計

開
発
の
検

証
を
さ

せ
な
い

。
 

(
c
) 

組
織
は

，
当
該

設
計
開
発

を
行
っ
た
要
員

に
当
該

設

計
開
発
の

検
証
を

さ
せ
な

い
。
 

 

 

2
4
0
. 

（
設
計
開

発
の
妥

当
性
確

認
）
 

（
設
計
開

発
の
妥

当
性
確

認
）
 

7
.
3
.6

設
計
開

発
の
妥

当
性
確
認
 

ｆ
．
設
計

開
発
の

妥
当
性

確
認
 

 

24
1. 

第
三
十
二

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
設

計
開
発

の
結
果
の

個
別
業

務
等
要

求
事
項

へ
の
適

合
性

を
確
認
す

る
た
め

に
，
設

計
開
発

計
画
に

従
っ

て
，
当
該

設
計
開

発
の
妥

当
性
確

認
(
以
下
こ
の

条
に
お
い

て
「
設

計
開
発

妥
当
性

確
認
」

と
い

う
。
)
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
 
第

１
項

に
規
定

す
る

「
当

該
設

計
開

発
の

妥
当
性
確

認
（
以

下
こ
の

条
に
お

い
て
「

設

計
開
発
妥

当
性
確

認
」
と
い

う
。
）
を
実
施

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
」
に
は
，
機
器
等

の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

行
う

こ
と
が
で

き
な
い

場
合
に
お
い
て

，
当
該

機

器
等
の
使

用
を
開

始
す
る
前
に
，
設
計
開

発

妥
当
性
確

認
を
行

う
こ
と
を
含
む

。
 

(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

結
果

の
個
別
業
務
等

要
求
事
項

へ
の
適
合
性
を

確
認

す
る

た
め
に
，
設

計
開
発

計
画

に
従
っ

て
，
当
該
設
計

開
発

の
妥

当
性
確

認
（

以
下
「

設
計

開
発
妥

当
性
確
認
」
と

い
う

。
）

を
実
施

す
る

（
機
器

等
の

設
置
後

で
な
け
れ
ば
妥

当
性

確
認

を
行
う
こ
と

が
で
き

な
い

場
合
に

お
い
て
，
当
該

機
器

等
の

使
用
を
開
始

す
る
前

に
，

設
計
開

発
妥
当
性

確
認
を

行
う
こ

と
を
含

む
。
）

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

結
果

の
個
別
業
務
等

要
求
事
項

へ
の
適
合
性
を

確
認

す
る

た
め
に
，
設

計
開
発

計
画

に
従
っ

て
，
当
該
設
計

開
発

の
妥

当
性
確

認
（

以
下
，

本
編

に
お
い

て
「

設
計
開
発
妥
当

性
確
認
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す

る
（
機

器
等
の
設
置
後

で
な

け
れ

ば
妥
当
性
確

認
を
行

う
こ

と
が
で

き
な
い
場
合
に

お
い

て
，

当
該
機
器
等

の
使
用

を
開

始
す
る

前
に
，
設

計
開
発

妥
当
性

確
認
を

行
う
こ

と
を
含

む
。
）

。
 

(
a
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
結

果
の
個
別
業
務

等
要
求

事

項
へ
の
適

合
性
を

確
認
す

る
た
め

に
，
設

計
開
発

計
画
に

従
っ
て
，

当
該
設

計
開
発

の
妥
当

性
確
認

（
以
下

「
設
計

開
発
妥
当

性
確
認

」
と
い

う
。）

を
実
施
す
る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

          保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

24
2. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
機
器

等
の
使

用
又
は

個
別
業
務

の
実
施

に
当
た

り
，
あ

ら
か
じ

め
，

設
計
開
発

妥
当
性

確
認
を

完
了
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

 
(
2
) 

組
織
は

，
機
器
等
の
使

用
又

は
個
別
業
務
の

実
施
に
当

た
り
，
あ
ら
か
じ

め
，
設

計
開
発

妥
当
性

確
認
を
完
了
す

る
。 

(
b
) 

組
織
は

，
機
器

等
の
使
用

又
は
個
別
業
務

の
実
施

に

当
た
り
，

あ
ら
か

じ
め
，

設
計
開

発
妥
当

性
確
認

を
完
了

す
る
。
 

 

 

24
3. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
設
計

開
発
妥

当
性
確

認
の
結
果

の
記
録

及
び
当

該
設
計

開
発
妥

当
生

確
認
の
結

果
に
基

づ
き
講

じ
た
措

置
に
係

る
記

録
を
作
成

し
，
こ

れ
を
管

理
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
妥

当
性

確
認
の
結
果
の

記
録
及
び

当
該
設
計
開
発

妥
当

性
確

認
の
結
果
に

基
づ
き

講
じ

た
措
置

に
係
る
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
。
 

(
c
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
妥
当

性
確
認
の
結
果

の
記
録

及

び
当
該
設

計
開
発

妥
当
性

確
認
の

結
果
に

基
づ
き

講
じ
た

措
置
に
係

る
記
録

を
作
成

し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

 

 

2
4
4
. 

（
設
計
開

発
の
変

更
の
管

理
）
 

（
設
計
開

発
の
変

更
の
管

理
）
 

7
.
3
.7

設
計
開

発
の
変

更
の
管
理
 

ｇ
．
設
計

開
発
の

変
更
の

管
理
 

 

2
4
5
. 

第
三
十
三

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
設

計
開
発

の
変
更
を

行
っ
た

場
合
に

お
い
て

は
，
当

該
変

更
の
内
容

を
識
別

す
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
に

 
(
1
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

変
更

を
行
っ
た
場
合

に
お
い
て

は
，
当
該
変
更

の
内

容
を

識
別
す
る
こ

と
が
で

き
る

よ
う
に

す
る
と
と
も
に

，
当

該
変

更
に
係
る
記

録
を
作

成
し

，
こ
れ

(
a
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
変

更
を
行
っ
た
場

合
に
お

い

て
は
，
当

該
変
更

の
内
容

を
識
別

す
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
に
す
る

と
と
も

に
，
当

該
変
更

に
係
る

記
録
を

作
成
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

す
る
と
と

も
に
，

当
該
変

更
に
係

る
記
録

を
作

成
し
，
こ

れ
を
管

理
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

を
管
理
す

る
。
 

し
，
こ
れ

を
管
理
す
る
。
 

2
4
6
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
設
計

開
発
の

変
更
を

行
う
に
当

た
り
，

あ
ら
か

じ
め
，

審
査
，

検
証

及
び
妥
当

性
確
認

を
行
い

，
変
更

を
承
認

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
2
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

変
更

を
行
う
に
当
た

り
，
あ
ら

か
じ
め
，
審
査

，
検

証
及

び
妥
当

性
確

認
を
行

い
，

変
更
を

承
認
す
る

。
 

(
b
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
変

更
を
行
う
に
当

た
り
，

あ

ら
か
じ
め

，
審
査

，
検
証

及
び
妥

当
性
確

認
を
行

い
，
変

更
を
承
認

す
る
。
 

 

 

2
4
7
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
審
査

に
お
い

て
，
設
計

開
発
の

変
更
が

原
子
力

施
設
に

及
ぼ

す
影
響
の

評
価

(当
該

原
子
力
施

設
を
構

成
す
る

材
料
又
は

部
品
に

及
ぼ
す

影
響
の

評
価
を

含

む
。
)
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
設
計
開
発
の

変
更

の
審
査
に
お
い

て
，
設
計

開
発
の
変
更
が

原
子

炉
施

設
に
及

ぼ
す

影
響
の

評
価
（
当
該

原
子
炉
施
設
を

構
成

す
る

材
料
又
は
部

品
に
及

ぼ
す

影
響
の

評
価
を
含

む
。
）

を
行
う

。
 

(
c
) 

組
織
は

，
設
計

開
発
の
変

更
の
審
査
に
お

い
て
，

設

計
開
発
の

変
更
が

発
電
用

原
子
炉

施
設
に

及
ぼ
す

影
響
の

評
価
（
当

該
発
電

用
原
子

炉
施
設

を
構
成

す
る
材

料
又
は

部
品
に
及

ぼ
す
影

響
の
評

価
を
含

む
。
）
を
行
う
。
 

 

 

24
8. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
二

項
の
審

査
，
検

証
及
び
妥

当
性
確

認
の
結

果
の
記

録
及
び

そ
の

結
果
に
基

づ
き
講

じ
た
措

置
に
係

る
記
録

を
作

成
し
，
こ

れ
を
管

理
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
4
)
 組

織
は
，
(2
)の

審
査
，
検
証

及
び
妥
当
性
確

認
の
結
果

の
記
録
並
び
に

そ
の

結
果

に
基
づ

き
講

じ
た
措

置
に
係
る
記

録
を
作
成

し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

(
d
) 

組
織
は

，
(
b
)の

審
査
，
検

証
及
び

妥
当
性

確
認
の

結
果
の
記

録
及
び

そ
の
結

果
に
基

づ
き
講

じ
た
措

置
に
係

る
記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

 

 

2
4
9
. 

 
 

7
.
4
調

達
 

(
ⅳ

) 
調

達
 

 

2
5
0
. 

 
 

組
織
は
，
次
の

事
項

を
「

調
達
管

理
要

項
」
に

定
め

，
実
施

す
る
。
 

 
保

安
規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

2
5
1
. 

（
調
達
プ

ロ
セ
ス

）
 

（
調
達
プ

ロ
セ
ス

）
 

7
.
4
.1

調
達
プ

ロ
セ
ス
 

ａ
．
調
達

プ
ロ
セ

ス
 

 

2
5
2
. 

第
三
十
四

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
調

達
す
る

物
品
又
は

役
務

(以
下

「
調
達
物

品
等
」

と
い

う
。
)
が
，
自
ら
規
定

す
る
調
達

物
品
等

に
係
る

要
求
事
項

(以
下
「
調

達
物
品
等

要
求
事

項
」
と

い
う
。
)に

適
合
す
る

よ
う
に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
調
達
す
る
物

品
又

は
役
務
（
以
下

「
調
達
物

品
等
」
と
い

う
。）

が
，
自
ら

規
定

す
る
調
達
物
品

等
に
係
る

要
求
事
項
（
以
下
「
調
達
物
品
等

要
求
事
項
」
と

い
う

。）
に

適
合
す
る

よ
う
に

す
る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

組
織
は

，
調
達
す
る
物

品
又

は
役
務
（
以
下

，
本
編
に

お
い
て
「

調
達
物

品
等
」
と
い
う

。）
が
，
自

ら
規
定

す
る
調

達
物
品
等
に
係

る
要

求
事

項
（
以

下
，

本
編
に

お
い
て
「
調

達
物
品
等

要
求
事

項
」
と
い
う

。）
に
適

合
す
る

よ
う
に

す
る

。 

(
a
) 

組
織
は

，
調
達

す
る
物
品

又
は
役
務
（
以

下
「
調

達

物
品
等
」

と
い
う

。
）
が

，
自
ら

規
定
す

る
調
達

物
品
等

に
係
る
要

求
事
項

（
以
下

「
調
達

物
品
等

要
求
事

項
」
と

い
う
。
）

に
適
合

す
る
よ

う
に
す

る
。
 

 

      保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

 保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

25
3. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
保
安

活
動
の

重
要
度

に
応
じ
て

，
調
達

物
品
等

の
供
給

者
及
び

調
達

物
品
等
に

適
用
さ

れ
る
管

理
の
方

法
及
び

程
度

を
定
め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

の
場
合

に
お

い
て
，
一

般
産
業

用
工
業

品
に
つ

い
て
は

，
調

達
物
品
等

の
供
給

者
等
か

ら
必
要

な
情
報

を
入

手
し
当
該

一
般
産

業
用
工

業
品
が

調
達
物

品
等

要
求
事
項

に
適
合

し
て
い

る
こ
と

を
確
認

で
き

る
よ
う
に

，
管
理

の
方
法

及
び
程

度
を
定

め
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

１
第
２
項

に
規
定

す
る
「

調
達
物

品
等
に

適
用

さ
れ
る
管
理
の
方

法
及
び
程
度
」

に
は
，
力

量
を
有
す
る
者
を

組
織
の
外
部
か

ら
確
保
す

る
際
に
，
外
部
へ

の
業
務
委
託
の

範
囲
を
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

文
書
に
明
確
に

定
め
る
こ

と
を
含
む
。
 

２
第
2
項
に
規

定
す
る
「
管
理
の

方
法
」

と
は
，

調
達
物
品

等
が
調

達
物
品

等
要
求

事
項
に

適
合

し
て
い
る

こ
と
を

確
認
す

る
適
切

な
方
法

(機
器

単
位
の
検

証
，
調

達
物
品

等
の
雰

当
性
確

認
等

の
方
法

)を
い

う
。
 

３
第
2
項
に
規

定
す
る
「
次
項
の

評
価
に

必
要
な

情
報
を
調

達
物
品

等
の
供

給
者
等

か
ら
入

手

し
，
当
該

一
般
産

業
用
工

業
品
が

調
達
物

品
等

要
求
事
項

に
適
合

し
て
い

る
こ
と

を
確
認

で
き

る
よ
う
に

，
管
理

の
方
法

及
び
程

度
を
定

め
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

」
に
は

，
例
え

ば
，
次

の
よ

う
に
原
子

力
事
業

者
等
が

当
該
一

般
産
業

用
工

業
品
に
関

す
る
技

術
的
な

評
価
を

行
う
こ

と
を

い
う
。
 

(
2
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

調
達
物
品

等
の
供
給
者
及

び
調

達
物

品
等
に

適
用

さ
れ
る

管
理

の
方
法

（
調
達
物
品
等

が
調

達
物

品
等
要
求
事

項
に
適

合
し

て
い
る

こ
と
を
確
認
す

る
適

切
な

方
法
（
機
器

単
位
の

検
証

，
調
達

物
品
等
の
妥
当

性
確

認
等

の
方
法
）
を

い
う
。

）
及

び
程
度

を
定
め
る
。
管

理
の

方
法

及
び
程

度
に

は
，
力

量
を

有
す
る

者
を
組
織
の
外

部
か

ら
確

保
す
る
際
に

，
外
部

へ
の

業
務
委

託
の
範
囲
を
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト
文
書

に
明
確

に
定

め
る
こ

と
を
含
む
。
な

お
，

こ
の

場
合
に
お
い

て
，
一

般
産

業
用
工

業
品
に
つ
い
て

は
，

調
達

物
品
等
の
供

給
者
か

ら
必

要
な
情

報
を
入
手
し
，

当
該

一
般

産
業
用
工
業

品
が
調

達
物

品
等
要

求
事
項
に
適
合

し
て

い
る

こ
と
を
確
認

で
き
る

よ
う

に
，
管

理
の
方
法

及
び
程

度
を
定

め
る
。
 

(
b
) 

組
織

は
，
保

安
活
動

の
重

要
度
に
応
じ

て
，
調
達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
用

さ
れ

る
管

理
の

方
法
及
び

程
度
を

定
め
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
，
一
般
産

業
用
工
業

品
に
つ

い
て
は

，
調
達

物
品
等

の
供
給

者
等
か

ら

必
要

な
情

報
を

入
手

し
当

該
一

般
産

業
用

工
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
で

き
る

よ
う
に
，

管
理
の

方
法
及

び
程
度

を
定
め

る
。
 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

・
採
用
し

よ
う
と

す
る
一

般
産
業

用
工
業

品
の

技
術
情
報

を
供
給

者
等
か

ら
入
手

し
，
原

子
力

事
業
者
等

が
当
該

一
般
産

業
用
工

業
品
の

技
術

的
な
評
価

を
行
う

こ
と
。
 

・
一
般
産

業
用
工

業
品
を

設
置
し

よ
う
と

す
る

環
境
等
の

情
報
を

供
給
者

等
に
提

供
し
，

供
給

者
等
に
当

該
一
般

産
業
用

工
業
品

の
技
術

的
な

評
価
を
行

わ
せ
る

こ
と
。
 

 

2
5
4
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
調
達

物
品
等

要
求
事

項
に
従
い

，
調
達

物
品
等

を
供
給

す
る
能

力
を

根
拠
と
し

て
調
達

物
品
等

の
供
給

者
を
評

価

し
，
選
定

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
調
達
物
品
等

要
求

事
項
に
従
い
，

調
達
物
品

等
を
供
給
す
る

能
力

を
根

拠
と
し

て
調

達
物
品

等
の
供
給
者

を
評
価
し

，
選
定

す
る
。
 

(
c
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
要

求
事
項
に
従
い

，
調
達

物

品
等
を
供

給
す
る

能
力
を

根
拠
と

し
て
調

達
物
品

等
の
供

給
者
を
評

価
し
，

選
定
す

る
。
 

 

 

25
5. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の
評
価

及
び
選

定
に
係

る
判
定

基
準
を

定
め

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
4
) 

組
織
は

，
調
達
物
品
等

の
供

給
者
の
評
価
及

び
選
定
に

係
る
判
定

基
準
を

定
め
る

。
 

(
d
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
の

供
給
者
の
評
価

及
び
選

定

に
係
る
判

定
基
準

を
定
め

る
。
 

 

 

25
6. 

５
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
三

項
の
評

価
の
結

果
の
記
録

及
び
当

該
評
価

の
結
果

に
基
づ

き
講

じ
た
措
置

に
係
る

記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管

理
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
5
)
 
組

織
は

，
(
3
)
の

評
価

の
結

果
の
記

録
及

び
当

該
評

価

の
結
果
に
基
づ

き
講

じ
た

措
置
に
係
る

記
録
を

作
成

し
，
こ

れ
を
管
理

す
る
。
 

(
e
) 

組
織
は

，
(c
)の

評
価
の
結

果
の
記

録
及
び

当
該
評

価

の
結
果
に

基
づ
き

講
じ
た

措
置
に

係
る
記

録
を
作

成
し
，
こ

れ
を
管
理

す
る
。
 

 

25
7. 

６
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
調
達

物
品
等

を
調
達

す
る
場
合

に
は
，

個
別
業

務
計
画

に
お
い

て
，

適
切
な
調

達
の
実

施
に
必

要
な
事

項
(
当
該
調
達

物
品
等
の

調
達
後

に
お
け

る
こ
れ

ら
の
維

持
又

は
運
用
に

必
要
な

技
術
情

報
(原

子
力
施

設
の
保

安
に
係
る

も
の
に

限
る
。

)の
取

得
及
び

当
該
情

報
を
他
の

原
子
力

事
業
者

等
と
共

有
す
る

た
め

に
必
要
な

措
置
に

関
す
る

事
項
を

含
む
。

)を
定

め
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
6
) 

組
織
は

，
調
達
物
品
等

を
調

達
す
る
場
合
に

は
，
個
別

業
務
計
画
に
お

い
て

，
適

切
な
調
達
の

実
施
に

必
要

な
事
項

（
当
該
調
達
物

品
等

の
調

達
後
に

お
け

る
こ
れ

ら
の
維
持
又

は
運
用
に
必
要

な
技

術
情

報
（
原

子
炉

施
設
の

保
安

に
係
る

も
の
に
限

る
。
）
の
取
得
及
び

当
該

情
報
を
他
の
原

子
力
事
業

者
等
と
共
有
す

る
た

め
に

必
要
な

措
置

に
関
す

る
事

項
を
含

む
。）

を
定
め
る
。
 

(
f
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
を

調
達
す
る
場
合

に
は
，

個

別
業
務
計

画
に
お

い
て
，

適
切
な

調
達
の

実
施
に

必
要
な

事
項
（
当

該
調
達

物
品
等

の
調
達

後
に
お

け
る
こ

れ
ら
の

維
持
又
は

運
用
に

必
要
な

技
術
情

報
（
発

電
用
原

子
炉
施

設
の
保
安

に
係
る

も
の
に

限
る
。
）
の

取
得
及
び
当
該

情
報

を
他
の
原

子
力
事

業
者
等

と
共
有

す
る
た

め
に
必

要
な
措

置
に
関
す

る
事
項

を
含
む

。）
を

定
め
る
｡ 

 

 

2
5
8
. 

（
調
達
物

品
等
要

求
事
項

）
 

（
調
達
物

品
等
要

求
事
項

）
 

7
.
4
.2

調
達
物

品
等
要

求
事
項
 

ｂ
．
調
達

物
品
等

要
求
事

項
 

 

2
5
9
. 

第
三
十
五

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
調

達
物
品

等
に
関
す

る
情
報

に
，
次

に
掲
げ

る
調
達

物
品

等
要
求
事

項
の
う

ち
，
該

当
す
る

も
の
を

含
め

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
調
達
物
品
等

に
関

す
る
情
報
に
，

次
に
掲
げ

る
調
達
物
品
等

要
求

事
項

の
う
ち

，
該

当
す
る

も
の

を
含
め

る
。
 

(
a
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
に

関
す
る
情
報
に

，
次
に

掲

げ
る
調
達

物
品
等

要
求
事

項
の
う

ち
，
該

当
す
る

も
の
を

含
め
る
。
 

 

 

2
6
0
. 

一
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

及
び
設
備

に
係
る

要
求
事

項
 

 
a
)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者
の

業
務

の
プ

ロ
セ

ス
及

び
設

備

に
係
る
要

求
事
項
 

(
a
-
1)
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の

業
務
の
プ
ロ

セ
ス
及
び
設

備
に
係
る

要
求
事

項
 

 

 

2
6
1
. 

二
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

力
量

に
係

る
要
求
事

項
 

 
b
)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者
の

要
員

の
力

量
に

係
る

要
求

事

項
 

(
a
-
2)
調
達
物

品
等
の

供
給
者
の

要
員
の
力
量
に

係
る
要

求

事
項
 

 

2
6
2
. 

三
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
に
係

る
要
求

事
項
 

 
c
)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ

ム
に
係
る

要
求
事

項
 

(
a
-
3)
調
達
物

品
等
の

供
給
者
の

品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス

テ
ム
に
係

る
要
求

事
項
 

 

2
6
3
. 

四
 
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る
要
求

事
項
 

１
 第

1項
第
4
号
に
規
定
す
る
「

不
適
合

の
報

告
」
に
は

，
偽
造

品
又
は

模
造
品

等
の
報

告
を

含
む
。
 

d
)
 
調

達
物

品
等

の
不

適
合
の

報
告

（
偽

造
品

又
は

模
造

品

等
の
報
告

を
含
む

。）
及
び
処
理

に
係
る

要
求
事

項
 

(
a
-
4)
調
達
物

品
等
の

不
適
合
の

報
告
及
び
処
理

に
係
る

要

求
事
項
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

2
6
4
. 

五
 調

達
物
品
等
の
供

給
者
が
健

全
な
安

全
文
化

を
育
成
し

，
及
び

維
持
す

る
た
め

に
必
要

な
要

求
事
項
 

 
e
)
 調

達
物
品
等
の
供

給
者
が
健

全
な
安

全
文
化

を
育
成

し
，

及
び
維
持

す
る
た

め
に
必

要
な
要

求
事
項
 

(
a
-
5)
調
達
物

品
等
の

供
給
者
が

健
全
な
安
全
文

化
を
育

成

し
，
及
び

維
持
す

る
た
め

に
必
要

な
要
求

事
項
 

 

 

2
6
5
. 

六
 一

般
産
業
用
工
業

品
を
機
器

等
に
使

用
す
る

に
当
た
っ

て
の
評

価
に
必

要
な
要

求
事
項
 

 
f
)
 
一

般
産

業
用

工
業

品
を
機

器
等

に
使

用
す

る
に

当
た

っ

て
の
評
価

に
必
要

な
要
求

事
項
 

(
a
-
6)
一
般
産

業
用
工

業
品
を
機

器
等
に
使
用
す

る
に
当

た

っ
て
の
評

価
に
必

要
な
要

求
事
項
 

 

2
6
6
. 

七
 そ

の
他
調
達
物
品

等
に
必
要

な
要
求

事
項
 

 
g
)
 そ

の
他
調
達
物
品

等
に
関
し

必
要
な

要
求
事

項
 

(
a
-
7)
そ
の
他

調
達
物

品
等
に
必

要
な
要
求
事
項
 

 

2
6
7
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
調
達

物
品
等

要
求
事

２
 第

2項
に
規
定

す
る
「

そ
の
他

の
個
別

業
(
2
) 

組
織
は

，
調
達
物
品
等

要
求

事
項
と
し
て
，

組
織
が
調

(
b
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
要

求
事
項
と
し
て

，
組
織

が
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

項
と
し
て

，
原
子

力
事
業

者
等
が

調
達
物

品
等

の
供
給
者

の
工
場

等
に
お

い
て
使

用
前
事

業
者

検
査
等
そ

の
他
の

個
別
業

務
を
行

う
際
の

原
子

力
規
制
委

員
会
の

職
員
に

よ
る
当

該
工
場

等
へ

の
立
入
り

に
関
す

る
こ
と

を
含
め

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

務
」
と
は

，
例
え

ば
，
原

子
力
事

業
者
等

が
，

プ
ロ
セ
ス

の
確
認

，
検
証

及
び
妥

当
性
確

認
の

た
め
に
供

給
者
が

行
う
活

動
へ
の

立
会
い

や
記

録
確
認
等

を
行
う

こ
と
を

い
う
。
 

達
物
品
等
の
供

給
者

の
工

場
等
に
お
い

て
使
用

前
事

業
者
検

査
等
そ
の
他
の

個
別

業
務

を
行
う
際
の

原
子
力

規
制

委
員
会

の
職
員
に
よ
る

当
該

工
場

等
へ
の
立
入

り
に
関

す
る

こ
と
を

含
め
る
。
 

調
達
物
品

等
の
供

給
者
の

工
場
等

に
お
い

て
使
用

前
事
業

者
検
査
等

そ
の
他

の
個
別

業
務
を

行
う
際

の
原
子

力
規
制

委
員
会
の

職
員
に

よ
る
当

該
工
場

等
へ
の

立
入
り

に
関
す

る
こ
と
を

含
め
る

。
 

 

2
6
8
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
調
達

物
品
等

の
供
給

者
に
対
し

調
達
物

品
等
に

関
す
る

情
報
を

提
供

す
る
に
当

た
り
，

あ
ら
か

じ
め
，

当
該
調

達
物

品
等
要
求

事
項
の

妥
当
性

を
確
認

し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
調
達
物
品
等

の
供

給
者
に
対
し
調

達
物
品
等

に
関
す
る
情
報

を
提

供
す

る
に
当
た
り

，
あ
ら

か
じ

め
，
当

該
調
達
物

品
等
要

求
事
項

の
妥
当

性
を
確

認
す
る

。
 

(
c
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
の

供
給
者
に
対
し

調
達
物

品

等
に
関
す

る
情
報

を
提
供

す
る
に

当
た
り

，
あ
ら

か
じ

め
，
当
該

調
達
物

品
等
要

求
事
項

の
妥
当

性
を
確

認
す

る
。
 

 

 

2
6
9
. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
調
達

物
品
等

を
受
領

す
る
場
合

に
は
，

調
達
物

品
等
の

供
給
者

に
対

し
，
調
達

物
品
等

要
求
事

項
へ
の

適
合
状

況
を

記
録
し
た

文
書
を

提
出
さ

せ
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
(
4
) 

組
織
は

，
調
達
物
品
等

を
受

領
す
る
場
合
に

は
，
調
達

物
品
等
の
供
給

者
に

対
し

，
調
達

物
品

等
要
求

事
項
へ
の
適

合
状
況
を

記
録
し

た
文
書

を
提
出

さ
せ
る

。
 

(
d
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
を

受
領
す
る
場
合

に
は
，

調

達
物
品
等

の
供
給

者
に
対

し
，
調

達
物
品

等
要
求

事
項
へ

の
適
合
状

況
を
記

録
し
た

文
書
を

提
出
さ

せ
る
。
 

 

 

2
7
0
. 

（
調
達
物

品
等
の

検
証
）
 

（
調
達
物

品
等
の

検
証
）
 

7
.
4
.3

調
達
物

品
等
の

検
証
 

ｃ
．
調
達

物
品
等

の
検
証
 

 

27
1. 

第
三
十
六

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
調

達
物
品

等
が
調
達

物
品
等

要
求
事

項
に
適

合
し
て

い
る

よ
う
に
す

る
た
め

に
必
要

な
検
証

の
方
法

を
定

め
，
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1
)
 組

織
は
，
調

達
物
品

等
が
調

達
物
品

等
要
求

事
項
に

適

合
し
て
い

る
よ
う

に
す
る

た
め
に

必
要
な

検
証
の

方
法
を

定

め
，
実
施

す
る
。
 

(
a
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
が

調
達
物
品
等
要

求
事
項

に

適
合
し
て

い
る
よ

う
に
す

る
た
め

に
必
要

な
検
証

の
方
法

を
定
め
，

実
施
す

る
。
 

 

 

2
7
2
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の
工
場

等
に
お

い
て
調

達
物
品

等
の
検

証
を

実
施
す
る

こ
と
と

し
た
と

き
は
，

当
該
検

証
の

実
施
要
領

及
び
調

達
物
品

等
の
供

給
者
か

ら
の

出
荷
の
可

否
の
決

定
の
方

法
に
つ

い
て
調

達
物

品
等
要
求

事
項
の

中
で
明

確
に
定

め
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
調

達
物
品

等
の
供

給
者
の

工
場
等

に
お
い

て

調
達
物
品

等
の
検

証
を
実

施
す
る

こ
と
と

し
た
と

き
は
，

当

該
検
証
の

実
施
要

領
及
び

調
達
物

品
等
の

供
給
者

か
ら
の

出

荷
の
可
否

の
決
定

の
方
法

に
つ
い

て
調
達

物
品
等

要
求
事

項

の
中
で
明

確
に
定

め
る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
調
達

物
品
等
の

供
給
者
の
工
場

等
に
お

い

て
調
達
物

品
等
の

検
証
を

実
施
す

る
こ
と

と
し
た

と
き

は
，
当
該

検
証
の

実
施
要

領
及
び

調
達
物

品
等
の

供
給
者

か
ら
の
出

荷
の
可

否
の
決

定
の
方

法
に
つ

い
て
調

達
物
品

等
要
求
事

項
の
中

で
明
確

に
定
め

る
。
 

 

 

2
7
3
. 

 
 

7
.
5
個

別
業
務

の
管
理
 

(
ⅴ

) 
個

別
業
務

の
管
理
 

 

2
7
4
. 

（
個
別
業

務
の
管

理
）
 

（
個
別
業

務
の
管

理
）
 

7
.
5
.1

個
別
業

務
の
管

理
 

ａ
．
個
別

業
務
の

管
理
 

 

2
7
5
. 

第
三
十
七

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
個

別
業
務

計
画
に
基

づ
き
，

個
別
業

務
を
次

に
掲
げ

る
事

項
(当

該
個
別
業
務
の

内
容
等
か

ら
該
当

し
な
い

と
認
め
ら

れ
る
も

の
を
除

く
。
)
に
適

合
す
る
よ

う
に
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
組

織
は
，
個
別

業
務

計
画

に
基
づ

き
，

個
別
業

務
を

次
に
掲

げ
る
事
項
（
当

該
個

別
業

務
の
内
容
等

か
ら
該

当
し

な
い
と

認
め
ら
れ
る
も

の
を

除
く

。
）
に
適
合

す
る
よ

う
に

実
施
す

る
。
 

組
織
は
，

個
別
業

務
計
画

に
基
づ

き
，
個

別
業
務

を
次
に

掲
げ
る
事

項
（
当

該
個
別

業
務
の

内
容
等

か
ら
該

当
し
な

い
と
認
め

ら
れ
る

も
の
を

除
く
。
）
に

適
合
す
る
よ
う

に
実

施
す
る
。
 

 

 

2
7
6
. 

一
原

子
力

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利
用
で

き
る
体

制
に
あ

る
こ
と

。
 

１
 
第

１
号

に
規

定
す

る
「

原
子

力
施

設
の

保
安

の
た
め
に
必
要
な

情
報

」
に
は
，
次
の
事
項
を

含
む
。
 

・
保
安
の
た
め

に
使
用
す
る
機
器

等
又
は

実
施
す

る
個
別
業
務
の
特

性
 

・
当
該
機
器
等

の
使
用
又
は
個
別

業
務
の

実
施
に

よ
り
達
成
す
べ
き

結
果
 

a
)
 
原

子
炉

施
設

の
保

安
の
た

め
に

必
要

な
情

報
（

保
安

の

た
め
に
使
用
す

る
機

器
等

又
は
実
施
す

る
業
務

の
特

性
，
及

び
，
当
該
機
器

等
の

使
用

又
は
個
別
業

務
の
実

施
に

よ
り
達

成
す
べ
き
結
果

を
含

む
。

）
が
利

用
で

き
る
体

制
に

あ
る
こ

と
 

(
a
) 

発
電
用

原
子
炉

施
設
の
保

安
の
た
め
に
必

要
な
情

報

が
利
用
で

き
る
体

制
に
あ

る
こ
と
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

2
7
7
. 

二
 
手

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

用
で

き
る

体
制

に
あ
る
こ

と
。
 

 
b
)
 
手

順
書

等
が

必
要

な
時
に

利
用

で
き

る
体

制
に

あ
る

こ

と
 

(
b
) 

手
順
書

等
が
必

要
な
時
に

利
用
で
き
る
体

制
に
あ

る

こ
と
 

 

2
7
8
. 

三
 
当

該
個

別
業

務
に

見
合

う
設

備
を

使
用

し
て

い
る
こ
と

。
 

 
c
)
 当

該
個
別
業
務
に

見
合
う
設

備
を
使

用
し
て

い
る
こ

と
 

(
c
) 

当
該
個

別
業
務

に
見
合
う

設
備
を
使
用
し

て
い
る
こ

と
 

 

2
7
9
. 

四
 監

視
測
定
の
た
め

の
設
備
が

利
用
で

き
る
体

制
に
あ
り

，
か
つ

，
当
該

設
備
を

使
用
し

て
い

る
こ
と
。
 

 
d
)
 監

視
測
定
の
た
め

の
設
備
が

利
用
で

き
る
体

制
に
あ

り
，

か
つ
，
当

該
設
備

を
使
用

し
て
い

る
こ
と
 

(
d
) 

監
視
測

定
の
た

め
の
設
備

が
利
用
で
き
る

体
制
に

あ

り
，
か
つ

，
当
該

設
備
を

使
用
し

て
い
る

こ
と
 

 

2
8
0
. 

五
 
第

四
十

七
条

の
規

定
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施
し
て

い
る
こ

と
。
 

 
e
)
 
8.
2
.3

に
基
づ

き
監
視
測
定
を

実
施
し
て
い
る

こ
と
 

(
e
) 

(
8)
，
(
ⅱ
)
，
ｃ
．

に
基
づ

き
監
視

測
定
を

実
施
し

て
い
る
こ

と
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

2
8
1
. 

六
 こ

の
規
則
の
規
定

に
基
づ
き

，
プ
ロ

セ
ス
の

次
の
段
階

に
進
む

こ
と
の

承
認
を

行
っ
て

い
る

こ
と
。
 

 
f
)
 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
，

プ

ロ
セ
ス
の
次
の

段
階

に
進

む
こ
と
の
承

認
を
行

っ
て

い
る
こ

と
 

(
f
) 

品
質
管

理
に
関

す
る
事
項

に
基
づ
き
，
プ

ロ
セ
ス

の

次
の
段
階

に
進
む

こ
と
の

承
認
を

行
っ
て

い
る
こ

と
 

用
い
る
用

語
の
違

い
に
よ
る
差
異
 

2
8
2
. 

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確
認
）
 

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確
認
）
 

7
.
5
.2

個
別
業

務
の
実

施
に
係
る
プ
ロ
セ

ス
の
妥
当
性
確

認
 

ｂ
．
個
別

業
務
の

実
施
に

係
る
プ

ロ
セ
ス

の
妥
当

性
確
認
 

 

2
8
3
. 

第
三
十
八

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
個

別
業
務

の
実
施
に

係
る
プ

ロ
セ
ス

に
つ
い

て
，
そ

れ
以

降
の
監
視

測
定
で

は
当
該

プ
ロ
セ

ス
の
結

果
を

検
証
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
場
合

(個
別
業
務
が

実
施
さ
れ

た
後
に

の
み
不

適
合
そ

の
他
の

事
象

が
明
確
に

な
る
場

合
を
含

む
。
)
に
お

い
て
は
，

妥
当
性
確

認
を
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
の

実
施

に
係
る
プ
ロ
セ

ス
に
つ
い

て
，
そ
れ
以
降

の
監

視
測

定
で
は

当
該

プ
ロ
セ

ス
の
結
果
を

検
証
す
る
こ
と

が
で

き
な

い
場
合

（
個

別
業
務

が
実

施
さ
れ

た
後
に
の
み
不

適
合

そ
の

他
の
事
象
が

明
確
に

な
る

場
合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
は

，
妥
当
性

確
認
を

行
う
。
 

(
a
) 

組
織
は

，
個
別

業
務
の
実

施
に
係
る
プ
ロ

セ
ス
に

つ

い
て
，
そ

れ
以
降

の
監
視

測
定
で

は
当
該

プ
ロ
セ

ス
の
結

果
を
検
証

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

場
合
（

個
別
業

務
が
実

施
さ
れ
た

後
に
の

み
不
適

合
そ
の

他
の
事

象
が
明

確
に
な

る
場
合
を

含
む

。）
に

お
い
て
は

，
妥
当
性
確
認

を
行
う

。
 

 

 

2
8
4
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
プ
ロ

セ
ス
が

個
別
業
務

計
画
に

定
め
た

結
果
を

得
る
こ

と
が

で
き
る
こ

と
を
，

同
項
の

妥
当
性

確
認
に

よ
っ

て
実
証
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
2
)
 
組

織
は

，
(
1
)
の

プ
ロ

セ
ス

が
個
別

業
務

計
画

に
定

め

た
結
果
を

得
る
こ

と
が
で

き
る
こ

と
を
，
(
1)
の
妥
当

性
確
認

に
よ
っ
て

実
証
す

る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
(a
)の

プ
ロ
セ
ス

が
個
別

業
務
計

画
に
定

め

た
結
果
を
得
る

こ
と
が
で
き

る
こ

と
を

，
(
a
)の

妥
当
性
確

認
に
よ
っ

て
実
証

す
る
。
 

 

 

2
8
5
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
妥
当

性
確
認

を
行
っ

た
場
合
は

，
そ
の

結
果
の

記
録
を

作
成
し

，
こ

れ
を
管
理

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
妥
当
性
確
認

を
行

っ
た
場
合
は
，

そ
の
結
果

の
記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

(
c
) 

組
織

は
，
妥

当
性
確

認
を

行
っ
た
場
合

は
，
そ
の
結

果
の
記
録

を
作
成

し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

 

 

2
8
6
. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
一

項
の
妥

当
性
確

認
の
対
象

と
さ
れ

た
プ
ロ

セ
ス
に

つ
い
て

，
次

に
掲
げ
る

事
項

(当
該

プ
ロ
セ
ス

の
内
容

等
か
ら

該
当
し
な

い
と
認

め
ら
れ

る
も
の

を
除
く

。
)
を

明
確
に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
4
)
 
組

織
は

，
(
1
)
の

妥
当

性
確

認
の
対

象
と

さ
れ

た
プ

ロ

セ
ス
に
つ
い
て

，
次

に
掲

げ
る
事

項
（

当
該
プ

ロ
セ

ス
の
内

容
等
か
ら
該
当

し
な

い
と

認
め
ら
れ
る

も
の
を

除
く

。
）
を

明
確
に
す

る
。
 

(
d
) 

組
織
は

，
(
a
)の

妥
当
性
確

認
の
対

象
と
さ

れ
た
プ

ロ
セ
ス
に

つ
い
て

，
次
に

掲
げ
る

事
項
（

当
該
プ

ロ
セ
ス

の
内
容
等

か
ら
該

当
し
な

い
と
認

め
ら
れ

る
も
の

を
除

く
。）

を
明
確

に
す
る

。
 

 

 

2
8
7
. 

一
 
当

該
プ

ロ
セ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定
基
準
 

 
a
)
 当

該
プ
ロ
セ
ス
の

審
査
及
び

承
認
の

た
め
の

判
定
基

準
 

(
d
-
1)
当
該
プ

ロ
セ
ス

の
審
査
及

び
承
認
の
た
め

の
判
定
基

準
 

 

 

2
8
8
. 

二
 
妥

当
性

確
認

に
用

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の
力
量

を
確
認

す
る
方

法
 

 
b
)
 
妥

当
性

確
認

に
用

い
る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
力

量

を
確
認
す

る
方
法
 

(
d
-
2)
妥
当
性

確
認
に

用
い
る
設

備
の
承
認
及
び

要
員
の

力

量
を
確
認

す
る
方

法
 

 

2
8
9
. 

三
 妥

当
性
確
認
の
方

法
 

 

１
 第

4項
第
3
号
に
規
定
す
る
「

妥
当
性

確
認
」

に
は
，
対

象
と
な

る
個
別

業
務
計

画
の
変

更
時

の
再
確
認

及
び
一

定
期
間

が
経
過

し
た
後

に
行

う
定
期
的

な
再
確

認
を
含

む
。
 

c
)
 
妥

当
性

確
認

（
対

象
と
な

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時

の
再
確
認
及
び

一
定

期
間

が
経
過
し
た

後
に
行

う
定

期
的
な

再
確
認
を

含
む
。

）
の
方

法
 

(
d
-
3)
妥
当
性

確
認
の

方
法
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

2
9
0
. 

（
識
別
管

理
）
 

（
識
別
管

理
）
 

7
.
5
.3

識
別
管

理
及
び

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ

ィ
の
確
保
 

ｃ
．
識
別

管
理
及

び
ト
レ

ー
サ
ビ

リ
テ
ィ

の
確
保
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1. 

第
三
十
九

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
個

別
業
務

計
画
及
び

個
別
業

務
の
実

施
に
係

る
全
て

の
プ

ロ
セ
ス
に

お
い
て

，
適
切

な
手
段

に
よ
り

，
機

器
等
及
び

個
別
業

務
の
状

態
を
識

別
し
，

管
理

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

１
 第

3
9条

に
規
定
す
る
「
機
器

等
及
び

個
別
業

務
の
状
態

を
識
別

」
と
は

，
不
注

意
に
よ

る
誤

操
作
，
検

査
の
設

定
条
件

の
不
備

又
は
実

施
漏

れ
等
を
防

ぐ
た
め

に
，
例

え
ば
，

札
の
貼

付
け

や
個
別
業

務
の
管

理
等
に

よ
り
機

器
等
及

び
個

別
業
務
の

状
態
を

区
別
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

(
1
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
計

画
及

び
個
別
業
務
の

実
施
に
係

る
全
て
の
プ
ロ

セ
ス

に
お

い
て
，

適
切

な
手
段

に
よ

り
，
機

器
等
及
び

個
別
業

務
の
状

態
を
識

別
し
，

管
理
す

る
。
 

(
a
) 

組
織
は

，
個
別

業
務
計
画

及
び
個
別
業
務

の
実
施

に

係
る
全
て

の
プ
ロ

セ
ス
に

お
い
て

，
適
切

な
手
段

に
よ

り
，
機
器

等
及
び

個
別
業

務
の
状

態
を
識

別
し
，

管
理
す

る
。
 

 

 

2
9
2
. 

（
ト
レ
ー

サ
ビ
リ

テ
ィ
の

確
保
）
 

第
四
十
条

 原
子
力
事

業
者
等
は

，
 
ト
レ
ー

サ

ビ
リ
テ
ィ

(機
器
等
の

使
用
又
は

個
別
業

務
の
実

施
に
係
る

履
歴
，

適
用
又

は
所
在

を
追
跡

で
き

る
状
態
を

い
う
。

)の
確
保
が
個

別
業
務

等
要
求

事
項
で
あ

る
場
合

に
お
い

て
は
，

機
器
等

又
は

個
別
業
務

を
識
別

し
，
こ

れ
を
記

録
す
る

と
と

も
に
，
当

該
記
録

を
管
理

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
ト
レ
ー

サ
ビ
リ

テ
ィ
の

確
保
）
 

 

(
2
) 

組
織
は

，
ト
レ
ー
サ
ビ

リ
テ

ィ
（
機
器
等
の

使
用
又
は

個
別
業
務
の
実

施
に

係
る

履
歴
，
適
用

又
は
所

在
を

追
跡
で

き
る
状
態
を
い

う
。

）
の

確
保
が

個
別

業
務
等

要
求

事
項
で

あ
る
場
合

に
お
い

て
は
，
機
器
等

又
は
個

別
業
務

を
識
別

し
，

こ
れ
を
記

録
す
る

と
と
も

に
，
当

該
記
録

を
管
理

す
る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
ト
レ

ー
サ
ビ
リ

テ
ィ
（
機
器
等

の
使
用

又

は
個
別
業

務
の
実

施
に
係

る
履
歴

，
適
用

又
は
所

在
を
追

跡
で
き
る

状
態
を

い
う
。）

の
確

保
が
個
別
業
務

等
要
求

事

項
で
あ
る

場
合
に

お
い
て

は
，
機

器
等
又

は
個
別

業
務
を

識
別
し
，

こ
れ
を

記
録
す

る
と
と

も
に
，

当
該
記

録
を
管

理
す
る
。
 

 

 

2
9
3
. 

（
組
織
の

外
部
の

者
の
物

品
）
 

（
組
織
の

外
部
の

者
の
物

品
）
 

7
.
5
.4

組
織
の

外
部
の

者
の
物
品
 

ｄ
．
組
織

の
外
部

の
者
の

物
品
 

 

2
9
4
. 

第
四
十
一

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
組

織
の
外

１
 
第

４
１

条
に

規
定

す
る

「
組

織
の

外
部

の
者

組
織
は
，

組
織
の

外
部
の

者
の
物

品
（

JI
S
 
Q
9
00
1
の
「
顧

組
織
は
，

組
織
の

外
部
の

者
の
物

品
を
所

持
し
て

い
る
場

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

部
の
者
の

物
品
を

所
持
し

て
い
る

場
合
に

お
い

て
は
，
必

要
に
応

じ
，
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ

を
管
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

の
物
品

」
と
は
，
Ｊ
Ｉ

Ｓ
 
Ｑ
９
０

０
１
の
「
顧

客
又
は
外
部
提
供

者
の
所
有
物
」

を
い
う
。
 

客
又
は
外
部
提

供
者

の
所

有
物
」
を
い

う
。
）

を
所

持
し
て

い
る
場
合
に
お

い
て

は
，

必
要
に

応
じ

，
記
録

を
作

成
し
，

こ
れ
を
管

理
す
る

。
 

合
に
お
い

て
は
，

必
要
に

応
じ
，

記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管
理
す

る
。
 

2
9
5
. 

（
調
達
物

品
の
管

理
）
 

（
調
達
物

品
の
管

理
）
 

7
.
5
.5

調
達
物

品
の
管

理
 

ｅ
．
調
達

物
品
の

管
理
 

 

29
6. 

第
四
十
二

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
調

達
し
た

物
品
が
使

用
さ
れ

る
ま
で

の
間
，

当
該
物

品
を

調
達
物
品

等
要
求

事
項
に

適
合
す

る
よ
う

に
管

理
(識

別
表
示
，
取
扱

い
，
包
装

，
保
管

及
び
保

護
を
含
む

。
)
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
調
達
し
た
物

品
が

使
用
さ
れ
る
ま

で
の
間
，

当
該
物
品
を
調

達
物

品
等

要
求
事

項
に

適
合
す

る
よ

う
に
管

理
（
識

別
表
示
，
取

扱
い
，
包
装
，
保
管

及
び
保

護
を
含

む
。
）

す
る
。
 

組
織
は
，

調
達
し

た
物
品

が
使
用

さ
れ
る

ま
で
の

間
，
当

該
物
品
を

調
達
物

品
等
要

求
事
項

に
適
合

す
る
よ

う
に
管

理
（
識
別

表
示
，

取
扱
い

，
包
装

，
保
管

及
び
保

護
を
含

む
。）

す
る
。
 

 

 

2
9
7
. 

（
監
視
測

定
の
た

め
の
設

備
の
管

理
）
 

（
監
視
測

定
の
た

め
の
設

備
の
管

理
）
 

7
.
6
監

視
測
定

の
た
め

の
設
備
の
管
理
 

(
ⅵ

) 
監

視
測
定

の
た
め

の
設
備

の
管
理
 

 

2
9
8
. 

第
四
十
三

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
機

器
等
又

は
個
別
業

務
の
個

別
業
務

等
要
求

事
項
へ

の
適

合
性
の
実

証
に
必

要
な
監

視
測
定

及
び
当

該
監

視
測
定
の

た
め
の

設
備
を

明
確
に

定
め
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
機
器
等
又
は

個
別

業
務
の
個
別
業

務
等
要
求

事
項
へ
の
適
合

性
の

実
証

に
必
要

な
監

視
測
定

及
び

当
該
監

視
測
定
の

た
め
の

設
備
を

明
確
に

定
め
る

。
 

ａ
．
組
織

は
，
機

器
等
又

は
個
別

業
務
の

個
別
業

務
等
要

求
事
項
へ

の
適
合

性
の
実

証
に
必

要
な
監

視
測
定

及
び
当

該
監
視
測

定
の
た

め
の
設

備
を
明

確
に
定

め
る
。
 

 

 

2
9
9
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
監
視

測
定
に

つ
い
て
，

実
施
可

能
で
あ

り
，
か

つ
，
当

該
監

視
測
定
に

係
る
要

求
事
項

と
整
合

性
の
と

れ
た

方
法
で
実

施
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
(1
)の

監
視
測

定
に

つ
い
て

，
実
施

可
能
で
あ

り
，
か
つ
，
当

該
監

視
測

定
に
係
る
要

求
事
項

と
整
合
性
の

と
れ
た
方

法
で
実

施
す
る

。
 

ｂ
．
組
織

は
，
ａ

．
の
監

視
測
定

に
つ
い

て
，
実

施
可
能

で
あ
り
，

か
つ
，

当
該
監

視
測
定

に
係
る

要
求
事

項
と
整

合
性
の
と

れ
た
方

法
で
実

施
す
る

。
 

 

 

3
0
0
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
監
視

測
定
の

結
果
の

妥
当
性
を

確
保
す

る
た
め

に
，
監

視
測
定

の
た

め
に
必
要

な
設
備

を
，
次

に
掲
げ

る
事
項

に
適

合
す
る
も

の
と
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
監
視
測
定
の

結
果

の
妥
当
性
を
確

保
す
る
た

め
に
，
監
視
測

定
の

た
め

に
必
要
な
設

備
を
，

次
に

掲
げ
る

事
項
に
適

合
す
る

も
の
と

す
る
。
 

ｃ
．
組
織

は
，
監

視
測
定

の
結
果

の
妥
当

性
を
確

保
す
る

た
め
に
，

監
視
測

定
の
た

め
に
必

要
な
設

備
を
，

次
に
掲

げ
る
事
項

に
適
合

す
る
も

の
と
す

る
。
 

 

 

3
0
1
. 

一
 あ

ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
た
間

隔
で
，

又
は
使

用
の
前
に

，
計
量

の
標
準

ま
で
追

跡
す
る

こ
と

が
可
能
な

方
法

(当
該

計
量
の
標

準
が
存

在
し
な

い
場
合
に

あ
っ
て

は
，
校

正
又
は

検
証
の

根
拠

に
つ
い
て

記
録
す

る
方
法

)に
よ

り
校
正

又
は
検

証
が
な
さ

れ
て
い

る
こ
と

。
 

１
 
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

「
あ

ら
か

じ
め

定
め
ら
れ
た
間
隔

」
と

は
，
第
２

３
条
第
１
項

の
規

定
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く

間

隔
を
い
う
。
 

a
)
 あ

ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
た
間

隔
（
7.
1
(1
)に

基
づ
き

定
め

た
計
画
に

基
づ
く

間
隔
を

い
う
。
）
で

，
又
は
使
用
の

前
に
，

計
量
の
標
準
ま

で
追

跡
す

る
こ
と
が
可

能
な
方

法
（

当
該
計

量
の
標
準
が
存

在
し

な
い

場
合
に
あ
っ

て
は
，

校
正

又
は
検

証
の
根
拠
に
つ

い
て

記
録

す
る
方
法
）

に
よ
り

校
正

又
は
検

証
が
な
さ

れ
て
い

る
こ
と
 

(
a
) 

あ
ら
か

じ
め
定

め
ら
れ
た

間
隔
で
，
又
は

使
用
の

前

に
，
計
量

の
標
準

ま
で
追

跡
す
る

こ
と
が

可
能
な

方
法

（
当
該
計

量
の
標

準
が
存

在
し
な

い
場
合

に
あ
っ

て
は
，

校
正
又
は

検
証
の

根
拠
に

つ
い
て

記
録
す

る
方
法

）
に
よ

り
校
正
又

は
検
証

が
な
さ

れ
て
い

る
こ
と
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

3
0
2
. 

二
 
校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よ
う

，
識

別
さ

れ
て
い
る

こ
と
。
 

 

 
b
)
 
校

正
の

状
態

が
明

確
に
な

る
よ

う
，

識
別

さ
れ

て
い

る

こ
と
 

(
b
) 

校
正
の

状
態
が

明
確
に
な

る
よ
う
，
識
別

さ
れ
て

い

る
こ
と
 

 

 

3
0
3
. 

三
 所

要
の
調
整
が
な

さ
れ
て
い

る
こ
と

。
 

 
c
)
 所

要
の
調
整
が
な

さ
れ
て
い

る
こ
と

。
 

(
c
) 

所
要
の

調
整
が

な
さ
れ
て

い
る
こ
と
 

 

3
0
4
. 

四
 
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
と

す
る

操
作

か
ら

保
護
さ
れ

て
い
る

こ
と
。
 

 
d
)
 
監

視
測

定
の

結
果

を
無
効

と
す

る
操

作
か

ら
保

護
さ

れ

て
い
る
こ

と
 

(
d
) 

監
視
測

定
の
結

果
を
無
効

と
す
る
操
作
か

ら
保
護

さ

れ
て
い
る

こ
と
 

 

3
0
5
. 

五
 取

扱
い
，
維

持
及
び

保
管
の
間
，
損
傷
及

び
劣

化
か
ら
保

護
さ
れ

て
い
る

こ
と
。
 

 
e
)
 取

扱
い
，
維
持
及

び
保
管

の
間

，
損
傷
及
び
劣

化
か
ら
保

護
さ
れ
て

い
る
こ

と
 

(
e
) 

取
扱
い

，
維
持

及
び
保
管

の
間
，
損
傷
及

び
劣
化

か

ら
保
護
さ

れ
て
い

る
こ
と
 

 

3
0
6
. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
監
視

測
定
の

た
め
の

設
備
に
係

る
要
求

事
項
へ

の
不
適

合
が
判

明
し

た
場
合
に

お
い
て

は
，
従

前
の
監

視
測
定

の
結

果
の
妥
当

性
を
評

価
し
，

こ
れ
を

記
録
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
4
) 

組
織
は

，
監
視
測
定
の

た
め

の
設
備
に
係
る

要
求
事
項

へ
の
不
適
合
が

判
明

し
た

場
合
に

お
い

て
は
，

従
前

の
監
視

測
定
の
結

果
の
妥

当
性
を

評
価
し

，
こ
れ

を
記
録

す
る
。
 

ｄ
．
組
織

は
，
監

視
測
定

の
た
め

の
設
備

に
係
る

要
求
事

項
へ
の
不

適
合
が

判
明
し

た
場
合

に
お
い

て
は
，

従
前
の

監
視
測
定

の
結
果

の
妥
当

性
を
評

価
し
，

こ
れ
を

記
録
す

る
。
 

 

 

3
0
7
. 

５
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
場
合

に
お
い

て
，
当
該

監
視
測

定
の
た

め
の
設

備
及
び

同
項

の
不
適
合

に
よ
り

影
響
を

受
け
た

機
器
等

又
は

個
別
業
務

に
つ
い

て
，
適

切
な
措

置
を
講

じ
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
5
)
 組

織
は
，
(4
)の

場
合
に

お
い

て
，
当
該
監
視

測
定
の
た

め
の

設
備

及
び

(
4)

の
不

適
合

に
よ

り
影

響
を

受
け

た
機

器

等
又
は
個

別
業
務

に
つ
い

て
，
適

切
な
措

置
を
講

じ
る
。
 

ｅ
．
組
織

は
，
ｄ

．
の
場

合
に
お

い
て
，

当
該
監

視
測
定

の
た
め
の

設
備
及

び
ｄ
．

の
不
適

合
に
よ

り
影
響

を
受
け

た
機
器
等

又
は
個

別
業
務

に
つ
い

て
，
適

切
な
措

置
を
講

じ
る
。
 

 

 

3
0
8
. 

６
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
監
視

測
定
の

た
め
の

設
備
の
校

正
及
び

検
証
の

結
果
の

記
録
を

作
成

し
，
こ
れ

を
管
理

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
6
) 

組
織
は

，
監
視
測
定
の

た
め

の
設
備
の
校
正

及
び
検
証

の
結
果
の

記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

ｆ
．
組
織

は
，
監

視
測
定

の
た
め

の
設
備

の
校
正

及
び
検

証
の
結
果

の
記
録

を
作
成

し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

 

 

3
0
9
. 

７
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
監
視

測
定
に

お
い
て

 
(
7
) 

組
織
は

，
監
視
測
定
に

お
い

て
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
を
使
用

ｇ
．
組
織

は
，
監

視
測
定

に
お
い

て
ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
を
使
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
を

使
用
す

る
こ
と

と
し
た

と
き

は
，
そ
の

初
回
の

使
用
に

当
た
り

，
あ
ら

か
じ

め
，
当
該

ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア

が
意
図

し
た
と

お
り

に
当
該
監

視
測
定

に
適
用

さ
れ
て

い
る
こ

と
を

確
認
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

す
る
こ
と
と
し

た
と

き
は

，
そ
の
初
回

の
使
用

に
当

た
り
，

あ
ら
か
じ
め
，

当
該

ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
が

意
図
し

た
と

お
り
に

当
該
監
視

測
定
に

適
用
さ

れ
て
い

る
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

用
す
る
こ

と
と
し

た
と
き

は
，
そ

の
初
回

の
使
用

に
当
た

り
，
あ
ら

か
じ
め

，
当
該

ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア

が
意
図

し
た
と

お
り
に
当

該
監
視

測
定
に

適
用
さ

れ
て
い

る
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

 

3
1
0
. 

第
六
章
 評

価
及
び
改

善
 

第
六
章

 評
価

及
び
改
善
 

8
.
評
価
及

び
改
善
 

(
8
) 

評
価
及

び
改
善
 

 

3
1
1
. 

（
監
視
測

定
，
分

析
，
評

価
及
び

改
善
）
 

（
監
視
測

定
，
分

析
，
評

価
及
び

改
善
）
 

8
.
1
監

視
測
定

，
分
析

，
評
価
及
び
改
善
 

(
ⅰ

) 
監

視
測
定

，
分
析

，
評
価

及
び
改

善
 

 

31
2. 

第
四
十
四

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
監

視
測

定
，
分
析

，
評
価

及
び
改

善
に
係

る
プ
ロ

セ
ス

を
計
画
し

，
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

１
 第

１
項
に

規
定
す
る
「
監
視
測

定
，
分
析
，
評

価
及
び
改
善
に
係

る
プ
ロ
セ
ス
」
に
は

，
取
り

組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
部

門
の

管
理

者

等
の
要
員
を
含
め

，
組

織
が
当
該

改
善
の
必
要

性
，
方
針
，
方

法
等
に

つ
い
て
検

討
す
る
プ
ロ

セ
ス
を
含
む
。
 

 

(
1
) 

組
織
は

，
監
視
測
定
，

分
析

，
評
価
及
び
改

善
に
係
る

プ
ロ
セ
ス
（
取

り
組

む
べ

き
改
善

に
関

係
す
る

組
織

の
管
理

者
等
の
要

員
を
含

め
，
組
織
が
当

該
改
善
の
必
要

性
，
方

針
，

方
法

等
に

つ
い

て
検

討
す

る
プ

ロ
セ

ス
を

含
む

。
）

を
計

画

し
，
実
施

す
る
。
 

ａ
．
組
織

は
，
監

視
測
定

，
分
析

，
評
価

及
び
改

善
に
係

る
プ
ロ
セ

ス
を
計

画
し
，

実
施
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

3
1
3
. 

 
 

 
 

 

3
1
4
. 

 
 

 
 

 

3
1
5
. 

２
原
子
力

事
業
者

等
は
，
要
員
が

前
項
の
監
視
測

定
の

結
果

を
利

用
で

き
る

よ
う

に
し

な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
 

２
 第

２
項
に

規
定
す
る
「
要
員

が
前
項

の
監
視

測
定
の
結
果
を
利

用
で
き
る
よ
う

に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」

と
は
，
要
員
が

情
報
を
容

易
に
取
得
し
，
改

善
活
動
に
用
い

る
こ
と
が

で
き
る
体
制
が
あ

る
こ
と
を
い
う

。
 

(
2
)
 
組

織
は

，
要

員
が

(
1)
の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
用

で

き
る
よ
う
に
す

る
（

要
員

が
情
報
を
容

易
に
取

得
し

，
改
善

活
動

に
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こ

と
を

い

う
。
）。

 

ｂ
．
組
織

は
，
要

員
が
ａ

．
の
監

視
測
定

の
結
果

を
利
用

で
き
る
よ

う
に
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

3
1
6
. 

 
 

8
.
2
監

視
及
び

測
定
 

(
ⅱ

) 
監

視
及
び

測
定
 

 

3
1
7
. 

（
組
織
の

外
部
の

者
の
意

見
）
 

（
組
織
の

外
部
の

者
の
意

見
）
 

8
.
2
.1

組
織
の

外
部
の

者
の
意
見
 

ａ
．
組
織

の
外
部

の
者
の

意
見
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8. 

第
四
十
五

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
監

視
測
定

の
一
環
と

し
て
，

原
子
力

の
安
全

の
確
保

に
対

す
る
組
織

の
外
部

の
者
の

意
見
を

把
握
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

１
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

組
織

の
外

部
の

者
の

意
見
を
把
握
」
に

は
，
例
え
ば
，
外
部
監
査
結

果
の
把
握
，
地

元
自
治

体
及
び
地

元
住
民
の
保

安
活

動
に

関
す

る
意

見
の

把
握

並
び

に
原

子

力
規
制
委
員
会
の

指
摘
等
の
把
握

が
あ
る
。
 

(
1
) 

組
織
は

，
監
視
測
定
の

一
環

と
し
て
，
原
子

力
の
安
全

の
確
保
に

対
す
る

組
織
の

外
部
の

者
の
意

見
を
把

握
す
る

。
 

(
a
) 

組
織

は
，
監

視
測
定

の
一

環
と
し
て
，

原
子
力
の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
見

を
把

握
す

る
。
 

 

 

3
1
9
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
意
見

の
把
握

及
び
当
該

意
見
の

反
映
に

係
る
方

法
を
明

確
に

定
め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
2
)
 
組

織
は

，
(
1
)
の

意
見

の
把

握
及
び

当
該

意
見

の
反

映

に
係
る
方
法
を

「
外

部
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

要
項

」
に
定

め
，
実
施

す
る
。
 

(
b
) 

組
織
は

，
(
a
)の

意
見
の
把

握
及
び

当
該
意

見
の
反

映
に
係
る

方
法
を

明
確
に

定
め
る

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
社
内
規
程
名

称

を
記
載
 

3
2
0
. 

（
内
部
監

査
）
 

（
内
部
監

査
）
 

8
.
2
.2

内
部
監

査
 

 
 

ｂ
．
内
部

監
査
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1. 

第
四
十
六

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
に
つ

い
て
，

次
に
掲

げ
る

要
件
へ
の

適
合
性

を
確
認

す
る
た

め
に
，

保
安

活
動
の
重

要
度
に

応
じ
て

，
あ
ら

か
じ
め

定
め

ら
れ
た
間

隔
で
，

客
観
的

な
評
価

を
行
う

部
門

そ
の
他
の

体
制
に

よ
り
内

部
監
査

を
実
施

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

１
 第

１
項
に

規
定
す
る
「
客
観

的
な
評

価
を
行

う
部
門
そ
の
他
の

体
制
に
よ
り
内

部
監
査
を

実
施
」
す
る
に
当

た
り
，
重
大
事

故
の
発
生

及
び
拡
大
の
防
止

に
必
要
な
措
置

が
要
求
さ

れ
て
い
な
い
原
子

力
施
設
に
お
い

て
は
，
内

部
監
査
の
対
象
に

関
与
し
て
い
な

い
要
員
に

実
施
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

 

(
1
) 

監
査
部

門
は
，
客
観
的

な
評

価
を
行
う
部
門

と
し
て
，

品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム
に

つ
い

て
，
次

に
掲
げ
る
要

件
へ
の
適
合
性

を
確

認
す

る
た
め
に
，

保
安
活

動
の

重
要
度

に
応
じ
て
，
あ

ら
か

じ
め

定
め
ら

れ
た

間
隔
で

，
内

部
監
査

を
実
施
す

る
。
 

(
a
) 

組
織
は

，
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
つ
い

て
，
次
に

掲
げ
る

要
件
へ

の
適
合

性
を
確

認
す
る

た
め

に
，
保
安

活
動
の

重
要
度

に
応
じ

て
，
あ

ら
か
じ

め
定
め

ら
れ
た
間

隔
で
，

客
観
的

な
評
価

を
行
う

部
門
そ

の
他
の

体
制
に
よ

り
内
部

監
査
を

実
施
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
 

3
2
2
. 

一
 
こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
く

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス

テ
ム
に

係
る
要

求
事
項
 

 

 
a
)
 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

く
品

質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

に
係
る

要
求
事

項
 

(
a
-
1)
品
質
管

理
に
関

す
る
事
項

に
基
づ
く
品
質

マ
ネ
ジ

メ

ン
ト
シ
ス

テ
ム
に

係
る
要

求
事
項
 

 

用
い
る
用

語
の
違

い
に
よ
る
差
異
 

3
2
3
. 

二
 実

効
性
の
あ
る
実

施
及
び
実

効
性
の

維
持
 

 

 
b
)
 実

効
性
の
あ
る
実

施
及
び
実

効
性
の

維
持
 

(
a
-
2)
実
効
性

の
あ
る

実
施
及
び

実
効
性
の
維
持
 

 

3
2
4
. 

２
原
子
力

事
業
者

等
は
，

内
部
監

査
の
判

定
基

準
，
監
査

範
囲
，

頻
度
，

方
法
及

び
責
任

を
定

め
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 

 
(
2
)
 
監
査

部
門
は

，
内
部
監
査
の

判
定
基
準
，
監

査
範
囲
，

頻
度
，
方

法
及
び

責
任
を

定
め
る

。
 

(
b
) 

組
織
は

，
内
部

監
査
の
判

定
基
準
，
監
査

範
囲
，

頻

度
，
方
法

及
び
責

任
を
定

め
る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
 

3
2
5
. 

３
原
子
力

事
業
者

等
は
，

内
部
監

査
の
対

象
と

 
(
3
)
 
監
査

部
門
は

，
内
部
監
査
の

対
象
と
な
り
得

る
部
門
，

(
c
) 

組
織
は

，
内
部

監
査
の
対

象
と
な
り
得
る

部
門
，

個
保

安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

な
り
得
る

部
門
，

個
別
業

務
，
プ

ロ
セ
ス

そ
の

他
の
領
域

(以
下
単
に

「
領
域
」

と
い
う

。
)
の

状
態
及
び

重
要
性

並
び
に

従
前
の

監
査
の

結
果

を
考
慮
し

て
内
部

監
査
の

対
象
を

選
定
し

，
か

つ
，
内
部

監
査
の

実
施
に

関
す
る

計
画

(以
下

「
内
部
監

査
実
施

計
画
」

と
い
う

。
)
を
策
定

し
，
及
び

実
施
す

る
こ
と

に
よ
り

，
内
部

監
査

の
実
効
性

を
維
持

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

個
別
業

務
，
プ

ロ
セ
ス

そ
の

他
の

領
域

（
以
下

「
領
域

」
と

い
う
。

）
の
状

態
及
び

重
要

性
並

び
に

従
前
の

監
査
の

結
果

を
考
慮

し
て
内

部
監
査

の
対

象
を

選
定

し
，
か

つ
，
内

部
監

査
の
実

施
に
関

す
る
計

画
（

以
下

「
内

部
監
査

実
施
計

画
」

と
い
う

。
）
を

策
定
し

，
及

び
実

施
す

る
こ
と

に
よ
り

，
内

部
監
査
の

実
効
性

を
維
持

す
る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
3
)
 
監
査

部
門
は

，
内
部
監
査
の

対
象
と
な
り
得

る
部
門
，

個
別
業

務
，
プ

ロ
セ
ス

そ
の

他
の

領
域

（
以
下

，
本
編

に
お

い
て
「

領
域
」

と
い
う

。
）

の
状

態
及

び
重
要

性
並
び

に
従

前
の

監
査

の
結

果
を

考
慮

し
て

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し
，
か

つ
，
内

部
監
査

の
実

施
に

関
す

る
計
画

（
以
下

，
本

編
に
お

い
て
「

内
部
監

査
実

施
計

画
」

と
い
う

。
）
を

策
定

し
，
及

び
実
施

す
る
こ

と
に

よ
り

，
内

部
監
査

の
実
効

性
を

維
持
す
る

。
 

別
業
務
，

プ
ロ
セ

ス
そ
の

他
の
領

域
（
以

下
「
領

域
」
と

い
う
。
）

の
状
態

及
び
重

要
性
並

び
に
従

前
の
監

査
の
結

果
を
考
慮

し
て
内

部
監
査

の
対
象

を
選
定

し
，
か

つ
，
内

部
監
査
の

実
施
に

関
す
る

計
画
（

以
下
「

内
部
監

査
実
施

計
画
」
と

い
う
。

）
を
策

定
し
，

及
び
実

施
す
る

こ
と
に

よ
り
，
内

部
監
査

の
実
効

性
を
維

持
す
る

。
 

 

         保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

  保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

3
2
6
. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
内
部

監
査
を

行
う
要

員
(以

下
「
内
部
監
査

員
」
と
い

う
。

)の
選

定

及
び
内
部

監
査
の

実
施
に

お
い
て

は
，
客

観
性

及
び
公
平

性
を
確

保
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
4
) 

監
査
部

門
は
，
内
部
監

査
を

行
う
要
員
（
以

下
「
内
部

監
査
員
」
と
い
う

。）
の
選
定

及
び

内
部
監
査
の
実

施
に
お
い

て
は
，
客

観
性
及

び
公
平

性
を
確

保
す
る

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
4
) 

監
査
部

門
は
，
内
部
監

査
を

行
う
要
員
（
以

下
，
本
編

に
お
い
て
「

内
部
監

査
員
」
と
い

う
。）

の
選
定

及
び
内

部
監

査
の
実
施

に
お
い

て
は
，
客
観
性

及
び
公

平
性
を
確
保
す

る
。 

(
d
) 

組
織
は

，
内
部

監
査
を
行

う
要
員
（
以
下

「
内
部

監

査
員
」
と

い
う
。

）
の
選

定
及
び

内
部
監

査
の
実

施
に
お

い
て
は
，

客
観
性

及
び
公

平
性
を

確
保
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
 

    保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

3
2
7
. 

５
原
子
力

事
業
者

等
は
，

内
部
監

査
員
又

は
管

理
者
に
自

ら
の
個

別
業
務

又
は
管

理
下
に

あ
る

個
別
業
務

に
関
す

る
内
部

監
査
を

さ
せ
て

は
な

ら
な
い
。
 

 
(
5
)
 監

査
部
門
は

，
内
部

監
査
員

又
は
管

理
者
に

自
ら
の

個

別
業
務
又

は
管
理

下
に
あ

る
個
別

業
務
に

関
す
る

内
部
監

査

を
さ
せ
な

い
。
 

(
e
) 

組
織
は

，
内
部

監
査
員
又

は
管
理
者
に
自

ら
の
個

別

業
務
又
は

管
理
下

に
あ
る

個
別
業

務
に
関

す
る
内

部
監
査

を
さ
せ
な

い
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
 

32
8. 

６
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
内
部

監
査
実

施
計
画

の
策
定
及

び
実
施

並
び
に

内
部
監

査
結
果

の
報

告
並
び
に

記
録
の

作
成
及

び
管
理

に
つ
い

て
，

そ
の
責
任

及
び
権

限
並
び

に
内
部

監
査
に

係
る

要
求
事
項

を
手
順

書
等
に

定
め
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

２
 第

６
項
に

規
定
す
る
「
権
限
」
に
は
，
必
要

に

応
じ
，
内
部
監

査
員
又

は
内
部
監

査
を
実
施
し

た
部

門
が

内
部

監
査

結
果

を
経

営
責

任
者

に

直
接
報
告
す
る
権

限
を
含
む
。
 

(
6
) 

監
査
部

門
は
，
内
部
監

査
実

施
計
画
の
策
定

及
び
実
施

並
び
に
内
部
監

査
結

果
の

報
告
並
び
に

記
録
の

作
成

及
び
管

理
に
つ
い
て
，

そ
の

責
任

及
び
権

限
（

必
要
に

応
じ
，
内
部

監
査
員
又
は
内

部
監

査
を

実
施
し
た
部

門
が
内

部
監

査
結
果

を
社
長
に

直
接
報

告
す
る

権
限
を

含
む

。）
並

び
に
内

部
監
査

に
係
る
要
求
事

項
を

「
内

部
監
査

要
項

」
に
定

め
，

実
施
す

る
。
 

(
f
) 

組
織
は

，
内
部

監
査
実
施

計
画
の
策
定
及

び
実
施

並

び
に
内
部

監
査
結

果
の
報

告
並
び

に
記
録

の
作
成

及
び
管

理
に
つ
い

て
，
そ

の
責
任

及
び
権

限
並
び

に
内
部

監
査
に

係
る
要
求

事
項
を

，
手
順

書
等
に

定
め
る

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
 

3
2
9
. 

７
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
内
部

監
査
の

対
象
と

し
て
選
定

さ
れ
た

領
域
に

責
任
を

有
す
る

管
理

者
に
内
部

監
査
結

果
を
通

知
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 
(
7
) 

監
査
部

門
は
，
内
部
監

査
の

対
象
と
し
て
選

定
さ
れ
た

領
域
に
責
任
を

有
す

る
管

理
者
に
内
部

監
査
結

果
を

通
知
す

る
。
 

(
g
) 

組
織

は
，
内

部
監
査

の
対

象
と
し
て
選

定
さ
れ
た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
 

3
3
0
. 

８
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
不
適

合
が
発

見
さ
れ

た
場
合
に

は
，
前

項
の
通

知
を
受

け
た
管

理
者

に
，
不
適

合
を
除

去
す
る

た
め
の

措
置
及

び
是

正
処
置
を

遅
滞
な

く
講
じ

さ
せ
る

と
と
も

に
，

当
該
措
置

の
検
証

を
行
わ

せ
，
そ

の
結
果

を
報

告
さ
せ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
8
)
 監

査
部
門
は

，
不
適
合
が
発

見
さ
れ
た
場
合

に
は
，
(
7)

の
通
知
を
受
け

た
管

理
者

に
，
不
適
合

を
除
去

す
る
た
め
の

措
置
及
び
是
正

処
置

を
遅

滞
な
く

講
じ

さ
せ
る

と
と

も
に
，

当
該
措
置

の
検
証

を
行
わ

せ
，
そ

の
結
果

を
報
告

さ
せ
る

。
 

(
h
) 

組
織
は
，
不
適
合

が
発
見
さ

れ
た
場
合
に
は
，
(
g)
の

通
知
を
受

け
た
管

理
者
に

，
不
適

合
を
除

去
す
る

た
め
の

措

置
及
び
是

正
処
置

を
遅
滞

な
く
講

じ
さ
せ

る
と
と

も
に
，
当

該
措
置
の

検
証
を

行
わ
せ

，
そ
の

結
果
を

報
告
さ

せ
る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
具
体
的

な
部
門
を
記
載
 

3
3
1
. 

（
プ
ロ
セ

ス
の
監

視
測
定

）
 

（
プ
ロ
セ

ス
の
監

視
測
定

）
 

8
.
2
.3

プ
ロ
セ

ス
の
監

視
測
定
 

ｃ
．
プ
ロ

セ
ス
の

監
視
測

定
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2. 

第
四

十
七

条
 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

プ
ロ

セ
ス

の
監
視
測

定
を
行

う
場
合

に
お
い

て
は
，
当
該

プ
ロ

セ
ス

の
監

視
測

定
に

見
合

う
方

法
に

よ

り
，
こ
れ

を
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 

１
 第

１
項
に

規
定
す
る
「
監
視

測
定
」

の
対
象

に
は
，
機
器
等
及

び
保
安
活
動
に

係
る
不
適

合
に
つ
い
て
の
弱

点
の
あ
る
分
野

及
び
強
化

す
べ
き
分
野
等
に

関
す
る
情
報
を

含
む
。
 

２
 第

１
項
に

規
定
す
る
「

監
視
測

定
」
の
方
法

に

は
，
次
の
事
項
を

含
む
。
 

(
1
)
 組

織
は
，
プ

ロ
セ
ス

の
監
視

測
定
（

対
象
に

は
，
機

器

等
及
び
保

安
活
動

に
係
る

不
適
合

に
つ
い

て
の
弱

点
の
あ

る

分
野
及
び

強
化
す

べ
き
分

野
等
に

関
す
る

情
報
を

含
む

。）

を
行
う
場

合
に
お

い
て
は

，
当
該

プ
ロ
セ

ス
の
監

視
測
定

に

見
合
う
方

法
に
よ

り
こ
れ

を
行
う

。
 

監
視
測
定

の
方
法

に
は
次

の
事
項

を
含
む

。
 

(
a
) 

組
織
は

，
プ
ロ

セ
ス
の
監

視
測
定
を
行
う

場
合
に

お

い
て
は
，

当
該
プ

ロ
セ
ス

の
監
視

測
定
に

見
合
う

方
法
に

よ
り
こ
れ

を
行
う

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

・
監
視
測

定
の
実

施
時
期
 

・
監
視
測
定
の

結
果
の
分
析
及
び

評
価
の

方
法
並

び
に
時
期
 

a
)
 監

視
測
定
の
実
施

時
期
 

b
)
 監

視
測
定
の
結
果

の
分
析
及

び
評
価

の
方
法

並
び
に

時

期
 

3
3
3
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
監
視

測
定
の

実
施
に
当

た
り
，

保
安
活

動
の
重

要
度
に

応
じ

て
，
保
安

活
動
指

標
を
用

い
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
(1
)の

監
視
測

定
の

実
施
に

当
た
り

，
保
安
活

動
の
重
要

度
に
応

じ
て
，

保
安
活

動
指
標

を
用
い

る
。
 

(
b
) 

組
織
は
，
(
a)
の
監
視

測
定

の
実
施
に
当
た

り
，
保
安

活
動
の
重

要
度
に

応
じ
て

，
保
安

活
動
指

標
を
用

い
る
。
 

 

 

3
3
4
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
一

項
の
方

法
に
よ

り
，
プ
ロ

セ
ス
が

第
十
三

条
第
一

項
及
び

第
二

十
三
条
第

一
項
の

計
画
に

定
め
た

結
果
を

得
る

こ
と
が
で

き
る
こ

と
を
実

証
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 
(
3
)
 
組
織
は
(
1
)の

方
法
に
よ
り
，
プ
ロ

セ
ス
が

5.
4
.2
(
1)

及
び

7
.
1(
1
)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
こ
と
を

実
証
す

る
。
 

(
c
) 

組
織

は
，
(a
)の

方
法

に
よ

り
，

プ
ロ
セ

ス
が
(5
)，

(
ⅳ

)，
ｂ
．
(
a)
及
び
(7
)，

(ⅰ
)
，
ａ
．
の
計
画

に
定
め

た

結
果
を
得

る
こ
と

が
で
き

る
こ
と

を
実
証

す
る
。
 

 

 

3
3
5
. 

４
 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

第
一

項
の

監
視

測
定

の
結
果
に

基
づ
き

，
保
安
活
動
の

改
善
の
た
め

に
，

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

 
(
4
)
 組

織
は
，
(1
)の

監
視
測

定
の

結
果
に

基
づ
き

，
保
安
活

動
の
改
善

の
た
め

に
，
必

要
な
措

置
を
講

じ
る
。
 

(
d
) 

組
織
は
，
(
a)
の
監
視

測
定

の
結
果
に
基
づ

き
，
保
安

活
動
の
改

善
の
た

め
に
，

必
要
な

措
置
を

講
じ
る

。
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6. 

５
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
十

三
条
第

一
項
及

び
第
二
十

三
条
第

一
項
の

計
画
に

定
め
た

結
果

を
得
る
こ

と
が
で

き
な
い

場
合
又

は
当
該

結
果

を
得
る
こ

と
が
で

き
な
い

お
そ
れ

が
あ
る

場
合

に
お
い
て

は
，
個

別
業
務

等
要
求

事
項
へ

の
適

合
性
を
確

保
す
る

た
め
に

，
当
該

プ
ロ
セ

ス
の

問
題
を
特

定
し
，

当
該
問

題
に
対

し
て
適

切
な

措
置
を
講

じ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 

 
(
5
)
 組

織
は
，
5.
4
.2
(
1)
及
び

7
.
1
(1
)の

計
画
に

定
め
た
結

果
を
得
る
こ
と

が
で

き
な

い
場
合

又
は

当
該
結

果
を

得
る
こ

と
が
で
き
な
い

お
そ

れ
が

あ
る
場
合
に

お
い
て

は
，

個
別
業

務
等
要
求
事
項

へ
の

適
合

性
を
確
保
す

る
た
め

に
，

当
該
プ

ロ
セ
ス
の
問
題

を
特

定
し

，
当
該
問
題

に
対
し

て
適

切
な
措

置
を
講
じ

る
。
 

(
e
) 

組
織
は

，
(
5
)，

(ⅳ
)，

ｂ
．
(
a
)及

び
(
7)
，
(
ⅰ
)
，

ａ
．
の
計
画
に

定
め
た
結
果
を
得

る
こ
と

が
で
き

な
い
場

合

又
は

当
該

結
果

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

場
合
に
お

い
て
は

，
個
別
業
務
等

要
求
事

項
へ
の

適
合
性

を

確
保
す
る

た
め
に
，
当
該
プ

ロ
セ

ス
の
問
題
を
特

定
し
，
当

該
問
題
に

対
し
て

適
切
な

措
置
を

講
じ
る

。
 

 

 

3
3
7
. 

（
機
器
等

の
検
査

等
）
 

（
機
器
等

の
検
査

等
）
 

8
.
2
.4

機
器
等

の
検
査

等
 

ｄ
．
機
器

等
の
検

査
等
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8. 

第
四
十
八

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
機

器
等
に

係
る
要
求

事
項
へ

の
適
合

性
を
検

証
す
る

た
め

に
，
個
別

業
務
計

画
に
従

っ
て
，

個
別
業

務
の

実
施
に
係

る
プ
ロ

セ
ス
の

適
切
な

段
階
に

お
い

て
，
使
用

前
事
業

者
検
査

等
又
は

自
主
検

査
等

を
実
施
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
機
器
等
に
係

る
要

求
事
項
へ
の
適

合
性
を
検

証
す
る
た

め
に

，「
試

験
・
検

査
管

理
要
項

」
を
定

め
，
個
別

業
務
計
画
に
従

っ
て

，
個

別
業
務
の
実

施
に
係

る
プ

ロ
セ
ス

の
適
切
な
段
階

に
お

い
て

，
使
用
前
事

業
者
検

査
等

又
は
自

主
検
査
等

を
実
施

す
る
。
 

 
こ
こ
で
「
自

主
検

査
等

」
と
は
，
要

求
事
項

へ
の

適
合
性

を
判
定
す
る
た

め
，

組
織

が
使
用
前
事

業
者
検

査
等

の
ほ
か

に
自
主
的
に
行

う
，

合
否

判
定
基
準
の

あ
る
検

証
，

妥
当
性

確
認
，
監
視
測

定
，

試
験

及
び
こ
れ
ら

に
付
随

す
る

も
の
を

い
う
。
 

(
a
) 

組
織

は
，
機

器
等
に

係
る

要
求
事
項
へ

の
適
合
性
を

検
証
す
る

た
め
に
，
個
別
業

務
計

画
に
従
っ
て
，
個

別
業
務

の
実
施
に

係
る
プ

ロ
セ
ス

の
適
切

な
段
階

に
お
い

て
，
使
用

前
事
業
者

検
査
等

又
は
自

主
検
査

等
を
実

施
す
る

。
 

 

  保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

 保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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9. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
使
用

前
事
業

者
検
査

等
又
は
自

主
検
査

等
の
結

果
に
係

る
記
録

を
作

成
し
，
こ

れ
を
管

理
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

１
 
第

2項
に

規
定
す
る
「
使
用

前
事
業

者
検
査

等
又
は
自

主
検
査

等
の
結

果
に
係

る
記
録

」
に

は
，
必
要

に
応
じ

，
検
査

に
お
い

て
使
用

し
た

試
験
体
や

計
測
機

器
等
に

関
す
る

記
録
を

含

む
。
 

(
2
) 

組
織
は

，
使
用
前
事
業

者
検

査
等
又
は
自
主

検
査
等
の

結
果
に
係
る
記

録
（

必
要

に
応
じ
，
検

査
に
お

い
て

使
用
し

た
試
験
体

や
計
測

機
器
等

に
関
す

る
記
録

を
含
む

。）
を
作
成

し
，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

(
b
) 

組
織

は
，
使

用
前
事

業
者

検
査
等
又
は

自
主
検
査
等

の
結
果
に

係
る
記

録
を
作

成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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0. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
プ
ロ

セ
ス
の

次
の
段

階
に
進
む

こ
と
の

承
認
を

行
っ
た

要
員
を

特
定

す
る
こ
と

が
で
き

る
記
録

を
作
成

し
，
こ

れ
を

管
理
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
プ
ロ
セ
ス
の

次
の

段
階
に
進
む
こ

と
の
承
認

を
行

っ
た

要
員

を
特

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
記

録
を

作
成

し
，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

(
c
) 

組
織

は
，
プ

ロ
セ
ス

の
次

の
段
階
に
進

む
こ
と
の
承

認
を

行
っ

た
要

員
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

 

 

3
4
1
. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
個
別

業
務
計

画
に
基

づ
く
使
用

前
事
業

者
検
査

等
又
は

自
主
検

査
等

を
支
障
な

く
完
了

す
る
ま

で
は
，

プ
ロ
セ

ス
の

次
の
段
階

に
進
む

こ
と
の

承
認
を

し
て
は

な
ら

な
い
。
た

だ
し
，

当
該
承

認
の
権

限
を
持

つ
要

員
が
，
個

別
業
務

計
画
に

定
め
る

手
順
に

よ
り

特
に
承
認

を
す
る

場
合
は

，
こ
の

限
り
で

な

 
(
4
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
計

画
に

基
づ
く
使
用
前

事
業
者
検

査
等
又
は
自
主

検
査

等
を

支
障
な
く
完

了
す
る

ま
で
は
，
プ

ロ
セ
ス
の
次
の

段
階

に
進

む
こ
と
の
承

認
を
し

な
い

。
た
だ

し
，
当
該
承
認

の
権

限
を

持
つ
要

員
が

，
個
別

業
務

計
画
に

定
め
る
手
順
に

よ
り

特
に

承
認
を

す
る

場
合
は

，
こ

の
限
り

で
な
い
。
 

(
d
) 

組
織

は
，
個

別
業
務

計
画

に
基
づ
く
使

用
前
事
業
者

検
査
等
又

は
自
主

検
査
等

を
支
障

な
く
完

了
す
る

ま
で
は

，

プ
ロ
セ
ス

の
次
の

段
階
に

進
む
こ

と
の
承

認
を
し

な
い
。
た

だ
し
，
当
該

承
認
の
権
限
を

持
つ

要
員
が
，
個
別
業

務
計
画

に
定
め
る

手
順
に

よ
り
特

に
承
認

を
す
る

場
合
は

，
こ
の
限

り
で
な
い

。
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

い
。
 

34
2. 

５
 
原

子
力

事
業

者
等

は
，

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応
じ
て

，
使
用

前
事
業
者
検
査

等
の
独
立
性

(
使

用
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
を

そ
の

対
象

と
な

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

門

に
属

す
る

要
員

と
部

門
を

異
に

す
る

要
員

と

す
る
こ
と

そ
の
他

の
方
法

に
よ
り

，
使
用
前
事

業
者

検
査

等
の

中
立

性
及

び
信

頼
性

が
損

な

わ
れ

な
い

こ
と

を
い

う
。

)
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

 

２
 第

5項
に
規
定

す
る
「

使
用
前

事
業
者

検
査

等
の
独
立

性
(
使
用
前
事
業
者
検

査
等
を

実
施
す

る
要
員
を

そ
の
対

象
と
な

る
機
器

等
を
所

管
す

る
部
門
に

属
す
る

要
員
と

部
門
を

異
に
す

る
要

員
と
す
る

こ
と
そ

の
他
の

方
法
に

よ
り
，

使
用

前
事
業
者

検
査
等

の
中
立

性
及
び

信
頼
性

が
損

な
わ
れ
な

い
こ
と

を
い
う

。
)を

確
保
」

す
る
に

当
た
り
，

重
大
事

故
の
発

生
及
び

拡
大
の

防
止

に
必
要
な

措
置
が

要
求
さ

れ
て
い

な
い
原

子
力

施
設
に
お

い
て
は

，
当
該

使
用
前

事
業
者

検
査

等
の
封
象

と
な
る

機
器
等

の
工
事

(補
修
，
取

替

え
，
改
造

等
)
又
は
点
検
に
関
与

し
て
い

な
い
要

員
に
使
用

前
事
業

者
検
査

等
を
実

施
さ
せ

る
こ

と
が
で
き

る
。
 

３
第
5
項
に
規

定
す
る
「
部
門
を

異
に
す

る
要
員

と
す
る
こ

と
」
と

は
，
使

用
前
事

業
者
検

査
等

を
実
施
す

る
要
員

と
当
該

検
査
対

象
と
な

る
機

器
等
を
所

管
す
る

部
門
に

属
す
る

要
員
が

，
原

子
力
施
設

の
保
安

規
定
に

規
定
す

る
職
務

の
内

容
に
照
ら

し
て
，

別
の
部

門
 

に
所
属
し

て
い
る

こ
と
を

い
う
。
 

４
 第

５
項
に

規
定
す
る
「
使
用

前
事
業

者
検
査

等
の
中
立
性
及
び

信
頼
性
が
損
な

わ
れ
な
い

こ
と
」
と
は
，
使

用
前
事
業
者
検

査
等
を
実

施
す
る
要
員
が
，

当
該
検
査
等
に

必
要
な
力

量
を
持
ち
，
適
正

な
判
定
を
行
う

に
当
た

り
，
何
人
か
ら
も

不
当
な
影
響
を

受
け
る
こ

と
な
く
，
当
該
検

査
等
を
実
施
で

き
る
状
況

に
あ
る
こ
と
を
い

う
。
 

(
5
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

使
用
前
事

業
者
検
査
等
の

独
立

性
（

使
用
前
事
業

者
検
査

等
を

実
施
す

る
要
員
を
そ
の

対
象

と
な

る
機
器
等
を

所
管
す

る
部

門
に
属

す
る
要
員
と
部

門
を

異
に

す
る
要
員
と

す
る
こ

と
（

使
用
前

事
業
者
検
査
等

を
実

施
す

る
要
員
と
当

該
検
査

対
象

と
な
る

機
器
等
を
所
管

す
る

部
門

に
属
す
る
要

員
が
，

第
５

条
に
規

定
す
る
職
務
の

内
容

に
照

ら
し
て
，
別

の
部
門

に
所

属
し
て

い
る
こ
と

を
い
う

。）
そ
の
他

の
方

法
に
よ

り
，
使

用
前
事
業

者
検

査
等

の
中

立
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こ
と

（
使
用
前
事
業

者
検

査
等

を
実
施
す
る

要
員
が

，
当

該
検
査

等
に
必
要

な
力
量

を
持
ち

，
適
正

な
判
定

を
行
う
に
当
た

り
，

何
人
か
ら
も
不

当
な

影
響

を
受
け
る
こ

と
な
く

，
当

該
検
査

等
を
実
施
で
き

る
状

況
に

あ
る
こ
と
を

い
う

。）
を
い
う

。
）

を
確
保
す

る
。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
5
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

使
用
前
事

業
者
検
査
等
の

独
立

性
（

使
用
前
事
業

者
検
査

等
を

実
施
す

る
要
員
を
そ
の

対
象

と
な

る
機
器
等
を

所
管
す

る
部

門
に
属

す
る
要
員
と
部

門
を

異
に

す
る
要
員
と

す
る
こ

と
（

使
用
前

事
業
者
検
査
等

を
実

施
す

る
要
員
と
当

該
検
査

対
象

と
な
る

機
器
等
を
所
管

す
る

部
門

に
属
す
る
要

員
が
，

第
６

条
に
規

定
す
る
職
務
の

内
容

に
照

ら
し
て
，
別

の
部
門

に
所

属
し
て

い
る
こ
と

を
い
う

。）
そ
の
他

の
方

法
に
よ

り
，
使

用
前
事
業

者
検

査
等

の
中

立
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こ
と

（
使
用
前
事
業

者
検

査
等

を
実
施
す
る

要
員
が

，
当

該
検
査

等
に
必
要

な
力
量

を
持
ち

，
適
正

な
判
定

を
行
う
に
当
た

り
，

何
人
か
ら
も
不

当
な

影
響

を
受
け
る
こ

と
な
く

，
当

該
検
査

等
を
実
施
で
き

る
状

況
に

あ
る
こ
と
を

い
う

。）
を
い
う

。
）

を
確
保
す

る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
5
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

使
用
前
事

業
者
検
査
等
の

独
立

性
（

使
用
前
事
業

者
検
査

等
を

実
施
す

る
要
員
を
そ
の

対
象

と
な

る
機
器
等
を

所
管
す

る
部

門
に
属

す
る
要
員
と
部

門
を

異
に

す
る
要
員
と

す
る
こ

と
（

使
用
前

事
業
者
検
査
等

を
実

施
す

る
要
員
と
当

該
検
査

対
象

と
な
る

機
器
等
を
所
管

す
る

部
門

に
属
す
る
要

員
が
，

第
２

０
５
条

に
規
定
す
る
職

務
の

内
容

に
照
ら
し
て

，
別
の

部
門

に
所
属

し
て
い
る

こ
と
を

い
う

。）
そ

の
他

の
方
法

に
よ
り

，
使
用
前

事
業
者
検
査
等

の
中

立
性

及
び
信
頼
性

が
損
な

わ
れ

な
い
こ

と
（
使
用
前
事

業
者

検
査

等
を
実
施
す

る
要
員

が
，

当
該
検

査
等
に
必
要
な

力
量

を
持

ち
，
適
正
な

判
定
を

行
う

に
当
た

り
，
何
人
か
ら

も
不

当
な

影
響
を
受
け

る
こ
と

な
く

，
当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こ
と

を
い

う
。
）

を
い

う
。）

を
確
保
す
る
。
 

(
e
) 

組
織

は
，
保

安
活
動

の
重

要
度
に
応
じ

て
，
使
用
前

事
業
者
検

査
等
の

独
立
性
（
使
用

前
事
業

者
検
査

等
を
実

施

す
る

要
員

を
そ

の
対

象
と

な
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
門

に
属

す
る

要
員

と
部

門
を

異
に

す
る

要
員

と
す

る
こ

と
そ

の
他
の
方

法
に
よ

り
，
使
用
前
事

業
者
検

査
等
の

中
立
性

及

び
信
頼
性

が
損
な

わ
れ
な

い
こ
と

を
い
う
。
）
を
確

保
す
る

。 

 

   保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

                 条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

               条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

 

34
3. 

６
 前

項
の
規
定
は
，

自
主
検
査

等
に
つ

い
て
準

用
す
る
。

こ
の
場

合
に
お

い
て
，

「
部
門

を
異

に
す
る
要

員
」
と

あ
る
の

は
「
必

要
に
応

じ
て

部
門
を
異

に
す
る

要
員
」

と
読
み

替
え
る

も
の

と
す
る
。
 

 
(
6
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

自
主
検
査

等
の
独
立
性
（

自
主

検
査

等
を
実
施
す

る
要
員

を
そ

の
対
象

と
な
る
機
器
等

を
所

管
す

る
部
門
に
属

す
る
要

員
と

必
要
に

応
じ
て
部
門
を

異
に

す
る

要
員
と
す
る

こ
と
（

自
主

検
査
等

を
実
施
す
る
要

員
と

当
該

検
査
対
象
と

な
る
機

器
等

を
所
管

(
f
) 

組
織

は
，
保

安
活
動

の
重

要
度
に
応
じ

て
，
自
主
検

査
等
の
独

立
性
（
自
主
検
査
等
を

実
施
す

る
要
員

を
そ
の

対

象
と

な
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
門

に
属

す
る

要
員

と
必

要
に

応
じ

て
部

門
を

異
に

す
る

要
員

と
す

る
こ

と
そ

の
他

の
方
法
に

よ
り

，
自
主
検
査
等
の

中
立
性

及
び
信

頼
性
が

損

   保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

す
る
部
門
に
属

す
る

要
員

が
，
第
５
条

に
規
定

す
る

職
務
の

内
容
に
照
ら
し

て
，

必
要

に
応
じ
て
別

の
部
門

に
所

属
し
て

い
る
こ
と

を
い
う

。）
そ
の
他

の
方

法
に
よ

り
，
自

主
検
査
等

の
中
立
性
及
び

信
頼

性
が

損
な
わ
れ
な

い
こ
と

（
自

主
検
査

等
を
実
施
す
る

要
員

が
，

当
該
検
査
等

に
必
要

な
力

量
を
持

ち
，
適
正
な
判

定
を

行
う

に
当
た
り
，

何
人
か

ら
も

不
当
な

影
響
を
受
け
る

こ
と

な
く

，
当
該
検
査

等
を
実

施
で

き
る
状

況
に
あ
る

こ
と
を

い
う

。）
を
い

う
。
）
を
確

保
す
る
。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
6
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

自
主
検
査

等
の
独
立
性
（

自
主

検
査

等
を
実
施
す

る
要
員

を
そ

の
対
象

と
な
る
機
器
等

を
所

管
す

る
部
門
に
属

す
る
要

員
と

必
要
に

応
じ
て
部
門
を

異
に

す
る

要
員
と
す
る

こ
と
（

自
主

検
査
等

を
実
施
す
る
要

員
と

当
該

検
査
対
象
と

な
る
機

器
等

を
所
管

す
る
部
門
に
属

す
る

要
員

が
，
第
６
条

に
規
定

す
る

職
務
の

内
容
に
照
ら
し

て
，

必
要

に
応
じ
て
別

の
部
門

に
所

属
し
て

い
る
こ
と

を
い
う

。）
そ
の
他

の
方

法
に
よ

り
，
自

主
検
査
等

の
中
立
性
及
び

信
頼

性
が

損
な
わ
れ
な

い
こ
と

（
自

主
検
査

等
を
実
施
す
る

要
員

が
，

当
該
検
査
等

に
必
要

な
力

量
を
持

ち
，
適
正
な
判

定
を

行
う

に
当
た
り
，

何
人
か

ら
も

不
当
な

影
響
を
受
け
る

こ
と

な
く

，
当
該
検
査

等
を
実

施
で

き
る
状

況
に
あ
る

こ
と
を

い
う

。）
を
い

う
。
）
を
確

保
す
る
。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
6
) 

組
織
は

，
保
安
活
動
の

重
要

度
に
応
じ
て
，

自
主
検
査

等
の
独
立
性
（

自
主

検
査

等
を
実
施
す

る
要
員

を
そ

の
対
象

と
な
る
機
器
等

を
所

管
す

る
部
門
に
属

す
る
要

員
と

必
要
に

応
じ
て
部
門
を

異
に

す
る

要
員
と
す
る

こ
と
（

自
主

検
査
等

を
実
施
す
る
要

員
と

当
該

検
査
対
象
と

な
る
機

器
等

を
所
管

す
る
部
門
に
属

す
る

要
員

が
，
第
２
０

５
条
に

規
定

す
る
職

務
の
内
容
に
照

ら
し

て
，

必
要
に
応
じ

て
別
の

部
門

に
所
属

し
て
い
る

こ
と
を

い
う

。）
そ

の
他

の
方
法

に
よ
り

，
自
主
検

査
等
の
中
立
性

及
び

信
頼

性
が
損
な
わ

れ
な
い

こ
と

（
自
主

検
査
等
を
実
施

す
る

要
員

が
，
当
該
検

査
等
に

必
要

な
力
量

を
持
ち
，
適
正

な
判

定
を

行
う
に
当
た

り
，
何

人
か

ら
も
不

当
な
影
響
を
受

け
る

こ
と

な
く
，
当
該

検
査
等

を
実

施
で
き

る
状
況
に

あ
る
こ

と
を
い

う
。）

を
い
う

。）
を
確
保
す
る
。
 

な
わ
れ
な

い
こ
と

を
い
う

。
）
を

確
保
す

る
。
 

 

               条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

              条
番
号
の

違
い
に

よ
る
差
異
 

 

3
4
4
. 

（
不
適
合

の
管
理

）
 

（
不
適
合

の
管
理

）
 

8
.
3
不

適
合
の

管
理
 
 

(
ⅲ

) 
不

適
合
の

管
理
 

 

34
5. 

第
四
十
九

条
 
原

子
力
事

業
者
等

は
，
個

別
業

務
等
要
求

事
項
に

適
合
し

な
い
機

器
等
が

使
用

さ
れ
，
又

は
個
別

業
務
が

実
施
さ

れ
る
こ

と
が

な
い
よ
う

，
当
該

機
器
等

又
は
個

別
業
務

を
特

定
し
，
こ

れ
を
管

理
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

１
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

当
該

機
器

等
又

は
個

別
業
務
を
特
定
し

，
こ

れ
を
管
理

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と

は
，
不

適
合
が
確

認
さ
れ
た
機

器
等
又
は
個
別
業

務
が
識
別
さ
れ

，
不

適
合
が

全
て
管
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
い

う
。
 

(
1
) 

組
織
は

，
個
別
業
務
等

要
求

事
項
に
適
合
し

な
い
機
器

等
が
使
用
さ
れ

，
又

は
個

別
業
務
が
実

施
さ
れ

る
こ

と
が
な

い
よ
う
，
当
該

機
器

等
又

は
個
別
業
務

を
特
定

し
，

こ
れ
を

管
理
す
る
（
不

適
合

が
確

認
さ
れ

た
機

器
等
又

は
個

別
業
務

が
識
別
さ
れ
，

不
適

合
が

全
て
管
理
さ

れ
て
い

る
こ

と
を
い

う
。
）。

 

ａ
．
組
織
は
，
個
別
業
務
等
要
求

事
項
に

適
合
し

な
い
機

器

等
が
使
用

さ
れ

，
又
は
個
別
業
務

が
実
施

さ
れ
る

こ
と
が

な

い
よ
う
，
当

該
機
器
等
又
は

個
別

業
務
を
特
定
し
，
こ
れ
を

管
理
す
る

。
 

 

   保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

34
6. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
不
適

合
の
処

理
に
係

る
管
理
並

び
に
そ

れ
に
関

連
す
る

責
任
及

び
権

限
を
手
順

書
等
に

定
め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
第

２
項

に
規

定
す

る
「

不
適

合
の

処
理

に
係

る
管
理
」
に
は

，
不
適

合
を
関
連

す
る
管
理
者

に
報
告
す
る
こ
と

を
含
む
。
 

(
2
) 

組
織
は

，
不
適
合
の
処

理
に

係
る
管
理
（
不

適
合
を
関

連
す
る
管

理
者
に

報
告
す

る
こ
と

を
含
む

。）
並
び
に

そ
れ
に

関
連
す
る
責
任

及
び

権
限

を
「
是

正
処

置
プ
ロ

グ
ラ

ム
管
理

要
項
」
に

定
め
，

実
施
す

る
。
 

ｂ
．
組
織
は
，
不
適
合
の
処
理
に

係
る
管

理
並
び

に
そ
れ

に

関
連
す
る

責
任
及

び
権
限

を
手
順

書
等
に

定
め
る

。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

 保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

3
4
7
. 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

，
次
に

掲
げ
る

方
法

の
い
ず
れ

か
に
よ

り
，
不

適
合
を

処
理
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
3
) 

組
織
は

，
次
に
掲
げ
る

方
法

の
い
ず
れ
か
に

よ
り
，
不

適
合
を
処

理
す
る

。
 

ｃ
．
組

織
は

，
次
に
掲
げ

る
方
法

の
い
ず

れ
か
に

よ
り

，
不

適
合
を
処

理
す
る

。
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

3
4
8
. 

一
 
発

見
さ

れ
た

不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
を
講
ず

る
こ
と

。
 

  

 
a
)
 
発

見
さ

れ
た

不
適

合
を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず

る
こ
と
 

(
a
) 

発
見

さ
れ
た

不
適
合

を
除

去
す
る
た
め

の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
 

 

 

34
9. 

二
 不

適
合
に
つ
い
て

，
あ
ら
か

じ
め
定

め
ら
れ

た
手
順
に

よ
り
原

子
力
の

安
全
に

及
ぼ
す

影
響

に
つ
い
て

評
価
し

，
機
器

等
の
使

用
又
は

個
別

業
務
の
実

施
に
つ

い
て
の

承
認
を

行
う
こ

と
(
以

下
「
特
別

採
用
」

と
い
う

。
)。

 

 
b
)
 
不

適
合

に
つ

い
て

，
あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

手
順

に

よ
り
原
子
力
の

安
全

に
及

ぼ
す
影
響
に

つ
い
て

評
価

し
，
機

器
等
の
使
用
又

は
個

別
業

務
の
実
施
に

つ
い
て

の
承

認
を
行

う
こ
と
（

以
下
「

特
別
採

用
」
と

い
う

。）
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

b
)
 
不

適
合

に
つ

い
て

，
あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

手
順

に

よ
り
原
子
力
の

安
全

に
及

ぼ
す
影
響
に

つ
い
て

評
価

し
，
機

器
等
の
使
用
又

は
個

別
業

務
の
実
施
に

つ
い
て

の
承

認
を
行

う
こ
と
（

以
下
，

本
編
に

お
い
て

「
特
別

採
用
」

と
い
う

。）
 

(
b
) 

不
適

合
に
つ

い
て
，

あ
ら

か
じ
め
定
め

ら
れ
た
手
順

に
よ
り
原

子
力
の

安
全
に

及
ぼ
す

影
響
に

つ
い
て

評
価
し

，

機
器

等
の

使
用

又
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
行
う
こ

と
（
以

下
「
特

別
採
用

」
と
い

う
。
）
 

 

         保
安
規
定

構
成
の

違
い
に
よ
る
差

異
 

3
5
0
. 

三
機
器
等

の
使
用

又
は
個

別
業
務

の
実
施

が
で

き
な
い
よ

う
に
す

る
た
め

の
措
置

を
講
ず

る
こ

と
。
 

 
c
)
 
機

器
等

の
使

用
又

は
個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ

う
に
す
る

た
め
の

措
置
を

講
ず
る

こ
と
 

(
c
) 

機
器

等
の
使

用
又
は

個
別

業
務
の
実
施

が
で
き
な
い

よ
う
に
す

る
た
め

の
措
置

を
講
ず

る
こ
と
 

 

 

3
5
1
. 

四
 機

器
等
の
使
用
又

は
個
別
業

務
の
実

施
後
に

発
見
し
た

不
適
合

に
つ
い

て
は
，

そ
の
不

適
合

に
よ
る
影

響
又
は

起
こ
り

得
る
影

響
に
応

じ
て

適
切
な
措

置
を
講

ず
る
こ

と
。
 

 
d
)
 
機

器
等

の
使

用
又

は
個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

見
し

た

不
適
合
に
つ
い

て
は

，
そ

の
不
適

合
に

よ
る
影

響
又

は
起
こ

り
得
る
影

響
に
応

じ
て
適

切
な
措

置
を
講

ず
る
こ

と
 

(
d
) 

機
器

等
の
使

用
又
は

個
別

業
務
の
実
施

後
に
発
見
し

た
不
適
合

に
つ
い

て
は
，
そ
の
不

適
合
に

よ
る
影

響
又
は

起

こ
り
得
る

影
響
に

応
じ
て

適
切
な

措
置
を

講
ず
る

こ
と
 

 

 

35
2. 

４
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
不
適

合
の
内

容
の
記

録
及
び
当

該
不
適

合
に
対

し
て
講

じ
た
措

置
(
特

別
採
用
を

含
む
。

)に
係
る
記
録

を
作
成

し
，
こ

れ
を
管
理

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
4
) 

組
織
は

，
不
適
合
の
内

容
の

記
録
及
び
当
該

不
適
合
に

対
し
て
講

じ
た
措

置
（
特
別
採
用

を
含
む
。）

に
係
る

記
録
を

作
成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
。
 

ｄ
．
組
織
は
，
不
適
合
の
内
容
の

記
録
及

び
当
該

不
適
合

に

対
し
て
講

じ
た
措

置
（

特
別
採
用
を
含
む

。
）
に
係

る
記

録

を
作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

 

3
5
3
. 

５
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
第
三

項
第
一

号
の
措

置
を
講
じ

た
場
合

に
お
い

て
は
，

個
別
業

務
等

要
求
事
項

へ
の
適

合
性
を

実
証
す

る
た
め

の
検

証
を
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
5
)
 組

織
は
，

(3
)
a)
の
措
置
を

講
じ
た

場
合
に

お
い
て

は
，

個
別
業
務
等
要

求
事

項
へ

の
適
合

性
を

実
証
す

る
た
め
の
検

証
を
行
う

。
 

ｅ
．
組
織
は
，

ｃ
．

(a
)の

措
置

を
講
じ
た
場

合
に
お
い
て

は
，
個
別
業
務

等
要
求
事
項
へ
の

適
合
性

を
実
証

す
る
た

め

の
検
証
を

行
う
。
 

 

 

3
5
4
. 

 
 

(
6
) 

組
織
は

，
原
子
炉
施
設

の
保

安
の
向
上
を
図

る
観
点
か

ら
，
公
開
の
基

準
を

定
め

た
「
是

正
処

置
プ
ロ

グ
ラ
ム
管
理

要
項
」
に
従
っ

て
，

不
適

合
の
内
容
を

ニ
ュ
ー

シ
ア

へ
登
録

す
る
こ
と

を
含
め

，
情
報

の
公
開

を
行
う

。
 

 
保

安
規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
，

保
安

規
定

に
お

い
て
は
，

情
報
の

公
開
を
記
載
 

3
5
5
. 

（
デ
ー
タ

の
分
析

及
び
評

価
）
 

（
デ
ー
タ

の
分
析

及
び
評

価
）
 

8
.
4
デ

ー
タ
の

分
析
及

び
評
価
 

(
ⅳ

) 
デ

ー
タ
の

分
析
及

び
評
価
 

 

3
5
6
. 

第
五
十
条

 原
子
力
事

業
者
等
は

，
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

が
実
効

性
の
あ

る
も
の

で
あ

る
こ
と
を

実
証
す

る
た
め

，
及
び

当
該
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

実
効
性

の
改
善

の
必

要
性
を
評

価
す
る

た
め
に

，
適
切

な
デ
ー

タ
(
監

視
測
定
の

結
果
か

ら
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
及

び
そ

れ
以
外
の

関
連
情

報
源
か

ら
の
デ

ー
タ
を

含

む
。
)
を
明
確
に
し
，

収
集
し
，

及
び
分

析
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

１
 第

１
項
に

規
定
す
る
「
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
実
効

性
の
改
善
」
に

は
，
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
実
効

性
に
関
す

る
デ
ー
タ
分
析
の

結
果
，
課
題
や

問
題
が
確

認
さ
れ
た
プ
ロ
セ

ス
を
抽
出
し
，

当
該
プ
ロ

セ
ス
の
改
良
，
変

更
等
を
行
い
，

品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
実
効
性
を

改
善
す
る

こ
と
を
含
む
。
 

 

(
1
) 

組
織
は

，
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
が

実
効
性
の

あ
る
も
の
で
あ

る
こ

と
を

実
証
す

る
た

め
，
及

び
当

該
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実
効

性
の

改
善
（

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ

分
析

の
結

果
，
課
題
や
問

題
が

確
認

さ
れ
た
プ
ロ

セ
ス
を

抽
出

し
，
当

該
プ
ロ
セ
ス
の

改
良

，
変

更
等
を
行
い

，
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
の
実

効
性
を

改
善
す

る
こ
と

を
含
む

。）
の
必
要

性
を
評
価

す
る
た

め
に
，「

デ
ー
タ
分
析

要
項
」
を
定
め
，
適

切
な
デ
ー
タ
（

監
視

測
定

の
結
果

か
ら

得
ら
れ

た
デ

ー
タ
及

び
そ
れ
以

外
の
関

連
情
報

源
か
ら

の
デ
ー

タ
を
含

む
。
）
を
明

確
に
し
，

収
集
し

，
及
び

分
析
す

る
。
 

ａ
．
組
織
は
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
が

実
効
性

の

あ
る
も
の

で
あ
る

こ
と
を

実
証
す

る
た
め

，
及

び
当
該
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価
す
る

た
め
に
，
適
切
な

デ
ー

タ
（
監
視
測
定
の

結
果
か

ら
得

ら
れ

た
デ

ー
タ

及
び

そ
れ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
ら

の
デ
ー
タ

を
含
む

。
）
を
明

確
に

し
，
収
集

し
，
及

び
分
析

す
る
。
 

 

  保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

    保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

3
5
7
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

の
デ
ー

タ
の
分

析
及
び
こ

れ
に
基

づ
く
評

価
を
行

い
，
次

に
掲

げ
る
事
項

に
係
る

情
報
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
(
2
)
 
組

織
は

，
(
1
)
の

デ
ー

タ
の

分
析
及

び
こ

れ
に

基
づ

く

評
価
を
行

い
，
次

に
掲
げ

る
事
項

に
係
る

情
報
を

得
る
。
 

ｂ
．
組

織
は

，
ａ

．
の
デ
ー
タ
の

分
析
及

び
こ
れ

に
基
づ

く

評
価
を
行

い
，
次

に
掲
げ

る
事
項

に
係
る

情
報
を

得
る
。
 

 

 

3
5
8
. 

一
組
織
の

外
部
の

者
か
ら

の
意
見

の
傾
向

及
び

特
徴
そ
の

他
分
析

に
よ
り

得
ら
れ

る
知
見
 

 
a
)
 
組

織
の

外
部

の
者

か
ら
の

意
見

の
傾

向
及

び
特

徴
そ

の

他
分
析
に

よ
り
得

ら
れ
る

知
見
 

(
a
) 

組
織

の
外
部

の
者
か

ら
の

意
見
の
傾
向

及
び
特
徴
そ

の
他
分
析

に
よ
り

得
ら
れ

る
知
見
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N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

 
 

35
9. 

二
 個

別
業
務
等
要
求

事
項
へ
の

適
合
性
 

 
b
)
 個

別
業
務
等
要
求

事
項
へ
の

適
合
性
 

(
b
) 

個
別
業

務
等
要

求
事
項
へ

の
適
合
性
 

 

36
0. 

三
 機

器
等
及
び
プ
ロ

セ
ス
の
特

性
及
び

傾
向

(
是
正

処
置
を
行
う
端

緒
と
な
る

も
の
を

含

む
。
) 

２
 
第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「
是

正
処

置
を

行
う
端
緒
」
と

は
，
不

適
合
に
は

至
ら
な
い
機

器
等

及
び

プ
ロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら

得
ら
れ
た
情
報
に

基
づ
き
，
是
正

処
置
の
必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こ
と

を

い
う
。
 

c
)
 
機

器
等

及
び

プ
ロ

セ
ス
の

特
性

並
び

に
傾

向
（

是
正

処

置
を
行
う
端
緒

（
不

適
合

に
は
至
ら
な

い
機
器

等
及

び
プ
ロ

セ
ス
の
特
性
並

び
に

傾
向

か
ら
得
ら
れ

た
情
報

に
基

づ
き
，

是
正
処
置
の
必

要
性

に
つ

い
て
検
討
す

る
機
会

を
得

る
こ
と

を
い
う
。）

と
な
る
も

の
を
含
む

。）
 

(
c
) 

機
器

等
及
び

プ
ロ
セ

ス
の

特
性
及
び
傾

向
（
是
正
処

置
を
行
う

端
緒
と

な
る
も

の
を
含

む
。
）
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

3
6
1
. 

四
 調

達
物
品
等
の
供

給
者
の
供

給
能
力
 

 
d
)
 調

達
物
品
等
の
供

給
者
の
供

給
能
力
 

(
d
) 

調
達
物

品
等
の

供
給
者
の

供
給
能
力
 

 

3
6
2
. 

 
 

8
.
5
改

善
 

(
ⅴ

) 
改

善
 

 

3
6
3
. 

（
継
続
的

な
改
善

）
 

（
継
続
的

な
改
善

）
 

8
.
5
.1

継
続
的

な
改
善
 

ａ
．
継
続

的
な
改

善
 

 

36
4. 

第
五
十
一

条
 
原

子
力
事

業
者
等

は
，
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

継
続
的

な
改
善

を
行

う
た
め
に

，
品
質

方
針
及

び
品
質

目
標
の

設

定
，
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
レ
ビ

ュ
ー
及

び
内
部

監
査

の
結
果
の

活
用
，

デ
ー
タ

の
分
析

並
び
に

是
正

処
置
及
び

未
然
防

止
処
置

の
評
価

を
通
じ

て
改

善
が
必
要

な
事
項

を
明
確

に
す
る

と
と
も

に
，

当
該
改
善

の
実
施

そ
の
他

の
措
置

を
講
じ

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
 
第

５
１

条
に

規
定

す
る

「
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
継

続
的
な
改
善
」
と
は

，
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
向

上

さ
せ
る
た
め
の
継

続
的
な
活
動
を

い
う
。
 

組
織
は
，
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
継

続
的

な
改
善

（
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム
の
実

効
性
を

向
上

さ
せ
る

た
め
の
継

続
的
な

活
動
を

い
う
。
）
を

行
う
た

め
に
，
品
質
方

針
及
び
品
質
目

標
の

設
定

，
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
レ

ビ
ュ

ー
及
び

内
部
監
査
の
結

果
の

活
用

，
デ
ー
タ
の

分
析
並

び
に

是
正
処

置
及
び
未
然
防

止
処

置
の

評
価
を
通
じ

て
改
善

が
必

要
な
事

項
を
明
確
に
す

る
と

と
も

に
，
当
該
改

善
の
実

施
そ
の
他
の

措
置
を
講

じ
る
。
 

組
織
は
，
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

の
継
続

的
な
改

善

を
行
う
た

め
に
，
品
質
方
針

及
び

品
質
目
標
の
設

定
，
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
及
び

内
部
監

査
の
結

果
の
活

用
，
デ
ー

タ
の

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
の

評
価

を
通
じ
て

改
善
が

必
要
な

事
項
を

明
確
に

す
る
と

と
も
に

，

当
該
改
善

の
実
施

そ
の
他

の
措
置

を
講
じ

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

3
6
5
. 

（
是
正
処

置
等
）
 

（
是
正
処

置
等
）
 

8
.
5
.2

是
正
処

置
等
 

ｂ
．
是
正

処
置
等
 

 

36
6. 

第
五
十
二

条
 
原

子
力
事

業
者
等

は
，
個

々
の

不
適
合
そ

の
他
の

事
象
が

原
子
力

の
安
全

に
及

ぼ
す
影
響

に
応
じ

て
，
次

に
掲
げ

る
と
こ

ろ
に

よ
り
，
速

や
か
に

適
切
な

是
正
処

置
を
講

じ
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1
) 

組
織
は

，
個
々
の
不
適

合
そ

の
他
の
事
象
が

原
子
力
の

安
全
に
及
ぼ
す

影
響

に
応

じ
て
，
次
に

掲
げ
る

と
こ

ろ
に
よ

り
，
速
や

か
に
適

切
な
是

正
処
置

を
講
じ

る
。
 

(
a
) 

組
織

は
，
個

々
の
不

適
合

そ
の
他
の
事

象
が
原
子
力

の
安
全
に

及
ぼ
す

影
響
に

応
じ
て

，
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に

よ
り
，
速

や
か
に

適
切
な

是
正
処

置
を
講

じ
る
。
 

 

 

36
7. 

一
 是

正
処
置
を
講
ず

る
必
要
性

に
つ
い

て
，
次

に
掲
げ
る

手
順
に

よ
り
評

価
を
行

う
こ
と

。
 

 
a
)
 
是

正
処

置
を

講
ず

る
必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

手

順
に
よ
り

評
価
を

行
う
。
 

(
a
-
1)
是
正

処
置
を

講
ず
る

必
要

性
に
つ
い
て

次
に
掲
げ
る

手
順
に
よ

り
評
価

を
行
う

。
 

 

 

36
8. 

イ
 
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

の
分

析
及

び
当

該
不

適
合
の
原

因
の
明

確
化
 

１
 
第

１
項

第
１

号
イ

に
規

定
す

る
「

不
適

合
そ

の
他
の
事
象
の
分

析
」
に
は
，
次

の
事
項
を
含

む
。
 

 
・
情
報

の
収
集

及
び
整

理
 

 
・
技

術
的
，
人
的
及
び
組
織
的

側
面
等

の
考
慮

 

２
第
１
項

第
１
号

イ
に
規

定
す
る
「
原
因
の
明

確

化
」
に
は

，
必

要
に
応
じ
て
，
日

常
業
務
の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
や

安
全

文
化

の
弱

点
の

あ
る

分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

と
の

関
係

を
整

理

す
る
こ
と
を
含
む

。
 

(
a
) 

不
適
合

そ
の
他
の
事
象

の
分

析
（
情
報
の
収

集
及
び
整

理
，
並
び
に
技

術
的

，
人

的
及
び
組
織

的
側
面

等
の

考
慮
を

含
む
。
）
及
び

当
該
不

適
合
の

原
因

の
明
確

化
（
必

要
に
応
じ

て
，
日
常
業
務

の
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト
や
安

全
文
化

の
弱

点
の
あ

る
分
野
及
び
強

化
す

べ
き

分
野
と
の
関

係
を
整

理
す

る
こ
と

を
含
む
。）

 

(
a
-
1-
1
)不

適
合
そ

の
他
の

事
象

の
分
析
及
び

当
該
不
適
合

の
原
因
の

明
確
化
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

36
9. 

ロ
 類

似
の
不
適
合
そ

の
他
の
事

象
の
有

無
又
は

当
該
類
似

の
不
適

合
そ
の

他
の
事

象
が
発

生
す

る
可
能
性

の
明
確

化
 

 
(
b
) 

類
似
の

不
適
合
そ
の
他

の
事

象
の
有
無
又
は

当
該
類
似

の
不
適
合

そ
の
他

の
事
象

が
発
生

す
る
可

能
性
の

明
確
化
 

(
a
-
1-
2
)類

似
の
不

適
合
そ

の
他

の
事
象
の
有

無
又
は
当
該

類
似

の
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
発

生
す

る
可

能
性

の
明

確
化
 

 

 

37
0. 

二
 
必

要
な

是
正

処
置

を
明

確
に

し
，

実
施

す
る

こ
と
。
 

 
b
)
 必

要
な
是
正
処
置

を
明
確
に

し
，
実

施
す
る

。
 

(
a
-
2)
必
要
な

是
正
処

置
を
明
確

に
し
，
実
施
す

る
。
 

 

 

37
1. 

三
 
講

じ
た

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
行
う
こ

と
。
 

 
c
)
 講

じ
た
全
て
の
是

正
処
置
の

実
効
性

の
評
価

を
行
う

。
 

(
a
-
3
)
講

じ
た

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
行

う
。
 

 

37
2. 

四
 必

要
に
応
じ
，
計

画
に
お
い

て
決
定

し
た
保

安
活
動
の

改
善
の

た
め
に

講
じ
た

措
置
を

変
更

す
る
こ
と

。
 

 
d
)
 
必

要
に

応
じ

，
計

画
に
お

い
て

決
定

し
た

保
安

活
動

の

改
善
の
た
め
に

講
じ

た
措

置
（
品
質
方

針
に
影

響
を

与
え
る

お
そ
れ
の
あ
る

組
織

の
内

外
の
課
題
を

明
確
に

し
，

当
該
課

題
に
取
り

組
む
こ

と
を
含

む
。
）

を
変
更

す
る
。
 

(
a
-
4)
必
要

に
応
じ

，
計
画

に
お

い
て
決
定
し

た
保
安
活
動

の
改
善
の

た
め
に

講
じ
た

措
置
を

変
更
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

37



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

37
3. 

五
 
必

要
に

応
じ

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を
変
更

す
る
こ

と
。
 

 
e
)
 
必

要
に

応
じ

，
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
変

更

す
る
。
 

(
a
-
5)
必
要

に
応
じ

，
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
を
変

更
す
る
。
 

 

37
4. 

六
 原

子
力
の
安
全
に

及
ぼ
す
影

響
の
程

度
が
大

き
い
不
適

合
に
関

し
て
，

根
本
的

な
原
因

を
究

明
す
る
た

め
に
行

う
分
析

の
手
順

を
確
立

し
，

実
施
す
る

こ
と
。
 

３
第
１
項

第
６
号

に
規
定

す
る
「

原
子
力
の
安

全

に
及
ぼ
す
影
響
の

程
度
が
大
き
い

不
適
合
」
に

は
，
単

独
の
事

象
で
は

原
子
力
の

安
全
に
及
ぼ

す
影
響
の
程
度
は

小
さ
い
が
，
同

様
の
事
象
が

繰
り
返
し
発
生
す

る
こ
と
に
よ
り

，
原

子
力
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
大

す
る

お

そ
れ
の
あ
る
も
の

を
含
む
。
 

 

f
)
 
原

子
力

の
安

全
に

及
ぼ
す

影
響

の
程

度
が

大
き

い
不

適

合
（
単
独
の
事

象
で

は
原

子
力
の
安
全

に
及
ぼ

す
影

響
の
程

度
は
小
さ
い
が

，
同

様
の

事
象
が
繰
り

返
し
発

生
す

る
こ
と

に
よ
り
，
原
子

力
の

安
全

に
及
ぼ
す
影

響
の
程

度
が

増
大
す

る
お
そ
れ

の
あ
る

も
の
を

含
む
。
）
に

関
し
て

，
根
本

的
な
原

因
を
究
明
す
る

た
め

に
行

う
分
析
の
手

順
を
「

根
本

原
因
分

析
実
施
要

項
」
に

定
め
，

実
施
す

る
。
 

(
a
-
6)
原
子

力
の
安

全
に
及

ぼ
す

影
響
の
程
度

が
大
き
い
不

適
合
に
関

し
て

，
根
本
的
な
原
因

を
究
明

す
る
た

め
に
行

う

分
析
の
手

順
を
確

立
し
，

実
施
す

る
。
 

 

保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

 保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

37
5. 

七
 
講
じ

た
全
て

の
是
正

処
置
及

び
そ
の

結
果

の
記
録
を

作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
こ

と
。
 

 
g
)
 
講

じ
た

全
て

の
是

正
処
置

及
び

そ
の

結
果

の
記

録
を

作

成
し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

(
a
-
7)
講
じ

た
全
て

の
是
正

処
置

及
び
そ
の
結

果
の
記
録
を

作
成
し
，

こ
れ
を

管
理
す

る
。
 

 

 

3
7
6
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

各
号
に

掲
げ
る

事
項
に
つ

い
て
，

手
順
書

等
に
定

め
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
(1
)に

掲
げ
る

事
項

の
う
ち

ｆ
)
を
除
き

，「
是

正
処
置
プ

ロ
グ
ラ

ム
管
理

要
項
」

に
定
め

，
実
施

す
る
。
 

(
b
) 

組
織
は
，
(
a)
に
掲
げ

る
事

項
に
つ
い
て
，
手

順
書
等

に
定
め
る

。
 

 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

3
7
7
. 

３
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
手
順

書
等
に

基
づ

き
，
複
数

の
不
適

合
そ
の

他
の
事

象
に
係

る
情

報
か
ら
類

似
す
る

事
象
に

係
る
情

報
を
抽

出

し
，
そ
の

分
析
を

行
い
，

当
該
類

似
の
事

象
に

共
通
す
る

原
因
を

明
確
に

し
た
上

で
，
適

切
な

措
置
を
講

じ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

４
 
第
３

項
に
規

定
す
る
「
適
切

な
措
置

を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
は
，
第

１
項
の
規
定

の
う

ち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こ

と
を
い
う
。
 

(
3
) 

組
織
は

，
手
順
書
等
に

基
づ

き
，
複
数
の
不

適
合
そ
の

他
の
事
象
に
係

る
情

報
か

ら
類
似
す
る

事
象
に

係
る

情
報
を

抽
出
し
，
そ
の

分
析

を
行

い
，
当
該
類

似
の
事

象
に

共
通
す

る
原
因
を

明
確
に

し
た
上

で
，
適

切
な
措
置
を
講

じ
る
（

(
1)

の
う
ち
，
必
要
な

も
の
に

つ
い
て

実
施
す

る
こ
と
を
い
う

。
）。
 

(
c
) 

組
織

は
，
手

順
書
等

に
基

づ
き
，
複
数

の
不
適
合
そ

の
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら

類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を
抽
出

し
，
そ
の
分
析
を

行
い
，
当
該
類
似
の
事

象
に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
し

た
上

で
，

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。
 

 

 

37
8. 

（
未
然
防

止
処
置

）
 

（
未
然
防

止
処
置

）
 

8
.
5
.3

未
然
防

止
処
置
 

 
 

ｃ
．
未
然

防
止
処

置
 

 

37
9. 

第
五
十
三

条
 
原
子
力

事
業
者
等

は
，
原

子
力
施

設
そ
の
他

の
施
設

の
運
転

経
験
等

の
知
見

を
収

集
し
，
自

ら
の
組

織
で
起

こ
り
得

る
不
適

合
の

重
要
性
に

応
じ
て

，
次
に

掲
げ
る

と
こ
ろ

に
よ

り
，
適
切

な
未
然

防
止
処

置
を
講

じ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

 

 

１
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

自
ら

の
組

織
で

起
こ

り
得
る
不
適
合

」
に
は

，
原
子
力

施
設
そ
の
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が

自
ら

の
施

設
で

起
こ

る
可

能
性

に
つ

い
て

分

析
を
行
っ
た
結
果

，
特
定
し
た
問

題
を
含
む
。
 

(
1
) 

組
織
は

，
原
子
力
施
設

そ
の

他
の
施
設
の
運

転
経
験
等

の
知
見
（
Ｂ
Ｗ

Ｒ
事

業
者

協
議
会

で
取

り
扱
う

技
術

情
報
及

び
ニ
ュ
ー

シ
ア
登

録
情
報

を
含
む

。）
を
収
集

し
，
自
ら
の
組

織
で
起
こ
り
得

る
不

適
合

（
原
子
力
施

設
そ
の

他
の

施
設
に

お
け
る
不
適
合

そ
の

他
の

事
象
が
自
ら

の
施
設

で
起

こ
る
可

能
性
に
つ
い
て

分
析

を
行

っ
た
結
果
，

特
定
し

た
問

題
を
含

む
。）

の
重
要
性
に
応

じ
て
，
次

に
掲
げ

る
と
こ

ろ
に
よ

り
，

適
切
な
未

然
防
止

処
置
を

講
じ
る

。
 

 【
東
海
発

電
所
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

組
織
は

，
原
子
力
施
設

そ
の

他
の
施
設
の
運

転
経
験
等

の
知
見
（
ニ

ュ
ー
シ

ア
登
録

情
報

を
含
む

。）
を

収
集
し
，
自

ら
の
組
織
で
起

こ
り

得
る

不
適
合
（
原

子
力
施

設
そ

の
他
の

施
設
に
お
け
る

不
適

合
そ

の
他
の
事
象

が
自
ら

の
施

設
で
起

こ
る
可
能
性
に

つ
い

て
分

析
を
行
っ
た

結
果
，

特
定

し
た
問

題
を
含
む

。）
の
重
要

性
に
応

じ
て

，
次
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に

よ
り
，
適

切
な
未

然
防
止

処
置
を

講
じ
る

。
 

 【
敦
賀
発

電
所
（

第
２
編

 ２
号

炉
）
に

お
け
る

記
載
】
 

(
1
) 

組
織
は

，
原
子
力
施
設

そ
の

他
の
施
設
の
運

転
経
験
等

の
知
見
（
Ｐ
Ｗ

Ｒ
事

業
者

連
絡
会

で
取

り
扱
う

技
術
情
報
及

び
ニ
ュ
ー

シ
ア
登

録
情
報

を
含
む

。）
を
収
集

し
，
自
ら
の
組

織
で
起
こ
り
得

る
不

適
合

（
原
子
力
施

設
そ
の

他
の

施
設
に

お
け
る
不
適
合

そ
の

他
の

事
象
が
自
ら

の
施
設

で
起

こ
る
可

能
性
に
つ
い
て

分
析

を
行

っ
た
結
果
，

特
定
し

た
問

題
を
含

む
。）

の
重
要
性
に
応

じ
て
，
次

に
掲
げ

る
と
こ

ろ
に
よ

り
，

適
切
な
未

然
防
止

処
置
を

講
じ
る

。
 

(
a
) 

組
織

は
，
原

子
力
施

設
そ

の
他
の
施
設

の
運
転
経
験

等
の
知
見

を
収
集

し
，
自
ら
の
組

織
で
起

こ
り
得

る
不
適

合

の
重
要
性

に
応
じ

て
，
次
に

掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ

り
，
適
切

な
未
然
防

止
処
置

を
講
じ

る
。
 

 

保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
，

保
安

規
定

に
お

い
て
は
，

Ｂ
Ｗ
Ｒ

事
業
者
連
絡
会

等
を
記
載
 

 保
安
規
定

に
お
い

て
は
，
品
管
規

則
の
解
釈
を
反

映
 

       東
海

発
電

所
は

Ｇ
Ｃ

Ｒ
で

あ
り

，
協

議
会

は
な

い
こ

と
に
よ
る

差
異
 

       炉
型
の
違

い
に
よ

る
差
異
 

  

3
8
0
. 

一
 
起

こ
り

得
る

不
適

合
及

び
そ

の
原

因
に

つ
い

 
a
)
 
起

こ
り

得
る

不
適

合
及
び

そ
の

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
(
a
-
1)
起
こ

り
得
る

不
適
合

及
び

そ
の
原
因
に

つ
い
て
調
査

 

38



N
o
 

品
管
規
則
 

品
管
規
則

解
釈
改

正
案
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）
 

（
原
電
）
 

設
置
許
可

本
文
十
一
号
 

（
原
電
）
 

保
安
規
定

第
３
条

（
案
）

と
設
置

許
可
 

本
文
十
一
号
と
の

差
異
説
明
 

て
調
査
す

る
こ
と

。
 

 

る
。
 

す
る
。
 

 

3
8
1
. 

二
 
未

然
防

止
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価
す
る

こ
と
。
 

 
b
)
 未

然
防
止
処
置
を

講
ず
る
必

要
性
に

つ
い
て

評
価
す

る
。
 

(
a
-
2)
未
然

防
止
処

置
を
講

ず
る

必
要
性
に
つ

い
て
評
価
す

る
。
 

 

 

3
8
2
. 

三
 
必

要
な

未
然

防
止

処
置

を
明

確
に

し
，

実
施

す
る
こ
と

。
 

 
c
)
 必

要
な
未
然
防
止

処
置
を
明

確
に
し

，
実
施

す
る
。
 

(
a
-
3)
必
要
な

未
然
防

止
処
置
を

明
確
に
し
，
実

施
す
る

。
 

 

 

3
8
3
. 

四
 講

じ
た
全
て
の
未

然
防
止
処

置
の
実

効
性
の

評
価
を
行

う
こ
と

。
 

 

 
d
)
 
講

じ
た

全
て

の
未

然
防
止

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

行

う
。
 

(
a
-
4)
講
じ

た
全
て

の
未
然

防
止

処
置
の
実
効

性
の
評
価
を

行
う
。
 

 

 

3
8
4
. 

五
 講

じ
た
全
て
の
未

然
防
止
処

置
及
び

そ
の
結

果
の
記
録

を
作
成

し
，
こ

れ
を
管
理
す
る

こ

と
。
 

 

 
e
)
 
講

じ
た

全
て

の
未

然
防
止

処
置

及
び

そ
の

結
果

の
記

録

を
作
成
し

，
こ
れ

を
管
理

す
る
。
 

(
a
-
5)
講
じ

た
全
て

の
未
然

防
止

処
置
及
び
そ

の
結
果
の
記

録
を
作
成

し
，
こ

れ
を
管

理
す
る

。
 

 

 

3
8
5
. 

２
 原

子
力
事
業
者
等

は
，
前
項

各
号
に

掲
げ
る

事
項
に
つ

い
て
，

手
順
書

等
に
定

め
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

 
(
2
) 

組
織
は

，
(
1
)に

掲
げ
る
事

項
に
つ

い
て

，「
是

正
処
置

プ
ロ
グ
ラ

ム
管
理

要
項
」

に
定
め

，
実
施

す
る
。
 

 

(
b
) 

組
織
は
，
(
a)
に
掲
げ

る
事

項
に
つ
い
て
，
手

順
書
等

に
定
め
る

。
 

 

保
安

規
定

に
お

い
て

は
，

具
体

的
な

社
内

規
程

名
称

を
記
載
 

3
8
6
. 

第
七
章
 使

用
者
に
関

す
る
特
例
 

(
令
第

四
十
一
条
各
号

に
掲
げ
る

核
燃
料

物
質
を

使
用
し
な

い
使
用

施
設
等

に
係
る

品
質
管

理
に

必
要
な
体

制
) 

第
七
章

 使
用

者
に
関
す
る
特
例
 

（
令

第
４

１
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
用

し
な

い
使

用
施

設
等

に
係

る
品

質
管

理

に
必
要
な
体
制
）
 

（
対
象
外

）
 

 
 

3
8
7
. 

第
五
十
四

条
使
用

者
(
令
第
四
十

一
条
各

号
に
掲

げ
る
核
燃

料
物
質

を
使
用

し
な
い

者
に
限

る
。

以
下
同
じ

。
)
は
，
使

用
施
設
等

の
保
安

の
た
め

の
業
務
に

係
る
品

質
管
理

に
関
し

，
次
に

掲
げ

る
措
置
を

講
じ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

一
 個

別
業
務
に
関
し

，
継
続
的

な
改
善

を
計
画

的
に
実
施

し
，
こ

れ
を
評

価
す
る

こ
と
。
 

二
 
前

号
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
，

こ
れ

を
管
理
す

る
こ
と

。
 

２
 使

用
者
は
，
前
項

に
規
定
す

る
措
置

に
関

し
，
原
子

力
の
安

全
を
確

保
す
る

こ
と
の

重
要

性
を
認
識

し
，
原

子
力
の

安
全
が

そ
れ
以

外
の

事
由
に
よ

り
損
な

わ
れ
な

い
よ
う

に
し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

１
 
第

２
項

に
規

定
す

る
「

原
子

力
の

安
全

が
そ

れ
以
外
の
事
由
に

よ
り
損
な
わ
れ

な
い

」
に
つ

い
て
は
，
本
規
程

第
１
０
条
１
を

準
用
す
る
。
 

（
対
象
外

）
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（余白）



 

資料② 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二／敦賀発電所 

運転管理業務について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020年8月18日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
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１．運転管理業務項目の洗い出しについて 

実用炉規則第９２条第１項第８号イ～ハや保安規定の審査基準で求められる「運転業務」の全体像を

抽出し，抽出した各業務項目と，現在の保安規定条文との関係性を整理した。結果は下表のとおりであ

り，保安規定条文にて要求事項を包含できていないと考えられる業務項目があったため，これらについ

て保安規定の検討を実施した。（各条文は東海第二発電所の例） 

 

番号 洗い出した「運転業務」 現在の条文 備考 

① 要員の確保 第１２条  

② 運転監視 なし  

③ 機器の操作 なし  

④ 警報発生時の対応 なし  

⑤ 事故時の対応 第７６条※１ 
※1 原子炉がトリップした場合／トリップ信号が

発生した場合の対応は第７７条 

⑥ 定期検査時の操作 なし  

⑦ 定期点検計画 なし  

⑧ 巡視点検 第１３条 
施設管理にて１０７条巡視点検の項目が追加さ

れる。 

⑨ 業務の引継 第１５条  

⑩ 原子炉起動前の確認 第１６条  

 

２．洗い出した業務項目と保安規定条文の整理について 

「１．」にて洗い出した各業務項目について，現在の保安規定条文に対応する箇所がある項目はそ の業

務内容と現在の条文内容を比較し，包含性があることを確認，または包含性のない場合には保安規定条文

内容を拡充する方針とし，内容の確認を実施した。また，現在の保安規定条文に対応する箇所のない業務

項目は，その業務項目のプロセスの内容を保安規定条文へ反映するための検討を実施し，保安規定条文を

作成することとした。以下，各業務項目における検討内容について記載する。従前の 保安規定条文は黒

色，新規制定または条文への追加は赤色の文字にて示す。 

 

【凡例】 

責任箇所  

保安規定条文 
運転部門 関係部門 

 
 

ここに業務フ

ローを示す 

 

 
 

ここに業務フ

ローを示す 

 

 

 

 

 

 

ここに業務フ

ローを示す 

（条文の内容） 

第○○条 ここに保安規定条文を示す。新規，追加の場合には赤色文字にて示す。 
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①要員の確保 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されており，新たな条文の記載は不要であ

る。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（運転員等の確保） 

第１２条 発電室長は，原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお，

原子炉の運転に必要な知識を有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を

受けた者をいう。 

２．発電室長は，原子炉の運転にあたって第１項で定める者の中から，１班あたり

表１２－１に定める人数の者をそろえ，５班以上編成した上で交替勤務を行わせ

る。なお，特別な事情がある場合を除き，運転員には連続して２４時間を超える

勤務を行わせてはならない。また，表１２－１に定める人数のうち，１名は発電

長とし，運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から

選任された者とする。 

３．発電長は，表１２－１で定める人数のうち，表１２－２に定める人数の者を運

転員Ⅰ以上の中から常時中央制御室に確保する。なお，表１２－２に定める人数

のうち，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止の場合においては，１名は発電

長又は副発電長とする。 

 

 

 

②運転監視 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから，以下のとおり，「運転管理

業務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転管理業務） 

第１２条の２ 発電長及び各マネージャーは,運転状態に応じた原子力安全への影響度

を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させ

るため，運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

(1) 発電長，運転管理グループマネージャー及び運転支援グループマネージャー

は，原子炉施設の運転に関する次の業務を実施する。 

イ．原子炉施設の運転に必要な監視項目※１を定め運用する。 

 

※１：運転に必要な監視項目とは，第３節（第７２条から第７５条を除く。）各条第２

項の運転上の制限を満足していることを確認するための監視項目等をいう。 

 

(2) 発電長は，中央制御室における監視，第１３条第１項及び第２項の巡視点検に

よって，施設の運転監視を実施し，その結果，異状があれば関係する各マネージ

ャーに通知する。 

 

 

 

 

 

 

要員計画 

(ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ認定) 

要員確保 

標準人員を 

確保 

運転監視 

記録確認 

監視ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

評価 

監視ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

に有意な変化 

通知 受領 

必要に応じて

処置 
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③機器の操作 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから，以下のとおり，「運転管理

業務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

 

（通常運転時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作業時） 

（系統管理含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転管理業務） 

第１２条の２ 発電長及び各マネージャーは,運転状態に応じた原子力安全への影響度

を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させ

るため，運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

(1) 発電長，運転管理グループマネージャー及び運転支援グループマネージャー

は，原子炉施設の運転に関する次の業務を実施する。 

ロ．運転操作（系統管理を含む。）に係る事項を定め運用する。 

 

 (3) 発電長は関係する各マネージャーの依頼に基づき運転操作（系統管理を含

む。）が必要な場合は， (1)ロ．による運転操作（系統管理を含む。）を実施す

る。また，関係する各マネージャーは，発電長から引き渡された範囲に対して，

必要な作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

機器操作 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ確認 

完了 

記録作成 

作業票作成

受付・検討 

打合せ 

作業票作成

隔離 

系統引渡し 

隔離依頼 

作業 

試運転 

系統復旧依頼

復旧実施 

修正依頼 
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④警報発生時の対応 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから，以下のとおり，「運転管理

業務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

  
（運転管理業務） 

第１２条の２ 発電長及び各マネージャーは,運転状態に応じた原子力安全への影響度

を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させ

るため，運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

(1) 発電長，運転管理グループマネージャー及び運転支援グループマネージャー

は，原子炉施設の運転に関する次の業務を実施する。 

ハ．原子炉施設に係る警報発生時の対応内容を定め運用する。 

 

 

 

⑤事故時の対応 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから，以下のとおり，「運転管理

業務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

  
（運転管理業務） 

第１２条の２ 発電長及び各マネージャーは,運転状態に応じた原子力安全への影響度

を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させ

るため，運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

(1) 発電長，運転管理グループマネージャー及び運転支援グループマネージャー

は，原子炉施設の運転に関する次の業務を実施する。 

ニ．原子炉施設の設備故障及び事故発生時の対応内容を定め運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報発生 

兆候発生 

対応操作実施 

必要に応じて 

連絡 

必要に応じて 

処置 

故障・事故 

兆候発生 

対応操作実施 

必要に応じて 

連絡 

必要に応じて 

処置 
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⑥定事検時の操作 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから，以下のとおり，「運転管理

業務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

  
（運転管理業務） 

第１２条の２ 発電長及び各マネージャーは,運転状態に応じた原子力安全への影響度

を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させ

るため，運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

(1) 発電長，運転管理グループマネージャー及び運転支援グループマネージャー

は，原子炉施設の運転に関する次の業務を実施する。 

ロ．運転操作（系統管理を含む。）に係る事項を定め運用する。 

 

(3) 発電長は関係する各マネージャーの依頼に基づき運転操作（系統管理を含

む。）が必要な場合は， (1)ロ．による運転操作（系統管理を含む。）を実施す

る。また，関係する各マネージャーは，発電長から引き渡された範囲に対して，

必要な作業を行う。 

 

 

⑦定例試験 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから，以下のとおり，「運転管理

業務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

  
（運転管理業務） 

第１２条の２ 発電長及び各マネージャーは,運転状態に応じた原子力安全への影響度

を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させ

るため，運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

(4) 発電長及び各マネージャーは，第３節（第７２条から第７５条を除く。）各条

第２項の運転上の制限を満足していることを確認するために行う原子炉施設の定

期的な試験・確認等の計画を定め，実施する。なお，原子炉起動前の施設及び設

備の点検については，第１６条に従い実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体制の確立 

定検時操作 

計画・実施 

操作記録作成 

確認 

定期試験計画 

策定 

定期試験実施 

操作記録作成 

確認 
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⑧巡視点検 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されているものの，１０７条（施設管理）に

巡視点検の条文が追加されることから，運転管理での巡視点検で包含することを示すために，条文へ一部

追記を実施する。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

  
（巡視点検） 

第１３条 発電長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格納容

器」という。）内部及び第９５条（管理区域内における特別措置）第１項で定める

区域を除く。）を巡視し，次の施設及び設備について点検を行う。実施において

は，第１０７条の３第３項に定める観点を含めて行う。以下，本条において同じ。

  (1) 原子炉冷却系統施設 

  (2) 制御材駆動設備 

 (3) 電源，給排水及び排気施設 

２．発電長は，「運転管理業務要項」の定めるところにより１ヶ月に１回以上，原子炉

施設（格納容器内部及び第９５条（管理区域内における特別措置）第１項で定める

区域）の巡視を行う。ただし，特に立入が困難な区域は，巡視に替えて毎日１回以

上，遠隔監視を行う。 

 

 

【参考】 

（作業管理） 

第１０７条の３ 

（中略） 

３．組織は，原子炉施設の状況を日常的に確認し，偶発故障等の発生も念頭に，設備等が正常な状態から

外れ，又は外れる兆候が認められる場合に，適切に正常な状態に回復させることができるよう，本項及び第

１３条による巡視点検を定期的に行う。 

 

⑨業務の引継 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されており，新たな条文の記載は不要であ

る。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

  （引継） 

第１５条 発電長は，その業務を次の発電長に引き継ぐにあたり，運転日誌及び運転

記録を引き渡し，運転状況を申し送る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡視点検実施 

巡視点検記録 

作成 

確認 

運転日誌作成 

引継実施 

確認 
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⑩原子炉起動前の確認 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されており，新たな条文の記載は不要であ

る。 

責任箇所  

保安規定 
運転部門 関係部門 

  
（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 発電長は，原子炉の起動開始までに，次の施設及び設備を点検し，異常

の有無を確認する。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源，給排水及び排気施設 

２． 発電長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節（運転上の制限）で定め

る定事検停止時に実施する検査の結果を確認する。 

 

 

３．廃止措置プラントについて 

廃止措置プラントについては，「２．」にて検討を実施いた運転段階と同様の整理となり，一部プ

ラントの運転に関係しない部分については省略している。運転段階（敦賀発電所保安規定（第２編 

２号炉））と廃止措置段階（敦賀発電所保安規定（第１編 １号炉））の保安規定記載内容の比較表

をあわせて以下に示す。 

 

 

確認 

定期事業者検査結果の通知 

48



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

運
転
管
理
業

務
）
 

第
２
１
２
条
の

２
 
発
電

長
（
２

号
炉
担
当

）
及
び

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は
,
運
転
モ
ー

ド
に
応
じ
た
原

子
力
安
全

へ
の
影
響

度
を
考
慮

し
て
原

子
炉

施
設
を

安
全

な
状
態

に
維
持

す
る

と
と

も
に
，
事

故
等

を
安

全
に
収

束
さ
せ

る
た
め

，
運

転
管

理
に
関
す

る
次

の
各

号
の
業
務

を
実
施
す

る
。
 

(1
) 
発
電

長
（
２
号

炉
担
当
）

，
運
転
管
理

グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
及
び
運

転
支
援
グ

ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
原

子
炉
施

設
の
運
転

に
関
す
る

次
の
業
務
を

実
施
す
る

。
 

イ
．

原
子
炉
施
設
の

運
転
に
必

要
な
監

視
項
目

※
１
を
定
め
運

用
す
る

。
 

ロ
．

運
転
操
作
（
系

統
管
理
を

含
む
。
）
に

係
る
事
項

を
定
め
運

用
す
る
。

 
ハ
．

原
子
炉
施
設
に

係
る
警
報

発
生
時

の
対
応
内
容
を

定
め
運

用
す
る
。

 
ニ
．

原
子
炉
施
設
の

設
備
故
障

及
び
事

故
発
生
時
の
対

応
内
容

を
定
め
運

用
す
る
。

 
(2
) 
発
電

長
（
２
号

炉
担
当
）

は
，
中
央
制

御
室
に
お

け
る
監

視
，
第
２
１
３

条
第
１
項

及
び
第

２
項
の
巡
視
点

検
に
よ

っ
て
，

施
設
の
運

転
監
視
を

実
施
し
，
そ

の
結
果
，

異
状
が
あ

れ
ば
関

係
す
る
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

に
通
知

す
る
。
 

(3
)発

電
長
（
２
号
炉
担
当
）
は

関
係
す

る
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
の

依
頼
に
基

づ
き
運
転

操
作
（
系
統
管

理
を
含
む
。
）
が

必
要
な
場

合
は
，
(
1)
ロ
．
に
よ
る

運
転
操
作

（
系
統
管

理
を
含
む
。）

を
実
施
す

る
。
ま
た
，
関

係
す
る

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は
，
発

電
長

（
２
号
炉

担
当
）
か

ら
引
き
渡
さ

れ
た
範
囲

に
対
し
て

，
必
要

な
作
業
を
行
う

。
 

(4
) 
発

電
長

（
２

号
炉
担
当
）

及
び

各
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は
，

第
３
節

（
第

２
８

５
条
か
ら
第

２
８

８
条

を
除
く

。
）
各
条

第
２

項

の
運
転
上

の
制
限
を

満
足
し
て
い

る
こ
と
を

確
認
す
る

た
め
に

行
う
原
子
炉
施

設
の
定
期

的
な
試

験
・
確
認
等
の

計
画
を
定

め
，

実
施
す
る

。
な
お
，

原
子
炉
起
動

前
の
施
設

及
び
設
備

の
点
検

に
つ
い
て
は
，

第
２
１
６

条
に
従

い
実
施
す
る
。
 

※
１
：
運

転
に

必
要
な
監

視
項
目

と
は

，
第
３

節
（
第

２
８
５

条
か
ら

第
２

８
８
条

を
除
く
。

）
各

条
第

２
項
の
運
転

上
の

制
限

を

満
足

し
て
い
る

こ
と
を
確

認
す
る
た
め

の
監
視
項

目
等
を
い

う
。
 

 （
巡
視
点
検
）
 

第
２
１
３
条
 

発
電
長
（

２
号
炉

担
当
）
は
，
毎

日
１
回
以

上
，
原

子
炉
施
設
（
原

子
炉
格

納
容
器
内

及
び
第
３
１
５

条
（
管

理
区

域
内
に
お
け
る

特
別
措
置

）
第
１
項
で

定
め
る
区

域
を
除
く

。
）
を
巡

視
し
，
次
の
施

設
及
び

設
備
に
つ
い
て

点
検
を
行

う
。
実
施

に
お
い
て
は
，

第
３
２
８

条
の
３

第
３
項
に
定
め

る
観
点
を

含
め
て

行
う
。
以
下
，

本
条
に

お
い
て
同

じ
。
 

  
(1
) 
原
子
炉

冷
却
系
統

施
設
 

  
(2
) 
制
御
材

駆
動
設
備
 

  
(3
) 
電
源
，

給
排
水
及

び
排
気

施
設
 

２
．
発
電

長
（
２
号
炉
担
当
）
は

，「
運

転
管
理
業
務
要

項
」
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ

り
１
ヶ

月
に
１
回

以
上
，
原

子
炉
施

設
（
原
子

炉
格
納

容
器
内

及
び

第
３

１
５
条
（

管
理

区
域

内
に
お

け
る
特

別
措
置

）
第

１
項

で
定
め
る

区
域

）
の

巡
視
を

行
う
。

た
だ

し
，

特
に
立
入

が
困
難
な
区
域

は
，
巡

視
に
替
え

て
毎
日
１
回
以

上
，
遠

隔
監
視
を

行
う
。
 

 （
原
子
炉
起
動

前
の
確
認

事
項
）
 

第
２
１
６

条
  

発
電
長

（
２
号

炉
担

当
）
は

，
原

子
炉
の
起

動
開
始

ま
で

に
，

次
の
施
設
及

び
設

備
を

点
検
し
，

異
常
の

有
無

を
確

認
す
る
。
 

(
1
)  
原
子

炉
冷
却
系

統
施
設
 

(
2
)  
制
御

材
駆
動
設

備
 

(
3
)  
電
源

，
給
排
水

及
び
排
気

施
設
 

２
．
発
電
長
（
２
号
炉

担
当
）
は
，
最
終

ヒ
ー
ト
ア

ッ
プ
開
始

※
１
ま
で

に
，
第
３
節
（
運
転

上
の
制
限

）
で

定
め
る
定

期
事
業

者
検

査
時
に
実

施
す
る
検

査
項
目

※
２
に
つ

い
て
，
検

査
の
結
果
を
確

認
す
る

。
 

 ※
１
：
定

期
事

業
者
検
査

の
最
終

段
階

に
お
い

て
，
原

子
炉
を

臨
界
に

す
る

た
め
に

モ
ー
ド
５

か
ら

モ
ー

ド
４
へ
の
移

行
操

作
を

開

始
す

る
こ
と
を

い
う
。
 

※
２
：
最
終
ヒ

ー
ト
ア
ッ

プ
開
始

以
降
に
実
施
さ

れ
る
検
査

項
目
を

除
く
。
 

      

（
運
転
管

理
業
務
）
 

第
１
２

条
の

２
 

当
直
長

（
１
号

炉
担

当
）

及
び

各
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
は

,
廃
止

措
置
の

段
階
に

応
じ
た
必

要
な

原
子

炉
施

設
の

機
能
を

維
持

す
る
と
と
も
に

，
事
故
等

を
安
全

に
収
束
さ
せ
る

た
め
，

運
転
管
理

に
関
す
る
次
の

各
号
の

業
務
を
実

施
す
る
。
 

 

(1
) 

当
直
長

（
１
号
炉

担
当

）
，

運
転
管
理

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
及
び

運
転
支

援
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は
，

原
子

炉
施

設
の
運
転
に
関

す
る
次
の

業
務
を

実
施
す
る
。
 

(a
)原

子
炉
施

設
の
運
転
に
必
要

な
監
視

項
目

※
１
を
定
め
運
用

す
る
。
 

(b
)運

転
操
作

（
系
統
管
理
を
含

む
。）

に
係
る
事
項
を

定
め
運
用

す
る
。
 

(c
)原

子
炉
施

設
に
係
る
警
報
発

生
時
の

対
応
内
容

を
定
め
運

用
す
る
。
 

(d
)原

子
炉
施

設
の
設
備
故
障
及

び
事
故

発
生
時
の

対
応
内
容

を
定
め
運
用

す
る
。
 

(2
)当

直
長
（
１

号
炉

担
当
）
は

，
第
１
３

条
第

１
項
及
び

第
２

項
の
巡
視

に
よ
っ

て
，
施

設
の
運
転

監
視

を
実
施
し

，
そ

の
結

果
，
異
状
が
あ

れ
ば
関
係

す
る
各

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

に
通
知
す

る
。
 

(
3
)
 
当
直
長
（

１
号
炉
担
当

）
は

，
関

係
す

る
各

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

の
依

頼
に

基
づ

き
，

運
転

操
作

（
系

統
管

理
を

含
む

。）
が

必

要
な
場
合
は
，
(
1)
(
b
)に

よ
る
運

転
操
作
（

系
統
管
理

を
含
む
）
を
実
施

す
る
。
ま

た
，
関

係
す
る
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
当

直
長
（
１
号
炉

担
当
）
か

ら
引
き

渡
さ
れ
た
範
囲

に
対
し
て

，
必
要

な
作
業
を
行
う

。
 

(
4
)
 
当
直
長
（

１
号
炉
担
当

）
は

第
３

節
（

第
６

９
条

か
ら

第
７

２
条

を
除

く
。
）
各

条
第

２
項
の
施

設
運

用
上
の
基

準
を

満
足

し
て

い
る
事
を
確
認

す
る
た
め

に
行
う

原
子
炉
施
設
確

認
の
計

画
を
定
め

，
実
施
す
る
。

 

 ※
１
：
運

転
に

必
要

な
監
視
項

目
と

は
，

第
３
節

（
第

６
９
条

か
ら
第

７
２

条
を

除
く
。
）

各
条
第

２
項

の
施

設
運
用
上

の
基

準
を

満

足
し
て
い

る
こ
と
を
確
認

す
る
た

め
の
監
視

項
目
等
を
い
う

。
 

 （
巡
視
）
 

第
１
３

条
 

当
直

長
（
１

号
炉
担

当
）

は
，

毎
日

１
回

以
上

，
原

子
炉

施
設

(
第

１
１

５
条
（

管
理
区
域

内
に

お
け

る
特

別
措

置
）
第

１
項

で
定
め
る
区
域

を
除
く
。

）
を
巡

視
す
る
。
実
施

に
お
い

て
は
，
第

１
２
８
条
の
３

に
定
め

る
観
点
を

含
め
て
行
う

。
 

    ２
．
当
直
長
（
１
号

炉
担
当
）
は

，「
廃
止
措
置

管
理
業
務
要
項

」
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ

り
１
ヶ

月
に
１
回
以
上

，
原
子
炉
施

設
（
第

１
１

５
条
（
管
理

区
域
内
に
お

け
る
特

別
措
置
）
第

１
項
で
定

め
る
区
域
）
を
巡

視
す
る
。
た

だ
し
，
特
に
立

入
が
困
難
な
区

域
は
，

巡
視

に
替
え
て
毎
日

１
回
以
上

，
遠
隔

監
視
を
行
う
。

実
施
に

お
い
て
は

，
第
１
２
８
条

の
３
に

定
め
る
観

点
を
含
め
て

行
う
。
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50

（余白）



 

資料③－１ 

 

 

 

東海第二発電所 

サーベイランスの実施方法について 

（実条件性能確認） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2020 年 8月 18日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
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実条件性能及び定期試験等における確認行為の対応関係について 

 

１．実条件性能確認一覧表の整理について 

許認可に基づく要求事項（実条件性能）の確認範囲のイメージと，定期検査時に実施する定

期事業者検査及び月例にて実施する定例試験等にて確認する範囲について整理した。 

許認可に基づく要求事項と定期試験における確認項目の比較（抜粋） 

（例 非常用炉心冷却系（低圧注水系のみ記載）（BWR）） 

 

    確認範囲の対応イメージ 

  

B 月例の定例試験時
における確認範囲

D 実条件が
設定困難な範囲

A 技術基準にて
要求される機能
（許認可要求事項）

月例の
定例試験

定期検査時の
定期試験

月例の
定例試験

・・・

月例の
定例試験

定期検査時の
定期試験

・・・

C 運転中に
実施困難な範囲

時系列

要求される性能を運転期間維持できることは、定期検査時
の定期試験にて担保

定期検査時の
保全による
性能回復

評価・代替手段で担保
（保全・日常管理）

例（BWR 非常炉心冷却系の場合）
Cの範囲

保全：定期検査時の起動論理回路の
点検および機能検査

日常管理：論理回路に関する警報発
生が無いこと、計器の指示値に異常
が無いことを監視

Dの範囲

保全：スプレイラインについて、原子
炉停止中の保守管理活動において
健全であることを確認

日常管理：格納容器スプレイ系の弁
状態を中央制御室での日常監視によ
り健全性を確認

系統名 
実条件性能 

（許認可要求事項） 
定期事業者検査等 月例等試験 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認との差異 実条件性能確認評価 

非 常 炉

心 冷 却

系 

（39 条） 

（低圧注水系，格納

容器スプレイ系） 

原子炉設置（変更）

許可申請書にて要求

する機能を満足して

いること 

①機能要求時に（自

動）起動すること。 

②機能要求時に適

切に系統構成される

こと。 

③運転性能が要求

機能を満足している

こと。 

原子炉設置（変更）

許可申請書の安全

解析に基づく以下評

価値が担保されてい

ること。 

 

（低圧注水系） 

流量：954m3/h（工事

計画書） 

全揚程：109m（評価

値） 

（以下省略） 

－ 

 

－ 

 

○原子炉への実注入試験【定事検/月例

等】 

○格納容器内への実スプレイ試験【定事

検/月例等】 

下記のとおり，原子炉運転中に実施する

ことは原子力安全上困難と考える。 

・原子炉圧力＞残留熱除去系ポンプによ

る注入不可。 

（以下省略） 

・テストラインの圧力損失等を考慮したポンプ起

動試験により，必要な流量や揚程を確認してい

る。また，電動弁開閉試験を実施し系統構成が

適切になされることを確認している。 

・実際に格納容器内へスプレイすることは格納

容器内の汚染拡大，設備保護の観点により，実

施すべきではない。格納容器スプレイ系の弁状

態は中央制御室での日常監視により健全性を

確認している。 

（以下省略） 

（低圧注水系） 

○ 運 転 性 能 検 査

（①，③） 

・D/G 遮断機投入か

ら RHR遮断機投入ま

で 10±2s 以内 

・ ポ ン プ  流 量

(m3/h)：954 以上で，

全揚程(m)：109 以上

であること（原子炉施

設保安規定） 

（以下省略） 

【定例試験】 

残留熱除去系ポンプ手動

起動試験（1 ヶ月／回） 

 

＜判定基準＞ 

・残留熱除去系ポンプの

流量・全揚程 

 流 量 ： 954 ｍ 3/ ｈ 以 上 

（測定流量－流体密度補

正量で算出） 

 全揚程：109ｍ以上(ＪＩＳ

に基づく全揚程) 

・ポンプの運転確認後，使

用した弁が待機状態であ

ること及び主要配管が満

水であること。 

（以下省略） 

○模擬信号投入による自動起動試験 

【月例等】 

試験のための論理回路の一部除外等に

よる機能要求時の対応遅れの可能性。 

左記確認を原子炉運転中に実施することは困

難であることから実条件性能確認に対しては下

記のとおり。 

 

（低圧注水系） 

【定事検】 

・残留熱除去系ポンプは D/G 運転性能確認に

て事故信号を模擬した自動起動試験により系統

に要求される性能及び運転状態を確認してい

る。 

【日常管理】 

・事故信号を模擬した自動起動試験について

は，試験を実施するために他の機器が起動しな

いよう論理回路の一部を除外等する必要があ

り，実際の機能要求時に正常に機能しないおそ

れがあることから，安全上実施すべきではない。

（以下省略） 

D の範囲 

Ｃの範囲 
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上記イメージのとおり，設置許可や技術基準にて要求される設備の性能を担保するための行為

として，定期検査時に実施する設備の保全及び定期事業者検査にて確認を実施している。 

また，運転期間における設備の動作可能性の確認行為として，合理的に可能な範囲において日

常管理としての盤面監視及び巡視点検，月例で実施する定期試験にて確認しており，設備の信頼

性を担保している。 

 

２．実条件性能（許認可要求事項）の整理について 

 非常用炉心冷却系を代表例として，許認可に基づく要求事項（実条件性能）を整理した。 

 なお，設計要件としては，安全機能に関する設計要件，信頼性に関する設計要件（耐震性など）

があるが，実条件性能としては，安全機能に関する設計要件を確認することとする。 

非常用炉心冷却系に係る安全機能に関する準拠すべき設計要件については，安全設計審査指針

及び技術基準により整理している。（東海第二発電所は現在新規制基準未適合炉であることから，

旧基準に対する整理とする） 

 

○安全設計審査指針 指針２５ 非常用炉心冷却系 

  

なお，上記設計要件においては，安全機能が要求される。 

・炉心冷却機能 

 

上記要求機能は，系統毎の設計方針に基づき設備仕様（工事計画書）を定めることに加えて，

原子炉施設全体としての安全解析（設置許可）を行うことで確認している。 

 

非常用炉心冷却系統（高圧及び低圧注水系）においては，当該設備として，高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）ポンプを備えている。 

これらの機能の確認については，技術基準に基づく定期事業者検査等で確認されており，ポン

プ性能については，設置許可，工事計画における記載値等（プラントによっては設置許可の解析

を元に評価した値）を満足することで確認している。 

具体的には，炉心冷却機能については，非常用炉心冷却系（高圧及び低圧注水系）の運転状態

を確認し，必要な注水機能が確保できること，及び非常用炉心冷却系（高圧及び低圧注水系）の

弁が正常に動作し必要な注入経路が確保できることを確認することにより，上記機能に係る健全

性を確認している。 

なお，高圧及び低圧注水系ポンプの動作時間についても，所定時間内に自動起動することを同

機能検査により確認している。 

 

以上より，実条件性能（許認可要求）を次のとおりまとめた。 

【実条件性能（許認可要求）】 

《高圧炉心スプレイ系》 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉冷却材喪失等の想定事象が発生した場合に原子炉設置（変更）

許可申請書にて要求する機能を満足していること。 

①機能要求時に自動起動すること 

②機能要求時に適切に系統構成されること 

③運転性能が要求機能を満足していること 

（要求値（評価値）） 

 容量：105L/s 以上（高圧時），401 L/s 以上（低圧時） 

 揚程：817m 以上 （高圧時），255m 以上（低圧時） 
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《低圧注水系》 

低圧注水系は，原子炉冷却材喪失等の想定事象が発生した場合に原子炉設置（変更）許可申請

書にて要求する機能を満足していること。 

①機能要求時に自動起動すること 

②機能要求時に適切に系統構成されること 

③運転性能が要求機能を満足していること 

（要求値（工事計画書，評価値）） 

 容量：1691.9m３/h （470 L/s）以上 

 揚程：82.6m  

 
 
【参考：安全設計審査指針（抜粋）】 
指針２５ 非常用炉心冷却系 
１． 非常用炉心冷却系は，想定される配管破断等による原子炉冷却材喪失に対して，燃料の重大

な損傷を防止でき，かつ，燃料被覆の金属と水との反応を十分小さな量に制限できる設計で

あること。 
２． 非常用炉心冷却系は，その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え，外部電源が利用で

きない場合においても，その系統の安全機能が達成できるように，多重性又は多様性及び独

立性を備えた設計であること。 
３． 非常用炉心冷却系は，定期的に試験及び検査ができるとともに，その健全性及び多重性の維

持を確認するため，独立に各系の試験及び検査ができる設計であること。 
 
【参考：技術基準（抜粋）】 
（非常用炉心冷却設備） 
第１７条 原子力発電所には，非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。 
 ２ 非常用炉心冷却設備は，次の機能を有するものでなければならない。 

一 燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇す

ることを防止できるものであること。 
二 燃料被覆管と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。 

３ 非常用炉心冷却設備は，原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却

材中の異物の影響につき想定される最も厳しい条件下においても，正常に機能する能力を有

するものでなければならない。 
４ 非常用炉心冷却設備は，その能力の維持状況を確認するため，原子炉の運転中に試験ができ

るように施設しなければならない。 
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３． 保安規定への反映事項 

保安規定全条文に対して前述「１．」の整理を行ったところ，保安規定第５７条（中央制御室

非常用換気空調系）について，サーベイランス（月例等試験）として実条件性能確認行為に差異

が確認されたことから，下記のとおり記載の充実化を行った。（詳細は添付資料１参照） 

 
（中央制御室非常用換気空調系） 

第５７条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で

照射された燃料に係る作業時において，中央制御室非常用換気空調系は，表５７－１で定める

事項を運転上の制限とする。 

２．中央制御室非常用換気空調系が第１項で定める運転上の制限を満足していることを確認する

ため，次の各号を実施する。 

 (1) 運転管理グループマネージャーは，定事検停止時に，中央制御室非常用換気空調系が模擬

信号で作動することを確認し，その結果を発電長に通知する。 

 (2) 機械グループマネージャーは，定事検停止時に，中央制御室非常用換気空調系の総合除去

効率が表５７－２に定める値であることを確認し，その結果を発電長に通知する。 

（3) 発電長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉

棟内で照射された燃料に係る作業時において，中央制御室非常用換気空調系ファンが起動する

こと及び中央制御室非常用換気空調系ダンパが動作可能であることを１ヶ月に１回確認する。 

（中略） 

 
 
 

４． その他 

第４１条（原子炉隔離時冷却系）について，原子炉起動時における原子炉隔離冷却系に係るサ

ーベイランスと運転上の制限の適用時期について整理を行い，保安規定上，明確化を行った。（詳

細については添付資料２参照） 

 

５． 添付資料 

添付資料１：実条件性能（許認可要求事項）の整理について（日本原電：東海第二発電所） 

添付資料２：原子炉隔離冷却系に係る原子炉起動時の LCO 適用に関する明確化について 
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。
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。
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計
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書
） 

五
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事
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－
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○
ほ
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水
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原
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へ

の
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注
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Ｗ
ポ

ン
プ

停
止

／
起

動
に

よ
る

原
子

炉
出

力
変

動
及

び
原

子
炉

水
質

悪
化

。
 

左
記

の
確

認
を

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
実

条
件

性
能

確
認

に
対

し
て

は
下

記
の

と
お

り
。

 
 【定

事
検

】 
・
 原

子
炉

停
止

時
に

お
け

る
弁

動
作

検
査

に
て

，
ほ

う
酸

水
注

入
弁

の
動

作
確

認
を

実
施

し
て

い
る

。
 

・
 原

子
炉

停
止

時
に

お
い

て
模

擬
信

号
に

よ
り

，
C

U
W

隔
離

弁
が

「閉
」動

作
す

る
こ

と
を

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
試

験
に

て
確

認
し

，
S
L
C

系
起

動
時

に
必

要
と

な
る

性
能

を
補

完
し

て
い

る
。

 
・
 ほ

う
酸

水
注

入
弁

（爆
破

弁
）の

性
能

確
認

は
，

実
際

に
爆

破
し

て
動

作
を

確
認

し
，

定
事

検
ご

と
に

交
換

を
実

施
し

て
い

る
。

交
換

す
る

爆
破

弁
に

つ
い

て
は

，
同

仕
様

・同
時

期
に

製
作

さ
れ

た
性

能
が

担
保

さ
れ

た
爆

破
弁

を
使

用
し

て
い

る
。

 

 【日
常

管
理

】 
・
 論

理
回

路
に

関
連

す
る

警
報

の
有

無
等

，
日

常

監
視

に
よ

っ
て

異
常

が
無

い
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

・
 巡

視
点

検
に

お
い

て
，

ほ
う

酸
水

注
入

弁
（爆

破

弁
）を

動
作

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
制

御
回

路
が

通
電

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

，
中

央
制

御
室

の
監

視
盤

の
表

示
灯

，
電

流
値

及
び

異
常

警
報

が
発

報
し

て
い

な
い

こ
と

に
よ

り
確

認
し

て
い

る
。

 
 以

上
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

実
条

件
性

能
を

確
認

し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

  

ほ
う

酸
重

量
確

認
検

査
（③

） 

五
ほ

う
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
重

量
が

22
70

 k
g

以
上

を

満
足

し
て

い
る

こ
と

（工
事

計
画

書
） 

【定
例

確
認

】 

ほ
う

酸
水

タ
ン

ク
レ

ベ
ル

及
び

温
度

確
認

（
１

回

／
日

） 

ほ
う

酸
水

溶
液

濃
度

確
認

（１
回

／
月

） 

 ＜
判

定
基

準
＞

 

・
 維

持
す

る
べ

き
範

囲
内

に
あ

る
こ

と
 

＜
差

異
な

し
＞
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実
条

件
性
能
（

許
認

可
要
求
事

項
）

の
整

理
に
つ

い
て
（
日

本
原

電
：

東
海
第

二
発
電
所

）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
添
付
資

料
１
 

 

系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（許
認

可
要

求
事

項
） 

定
期

事
業

者
検

査
等

 

（判
定

基
準

） 

月
例

等
試

験
 

（判
定

基
準

） 

「実
条

件
性

能
確

認
」適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

確
認

と
の

差
異

 
実

条
件

性
能

確
認

評
価

 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

そ
の

１
 

 (3
9

条
) 

（高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
） 

原
子

炉
設

置
(変

更
)許

可
申

請
書

に
て

要
求

す
る

機
能

を
満

足
し

て

い
る

こ
と

 

①
機

能
要

求
時

に
自

動
起

動
す

る

こ
と

。
 

②
機

能
要

求
時

に
適

切
に

系
統

構

成
さ

れ
る

こ
と

。
 

③
運

転
性

能
が

要
求

機
能

を
満

足

し
て

い
る

こ
と

。
 

 設
置

許
可

の
安

全
解

析
に

基
づ

く

以
下

の
評

価
値

※
が

担
保

さ
れ

て

い
る

こ
と

 

 流
量

（低
圧

側
）：

40
1 

L
/s

 

全
揚

程
（低

圧
側

）：
2.

50
M

P
a 

（2
55

 m
） 

 流
量

（高
圧

側
）：

10
5 

L
/s

 

全
揚

程
（高

圧
側

）：
8.

01
M

P
a 

（8
17

m
） 

 ※
：
H

21
.9

.1
5

付
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

変
更

認
可

申
請

書
「
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス

基
準

の
見

直
し

」 

－
 

－
 

○
原

子
炉

へ
の

実
注

入
試

験
【定

事
検

/月
例

等
】 

下
記

の
と

お
り

，
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
，

以
下

の
と

お
り

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え
る

。
 

・
 

原
子

炉
出

力
／

水
位

の
変

動
 

・
 

注
水

に
伴

う
原

子
炉

水
質

の
悪

化
。

 

・
 

運
転

中
の

原
子

炉
へ

の
実

注
入

試
験

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
定

事
検

や
月

例
等

に
て

系
統

に
要

求
さ

れ
る

性
能

及
び

運
転

状
態

を
確

認
し

て
い

る
。

 

・
 

実
注

入
の

た
め

に
必

要
な

系
統

を
構

成
す

る
弁

に
つ

い
て

は
弁

単
体

の
定

期
試

験
を

実
施

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

運
転

性
能

検
査

（①
，

③
） 

・D
/G

遮
断

器
投

入
か

ら
H

P
C

S
遮

断
器

投
入

ま
で

0＋
2s

以
内

 

 （低
圧

側
） 

・
 

ポ
ン

プ
流

量
： 

40
9 

L
/
s

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 

・
 

ポ
ン

プ
吐

出
圧

力
：
 2

.5
0M

P
a

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 
（原

子
炉

施
設

保
安

規
定

） 

 （高
圧

側
） 

・
 

ポ
ン

プ
流

量
：1

08
 L

/
s

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 

・
 

ポ
ン

プ
吐

出
圧

力
：
 8

.0
1M

P
a 

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 
（原

子
炉

施
設

保
安

規
定

） 

 ・
 

振
動

，
異

音
，

異
臭

，
漏

え
い

が
な

い
こ

と
 

 

【定
期

試
験

】 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
手

動
起

動
試

験
（１

回
／

月
） 

 ＜
判

定
基

準
＞

 
・
 ポ

ン
プ

流
量

：4
09

L
/s

以
上

 

・
 ポ

ン
プ

吐
出

圧
力

：2
.5

0M
P
a

以
上

 
・
 
ポ

ン
プ

の
運

転
確

認
後

，
ポ

ン
プ

の
運

転
確

認
に

際
し

使
用

し
た

弁
が

待
機

状
態

に
あ

る

こ
と

及
び

主
要

配
管

が
満

水
で

あ
る

こ
と

 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と

は
，

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え
る

。
 

・
 試

験
の

た
め

の
論

理
回

路
の

一
部

除
外

等
に

よ
る

機
能

要
求

時
の

対
応

遅
れ

の
可

能
性

が

あ
る

。
 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【定
事

検
】 

・
 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
は

D
/G

運
転

性
能

確
認

に
て

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

よ
り

系
統

に
要

求
さ

れ
る

性
能

及
び

運
転

状
態

を
確

認
し

て
い

る
。

 

 【月
例

等
】 

・
 

テ
ス

ト
ラ

イ
ン

の
圧

力
損

失
等

を
考

慮
し

た
ポ

ン
プ

起
動

試
験

に
よ

り
，

必
要

な
流

量
や

揚
程

を
確

認
し

て
い

る
。

 
・
 

弁
作

動
試

験
に

よ
り

，
系

統
構

成
が

適
切

に
な

さ

れ
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

 
 【日

常
管

理
】 

・
 

自
動

起
動

に
係

る
論

理
回

路
に

つ
い

て
は

，
中

央
制

御
室

で
の

日
常

監
視

に
よ

り
健

全
性

を
確

認
し

て
い

る
。

 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

           

弁
動

作
検

査
（②

） 
・
 

L
O

C
A

信
号

の
発

信
に

よ
り

H
P

C
S

注
入

弁
が

1
2

秒
以

内
に

全
閉

か
ら

全
開

と
な

る
こ

と
 

 

【定
期

試
験

】 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

電
動

弁
，

テ
ス

タ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

キ
弁

作
動

試
験

（１
回

／
月

） 

 ＜
判

定
基

準
＞

 
・
 

注
入

弁
及

び
試

験
可

能
逆

止
弁

が
開

す
る

こ
と

 
・
 

動
作

確
認

後
，

動
作

確
認

に
際

し
て

作
動

し
た

弁
の

開
閉

状
態

及
び

主
要

配
管

が
満

水

で
あ

る
こ

と
 

 

＜
差

異
な

し
＞
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実
条

件
性
能
（

許
認

可
要
求
事

項
）

の
整

理
に
つ

い
て
（
日

本
原

電
：

東
海
第

二
発
電
所

）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
添
付
資

料
１
 

 

系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（許
認

可
要

求
事

項
） 

定
期

事
業

者
検

査
等

 

（判
定

基
準

） 

月
例

等
試

験
 

（判
定

基
準

） 

「実
条

件
性

能
確

認
」適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

確
認

と
の

差
異

 
実

条
件

性
能

確
認

評
価

 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

そ
の

１
 

 (3
9

条
) 

 

（
低

圧
注

水
系

，
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

） 

原
子

炉
設

置
(変

更
)許

可
申

請
書

に
て

要
求

す
る

機
能

を
満

足
し

て

い
る

こ
と

 

①
機

能
要

求
時

に
自

動
起

動
※

1

す
る

こ
と

。
 

②
機

能
要

求
時

に
適

切
に

系
統

構

成
さ

れ
る

こ
と

。
 

③
運

転
性

能
が

要
求

機
能

を
満

足

し
て

い
る

こ
と

。
 

 原
子

炉
設

置
(変

更
)許

可
申

請
書

の
安

全
解

析
に

基
づ

く
以

下
評

価

値
が

担
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 （低
圧

注
水

系
） 

流
量

：1
69

1.
9m

3 /
h(

工
事

計
画

書
) 

全
揚

程
：8

2.
6m

（評
価

値
） 

  ※
1
：
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

は
手

動
起

動
 

  

－
 

－
 

○
原

子
炉

へ
の

実
注

入
試

験
【定

事
検

/月
例

等
】 

○
格

納
容

器
内

へ
の

実
ス

プ
レ

イ
試

験
【定

事
検

/
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 
・
 

原
子

炉
圧

力
＞

余
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

に
よ

る
注

入
不

可
。

 

・
 

格
納

容
器

内
の

汚
染

拡
大

防
止

。
 

(弁
間

が
汚

染
さ

れ
て

い
る

た
め

，
N

2
に

よ
る

A
ir

試
験

で
も

汚
染

の
可

能
性

が
あ

り
，

ま
た

弁

構
成

時
に

D
/W

圧
力

の
変

動
を

招
く
。

) 
・
 

格
納

容
器

内
機

器
類

の
損

傷
リ

ス
ク

上
昇

に
よ

り
，

原
子

力
安

全
に

影
響

あ
り

。
 

・
 

運
転

中
の

原
子

炉
へ

の
実

注
入

及
び

格
納

容
器

へ
の

実
ス

プ
レ

イ
試

験
は

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

定
事

検
や

月
例

等
に

て
系

統
に

要
求

さ
れ

る
性

能
及

び
運

転
状

態
を

確
認

し
て

い
る

。
 

・
 

実
注

入
の

た
め

に
必

要
な

系
統

を
構

成
す

る
弁

に
つ

い
て

は
弁

単
体

の
定

期
試

験
を

実
施

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

・
 

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
は

原
子

炉
停

止
中

の
保

守
管

理
活

動
に

お
い

て
ノ

ズ
ル

が
閉

塞
し

て
い

な
い

こ
と

等
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し

て
い

る
。

 
 

運
転

性
能

検
査

（①
，

③
） 

（低
圧

注
水

系
） 

・
 

D
/G

遮
断

器
投

入
か

ら
R

H
R

(A
)(
B

)遮
断

器

投
入

ま
で

5＋
2s

以
内

，
R

H
R

(C
) 

遮
断

器
投

入
ま

で
0＋

2s
以

内
 

・ポ
ン

プ
流

量
：4

73
L
/s

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 

・
 

ポ
ン

プ
吐

出
圧

力
：0

.8
1M

P
a

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 
（原

子
炉

施
設

保
安

規
定

） 

・
 

振
動

，
異

音
，

異
臭

，
漏

え
い

が
な

い
こ

と
 

 （格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

系
） 

・
 

ポ
ン

プ
流

量
：4

73
L
/s

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 

・
 

ポ
ン

プ
吐

出
圧

力
：0

.5
7M

P
a

を
下

回
ら

な
い

こ
と

 
 

【定
期

試
験

】 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
手

動
起

動
試

験
（
１

回

／
月

） 

 ＜
判

定
基

準
＞

 

・
 

ポ
ン

プ
流

量
：4

73
L
/s

以
上

 

・
 

ポ
ン

プ
吐

出
圧

力
：0

.8
1M

P
a

以
上

 

・
 

ポ
ン

プ
の

運
転

確
認

後
，

ポ
ン

プ
の

運
転

確

認
に

際
し

使
用

し
た

弁
が

待
機

状
態

に
あ

る

こ
と

及
び

主
要

配
管

が
満

水
で

あ
る

こ
と

 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例

等
】 

下
記

の
と

お
り

，
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 

・
 

試
験

の
た

め
の

論
理

回
路

の
一

部
除

外
等

に
よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
あ

り
。

 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【定
事

検
】 

・
 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
は

D
/G

運
転

性
能

確
認

に
て

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

よ

り
系

統
に

要
求

さ
れ

る
性

能
及

び
運

転
状

態
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 【月
例

等
】 

・
 

テ
ス

ト
ラ

イ
ン

の
圧

力
損

失
等

を
考

慮
し

た
ポ

ン
プ

起
動

試
験

に
よ

り
，

必
要

な
流

量
や

揚
程

を
確

認

し
て

い
る

。
 

・
 

弁
作

動
試

験
に

よ
り

，
系

統
構

成
が

適
切

に
な

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 【日
常

管
理

】 
・
 

自
動

起
動

に
係

る
論

理
回

路
に

つ
い

て
は

，
中

央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し

て
い

る
。

 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

弁
動

作
検

査
（②

） 
・
 

L
O

C
A

信
号

の
発

信
に

よ
り

R
H

R
注

入
弁

が
1
2

秒
以

内
に

全
閉

か
ら

全
開

と
な

る
こ

と
 

・
 

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

弁
が

全
閉

か
ら

全
開

す

る
こ

と
 

【定
期

試
験

】 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
手

動
起

動
試

験
（
１

回

／
月

） 

残
留

熱
除

去
系

電
動

弁
，

テ
ス

タ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

キ

弁
作

動
試

験
（１

回
／

月
） 

 

＜
判

定
基

準
＞

 

・
 

R
H

R
注

入
弁

，
試

験
可

能
逆

止
弁

，
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
弁

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
弁

及
び

残
留

熱
除

去
系

テ
ス

ト
バ

イ

パ
ス

弁
が

開
す

る
こ

と
 

（R
H

R
注

入
弁

は
12

秒
以

内
） 

・
 

動
作

確
認

後
，

動
作

確
認

に
際

し
て

作
動

し

た
弁

の
開

閉
状

態
及

び
主

要
配

管
が

満
水

で
あ

る
こ

と
 

＜
差

異
な

し
＞
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実
条

件
性
能
（

許
認

可
要
求
事

項
）

の
整

理
に
つ

い
て
（
日

本
原

電
：

東
海
第

二
発
電
所

）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
添
付
資

料
１
 

 

系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（許
認

可
要

求
事

項
） 

定
期

事
業

者
検

査
等

 

（判
定

基
準

） 

月
例

等
試

験
 

（判
定

基
準

） 

「実
条

件
性

能
確

認
」適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

確
認

と
の

差
異

 
実

条
件

性
能

確
認

評
価

 

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

 

 (4
7

条
) 

冷
却

材
喪

失
事

故
後

，
再

結
合

装

置
を

作
動

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

，
格

納
容

器
内

の
水

素
濃

度
を

４
vo

l％
未

満
又

は
酸

素
濃

度
を

５
vo

l％
未

満
に

維
持

し
，

可
燃

限
界

に
達

し
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

①
機

能
要

求
時

に
起

動
す

る
こ

と
。

 

②
機

能
要

求
時

に
系

統
構

成
さ

れ
る

こ
と

。
 

③
運

転
状

態
が

要
求

機
能

を
満

足

し
て

い
る

こ
と

。
 

 原
子

炉
設

置
（
変

更
）許

可
申

請
書

添
付

書
類

八
 

系
統

設
計

流
量

：
約

25
5N

m
3 /

h/

基
 

再
結

合
器

内
ガ

ス
：7

18
℃

に
制

御
 

昇
温

検
査

（①
，

③
） 

・
再

結
合

器
内

ガ
ス

温
度

が
温

度
制

御
点

64
9℃

（設
計

値
）に

到
達

す
る

時
間

が
3

時
間

以
内

で
あ

る
こ

と
 

・
再

結
合

器
内

ガ
ス

温
度

が
安

定
し

た
時

点
に

お
い

て
，

再
結

合
器

内
ガ

ス
温

度
が

64
9
±

13
℃

（
設

計
値

）
，

入
口

ガ
ス

流
量

が
25

5
±

8 

m
3
 [

N
]/

h
（
設

置
許

可
）
，

再
循

環
ガ

ス
流

量
が

34
0±

8 
m

3
 [

N
]/

h（
設

置
許

可
）で

あ
る

こ
と

 

 主
要

機
器

動
作

確
認

検
査

（①
，

③
） 

・
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
の

運
転

に
必

要
な

主
要

弁
，

ブ
ロ

ワ
，

ヒ
ー

タ
が

昇
温

検
査

に
合

わ

せ
作

動
す

る
こ

と
 

  

【定
期

試
験

】 

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

常
温

運
転

試
験

（
１

回
／

月
） 

 ＜
判

定
基

準
＞

 

・
 

入
口

ガ
ス

流
量

：2
55

±
8 

m
3
 [

N
]/

h 

・
 

再
循

環
ガ

ス
流

量
：3

40
±

8 
m

3  
[N

]/
h 

・
 

F
C

S
ブ

ロ
ワ

が
起

動
す

る
こ

と
 

・
 

F
C

S
系

隔
離

弁
が

開
す

る
こ

と
 

○
昇

温
試

験
【月

例
等

】 

下
記

の
と

お
り

，
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 

・
加

熱
菅

（
配

管
）
へ

の
熱

疲
労

の
蓄

積
に

よ
る

設

備
損

傷
リ

ス
ク

上
昇

に
よ

り
原

子
力

安
全

に
影

響

あ
り

。
 

 ○
定

量
的

な
判

定
基

準
【月

例
等

】 
 

・左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

実
条

件
性

能
に

対
し

て
は

以
下

の
と

お
り

。
 

 【定
事

検
】 

・
原

子
炉

停
止

時
に

実
施

す
る

定
事

検
で

の
昇

温
試

験
に

よ
り

，
事

故
時

条
件

を
模

擬
し

た
上

で
系

統
に

要
求

さ
れ

る
性

能
及

び
運

転
状

態
を

確
認

し
て

い

る
。

 

 【月
例

試
験

】 

・
ブ

ロ
ア

起
動

試
験

に
よ

り
，

必
要

な
流

量
等

を
確

認

し
て

い
る

が
，

必
要

な
判

断
項

目
を

社
内

規
程

に
明

確
化

す
る

。
 

・弁
作

動
試

験
に

よ
り

，
系

統
構

成
が

適
切

に
な

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

・昇
温

し
た

状
態

で
の

試
験

は
実

施
し

て
い

な
い

が
，

電
気

ヒ
ー

タ
に

つ
い

て
は

，
耐

熱
耐

食
性

の
高

い
材

料
を

使
用

し
，

機
密

性
が

保
た

れ
た

構
造

と
な

っ
て

い
る

こ
と

及
び

点
検

時
に

は
絶

縁
抵

抗
測

定
を

実
施

し
健

全
性

を
確

認
し

て
い

る
こ

と
か

ら
，

こ
れ

ら
は

プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
中

に
急

激
に

進
行

す
る

劣
化

事
象

で
は

な
く

，
定

事
検

で
の

昇
温

試
験

に
よ

り
十

分
に

健
全

性
を

担
保

で
き

る
と

考
え

る
。

 

 【日
常

管
理

】 

・
除

湿
目

的
と

し
て

ヒ
ー

タ
に

よ
り

常
時

昇
温

さ
れ

て
お

り
，

加
熱

器
（
電

気
ヒ

ー
タ

）
の

絶
縁

低
下

を
防

止
し

て
い

る
。

 

・
中

央
制

御
室

で
の

日
常

監
視

（
警

報
発

報
の

有
無

等
）に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

          

冷
却

器
冷

却
水

元
弁

動
作

検
査

（②
） 

・冷
却

器
冷

却
水

元
弁

が
全

開
す

る
こ

と
 

59



実
条

件
性
能
（

許
認

可
要
求
事

項
）

の
整

理
に
つ

い
て
（
日

本
原

電
：

東
海
第

二
発
電
所

）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
添
付
資

料
１
 

 

系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（許
認

可
要

求
事

項
） 

定
期

事
業

者
検

査
等

 

（判
定

基
準

） 

月
例

等
試

験
 

（判
定

基
準

） 

「実
条

件
性

能
確

認
」適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

確
認

と
の

差
異

 
実

条
件

性
能

確
認

評
価

 

中
央

制
御

室
非

常
用

換
気

空
調

系
 

 (5
7

条
) 

事
故

時
に

運
転

員
が

中
央

制
御

室

に
接

近
し

，
又

は
と

ど
ま

り
，

プ
ラ

ン

ト
の

必
要

な
運

転
操

作
を

行
え

る

雰
囲

気
環

境
を

維
持

で
き

る
よ

う
，

中
央

制
御

室
非

常
用

換
気

空
調

系

を
設

け
る

こ
と

。
 

中
央

制
御

室
非

常
用

換
気

空
調

系

に
は

，
設

置
（
変

更
）
許

可
申

請
書

添
付

書
類

八
に

記
載

さ
れ

る
よ

う

素
除

去
効

率
を

維
持

し
て

い
る

こ

と
。

 

 ①
機

能
要

求
時

に
自

動
起

動
す

る

こ
と

。
 

②
機

能
要

求
時

に
系

統
構

成
さ

れ

る
こ

と
。

 

③
運

転
状

態
が

要
求

機
能

を
満

足

し
て

い
る

こ
と

。
 

系
統

よ
う

素
除

去
効

率
：9

7%
以

上
 

自
動

起
動

検
査

（①
，

②
） 

・
原

子
炉

建
屋

換
気

系
放

射
能

高
の

信
号

を
模

擬
的

に
発

信
し

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

排
風

機
が

自
動

起
動

し
，

非
常

用
循

環
系

に
切

り
替

わ
る

こ
と

 

   

－
 

     

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例

等
】 

下
記

理
由

に
よ

り
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 

・
試

験
の

た
め

の
論

理
回

路
の

一
部

除
外

等
に

よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
が

あ
る

。
 

 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
実

条
件

性
能

確
認

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【定
事

検
】 

・
原

子
炉

停
止

中
に

定
事

検
に

お
い

て
M

C
R

隔
離

信
号

に
て

中
央

制
御

室
換

気
空

調
系

が
非

常
用

循

環
系

に
切

り
替

わ
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

 

【日
常

管
理

】 

・
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

運
転

性
能

検
査

（③
） 

・
中

央
制

御
室

通
常

換
気

系
送

風
機

及
び

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系
排

風
機

の
運

転
状

態

を
確

認
し

，
振

動
，

異
音

，
異

臭
が

な
い

こ
と

 

 隔
離

弁
動

作
検

査
（①

，
②

） 

・
自

動
起

動
検

査
に

お
い

て
閉

止
し

た
隔

離
弁

が
，

自
動

起
動

信
号

解
除

後
に

開
に

な
る

こ
と

 

 

【定
例

試
験

】 

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系
手

動
起

動
試

験

（１
回

／
月

）：
（電

力
自

主
） 

＜
保

安
規

定
要

求
区

分
に

変
更

予
定

＞
 

 ＜
判

定
基

準
＞

 

・中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系
排

風
機

の
運

転

状
態

に
異

常
が

な
い

こ
と

 

・
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

ダ
ン

パ
が

動
作

す
る

こ
と

 

＜
差

異
な

し
＞

 

た
だ

し
，

自
主

試
験

 

月
例

試
験

は
自

主
試

験
で

あ
る

た
め

保
安

規
定

要

求
へ

変
更

す
る

。
 

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ
性

能
検

査
（
よ

う
素

除
去

効
率

測
定

，
漏

え
い

率
測

定
）（

③
） 

・
活

性
炭

フ
ィ

ル
タ

の
よ

う
素

除
去

効
率

及
び

漏

え
い

率
を

測
定

し
，

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ
の

総
合

除

去
効

率
が

90
%以

上
で

あ
る

こ
と

 

（原
子

炉
施

設
保

安
規

定
） 

 

－
 

○
フ

ィ
ル

タ
性

能
検

査
【月

例
等

】 

下
記

理
由

に
よ

り
，

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

・
性

能
検

査
に

は
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

開
放

が
必

要
で

あ
る

た
め

，
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可

能
性

が
あ

る
。

 

・
フ

ィ
ル

タ
性

能
は

試
験

用
サ

ン
プ

ル
を

使
用

し
試

験
を

行
う

も
の

で
あ

り
，

運
転

中
に

月
例

等
で

試
験

を
実

施
す

る
と

サ
ン

プ
ル

が
無

く
な

り
評

価
が

困
難

と
な

る
。

 

 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
実

条
件

性
能

確
認

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【定
事

検
】 

・フ
ィ

ル
タ

は
静

的
機

器
で

あ
る

こ
と

，
試

運
転

時
に

は
フ

ィ
ル

タ
を

劣
化

さ
せ

る
有

機
溶

剤
等

の
仕

様
を

制
限

し
た

上
で

実
施

す
る

こ
と

等
の

管
理

に
よ

り
，

著
し

く
劣

化
す

る
こ

と
は

想
定

さ
れ

て
い

な
い

。
 

・フ
ィ

ル
タ

性
能

は
試

験
用

サ
ン

プ
ル

を
使

用
し

試
験

を
行

う
も

の
で

あ
り

，
原

子
炉

停
止

時
に

実
施

す
る

定
事

検
に

て
性

能
を

担
保

し
て

い
る

。
 

 【日
常

管
理

】 
上

記
の

管
理

に
よ

り
健

全
性

を
確

認
し

て
い

る
。

 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

い
て

い
る

と
整

理
し

て
い

る
。
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実
条

件
性
能
（

許
認

可
要
求
事

項
）

の
整

理
に
つ

い
て
（
日

本
原

電
：

東
海
第

二
発
電
所

）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
添
付
資

料
１
 

 

系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（許
認

可
要

求
事

項
） 

定
期

事
業

者
検

査
等

 

（判
定

基
準

） 

月
例

等
試

験
 

（判
定

基
準

） 

「実
条

件
性

能
確

認
」適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

確
認

と
の

差
異

 
実

条
件

性
能

確
認

評
価

 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
そ

の
１

 

 （6
0

条
) 

冷
却

材
喪

失
事

故
が

発
生

し
，

か

つ
，

外
部

電
源

が
喪

失
し

た
場

合

に
も

，
工

学
的

安
全

施
設

を
作

動
さ

せ
原

子
炉

を
停

止
す

る
た

め
に

必

要
な

電
力

を
供

給
す

る
。

 

原
子

炉
設

置
（
変

更
）許

可
申

請
書

の
安

全
解

析
に

お
け

る
自

動
起

動

時
間

以
内

に
起

動
し

，
工

事
計

画

書
記

載
の

出
力

等
が

担
保

さ
れ

て

い
る

こ
と

。
 

運
転

性
能

検
査

 

・L
O

C
A

信
号

又
は

L
O

P
A

信
号

の
発

信
に

よ

り
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
自

動
起

動

し
，

10
秒

以
内

に
電

圧
が

確
立

す
る

こ
と

 

 ・D
/G

の
運

転
状

態
は

以
下

を
満

足
す

る
こ

と
 

機
関

回
転

速
度

(r
pm

)：
42

9±
10

 

機
関

出
口

冷
却

水
温

度
(℃

)：
75

以
下

 

機
関

出
口

潤
滑

油
温

度
(℃

)：
65

以
下

 

機
関

入
口

潤
滑

油
圧

力
(M

P
a)

：0
.3

9
以

上
 

発
電

機
電

圧
(V

)：
69

00
±

34
5 

 
 

発
電

機
周

波
数

(H
z)

：5
0±

1.
0 

振
動

，
異

音
，

異
臭

，
漏

え
い

が
な

い
こ

と
 

（工
事

計
画

書
及

び
設

計
値

） 

【定
例

試
験

】 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
手

動
起

動
試

験

（１
回

／
月

） 

 ＜
判

定
基

準
＞

 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

待
機

状
態

か
ら

始
動

し
，

非
常

用
高

圧
母

線
に

並
列

し
て

定
格

出
力

で
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

 

 以
下

を
満

足
す

る
こ

と
 

な
お

，
H

P
C

S
D

/G
は

カ
ッ

コ
で

示
す

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

電
力

：
定

格
出

力
5.

2M
W

（2
.8

M
W

） 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

電
圧

：
無

負
荷

運
転

時

69
00

±
34

5V
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

周
波

数
：
無

負
荷

運
転

時
 

50
.0

±
1.

0H
z 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

デ
イ

タ
ン

ク
レ

ベ
ル

：

12
80

m
m

以
上

（1
30

0m
m

以
上

） 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例

等
】 

下
記

理
由

に
よ

り
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ

と
は

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 

・
試

験
の

た
め

の
論

理
回

路
の

一
部

除
外

等
に

よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
あ

り
。

 

・
左

記
確

認
を

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
実

条
件

性
能

確
認

に
対

し
て

は
下

記
の

と
お

り
。

 

 【定
事

検
】 

・
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

を
実

施
し

て
い

る
。

 

 【月
例

等
】 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

負
荷

運
転

試
験

に
よ

り
，

必
要

な
電

力
や

周
波

数
等

を
確

認
し

て
い

る
。

 

 【日
常

管
理

】 

・
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

 

61



 

 

添付資料２ 

 
原子炉隔離冷却系に係る原子炉起動時の LCO 適用に関する明確化について 

 

１．変更概要 

保安規定 41 条の原子炉隔離冷却系（RCIC）における運転上の制限（LCO）について，原子炉圧力が

1.03MPa より適用されるよう規定されているが，原子炉圧力 1.03MPa かつ RCIC の機能確保の時点より

適用されるよう記載を明確化することとする。 

 
（原子炉隔離時冷却系） 

第４１条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（起動及び高温停止では，原子炉圧力が

1.03MPa[gage]以上かつ原子炉起動時に実施する運転確認終了後）において，原子炉隔離時冷却系は，

表４１－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

 
２．変更理由 

RCIC は，原子炉から発生した主蒸気を駆動源としているため，原子炉起動後に原子炉圧力が一定の

値以上にならないと機能確認出来ないという設備特性を持つ。現在，RCIC の LCO の設定としては原子

炉圧力 1.03MPa より適用することとしているが，これは RCIC の設計上の運転可能領域を踏まえて設

定している。 

RCIC については定事検停止時において点検・補修等の保全活動を行い，保全活動の最終的な検証と

して原子炉起動時に試運転を行い，運転側へ引き渡されるものとなる（図１参照）。 

よって，RCIC については試運転により機能が確認されるまでは運転管理段階ではないため，LCO の

適用についても機能確認後から適用と整理することが適切である。（原子炉起動時以外でも試運転が

可能な設備は，基本的には機能確認後，LCO が適用される。（図２参照）） 

現状の保安規定条文上では，RCIC の機能確認有無によらず，原子炉圧力が 1.03MPa に到達した時点

で LCO が適用されるよう記載されていることから，今後は，試運転（サーベイランス含む）が完了し，

RCIC としての機能が確認された時点から LCO を適用する運用とするよう記載を適正化する。（原子炉

圧力 1.03MPa にて RCIC サーベイランスを実施する記載は現状のままであり，規定圧力に到達後，速

やかに機能確認を行う。） 

なお，PWR における蒸気駆動ポンプ（タービン動補助給水ポンプ）についても同様な整理としてい

る。 

また，設置許可では，原子炉隔離時冷却系に対する運転可能な圧力範囲についての記載があり，原

子炉圧力が高い状態における注水手段となっている。原子炉冷却材喪失事故では，原子炉圧力が高い

小破断時における注水手段であり，運転可能圧力付近において，試運転が終了し原子炉隔離時冷却系

の健全性が確認されるまで LCO が適用されない期間を設けたとしても，上流規制と整合する。 

なお，米国では，適用モード（原子炉の規定圧力到達時）から 12 時間の間，LCO を適用しなくても

よい旨が規定されており，その期間においてサーベイランスが実施されている。 
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図１：RCIC に係る LCO 適用概念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２：RCIC 以外の基本的な LCO 適用概念 

 
 

以 上 

保全活動 
結果確認 

（1.03MPa 試運転）

炉圧 1.03MPa 到達 

運転上の制限適用期間 
（1.03MPa かつ RCIC 機能確認後～） 

RCIC 機能確保 

定事検停止 

RCIC に係る保全活動 
（分解・点検手入れ）

1.03MPa 試運転完了⇒RCIC 機能確保 
：保守⇒運転へ引き渡し※⇒運転管理段階へ移行（LCO 適用） 

※RCIC 試運転は原子炉起動後にし

か実施できず起動操作の一部とし

て実施しているため，実施時は保守

と運転両者の確認となる。 

当該設備機能確保

運転上の制限適用期間 
保全活動 
結果確認 
（試運転） 

保全活動 

試運転完了⇒当該設備機能確保 
：保守⇒運転へ引き渡し⇒運転管理段階へ移行（LCO時期により適用開始）

定事検停止 定事検停止 

定事検停止 
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（余白）



 

資料③－２ 

 

 

敦賀発電所 

サーベイランスの実施方法について 

（実条件性能確認） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2020 年 8月 18日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
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実条件性能および定期試験等における確認行為の対応関係について 

 

１．実条件性能確認一覧表の整理について 

許認可に基づく要求事項（実条件性能）の確認範囲のイメージと，定期検査時に実施する定期試験お

よび月例にて実施する定例試験等にて確認する範囲の対応について整理した。 

許認可に基づく要求事項と定期試験における確認項目の比較（抜粋） 
（例 非常用炉心冷却系（高圧注水系のみ記載）） 

 
    確認範囲の対応イメージ 

系統名 
実条件性能 

（許認可要求事項） 
定期事業者検査等 月例等試験 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認との差異 実条件性能確認評価 

非 常 用

炉 心 冷

却系 

（251 条） 
高圧注入系は，原子

炉冷却材喪失等の

想定事象が発生した

場合に原子炉設置

（変更）許可申請書

にて要求する機能を

満足していること。 

 

①機能要求時に自

動起動すること 

②機能要求時に適

切に系統構成される

こと 

③運転性能が要求

機能を満足している

こと 

 

【要求値（工事計画

書）】 

充てん／高圧注入ポ

ンプ 

揚程：840m 以上 

容量：125m3/h 以上 

 

（以下省略） 

－ 

 

－ 

 

○原子炉への実注入試験【定事検/月例

等】 

以下のとおり，原子炉運転中に実施する

ことは原子力安全上困難と考える。 

①ほう酸水（燃料取替用水タンク水）注

入による出力の変動 

②系統圧力上昇による LOCA の誘発 

（以下省略） 

・フルフローテストラインを用いたポンプ起動試

験により，必要な流量，揚程を確認している。ま

た，電動弁の作動確認も実施し，系統構成が適

切になされることを確認すること及び中央制御

室での日常監視により健全性を確認することで

担保している。  

＜高圧注入系＞ 

(1) 運 転 性 能 検 査

（③） 

高圧注入系の機能

に必要な揚程，容量

のもとで充てん／高

圧注入ポンプ，高圧

注 入 ポ ン プ を 運 転

し，運転状態が次を

満足すること。 

（ポンプ） 

充てん／高圧注入ポ

ンプ          

揚程［m］：840 以上

であること(工事計画

書） 

容量［m3/h］：127 以

上であること（工事計

画書の安全注入時

定格値の燃料取替

用 水 タ ン ク 水 温 度

27℃における密度補

正値） 

（以下省略） 

【定例試験】 

充てん／高圧注入ポンプ

起動試験（１回／月） 

 

＜判定基準＞ 

・入口圧力 

・出口圧力 

・運転状態※：異常がな

いこと（異音，異臭，振

動，漏えい等） 

※振動データを採取（判

定基準あり） 

 

○原子炉運転中におけるフルフローライ

ンでの運転【月例等】 

以下のとおり，原子炉運転中に実施する

ことは原子力安全上困難と考える。 

系統構成上実施は困難であるが，仮に

実施した場合， 

①燃料取替用水タンク水の原子炉注入

による出力変動 

②封水注入流量の変動によるＲＣＰへの

影響大 

 

○定量的な判定基準【月例等】 

左記確認を原子炉運転中に実施することは困

難であることから実条件性能確認に対しては下

記のとおり。 

【定事検】 

・フルフローテストラインを用いた起動試験によ

り，必要な流量，揚程を確認している。また，電

動弁の作動確認も実施し，系統構成が適切にな

されることを確認することで担保している。 

【月例試験】 

・原子炉運転中におけるフルフローテストライン

を用いた起動は，ほう酸水注入による出力変動

及びＲＣＰへの封水注入の影響があることから，

月例試験ではミニマムフローでの起動試験を実

施し，必要な判断項目を明確化する。 

【日常管理】 

・事故信号を模擬した自動起動試験について

は，試験を実施するために他の機器が起動しな

いよう論理回路の一部を除外等する必要があ

り，実際の機能要求時に正常に機能しない恐れ

があることから，安全上実施すべきではない。こ

のため，自動起動に係る論理回路については，

中央制御室での日常監視により健全性を確認し

ている。（以下省略） 

Ｃ の範囲 

D の範囲 
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上記イメージのとおり，設置許可や技術基準にて要求される設備の性能を担保するための行為

として，定期検査時に実施する設備の保全及び定期試験にて確認を実施している。 

また，運転期間における設備の動作可能性の確認行為として，合理的に可能な範囲において日

常管理としての盤面監視および巡視点検，月例で実施する定期試験にて確認しており，設備の信

頼性を担保している。 

 

２．実条件性能（許認可要求事項）の整理について 

 非常用炉心冷却系を代表例として，許認可に基づく要求事項（実条件性能）を整理した。 

 なお，設計要件としては，安全機能に関する設計要件，信頼性に関する設計要件（耐震性など）

があるが，実条件性能としては，安全機能に関する設計要件を確認することとする。 

 非常用炉心冷却系に係る安全機能に関する準拠すべき設計要件については，安全設計審査指針

及び技術基準により整理している。（敦賀発電所２号機については現在新規制基準未適合炉であ

ることから，旧基準に対する整理とする） 

 

 〇安全設計審査指針 指針２５ 非常用炉心冷却系 

 

 なお，上記設計要件においては，安全機能が要求される。 

・炉心冷却機能 

 

上記要求機能は，系統毎の設計方針に基づき設備仕様（工事計画書）を定めることに加えて，

原子炉施設全体としての安全解析（設置許可）を行うことで確認している。 

 

非常用炉心冷却系統（高圧及び低圧注入系）においては，当該設備として，充てん／高圧注入

ポンプ，高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプを備えている。 

これらの機能の確認については，技術基準に基づく定期事業者検査等で確認されており，ポン

プ性能については，設置許可，工事計画における記載値等（プラントによっては設置許可の解析

を元にした値）を満足することで確認している。 

具体的には，炉心冷却機能については，非常用炉心冷却系（高圧及び低圧注入系）の運転状態

を確認し，必要な注水機能が確保できること，及び非常用炉心冷却系（高圧及び低圧注入系）の

弁が正常に動作し必要な注入経路が確保できることを確認することにより，上記機能に係る健全

性を確認している。 

なお，高圧及び低圧注入系ポンプの動作時間については，所定時間内に自動起動することを別

途非常用予備発電装置機能検査により確認している。 

 

以上より，実条件性能（許認可要求）を次のとおりとりまとめた。 

【実条件性能（許認可要求）】 

《高圧注入系》 

高圧注入系は，原子炉冷却材喪失等の想定事象が発生した場合に原子炉設置（変更）許可申請

書にて要求する機能を満足していること。 

①機能要求時に自動起動すること 

②機能要求時に適切に系統構成されること 

③運転性能が要求機能を満足していること 

（要求値（工事計画書））     （要求値（安全解析に基づく評価値）） 

 充てん／高圧注入ポンプ         高圧注入ポンプ 

容量：125m3/h 以上        容量：147m3/h 以上 

揚程：840m 以上         揚程：482m 以上 
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《低圧注入系》 

低圧注入系は，原子炉冷却材喪失等の想定事象が発生した場合に原子炉設置（変更）許可申請

書にて要求する機能を満足していること。 

①機能要求時に自動起動すること 

②機能要求時に適切に系統構成されること 

③運転性能が要求機能を満足していること 

（要求値（工事計画書）） 

 余熱除去ポンプ 

容量：681m3/h 以上 

揚程：107m 以上 
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【参考：安全設計審査指針（抜粋）】 

指針２５ 非常用炉心冷却系 

１．非常用炉心冷却系は，想定される配管破断等による原子炉冷却材喪失に対して，燃料の重大

な損傷を防止でき，かつ，燃料被覆の金属と水との反応を十分小さな量に制限できる設計で

あること。 

２．非常用炉心冷却系は，その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え，外部電源が利用で

きない場合においても，その系統の安全機能が達成できるように，多重性又は多様性及び独

立性を備えた設計であること。 

３．非常用炉心冷却系は，定期的に試験及び検査ができるとともに，その健全性及び多重性の維

持を確認するため，独立に各系の試験及び検査ができる設計であること。 

 

 

【参考：技術基準（抜粋）】 

(非常用炉心冷却設備) 

第１７条 原子力発電所には，非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。 

２ 非常用炉心冷却設備は，次の機能を有するものでなければならない。 

一 燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇す

ることを防止できるものであること。 

二 燃料被覆管と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。 

３ 非常用炉心冷却設備は，原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却

材中の異物の影響につき想定される最も厳しい条件下においても，正常に機能する能力を有

するものでなければならない。 

４ 非常用炉心冷却設備は，その能力の維持状況を確認するため，原子炉の運転中に試験ができ

るように施設しなければならない。 
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３．月例試験（ミニマムフロー）の実条件性能評価について 

 

 各ポンプの月例試験において，運転性能が維持されていること（定期事業者検査にて確認した

技術基準に適合している状態が保たれていること）を以下の実条件性能評価をもって実施する。 

 

実条件性能評価は，現行の月例試験時に実施している運転状態の確認（異常な振動，異音，異

臭，漏れ等がないこと）に加え，月例試験記録（出入口圧力等）とその過去記録を比較し，有意

な低下がないことをもって判定する。（具体的な評価方法案については添付資料１参照） 

 

なお，ポンプ性能が低下する主な要因としては，インペラの損傷，摩耗およびウェアリング隙

間の増大が考えられるが，これらは適切な設備保全サイクルにより管理していることおよび要求

される運転性能を定期事業者検査にて確認していることから，運転期間における性能維持の確認

は，上記の月例試験時の判定をもって判断することが可能と考える。 

 
 

 
〇〇月 △△月 □□月  ◇◇月 ▽▽月 ●●月 

定事検 
（フルフロー記録） 

 

     定事検 
（フルフロー記録） 

 

 

月例・試運転等 
（ミニフロー記録） 

月例 
（ミニフロー記録）

月例 
（ミニフロー記録）

 月例 
（ミニフロー記録） 

月例 
（ミニフロー記録） 

月例・試運転等
（ミニフロー記録） 

 
 
 

記録採取と評価イメージ（フルフロープラント） 
 
 
 

〇〇月 △△月 □□月  ◇◇月 ▽▽月 ●●月 

定事検 
（ミニフロー記録） 

 

     定事検 
（ミニフロー記録） 

 

 

月例・試運転等 
（ミニフロー記録） 

月例 
（ミニフロー記録）

月例 
（ミニフロー記録）

 月例 
（ミニフロー記録） 

月例 
（ミニフロー記録） 

月例・試運転等
（ミニフロー記録） 

 
※フルフロー記録については，工場試験データ等より評価を実施する。 

 
 

記録採取と評価イメージ（ミニフロープラント） 
 
  

次サイクル 

 ミニマムフロー記録により，

性能維持を確認 

当該サイクル 

 
要求される性能を運転期間維持

できることは，設備保全および定

事検にて担保。 

当該サイクル 次サイクル 

 ミニマムフロー記録により，

性能維持を確認 

 
要求される性能を運転期間維持

できることは，設備保全および定

事検にて担保。 

70



 

４．保安規定への反映事項 

保安規定全条文において，前述「１．」の整理を行ったところ，保安規定第２５１条（第２５２

条）（非常用炉心冷却系）及び２５６条（原子炉格納容器スプレイ系）について，サーベイランス

（月例等試験）として実条件性能確認行為に差異が確認されたことから，下記のとおり記載の充

実化を行った。（詳細については添付資料２参照） 

 
（非常用炉心冷却系 －モード１，２および３－） 

第 ２５１条（第２５２条（非常用炉心冷却系 －モード４－）についても同様に追加） 

（中略） 

２．非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

(1) 運転管理グループマネージャーは，定期事業者検査時に，高圧注入ポンプ，充てん/高圧注入ポ

ンプ及び余熱除去ポンプを起動させ，異常な振動，異音，異臭，漏えいがないこと，及び表２５

１－２で定める事項を確認し，その結果を発電長（２号炉担当）に通知する。 

(2) 運転管理グループマネージャーは，定期事業者検査時に，高圧注入系及び低圧注入系の自動作動

弁が，模擬信号により正しい位置へ作動することを確認し，その結果を発電長（２号炉担当）に通

知する。 

（中略） 

(6) 発電長（２号炉担当）は，モード１，２及び３において，１ヶ月に１回，２台の高圧注入ポン

プ，２台の充てん/高圧注入ポンプ及び２台の余熱除去ポンプについて，ポンプを起動し，動作可

能であることを確認する※１。また，確認する際に操作した弁については，正しい位置に復旧して

いることを確認する。 

(7) 発電長（２号炉担当）は，モード１，２及び３において，１ヶ月に１回，非常用炉心冷却系の

弁の開閉確認を行い，弁の動作に異常のないこと，確認する際に操作した弁が，正しい位置に復

旧していることを確認する。 

 

（中略） 

 

（原子炉格納容器スプレイ系） 

第 ２５６ 条 モード１，２，３及び４において，原子炉格納容器スプレイ系は，表２５６－１で定め

る事項を運転上の制限とする。 

(1) 運転管理グループマネージャーは，定期事業者検査時に，原子炉格納容器スプレイポンプを起

動させ，異常な振動，異音，異臭，漏えいがないこと，及び表２５６－３に定める事項を確認

し，その結果を発電長（２号炉担当）に通知する。 

(2) 電気・制御グループマネージャーは，定期事業者検査時に，原子炉格納容器スプレイポンプ

が，模擬信号により起動することを確認し，その結果を発電長（２号炉担当）に通知する。 

（中略） 

(6) 発電長（２号炉担当）は，モード１，２，３及び４において，１ヶ月に１回，２台の原子炉格

納容器スプレイポンプについて，ポンプを起動し，動作可能であることを確認する。また，確認

する際に操作した弁については，正しい位置に復旧していることを確認する。 

(7) 発電長（２号炉担当）は，モード１，２，３及び４において，１ヶ月に１回，原子炉格納容器

スプレイ系の弁の開閉確認を行い，弁の動作に異常のないこと，確認する際に操作した弁が，正

しい位置に復旧していることを確認する。 

以 上 

 
５．添付資料 

添付資料１：月例試験における性能評価方法フロー案 

添付資料２：実条件性能（許認可要求事項）の整理について  
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添付資料１ 
月例試験における性能評価方法フロー案 
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計

画
書

の
安

全
注

入
時

定
格

値
の

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

温
度

２
７

℃
に

お
け

る
密

度
補

正
値

） 

 高
圧

注
入

ポ
ン

プ
 

揚
程

［
m

］：
48

2
以

上
で

あ
る

こ
と

 

（
安

全
解

析
に

基
づ

く
評

価
値

） 
容

量
［
m

3/
h］

：
14

9
以

上
で

あ
る

こ
と

 
（
安

全
解

析
に

基
づ

く
評

価
値

の
燃

料
取

替
用

水

タ
ン

ク
水

温
度

2
7℃

に
お

け
る

密
度

補
正

値
） 

 振
動

：振
動

値
が

判
定

基
準

以
下

で
あ

る
こ

と
 
 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

 （
系

） 
漏

え
い

：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

機
器

（
ポ

ン

プ
，

配
管

，
弁

等
）
よ

り
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

 
ポ

ン
プ

軸
封

部
に

つ
い

て
は

漏
え

い
が

な
い

か
，

滴
下

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 

 

【
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

起
動

試
験

】
（１

回
／

月
） 

 入
口

圧
力

 ：
 0

.2
0
～

0
.2

5
M

P
a 

出
口

圧
力

 ：
 1

7
.8

～
1
9.

1
M

P
a 

運
転

状
態

※
：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏

え
い

等
） 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
配

管
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

※
振

動
デ

ー
タ

を
採

取
（
判

定
基

準
あ

り
） 

漏
え

い
：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

配
管

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

。
ポ

ン
プ

軸
封

部
に

つ
い

て
は

漏

え
い

が
な

い
か

，
滴

下
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

構
成

：試
験

後
弁

状
態

が
，

正
し

い
位

置
に

あ
る

こ
と

 
  【
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

起
動

試
験

】（
１

回
／

月
） 

 入
口

圧
力

 ：
 0

.2
4
～

0
.3

1
M

P
a 

出
口

圧
力

 ：
 1

0
.6

～
1
1.

3
M

pa
 

ミ
ニ

フ
ロ

ー
ラ

イ
ン

流
量

 ：
 1

1
～

18
m

3/
h
（参

考
値

） 

運
転

状
態

※
：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
等

） 
異

音
：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動

に
よ

り
配

管
，

付
属

配
管

に
揺

れ
が

な
い

こ
と

 
※

振
動

デ
ー

タ
を

採
取

（
判

定
基

準
あ

り
） 

漏
え

い
：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

配
管

よ
り

漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

ポ
ン

プ
軸

封
部

に
つ

い
て

は
漏

え
い

が
な

い
か

，
滴

下
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

構
成

：試
験

後
弁

状
態

が
，

正
し

い
位

置
に

あ
る

こ
と

 

 

○
原

子
炉

運
転

中
に

お
け

る
フ

ル
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
で

の
運

転
【
月

例
等

】 

以
下

の
と

お
り

，
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 

系
統

構
成

上
実

施
は

困
難

で
あ

る
が

，
仮

に
実

施
し

た
場

合
，

 
①

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

の
原

子
炉

注

入
に

よ
る

出
力

変
動

 
②

封
水

注
入

流
量

の
変

動
に

よ
る

Ｒ
Ｃ

Ｐ
へ

の
影

響
大

 

 ○
定

量
的

な
判

定
基

準
【
月

例
等

】 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能

確
認

に
対

し
て

は
下

記
の

と
お

り
。

 
【
定

事
検

】 
フ

ル
フ

ロ
ー

テ
ス

ト
ラ

イ
ン

を
用

い
た

ポ
ン

プ

起
動

試
験

に
よ

り
，

必
要

な
流

量
，

揚
程

を
確

認
し

て
い

る
。

ま
た

，
電

動
弁

の
作

動
確

認
も

実
施

し
，

系
統

構
成

が
適

切
に

な
さ

れ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

で
担

保
し

て
い

る
。

 
【
月

例
試

験
】 

①
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

起
動

試
験

 

原
子

炉
運

転
中

に
お

け
る

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
を

用
い

た
起

動
は

，
ほ

う
酸

水
注

入
に

よ
る

出
力

変
動

及
び

Ｒ
Ｃ

Ｐ
へ

の
封

水

注
入

の
影

響
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
月

例
試

験
で

は
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

又
は

系
統

へ
の

必
要

流
量

注
入

状
態

で
の

起
動

試
験

を
実

施

し
，

必
要

な
判

断
項

目
を

社
内

規
程

に
明

確
化

す
る

。
 

②
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

起
動

試
験

 

原
子

炉
運

転
中

に
お

け
る

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
を

用
い

た
起

動
は

注
入

ラ
イ

ン
喪

失
に

よ
る

機
能

要
求

時
の

対
応

遅
れ

（
安

全
上

の
リ

ス
ク

増
加

）
等

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

月
例

試
験

で
は

ミ
ニ

マ
ム

フ
ロ

ー
で

の
起

動
試

験
を

実
施

し
，

必
要

な
判

断
項

目
を

社
内

規
程

に
明

確
化

す
る

。
 

【
日

常
管

理
】 

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

つ
い

て
は

，
試

験
を

実
施

す
る

た
め

に
他

の
機

器
が

起
動

し
な

い
よ

う
論

理
回

路
の

一
部

を
除

外
等

す
る

必
要

が
あ

り
，

実
際

の
機

能
要

求
時

に
正

常
に

機
能

し
な

い
恐

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
安

全
上

実
施

す
べ

き
で

は
な

い
。

こ
の

た
め

，
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
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系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

 
 

(2
) 

モ
ー

ド
切

替
弁

動
作

検
査

（
②

） 
 

a
安

全
注

入
信

号
に

よ
り

モ
ー

ド
切

替
す

る
弁

 
安

全
注

入
信

号
に

よ
り

弁
が

全
開

ま
た

は
全

閉
す

る
こ

と
，

及
び

信
号

の
発

信
か

ら
表

示
灯

緑
（
赤

）
消

灯
ま

で
の

時
間

を
測

定
し

，
こ

の
動

作
時

間
に

緑
（
赤

）
表

示
灯

消
灯

か
ら

弁
全

開
ま

た
は

全
閉

ま
で

の
時

間
を

加
え

，

全
開

（
全

閉
）
時

間
を

算
出

し
，

２
２

秒
以

内
で

あ
る

こ
と

。
（
原

子
炉

設
置

許
可

） 
ま

た
弁

の
開

閉
状

態
が

次
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
異

音
：不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

振
動

：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播

振
動

に
よ

り
配

管
，

付
属

機
器

に
揺

れ
が

な
い

こ
と

 
漏

え
い

：
弁

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

 

 
 

b
再

循
環

自
動

切
換

信
号

に
よ

り
モ

ー
ド

切
替

す
る

弁
 

再
循

環
自

動
切

替
信

号
に

よ
り

，
モ

ー
ド

切
替

弁
が

全

開
ま

た
は

全
閉

す
る

こ
と

。
ま

た
弁

の
開

閉
動

作
が

次
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

異
音

：不
規

則
な

音
，

断
続

的
な

音
が

な
い

こ
と

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
機

器
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

漏
え

い
：
弁

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

 
 

 

【
安

全
注

入
系

統
弁

作
動

確
認

】（
１

回
／

月
） 

＜
保

安
規

定
要

求
区

分
に

変
更

予
定

＞
 

 ・
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
が

な
い

こ
と

 
・
試

験
後

弁
状

態
が

，
正

し
い

位
置

に
あ

る
こ

と
 

・
弁

の
動

作
状

態
に

異
常

が
な

い
こ

と
 

・
各

弁
の

動
作

時
間

を
測

定
（参

考
） 

  
○

全
作

動
弁

の
動

作
確

認
【
月

例
等

】 

下
記

の
と

お
り

，
全

て
の

弁
を

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え
る

。
 

①
ほ

う
酸

水
（
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

水
，

ほ
う

酸
注

入
タ

ン
ク

水
）
注

入
に

よ
る

出
力

の
変

動
 

②
充

て
ん

流
量

変
動

に
よ

る
加

圧
器

水
位

の
変

動
を

誘
発

 
③

封
水

注
入

流
量

変
動

に
よ

る
Ｒ

Ｃ
Ｐ

へ

の
影

響
大

 

【
月

例
試

験
】 

安
全

注
入

系
統

弁
作

動
確

認
は

自
主

試
験

で
あ

る
た

め
保

安
規

定
要

求
へ

変
更

す

る
。

 
  

【
非

常
用

予
備

発
電

装
置

機
能

検
査

】 

(3
) 

運
転

性
能

検
査

（①
） 

a.
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

受
電

し
ゃ

断
器

投
入

か
ら

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

電
源

を
求

め
る

機
器

が
次

の

表
に

掲
げ

る
時

間
内

に
負

荷
で

き
る

こ
と

。
 

Ａ
，

Ｂ
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

：
2.

0±
1
.0

(秒
) 

Ａ
，

Ｂ
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

：7
.0

±
2
.0

(秒
) 

―
 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例
等

】 

下
記

の
と

お
り

，
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え
る

。
 

①
試

験
の

た
め

の
論

理
回

路
の

一
部

除

外
等

に
よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
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系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

 
（
25

1
条

） 

低
圧

注
入

系
は

，
原

子
炉

冷
却

材
喪

失
等

の
想

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
原

子
炉

設
置

（
変

更
）
許

可
申

請

書
に

て
要

求
す

る
機

能
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

。
 

 ①
機

能
要

求
時

に
自

動
起

動
す

る
こ

と
 

②
機

能
要

求
時

に
適

切
に

系
統

構

成
さ

れ
る

こ
と

 
③

運
転

性
能

が
要

求
機

能
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

 

【
要

求
値

（工
事

計
画

書
）
】 

 
容

量
：6

81
m

3
/h

以
上

 
 

揚
程

：1
07

m
以

上
 

－
 

－
 

○
原

子
炉

へ
の

実
注

入
試

験
【
定

事
検

/
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 
①

系
統

圧
力

（
1
5.

4
M

P
a
）
＞

吐
出

圧
力

（
約

1
M

P
a）

の
た

め
，

実
注

入
不

可
【
月

例

等
】 

②
溢

水
リ

ス
ク

が
あ

る
た

め
，

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
か

ら
の

実
注

入
不

可
【
定

事

検
】 

定
事

検
に

て
，

余
熱

除
去

ラ
イ

ン
に

よ
り

，
必

要
な

流
量

，
揚

程
を

確
認

し
て

い
る

。
ま

た
，

電
動

弁
の

作
動

確
認

も
実

施
し

，
系

統
構

成
が

適
切

に
な

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

及
び

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

す
る

こ
と

で
で

担
保

し
て

い
る

。
 

 

【
非

常
用

炉
心

冷
却

系
機

能
検

査
】＜

低
圧

注
入

系
＞

 
(1

) 
運

転
性

能
検

査
（③

） 
余

熱
除

去
ポ

ン
プ

を
運

転
し

，
運

転
状

態
が

次
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

（
ポ

ン
プ

） 
容

量
(m

3/
h
)：

6
88

以
上

で
あ

る
こ

と
（
工

事
計

画
書

の
余

熱
除

去
時

定
格

値
の

1
次

冷
却

材
温

度
1
8℃

に
お

け
る

密
度

補
正

値
） 

揚
程

(m
)：

10
7

以
上

で
あ

る
こ

と
（
工

事
計

画
書

） 

振
動

：振
動

値
が

判
定

基
準

以
下

で
あ

る
こ

と
 
 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
（
系

） 
漏

え
い

：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

機
器

（
ポ

ン

プ
，

配
管

，
弁

等
）
よ

り
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

 
ポ

ン
プ

軸
封

部
に

つ
い

て
は

漏
え

い
が

な
い

か
，

滴
下

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 

【
余

熱
除

去
ポ

ン
プ

起
動

試
験

】（
１

回
／

月
） 

 ・
入

口
圧

力
：
0.

25
～

1.
39

M
P

a 

・
出

口
圧

力
：
1.

23
～

2.
65

M
P

a 
・
出

口
流

量
：
10

4
～

1
46

m
3
/h

（
参

考
値

） 
・
運

転
状

態
※

：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏

え
い

等
） 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
配

管
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

※
振

動
デ

ー
タ

を
採

取
（
判

定
基

準
あ

り
） 

漏
え

い
：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

配
管

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

。
ポ

ン
プ

軸
封

部
に

つ
い

て
は

漏

え
い

が
な

い
か

，
滴

下
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

構
成

：試
験

後
弁

状
態

が
，

正
し

い
位

置
に

あ
る

こ
と

 

○
原

子
炉

運
転

中
に

お
け

る
フ

ル
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
で

の
運

転
【
月

例
等

】 
当

該
系

統
に

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
が

な
い

た
め

実
施

不
可

。
 

 ○
定

量
的

な
判

定
基

準
【
月

例
等

】 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【
定

事
検

】 
定

事
検

に
て

，
余

熱
除

去
ラ

イ
ン

に
よ

り
，

必
要

な
流

量
，

揚
程

を
確

認
し

て
い

る
。

ま
た

，
電

動
弁

の
作

動
確

認
も

実
施

し
，

系
統

構
成

が
適

切
に

な
さ

れ
る

こ
と

を
確

認

す
る

こ
と

で
担

保
し

て
い

る
。

 
【
月

例
試

験
】 

 当
該

系
統

に
は

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
が

な
い

た
め

，
月

例
試

験
で

は
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

で
の

起
動

試
験

を
実

施
し

，
必

要
な

判
断

項
目

を
社

内
規

程
に

明
確

化
す

る
。

 
安

全
注

入
系

統
弁

作
動

確
認

は
自

主
試

験
で

あ
る

た
め

保
安

規
定

要
求

へ
変

更
す

る
。

 
 【
日

常
管

理
】 

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

つ
い

て
は

，
試

験
を

実
施

す
る

た
め

に
他

の
機

器
が

起
動

し
な

い
よ

う
論

理
回

路
の

一
部

を
除

外
等

す
る

必
要

が
あ

り
，

実
際

の
機

能
要

求
時

に
正

常
に

機
能

し
な

い
恐

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
安

全
上

実
施

す
べ

き
で

は
な

い
。

こ
の

た
め

，
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し

て
い

る
。

 
 以

上
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

実
条

件
性

能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

 

(2
) 

モ
ー

ド
切

替
弁

動
作

検
査

（
②

） 
a

再
循

環
自

動
切

換
信

号
に

よ
り

モ
ー

ド
切

替
す

る
弁

 

再
循

環
自

動
切

替
信

号
に

よ
り

，
モ

ー
ド

切
替

弁
が

全
開

ま
た

は
全

閉
す

る
こ

と
。

ま
た

弁
の

開
閉

動
作

が
次

を
満

足
す

る
こ

と
。

 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
異

音
：不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

振
動

：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
機

器
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

漏
え

い
：
弁

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

 

【
安

全
注

入
系

統
弁

作
動

確
認

】（
１

回
／

月
） 

＜
保

安
規

定
要

求
区

分
に

変
更

予
定

＞
 

・
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
が

な
い

こ
と

。
 

・
試

験
後

弁
状

態
が

，
正

し
い

位
置

に
あ

る
こ

と
 

・
弁

の
動

作
状

態
に

異
常

が
な

い
こ

と
 

・
各

弁
の

動
作

時
間

を
測

定
（参

考
） 

  

○
全

作
動

弁
の

動
作

確
認

【
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

全
て

の
弁

を
原

子
炉

運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え
る

。
 

①
ほ

う
酸

水
（
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

水
）

注
入

に
よ

る
出

力
の

変
動

 
②

機
能

要
求

時
の

対
応

遅
れ

 

【
非

常
用

予
備

発
電

装
置

機
能

検
査

】 
(1

) 
運

転
性

能
検

査
（①

） 

a.
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

受
電

し
ゃ

断
器

投
入

か
ら

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

電
源

を
求

め
る

機
器

が
次

に
掲

げ
る

時
間

内
に

負
荷

で
き

る
こ

と
。

 

Ａ
，

Ｂ
余

熱
除

去
ポ

ン
プ

：7
.0

±
2
.0

(秒
) 

―
 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例
等

】 

下
記

の
と

お
り

，
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え
る

。
 

①
試

験
の

た
め

の
論

理
回

路
の

一
部

除

外
等

に
よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
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系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

 

（
25

6
条

） 
 

原
子

炉
冷

却
材

喪
失

が
発

生
し

た
場

合
に

必
要

な
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

を
最

高
使

用
圧

力
以

下
に

保

ち
，

か
つ

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

放
出

さ
れ

た
放

射
性

無
機

よ
う

素
を

除
去

す
る

機
能

（
工

事
計

画
書

記
載

値
）
が

発
揮

で
き

る
よ

う
，

原
子

炉
設

置
（
変

更
）
許

可
申

請
書

に
て

要
求

す
る

機
能

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
。

 

 ①
機

能
要

求
時

に
自

動
起

動
す

る
こ

と
 

②
機

能
要

求
時

に
適

切
に

系
統

構
成

さ
れ

る
こ

と
 

③
運

転
性

能
が

要
求

機
能

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
 

【
要

求
値

（工
事

計
画

書
）
】 

揚
程

：1
7
5m

以
上

 

容
量

：1
2
00

m
3
/h

以
上

 

－
 

－
 

○
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
に

よ
る

実
ス

プ
レ

イ

試
験

【定
事

検
/
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 

①
格

納
容

器
内

機
器

類
の

設
備

保
護

 
【
定

事
検

，
月

例
等

】 

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
を

用
い

た
ポ

ン
プ

起
動

試
験

に
よ

り
，

必
要

な
流

量
，

揚
程

を
確

認
し

て
い

る
。

ま
た

，
電

動
弁

の
作

動
確

認
も

実

施
し

，
系

統
構

成
が

適
切

に
な

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

及
び

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

す
る

こ
と

で
で

担

保
し

て
い

る
。

 

【
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

系
機

能
検

査
】 

1
. 

機
能

・
性

能
検

査
 

(1
) 

運
転

性
能

検
査

（③
） 

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

の
機

能
に

必
要

な
揚

程
，

容
量

の
も

と
で

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
を

運
転

し
，

運
転

状
態

が
次

の
表

を
満

足
す

る
こ

と
。

 

（
ポ

ン
プ

） 
容

量
(m

3/
h
)：

12
1
9以

上
で

あ
る

こ
と

（
工

事
計

画
書

の
定

格
値

の
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

水
温

度
２

７
℃

に
お

け
る

密
度

補
正

値
） 

揚
程

(m
)：

17
5

以
上

で
あ

る
こ

と
（
工

事
計

画
書

） 
振

動
：振

動
値

が
判

定
基

準
以

下
で

あ
る

こ
と

 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

（
系

） 
漏

え
い

：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

機
器

（
ポ

ン
プ

，
配

管
，

弁
等

）
よ

り
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

ポ
ン

プ
軸

封
部

に
つ

い
て

は
漏

え
い

が
な

い
か

，
滴

下
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

【
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

起
動

試
験

】（
１

回
／

月
） 

 入
口

圧
力

 ：
 0

.3
0
～

0
.3

6
M

P
a 

出
口

圧
力

  
：1

.9
6
～

2
.1

6
M

P
a 

ス
プ

レ
イ

流
量

 ：
 1

13
0
～

1
19

0
m

3/
h 

よ
う

素
除

去
薬

品
タ

ン
ク

出
口

ラ
イ

ン
流

量
：2

0～
22

m
3
/h

 

運
転

状
態

※
：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
等

） 
異

音
：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動

に
よ

り
配

管
，

付
属

配
管

に
揺

れ
が

な
い

こ
と

 
※

振
動

デ
ー

タ
を

採
取

（
判

定
基

準
あ

り
） 

漏
え

い
：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

配
管

よ
り

漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

ポ
ン

プ
軸

封
部

に
つ

い
て

は
漏

え
い

が
な

い
か

，
滴

下
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

構
成

：試
験

後
弁

状
態

が
，

正
し

い
位

置
に

あ
る

こ
と

 

 

〇
定

量
的

な
判

定
基

準
【
月

例
等

】 

【
定

事
検

】 
フ

ル
フ

ロ
ー

テ
ス

ト
ラ

イ
ン

を
用

い
た

ポ
ン

プ
起

動
試

験
に

よ
り

，
必

要
な

流
量

，
揚

程
を

確
認

し
て

い
る

。
ま

た
，

電
動

弁
の

作
動

確
認

も
実

施
し

，
系

統
構

成
が

適
切

に
な

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

で
担

保
し

て
い

る
。

 

 【
月

例
試

験
】 

月
例

試
験

に
お

い
て

も
，

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ

イ
ン

を
用

い
た

起
動

試
験

を
実

施
し

て
い

る
。

 
今

後
，

さ
ら

に
必

要
な

判
断

項
目

を
社

内
規

程
に

明
確

化
す

る
。

 

安
全

注
入

系
統

弁
作

動
確

認
は

自
主

試
験

で
あ

る
た

め
保

安
規

定
要

求
へ

変
更

す
る

。
 

 【
日

常
管

理
】 

定
例

業
務

に
て

，
苛

性
ソ

ー
ダ

溶
液

量
の

確
認

，
定

期
サ

ン
プ

リ
ン

グ
に

よ
り

所
定

の
濃

度

以
上

で
あ

る
こ

と
を

担
保

し
て

い
る

。
 

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

つ
い

て
は

，
試

験
を

実
施

す
る

た
め

に
他

の
機

器
が

起
動

し
な

い
よ

う
論

理
回

路
の

一
部

を
除

外
等

す
る

必
要

が
あ

り
，

実
際

の
機

能
要

求
時

に
正

常
に

機
能

し
な

い
恐

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
安

全
上

実
施

す
べ

き
で

は
な

い
。

こ
の

た
め

，
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を

確
認

し
て

い
る

と
整

理
す

る
。

 

(2
) 

モ
ー

ド
切

替
弁

動
作

検
査

（
②

） 
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

系
作

動
信

号
及

び
再

循
環

自
動

切
替

信
号

に
よ

り
，

対
象

弁
が

全
開

ま
た

は
全

閉

す
る

こ
と

。
ま

た
弁

の
開

閉
動

作
が

次
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

異
音

：不
規

則
な

音
，

断
続

的
な

音
が

な
い

こ
と

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
機

器
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

漏
え

い
：
弁

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

 

【
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

電
動

弁
動

作
試

験
】（

１
回

／
月

） 
＜

保
安

規
定

要
求

区
分

に
変

更
予

定
＞

 
・
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
が

な
い

こ
と

 

・
試

験
後

弁
状

態
が

，
正

し
い

位
置

に
あ

る
こ

と
 

・
弁

の
動

作
状

態
に

異
常

が
な

い
こ

と
 

・
各

弁
の

動
作

時
間

を
測

定
（参

考
） 

  

○
全

作
動

弁
の

動
作

確
認

【
月

例
等

】 

下
記

の
と

お
り

，
全

て
の

弁
を

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え
る

。
 

①
薬

品
混

入
に

よ
る

系
統

水
水

質
悪

化
の

可
能

性
 

【
非

常
用

予
備

発
電

装
置

機
能

検
査

】 
(1

) 
運

転
性

能
検

査
（①

） 
a.

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
受

電
し

ゃ
断

器
投

入
か

ら
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
電

源
を

求
め

る
機

器
が

次
の

表
に

掲
げ

る
時

間
内

に
負

荷
で

き
る

こ
と

。
 

A
・
B

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
：
35

.0
±

2
.0

（
秒

） 

―
 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 
①

試
験

の
た

め
の

論
理

回
路

の
一

部
除

外
等

に
よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ

の
可

能
性

 

―
 

【
定

例
業

務
】 

苛
性

ソ
ー

ダ
濃

度
確

認
（定

期
事

業
者

検
査

時
） 

苛
性

ソ
ー

ダ
溶

液
量

確
認

（
１

回
／

６
ヶ

月
） 

・
30

％
（
質

量
）以

上
 

・
14

.0
 m

3
 以

上
 

＜
差

異
な

し
＞

 

76



 

 

系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
系

 

（
25

7
条

） 
 

原
子

炉
冷

却
材

喪
失

時
，

原
子

炉
格

納
容

器
か

ら
ア

ニ
ュ

ラ
ス

部
に

漏
え

い
し

た
空

気
を

浄
化

・
再

循
環

し
，

環

境
に

放
出

さ
れ

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

減
少

さ
せ

る
機

能
を

有
し

て
い

る
こ

と
 

原
子

炉
冷

却
材

喪
失

時
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
部

を
負

圧
に

保
持

す
る

機
能

を
有

し
て

い
る

こ
と

 

 ①
機

能
要

求
時

に
自

動
起

動
す

る
こ

と
 

②
機

能
要

求
時

に
系

統
構

成
さ

れ
る

こ
と

 
③

運
転

状
態

が
要

求
機

能
を

満
足

し

て
い

る
こ

と
 

 【
要

求
値

（設
置

許
可

添
八

）】
 

１
次

冷
却

材
喪

失
事

故
時

に
短

期
間

で
は

動
的

機
器

の
単

一
故

障
及

び
外

部
電

源
喪

失
を

仮
定

し
た

場
合

で

も
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
部

の
負

圧
を

1
.5

分
以

内
に

達
成

で
き

る
 

よ
う

素
除

去
効

率
：
95

%
以

上
 

 

【
ア

ニ
ュ

ラ
ス

循
環

排
気

系
フ

ィ
ル

タ
性

能
検

査
】 

1
. 

機
能

・
性

能
検

査
 

（
１

）
活

性
炭

フ
ィ

ル
タ

性
能

検
査

(③
) 

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ
の

総
合

除
去

効
率

が
，

９
５

％
以

上
で

あ
る

こ
と

。
（
工

事
計

画
書

） 
総

合
除

去
効

率
（
％

）
＝

よ
う

素
除

去
効

率
（
％

）
×

（
１

－
漏

え
い

率
（％

）／
１

０
０

） 
 

―
 

○
フ

ィ
ル

タ
性

能
検

査
【月

例
等

】 
下

記
理

由
に

よ
り

，
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

①
性

能
検

査
に

は
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

開
放

が
必

要
で

あ
る

た
め

，
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
 

②
フ

ィ
ル

タ
性

能
は

試
験

用
サ

ン
プ

ル
を

使
用

し
試

験
を

行
う

も
の

で
あ

り
，

運
転

中
に

月
例

等
で

試
験

を
実

施
す

る
と

サ
ン

プ

ル
が

無
く
な

る
。

 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

【
定

事
検

】 
フ

ィ
ル

タ
は

静
的

機
器

で
あ

る
こ

と
，

試
運

転
時

に
は

フ
ィ

ル
タ

を
劣

化
さ

せ
る

有
機

溶
剤

等

の
使

用
を

制
限

し
た

上
で

実
施

す
る

こ
と

等
の

管
理

に
よ

り
，

著
し

く
劣

化
す

る
こ

と
は

想
定

さ
れ

な
い

こ
と

か
ら

月
例

試
験

で
は

不
要

と
整

理
 

フ
ィ

ル
タ

性
能

は
試

験
用

サ
ン

プ
ル

を
使

用
し

試
験

を
行

う
も

の
で

あ
り

，
定

事
検

に
て

性
能

を
担

保
し

て
い

る
。

 

【
日

常
管

理
】 

上
記

管
理

に
よ

り
健

全
性

を
確

認
し

て
い

る
。

 
以

上
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

実
条

件
性

能
を

確
認

し
て

い
る

と
整

理
す

る
。

 

【
非

常
用

予
備

発
電

装
置

機
能

検
査

】 

(1
) 

運
転

性
能

検
査

（①
） 

a.
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

受
電

し
ゃ

断
器

投
入

か
ら

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

電
源

を
求

め
る

機
器

が
次

に

掲
げ

る
時

間
内

に
負

荷
で

き
る

こ
と

。
 

A
・
B

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

：
0＋

1.
0（

秒
） 

―
 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試

験
【
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え

る
。

 
①

試
験

の
た

め
の

論
理

回
路

の
一

部
除

外
等

に
よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ

の
可

能
性

 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ

と
は

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
実

条
件

性
能

確
認

に
対

し
て

は
下

記
の

と
お

り
。

 
 【
定

事
検

】 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

系
を

運
転

し
，

9
0

秒
以

内
に

ア
ニ

ュ
ラ

ス
内

の
負

圧
が

確
立

し
，

そ
の

後
維

持
で

き
る

こ
と

を
担

保
し

て
い

る
。

 
 【
月

例
試

験
】 

月
例

試
験

に
お

い
て

も
必

要
な

判
断

項
目

を
社

内
規

程
に

明
確

化
す

る
。

 
 【
日

常
管

理
】 

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

つ
い

て
は

，
試

験
を

実
施

す
る

た
め

に
他

の
機

器
が

起
動

し
な

い
よ

う
論

理
回

路
の

一
部

を
除

外
等

す
る

必
要

が
あ

り
，

実
際

の
機

能
要

求
時

に
正

常
に

機
能

し
な

い
恐

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
安

全
上

実
施

す
べ

き
で

は
な

い
。

こ
の

た
め

，
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を

確
認

し
て

い
る

と
整

理
す

る
。

 
       

【
ア

ニ
ュ

ラ
ス

循
環

排
気

系
機

能
検

査
】 

1
. 

機
能

・
性

能
検

査
 

(1
)運

転
状

態
確

認
検

査
(③

) 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

及
び

電
動

機
の

運
転

状
態

が
，

次
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

振
動

：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動

に
よ

り
配

管
，

付
属

機
器

に
揺

れ
が

な
い

こ
と

 
異

音
：
送

風
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
  (

2
)ア

ニ
ュ

ラ
ス

内
負

圧
維

持
検

査
（
③

） 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

を
起

動
し

，
９

０
秒

以
内

に
ア

ニ
ュ

ラ
ス

内
が

負
圧

に
な

る
こ

と
。

 
ま

た
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

運
転

中
に

ア
ニ

ュ
ラ

ス
内

が
負

圧
に

維
持

さ
れ

る
こ

と
。

 

【
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
起

動
試

験
】
（１

回
／

月
） 

・
フ

ァ
ン

 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

全
量

・少
量

排
気

流
量

 ：
 <

15
.4

m
3/

ｍ
ｉｎ

 

運
転

状
態

※
：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
等

） 
異

音
：
送

風
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動

に
よ

り
配

管
，

付
属

配
管

に
揺

れ
が

な
い

こ
と

 
漏

え
い

：
漏

え
い

音
が

な
い

こ
と

  
※

振
動

デ
ー

タ
を

採
取

（
判

定
基

準
あ

り
） 

 (参
考

値
） 

・
ア

ニ
ュ

ラ
ス

内
圧

力
 ：

 標
準

値
な

し
 

・
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

差
圧

 
・
排

気
筒

ガ
ス

モ
ニ

タ
 

○
定

量
的

な
判

定
基

準
【
月

例
等

】 

(3
)ダ

ン
パ

動
作

検
査

(②
) 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

を
起

動
し

，
各

ダ
ン

パ
が

全
開

ま
た

は
全

閉
す

る
こ

と
。

 

 

【
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
起

動
試

験
】
（１

回
／

月
） 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
全

量
排

気
弁

，
ア

ニ
ュ

ラ
ス

少
量

排
気

弁
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
戻

り
弁

の
ダ

ン
パ

開
閉

状
態

を
確

認
（
参

考
値

） 

＜
差

異
な

し
＞
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系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

補
助

給
水

系
 

（
26

3
条

） 

補
助

給
水

系
は

，
[蒸

気
発

生
器

水
位

異
常

低
信

号
]，

外
部

電
源

喪
失

時
，

安
全

注
入

時
及

び
全

主
給

水
ポ

ン
プ

の
ト

リ
ッ

プ
時

に
自

動
的

に
作

動
し

，
主

に
「
主

給
水

管
破

断
」
，

｢主
蒸

気
管

破
断

｣，
「
主

給
水

流
量

喪
失

」
，

「
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
破

損
」
時

に
そ

の
機

能
が

期
待

さ
れ

，
主

給
水

管
破

断
時

に
は

，
外

部
電

源
の

喪
失

と

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

の
単

一
故

障
を

仮
定

し
て

も
，

事
象

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
系

統
数

が
担

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

 
①

機
能

要
求

時
に

自
動

起
動

す
る

こ
と

 

②
運

転
状

態
が

要
求

機
能

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
 

【
要

求
値

（工
事

計
画

書
）
】 

・
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

 
 

 
揚

程
：
95

0
m

以
上

 
 

 
容

量
：
11

0
m

3/
h

以
上

 

・
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
 

 
 

揚
程

：
95

0
m

以
上

 
 

 
容

量
：
25

0
m

3/
h

以
上

 

－
 

－
 

○
補

助
給

水
系

に
よ

る
蒸

気
発

生
器

へ
の

実
注

入
【
定

事
検

/
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

実
施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 
①

出
力

の
変

動
【
月

例
等

】 
②

プ
ラ

ン
ト

停
止

の
リ

ス
ク

【
月

例
等

】 

③
蒸

気
発

生
器

の
水

位
変

動
，

水
質

悪
化

【
定

事
検

，
月

例
等

】 
④

復
水

タ
ン

ク
の

水
位

低
下

【
定

事
検

，

月
例

等
】 

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
を

用
い

た
ポ

ン
プ

起
動

試
験

に
よ

り
，

必
要

な
流

量
，

揚
程

を
確

認
し

て
い

る
。

ま
た

，
系

統
構

成
が

適
切

に
な

さ
れ

る
こ

と
及

び
中

央
制

御
室

で
の

日
常

監
視

に
よ

り
健

全
性

を
確

認
す

る
こ

と
で

担
保

し
て

い
る

。
 

【
補

助
給

水
系

機
能

検
査

（そ
の

１
）】

 
1
. 

機
能

・
性

能
検

査
 

(1
)電

動
補

助
給

水
系
 

a.
ロ

ジ
ッ

ク
検

査
（
①

） 
蒸

気
発

生
器

水
位

異
常

低
の

模
擬

信
号

，
ま

た
は

主
給

水
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

で
全

て
の

主
給

水
ポ

ン
プ

停
止

の
模

擬
信

号
に

よ
り

，
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

し
ゃ

断
器

が
テ

ス
ト

位
置

で
自

動
投

入
す

る
こ

と
。

 
b.

運
転

性
能

検
査

（
②

） 

電
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
を

運
転

し
，

運
転

状
態

が
次

を
満

足
す

る
こ

と
。

 
（
ポ

ン
プ

） 

容
量

(m
3/

h
)：

11
0

以
上

で
あ

る
こ

と
（
工

事
計

画
書

） 
揚

程
(m

)：
95

0
以

上
で

あ
る

こ
と

（
工

事
計

画
書

） 
振

動
：振

動
値

が
判

定
基

準
以

下
で

あ
る

こ
と

 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

（
系

） 
漏

え
い

：
系

に
属

す
る

機
器

（
ポ

ン
プ

，
配

管
，

弁
等

）
よ

り
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

ポ
ン

プ
軸

封
部

に
つ

い
て

は
漏

え
い

水
が

飛
散

し
て

い
な

い
こ

と
 

【
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

起
動

試
験

】
（１

回
／

月
） 

 入
口

圧
力

 ：
 2

3
0～

26
0
kP

a 

出
口

圧
力

 ：
 1

1
.8

～
1
4.

2
M

P
a 

運
転

状
態

※
：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
等

） 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

振
動

：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
配

管
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

※
振

動
デ

ー
タ

を
採

取
（
判

定
基

準
あ

り
） 

漏
え

い
：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

配
管

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

。
ポ

ン
プ

軸
封

部
に

つ
い

て
は

漏
え

い
が

な
い

か
，

滴
下

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 

構
成

：試
験

後
弁

状
態

が
，

正
し

い
位

置
に

あ
る

こ
と

 
  

○
原

子
炉

運
転

中
に

お
け

る
フ

ル
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
で

の
運

転
【
月

例
等

】 
①

試
験

の
た

め
の

養
生

（
注

入
ラ

イ
ン

喪

失
）
に

よ
り

，
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
（
安

全
上

の
リ

ス
ク

増
加

） 
 ○

定
量

的
な

判
定

基
準

【
月

例
等

】 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【
定

事
検

】 
フ

ル
フ

ロ
ー

テ
ス

ト
ラ

イ
ン

を
用

い
た

ポ
ン

プ
起

動
試

験
に

よ
り

，
必

要
な

流
量

，
揚

程
を

確
認

し
て

い
る

。
ま

た
，

系
統

構
成

が
適

切
に

な
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
で

担
保

し
て

い
る

。
 

 【
月

例
試

験
】 

原
子

炉
運

転
中

に
お

け
る

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
を

用
い

た
起

動
は

注
入

ラ
イ

ン
喪

失
に

よ
る

機
能

要
求

時
の

対
応

遅
れ

（
安

全
上

の
リ

ス
ク

増
加

）
等

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

月
例

試
験

で
は

ミ
ニ

マ
ム

フ
ロ

ー
で

の
起

動
試

験
を

実
施

し
，

必
要

な
判

断
項

目
を

社
内

規
程

に
明

確
化

す
る

。
 

 【
日

常
管

理
】 

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

つ
い

て
は

，
試

験
を

実
施

す
る

た
め

に
他

の
機

器
が

起
動

し
な

い
よ

う
論

理
回

路
の

一
部

を
除

外
等

す
る

必
要

が
あ

り
，

実
際

の
機

能
要

求
時

に
正

常
に

機
能

し
な

い
恐

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
安

全
上

実
施

す
べ

き
で

は
な

い
。

こ
の

た
め

，
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し

て
い

る
。

 
 以

上
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

実
条

件
性

能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

 

【
非

常
用

予
備

発
電

装
置

機
能

検
査

】 

(1
) 

運
転

性
能

検
査

（①
） 

a.
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

受
電

し
ゃ

断
器

投
入

か
ら

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

電
源

を
求

め
る

機
器

が
次

の

表
に

掲
げ

る
時

間
内

に
負

荷
で

き
る

こ
と

。
 

A
・
B

電
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
：1

7.
0±

2.
0（

秒
） 

―
 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試

験
【
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

原
子

炉
運

転
中

に
実

施
す

る
こ

と
は

原
子

力
安

全
上

困
難

と
考

え

る
。

 
①

試
験

の
た

め
の

論
理

回
路

の
一

部
除

外
等

に
よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ

の
可

能
性
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系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

補
助

給
水

系
 

（
26

3
条

） 

 
【
補

助
給

水
系

機
能

検
査

（そ
の

１
）】

 
1
. 

機
能

・
性

能
検

査
 

（
1）

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
系

 

a.
ロ

ジ
ッ

ク
検

査
（
①

） 
４

基
の

う
ち

２
基

の
蒸

気
発

生
器

水
位

異
常

低
の

模
擬

信
号

，
ま

た
は

非
安

全
系

母
線

電
圧

低
の

模
擬

信
号

に

よ
り

，
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
起

動
入

口
弁

（
Ｖ

－
Ｍ

Ｓ
－

６
２

０
Ａ

，
Ｂ

）
が

全
開

す
る

こ
と

。
 

 【
補

助
給

水
系

機
能

検
査

（そ
の

２
）】

 
1
. 

機
能

・
性

能
検

査
 

（
１

）
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

系
運

転
性

能
検

査
（②

） 

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

を
運

転
し

，
運

転
状

態
が

次
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

（
ポ

ン
プ

） 

容
量

(m
3/

h
)：

25
0

以
上

で
あ

る
こ

と
（
工

事
計

画
書

） 
揚

程
(m

)：
95

0
以

上
で

あ
る

こ
と

（
工

事
計

画
書

） 
（
ポ

ン
プ

・電
動

機
） 

振
動

：振
動

値
が

判
定

基
準

以
下

で
あ

る
こ

と
 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
（
系

） 
漏

え
い

：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

機
器

（
ポ

ン

プ
，

配
管

，
弁

等
）
よ

り
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

ポ
ン

プ
軸

封
部

に
つ

い
て

は
，

滴
下

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 

【
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
起

動
試

験
】（

１
回

／
月

） 
 入

口
圧

力
 ：

 2
3
0～

26
0
kP

a 

出
口

圧
力

 ：
 6

.7
～

8.
8M

P
a 

運
転

状
態

※
：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
等

） 

異
音

：
流

水
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

振
動

：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
配

管
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

※
振

動
デ

ー
タ

を
採

取
（
判

定
基

準
あ

り
） 

漏
え

い
：
ポ

ン
プ

運
転

中
の

系
統

に
属

す
る

配
管

よ
り

漏
え

い
が

な
い

こ
と

。
ポ

ン
プ

軸
封

部
に

つ
い

て
は

漏
え

い
が

な
い

か
，

滴
下

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 

構
成

：試
験

後
弁

状
態

が
，

正
し

い
位

置
に

あ
る

こ
と

 
 

○
原

子
炉

運
転

中
に

お
け

る
フ

ル
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
で

の
運

転
【
月

例
等

】 
①

試
験

の
た

め
の

養
生

（
注

入
ラ

イ
ン

喪

失
）
に

よ
り

，
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
（
安

全
上

の
リ

ス
ク

増
加

） 
②

原
子

炉
熱

出
力

超
過

の
可

能
性

 

  ○
定

量
的

な
判

定
基

準
【
月

例
等

】 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【
定

事
検

】 
フ

ル
フ

ロ
ー

テ
ス

ト
ラ

イ
ン

を
用

い
た

ポ
ン

プ
起

動
試

験
に

よ
り

，
必

要
な

流
量

，
揚

程
を

確
認

し
て

い
る

。
ま

た
，

系
統

構
成

が
適

切
に

な
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
で

担
保

し
て

い
る

。
 

 【
月

例
試

験
】 

原
子

炉
運

転
中

に
お

け
る

フ
ル

フ
ロ

ー
テ

ス
ト

ラ
イ

ン
を

用
い

た
起

動
は

注
入

ラ
イ

ン
喪

失
に

よ
る

機
能

要
求

時
の

対
応

遅
れ

（
安

全
上

の
リ

ス
ク

増
加

）
等

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

月
例

試
験

で
は

ミ
ニ

マ
ム

フ
ロ

ー
で

の
起

動
試

験
を

実
施

し
，

必
要

な
判

断
項

目
を

社
内

規
程

に
明

確
化

す
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
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系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系
 

（
26

7
条

） 

想
定

さ
れ

る
事

故
時

に
放

出
さ

れ
た

放
射

性
物

質
に

対
し

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

の
浄

化
機

能
に

よ
り

確
実

に
中

央
制

御
室

の
雰

囲
気

を
維

持
し

，
運

転
員

の
内

部
被

ば
く

を
防

止
す

る
こ

と
 

①
機

能
要

求
時

に
自

動
起

動
す

る
こ

と
 

②
機

能
要

求
時

に
系

統
構

成
さ

れ
る

こ
と

 
③

運
転

状
態

が
要

求
機

能
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

 

【
要

求
値

（工
事

計
画

書
）
】 

 
よ

う
素

除
去

効
率

 ：
9
5%

以
上

 

【
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

フ
ィ

ル
タ

性
能

検
査

】 
１

．
機

能
・性

能
検

査
 

（
1）

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ
性

能
検

査
（
③

） 
活

性
炭

フ
ィ

ル
タ

の
総

合
除

去
効

率
が

，
９

５
％

以
上

で
あ

る
こ

と
。

（
工

事
計

画
書

） 
総

合
除

去
効

率
（
％

）
＝

よ
う

素
除

去
効

率
（
％

）
×

（
１

－
漏

え
い

率
（％

）／
１

０
０

） 
 

―
 

○
フ

ィ
ル

タ
性

能
検

査
【月

例
等

】 
下

記
理

由
に

よ
り

，
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

①
性

能
検

査
に

は
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

開
放

が
必

要
で

あ
る

た
め

，
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
 

②
フ

ィ
ル

タ
性

能
は

試
験

用
サ

ン
プ

ル
を

使
用

し
試

験
を

行
う

も
の

で
あ

り
，

運
転

中
に

月
例

等
で

試
験

を
実

施
す

る
と

サ
ン

プ

ル
が

無
く
な

る
。

 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

【
定

事
検

】 
フ

ィ
ル

タ
は

静
的

機
器

で
あ

る
こ

と
，

試
運

転
時

に
は

フ
ィ

ル
タ

を
劣

化
さ

せ
る

有
機

溶
剤

等
の

使
用

を
制

限
し

た
上

で
実

施
す

る
こ

と
等

の
管

理
に

よ
り

，
著

し
く

劣
化

す
る

こ
と

は
想

定
さ

れ
な

い
こ

と
か

ら
月

例
試

験
で

は
不

要
と

整
理

す
る

。
 

フ
ィ

ル
タ

性
能

は
試

験
用

サ
ン

プ
ル

を
使

用
し

試
験

を
行

う
も

の
で

あ
り

，
定

事
検

に

て
性

能
を

担
保

し
て

い
る

。
 

【
日

常
管

理
】 

上
記

の
管

理
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 以
上

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
実

条
件

性
能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

【
非

常
用

予
備

発
電

装
置

機
能

検
査

】 
(1

) 
運

転
性

能
検

査
（①

） 
a.

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
受

電
し

ゃ
断

器
投

入
か

ら
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
電

源
を

求
め

る
機

器
が

次
に

掲
げ

る
時

間
内

に
負

荷
で

き
る

こ
と

。
 

A
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

：1
2
.0

±
2
.0

（秒
） 

B
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

：1
7.

0
±

2
.0

（秒
） 

―
 

○
模

擬
信

号
投

入
に

よ
る

自
動

起
動

試
験

【
月

例
等

】 
下

記
の

と
お

り
，

原
子

炉
運

転
中

に
実

施

す
る

こ
と

は
原

子
力

安
全

上
困

難
と

考
え

る
。

 
①

試
験

の
た

め
の

論
理

回
路

の
一

部
除

外
等

に
よ

る
機

能
要

求
時

の
対

応
遅

れ
の

可
能

性
 

左
記

確
認

を
原

子
炉

運
転

中
に

実
施

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

実
条

件
性

能
確

認
に

対
し

て
は

下
記

の
と

お
り

。
 

 【
定

事
検

】 
定

事
検

に
て

，
模

擬
信

号
に

よ
り

中
央

制

御
室

非
常

用
循

環
系

が
起

動
す

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 【
月

例
試

験
】 

月
例

試
験

に
お

い
て

も
，

各
運

転
モ

ー
ド

に
お

け
る

ダ
ン

パ
の

動
作

状
態

及
び

フ
ァ

ン
の

自
動

起
動

を
確

認
し

て
い

る
。

 
 【
日

常
管

理
】 

事
故

信
号

を
模

擬
し

た
自

動
起

動
試

験
に

つ
い

て
は

，
試

験
を

実
施

す
る

た
め

に
他

の
機

器
が

起
動

し
な

い
よ

う
論

理
回

路
の

一
部

を
除

外
等

す
る

必
要

が
あ

り
，

実
際

の
機

能
要

求
時

に
正

常
に

機
能

し
な

い
恐

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
安

全
上

実
施

す
べ

き
で

は
な

い
。

こ
の

た
め

，
自

動
起

動
に

係
る

論
理

回
路

に
つ

い
て

は
，

中
央

制
御

室
で

の
日

常
監

視
に

よ
り

健
全

性
を

確
認

し

て
い

る
。

 
 以

上
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

実
条

件
性

能

を
確

認
し

て
い

る
と

整
理

す
る

。
 

  

【
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

機
能

検
査

】 
１

．
機

能
・性

能
検

査
 

(1
)通

常
時

閉
回

路
循

環
検

査
（
①

，
②

） 
運

転
選

択
「
通

常
時

閉
回

路
循

環
」
に

よ
り

，
ダ

ン
パ

の
切

り
替

わ
り

状
態

が
通

常
時

閉
回

路
循

環
状

態
と

な
る

こ
と

。
 

(2
)Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
時

閉
回

路
循

環
検

査
（
①

，
②

） 
中

央
制

御
室

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

「
放

射
線

高
」
信

号
に

よ
り

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

が
自

動
起

動
す

る
と

と
も

に
，

ダ
ン

パ
等

の
切

り
替

わ
り

状
態

が
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
時

閉
回

路
循

環
状

態
と

な
る

こ
と

。
 

(3
)Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
時

外
気

取
り

入
れ

検
査

（
①

，
②

） 
運

転
選

択
「
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
時

外
気

取
入

」
に

よ
り

，
ダ

ン
パ

の
切

り
替

わ
り

状
態

が
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
時

外
気

取
り

入
れ

状
態

と
な

る
こ

と
。

 
(4

)運
転

状
態

確
認

検
査

（③
） 

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

フ
ァ

ン
及

び
電

動
機

の
運

転
状

態
が

，
次

を
満

足
す

る
こ

と
。

 
振

動
：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
機

器
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
。

 
異

音
：
送

風
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 
 

【
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

起
動

試
験

】
(１

回
／

月
) 

・
中

央
制

御
室

換
気

系
各

ダ
ン

パ
動

作
確

認
 

通
常

時
閉

回
路

循
環

，
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
時

閉
回

路
循

環
（M

信
号

投
入

）
，

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

時
外

気
取

入
の

各
モ

ー
ド

に
お

け
る

ダ
ン

パ
の

開
閉

状
態

を
確

認
 

・
運

転
状

態
※

：
異

常
が

な
い

こ
と

（
異

音
，

異
臭

，
振

動
，

漏
え

い
等

） 

異
音

：
送

風
音

が
主

体
で

，
不

規
則

な
音

，
断

続
的

な
音

が
な

い
こ

と
 

異
臭

：過
熱

に
よ

る
異

臭
が

な
い

こ
と

 

振
動

：
不

規
則

な
振

動
や

ビ
ビ

リ
振

動
が

な
く

，
伝

播
振

動
に

よ
り

配
管

，
付

属
配

管
に

揺
れ

が
な

い
こ

と
 

漏
え

い
：
漏

え
い

音
が

な
い

こ
と

  

※
振

動
デ

ー
タ

を
採

取
（
判

定
基

準
あ

り
） 

・
系

統
運

転
状

態
：
通

常
時

閉
回

路
循

環
，

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

時
閉

回
路

循
環

，
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
時

外
気

取
入

状
態

で
あ

る
こ

と
 

＜
差

異
な

し
＞
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系
統

名
 

実
条

件
性

能
 

（
許

認
可

要
求

事
項

） 
定

期
事

業
者

検
査

等
 

（
判

定
基

準
） 

月
例

等
試

験
 

（
判

定
基

準
） 

「
実

条
件

性
能

確
認

」
適

合
の

考
え

方
 

実
条

件
性

能
確

認
と

の
差

異
 

実
条

件
性

能
確

認
評

価
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

 
（
27

2
条

） 

所
要

の
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

健
全

性
を

確
保

す
る

こ
と

で
，

「
原

子
炉

冷
却

材
喪

失
」
と

「
外

部
電

源
喪

失
」
が

同
時

に
起

こ
っ

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

停
止

系
及

び
工

学
的

安
全

施
設

等
の

安
全

機
能

を
維

持
す

る
た

め

に
必

要
な

電
源

を
供

給
で

き
る

こ
と

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
は

，
非

常
用

高
圧

母
線

低
電

圧
信

号
又

は
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

作
動

信
号

で
起

動
し

，
〔
約

10
 秒

〕
で

電
圧

を
確

立
し

た
後

は
，

各
非

常
用

高
圧

母
線

に
接

続

し
負

荷
に

給
電

で
き

る
こ

と
 

 【
要

求
値

（工
事

計
画

書
）
】 

 
電

圧
確

立
時

間
：1

0
秒

以
内

 
 

出
力

：6
.9

M
W

/
個

 

【
非

常
用

予
備

発
電

装
置

機
能

検
査

】 
１

．
機

能
・性

能
検

査
 

(1
)自

動
起

動
検

査
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
は

，
非

常
用

高
圧

母
線

低
電

圧
信

号
又

は
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

作
動

信
号

か
ら

１
０

.
０

秒
以

内
に

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
電

圧
が

確
立

す

る
こ

と
。

(原
子

炉
設

置
許

可
申

請
書

) 
(2

) 
運

転
性

能
検

査
 

a.
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

受
電

し
ゃ

断
器

投
入

か
ら

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

電
源

を
求

め
る

機
器

が
次

に
掲

げ
る

時
間

内
に

負
荷

で
き

る
こ

と
。

 
b.

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
は

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発

電
機

に
電
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1. 燃料の検査に係る事項（東海第二第８１条，敦賀第３０２条 燃料の検査）  

1.1 燃料集合体外観検査について 

第８１条第１項は，炉心に継続装荷予定の照射燃料に対する外観検査について定め

ている。本検査は，燃料集合体の外観検査を実施することにより，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則」第２３条第１項及び第２項に係る機能の

健全性を確認するものである。 

燃料管理を実施する長（設備所管）である炉心・燃料グループマネージャーが燃料

の健全性を確認するなど，燃料管理プロセスとして実施する行為を記載しているが，

検査のプロセスは第２項にて施設管理条項を引用しているように，「第８章施設管理」

に基づき実施する。ここで，検査の独立性を考慮した検査実施責任者が判定を実施し，

その結果を炉心・燃料グループマネージャーに通知する。 

1.2 シッピング検査条項の削除について 

今回，保安規定の審査基準の改正により燃料体に関する定期事業者検査として，「装

荷予定の照射された燃料のうちから選定した燃料の健全性に異常のないことを確認す

ること，燃料使用の可否を判断すること等が定められていること。」と変更された。こ

れを踏まえ，シッピング検査は技術基準適合性の確認を行う定期事業者検査ではない

ことから，本条項から削除し，第８章の施設管理の実施事項として整理した。 

なお，従前より，シッピング検査は定期事業者検査と整理していない。 

 

2. 取替炉心の安全性（東海第二第８２条 燃料の取替実施計画，敦賀第３０３条 燃料

の取替等）  

2.1 取替炉心の安全性評価項目の追加について 

   日本電気協会の「取替炉心の安全性確認規程」の改訂（JEAC4211-2018）を反映し取

替炉心ごとに確認する安全性評価項目を追加して東海第二は 10 項目，敦賀２号炉は 9

項目とした。各項目について，サイクルを通して，原子炉設置（変更）許可申請にお

ける安全評価時に設定した安全解析の解析入力値又は制限値を満足していることを

確認する。 

   取替炉心の安全性評価項目の内容と目的は以下のとおり。 
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 〇東海第二における取替炉心の安全性評価項目 

評価項目 内容及び目的 

①  反応度停止余裕 

通常運転の低温停止状態から最大反応度価値をもつ制御

棒 1 本が引き抜かれた状態における炉心の未臨界度。通

常運転時及び異常状態において原子炉の安全停止への移

行を確実にするために，制御棒 1 本が引き抜かれた状態

でも臨界未満であることを取替炉心設計及びサイクル初

期の原子炉起動前における原子炉停止余裕検査により確

認する。 

②  最小限界出力比 

通常運転の出力運転時における燃料の限界出力比の最小

値。運転時の異常な過渡変化が生じた場合においても，燃

料被覆管に過熱が生じない（炉心内の 99.9％以上の燃料

が沸騰遷移を起こさない）ように，通常運転時の制限値が

定められている。この制限値が，異常状態の解析において

事象発生前の炉心の初期熱的特性の入力条件として使用

される。 

③  最大線出力密度 

通常運転の出力運転時における単位燃料棒長さ当たりの

熱出力の最大値。運転時の異常な過渡変化が生じた場合

においても，燃料被覆管の過度のひずみが生じない（燃料

被覆管の円周方向平均塑性ひずみが 1％以下である）よう

に，通常運転時の制限値が定められている。この制限値

が，異常状態の解析において事象発生前の炉心の初期熱

的特性の入力条件として使用される。 

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した制限値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した制限値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した制限値を満足することを確認する。  
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④  燃料集合体最高燃焼

度 

サイクル末期における燃料集合体タイプごとの燃焼度の

最大値。原子炉での燃料の使用状態を十分包含するよう

に設定した燃料集合体最高燃焼度の制限値が，燃料の熱・

機械設計解析において入力条件を設定する際に使用され

る。 

⑤  燃料の出力履歴 
通常運転の出力運転時における線出力密度をペレット燃

焼度の関数として整理したもの。原子炉での燃料の使用

状態を十分包含するように設定した設計出力履歴が，燃

料棒の熱・機械設計解析において入力条件として使用さ

れる。 

⑥  核熱水力安定性（チ

ャンネル水力学的安

定性，炉心安定性及

び領域安定性） 

通常運転の出力運転時における反応度フィードバック及

び／又は熱水力学的な振動現象の影響により生じる出力

及び／又は流量振動の減幅比。出力運転範囲の中で発生

する振動が発振に至らないことを確認する。 

⑦  減速材ボイド係数 
通常運転の出力運転時における減速材のボイド率変化に

対する反応度の変化割合を示す反応度係数。原子炉での

燃料の使用状態を十分包含するように設定した減速材ボ

イド係数が，異常状態の解析において入力条件として使

用される。 

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した制限値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の制限値を満足することを確認する。  
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⑧  スクラム反応度曲線
通常運転の出力運転時からのスクラムによる出力抑制効

果を，制御棒の炉心内への挿入割合と添加反応度の関係

で表した曲線。原子炉での燃料の使用状態を十分包含す

るように設定した設計用スクラム反応度曲線が，異常状

態の解析において入力条件として使用される。 

⑨  制御棒の最大反応度

価値 

通常運転（原子炉起動時）において，最大価値をもつ制御

棒 1 本が落下した場合に添加される反応度。反応度の異

常な添加又は原子炉出力の急激な変化において，炉心及

び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が損なわれない

ように制限値が定められている。この制限値が，異常状態

の解析において入力条件として使用される。 

⑩  ほう酸水注入時の実

効増倍率 
通常運転の出力運転時から制御棒が動作しない場合にお

けるほう酸水注入系による停止能力。高温待機状態又は

高温運転状態から炉心を臨界未満にでき，かつ，高温状態

で臨界未満を維持できることを確認する。 

 〇敦賀２号炉における取替炉心の安全性評価項目 

評価項目 内容及び目的 

①  反応度停止余裕 通常運転の高温状態から最大反応度価値をもつ制御棒ク

ラスタ 1 本を除いた全ての制御棒が挿入された場合の炉

心の未臨界度。異常状態の解析において入力条件として

使用される。 

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足すること又は安全解析

の入力値を積分したスクラムインデックスを満足す

ることを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の制限値を満足することを確認する。  
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②  最大線出力密度 
通常運転の出力運転時における単位燃料棒長さあたりの

熱出力の最大値。異常状態の解析において入力条件とし

て使用される。 

③  燃料集合体最高燃焼

度 サイクル末期における燃料集合体タイプごとの燃焼度の

最大値。燃料の機械設計解析において入力条件を設定す

る際に使用される。 

④  水平方向ピーキング

係数 FN
XY 

通常運転の出力運転時における全制御棒クラスタ全引き

抜き状態における炉心最大燃料棒出力と炉心平均燃料棒

出力との比。異常状態の解析において入力条件を設定す

る際に使用される。 

⑤  減速材温度係数 

通常運転の出力運転時における減速材の温度変化に対す

る反応度の変化割合を示す反応度係数。異常状態の解析

において入力条件を設定する際に使用される。 

⑥  最大反応度添加率 
通常運転の起動時からの制御棒クラスタの異常な引き抜

き時において単位時間当たりに添加される反応度の最大

値。過渡解析において入力条件として使用される。 

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した設計条件に基づく値を満足することを確認する。

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値及び設計方針を満足すること

を確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  
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⑦  制御棒クラスタ落下

時の価値及び核的エ

ンタルピ上昇熱水路

係数 FN
ΔH 

・通常運転の出力運転時から最大反応度価値をもつ制御

棒クラスタ 1本が落下した場合に添加される負の反応度。

過渡解析において入力条件として使用される。 

・通常運転の出力運転時から最大効果をもつ制御棒クラ

スタ 1 本が落下した場合の炉心最大燃料棒出力と炉心平

均燃料棒出力との比。過渡解析において入力条件として

使用される。 

⑧  制御棒クラスタ飛出

し時の価値及び熱流

束熱水路係数 FQ 

・通常運転の出力運転時からの制御棒クラスタの飛出し

場合に添加される反応度。設計基準事故の解析において

入力条件として使用される。 

・通常運転の出力運転時からの制御棒クラスタの飛出し

時の炉心最大線出力密度と炉心平均線出力密度の比。設

計基準事故の解析において入力条件として使用される。

⑨  出力運転時のほう素

濃度 
通常運転の出力運転時における臨界ほう素濃度の最大

値。過渡解析において入力条件として使用される。 

 

2.2 計算コードの妥当性確認について 

   保安規定第８２条第２項では，発電管理室長（本店）は，取替炉心の安全性評価に

は妥当性を確認した計算コードを用いること，妥当性を確認する体制をあらかじめ定

めることとしている。計算コードの妥当性確認では，計算コードが取替炉心の特性を

適切に取り扱うことができることを確認する。また，計算コードの妥当性確認は評価

結果を担保する上で重要であり，十分な力量を持った要員を含めた体制を構築し，確

認を行う。 

 

2.3 取替炉心の安全性の評価及び確認に係る体制について 

発電管理室長（本店）は，保安規定第８２条第２項に示す項目について取替炉心の

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  

当該サイクルの評価結果が，事前の安全評価時に設定

した安全解析の入力値を満足することを確認する。  
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安全性の評価を行い，その評価結果を発電所長へ通知する。同第３項では，発電所長

は取替炉心の安全性の評価結果が，制限値を満足していることの確認を炉心・燃料グ

ループマネージャー（発電所）に指示し，炉心・燃料グループマネージャー（発電所）

は発電所長の指示に基づき，取替炉心の安全性の評価結果が，制限値を満足している

ことの確認を行う。同第１項では，炉心・燃料グループマネージャー（発電所）は，

同第３項の確認の結果を燃料取替実施計画とともに，原子炉主任技術者の確認を得た

上で発電所長の承認を得ることとしている。 

 

3. 使用済燃料貯蔵ラックへの収納が適切でない場合の措置（東海第二第８５条，敦賀第

１０５条，第３０５条 使用済燃料の貯蔵） 

「第８１条 燃料の検査」条文からシッピング検査条項を削除したことに伴い，第８

１条第３項にて定める「使用済燃料ラックに収納することが適切でないと判断した燃料

については，破損燃料容器に収納する等の措置を講じる。」ことについて，第８１条第１

項の燃料集合体外観検査の結果に限らず適用するよう，第８５条にも追記した。 

 

4. 運搬について（東海第二第７９条，敦賀第３００条 新燃料の運搬，東海第二第８６

条，敦賀第１０６条，第３０６条 使用済燃料の運搬，東海第二第８８条，敦賀第１０

８条，第３０８条放射性固体廃棄物の管理，東海第二第１０５条，敦賀第３２５条 発

電所外への運搬） 

4.1 核燃料物質等の運搬に係る検査について 

核燃料物質等の運搬においては，要求事項への適合性を検証するために，ホールドポ

イントを適切に設けて，「自主検査等」※１を実施する。 

   ※１：要求事項への適合性を判定するために事業者が行う合否判定基準のある自主

的な検査等をいう。（「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」という。）の解釈第１９条第

３項） 

(1)基本的な考え方 

   核燃料物質等の運搬の主要プロセス・工程を添付１から添付３に示す。新検査制度導

入後においては，核燃料物質等の運搬に係る業務プロセスを従来どおりＱＭＳにより

適切に管理するとともに，原子力安全上の重要度を踏まえ，運搬物に係る要求事項（運

搬物に対する技術基準）への適合確認をホールドポイントと位置づけ，自主検査等と整

理するとともに，その実施にあたっては，品管規則第４８条第６項に基づき，重要度に

応じて信頼性を確保する。 

なお，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（以下「実用炉規則」という。）

第８８条第１項に基づく措置の実施状況の運搬前の確認は，運搬に係る業務プロセス
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において保安のために必要な措置が講じられていることを確認する行為であり，自主

検査等としない。 

 

(2)自主検査等の範囲  

  前項の考え方を踏まえ，自主検査等を具体的に整理した結果を以下に示す。 

・燃料集合体の事業所外運搬における，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律」（以下「炉規法」という。）第５９条第１項に基づく発送前検査 

・燃料集合体の事業所内運搬における，炉規法第５９条第１項に基づく発送前検査に準

じて実施する発送前検査相当 

・事業所外運搬における，「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する

規則」（以下「外運搬規則」という。）適合検査 

 

4.2 自主検査等の信頼性確保の考え方 

収納物の性状やＩＡＥＡ放射性物質安全輸送規則（以下「ＩＡＥＡ規則」という。）

に定められている収納限度・重要度等を踏まえ，放射線障害等の公衆へのリスクに応じ

て，以下のとおり，自主検査等の信頼性を確保する。（添付４参照） 

(1)独立性確保の考え方 

   核燃料物質を含む放射線障害等の公衆へのリスクが高い使用済燃料の事業所外（内）

運搬における発送前検査（発送前検査相当）は，使用済燃料を運搬する組織（安全管理

室炉心・燃料グループ及び放射線・化学管理グループ）とは別の組織の者を検査実施責

任者とし組織的独立を確保する。 

また，新燃料の事業所外運搬における発送前検査及び，事業所外運搬における，外運

搬規則適合検査については，公衆へのリスクが低いことから，直接の工事担当者からの

独立，又は発注者と受注者の関係による独立を確保する。 

 

(2)記録の信頼性確保の考え方 

  事業所外（内）運搬における発送前検査（発送前検査相当）及び事業所外運搬におけ

る外運搬規則適合検査において，立ち会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場

合，その記録の信頼性について，記録確認とする対象業務（データ採取）の実施状況を，

独立のグレードに応じた体制により，抜き打ちによるオブザベーションとして実施す

る。 

 

(3)独立性及び記録の信頼性以外の管理方法の考え方  

  事業所外（内）運搬における発送前検査（発送前検査相当）においては，個別案件毎

に検査要領書や検査体制表等を作成する。 

また，事業所外運搬における外運搬規則適合検査においては，個別案件ごとに検査要
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領書や検査体制表等は作成せず，恒常的な体制により二次文書等に定める方法で実施

する。 

以 上 

 

添付１ 使用済燃料の事業所外運搬／事業所内運搬（号機間運搬）に関する主要プロセス・

工程の例 

添付２ ウラン新燃料の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例 

添付３ Ａ型，Ｌ型，ＩＰ型の運搬物の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例（核

燃料物質を封入しているものを除く。） 

添付４ 運搬法令適合確認における自主検査等の信頼性確保の考え方
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】
 
都

道
府
県

公
安
委

員
会

 

①
車

両
運
搬

確
認
申

請
 

電
力
，
輸
送
会
社

※
６
→
原
子
力
規
制
委
員
会

 

確
認

 
確

認
 

確
認

 

93



 

使
用

済
燃
料

の
事
業

所
内
運
搬

（
号

機
間

運
搬
）

に
関
す
る

主
要

プ
ロ

セ
ス
・

工
程
の
例

 
 

主
要

プ
ロ

セ
ス

 
 

備
 

 
考

 

現 場 作 業
 

搬
出
側
号

機
 

(3
) 構

内
運
搬

 
（

実
入
容

器
）

 

搬
入
側
号

機
 

(6
) 構

内
運
搬

 
（
空
容
器

）
 

(1
)空

容
器
搬

入
 

（
2)
燃
料
装

荷
，
実

入
容

器
搬
出

 
(4

)実
入
容
器

搬

入
 

(5
)燃

料
取
出

，
空
容

器
搬
出

 

・
緩
衝
体

取
外
し

※
２

 
・

建
屋
搬

入
 

    

 ・
蓋
開
，

入
水
準

備
 

 ・
外

観
検
査

 
・

線
量

当
量

率
検
査

 
・

表
面

密
度

検
査

 
・

温
度

測
定

検
査

 
・

圧
力

測
定

検
査

 
・

収
納

物
検

査
 

・
重

量
検
査

 
・

未
臨

界
検

査
 

・
気

密
漏
え

い
検
査

 
・

吊
上

検
査

 
  

・
転
倒
，

転
落
防
止

 
・

標
識

 
・

見
張
人

配
置

 
・

徐
行

 
・

知
識

/経
験
を
有
す

る
者
の
同

行
 

・
危
険
物

混
載
有
無

 
・

線
量
当

量
率

※
３

 
・

表
面
汚

染
密
度

※
３

 
等

 
   

・
封
印
取

外
※

２
 

・
緩
衝
体

取
外

※
２

 
・

建
屋
搬

入
 

  

・
入
水
準

備
 

 
 

  
※
１
：
電
力
自
主

 

※
２

：
建

屋
内

外

で
の

実
施

は
，

発
電

所
に

よ
り

差
異
あ
り

 

※
３

：
発

送
前

検

査
を

兼
ね

る
場

合
あ

り
 

・
 
ｷ
ｬ
ｽｸ
吊
下
ろ

し
  

燃
料
装
荷

 
蓋

仮
閉
め

 
ｷ
ｬ
ｽ
ｸ吊

上
げ

 

ｷ
ｬ
ｽ
ｸ吊

下
ろ
し

 
蓋

開
 

燃
料
取
出

 
蓋

仮
締

 
ｷ
ｬ
ｽ
ｸ
吊
上

げ
 

・
蓋
閉
め

，
除
染

 
・

水
位
調

整
 

・
建
屋
外

搬
出

 
・

緩
衝
体

取
付

※
２

 
        

・
蓋

締
め

，
除

染
 

・
内

部
水

排
水

 
・

建
屋
外

搬
出

 
・

緩
衝
体

取
付

※
２

 
 

許 認 可 関 係
 

原 子 炉 等 規 制 法 

 
  

  

（ プ ー ル 内 ） 

（ プ ー ル 内 ） 

外
観

 
未

臨
界
性

 
気

密
漏
え

い
 

等
 

 

               
【
運
搬
前
確
認
】

 
実
用
炉
規
則
第

88
条

 
（
事
業
所
内
運
搬
）

 

 

・
転
倒
，

転
落
防

止
 

・
標
識

 
・

危
険
物

混
載
有

無
 

・
線
量
当

量
率

 
・

表
面
汚

染
密
度

 
等

 
 

 
      【
運
搬
前
確
認
】

 
実
用
炉
規
則
第

88
条

 
（
事
業
所
内
運
搬
）

 

   

発
送

前
検
査

相
当

※
１

 

：
自

主
検

査
等
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ウ

ラ
ン

新
燃

料
の

事
業
所
外
運

搬
に
関

す
る
主

要
プ
ロ
セ

ス
・

工
程

の
例

 
 

主
要

プ
ロ

セ
ス

 
 

備
 

 
考

 

現 場 作 業
 

(1
) 空

容
器
受
取

 
(2

)輸
送
物

仕
立

 
(3

)発
送
前

検
査

 
(4

)構
内
輸

送
※

３
 

(5
)事

業
所

外
運

搬
（

発
地

側
）

※
１

 
(6

) 輸
送

物
の

船
積

※
４
 

準
備

 
運

搬
 

・
建

屋
搬

入
 

 
・

蓋
開

  
・

新
燃

料
収

納
 

・
蓋

閉
め

 

 
・

発
電

所
長

承
認

 
・

転
倒

，
転

落
防

止
 

・
標

識
 

・
見

張
人

配
置

 
・

徐
行

 
・

知
識

/経
験

を
有

す
る

者

の
同

行
 

・
危

険
物

混
載

有
無

 
・

線
量

当
量

率
※

２
 

・
表

面
汚

染
密

度
※

２
 

  
等

 

・
発

電
所

長
承

認
 

・
携

行
資

機
材

類
確

認
 

・
標

識
，

灯
火

，
固

縛
状

況
 

・
車

両
積

付
時

の
 

- 
外

観
検

査
 

- 
表

面
密

度
検

査
 

- 
線

量
当

量
率

検
査

 
他

 
・

隊
列
編

成
状

況
 

・
要

員
配

置
 

等
 

・
隊

列

輸
送

 
【

船
積

前
】

輸
送

物
 

- 線
量

当
量

率
検

査
 

- 表
面

密
度

検
査

 
 

・
船

積
作

業
 

【
船

積
後

】
船

内
 

- 線
量

当
量

率
検

査
 

※
１
：
公

道
輸

送
を

実
施

す
る

場
合

 

※
２
：
発

送
前

検
査

相
当

を
兼

ね
る

場
合

有
り

 

※
３
：
公

道
輸

送
を

実
施

し
な

い
場

合
 

※
４
：
船

舶
輸

送
を

実
施

す
る

場
合

 
※

５
：
電

力
よ

り
運

搬
を

委
託

さ
れ

た
者

 

・
着

地
側

の
事

業
所

外
運

搬
に

係
る

申
請

手
続

は

輸
送

会
社
が

実
施

 
［

電
力

は
連

名
申

請
］

 

 
許 認 可 関 係

 

原 子 炉 等 規 制 法 

 

原 賠 法 

 

船 舶 安 全 法 

 

 
  

添付２ 

・
外

観
検

査
 

・
線

量
当

量
率

検
査

 
・

表
面

密
度

検
査

 
 

・
収

納
物

検
査

 
・

重
量

検
査

 
・

未
臨

界
検

査
 

・
吊

上
検

査
 

【
運

搬
前

確
認

】
 

実
用

炉
規

則
第

88
条

 
（

事
業

所
内

運
搬

）
 

放
射

性
輸
送

物
運
送

計
画
・

安
全

確
認

申
請

※
４

 
船

長
（
運

航
会
社

）
→
国

交
省
海

事
局

 

放
射

性
物
質

等
運
送

届
※

４
 

船
長
（
運

航
会
社

）
→
管

区
海
上

保
安
本

部
 

危
険

物
積
付

検
査
申

請
※

４
 

船
長
（
運

航
会
社

）
→
国

交
省
海

事
局

 

確
認

 

：
自

主
検

査
等

  
  

  
  

  
 ：

官
庁
検

査
 

  

原
子

力
損
害

賠
償
補

償
契
約

 
原
子

力
損
害

賠
償
責

任
保
険

契
約

 
付

保
手
続

（
電
力

→
文
科

省
/原

子
力
保
険
プ
ー
ル

）
 

核
燃

料
物

質
等

運
搬

届
出

 ※
１

 確
認

 
確

認
 

車
両

運
搬
確

認
申
請

 
電
力
，
輸
送
会
社

※
５
→
原
子
力
規
制
委
員
会

 

電
力

【
発

地
側

】，
輸

送
会

社
※

５
【

着
地

側
】

 
都

道
府

県
公

安
委

員
会

 

取
決

め
の

締
結

確
認

 
事

業
者

間
で

取
決

め
締

結
後

申
請

（
電

力
→

原
子

力
規

制
委

員
会

）
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Ａ
型

，
Ｌ
型

，
Ｉ
Ｐ

型
の
運
搬

物
の

事
業

所
外
運

搬
に
関
す

る
主
要
プ

ロ
セ
ス

・
工
程
の

例
（

核
燃

料
物
質

を
封
入
し

て
い

る
も

の
を
除
く

。
）

 
 

主
要

プ
ロ

セ
ス

 
 

備
 

 
考

 

現 場 作 業
 

(1
) 空

容
器
受
取

 
(2

)輸
送
物

仕
立

 
(3

) 外
運
搬

規
則

 
適

合
検
査

 
(4

) 構
内
輸

送
※

２
 

(5
)事

業
所

外
運

搬
（

発
地

側
）

※
１

 
(6

) 輸
送

物
の

船
積

※
５
 

準
備

 
運

搬
 

・
建

屋
搬

入
 

 
・

蓋
開

 
・

蓋
閉

め
 

   

 ・
放

射
能

量
確

認
 

・
法

令
に

適
合

し
た

容
 

器
へ

の
収

納
 

・
線

量
当

量
率

測
定

 
・

表
面

汚
染

密
度

測
定

 
 

等
 

・
発

電
所

長
承

認
 

・
転

倒
，

転
落

防
止

 
・

標
識

 
・

危
険

物
混

載
有

無
 

・
線

量
当

量
率

※
４

 
・

表
面

汚
染

密
度

※
４

 
 

等
 

 

・
発

電
所

長
承

認
 

・
携

行
資

機
材

類
確

認
 

・
標

識
，

灯
火

，
固

縛
状

況
 

・
車

両
積

付
時

の
 

- 
外

観
検

査
 

- 
表

面
密

度
検

査
 

- 
線

量
当

量
率

検
査

 
他

 
 

・
輸

送
 

【
船

積
前

】
輸

送
物

 
- 線

量
当

量
率

検
査

 
- 表

面
密

度
検

査
 

 
・

船
積

作
業

 
【

船
積

後
】

船
内

 
- 線

量
当

量
率

検
査

 

※
１
：
公

道
輸

送
を

実
施

す
る

場
合

 
※

２
：
発

地
側

で
公

道
輸

送
を

実
施

し
な

い
場

合
 

※
３

：
必

要
に

応
じ

て
実

施
 

※
４
：
外

運
搬

規
則

適
合

検
査

を
兼

ね
る

場
合

有
り

 
※

５
：
船

舶
輸

送
を

実
施

す
る

場
合

 

許 認 可 関 係
 

原 子 炉 等

規 制 法 

 
 

原 賠 法

 

船 舶 安 全 法 

 

核
燃

料
物
質

等
の
事

業
所
内
運

搬
に

関
す

る
主
要

プ
ロ
セ
ス

・
工

程
の

例
（
核

燃
料
物
質

を
封

入
し

て
い
る

も
の
除
く

）
 

 
主

要
プ
ロ

セ
ス

 
 

備
 

 
考

 
 

現 場 作 業
 

(1
) 空

容
器

受
取

 
(2

)輸
送
物

仕
立

 
(3

)構
内

輸
送

 

・
建

屋
搬

入
 

 
・

蓋
開

 
・

蓋
閉

め
 

 

・
転

倒
，

転
落

防
止

 
・

標
識

 
・

危
険

物
混

載
有

無
  

 
・

線
量

当
量

率
 

・
表

面
汚

染
密

度
 

 
等

 

 
【

運
搬

前
確

認
】

 
実

用
炉

規
則

第
88

条
 

（
事

業
所

内
運

搬
）

 

原
子

力
損
害

賠
償
補

償
契
約

 
原
子

力
損
害

賠
償
責

任
保
険

契
約

 
付

保
手
続

（
電
力

→
文
科

省
/原

子
力
保
険
プ
ー
ル

）
 

放
射

性
輸
送

物
運
送

計
画
・

安
全

確
認

申
請

※
３

 
船

長
（
運

航
会
社

）
→
国

交
省
海

事
局

 

放
射

性
物
質

等
運
送

届
※

３
 

船
長
（
運

航
会
社

）
→
管

区
海
上

保
安
本

部
 

危
険

物
積
付

検
査
申

請
 

船
長
（
運

航
会
社

）
→
国

交
省
海

事
局

 

【
運

搬
前

確
認

】
 

実
用

炉
規

則
第

88
条

 
（

事
業

所
内

運
搬

）
 

：
自

主
検

査
等

 
 

 
 

 
 

 
：

官
庁

検
査

 

外
運

搬
規

則
第

3～
5
条

 
第

8～
10

条
 

添付３ 

確
認
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運搬法令適合確認における自主検査等の信頼性確保の考え方 

○外運搬に係る自主検査等の信頼性確保の分類 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 1：発送前検査 

・独立性  ：放射線障害等の公衆へのリスクが高いことから，厳格な独立性を確保し，信頼性を担保

するため，組織的独立を確保。分類 1-1 

放射線障害等の公衆へのリスクが比較的低いことから，直接の工事担当者（電力社員以

外含む）からの独立を確保。分類 1-2 
・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合，その記録の信頼性について，

記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を，独立のグレードに応じた体制

により，抜き打ちによるオブザベーションとして実施 

・上記以外：個別案件毎に検査要領書や検査体制表等を作成。 

 

分類 2：外運搬規則適合検査 
・独立性  ：放射線障害等の公衆へのリスクが低いことから，直接の工事担当者（電力社員以外含

む）からの独立を確保。 

・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合，その記録の信頼性について，

記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を，独立のグレードに応じた体制

により，抜き打ちによるオブザベーションとして実施 

・上記以外：個別案件毎に検査要領書や検査体制表等は作成せず，恒常的な体制により二次文書等に

定める方法で実施。 

 

分類１ 

分類１－１ 
使用済燃料（Ｂ型） 

     ガラス固化体（Ｂ型） 

分類１－２ 
ウラン新燃料（A 型） 

天然六フッ化ウラン（IP 型）

 A1 値,A2 値※1を超えるものか 

Yes 
No 

検査装置［L 型］ 
LLW［IP 型］ 
使用済燃料空容器［A 型］ 
ガラス固化体空容器［L 型］ 

 容器承認を取得した容器を 
用いて対象運搬物を運搬するか 

Yes 

No 

 核燃料物質を封入しているか 

Yes 

No 

ウラン新燃料［A 型］ 
天然六フッ化ウラン［IP 型］ 

添付４ 

核燃料物質等の事業所外への運搬 

外運搬規則適合検査 

※1    A1,A2 値は，輸送容器が事故で破損し，その一部が漏えいして，その内容物の一部を人が摂取しても影響を与え
ないよう，IAEA 規則にて定められた放射能の収納限度 

 

炉規法第 59 条第 1 項に基づく 
発送前検査

分類２ 
使用済燃料空容器（A 型） 
ガラス固化体空容器（L 型） 

検査装置等（L 型） 
LLW（IP 型） 
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○内運搬に係る自主検査等の信頼性確保の分類 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

分類 3：発送前検査相当 

・独立性  ：公衆への放射線障害リスクが高いことから，厳格な独立性を確保し，信頼性を担保する

ため，組織的独立を確保。分類 3-1 

公衆への放射線障害リスクが比較的低いことから，直接の工事担当者（電力社員以外含

む）からの独立を確保。分類 3-2 

・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合，その記録の信頼性について，

記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を，独立のグレードに応じた体制

により，抜き打ちによるオブザベーションとして実施。 

・上記以外：外運搬規則に準じて，個別案件毎に検査要領書や検査体制表等を作成。 

 

 

 

分類３ 

分類３－１ 
使用済燃料 

 

分類３－２ 
ウラン新燃料 

 
No 

工事計画認可 
対象容器を用いて対象運搬物を

運搬するか 
Yes 

工事計画認可対象空容器 
検査装置 
LLW 
使用済燃料空容器 

 

上部炉心構造物 
使用済制御棒 

No 
核燃料物質を封入しているか 

自主検査等対象外 
使用済燃料空容器等 
使用済制御棒等 
検査装置等 

LLW 

ウラン新燃料 
 No 

Yes 

A1 値,A2 値※１を超えるものか  

Yes

※1  A1,A2 値は，輸送容器が事故で破損し，その一部が漏えいして，その内容物の一部を人が摂取しても影響を与えな
いよう，IAEA 規則にて定められた放射能の収納限度 

※3  発電所構外からの搬入に伴う内運搬は除く 

核燃料物質等の事業所内での運搬 

・外運搬時に準じて，発送前検査相当を「自主
検査等」と位置づけて実施 
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

新
燃
料
の
運

搬
）
 

第
３
０
０

条
 

炉
心

・
燃
料
グ
ル

ー
プ

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
新

燃
料
輸

送
容

器
か
ら

新
燃
料
を

取
り

出
す

場
合
及
び
新

燃
料

を
新

燃

料
輸
送
容

器
に
収
納

す
る
場
合

は
，
新
燃
料

取
扱
ク
レ

ー
ン
を

使
用
す
る
。
 

２
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
管
理

区
域
内

に
お
い

て
新

燃
料
を

運
搬
す
る

場
合

は
，

運
搬
前
に
次

の
事

項
を

確

認
す
る
。
 

(1
) 
車
両

へ
の
積
付

け
は
，
運

搬
中
に
移
動

，
転
倒
又

は
転
落

を
防
止
す
る
措

置
を
講
じ

る
こ
と
 

(2
) 
法
令

に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し
な
い

こ
と
 

(3
) 
新
燃

料
が
臨
界

に
達
し
な

い
措
置
を
講

じ
る
こ
と

※
１
 

３
．
炉
心
・
燃
料
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
管
理

区
域
外
に
お

い
て
新
燃

料
を
運
搬

す
る
場
合
は

，
運
搬
前

に
第
２

項
(
1
)か

ら

(3
)に

加
え
，
次
の
事
項

を
確
認
す

る
。
 

(1
) 
法
令

に
適
合
す

る
容
器
に

封
入
す
る
こ

と
※

１
 

(
2
)
 容

器
及

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令
に
定
め
る
標
識

を
付
け

る
こ
と

 

(3
) 
運
搬

経
路
に
標

識
を
設
け

る
こ
と
等
の

方
法
に
よ

り
，
関
係
者
以

外
の
者
及

び
他
の
車

両
の
立
入
り

を
制
限
す

る
と
と

も
に
，

必
要
な
箇

所
に
見
張

人
を
配
置

す
る
こ
と
 

(4
) 
車
両

を
徐
行
さ

せ
る
こ
と

 

(5
) 
核

燃
料

物
質

の
取
扱
い
に

関
し

，
相
当

の
知

識
及
び
経

験
を
有

す
る

者
を

同
行
さ
せ
，

保
安

の
た

め
に
必

要
な
監
督

を
行

わ

せ
る
こ
と
 

４
．
放
射
線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
第

３
項

の
運

搬
に

お
い

て
，

運
搬
前
に
容
器

等
の
線
量

当
量
率

が
法
令
に

定
め
る

値
を

超
え

て
い
な
い
こ

と
及

び
容
器

等
の

表
面
の
放

射
性
物

質
の

密
度

（
以
下
，
本

編
に

お
い

て
「
表

面
汚
染
密

度
」

と

い
う
。）

が
法

令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度
の
１
０

分
の
１
を

超
え
て

い
な
い
こ
と
を

確
認
す

る
※

１
。
た

だ
し

，
第

３
１
４
条
（

管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

(
1
)
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

 

５
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
管
理

区
域
内

で
第

３
１
４

条
（
管
理

区
域

内
に

お
け
る
区
域

区
分

）
第

１

項
(1
)に

定
め
る
区
域
に

新
燃
料
を

収
納
し
た

新
燃
料
輸

送
容
器
を
移

動
す
る
場

合
は
，
移
動
前

に
容
器
等

の
表
面
汚

染
密
度
が
法

令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度
の

１
０
分
の
１

を
超
え
て

い
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
 

６
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
新
燃

料
を
収

納
し
た

新
燃

料
輸
送

容
器
を
管

理
区

域
外

に
運
搬
す
る

場
合

は
，

輸

送
物
が
法

令
に
定
め

ら
れ
た
技

術
基
準
に
適

合
し
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め

，
次
の

検
査
を
実
施
す

る
。
 

(
1
)
 
外
観

検
査
 

(2
) 
線
量

当
量
率
検

査
 

(
3
)
 
重
量

検
査
 

(4
) 
未
臨

界
検
査
 

(
5
)
 
吊
上

検
査
 

(6
) 
表
面

密
度
検
査
 

(7
) 
収
納

物
検
査
 

７
．
炉
心
・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，

新
燃
料
を

発
電
所

外
に
運
搬
す
る

場
合
は

，
所
長
の

承
認
を
得
る
。

 

８
．
実
用
炉
規

則
第
８
８

条
第
４

項
を
適
用
し
て

い
る
間
は

，
本
条

は
適
用
と
な
ら

な
い
。
 

  ※
１
：
発
電
所

構
外
よ
り

発
電
所

内
に
搬
入
さ
れ

る
場
合
は

，
発
送

前
確
認
を
も
っ

て
代
え

る
こ
と
が

で
き
る
。
 

             

（
な
し
）
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

使
用
済
燃
料

の
貯
蔵
）
 

第
３
０
５

条
 

炉
心

・
燃
料
グ
ル

ー
プ

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
発

電
所
内

に
お

い
て
，

使
用
済
燃

料
（

以
下

，
照
射
さ
れ

た
燃

料
を

含

む
。
）
を

貯
蔵
す
る
場
合

は
，
次
の

事
項
を
遵

守
す
る
。
 

(1
) 
使
用

済
燃
料
を

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に

貯
蔵
す
る

こ
と
 

(2
) 
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
の
目

に
つ
き
や
す

い
場
所
に

貯
蔵
上

の
注
意
事
項
を

掲
示
す
る

こ
と
 

 (3
) 
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
ク
レ

ー
ン
を
使
用

す
る
こ
と
 

(4
) 
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
お

い
て
燃
料
が

臨
界
に
達

し
な
い

措
置
を
講
じ
ら

れ
て
い
る

こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
 

 (5
) 
使

用
済

燃
料

ラ
ッ
ク
に
収

納
す

る
こ
と

が
適

切
で
は
な

い
と
判

断
し

た
使

用
済
燃
料
に

つ
い

て
は

，
破
損

燃
料
容
器

に
収

納

す
る
等
の

措
置
を
講

じ
る
こ
と

 

   
（
使
用
済

燃
料
の
運

搬
）
 

第
３
０
６

条
 

炉
心

・
燃
料
グ
ル

ー
プ

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
使

用
済
燃

料
輸

送
容
器

か
ら
使
用

済
燃

料
を

取
り
出
す
場

合
は

，
次

の

事
項
を
遵

守
す
る
。
 

(1
) 
キ
ャ

ス
ク
ピ
ッ

ト
に
お
い

て
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

ク
レ
ー

ン
を
使
用
す
る

こ
と
 

 

２
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
発
電

所
内
に

お
い
て

使
用

済
燃
料

を
運
搬
す

る
場

合
は

, 
運
搬
前
に

次
の

事
項

を

確
認
し
，

キ
ャ
ス
ク

ピ
ッ
ト
に

お
い
て
使
用

済
燃
料
輸

送
容
器

に
収
納
す
る
。
 

(1
) 
法
令

に
適
合
す

る
容
器
を

使
用
す
る
こ

と
 

(2
) 
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
ク
レ

ー
ン
を
使
用

す
る
こ
と
 

(3
) 
使
用

済
燃
料
が

臨
界
に
達

し
な
い
措
置

を
講
じ
る

こ
と
 

(4
) 
収
納

す
る
使
用

済
燃
料
の

タ
イ
プ
及
び

冷
却
期
間

が
，
容

器
の
収
納
条
件

に
適
合
し

て
い
る

こ
と
 

３
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
発
電

所
内
に

お
い
て

使
用

済
燃
料

を
収
納
し

た
使

用
済

燃
料
輸
送
容

器
を

運
搬

す

る
場
合

は
，

運
搬

前
に
次
の
事

項
を

確
認
す

る
。

た
だ
し
，

管
理
区

域
内

で
運

搬
す
る
場
合

に
つ

い
て

は
，
(3
)
か
ら
(6

)の
適

用

を
除
く
。
 

(1
) 
容
器

の
車
両
へ

の
積
付
け

に
際
し
，
運

搬
中
に
移

動
，
転

倒
又
は
転
落
を

防
止
す
る

措
置
を

講
じ
る
こ
と
 

(2
) 
法
令

に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し
な
い

こ
と
 

(3
) 
運
搬

経
路
に
標

識
を
設
け

る
こ
と
等
の

方
法
に
よ

り
，
関
係
者
以

外
の
者
及

び
他
の
車

両
の
立
入
り

を
制
限
す

る
と
と

も
に
，

必
要
な
箇

所
に
見
張

人
を
配
置

す
る
こ
と
 

(4
) 
車
両

を
徐
行
さ

せ
る
こ
と

 

(5
) 
核

燃
料

物
質

の
取
扱
い
に

関
し

，
相
当

の
知

識
及
び
経

験
を
有

す
る

者
を

同
行
さ
せ
，

保
安

の
た

め
に
必

要
な
監
督

を
行

わ

せ
る
こ
と
 

(
6
)
 容

器
及

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令
に
定
め
る
標
識

を
付
け

る
こ
と
 

４
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
使
用

済
燃
料

を
収

納
し
た

使
用
済
燃

料
輸

送
容

器
を
管
理
区

域
外

に
お

い

て
運
搬

す
る

場
合

は
，
運
搬
前

に
容

器
等
の

線
量

当
量
率
が

法
令
に

定
め

る
値

を
超
え
て
い

な
い

こ
と

及
び
容

器
等
の
表

面
汚

染

密
度
が
法

令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度
の
１

０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
た

だ
し

，
第

３
１
４
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

(
1
)
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

 

５
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
管
理

区
域
内

で
第

３
１
４

条
（
管
理

区
域

内
に

お
け
る
区
域

区
分

）
第

１

項
(1
)に

定
め
る
区
域
に

使
用
済
燃

料
を
収
納

し
た
使
用

済
燃
料
輸
送

容
器
を
移

動
す
る
場

合
は
，
移
動
前

に
容
器
等

の
表
面
汚
染

密
度
が
法

令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度
の
１

０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

６
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
使
用

済
燃
料

を
収
納

し
た

使
用
済

燃
料
輸
送

容
器

を
管

理
区
域
外
に

運
搬

す
る

場

合
は
，

輸
送

物
が

法
令
に
定
め

ら
れ

た
技
術

基
準

に
適
合
す

る
た
め

の
措

置
を

講
じ
，
検
査

を
実

施
す

る
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ

ー
※
１
は
当
該

措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
確

認
す
る
た
め

，
次
の
検

査
を
実
施

す
る
。
 

(
1
)
 
外
観

検
査
 

(2
) 
気
密

漏
え
い
検

査
 

(3
) 
圧
力

測
定
検
査
 

(4
) 
線
量

当
量
率
検

査
 

(5
) 
未
臨

界
検
査
 

（
使
用
済

燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
１
０
５

条
 

炉
心

・
燃
料
グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
発

電
所

内
に
お

い
て

，
使
用
済

燃
料
を

貯
蔵

す
る

場
合
は
，
次

の
事

項

を
遵

守
す
る
。
 

(1
) 

使
用
済
燃
料
を

1
号
炉
使

用
済
燃

料
貯
蔵
池
又
は

２
号
炉

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
貯

蔵
す
る

こ
と
 

(2
) 

1
号
炉

使
用

済
燃
料
貯
蔵

池
及

び
２

号
炉
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
の

目
に

つ
き

や
す
い
場

所
に

貯
蔵

上
の
注

意
事
項

を
掲

示
す

る
こ

と
 

(3
) 

1
号

炉
燃
料
取

替
機
又
は

２
号
炉
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
ク

レ
ー
ン
を
使
用

す
る
こ
と

 

(4
) 

1
号
炉

使
用

済
燃
料
貯
蔵

池
及

び
２

号
炉
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
に

お
い

て
使

用
済
燃
料

が
臨

界
に

達
し
な

い
措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ

と
 

(5
)使

用
済
燃
料
貯

蔵
ラ
ッ
ク
に
収

納
す
る
こ

と
が
適
切

で
は
な
い
と
判
断
し
た

使
用
済
燃

料
に
つ

い
て
は
，
破
損

燃
料
容
器

に
収

納
す

る
等
の
措
置
を

講
じ
る
こ

と
 

(6
) 

1
号
炉

使
用

済
燃
料
貯
蔵

池
内

に
お

い
て
使

用
済

燃
料
の

配
置
変

更
を

行
う

場
合
は
，

未
臨

界
性

を
確
認

し
た
燃

料
配

置
の

範
囲

内
に
限
定
す
る

こ
と
 

 

（
使
用
済

燃
料
の
運
搬
）
 

第
１
０
６

条
 

炉
心

・
燃
料
グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
使

用
済

燃
料
輸

送
容

器
か
ら
使

用
済
燃

料
を

取
り

出
す
場
合
は

，
次

の

事
項

を
遵
守
す
る
。
 

(1
) 

１
号
炉
使
用
済

燃
料
貯
蔵

池
又
は

２
号
炉
キ
ャ
ス

ク
ピ
ッ

ト
に
お
い

て
１
号
炉
燃
料

取
替
機

又
は
２
号

炉
使
用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
ク

レ
ー
ン
を
使
用

す
る
こ
と

 

２
．
炉
心

・
燃

料
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

は
，
発

電
所
内
に

お
い

て
使
用

済
燃

料
を
運
搬

す
る
場

合
は

, 
運

搬
前
に
次
の

事
項

を

確
認

し
，
１
号
炉
使

用
済
燃
料

貯
蔵
池

又
は
２
号
炉
キ

ャ
ス
ク

ピ
ッ
ト
に

お
い
て
使
用
済

燃
料
輸

送
容
器
に

収
納
す
る
。
 

(1
) 

法
令
に
適
合
す

る
容
器
を

使
用
す

る
こ
と
 

(2
) 

１
号
炉
燃
料
取

替
機
又
は

２
号
炉

使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
ク

レ
ー
ン
を

使
用
す
る
こ
と

 

(3
) 

使
用
済
燃
料
が

臨
界
に
達

し
な
い

措
置
を
講
じ
る

こ
と
 

(4
) 

収
納
す
る
使
用

済
燃
料
の

タ
イ
プ

及
び
冷
却
期
間

が
，
容

器
の
収
納

条
件
に
適
合
し

て
い
る

こ
と
 

３
．
炉
心

・
燃

料
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

は
，
発

電
所
内
に

お
い

て
使
用

済
燃

料
を
収
納

し
た
使

用
済

燃
料

輸
送
容
器
を

運
搬

す

る
場

合
は
，

運
搬

前
に
次

の
事
項

を
確

認
す
る

。
た

だ
し
，

管
理
区

域
内

で
運

搬
す
る
場

合
に

つ
い

て
は
，

(3
)か

ら
(
6)
の

適
用

を
除

く
。
 

(1
) 

容
器
の
車
両
へ

の
積
付
け

に
際
し

，
運
搬
中
に
移

動
，
転

倒
又
は
転

落
を
防
止
す
る

措
置
を

講
じ
る
こ

と
 

(2
) 

法
令
に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し

な
い
こ
と
 

(3
) 

運
搬
経
路
に
標

識
を
設
け

る
こ
と

等
の
方
法
に
よ

り
，
関
係

者
以
外
の
者
及

び
他
の
車

両
の
立

入
り
を
制
限
す

る
と
と

も
に
，

必
要

な
箇
所
に
見
張

人
を
配
置

す
る
こ

と
 

(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ

せ
る
こ
と

 

(5
) 

核
燃
料

物
質

の
取
扱
い
に

関
し

，
相

当
の
知

識
及

び
経
験

を
有
す

る
者

を
同

行
さ
せ
，

保
安

の
た

め
に
必

要
な
監

督
を

行
わ

せ
る

こ
と
 

(
6
)
 容

器
及

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令
に
定
め

る
標
識
を
付
け

る
こ
と
 

４
．
放
射

線
・

化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
使
用

済
燃

料
を
収

納
し

た
使
用
済

燃
料
輸

送
容

器
を

管
理
区
域
外

に
お

い

て
運

搬
す
る

場
合

は
，
運
搬
前

に
容

器
等

の
線
量

当
量
率
が

法
令

に
定
め

る
値

を
超
え
て

い
な
い

こ
と

及
び

容
器
等
の
表

面
汚

染

密
度

が
法
令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度

の
１
０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
た

だ
し

，
第

１
１

４
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

(
1
)
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

 

５
．
放
射

線
・

化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
管
理

区
域

内
で
第

１
１

４
条
（
管

理
区
域

内
に

お
け

る
区
域
区
分

）
第

１

項
(1

)に
定
め
る
区

域
に
使
用
済
燃

料
を
収
納

し
た
使
用

済
燃
料
輸
送
容
器
を
移

動
す
る
場

合
は
，
移
動

前
に
容
器

等
の
表
面

汚
染

密
度

が
法
令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度

の
１
０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
 

６
．
炉
心

・
燃

料
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

は
，
使

用
済
燃
料

を
収

納
し
た

使
用

済
燃
料
輸

送
容
器

を
管

理
区

域
外
に
運
搬

す
る

場

合
は

，
輸
送

物
が

法
令
に
定
め

ら
れ

た
技

術
基
準

に
適
合
す

る
た

め
の
措

置
を

講
じ
，
検

査
を
実

施
す

る
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ

ー
※

1
は
当
該

措
置
が
講

じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
確

認
す
る
た

め
に
，

次
の
検
査
を
実

施
す
る

。
 

(
1
)
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
気
密
漏
え
い
検

査
 

(
3
)
 
圧
力
測
定
検
査
 

(
4
)
 
線
量
当
量
率
検

査
 

(
5
)
 
未
臨
界
検
査
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
(6
) 
温
度

測
定
検
査
 

(
7
)
 
吊
上

検
査
 

(
8
)
 
重
量

検
査
 

(9
) 
収
納

物
検
査
 

(1
0)
 表

面
密
度
検
査
 

７
．
炉
心
・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，

使
用
済
燃

料
を
発

電
所
外
に
運
搬

す
る
場

合
は
，
所

長
の
承
認
を
得

る
。
 

８
．
実
用
炉
規

則
第
８
８

条
第
４

項
を
適
用
し
て

い
る
間
は

，
本
条

は
適
用
と
な
ら

な
い
。
 

 ※
１
：
検
査
を

実
施
す
る

グ
ル
ー

プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
検

査
の
独

立
性
を
確
保
す

る
た
め

，
第
２
０

４
条
に
定
め
る

保
安
に

関
す

る
組
織
の

う
ち
，
使
用
済

燃
料
の

運
搬
を
実

施
す
る
組
織
と

は
別
の

組
織
の
者

と
す
る
。
 

 

(
6
)
 
温
度
測
定
検
査
 

(
7
)
 
吊
上
検
査
 

(
8
)
 
重
量
検
査
 

(
9
)
 
収
納
物
検
査
 

(
1
0
)
 表

面
密
度
検

査
 

７
．
炉
心

・
燃
料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
使
用
済
燃

料
を
発

電
所
外
に

運
搬
す
る
場

合
は
，
所

長
の
承
認

を
得
る
。
 

８
．
実
用

炉
規
則
第
８
８

条
第
４

項
を
適
用

し
て
い
る
間
は

，
本
条

は
適
用
と

な
ら
な
い
。
 

 ※
１
：
検

査
を

実
施

す
る
グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
検
査

の
独

立
性
を

確
保

す
る
た
め

，
第
４

条
に

定
め

る
保
安
に
関

す
る

組

織
の

う
ち
，
使
用
済

燃
料
の
運

搬
を
実

施
す
る
組
織
と

は
別
の

組
織
の
者

と
す
る
。
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資料⑤ 

 

 

 

 

 

東海第二／敦賀発電所 

放射性固体廃棄物の事業所外廃棄について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 年 8月 18日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
  

103



１．保安規定 

（１）規則類の改正 

規則類の改正に伴い，放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動，およびその活動に

関する組織，職務を保安規定に定める。 

【実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則】 

（保安規定） 

第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けよう

とする者は，認可を受けようとする工場又は事業所ごとに，次に掲げる事項について保安規

定を定め，これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

十四 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。

【実用炉に関する保安規定審査基準】 

（実用炉規則第９２条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄

（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められていること。 

（２）保安活動 

放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動は,第６章放射性廃棄物管理の第８８条

（放射性固体廃棄物の管理）に定める。なお，具体的な管理については，基本的に現状におい

ても二次文書等に定めて実施している。 

（放射性固体廃棄物の管理） 

第８８条 

１０．放射線・化学管理グループマネージャーは，放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場

合は，次の事項を実施する。 

(1) 埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を作成し，発電所外の廃棄に関する措置の実施

状況を確認する。 

(2) 発電所外の廃棄施設の廃棄事業者へ埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を引き渡

す。 

(3) 放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄するにあたって，所長の承認を得る。 

（３）保安に関する組織・職務 

放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動に関する組織，職務を第３章体制及び評価

の第４条（保安に関する組織），第５条（保安に関する職務）に定める。 

（保安に関する職務） 

第５条 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(7) 放射線・化学管理グループは，放射線管理，放射性廃棄物管理，化学管理に関する業務

及び安全管理室の運営管理に関する業務を行う。 

２．事業所外廃棄に係る検査について（参考「LLW 事業所外廃棄におけるプロセス図」） 

新検査制度導入後は，業務プロセスを従来通り QMS により適切に管理するとともに，外廃棄則

第２条第１項に基づく「廃棄前の措置の実施状況の確認」の業務の中で，廃棄（埋設処分）しよ

うとするもの（廃棄体）に係る申請データの廃棄事業者への引渡しをホールドポイントと位置づ

け，ホールドポイント前に申請データの確認を「自主検査等」※１として「LLW 事業所外廃棄適合

検査」を実施する。 

実施にあたっては，品管規則第４８条第６項に基づき，重要度に応じて信頼性を確保する。 

※１：要求事項への適合性を判定するために事業者が行う合否判定基準のある自主的な検査

等をいう。（品管規則の解釈第１９条第３項） 

以上 
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

放
射
性
固
体

廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
３
０
８
条
 

 

（
中
略
）
 

 ５
．
各
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
管
理

区
域

外
に
放

射
性
固

体
廃
棄

物
を
運

搬
す

る
場
合

は
，
次
の

措
置

を
講

じ
，
運
搬
前

に
こ

れ
ら

の

措
置
の
実

施
状
況
を

確
認
す
る

。
 

(1
) 
法
令

に
適
合
す

る
容
器
に

封
入
し
て
運

搬
す
る
こ

と
 

 
た
だ

し
，

放
射

性
固
体
廃
棄

物
の

放
射
能

濃
度

が
法
令
に

定
め
る

限
度

を
超

え
な
い
場
合

で
あ

っ
て

，
法
令

に
定
め
る

障
害

防
止
の
措

置
を
講
じ

た
場
合
は

，
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

(2
) 
容
器

等
の
車
両

へ
の
積
付

け
に
際
し
，

運
搬
中
に

移
動
，

転
倒
又
は
転
落

を
防
止
す

る
措
置

を
講
じ
る
こ
と
 

(3
) 
法
令

に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し
な
い

こ
と
 

(4
) 
容
器

等
の
適
当

な
箇
所
に

法
令
に
定
め

る
標
識
を

付
け
る

こ
と
 

(5
) 
運
搬

経
路
に
標

識
を
設
け

る
こ
と
等
の

方
法
に
よ

り
，
関
係
者
以

外
の
者
及

び
他
の
車

両
の
立
入
り

を
制
限
す

る
と
と

も
に
，

必
要
な
箇

所
に
見
張

人
を
配
置

す
る
こ
と
 

(6
) 
車
両

を
徐
行
さ

せ
る
こ
と

 

(7
) 
核

燃
料

物
質

等
の
取
扱
い

に
関

し
，
相

当
の

知
識
及
び

経
験
を

有
す

る
者

を
同
行
さ
せ

，
保

安
の

た
め
に

必
要
な
監

督
を

行

わ
せ
る
こ

と
 

６
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
第
５

項
の
運

搬
に

お
い
て

，
運
搬
前

に
容

器
等

の
線
量
当
量

率
が

法
令

に

定
め
る

値
を

超
え

て
い
な
い
こ

と
及

び
容
器

等
の

表
面
汚
染

密
度
が

法
令

に
定

め
る
表
面
密

度
限

度
の

１
０
分

の
１
を
超

え
て

い

な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
た
だ

し
，
第

３
１
４
条
（
管
理
区
域

内
に
お
け

る
区
域
区

分
）
第

１
項
(
1
)に

定
め
る
区

域
か
ら
運
搬
す

る
場
合
は

，
表
面
汚

染
密
度
に

つ
い
て
の
確

認
を
省
略

で
き
る

。
 

 

（
中
略
）
 

 ８
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
放
射

性
固
体

廃
棄

物
を
発

電
所
外
に

廃
棄

す
る

場
合
は
，
次

の
事

項
を

実

施
す
る
。
 

(1
) 
埋
設

す
る
放
射

性
固
体
廃

棄
物
に
関
す

る
記
録
を

作
成
し

，
発
電
所
外
の

廃
棄
に
関

す
る
措

置
の
実
施
状
況

を
確
認

す
る
。
 

(2
) 
発
電

所
外
の
廃

棄
施
設
の

廃
棄
事
業
者

へ
埋
設
す

る
放
射

性
固
体
廃
棄
物

に
関
す
る

記
録
を

引
き
渡
す
。
 

(3
) 
放
射

性
固
体
廃

棄
物
を
発

電
所
外
に
廃

棄
す
る
に

あ
た
っ

て
，
所
長
の
承

認
を
得
る

。
 

９
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
発
電

所
外
に

放
射

性
固
体

廃
棄
物
を

運
搬

す
る

場
合
は
，
所

長
の

承
認

を

得
る
。
 

１
０
．
放
射
線

・
化
学
管

理
グ
ル

ー
プ
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
は
，

第
９
項

の
運
搬
に
お
い

て
，
運

搬
前
に
次

の
事
項
を
確
認

す
る
。
 

(1
) 
法
令

に
適
合
す

る
容
器
に

封
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
 

(2
) 
法
令

に
定
め
る

書
類
及
び

物
品
以
外
の

も
の
が
収

納
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
 

１
１
．
放

射
線

・
化
学
管

理
グ
ル

ー
プ

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
第

９
項
の

運
搬

に
お
い

て
，
運
搬

前
に

容
器

等
の
線
量
当

量
率

が
法

令

に
定
め

る
値

を
超

え
て
い
な
い

こ
と

及
び
容

器
等

の
表
面
汚

染
密
度

が
法

令
に

定
め
る
表
面

密
度

限
度

を
超
え

て
い
な
い

こ
と

を

確
認
す
る

。
た
だ
し

，
第
３
１

４
条
（
管
理

区
域
内
に

お
け
る

区
域
区
分
）
第

１
項
(
1)
に

定
め
る
区
域

か
ら
運
搬

す
る
場

合
は
，

表
面
汚
染

密
度
に
つ

い
て
の
確

認
を
省
略
で

き
る
。
 

    

（
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１
０
８

条
 
 

 

（
中

略
）
 

 

５
．
各
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
は
，
管
理

区
域

外
に

放
射
性

固
体
廃
棄

物
を

運
搬
す

る
場

合
は
，
次

の
措
置

を
講

じ
，

運
搬
前
に
こ

れ
ら

の

措
置

の
実
施
状
況
を

確
認
す
る

。
 

(1
) 

法
令
に
適
合
す

る
容
器
に

封
入
し

て
運
搬
す
る
こ

と
 

た
だ
し
，

放
射

性
固
体

廃
棄
物

の
放

射
能
濃

度
が

法
令

に
定
め
る

限
度

を
超

え
な
い

場
合
で

あ
っ

て
，
法

令
に

定
め
る

障
害

防
止

の
措
置
を
講
じ

た
場
合
は

，
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

(2
) 

容
器
等
の
車
両

へ
の
積
付

け
に
際

し
，
運
搬
中
に

移
動
，

転
倒
又
は

転
落
を
防
止
す

る
措
置

を
講
じ
る

こ
と
 

(3
) 

法
令
に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し

な
い
こ
と
 

(4
) 

容
器
等
の
適
当

な
箇
所
に

法
令
に

定
め
る
標
識
を

付
け
る

こ
と
 

(
5)
 運

搬
経
路
に
標

識
を
設
け
る

こ
と
等
の

方
法
に
よ

り
，
関
係

者
以
外
の
者
及

び
他
の
車

両
の
立
入

り
を
制
限
す
る

と
と
も

に
，

必
要

な
箇
所
に

見
張
人
を
配
置

す
る
こ

と
 

(
6)
 車

両
を
徐
行
さ

せ
る
こ
と
 

(7
) 

核
燃
料

物
質

等
の
取
扱
い

に
関

し
，

相
当
の

知
識

及
び
経

験
を
有

す
る

者
を

同
行
さ
せ

，
保

安
の

た
め
に

必
要
な

監
督

を
行

わ
せ

る
こ
と
 

６
．
放
射

線
・

化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
第
５

項
の

運
搬
に

お
い

て
，
運
搬

前
に
容

器
等

の
線

量
当
量
率
が

法
令

に

定
め

る
値
を

超
え

て
い
な
い
こ

と
及

び
容

器
等
の

表
面
汚
染

密
度

が
法
令

に
定

め
る
表
面

密
度
限

度
の

１
０

分
の
１
を
超

え
て

い

な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
た
だ

し
，
第

１
１
４
条
（
管
理
区

域
内
に
お
け

る
区
域
区

分
）
第

１
項
(
1
)に

定
め
る
区

域
か
ら

運
搬
す

る
場

合
は
，
表
面
汚

染
密
度
に

つ
い
て

の
確
認
を
省
略

で
き
る

。
 

 

（
中

略
）
 

 １
０
．
放

射
線

・
化

学
管
理
グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
放

射
性

固
体
廃

棄
物

を
発
電
所

外
に
廃

棄
す

る
場

合
は
，
次
の

事
項

を

実
施

す
る
。
 

(
1)
埋
設
す
る

放
射
性
固

体
廃
棄
物

に
関
す
る

記
録
を
作
成
し

，
発
電

所
外
の
廃

棄
に
関
す
る

措
置
の
実

施
状
況
を

確
認
す
る
。
 

(
2
)
発
電
所
外

の
廃
棄
施

設
の
廃
棄

事
業
者
へ

埋
設
す
る
放
射

性
固
体

廃
棄
物
に

関
す
る
記
録

を
引
き
渡

す
。
 

(3
)放

射
性
固
体
廃

棄
物
を
発
電
所

外
に
廃
棄

す
る
に
あ

た
っ
て
，
所
長
の
承
認

を
得
る
。

 

１
１
．
放

射
線

・
化

学
管
理
グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
発

電
所

外
に
放

射
性

固
体
廃
棄

物
を
運

搬
す

る
場

合
は
，
所
長

の
承

認

を
得
る
。
 

１
２
．
放

射
線
・
化
学
管

理
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，

第
１
１

項
の
運
搬

に
お
い
て
，

運
搬
前
に

次
の
事
項

を
確
認
す
る

。
 

(1
) 

法
令
に
適
合
す

る
容
器
に

封
入
さ

れ
て
い
る
こ
と
 

(2
) 

法
令
に
定
め
る

書
類
及
び

物
品
以

外
の
も
の
が
収

納
さ
れ

て
い
な
い

こ
と
 

１
３
．
放

射
線
・
化
学
管
理
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
第

１
１
項
の

運
搬
に
お
い
て

，
運
搬

前
に
容
器

等
の
線
量

当
量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
及

び
容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を
確
認

す
る

。
た

だ
し

，
第

１
１

４
条
（

管
理

区
域

内
に

お
け

る
区
域

区
分

）
第

１
項

(1
)に

定
め

る
区

域
か
ら

運
搬

す
る

場

合
は
，
表
面
汚

染
密
度
に

つ
い
て

の
確
認
を
省
略

で
き
る
。
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東海／東海第二／敦賀発電所 

放射性廃棄物の廃棄について 

（輸入廃棄物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 8 月 18 日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
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１．はじめに 

本資料は，規則類の改正に伴い 2020 年 5 月 29 日に変更認可申請を行った，東海，東

海第二及び敦賀発電所の保安規定における「放射性廃棄物管理（輸入廃棄物の管理）」に

ついて説明するものである。 

なお，保安規定の記載については，東海第二発電所をベースとしているが，東海及び

敦賀発電所１号炉においても同様である。 

 

２．規則類の改正 

（１）実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 

（保安規定） 

第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けよ

うとする者は，認可を受けようとする工場又は事業所ごとに，次に掲げる事項につ

いて保安規定を定め，これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければ

ならない。 

十四 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関す

ること。 

 

３ 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けようとする者は，当該認可の日

までに，当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を

実施するため，法第四十三条の三の二十四第一項の規定により認可を受けた保

安規定について次に掲げる事項を追加し，又は変更した保安規定の認可を受け

なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

十三 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関す

ること。 

   

（２）保安規定の審査基準 

①実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 

（実用炉規則第９２条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所外へ

の廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められて

いること。 

②廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準 

（２．（１３）放射性廃棄物の廃棄 実用炉規則第９２条第３項第１３号） 

６）放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所外へ
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の廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められて

いること。 

 

３．保安規定記載 

輸入廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動については，第６章放射性廃棄物管理の第

８８条の４（輸入廃棄物の管理）に新たに定める。なお，使用済燃料を海外再処理して

いない敦賀発電所２号炉の保安規定には定めない。 

 

第６章 放射性廃棄物管理 

（輸入廃棄物の管理） 

第８８条の４ 発電管理室長は，輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合は，その

輸入廃棄物が法令で定める基準に適合したものであることを確実にする。 

２．発電管理室長は，前項において第４条に定める保安に関する組織のうち，発電管理

室以外の室に対して，その輸入廃棄物が法令で定める基準に適合したものであること

の確認を依頼し，依頼を受けた室は当該確認を行う。 

    

保安規定において，「発電管理室は，品質マネジメントシステムに関係する，発電管理

及び非常時の措置の総括並びに輸入廃棄物の管理に関する業務を行う。」と保安に関する

職務を定める。 

今回新たに定めた「放射性廃棄物管理（輸入廃棄物の管理）」については，原子燃料サ

イクルにおける輸入廃棄物の廃棄物管理設備への廃棄に関する職務について明示してお

り，規則類の放射性廃棄物の廃棄に関する改正を踏まえた内容としている。 

また，保安規定の遵守のために必要となる活動については，二次文書「放射性廃棄物管

理業務要項」等の社内規程に定める。 

以 上 
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資料⑦ 

 

 

 

東海第二／敦賀発電所 

放射線管理等について 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 8月 18 日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
  

111



 
 

1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」の内容を

踏まえ，保安規定の記載に関する補足資料とする。なお，保安規定記載については，東海第二発電

所をベースとしているが，敦賀発電所においても同様である。 

 

2. 保安規定記載について 

2.1.  ALARA の考え方（実用炉規則第 92条第 1 項第 11号，14 号） 

現状，許認可図書における ALARA に関する記載は以下の通りである。 

 

許認可図書 ALARA に関する記載 

設置変更許可申請書 添付書類八 運転保守 放射性廃棄物管理 

           放射線管理 

保安規定 第 2 条（基本方針） 

 

ALARA は個別の保安活動に紐付くものではなく，各保安活動が総合的に相まって実現されるもの

であることから，現状は，保安規定第 2条に基本方針として記載し，第 6章と第 7章には法令に要

求される事項を条文に具体的に記載しているが，設置許可記載との関連性を考慮し，保安規定の

「放射性廃棄物管理」及び「放射線管理」の章に ALARA に関する記載を追記して，二次文書等に記

載することとする。 

なお，ALARA は「放射性廃棄物管理」及び「放射線管理」の各条文の保安活動が総合的に相まっ

て実現されるものと考えているため，両章の冒頭に基本方針を追加するとともに「放射線管理」の

章に ALARA に係る保安活動を明記することとする。 
第６章 放射性廃棄物管理 

（放射性廃棄物管理に係る基本方針） 

第８７条 発電所における放射性廃棄物に係る保安活動は，放射性物質の放出による公衆の

被ばくを，定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に保つよう実

施する。 

 

第７章 放射線管理 

（放射線管理に係る基本方針） 

第９２条 発電所における放射線管理に係る保安活動は，放射線による従業員等の被ばく

を，定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に保つよう実施す

る。 

 

（放射線業務従事者の線量管理等） 

第１００条  各マネージャーは，管理区域内で作業を実施する場合，作業内容に応じて作業計

画を立案するとともに，放射線防護上必要な措置を講じることで放射線業務従事者の線量低減

に努める。 
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2.2. 排気監視設備及び排水監視設備（実用炉規則第 92条第 1項第 10号） 

放出管理に係る設備の管理について，保安規定の「放射性廃棄物管理」の章に明記することとす

る（下記記載案の下線部）。 

なお，具体的な管理については，現状においても二次文書等に定めて実施している。 

使用方法については，保安規定の「放射性廃棄物管理」の章に測定項目，計測器種類，測定頻度

等を記載することで使用方法を明示している。 
第６章 放射性廃棄物管理 

（放出管理用計測器の管理） 

第９１条  放射線・化学管理グループマネージャー及び電気・制御グループマネージャーは，

表９１に定める放出管理用計測器について，同表に定める数量を確保する。また，定期的に点検

を実施し機能維持を図る。ただし，故障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補

充する。 

 

 

2.3. 放射線測定器の管理，放射線の測定の方法（実用炉規則第 92 条第 1項第 12 号） 

放射線測定器（放出管理用計測器，放射線計測器類）の管理について，保安規定の「放射性廃棄

物管理」及び「放射線管理」の章に明記することとする（放射性廃棄物管理の章は，「2.2. 排気監

視設備及び排水監視設備」を参照。また，放射線管理の章は，下記記載案の下線部を参照）。 

なお，具体的な管理については，現状においても二次文書等に定めて実施している。 

使用方法については，保安規定の「放射線管理」の章に場所，測定項目，測定頻度等を記載する

ことで測定の方法を明示している。 
第 7 章 放射線管理 

（放射線計測器類の管理） 

第１０３条 放射線・化学管理グループマネージャー及び電気・制御グループマネージャー

は，表１０３に定める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。また，定期的

に点検を実施し機能維持を図る。ただし，故障等により使用不能となった場合は，修理又は代

替品を補充する。 
 

2.4. 放射性廃棄物の廃棄（実用炉規則第 92条第 1 項第 14号） 

周辺環境への放射性物質の影響を確認するための環境放射線モニタリングについて，保安規定

の「放射線管理」の章に明記することとする。なお，具体的な管理については，現状においても

二次文書等に定めて実施している。 
第７章 放射線管理 

（平常時の環境放射線モニタリング） 

第１０１条の２ 放射線・化学管理グループマネージャーは，周辺環境への放射性物質の影響

を確認するため，平常時の環境放射線モニタリングの計画を立案し，その計画に基づき測定を

行い評価する。 

以 上 
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，
汚
染

の
お
そ
れ

の
な
い

管
理
区
域

か
ら
運
搬

す
る
場

合
は
，
表

面
汚
染
密

度
に
つ

い
て
の
確

認
を
省
略
で
き

る
。
 

（
以
下
略
）
 

 （
発

電
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
３
２
５
条
 

各
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
核
燃

料
物
質
等

（
第
３

０
０
条
（
新
燃

料
の
運
搬

）
，
第
３
０

６
条
（
使

用
済
燃
料

の
運
搬
）

及
び
第
３
０
８

条
（
放
射

性
固
体
廃
棄

物
の
管
理

）
に
定
め
る

も
の
を
除

く
。
）
を
発

電
所
外

に
運
搬
す
る
場

合
は
，
所

長
の
承
認

を
得
る
。
 

２
．
各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
運
搬

に
あ
た
っ
て
は

法
令
に
定

め
る
核

燃
料
物
質
等
の

区
分
に

応
じ
た
輸

送
物
と
し
て
運

搬
す
る

。
 

３
．
各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
運
搬

前
に
次
の
事
項

を
確
認
す

る
。
 

(
1
)
 
法
令
に
適

合
す
る
容

器
に
封

入
さ
れ
て
い
る

こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定

め
る
書
類

及
び
物

品
以
外
の
も
の

が
収
納
さ

れ
て
い

な
い
こ
と
 

(
3
)
 
Ｌ
型
輸
送

物
に
つ
い

て
は
，

開
封
さ
れ
た
と

き
に
見
や

す
い
位

置
に
法
令
に
定

め
る
表

示
を
行
う

こ
と
 

(
4
)
 
Ａ
型
輸

送
物
若
し

く
は
Ｂ

Ｍ
型
輸
送

物
に
つ

い
て
は
，

み
だ
り
に

開
封
さ

れ
な
い
よ

う
に
，
か

つ
，
開

封
さ
れ
た

場
合
に
開

封
さ

れ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な

る
よ
う

に
，
容
易
に
破

れ
な
い

シ
ー
ル
の

貼
付
け
等
の
措

置
を
講

じ
る
こ
と
 

４
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
運
搬

前
に
容

器
等

の
線
量

当
量
率
が

法
令

に
定

め
る
値
を
超

え
て

い
な

い

こ
と
及
び
容

器
等
の

表
面
汚
染

密
度
が
法

令
に
定
め

る
表
面

密
度
限
度

を
超
え
て

い
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

た
だ
し

，
汚
染
の

お
そ
れ
の
な
い

管
理
区
域

か
ら
運

搬
す
る
場
合
は

，
表
面
汚

染
密
度

に
つ
い
て
の
確

認
を
省

略
で
き
る

。
 

   

定
め
る
値

を
超
え
て
い
な

い
こ
と

及
び
容
器

等
の
表
面
汚
染

密
度
が

法
令
に
定

め
る
表
面
密

度
限
度
の

１
０
分
の

1
を
超

え
て
い

な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
た
だ

し
，
汚

染
の
お
そ

れ
の
な
い

管
理
区

域
か
ら
運

搬
す
る
場

合
は
，

表
面
汚
染

密
度
に
つ

い
て
の

確

認
を
省
略

で
き
る
。
 

（
以
下
略

）
 

 （
発

電
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
１
２
５

条
 

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，

核
燃
料

物
質
等

（
第
１

０
６
条

（
使

用
済
燃

料
の
運
搬

）
及

び
第

１
０
８
条
（

放
射

性
固

体

廃
棄
物
の

管
理
）
に
定
め

る
も
の

を
除
く
。
）
を

発
電
所
外
に

運
搬
す
る
場
合
は
，
所

長
の
承

認
を
得
る

。
 

 ２
．
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
は

，
運
搬

に
あ
た
っ

て
は
法
令
に
定

め
る
核

燃
料
物
質

等
の
区
分
に

応
じ
た
輸

送
物
と
し

て
運
搬
す
る

。
 

３
．
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
は

，
運
搬

前
に
次
の

事
項
を
確
認
す

る
。
 

(1
) 

法
令
に
適
合

す
る
容
器
に
封

入
さ
れ
て

い
る
こ
と
 

(2
) 

法
令
に
定
め

る
書
類
及
び
物

品
以
外
の

も
の
が
収

納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

(3
) 

Ｌ
型
輸
送
物

に
つ
い
て
は
，

開
封
さ
れ

た
と
き
に

見
や
す
い
位
置
に
法
令

に
定
め
る

表
示
を

行
う
こ
と
 

(4
) 

Ａ
型
輸
送
物

若
し
く
は
Ｂ
Ｍ

型
輸
送
物

に
つ
い
て

は
，
み

だ
り
に
開

封
さ
れ
な
い
よ

う
に
，
か
つ
，
開
封
さ
れ

た
場
合

に

開
封

さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
よ

う
に
，
容

易
に
破
れ

な
い
シ
ー
ル

の
貼
付
け

等
の
措

置
を
講
じ
る
こ

と
 

４
．
放
射
線
・
化
学
管

理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
運

搬
前
に
容
器

等
の
線
量

当
量
率

が
法
令
に
定
め

る
値
を
超

え
て
い

な
い

こ
と
及
び

容
器
等
の
表
面

汚
染
密

度
が
法
令

に
定
め
る
表
面

密
度
限

度
を
超
え

て
い
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。
た
だ
し

，
汚

染
の

お
そ
れ
の

な
い
管
理
区
域

か
ら
運

搬
す
る
場

合
は
，
表
面
汚

染
密
度

に
つ
い
て

の
確
認
を
省

略
で
き
る

。
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【
東

海
第

二
発

電
所

 
保

守
管

理
を

ベ
ー

ス
と

し
た

施
設

管
理

の
全

体
イ

メ
ー

ジ
】

 

1 

  
 

保
全

の
結
果

の
確
認
・

評
価

 

「
保
全
計

画
の
策

定
」
の

う
ち
維
持
確

認
関
連
事
項
の
設
定

 

計 画 策 定 

保 全 対 象 範 囲 

の 策 定 

施 設 管 理 の 重 要 度 

の 設 定 

保
全
計
画
の
策
定

 

保
全
活
動
管
理
指

標
の
設
定
及
び
監

視
計
画
の
策
定

 

 

設
計
の
計
画

 
 
設
計
管
理

 

設
計
の
イ
ン

プ
ッ
ト

 

設
計
の
ア

ウ
ト
プ
ッ

ト
 

設
計
の
実

施
 

設
計
の
検

証
 

設
計
の
妥
当
性
確
認

 

設 計 の 変 更 管 理 

不
適
合

 
是

正
処
置

 
未

然
防
止

 
処

置
（
＊
２
） 

＊
２
：
他

発
電
所

水
平
展

開
、

N
RA

指
示
対
応
含
む

 

設
工

認
 

(「
工

事
の

方
法
」（

検
査

項

目
の
考
え

方
等
）

を
含
む

 )
 

別
表

第
二

に
該

当
す

る

事
項
の
み

 

図
面
・
仕

様
書

 

要 求 事 項 

B.
 設

置
（
変

更
）
許
可

 

A.
 各

種
要
求

 
(規

制
・
新
知

見
等

) 
C.

 各
種
ニ
ー

ズ
 

 情 報 の 整 理 

結
果

 

点
検
計
画

 

保
守
点
検

の
起
点

 

設
計

及
び

工
事

の
計

画
 

特
別
な
保

全
計
画

 

(記
録

) 
検

査
記
録

 
工

事
記
録

 等
 

保
全
の

 
有
効

性
評
価

 

監
視

 巡
視

 

ｻｰ
ﾍﾞ

ｲﾗ
ﾝｽ

 

監
視

 

定
事
検
の

設
定

 

対 象 の 選 定 

内 容 ・ 頻 度 設 定 

実 施 計 画 策 定 

既
存
設
備

保
全
計

画
へ

の
 

展
開

が
必

要
な
要
求
事
項

（
＊
１
）

 
＊

１
 

適
合
性
維

持
確
認

方
法
の

決
定

 

適
合
性
維
持
確
認
項
目
の

特
定

 

適
合
性
維
持
確
認
方
法
の

決
定

 
・

保
守
点

検
後
の

機
能

性
能
確
認

 
・

保
守
点

検
結
果

の
確

認
 

・
定
事
検

 
 
 

 
 

 
 
 
等

 

調 達 管 理 

調
達
プ
ロ
セ
ス

 

調
達
要
求
事
項

 

調
達
製
品
の
検
証

 

作
業
管
理

 

工
事

 
（

補
修

、
取

替
、
改

造
）

 
 点

検
、
巡

視
 

設
計

の
レ

ビ
ュ
ー

 

 
使

用
前

事
業

者
検
査

 
(溶

接
部
、
燃

料
体
含
む

) 
定

期
事

業
者

検
査

 

上
記
以
外

の
確
認

・
評
価

 
例

）・
点
検
手

入
れ
前

/後
デ

ー
タ

の
確
認

・
評
価

 
・

状
態
監

視
デ
ー

タ
の
確

認
・
評

価
 

・
運
転
デ

ー
タ
の

確
認
・

評
価

 

設
備

供
用

 
【

リ
リ
ー

ス
の

た
め
に

実
施
す

る
合
否
判

定
】

 

凡
例

 

 
保
全
の

実
施

 

 (
運
転
管

理
等

) 

運
転
段

階
の
プ
ロ
セ
ス
の
流
れ

（
情
報
の
流
れ
含

む
）

 
設

計
を

伴
う
場
合
の
プ
ロ
セ
ス

の
流
れ
（
情
報
の

流
れ

含
む
）

 
情

報
の

流
れ

 

太
線
：
主

プ
ロ
セ

ス
、
細

線
：
関

連
プ
ロ

セ
ス
 

 

設
計
要
件

 
構
築
物
・
系
統
及
び
機
器

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か

 

施
設
構
成
情

報
 

構
築
物
・
系
統
及
び
機
器
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
を
示
す
図
書

 

物
理
的
構
成

 

実
際
の
構
築
物
・
系
統
及
び
機
器

 

１
 

３
 

２
 

＜
均
衡
を
守
る
た
め
の
施
設
管
理
の
例
＞

 

設
計
要
件
を
イ
ン
プ
ッ
ト
と
す
る
設
計

結
果
の
検
証

 

設
備
図
書
ど
お
り
の
施
工
で
あ
る
こ
と

の
確
認

 

設
計
要
件
ど
お
り
の
機
能
が
確
保

/維
持

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認

 

１
 

２
 

３
 

＜
凡
例
＞

 

１
 

２
 

２
 

２
 

３
 

３
 

３
 

第
10

7
条

の
2 

第
1
0
7

条
の

3
 

第
1
0
7

条
の

4,
5 
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【

敦
賀

発
電

所
２

号
機

 
保

守
管

理
を

ベ
ー

ス
と

し
た

施
設

管
理

の
全

体
イ

メ
ー

ジ
】

 

2 

  
 

保
全

の
結
果

の
確

認
・

評
価

 

「
保
全
計

画
の
策

定
」
の

う
ち
維
持
確
認
関

連
事
項
の
設
定

 

計 画 策 定 

保 全 対 象 範 囲 

の 策 定 

施 設 管 理 の 重 要 度 

の 設 定 

保
全
計
画
の
策
定

 

保
全
活
動
管
理
指

標
の
設
定
及
び
監

視
計
画
の
策
定

 

 

設
計
の
計
画

 
 
設
計
管
理

 

設
計
の
イ
ン
プ
ッ

ト
 

設
計

の
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト

 

設
計
の
実

施
 

設
計
の
検

証
 

設
計
の

妥
当
性
確
認

 

設 計 の 変 更 管 理 

不
適

合
 

是
正
処
置

 
未

然
防
止

 
処

置
（
＊
２
）
 

＊
２
：
他

発
電
所

水
平
展

開
、

N
RA

指
示
対
応
含
む

 

設
工
認
 

(
「

工
事
の

方
法
」
（
検
査

項

目
の
考
え

方
等
）

を
含
む

 )
 

別
表

第
二

に
該

当
す

る

事
項
の
み

 

図
面
・
仕

様
書

 

要 求 事 項 

B.
 設

置
（
変

更
）
許
可

 

A.
 各

種
要
求

 
( 規

制
・
新
知

見
等

) 
C.

 各
種

ニ
ー

ズ
 

 情 報 の 整 理 

結
果

 

点
検
計
画

 

保
守
点
検

の
起
点

 

設
計

及
び

工
事

の
計

画
 

特
別
な
保

全
計
画

 

(記
録

) 
検

査
記
録

 
工

事
記
録

 等
 

保
全

の
 

有
効
性

評
価

 

監
視

 

巡
視

 

ｻ
ｰ
ﾍ
ﾞ
ｲ
ﾗ
ﾝ
ｽ 

監
視

 

定
事
検
の

設
定

 

対 象 の 選 定 

内 容 ・ 頻 度 設 定 

実 施 計 画 策 定 

既
存
設
備

保
全
計

画
へ
の

 
展

開
が
必

要
な
要
求
事
項
（
＊
１

）
 

＊
１

 

適
合
性
維

持
確
認

方
法
の

決
定

 

適
合
性
維

持
確
認
項
目
の

特
定

 

適
合
性
維

持
確
認
方
法
の

決
定

 
・

保
守
点

検
後
の

機
能
性

能
確
認

 
・

保
守
点

検
結
果

の
確
認

 
・

定
事
検

 
 
 

 
 
 

 
 
等

 

調 達 管 理 

調
達
プ
ロ

セ
ス

 

調
達
要
求
事
項

 

調
達

製
品
の
検
証

 

作
業
管
理

 

工
事

 
（
補

修
、

取
替
、

改
造

）
 

 点
検

、
巡
視

 

設
計
の
レ

ビ
ュ
ー

 

 
使

用
前

事
業

者
検
査

 
(溶

接
部

、
燃
料

体
含
む

) 
定
期

事
業
者

検
査

 

上
記
以
外

の
確
認

・
評
価

 
例

）・
点
検
手

入
れ
前

/後
デ
ー
タ

の
確
認

・
評
価

 
・

状
態
監

視
デ
ー

タ
の
確

認
・
評

価
 

・
運
転
デ

ー
タ
の

確
認
・

評
価

 

設
備

供
用

 
【

リ
リ
ー

ス
の
た

め
に

実
施
す

る
合

否
判

定
】

 

凡
例

 

 
保
全
の

実
施

 

 (
運
転
管

理
等

) 

運
転
段
階
の

プ
ロ
セ
ス
の
流
れ
（
情

報
の
流
れ
含

む
）

 
設

計
を
伴
う

場
合
の
プ
ロ
セ
ス
の
流

れ
（
情
報
の

流
れ
含

む
）

 
情

報
の
流
れ

 

太
線
：
主

プ
ロ
セ

ス
、
細

線
：
関

連
プ
ロ

セ
ス
 

 

設
計
要
件

 
構
築
物
・
系
統
及
び
機
器

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か

 

施
設
構
成
情

報
 

構
築
物
・
系
統
及
び
機
器
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
を
示
す
図
書

 

物
理
的
構
成

 

実
際
の
構
築
物
・
系
統
及
び
機
器

 

１
 

３
 

２
 

＜
均
衡
を
守
る
た
め
の
施
設
管
理
の
例
＞

 

設
計
要
件
を
イ
ン
プ
ッ
ト
と
す
る
設
計

結
果
の
検
証

 

設
備
図
書
ど
お
り
の
施
工
で
あ
る
こ
と

の
確
認

 

設
計
要
件
ど
お
り
の
機
能
が
確
保

/維
持

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認

 

１
 

２
 

３
 

＜
凡
例
＞

 

１
 

２
 

２
 

２
 

３
 

３
 

３
 

第
3
2
8

条
の

2
 

第
3
2
8

条
の

3
 

第
3
2
8

条
の

4,
5 
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3 

第
８

章
 施

設
管

理
 主

な
保

安
規

定
変

更
概

要
 

 

「実
用

発
電

用
原

子
炉

の
設

置
、運

転
等

に
関

す
る

規
則

」、
「実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
その

他
の

附
属

施
設

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

の
審

査
基

準
」及

び
「原

子
⼒

事
業

者
等

に
お

け
る

使
用

前
事

業
者

検
査

、定
期

事
業

者
検

査
、保

安
の

た
め

の
措

置
等

に
係

る
運

用
ガ

イド
」の

制
改

正
等

で
の

要
求

事
項

に
基

づ
く

規
定

に
変

更
す

る
。 

 

＜
主

な
追

加
要

求
事

項
＞

 

・保
全

の
た

め
に

⾏
う設

計
、⼯

事
、巡

視
、点

検
、検

査
等

の
「施

設
管

理
」と

して
以

下
の

項
目

を
反

映
 

  
・設

計
お

よ
び

⼯
事

に
係

る
重

要
度

 

  
・使

用
前

点
検

 

  
・構

成
管

理
 

  
・巡

視
点

検
 

  
・使

用
前

事
業

者
検

査
、定

期
事

業
者

検
査
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
 

第
８
章

  
施
設

管
理

 
（

施
設
管
理
計

画
）
 

第
３
２
８

条
 

原
子
炉
施
設
に
つ

い
て

原
子
炉

設
置
（

変
更
）

許
可
を

受
け

た
設
備

に
係
る
事

項
及

び
「

実
用
発
電
用

原
子

炉
及

び

そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基

準
に
関

す
る
規
則
（
以
下
，
本
編
に

お
い
て
「
技

術
基
準
規
則

」
と
い
う

。
）
」
を
含

む
要
求
事

項
へ
の

適
合
を
維

持
し
，
原
子
炉

施
設
の

安
全
を
確

保
す
る
た
め
，

次
の
施

設
管
理
計

画
を
定
め
る

。
 

 1.
施
設
管
理
の

実
施
方
針

及
び
施

設
管
理
目
標
 

 
(1
) 
社

長
は

，
原
子
炉

施
設
の

安
全

確
保
を

最
優

先
と
し
て

，
施
設

管
理

の
継

続
的
な
改
善

を
図

る
た

め
，
施
設
管

理
の

現
状

等

を
踏
ま
え
，
施
設

管
理
の
実
施
方

針
を
定
め

る
。
ま

た
，
11
.
の
施
設

管
理
の
有

効
性
評
価
の

結
果
，
及
び
施
設

管
理
を
行

う
観

点
か
ら
特

別
な
状
態
（
6
.
3
参
照

）
を
踏
ま
え
施

設
管
理
の

実
施
方

針
の
見
直

し
を
行
う
。
 

 
(2
) 
さ

ら
に

，
第
３
２

８
条
の

６
に

定
め
る

長
期

施
設
管
理

方
針
を

策
定

又
は

変
更
し
た
場

合
に

は
，

長
期
施
設
管

理
方

針
に

従

い
保
全
を

実
施
す
る
こ
と

を
施
設

管
理
の
実

施
方
針
に
反
映

す
る
。
 

 
(3
) 
組
織
は

，
施
設
管

理
の
実

施
方
針
に

基
づ
き
，
施
設

管
理
の

改
善
を
図

る
た
め
の

施
設
管
理
目

標
を
設
定

す
る
。
ま
た
，
11
.

の
施
設

管
理
の

有
効

性
評

価
の
結
果

，
及

び
施

設
管
理

を
行
う

観
点
か

ら
特

別
な

状
態
（
6
.3

参
照
）

を
踏
ま

え
施
設

管
理

目

標
の
見
直

し
を
行
う
。
 

 2.
保
全
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
策

定
 

 
組
織
は
，
1
.
の
施
設
管

理
目
標

を
達
成
す
る
た
め

3
.よ

り
1
0
.か

ら
な

る
保
全
プ
ロ
グ

ラ
ム
を

策
定
す
る

。
 

 
ま
た
，
1
1
.の

施
設
管
理
の
有
効

性
評
価
の

結
果
，
及
び
施
設

管
理
を
行

う
観
点
か
ら
特

別
な
状

態
（
6
.
3
参
照
）
を
踏

ま
え
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

見
直
し
を

行
う
。
 

 3.
保
全
対
象
範

囲
の
策
定
 

 
組
織
は
，
原

子
炉
施
設

の
中
か

ら
，
保
全
を
行

う
べ
き
対

象
範
囲

と
し
て
次
の
各

項
の
設

備
を
選
定

す
る
。
 

 
(1
) 
重

要
度

分
類
指
針

に
お
い

て
，

一
般
の

産
業

施
設
よ
り

も
更
に

高
度

な
信

頼
性
の
確
保

及
び

維
持

が
要
求
さ
れ

る
機

能
を

有

す
る
設
備
 

 
(2
) 
重

要
度

分
類
指
針

に
お
い

て
，

一
般
の

産
業

施
設
と
同

等
以
上

の
信

頼
性

の
確
保
及
び

維
持

が
要

求
さ
れ
る
機

能
を

有
す

る

設
備
 

 
(3
) 
原

子
炉

設
置
（
変

更
）
許

可
申

請
書
及

び
設

計
及
び
工

事
計
画

認
可

申
請

書
で
保
管
及

び
設

置
要

求
が
あ
り
，

許
可

又
は

認

可
を
得
た

設
備
 

 
(4
) 
炉
心
損

傷
又
は
格

納
容
器

機
能
喪
失
を
防

止
す
る
た

め
に
必

要
な
機
能
を
有

す
る
設

備
 

 
(5
) 
そ
の
他

自
ら
定
め

る
設
備
 

 4.
施
設
管
理
重

要
度
の
設

定
 

 
組
織
は

，
3.

の
保
全
対

象
範
囲

に
つ

い
て
系

統
毎
の

範
囲
と

機
能
を

明
確

に
し
た

上
で
，
構

築
物

，
系

統
及
び
機
器

の
施

設
管

理

の
重
要
度
と
し

て
点
検
に

用
い
る

重
要
度
（
以
下
，
本

編
に
お

い
て
「
保
全
重
要

度
」
と
い

う
。）

と
設
計
及

び
工
事
に

用
い
る
重
要

度
を
設
定
す
る

。
 

 
(1
) 
系

統
の

保
全
重
要

度
は
，

原
子

炉
施
設

の
安

全
性
を
確

保
す
る

た
め

重
要

度
分
類
指
針

の
重

要
度

に
基
づ
き
，

確
率

論
的

リ

ス
ク
評
価

か
ら
得
ら
れ
る

リ
ス
ク

情
報
を
考

慮
し
て
設
定
す

る
。
 

 
(2
) 
機
器
の

保
全
重
要

度
は
，

当
該
機
器
が
属

す
る
系
統

の
保
全

重
要
度
と
整
合

す
る
よ

う
設
定
す

る
。
 

 
 
 
な

お
，

こ
の
際
，

機
器
が

故
障

し
た
場

合
の
系

統
機
能

へ
の
影

響
，

確
率
論

的
リ
ス
ク

評
価

か
ら

得
ら
れ
る
リ

ス
ク

情
報

，

運
転
経
験

等
を
考
慮
す
る

こ
と
が

で
き
る
。
 

 
(3
) 
構
築
物

の
保
全
重

要
度
は

，
(1
)又

は
(2
)に

基
づ
き

設
定
す

る
。
 

 
(4
) 
設

計
及

び
工
事
に

用
い
る

重
要

度
は
，

原
子

炉
施
設
の

安
全
性

を
確

保
す

る
た
め
，
重

要
度

分
類

指
針
の
重
要

度
等

を
組

み

合
わ

せ
て
設
定
す
る
。
 

 
(5
) 
次
項
以

降
の
保
全

活
動
は

重
要
度
に
応
じ

た
管
理
を

行
う
。
 

 5
.
保
全
活
動
管

理
指
標
の

設
定
，

監
視
計
画
の
策

定
及
び
監

視
 

 
(1
) 
組
織
は

，
保
全
の

有
効
性

を
監
視
，
評
価
す
る

た
め
に

4.
の
施
設
管
理
の

重
要
度
を

踏
ま
え
，
施
設
管
理

目
標
の

中
で
プ
ラ

ン
ト
レ
ベ

ル
及
び
系
統
レ

ベ
ル
の

保
全
活
動

管
理
指
標
を
設

定
す
る

。
 

 
 
 
a)
 
プ
ラ

ン
ト
レ
ベ

ル
の
保

全
活
動
管
理
指

標
 

 
 
 
 
プ
ラ

ン
ト
レ
ベ

ル
の
保

全
活
動
管
理
指

標
と
し
て

，
以
下

の
も
の
を
設
定

す
る
。
 

 
 
 
①
 
7,
0
00

臨
界
時
間
あ

た
り
の

計
画
外
自

動
・
手
動
ス

ク
ラ
ム
回

数
 

 
 
 
 

第
８
章

  
施
設

管
理

 
（

施
設
管

理
計
画
）
 

第
１
２
８

条
 
原
子
炉
施

設
に
つ

い
て
原
子

炉
設
置
（
変
更
）
許

可
を
受
け

た
設
備
に
係

る
事
項
及
び
「
実
用
発
電
用

原
子
炉

及
び

そ
の

附
属
施
設

の
技
術

基
準
に
関
す
る

規
則
」
（

以
下
，
本

編
に
お

い
て
「
技
術
基

準
規
則

」
と
い
う

。
）
を
含
む
要

求
事
項

へ

の
適

合
を
維
持

し
，
原
子

炉
施
設
の
安

全
を
確
保

す
る
た
め

，
次
の

施
設
管
理
計
画

を
定
め

る
。

 
 1.

施
設
管

理
の
実
施
方
針

及
び
施

設
管
理
目

標
 

 
(1
) 
社

長
は
，
原
子
炉
施
設

の
安
全

確
保
を
最

優
先
と
し
て
，

施
設
管
理

の
継
続
的
な

改
善
を
図
る

た
め
，
施
設
管

理
の
現

状
等

を
踏
ま
え

，
施

設
管
理
の
実
施

方
針
を

定
め
る
。
ま
た
，
11
.
の
施
設
管
理

の
有
効
性

評
価
の

結
果
，
及

び
施
設
管

理
を
行

う
観

点
か
ら
特

別
な
状
態

（
6
.
3
参
照

）
を
踏
ま

え
施
設
管
理
の

実
施
方

針
の
見
直

し
を
行
う

。
 

   
(2
) 
組

織
は
，
施
設

管
理
の
実

施
方
針
に

基
づ
き
，
施
設

管
理
の

改
善
を
図

る
た
め
の
施

設
管
理
目

標
を
設
定

す
る
。
ま
た
，
1
1.

の
施
設
管

理
の
有
効

性
評
価
の
結

果
，
及
び

施
設
管
理

を
行
う
観
点

か
ら
特
別

な
状
態
（

6
.
3
参
照
）

を
踏
ま
え

施
設
管

理
目

標
の
見
直

し
を
行
う

。
 

 2.
保
全
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
策

定
 

 
組
織
は

，
1.
の
施
設
管

理
目
標

を
達
成
す

る
た
め

3.
よ
り

10
.か

ら
な

る
保
全
プ

ロ
グ
ラ
ム
を

策
定
す
る

。
 

 
ま
た
，
1
1
.の

施
設
管
理

の
有
効
性
評

価
の
結
果

，
及

び
施
設

管
理
を
行
う
観

点
か
ら
特

別
な
状

態
（
6
.3

参
照
）
を
踏

ま
え
保
全

プ
ロ
グ
ラ

ム
の
見
直
し
を

行
う
。
 

 3.
保
全
対

象
範
囲
の
策
定
 

 
組
織
は

，
原
子
炉
施
設

の
中
か

ら
，
保
全

を
行
う
べ
き
対

象
範
囲

と
し
て
次

の
各
項
の
設

備
を
選
定

す
る
。
 

(1
) 

廃
止
措
置
計
画

で
定
め
る

性
能
維

持
施
設
 

      (
2
)
 
そ
の
他
自
ら
定

め
る
設
備

 

 4.
施
設
管

理
重
要
度
の
設

定
 

 
組
織
は
，

3
.の

保
全
対
象
範

囲
に
つ

い
て
系
統

毎
の
範
囲
と

機
能
を
明

確
に
し
た

上
で
，
構
築
物
，

系
統
及
び

機
器
の

施
設
管
理

の
重
要

度
と
し

て
点

検
に
用

い
る

重
要
度
（

以
下
，

本
編

に
お
い

て
「

保
全
重
要

度
」
と

い
う

。
）

と
設
計

及
び

工
事
に

用
い

る
重

要
度
を
設

定
す
る
。
 

 
(1
) 
系

統
の
保
全
重
要

度
は
，
原
子

炉
施
設
の

安
全
性
を
確

保
す
る
た

め
重
要
度

分
類
指
針
の

重
要
度
を

参
考
に
，
廃

止
措
置
期

間
中

に
お
け
る
安
全

機
能
要
求

を
考
慮

し
て
設
定
す
る

。
 

 
(2
) 
機

器
の
保
全
重
要

度
は
，

当
該
機
器

が
属
す
る
系
統

の
保
全

重
要
度
と

整
合
す
る
よ

う
設
定
す

る
。
 

な
お
，
こ
の
際

，
機
器
が

故
障
し

た
場
合
の
系
統

機
能
へ
の

影
響
を

考
慮
す
る
こ
と

が
で
き

る
。
 

 

(3
) 

構
築
物
の
保
全

重
要
度
は

，
(1
)
又
は

(2
)に

基
づ

き
設
定

す
る
。
 

(4
) 

設
計
及
び
工
事

に
用
い
る

重
要
度

は
，
原

子
炉
施
設
の

安
全
性

を
確
保
す
る
た

め
，
重
要

度
分
類
指

針
の
重
要
度
を

参
考
に
，

廃
止

措
置
期
間
中
に

お
け
る
安

全
機
能

を
考
慮
し
て
設

定
す
る

。
 

 
(5
) 
次

項
以
降
の
保
全

活
動
は

重
要
度
に

応
じ
た
管
理
を

行
う
。
 

 5
.
保
全
活

動
管
理
指
標
の

設
定
，

監
視
計
画

の
策
定
及
び
監

視
 

 
(1
) 
組

織
は
，
保
全
の
有
効
性
を
監

視
，
評
価
す
る

た
め
に

4.
の
施
設
管

理
重
要
度
を

踏
ま
え
，
施
設
管

理
目
標
の

中
で
系

統
レ

ベ
ル
の
保

全
活
動
管

理
指
標
を
設

定
す
る
。
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
 

 
 
②
 
7,
0
00

臨
界
時
間
あ

た
り
の

計
画
外
出

力
変
動
回
数
 

 
 
 
③
 工

学
的
安
全
施
設
の

計
画
外

作
動
回
数
 

 
 
 
b)
 
系
統

レ
ベ
ル
の

保
全
活

動
管
理
指
標
 

 
 
 
 
系
統

レ
ベ
ル
の

保
全
活

動
管
理
指
標
と

し
て
，
4.
(1
)
の
施
設
管
理
重

要
度
の
高

い
系
統

の
う
ち
，
重
要
度
分

類
指
針
ク
ラ

ス
１
，
ク

ラ
ス
２
及

び
リ
ス
ク

重
要
度
の
高

い
系
統
機

能
に
対

し
て
以
下

の
も
の
を
設
定

す
る
。
 

 
 
 
①
 予

防
可
能
故
障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ
Ｆ

）
回
数
 

 
 
 
②
 非

待
機
（
Ｕ
Ａ
）
時

間
※

１
 

 
(2
) 
組
織
は

，
以

下
に
基
づ
き

保
全
活
動

管
理
指
標

の
目
標
値
を

設
定
す
る

。
ま
た
，
1
0
.の

保
全
の
有

効
性
評
価
の

結
果
を
踏
ま

え
保
全
活

動
管
理
指
標
の

目
標
値

の
見
直
し

を
行
う
。
 

 
 
 
a)
 
プ
ラ

ン
ト
レ
ベ

ル
の
保

全
活
動
管
理
指

標
 

 
 
 
 
プ
ラ

ン
ト
レ
ベ

ル
の
保

全
活
動
管
理
指

標
の
目
標

値
は
，

運
転
実
績
を
踏

ま
え
て

設
定
す
る

。
 

 
 
 
b)
 
系
統

レ
ベ
ル
の

保
全
活

動
管
理
指
標
 

 
 
 
①
 予

防
可
能
故
障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ
Ｆ
）
回
数
の
目

標
値
は
，
運
転
実

績
，
重
要
度

分
類
指
針
の

重
要
度
，
リ

ス
ク
重
要

度
を
考
慮

し
て

設
定
す
る

。
 

 
 
 
②
 非

待
機
（
Ｕ
Ａ

）
時
間

の
目
標
値
は

，
点
検
実
績

，
並
び
に
第
４
章
運

転
管
理
第

３
節
（
運
転

上
の
制
限
）
第
２

１
９
条

か
ら

第
２
８
４

条
の
第
３

項
で
定
め
る

要
求
さ
れ

る
措
置
の

完
了
時
間
を

参
照
し
て

設
定
す

る
。
 

 
(3
) 
組

織
は

，
プ
ラ
ン

ト
又
は

系
統

の
供
用

開
始

ま
で
に
，

保
全
活

動
管

理
指

標
の
監
視
項

目
，

監
視

方
法
及
び
算

出
周

期
を

具

体
的
に
定

め
た
監
視
計
画

を
策
定

す
る
。
な

お
，
監
視
計
画

に
は
，

計
画
の
始

期
及
び
期
間

に
関
す
る

こ
と
を
含

め
る
。
 

 
(4
) 
組
織
は

，
監
視
計

画
に
従

い
保
全
活
動
管

理
指
標
に

関
す
る

情
報
の
採
取
及

び
監
視

を
実
施
し

，
そ
の
結
果
を

記
録
す

る
。
 

 ※
１
：
非

待
機

（
Ｕ
Ａ
）

時
間
に

つ
い

て
は
，

待
機
状

態
に
あ

る
機
能

及
び

待
機
状

態
に
あ
る

系
統

の
動

作
に
必
須
の

機
能

に
対

し

て
の

み
設
定
す

る
。
 

 6.
保
全
計
画
の

策
定
 

 
(1
) 
組

織
は

，
3.
の
保

全
対
象

範
囲

に
対
し

，
以

下
の
保
全

計
画
を

策
定

す
る

。
な
お
，
保

全
計

画
に

は
，
計
画
の

始
期

及
び

期

間
に
関
す

る
こ
と
を
含
め

る
。
 

 
 
 a
) 
点
検

計
画
（
6.

1
参
照
）
 

 
 
 b
) 
設
計

及
び
工
事

の
計
画

（
6.
2
参
照
）
 

 
 
 c
) 
特
別

な
保
全
計

画
（
6.

3
参

照
）
 

 
(2
) 
組

織
は

，
保
全
計

画
の
策

定
に

あ
た
っ

て
，
4
.
の
施
設

管
理
重

要
度

を
勘

案
し
，
必
要

に
応

じ
て

次
の
事
項
を

考
慮

す
る

。

ま
た
，
1
0
.の

保
全
の
有

効
性
評
価

の
結
果
を
踏
ま

え
保
全
計

画
の
見

直
し
を
行
う
。
 

 
 
 
a)
 
運
転

実
績
，
事

故
及
び

故
障
事
例
な
ど

の
運
転
経

験
 

 
 
 b
) 
使
用

環
境
及
び

設
置
環

境
 

 
 
 c
) 
劣
化

，
故
障
モ

ー
ド
 

 
 
 d
) 
機
器

の
構
造
等

の
設
計

的
知
見
 

 
 
 e
) 
科
学

的
知
見
 

 
(3
) 
組

織
は

，
保
全
の

実
施
段

階
で

の
原
子

炉
の

安
全
性
が

確
保
さ

れ
て

い
る

こ
と
を
確
認

す
る

と
と

も
に
，
安
全

機
能

に
影

響

を
及
ぼ
す

可
能
性
の
あ
る

行
為
を

把
握
し
，

保
全
計
画
を
策

定
す
る

。
 

6.
1 
点
検
計
画

の
策
定
 

(1
) 
組

織
は

，
原

子
炉
停
止
中

又
は

運
転
中

に
点

検
を
実
施

す
る
場

合
は

，
あ

ら
か
じ
め
保

全
方

式
を

選
定
し

，
点
検
の

方
法

並

び
に
そ
れ

ら
の
実
施

頻
度
及
び

実
施
時
期
を

定
め
た
点

検
計
画

を
策
定
す
る
。
 

(2
) 
組

織
は

，
構

築
物
，
系
統

及
び

機
器
の

適
切

な
単
位
毎

に
，
予

防
保

全
を

基
本
と
し
て

，
以

下
に

示
す
保

全
方
式
か

ら
適

切

な
方
式
を

選
定
す
る

。
 

a
)
 
予
防

保
全
 

 
 
 
 
ⅰ
）

時
間
基
準
保
全
 

 
 
 
 
ⅱ
）

状
態
基
準
保
全
 

 
 

 b
)
 事

後
保
全
 

(3
) 
組
織

は
，
選
定

し
た
保
全

方
式
の
種
類

に
応
じ
て

，
次
の

事
項
を
定
め
る

。
 

a)
 
時
間

基
準
保
全
 

点
検

を
実
施
す

る
時
期
ま

で
に
，
次
の

事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 
 
ｉ
）

点
検
の
具
体
的
方

法
 

   
 
 
a)
 
系
統
レ
ベ
ル
の

保
全
活

動
管
理
指

標
 

 
 
 

 
系

統
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
と

し
て

，
4.
(
1
)
の

施
設

管
理

重
要

度
の

高
い

系
統

に
対

し
て

以
下

の
も

の
を

設
定

す
る

。
 

 
 
 
①

 予
防
可
能
故

障
（
Ｍ
Ｐ
Ｆ
Ｆ

）
回
数
 

  
(
2
) 

組
織

は
，

以
下

に
基

づ
き

保
全

活
動

管
理

指
標

の
目

標
値

を
設

定
す
る

。
ま

た
，

1
0
.
の

保
全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

保
全
活
動
管
理

指
標
の
目

標
値
の

見
直
し
を
行
う

。
 

   
 
 
a)
 
系
統
レ
ベ
ル
の

保
全
活

動
管
理
指

標
 

 
 
 

①
 
予

防
可

能
故

障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ

Ｆ
）
回

数
の

目
標
値
は

，
運
転

実
績

及
び
重

要
度

分
類
指
針

の
重

要
度
を

考
慮
し

て
設

定
す

る
。
 

   
(3
) 
組

織
は
，
系
統
の
供
用

開
始
ま

で
に
，
保
全

活
動
管
理
指
標

の
監
視
項

目
，
監
視
方

法
及
び
算
出
周

期
を
具
体

的
に
定

め
た

監
視
計
画

を
策
定
す

る
。
な
お
，

監
視
計
画

に
は
，
計

画
の
始
期
及

び
期
間
に

関
す
る
こ

と
を
含
め
る

。
 

 
(4
) 
組

織
は
，
監
視
計

画
に
従

い
保
全
活

動
管
理
指
標
に

関
す
る

情
報
の
採

取
及
び
監
視

を
実
施
し

，
そ
の
結

果
を
記
録
す

る
。
 

    6.
保
全
計

画
の
策
定
 

 
(1
) 
組

織
は
，
3.
の
保
全
対

象
範
囲

に
対
し
，
以

下
の
保
全
計
画

を
策
定
す

る
。
な
お
，
保

全
計
画
に
は
，
計
画
の
始

期
及
び
期

間
に
関
す

る
こ
と
を

含
め
る
。
 

 
 
 
a)
 
点
検
計
画
（
6
.
1
参
照

）
 

 
 
 
b)
 
設
計
及
び
工
事

の
計
画

（
6
.
2
参
照
）
 

 
 
 
c)
 
特
別
な
保
全
計

画
（
6
.
3
参
照
）
 

 
(2
) 
組

織
は
，
保
全
計

画
の
策

定
に
あ
た

っ
て
，
4.
の
施

設
管
理

重
要
度
を

勘
案
し
，
必

要
に
応
じ

て
次
の
事

項
を
考
慮
す

る
。

ま
た
，
1
0
.の

保
全
の
有

効
性
評
価

の
結
果
を

踏
ま
え
保
全
計

画
の
見

直
し
を
行

う
。
 

 
 
 
a)
 
運
転
実
績
，
事

故
及
び

故
障
事
例

な
ど
の
運
転
経

験
 

 
 
 
b)
 
使
用
環
境
及
び

設
置
環

境
 

 
 
 
c)
 
劣
化
，
故
障
モ

ー
ド
 

 
 
 
d)
 
機
器
の
構
造
等

の
設
計

的
知
見
 

 
 
 
e)
 
科
学
的
知
見
 

 
(3
) 
組

織
は
，
保
全
の
実
施
段

階
に
お
い

て
維
持
す

べ
き
原
子
炉

施
設
の
安

全
機
能
に

影
響
を
及
ぼ

す
可
能
性

の
あ
る

行
為
を
把

握
し
，
保

全
計
画
を

策
定
す
る
。
 

6.
1 
点
検

計
画
の
策
定
 

 
(1
) 
組

織
は
，
点
検
を
実
施

す
る
場

合
は
，
あ
ら

か
じ
め
保
全
方

式
を
選
定

し
，
点
検
の

方
法
並
び
に
そ

れ
ら
の
実

施
頻
度

及
び

実
施
時
期

を
定
め
た

点
検
計
画
を

策
定
す
る

。
 

 
(2
) 
組

織
は
，
構
築
物

，
系
統

及
び
機
器

の
適
切
な
単
位

毎
に
，

以
下
に
示

す
保
全
方
式

か
ら
適
切

な
方
式
を

選
定
す
る
。
 

  
 
 
a)
 
予
防
保
全
 

 
 
 
 
ⅰ
）

時
間
基
準

保
全
 

 
 
 
 
ⅱ
）

状
態
基
準

保
全
 

 
 
 
b)
 
事
後
保
全
 

 
(3
) 
組

織
は
，
選
定
し

た
保
全

方
式
の
種

類
に
応
じ
て
，

次
の
事

項
を
定
め

る
。
 

 
 
 
a)
 
時
間
基
準
保
全
 

点
検
を
実
施
す

る
時
期
ま

で
に
，

次
の
事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 
 
ｉ
）

点
検
の
具

体
的
方
法
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
 

 
 
 
ⅱ
）
構
築
物
，
系
統
及
び

機
器
が
所

定
の
機
能

を
発
揮
し
う

る
状
態
に

あ
る
こ
と

を
確
認
・
評
価
す

る
た
め
に

必
要
な
デ
ー

タ
項

目
，
評
価

方
法
及
び

管
理
基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

な
お

，
時
間
基

準
保
全
を

選
定
し
た
機

器
に
対
し

て
，
運
転

中
に
設

備
診
断
技
術
を

使
っ
た

状
態
監
視

デ
ー
タ
採
取
，

巡
視
点

検
又

は
定
例

試
験

の
状

態
監

視
を
実

施
す

る
場
合
は

，
状

態
監
視

の
内

容
に
応

じ
て
，

状
態

基
準
保

全
を

選
定

し
た

場
合
に
準

じ
て
必
要
な
事

項
を
定

め
る
。
 

b)
 状

態
基
準
保
全
 

 
 
 
①
 設

備
診
断
技
術
を
使

い
状
態

監
視
デ
ー

タ
を
採
取

す
る
時
期
ま

で
に
，
次

の
事
項

を
定
め
る
。
 

 
 
 
 
ｉ
）

状
態
監
視
デ
ー
タ

の
具
体

的
採
取
方

法
 

 
 
 
 
ⅱ

）
機
器
の

故
障
の
兆

候
を
検
知
す

る
た
め
に

必
要
な

状
態
監
視
デ
ー

タ
項
目
，
評
価
方

法
及
び

必
要
な
対
応

を
適
切
に
判

断
す

る
た
め
の
管
理

基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

状
態
監
視
デ
ー
タ

採
取
頻

度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

ⅴ
）

機
器
の
状
態
が
管
理
基
準

に
達
し

た
場
合
の

対
応
方
法
 

 
 
 
②
 巡

視
点
検
を
実
施
す

る
時
期

ま
で
に
，

次
の
事
項

を
定
め
る
。
 

 
 
 
 
ⅰ
）

巡
視
点
検
の
具
体

的
方
法
 

ⅱ
）

構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

の
状
態

を
監
視
す

る
た
め
に
必

要
な
デ
ー

タ
項
目
，

評
価
方
法
及

び
管
理
基

準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 
 
 
ⅴ
）

機
器
の
状
態
が
管

理
基
準

に
達
す
る

か
又
は
故

障
の
兆
候
を

発
見
し
た

場
合
の

対
応
方
法
 

 
 
 
③
 定

例
試
験
を
実
施
す

る
時
期

ま
で
に
，

次
の
事
項

を
定
め
る
。
 

 
 
 
 
ⅰ
）

定
例
試
験
の
具
体

的
方
法
 

 
 
 
 
ⅱ
）
構
築
物
，
系
統
及
び

機
器
が
所

定
の
機
能

を
発
揮
し
う

る
状
態
に

あ
る
こ
と

を
確
認
・
評
価
す

る
た
め
に

必
要
な
デ
ー

タ
項
目
，
評
価

方
法
及
び

管
理
基

準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 
 
 
ⅴ
）

機
器
の
状
態
が
管

理
基
準

に
達
し
た

場
合
の
対

応
方
法
 

c
)
 
事
後

保
全
 

事
後

保
全
を
選

定
し
た
場
合
は

，
機
能

喪
失
の
発

見
後
，
修
復

を
実
施
す

る
前
に
，
修
復

方
法
，
修
復
後
に

所
定
の
機

能
を
発
揮
す
る

こ
と
の
確

認
方
法

及
び
修
復
時
期

を
定
め
る

。
 

(4
) 
組
織

は
，
点
検
を

実
施
す
る

構
築
物
，
系

統
及
び
機
器
が

，
所
定
の
機

能
を
発
揮
し

う
る
状
態
に

あ
る
こ
と

を
事
業

者
検
査

※

２
に
よ

り
確
認
・

評
価
す
る
時
期
ま
で
に

，
次
の
事

項
を
定
め

る
。
 

a
）
事
業

者
検
査
の

具
体
的
方
法

 

b）
所

定
の

機
能
を

発
揮

し
う
る

状
態
に

あ
る

こ
と

を
確
認
・
評

価
す

る
た

め
に
必

要
な
事
業

者
検

査
の
項

目
，

評
価
方
法

及

び
管

理
基
準
 

c
）
事
業

者
検
査
の

実
施
時
期
 

※
２
：
事
業
者

検
査
と
は
，
点
検
及
び

工
事
に
伴

う
リ
リ
ー

ス
の
た
め
，
点
検
及
び

工
事
と

は
別
に
，
要
求
事
項

へ
の
適
合
を

確
認
す
る
合
否

判
定
行
為

で
あ
り
，
第
３
２

８
条
の
４
（
使
用

前
事
業
者

検
査
の
実
施
）
に
よ

る
使
用
前
事

業
者
検
査

及
び
第
３
２
８

条
の
５
（

定
期
事

業
者
検
査

の
実
施
）
に
よ
る
定
期

事
業
者
検

査
を
い
う
（
以
下

，
本
条
に
お
い
て
同

じ
）
。
 

 6.
2
設
計
及
び

工
事
の
計

画
の
策
定
 

 
(1
) 
組

織
は

，
設
計
及

び
工
事

を
実

施
す
る

場
合

は
，
あ
ら

か
じ
め

そ
の

方
法

及
び
実
施
時

期
を

定
め

た
設
計
及
び

工
事

の
計

画

を
策
定
す

る
。
ま
た
，
安
全
上
重

要
な
機
器

等
※
３
の

工
事
に
つ

い
て
は
，
そ
の

計
画
段
階
に

お
い
て
，
法
令

に
基
づ
く

必
要
な

手
続

き
※

４
の

有
無
及

び
そ
の

内
容

（
手

続
き

が
不
要

と
判

断
し
た

場
合

は
そ

の
理

由
を
含

む
。
）
に

つ
い
て

確
認

を
行

い
，
法

令
に
基
づ

く
必
要
な

手
続
き
の

有
無
及
び
そ

の
内
容
（
手
続
き

が
不
要
と

判
断
し
た

場
合
は
そ
の

理
由
を
含

む
。
）
の
確
認
結
果

を
記
録
す

る
。

 
(2
) 
組

織
は

，
原

子
炉
施
設
に

対
す

る
使
用

前
点

検
を
行
う

場
合
は

，
使

用
前

点
検
の
方
法

並
び

に
そ

れ
ら
の

実
施
頻
度

及
び

実

施
時
期
を

定
め
た
使

用
前
点
検

の
計
画
を
策

定
す
る
。

 
 

(3
) 
組

織
は

，
工
事
を

実
施
す

る
構

築
物
，

系
統

及
び
機
器

が
，
所

定
の

機
能

を
発
揮
し
う

る
状

態
に

あ
る
こ
と
を

事
業

者
検

査

並
び
に
事

業
者
検
査
以
外

の
検
査

及
び
試
験
（
以
下
，
本
編
に

お
い
て
「
試

験
等
」
と
い
う
。）

に
よ
り
確

認
・
評
価
す
る

時
期

 
 
 

 
ⅱ

）
構
築

物
，

系
統
及

び
機

器
が
所

定
の

機
能
を
発

揮
し
う

る
状

態
に
あ

る
こ

と
を
確
認

・
評

価
す
る

た
め
に

必
要

な
デ

ー
タ
項
目

，
評
価
方

法
及
び
管
理

基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

な
お
，
時
間
基

準
保
全
を

選
定
し

た
機
器
に
対
し

て
，
運
転

中
に
設

備
診
断
技

術
を
使
っ
た

状
態
監
視

デ
ー
タ
採

取
，

巡
視

点
検

又
は

定
例
試

験
の

状
態

監
視
を

実
施

す
る

場
合
は

，
状

態
監
視

の
内

容
に

応
じ
て

，
状

態
基

準
保
全

を
選

定

し
た

場
合
に
準

じ
て
必
要

な
事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 ｂ

)
 状

態
基
準
保

全
 

 
 
 
①

 設
備
診
断
技

術
を
使
い
状
態

監
視
デ
ー

タ
を
採
取

す
る
時
期
ま
で
に
，
次

の
事
項

を
定
め
る

。
 

 
 
 
 
ｉ
）

状
態
監
視

デ
ー
タ
の
具
体

的
採
取
方

法
 

 
 
 

 
ⅱ

）
機
器

の
故

障
の
兆

候
を

検
知
す

る
た

め
に
必
要

な
状
態

監
視

デ
ー
タ

項
目

，
評
価
方

法
及

び
必
要

な
対
応

を
適

切
に

判
断

す
る
た
め
の
管
理
基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

状
態
監
視

デ
ー
タ
採
取
頻

度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

ⅴ
）

機
器
の
状

態
が
管
理
基
準
に
達
し

た
場
合
の

対
応
方
法

 

 
 
 
②

 巡
視
点
検
を

実
施
す
る
時
期

ま
で
に
，

次
の
事
項

を
定
め
る
。
 

 
 
 
 
ⅰ
）

巡
視
点
検

の
具
体
的
方
法
 

 
 
 
 
ⅱ
）

構
築
物
，

系
統
及
び
機
器

の
状
態
を

監
視
す
る

た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ

項
目
，

評
価
方
法

及
び
管
理
基
準

 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 
 
 
ⅴ
）

機
器
の
状

態
が
管
理
基
準

に
達
す
る

か
又
は
故

障
の
兆
候
を
発
見
し
た

場
合
の

対
応
方
法
 

 
 
 
③

 定
例
試
験
を

実
施
す
る
時
期

ま
で
に
，

次
の
事
項

を
定
め
る
。
 

 
 
 
 
ⅰ
）

定
例
試
験

の
具
体
的
方
法
 

 
 
 

 
ⅱ

）
構
築

物
，

系
統
及

び
機

器
が
所

定
の

機
能
を
発

揮
し
う

る
状

態
に
あ

る
こ

と
を
確
認

・
評

価
す
る

た
め
に

必
要

な
デ

ー
タ
項
目

，
評
価
方
法
及

び
管
理

基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 
 
 
ⅴ
）

機
器
の
状

態
が
管
理
基
準

に
達
し
た

場
合
の
対

応
方
法
 

 
 
 ｃ

)
 事

後
保
全
 

事
後

保
全
を
選

定
し
た
場

合
は
，
機

能
喪
失
の

発
見
後
，
修

復
を
実

施
す
る
前

に
，
修
復
方

法
，
修
復
後

に
所
定
の
機

能
を

発
揮
す
る

こ
と
の
確

認
方
法
及
び

修
復
時
期

を
定
め
る

。
 

(4
) 

組
織
は
，
点
検
を

実
施
す
る

構
築
物
，
系

統
及
び
機
器
が
，

所
定
の
機

能
を
発
揮
し

う
る
状
態
に

あ
る
こ
と

を
事
業

者
検

査
※
１
に

よ
り
確
認

・
評
価
す
る
時

期
ま
で
に

，
次
の
事

項
を
定
め
る

。
 

a
）

事
業
者
検

査
の
具
体
的
方
法

 

b
）

所
定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ
と

を
確

認
・

評
価

す
る

た
め
に

必
要

な
事

業
者

検
査

の
項

目
，
評

価
方

法

及
び

管
理
基
準
 

c
）

事
業
者
検

査
の
実
施
時
期
 

※
１
：
事
業

者
検
査
と
は
，
点

検
及
び

工
事
に
伴

う
リ
リ
ー
ス

の
た
め
，
点

検
及
び
工
事

と
は
別

に
，
要
求
事
項
へ
の

適
合
を

確

認
す
る

合
否

判
定
行

為
で

あ
り
，

第
１
２

８
条

の
４
（

使
用
前

事
業

者
検
査

の
実

施
）
に

よ
る
使

用
前

事
業

者
検
査
及

び

第
１
２
８

条
の
５
（

定
期
事
業
者

検
査
の
実

施
）
に
よ

る
定
期
事
業

者
検
査
を

い
う
（
以

下
，
本
条
に

お
い
て
同

じ
）。

 

 
 

 6.
2 
設
計

及
び
工
事
の
計

画
の
策

定
 

 
(1
) 
組

織
は
，
設
計
及
び
工

事
を
実

施
す
る
場

合
は
，
あ
ら
か
じ

め
そ
の
方

法
及
び
実

施
時
期
を
定

め
た
設
計

及
び
工

事
の
計
画

を
策

定
す
る
。
 

ま
た
，
安
全
上
重

要
な
機
器
等

※
２
の
設
計
及
び

工
事
を
実
施

す
る
場

合
は
，
そ
の

計
画
段
階
に
お

い
て
，
法
令

に
基
づ
く

必

要
な

手
続
き

※
３
の
要
否

に
つ
い
て
確
認

を
行
い
，

そ
の
結
果

を
記
録
す
る

。
 

 

(2
) 
組
織
は
，
原
子
炉
施

設
に
対

す
る
使
用

前
点
検
を
行
う

場
合
は

，
使

用
前
点
検

の
方
法
並
び

に
そ
れ
ら

の
実
施
頻

度
及
び
実

施
時

期
を
定
め
た
使

用
前
点
検

の
計
画

を
策
定
す
る
。

 
 

(3
) 
組

織
は
，
工
事
を
実
施

す
る
構

築
物
，
系
統

及
び
機
器
が
，
所

定
の
機
能

を
発
揮
し

う
る
状
態
に
あ

る
こ
と
を

事
業
者

検
査

並
び
に
事

業
者
検
査

以
外
の
検
査

及
び
試
験
（

以
下
，
本
編

に
お
い

て
「
試
験
等

」
と
い
う

。）
に
よ
り
確

認
・
評
価
す

る
時
期
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
ま

で
に
，

次
の
事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 
a)
 
事
業

者
検
査
及

び
試
験

等
の
具
体
的
方

法
 

 
 
 b
)
 所

定
の
機
能
を

発
揮
し

う
る

状
態
に

あ
る
こ

と
を
確

認
・
評

価
す

る
た
め

に
必
要
な

事
業

者
検

査
及
び
試
験

等
の

項
目

，

評
価

方
法
及
び

管
理
基
準
 

 
 
 
c)
 
事
業

者
検
査
及

び
試
験

等
の
実
施
時
期
 

  
 
※
３
：
安

全
上
重
要

な
機
器

等
と
は
，
安
全

上
重
要
な

機
器
等

を
定
め
る
告
示

に
定
め

る
機
器
及

び
構
造
物
を
い

う
。
 

  
 
※
４

：
法

令
に
基
づ

く
手
続

き
と

は
，
原

子
炉
等

規
制
法

 第
４

３
条

の
３
の
８

（
変
更

の
許

可
及
び

届
出
等
）
，
第
４

３
条

の

３
の
９

(設
計
及
び
工

事
の
計
画
の

認
可

) 
，
第
４
３
条

の
３
の

１
０

(設
計

及
び
工
事
の
計

画
の
届

出
) 
，
及
び
第
４
３

条
の
３
の

１
１
第
３

項
(
使
用
前
事

業
者
検
査

の
確
認
申
請
)並

び
に
電
気
事

業
法
 第

４
７
条
・
第
４
８

条
(工

事
計

画
)

及
び
第
４

９
条
・
第

５
０
条
(使

用
前
検
査
)
に
係

る
手
続
き
を

い
う
。
 

 6.
3 
特
別
な
保

全
計
画
の

策
定
 

 
(1
) 
組

織
は

，
地
震
，

事
故
等

に
よ

り
長
期

停
止

を
伴
っ
た

保
全
を

実
施

す
る

場
合
な
ど
は

，
特

別
な

措
置
と
し
て

，
あ

ら
か

じ

め
当
該
原

子
炉
施
設
の
状

態
に
応

じ
た
保
全

方
法
及
び
実
施

時
期
を

定
め
た
計

画
を
策
定
す

る
。
 

 
(2
) 
組

織
は

，
特
別
な

保
全
計

画
に

基
づ
き

保
全

を
実
施
す

る
構
築

物
，

系
統

及
び
機
器
が

，
所

定
の

機
能
を
発
揮

し
う

る
状

態

に
あ
る
こ

と
を
点
検
に
よ

り
確
認

・
評
価
す

る
時
期
ま
で
に

，
次
の

事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 a
) 
点
検

の
具
体
的

方
法
 

 
 
 b
)
 所

定
の
機
能
を

発
揮
し

う
る

状
態
に

あ
る
こ

と
を
確

認
・
評

価
す

る
た
め

に
必
要
な

点
検

の
項

目
，
評
価
方

法
及

び
管

理

基
準
 

 
 
 c
) 
点
検

の
実
施
時

期
 

 7.
保
全
の
実
施
 

 
(1
) 
組
織
は

，
6.
で
定

め
た
保

全
計
画
に
従
っ

て
保
全
を

実
施
す

る
。
 

 
(2
) 
組

織
は

，
保
全
の

実
施
に

あ
た

っ
て
，

第
３

２
８
条
の

２
（
設

計
管

理
）

に
よ
る
設
計

管
理

及
び

第
３
２
８
条

の
３

（
作

業

管
理

）
に
よ
る
作
業
管
理
を
実

施
す
る

。
 
 

 
(3
) 
組
織
は

，
保
全
の

結
果
に

つ
い
て
記
録
す

る
。
 

な
お

，
安

全
上

重
要
な

機
器
等

の
保
全

に
つ

い
て

，
そ
れ
を

確
認

す
る

た
め
に

必
要

な
事
項

，
安
全

上
重

要
な

機
器
等
の
補

修
等
に

つ
い

て
法

令
に
基
づ
く

必
要

な
手
続

き
の

有
無
及
び

そ
の
内

容
（

手
続

き
が
不
要
と

判
断

し
た

場
合
は

そ
の
理
由

を
含

む
。
）
を

確
認
す
る
た
め

に
必
要
な

事
項
を
含

む
。
 

 8.
保
全
の
結
果

の
確
認
・

評
価
 

 
(1
) 
組

織
は

，
あ
ら
か

じ
め
定

め
た

方
法
で

，
保

全
の
実
施

段
階
で

採
取

し
た

構
築
物
，
系

統
及

び
機

器
の
保
全
の

結
果

か
ら

所

定
の
機
能

を
発
揮
し
う
る

状
態
に

あ
る
こ
と

を
，
所
定
の
時

期
※

５
ま
で
に
確

認
･評

価
し
，
記
録

す
る
。
 

 
(2
) 
組

織
は

，
原
子
炉

施
設
の

使
用

を
開
始

す
る

た
め
に
，

所
定
の

機
能

を
発

揮
し
う
る
状

態
に

あ
る

こ
と
を
検
証

す
る

た
め

，

事
業
者
検

査
を
実
施
す
る

。
 

 
(3
) 
組

織
は

，
最
終
的

な
機
能

確
認

で
は
十

分
な

確
認
・
評

価
が
で

き
な

い
場

合
に
は
，
定

め
た

プ
ロ

セ
ス
に
基
づ

き
，

保
全

が

実
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
を

，
所
定

の
時
期

※
５
ま
で
に

確
認
・
評

価
し
，
記

録
す
る
。
 

 
(4
) 
安

全
上

重
要
な
機

器
等
の

保
全

で
あ
る

こ
と

を
確
認
し

た
結
果

，
安

全
上

重
要
な
機
器

等
の

補
修

等
に
つ
い
て

法
令

に
基

づ

く
必
要
な

手
続
き
の
有
無

及
び
そ

の
内
容
を

確
認
し
た
結
果

を
含
む

。
 

  
 
※
５
：
所

定
の
時
期

と
は
，

所
定
の
機
能
が

要
求
さ
れ

る
時
又

は
あ
ら
か
じ
め

計
画
さ

れ
た
保
全

の
完
了
時
を
い

う
。
 

 9.
不
適
合
管
理

，
是
正
処

置
及
び

未
然
防
止
処
置
 

(1
) 
組
織

は
，
施

設
管
理
の
対

象
と
な

る
施
設
及
び
プ

ロ
セ
ス

を
監
視
し

，
以
下

の
ａ
)及

び
ｂ
) 
の
状

態
に
至
ら

な
い
よ
う
通
常

と
異
な

る
状

態
を

監
視
・
検
知

し
，

必
要
な

是
正

処
置
を
講

じ
る
と

と
も

に
，

以
下
の
ａ
)
 
及
び

ｂ
) 

に
至
っ

た
場
合
に

は
，

不
適
合
管

理
を
行
っ

た
う
え
で

，
是
正
処
置

を
講
じ
る

。
 

 
 
 
a)
 
保
全

を
実
施
し

た
構
築

物
，
系
統
及
び

機
器
が
所

定
の
機

能
を
発
揮
し
う

る
こ
と

を
確
認
・

評
価
で
き
な
い

場
合
 

 
 
 b
)
 最

終
的
な
機
能

確
認
で

は
十

分
な
確

認
・
評

価
が
で

き
な
い

場
合

に
あ
っ

て
，
定
め

た
プ

ロ
セ

ス
に
基
づ
き

，
保

全
が

実

施
さ

れ
て
い
る

こ
と
が
確

認
・
評
価
で

き
な
い
場

合
 

(2
) 
組

織
は

，
他

の
原
子
力
施

設
の

運
転
経

験
等

の
知
見
を

基
に
，

自
ら

の
組

織
で
起
こ
り

う
る

問
題

の
影
響

に
照
ら
し

，
適

切

ま
で
に
，

次
の
事
項

を
定
め
る
。
 

 
 
 
a)
 
事
業
者
検
査
及

び
試
験

等
の
具
体

的
方
法
 

 
 
 
b)
 
所
定
の
機
能
を

発
揮
し

う
る
状
態

に
あ
る
こ
と
を

確
認
・

評
価
す
る

た
め
に
必
要

な
事
業
者

検
査
及
び

試
験
等
の
項

目
，

評
価
方
法
及
び

管
理
基
準
 

 
 
 
c)
 
事
業
者
検
査
及

び
試
験

等
の
実
施

時
期
 

 

※
２

：
安
全

上
重

要
な
機

器
等

と
は

，
「

安
全

上
重

要
な

機
器

等
を

定
め
る

告
示

」
に

定
め

る
機

器
及
び

構
造

物
の

う
ち

，
使

用
済
燃
料
貯
蔵

設
備
及
び

燃
料
取

扱
設
備
を
い
う

。
 

 
 
※
３

：
法
令
に
基
づ

く
手
続

き
と
は
，

原
子
炉
等
規
制

法
 第

4
3
条
の

3
の

8（
変
更

の
許
可
及
び
届

出
等
），

第
4
3
条

の
3

の
9（

設
計
及
び
工

事
の
計
画
の

認
可
），

第
4
3
条
の

3
の

1
0（

設
計
及
び

工
事
の
計
画
の

届
出
），

第
43

条
3
の

1
1

第
3
項
（
使

用
前
事
業

者
検
査
の

確
認
申
請
）
及

び
第

43
条
の

3
の

34
（
発
電
用

原
子
炉
の

廃
止
に
伴
う
措

置
）
並
び

に
電
気
事
業
法
第

4
7
条
・
第

4
8
条
（
工

事
計
画
）
及

び
第

4
9
条
・
第

5
0
条
（

使
用
前
検
査

）
に
係
る

手
続
き
を
い
う

。 

 6.
3 
特
別

な
保
全
計
画
の

策
定
 

 
(1
) 
組

織
は
，
地
震
，
事
故

等
に
よ

り
特
別
な

保
全
を
実
施

す
る
場
合

な
ど
は
，
特
別

な
措
置
と
し

て
，
あ
ら
か
じ

め
当
該

原
子

炉
施
設
の

状
態
に
応

じ
た
保
全
方

法
及
び
実

施
時
期
を

定
め
た
計
画

を
策
定
す

る
。
 

 
(2
) 
組

織
は
，
特
別
な
保
全

計
画
に

基
づ
き
保

全
を
実
施
す

る
構
築
物
，

系
統
及
び
機

器
が
，
所
定
の

機
能
を
発
揮

し
う
る

状
態

に
あ
る
こ

と
を
点
検

に
よ
り
確
認

・
評
価
す

る
時
期
ま

で
に
，
次
の

事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 
a)
 
点
検
の
具
体
的

方
法
 

 
 
 
b)
 
所
定
の
機
能
を

発
揮
し

う
る
状
態

に
あ
る
こ
と
を

確
認
・
評
価

す
る
た
め

に
必
要
な
点

検
の
項
目

，
評

価
方
法

及
び
管
理

基
準
 

 
 
 
c)
 
点
検
の
実
施
時

期
 

 7
.
保
全
の

実
施
 

 
(1
) 
組

織
は
，
6.
で
定

め
た
保

全
計
画
に

従
っ
て
保
全
を

実
施
す

る
。
 

 
(2
) 
組

織
は
，
保
全
の
実
施

に
あ
た

っ
て
，
第
１

２
８
条
の
２
（
設

計
管
理
）

に
よ
る
設

計
管
理
，
第
１
２
８
条
の
３
（

作
業
管

理
）

に
よ
る
作

業
管
理
を
実
施
す
る
。
 

 
(3
) 
組

織
は
，
保
全
の

結
果
に

つ
い
て
記

録
す
る
。
 

    8.
保
全
の

結
果
の
確
認
・

評
価
 

 
(1
) 
組

織
は
，
あ
ら
か
じ
め

定
め
た

方
法
で
，
保

全
の
実
施
段
階

で
採
取
し

た
構
築
物

，
系
統
及
び
機

器
の
保
全
の

結
果
か

ら
所

定
の
機
能

を
発
揮
し

う
る
状
態
に

あ
る
こ
と

を
，
所
定

の
時
期

※
４
ま
で

に
確
認
･評

価
し
，

記
録
す
る
。
 

(2
) 

組
織
は
，
原
子

炉
施
設
の

使
用
を

開
始
す
る
た
め

に
，
所

定
の
機
能

を
発
揮
し
う
る

状
態
に

あ
る
こ
と

を
検
証
す
る

た
め
，

事
業

者
検
査
を
実
施

す
る
。
 

 
(3
) 
組

織
は
，
最
終
的
な
機

能
確
認

で
は
十
分

な
確
認
・
評
価

が
で
き
な

い
場
合
に
は

，
定
め
た
プ
ロ

セ
ス
に
基
づ

き
，
保
全

が

実
施
さ
れ

て
い
る
こ

と
を
，
所
定

の
時
期

※
４
ま
で
に

確
認
・
評

価
し
，
記

録
す
る
。
 

    
 
※
４

：
所
定
の
時
期

と
は
，

所
定
の
機

能
が
要
求
さ
れ

る
時
又

は
あ
ら
か

じ
め
計
画
さ

れ
た
保
全

の
完
了
時

を
い
う
。
 

 9.
不
適
合

管
理
，
是
正
処

置
及
び

未
然
防
止

処
置
 

 
(1
) 
組

織
は
，
施
設
管

理
の
対

象
と
な
る

施
設
及
び
プ
ロ

セ
ス
を

監
視
し
，

以
下
の

a)
及

び
b
)の

状
態
に

至
ら
な
い

よ
う
通
常

と
異
な
る

状
態
を
監

視
・
検
知
し
，
必
要
な
是

正
処
置
を
講
じ

る
と
と
も

に
，
以
下
の

a）
及
び

b）
に
至
っ

た
場
合
に
は

，
不

適
合
管
理

を
行
っ
た

う
え
で
是
正

処
置
を
講

じ
る
。
 

 
 
 
a)
 
保
全
を
実
施
し

た
構
築

物
，
系
統

及
び
機
器
が
所

定
の
機

能
を
発
揮

し
う
る
こ
と

を
確
認
・

評
価
で
き

な
い
場
合
 

 
 
 
b)
 
最
終
的
な
機
能

確
認
で

は
十
分
な

確
認
・
評
価
が
で

き
な
い
場

合
に
あ
っ

て
，
定
め
た
プ

ロ
セ
ス
に

基
づ
き
，
保

全
が
実

施
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確

認
・
評

価
で
き
な
い
場

合
 

 
(2
) 
組

織
は
，
他
の
原
子
力

施
設
の

運
転
経
験

等
の
知
見
を

基
に
，
自
ら

の
組
織
で
起

こ
り
得
る
問

題
の
影
響

を
照
ら

し
，
適
切
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
な
未
然
防

止
処
置
を

講
じ
る
。

 

(3
) 
組
織

は
，
(1
)
及
び

(2
)の

活
動
を
第
２

０
３
条
に

基
づ
き

実
施
す
る
。
 

 10
.保

全
の
有

効
性
評
価
 

 
組
織
は

，
保

全
活
動
か

ら
得
ら

れ
た

情
報
等

か
ら
，

保
全
の

有
効
性

を
評

価
し
，

保
全
が
有

効
に

機
能

し
て
い
る
こ

と
を

確
認

す

る
と
と
も
に
，

継
続
的
な

改
善
に

つ
な
げ
る
。
 

 
(1
) 
組
織
は

，
あ
ら
か

じ
め
定

め
た
時
期
及
び

内
容
に
基

づ
き
，

保
全
の
有
効
性

を
評
価

す
る
。
 

 
 
 
な
お
，

保
全
の
有

効
性
評

価
は
，
以
下
の

情
報
を
適

切
に
組

み
合
わ
せ
て
行

う
。
 

 
 

 a
) 
保
全

活
動
管
理

指
標
の

監
視
結
果
 

 
 
 
b)
 
保
全

デ
ー
タ
の

推
移
及

び
経
年
劣
化
の

長
期
的
な

傾
向
監

視
の
実
績
 

 
 
 c
) 
ト
ラ

ブ
ル
な
ど

運
転
経

験
 

 
 
 
d)
 
高
経

年
化
技
術

評
価
及

び
定
期
安
全
レ

ビ
ュ
ー
結

果
 

 
 
 
e)
 
他
プ

ラ
ン
ト
の

ト
ラ
ブ

ル
及
び
経
年
劣

化
傾
向
に

係
る
デ

ー
タ
 

 
 
 f
) 
リ
ス

ク
情
報
，

科
学
的

知
見
 

 
(
2
)
 
組

織
は

，
保

全
の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
，

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器
の

保
全

方
式

を
変

更
す

る
場

合
に

は
，

6
.1

に
基
づ

き
保
全

方
式

を
選

定
す
る
。

ま
た

，
構

築
物
，

系
統
及

び
機
器

の
点

検
間

隔
を
変
更

す
る

場
合

に
は
，

保
全
重

要
度

を

踏
ま
え
た

上
で
，
以
下
の

評
価
方

法
を
活
用

し
て
評
価
す
る

。
 

 
 

 a
) 
点
検

及
び
取
替

結
果
の

評
価
 

 
 
 b
) 
劣
化

ト
レ
ン
ド

に
よ
る

評
価
 

 
 
 
c)
 
類
似

機
器
等
の

ベ
ン
チ

マ
ー
ク
に
よ
る

評
価
 

 
 
 d
) 
研
究

成
果
等
に

よ
る
評

価
 

 
(3
) 
組
織
は

，
保
全
の

有
効
性

評
価
の
結
果
と

そ
の
根
拠

及
び
必

要
と
な
る
改
善

内
容
に

つ
い
て
記

録
す
る
。
 

 1
1
.
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
 

 
(1
) 
組

織
は

，
10
.の

保
全
の

有
効
性

評
価

の
結

果
及
び

1
.
の
施
設

管
理

目
標

の
達
成
度
か

ら
，

定
期

的
に
施

設
管
理
の

有
効

性

を
評
価
し

，
施
設
管
理
が

有
効
に

機
能
し
て

い
る
こ
と
を
確

認
す
る

と
と
も
に

，
継
続
的
な

改
善
に
つ

な
げ
る
。
 

 
(2
) 
組
織
は

，
施
設
管

理
の
有

効
性
評
価
の
結

果
と
そ
の

根
拠
及

び
改
善
内
容
に

つ
い
て

記
録
す
る

。
 

 12
.構

成
管
理

 
組

織
は
，

施
設
管
理

を
通
じ
以
下

の
要
素
間

の
均
衡
を

維
持
す

る
。

 
a）

設
計
要

件
（
第

２
０

３
条
（

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
計

画
）

7.
2.
1
に

示
す
個

別
業

務
等
要

求
事

項
と

し
て
明
確

に
す
べ
き

事
項
の
う

ち
，「

構
築

物
，
系
統
及
び
機
器

が
ど
の
よ

う
な
も
の

で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

か
」
と

い
う
要
件
を

含

む
第
３
２

８
条
の
２

で
実
施
す
る

設
計
に
対

す
る
要
求

事
項
を

い
う
。）

 

b
）
施
設
構
成

情
報
（
第
２

０
３
条
（
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
計
画

）
4
.
2
.1

に
示
す

文
書
の
う

ち
，「

構
築
物
，
系
統

及
び
機
器

が
ど
の
よ

う
な
も
の
か

示
す
図
書

，
情
報
」

を
い
う

。）
 

c
）
物
理

的
構
成
（

実
際
の
構
築

物
，
系
統
及

び
機
器
を

い
う
。
）

 
 13

.情
報
共
有
 

 
組
織
は

，
保

守
点
検
を

行
っ
た

事
業

者
か
ら

得
ら
れ

た
保
安

の
向
上

に
資

す
る
た

め
に
必
要

な
技

術
情

報
に
つ
い
て

，
Ｐ

Ｗ
Ｒ

事

業
者
連
絡
会
を

通
じ
て
他

の
原
子

炉
設
置
者
と
共

有
す
る
。

 

            

な
未
然
防

止
処
置
を

講
じ
る
。
 

(3
)組

織
は
，
(1

)及
び
(2
)の

活
動

を
第
３
条

に
基
づ
き

実
施
す
る
。
 

 

10
.保

全
の
有

効
性
評
価
 

 
組
織
は
，

保
全
活
動
か
ら
得

ら
れ
た

情
報
等
か

ら
，
保
全
の
有
効

性
を
評
価

し
，
保
全
が

有
効
に
機
能
し

て
い
る
こ

と
を
確

認
す

る
と
と
も

に
，
継
続
的
な

改
善
に

つ
な
げ
る

。
 

 
(1
) 
組

織
は
，
あ
ら
か

じ
め
定

め
た
時
期

及
び
内
容
に
基

づ
き
，

保
全
の
有

効
性
を
評
価

す
る
。
 

 
 
 
な

お
，
保
全
の
有

効
性
評

価
は
，
以

下
の
情
報
を
適

切
に
組

み
合
わ
せ

て
行
う
。
 

 
 

 a
)
 
保
全
活
動
管
理

指
標
の

監
視
結
果
 

 
 
 
b)
 
保
全
デ
ー
タ
の

推
移
及

び
経
年
劣

化
の
長
期
的
な

傾
向
監

視
の
実
績
 

 
 
 
c)
 
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

運
転
経

験
 

  
 
 
d)
 
他
プ
ラ
ン
ト
の

ト
ラ
ブ

ル
及
び
経

年
劣
化
傾
向
に

係
る
デ

ー
タ
 

 
 
 
e)
 
リ
ス
ク
情
報
，

科
学
的

知
見
 

 
(
2
) 

組
織

は
，
保

全
の

有
効

性
評

価
の
結

果
を

踏
ま

え
，

構
築

物
，
系

統
及

び
機

器
の

保
全

方
式
を

変
更

す
る

場
合

に
は

，
6
.1

に
基
づ
き

保
全
方
式

を
選
定
す
る

。
ま
た
，

構
築
物
，

系
統
及
び
機

器
の
点
検

間
隔
を
変

更
す
る
場
合

に
は
，
保

全
重
要

度
を

踏
ま
え
た

上
で
，
以

下
の
評
価
方

法
を
活
用

し
て
評
価

す
る
。
 

 
 

 a
)
 
点
検
及
び
取
替

結
果
の

評
価
 

 
 
 
b)
 
劣
化
ト
レ
ン
ド

に
よ
る

評
価
 

 
 
 
c)
 
類
似
機
器
等
の

ベ
ン
チ

マ
ー
ク
に

よ
る
評
価
 

 
 
 
d)
 
研
究
成
果
等
に

よ
る
評

価
 

 
(3
) 
組

織
は
，
保
全
の

有
効
性

評
価
の
結

果
と
そ
の
根
拠

及
び
必

要
と
な
る

改
善
内
容
に

つ
い
て
記

録
す
る
。
 

 1
1
.
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
 

 
(1
) 
組

織
は
，
10
.の

保
全
の
有
効
性

評
価
の
結

果
及
び

1.
の
施
設

管
理
目
標

の
達
成
度

か
ら
，
定
期

的
に
施
設

管
理
の

有
効
性

を
評
価
し

，
施
設
管

理
が
有
効
に

機
能
し
て

い
る
こ
と

を
確
認
す
る

と
と
も
に

，
継
続
的

な
改
善
に
つ

な
げ
る
。
 

 
(2
) 
組

織
は
，
施
設
管

理
の
有

効
性
評
価

の
結
果
と
そ
の

根
拠
及

び
改
善
内

容
に
つ
い
て

記
録
す
る

。
 

 12
.構

成
管
理
 

組
織
は
，

施
設
管
理

を
通
じ
て

以
下
の
要
素

間
の
均
衡

を
維
持

す
る
。
 

a
）
設
計

要
件
（
第
３

条
（
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
計
画

）
7
.
2
.1

に
示
す
個

別
業
務
等

要
求
事
項
と
し

て
明
確
に

す
べ

き
事

項
の
う
ち

，「
構
築

物
，
系
統

及
び
機
器

が
ど
の
よ

う
な
も
の
で

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

か
」
と
い

う
要
件
を

含
む
第
１

２
８

条
の
２
で

実
施
す
る
設
計

に
対
す

る
要
求
事

項
を
い
う
。
）
 

b
）
施
設
構
成

情
報
（
第

３
条
（
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
計
画

）
4.
2.
1
に
示
す
文

書
の
う

ち
，
「
構
築
物

，
系
統
及

び

機
器

が
ど
の
よ

う
な
も
の
か
」

示
す
図

書
，
情
報

を
い
う
。）

 

c
）
物
理

的
構
成
（

実
際
の
構
築
物

，
系
統
及

び
機
器
を

い
う
。
）
 

 

13
.情

報
共
有
 

 
組
織
は

，
保

守
点
検
を
行
っ

た
事
業

者
か
ら
得

ら
れ
た
保
安

の
向
上
に

資
す
る
た

め
に
必
要
な

技
術
情
報

に
つ
い
て

，
Ｂ
Ｗ
Ｒ
事

業
者
協
議

会
を
通
じ
て
他

の
原
子

炉
設
置
者

と
共
有
す
る
。
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
  （

設
計
管
理
）
 

第
３
２
８

条
の

２
 

組
織
は
，
原

子
炉

施
設

の
工
事
を

行
う
場

合
，
新

た
な

設
計
又

は
過
去
に

実
施

し
た

設
計
結
果
の

変
更

に
該

当

す
る
か
ど

う
か
を
判

断
す
る
。
 

２
. 

組
織
は
，
第
１
項
に
お

い
て
該

当
す
る
と

判
断
し
た
場
合

，
次

の
各
号
に

掲
げ
る
要

求
事
項
を
満

た
す
設
計

を
第
２
０

３
条

7
.
3

に
従
っ
て

実
施
す
る

。
 

(1
)
 保

全
の
結

果
の
反
映
及
び
既
設
設

備
へ
の
影

響
の
考
慮

を
含
む
，
機

能
及
び
性

能
に
関

す
る
要
求
事
項
 

(
2
)
 
技
術

基
準

規
則

の
規

定
及
び

原
子
炉

設
置

（
変

更
）
許

可
申
請

書
の
記

載
事
項

を
含
む

，
適
用

さ
れ

る
法

令
・
規

制
要
求

事

項
 

(3
)
 適

用
可
能

な
場
合
に
は
，
以
前
の

類
似
し
た

設
計
か
ら

得
ら
れ
た
情

報
 

(
4)
 設

計
開
発
に
不

可
欠
な
そ
の

他
の
要
求

事
項
 

３
．
本
条

に
お

け
る
設
計

に
は
，

次
条

に
定
め

る
作
業

管
理
及

び
第
３

２
８

条
の
４

に
定
め
る

使
用

前
事

業
者
検
査
の

実
施

を
考

慮

す
る
。
 

 （
作
業
管
理
）
 

第
３
２
８
条
の

３
 
組
織

は
，
前

条
の
設
計
に
従

い
工
事
を

実
施
す

る
。
 

２
．
組
織

は
，

原
子
炉
施

設
の
点

検
及

び
工
事

を
行
う

場
合
，

原
子
炉

施
設

の
安
全

を
確
保
す

る
た

め
に

次
の
事
項
を

考
慮

し
た

作

業
管
理
を

行
う
。
 

(
1)
 他

の
原
子
炉
施

設
及
び
周
辺

環
境
か
ら

の
影
響
に

よ
る
作
業
対

象
設
備
の

損
傷
及
び

劣
化
の
防
止
 

(
2)
 供

用
中
の
原
子

炉
施
設
に
対

す
る
悪
影

響
の
防
止
 

(
3)
 供

用
開
始
後
の

管
理
上
重
要

な
初
期
デ

ー
タ
の
採

取
 

(
4)
 作

業
工
程
の
管

理
 

(
5)
 供

用
開
始
ま
で

の
作
業
対
象

設
備
の
管

理
 

(
6)
 第

６
章
に
基
づ

く
放
射
性
廃

棄
物
管
理
 

(
7)
 第

７
章
に
基
づ

く
放
射
線
管

理
 

３
．
組
織

は
，

原
子
炉
施

設
の
状

況
を

日
常
的

に
確
認

し
，
偶

発
故
障

等
の

発
生
も

念
頭
に
，

設
備

等
が

正
常
な
状
態

か
ら

外
れ

，

又
は
外

れ
る

兆
候
が

認
め

ら
れ
る

場
合
に

，
適

切
に

正
常
な
状

態
に

回
復

さ
せ
る

こ
と
が

で
き
る

よ
う

，
本

項
及
び
第

２
１

３
条

に
よ
る
巡

視
点
検
を

定
期
的
に
行

う
。
 

 

（
使
用
前
事
業

者
検
査
の

実
施
）
 

第
３
２
８

条
の

４
 

所
長
は
，
設

計
及

び
工

事
の
計
画

の
認
可

又
は
設

計
及

び
工
事

の
計
画
の

届
出

（
以

下
，
本
条
に

お
い

て
「

設

工
認
」
と
い
う

。
）
の
対
象
と
な

る
原
子

炉
施
設
に
つ
い

て
，
設
置
又

は
変
更
の

工
事
に
あ
た

り
，
設
工
認
に

従
っ
て
行

わ
れ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
，
技
術
基

準
規
則
へ
適

合
す
る
こ

と
を
確
認

す
る
た
め
の

使
用
前
事

業
者
検

査
（

以
下
，
本
条
に
お
い

て
「
検
査

」

と
い
う
。
）
を
統
括
す
る

。
 

２
．
検
査
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
次
の
各

号
を
実
施

す
る
。
 

(1
) 
第

２
０

４
条

に
定
め
る
保

安
に

関
す
る

組
織

の
う
ち
，

検
査
対

象
と

な
る

設
備
の
設
置

又
は

変
更

の
工
事

を
実
施
し

た
組

織

と
は
別
の

組
織
の
者

を
，
検
査

実
施
責
任
者

と
し
て
指

名
す
る

。
 

(2
) 
検
査

要
領
書

※
１
を
定
め
る

。
 

(3
) 
検

査
対

象
の

原
子
炉
施
設

が
下

記
の
基

準
に

適
合
し
て

い
る
こ

と
を

判
断

す
る
た
め
に

必
要

な
検

査
項
目

と
，
検
査

項
目

ご

と
の
判
定

基
準
を
定

め
る
。
 

a)
 設

工
認
に
従
っ

て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る

こ
と
 

b)
 技

術
基
準
規
則

に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る

こ
と
 

(4
)検

査
の
実
施
体
制
を

構
築
す
る

。
 

        

  （
設
計
管

理
）
 

第
１
２
８

条
の
２
 
組
織

は
，
原
子
炉

施
設
の
工

事
を
行
う

場
合
，
新
た
な
設

計
又
は
過

去
に
実
施
し
た
設
計
結

果
の
変

更
に
該
当

す
る
か
ど

う
か
を
判

断
す
る
。

 

2.
組
織
は
，

第
１
項
に
お
い
て

該
当
す

る
と
判
断

し
た
場
合
，
次

の
各
号
に

掲
げ
る
要
求

事
項
を
満
た

す
設
計
を

第
３
条

７
．
３
に

従
っ

て
実
施
す
る
。
 

(
1
)
保
全
の
結

果
の
反
映
及
び
既

設
設
備

へ
の
影
響

の
考
慮
を
含

む
，
機
能

及
び
性
能

に
関
す
る
要

求
事
項
 

(
2
)
技
術
基
準

規
則
の
規
定
及
び

原
子
炉

設
置
（
変
更
）
許
可
申

請
書
の
記

載
事
項
を
含
む

，
適
用
さ

れ
る
法
令
・
規
制
要

求
事
項
 

 (
3
)
適
用
可
能

な
場
合
に
は
，
以

前
の
類

似
し
た
設

計
か
ら
得
ら

れ
た
情
報
 

(4
)設

計
開
発
に
不

可
欠
な
そ
の
他

の
要
求
事

項
 

3
.
本
条
に

お
け
る
設
計
管

理
に
は
，
次
条

に
定
め
る

作
業
管
理
及
び

第
１
２
８

条
の
４
に

定
め
る
使
用

前
事
業
者

検
査
の

実
施
を
考

慮
す
る
。
 

 （
作
業
管

理
）
 

第
１
２
８

条
の
３
 
組
織

は
，
前

条
の
設
計

に
従
い
工
事
を

実
施
す

る
。
 

2
.
組
織
は

，
原

子
炉
施
設
の
点

検
及
び

工
事
を
行

う
場
合
，
原
子
炉

施
設
の
安

全
を
確
保

す
る
た
め
に

次
の
事
項

を
考
慮

し
た
作
業

管
理
を
行

う
。
 

(1
)他

の
原
子

炉
施
設
及

び
周
辺
環
境
か

ら
の
影
響

に
よ
る
作

業
対
象
設
備

の
損
傷
及

び
劣
化

の
防
止
 

(
2
)
供
用
中
の
原
子

炉
施
設
に
対

す
る
悪

影
響
の
防
止
 

(
3
)
供
用
開
始
後
の

管
理
上
重
要

な
初
期

デ
ー
タ
の
採
取
 

(
4
)
作
業
工
程
の
管

理
 

(
5
)
供
用
開
始
ま
で

の
作
業
対
象

設
備
の

管
理
 

(
6
)
第
６
章
に
基
づ

く
放
射
性
廃

棄
物
管

理
 

(
7
)
第
７
章
に
基
づ

く
放
射
線
管

理
 

3
.
組
織
は
，

原
子
炉
施
設
の
状

況
を
日

常
的
に
確

認
し
，
偶
発
故
障

等
の
発
生

も
念
頭
に

，
設
備
等
が
正

常
な
状
態
か

ら
外
れ
，

ま

た
は

外
れ
る
兆

候
が
認

め
ら
れ
る
場
合

に
，
適
切

に
正
常
な

状
態
に

回
復
さ
せ
る
こ

と
が
で

き
る
よ
う

，
本
項
及
び
第

１
３
条

に

よ
る

巡
視
を
定

期
的
に
行

う
。
 

 （
使
用
前

事
業
者
検
査
の

実
施
）
 

第
１
２
８

条
の
４
 
所
長

は
，
設
計

及
び
工
事

の
計
画
の
認
可

又
は
設
計

及
び
工
事

の
計
画
の
届

出
（
以
下
，
本

条
に
お

い
て
「
設

工
認
」
と
い

う
。）

の
対

象
と
な
る

原
子
炉
施
設
に

つ
い
て
，
設
置
又
は
変
更

の
工
事
に
あ

た
り
，
設

工
認
に
従
っ
て
行

わ
れ
た

も

の
で
あ
る

こ
と
，
技
術

基
準
規
則
へ
適

合
す
る
こ

と
を
確
認

す
る
た

め
の
使
用
前
事

業
者
検

査
（
以
下
，
本
条

に
お
い
て
「
検
査

」

と
い
う
。
）
を
統
括

す
る
。
 

2
.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
次
の

各
号
を
実
施
す

る
。
 

(
1
)
第
４

条
に

定
め
る

保
安

に
関

す
る

組
織
の

う
ち

，
検

査
対

象
と

な
る

設
置
又

は
変

更
の

工
事

を
実

施
し

た
組
織

と
は

別
の
組

織
の

者
を
，
検

査
実
施
責
任
者
と
し
て

指
名
す
る

。
 

(
2
)
 
検
査
要
領
書

※
５
を

定
め
る
。
 

(3
) 

検
査
対
象
の
原

子
炉
施
設

が
下
記

の
基
準
に
適
合

し
て
い

る
こ
と
を

判
断
す
る
た
め

に
必
要

な
検
査
項

目
と
，
検

査
項
目
ご

と
の

判
定
基
準
を
定

め
る
。
 

a)
 設

工
認
に

従
っ
て
行
わ
れ
た

も
の
で

あ
る
こ
と
 

b)
 技

術
基
準

規
則
に
適
合
す
る

も
の
で

あ
る
こ
と
 

(4
)検

査
の
実
施
体

制
を
構
築
す
る

。
 

 

※
５
：

検
査
を
行
う
に

あ
た
っ
て

は
，
あ
ら
か

じ
め
，
検
査
の

時
期
，
対
象

，
以
下
に
示

す
方
法
そ
の

他
必
要
な

事
項
を

定
め
た

検
査

要
領
書
を
定
め

る
。
 

a
）
構
造

，
強
度
及

び
漏
え
い
を
確

認
す
る
た

め
に
十
分

な
方
法
 

b
）
機
能

及
び
性
能

を
確
認
す
る
た

め
に
十
分

な
方
法
 

c
）

そ
の
他

設
置

又
は

変
更
の

工
事

が
そ
の

設
計

及
び
工

事
の

計
画

に
従
っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
十
分
な
方
法
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
 

３
．
前
項
の
検

査
実
施
責

任
者
は

，
次
の
各
号
を

実
施
す
る

。
 

(1
) 
前
項

で
定
め
た

検
査
要
領

書
に
従
い
，

検
査
を
実

施
す
る

。
 

(2
) 
検

査
項

目
ご

と
の
判
定
結

果
を

踏
ま
え

，
検

査
対

象
の
原
子

炉
施

設
が

前
項
(3
)
a)
及
び

b)
の

基
準
に

適
合

す
る
こ
と

を
最

終
判
断
す

る
。
 

４
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

項
目
ご

と
の
判

定
業
務

を
検

査
員
に

行
わ
せ
る

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の

と
き

，
検

査

員
と
し
て

次
の
各
号

に
掲
げ
る
事

項
の
い
ず

れ
か
を
満

た
す
者

を
指
名
す
る
。
 

(1
) 
第

２
０

４
条

に
定
め
る
保

安
に

関
す
る

組
織

の
う
ち
，

検
査
対

象
と

な
る

設
置
又
は
変

更
の

工
事

を
実
施

し
た
組
織

と
は

別

の
組
織
の

者
 

(2
) 
検

査
対

象
と

な
る
設
置
又

は
変

更
の
工

事
の

調
達
に
お

け
る
供

給
者

の
な

か
で
，
当
該

工
事

を
実

施
し
た

組
織
と
は

別
の

組

織
の
者
 

(3
) 
前
号

に
掲
げ
る

供
給
者
と

は
別
の
，
当

該
検
査
業

務
に
係

る
役
務
の
供
給

者
 

５
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

内
容
及

び
検
査

対
象
設

備
の

重
要
度

に
応
じ
て

，
検

査
実

施
責
任
者
及

び
前

項
に

規

定
す
る
検

査
員
の
立

会
頻
度
を

定
め
，
検
査

実
施
責
任

者
及
び

前
項
に
規
定
す

る
検
査
員

は
，
そ

れ
を
実
施
す
る

。
 

６
．

各
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
第

２
項
，

第
３
項
及
び
第

４
項
に

係
る
事
項

に
つ
い
て
，
次

の
各
号

を
実
施
す

る
。
 

(1
) 
検
査

業
務
に
係

る
役
務
を

調
達
す
る
場

合
，
当
該

役
務
の

供
給
者
に
対
し

て
管
理
を

行
う
。
 

(2
) 
検
査

に
係
る
記

録
の
管
理

を
行
う
。
 

７
．
各
室
長
は

，
第
２
項

，
第
３

項
及
び
第
４
項

に
係
る
事

項
に
つ

い
て
，
検
査
に

係
る
要

員
の
教
育

訓
練
を
行
う
。

 

  ※
１
：
検

査
を

行
う
に
あ

た
っ
て

は
，

あ
ら
か

じ
め
，

検
査
の

時
期
，

対
象

，
以
下

に
示
す
方

法
そ

の
他

必
要
な
事
項

を
定

め
た

検

査
要

領
書
を
定

め
る
。
 

a)
 構

造
，
強
度
及

び
漏
え
い
を

確
認
す
る
た

め
に
十
分

な
検
査
 

b)
 機

能
及
び
性
能

を
確
認
す
る

た
め
に
十
分

な
方
法
 

c)
 そ

の
他

設
置
又

は
変
更

の
工
事

が
そ
の

設
計

及
び

工
事
の
計

画
に

従
っ

て
行
わ

れ
た
も

の
で

あ
る
こ

と
を

確
認

す
る
た
め

に
十
分
な

方
法
 

 （
定
期
事
業
者

検
査
の
実

施
）
 

第
３

２
８
条
の
５

 
所
長

は
，
原
子
炉
施
設
が

技
術
基

準
規
則

に
適
合
す
る

も
の
で

あ
る
こ

と
を
定
期
的

に
確
認

す
る
た

め
の
定
期

事
業
者
検

査
（
以
下

，
本
条
に

お
い
て
「
検

査
」
と
い

う
。）

を
統
括

す
る
。

 
２

．
検
査
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
次
の
各

号
を
実
施

す
る
。

 
(1
) 
第

２
０

４
条

に
定
め
る
保

安
に

関
す
る

組
織

の
う
ち
，

検
査
対

象
と

な
る

設
備
の
保
全

担
当

部
門

と
は
別

の
組
織
の

者
を

，

検
査
実
施

責
任
者
と

し
て
指
名

す
る
。
 

(2
) 
検
査

要
領
書

※
１
を
定
め
る

。
 

(3
) 
検

査
対

象
の

原
子
炉
施
設

が
技

術
基
準

規
則

に
適
合
す

る
も
の

で
あ

る
こ

と
を
判
断
す

る
た

め
に

必
要
な

検
査
項
目

と
，

検

査
項
目
ご

と
の
判
定

基
準
を
定

め
る
。
 

(4
) 
検
査

の
実
施
体

制
を
構
築

す
る
。
 

      

 ３
．
前
項
の
検

査
実
施
責

任
者
は

，
次
の
各
号
を

実
施
す
る

。
 

(1
) 
前
項

で
定
め
た

検
査
要
領

書
に
従
い
，

検
査
を
実

施
す
る

。
 

(
2
)
 
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

結
果

を
踏

ま
え

，
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
項

(
3
)
の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
を

最
終

判
断

す

る
。
 

４
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

項
目
ご

と
の
判

定
業
務

を
検

査
員
に

行
わ
せ
る

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の

と
き

，
検

査

員
と
し
て

次
の
各
号

に
掲
げ
る
事

項
の
い
ず

れ
か
を
満

た
す
者

を
指
名
す
る
。
 

(1
) 
第
２

０
４
条
に

定
め
る
保

安
に
関
す
る

組
織
の
う

ち
，
検

査
対
象
と
な
る

設
備
の
保

全
担
当

部
門
と
は
別
の

組
織
の

者
 

(2
) 
検

査
対

象
と

な
る
設
備
の

工
事

又
は
点

検
の

調
達
に
お

け
る
供

給
者

の
な

か
で
，
当
該

工
事

又
は

点
検
を

実
施
す
る

組
織

と

 3
.
前
項
の

検
査
実
施
責
任

者
は
，

次
の
各
号

を
実
施
す
る
。

 

(
1
)
 
前
項
で
定

め
た
検
査

要
領
書

に
従
い
，
検
査

を
実
施
す

る
。
 

(2
) 

検
査
項

目
ご

と
の
判

定
結
果
を

踏
ま

え
，

検
査
対

象
の
原

子
炉

施
設
が

前
項

(3
)a
)及

び
b)
の

基
準

に
適

合
す
る
こ
と

を
最

終
判
断
す

る
。
 

4
.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
検
査
項

目
ご
と
の
判
定

業
務
を
検

査
員
に
行

わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
と
き
，

検
査
員

と
し
て
次

の
各
号
に

掲
げ
る
事
項

の
い
ず
れ

か
を
満
た

す
者
を

指
名
す
る
。
 

(1
)第

４
条
に
定
め

る
保
安
に
関
す

る
組
織
の

う
ち
，
検
査
対
象
と

な
る
設
置

又
は
変
更

の
工
事

を
実
施
し
た
組

織
と
は
別

の
組
織

の
者
 

(2
)検

査
対
象
と
な

る
設
置
又
は
変

更
の
工
事

の
調
達
に

お
け
る
供
給
者
の
な
か

で
，
当

該
工
事

を
実
施
し
た
組

織
と
は
別

の
組
織

の
者
 

(3
)前

号
に
掲
げ
る

供
給
者
と
は
別

の
，
当
該

検
査
業
務

に
係
る
役
務
の
供
給
者
 

5
.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
検
査
内
容

及
び
検
査
対

象
設
備
の

重
要
度
に

応
じ
て
，
検
査
実

施
責
任
者

及
び
前

項
に
規
定

す
る

検
査
員
の
立
会

頻
度
を
定

め
，
検

査
実
施
責
任
者

及
び
前

項
に
規
定

す
る
検
査
員
は

，
そ
れ

を
実
施
す

る
。
 

6.
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に
係

る
事
項
に

つ
い
て
，

次
の
各
号
を

実
施
す
る

。
 

(1
)検

査
業
務
に
係

る
役
務
を
調
達

す
る
場
合

，
当
該
役

務
の
供
給
者
に
対
し
て

管
理
を
行

う
。
 

(2
)検

査
に
係

る
記
録
の

管
理
を
行
う
。
 

7
.
各
室
長

は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に

係
る
事
項
に

つ
い
て
，

検
査
に
係

る
要
員
の
教

育
訓
練
を

行
う
。
 

         （
定
期
事

業
者
検
査
の
実

施
）
 

第
１

２
８
条
の
５
 
所
長
は
，
原

子
炉
施

設
が
技
術

基
準
規
則
に
適

合
す
る
も

の
で
あ
る

こ
と
を

定
期
的
に
確
認

す
る
た

め
の
定
期

事
業

者
検
査
（
以
下
，
本
条
に

お
い
て

「
検
査
」

と
い
う
。）

を
統
括
す
る
。
 

2
.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
次
の

各
号
を
実
施
す

る
。
 

(1
) 

第
４
条
に
定
め

る
保
安
に

関
す
る

組
織
の
う
ち
，
検
査

対
象
と

な
る
設
備

の
保
全
担
当

部
門
と
は

別
の
組
織

の
者
を
，
検
査

実
施

責
任
者
と

し
て
指
名
す
る
。
 

(
2
)
 
検
査
要
領
書

※
６
を

定
め
る
。
 

(3
) 

検
査
対
象
の
原

子
炉
施
設

が
技
術

基
準
規
則
に
適

合
す
る

も
の
で
あ

る
こ
と
を
判
断

す
る
た

め
に
必
要

な
検
査
項
目

と
，
検

査
項

目
ご
と
の
判
定

基
準
を
定

め
る
。
 

(4
) 

検
査
の
実
施
体

制
を
構
築

す
る
。
 

※
６
：

プ
ラ
ン
ト
の
特

徴
に
応
じ
，

検
査
の
時

期
，
対
象
，
以
下

に
示
す
方

法
そ
の
他
必

要
な
事
項
を

定
め
た
検

査
要
領

書
を
定

め
る

。
 

a
）

開
放
，

分
解

，
非

破
壊
検

査
そ

の
他
の

各
部

の
損
傷

，
変

形
，

摩
耗
及

び
異

常
の

発
生

状
況

を
確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法
 

b）
試
運

転
そ
の
他

の
機
能
及
び
作

動
の
状
況

を
確
認
す

る
た
め
に
十
分
な
方
法
 

c)
 a

)及
び

b
)に

よ
る
方
法
の

ほ
か
，

技
術
基
準

規
則
に
適
合

し
て
い
る

状
態
を
維

持
す
る
か
ど

う
か
を
判

定
す
る
方

法
で
行

う
も
の
と
す
る

。
 

3
.
前
項
の

検
査
実
施
責
任

者
は
，

次
の
各
号

を
実
施
す
る
。

 

(1
)前

項
で
定
め
た

検
査
要
領
書
に

従
い
，
検

査
を
実
施

す
る
。
 

(
2
)
検
査
項
目

ご
と
の
判
定
結
果

を
踏
ま

え
，
検
査
対

象
の
原
子
炉

施
設
が
前

項
(3
)の

基
準
に

適
合
す

る
こ
と
を

最
終
判
断
す

る
。 

 4
.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
検
査
項

目
ご
と
の
判
定

業
務
を
検

査
員
に
行

わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
と
き
，

検
査
員

と
し
て
次

の
各
号
に

掲
げ
る
事

項
の
い
ず
れ

か
を
満
た

す
者
を

指
名
す
る

。
 

(
1
)
第
４
条
に

定
め
る
保
安
に
関

す
る
組

織
の
う
ち

，
検
査
対
象

と
な
る
設

備
の
保
全

担
当
部
門
と

は
別
の
組

織
の
者
 

(
2
)
検
査
対
象

と
な
る
設
備
の
工

事
又
は

点
検
の
調

達
に
お
け
る

供
給
者
の

な
か
で
，
当

該
工
事
又
は

点
検
を
実

施
す
る
組

織
と
は
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
は
別
の
組

織
の
者
 

(3
) 
前
号

に
掲
げ
る

供
給
者
と

は
別
の
，
当

該
検
査
業

務
に
係

る
役
務
の
供
給

者
 

５
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

内
容
及

び
検
査

対
象
設

備
の

重
要
度

に
応
じ
て

，
検

査
実

施
責
任
者
及

び
前

項
に

規

定
す
る
検

査
員
の
立

会
頻
度
を
定

め
，
検
査

実
施
責
任

者
及
び

前
項
に
規
定
す

る
検
査
員

は
，
そ

れ
を
実
施
す
る

。
 

６
．

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
第
２
項
，

第
３
項
及

び
第
４
項

に
係
る

事
項
に
つ
い
て

，
次
の

各
号
を
実

施
す
る
。
 

(1
) 
検
査

業
務
に
係

る
役
務
を

調
達
す
る
場

合
，
当
該

役
務
の

供
給
者
に
対
し

て
管
理
を

行
う
。
 

(2
) 
検
査

に
係
る
記

録
の
管
理

を
行
う
。
 

７
．
各
室
長
は

，
第
２
項

，
第
３

項
及
び
第
４
項

に
係
る
事

項
に
つ

い
て
，
検
査
に

係
る
要

員
の
教
育

訓
練
を
行
う
。

 

※
１
：
プ

ラ
ン

ト
の
特
徴

に
応
じ

，
検

査
の
時

期
，
対

象
，
以

下
に
示

す
方

法
そ
の

他
必
要
な

事
項

を
定

め
た
検
査
要

領
書

を
定

め

る
。
 

a)
 開

放
，
分
解

，
非
破
壊

検
査
そ
の
他

の
各
部
の

損
傷
，
変

形
，
摩

耗
及
び
異
常
の
発
生
状

況
を
確
認

す
る
た
め

に
十
分
な
方

法
 

b)
 試

運
転
そ
の
他
の
機

能
及
び
作

動
の
状
況

を
確
認
す

る
た
め
に
十

分
な
方
法
 

c)
 a
)及

び
b)
に
よ

る
方
法
の
ほ

か
，
技
術

基
準
規
則

に
適
合
し
て

い
る
状
態

を
維
持
す

る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
方
法

で
行

う
も

の
と
す
る

。
 

     （
原
子
炉
施
設

の
経
年
劣

化
に
関

す
る
技
術
的
な

評
価
及
び

長
期
施

設
管
理
方
針
）
 

第
３
２
８
条
の

６
 
所
長

は
，
重

要
度
分
類
指
針

に
お
け
る

ク
ラ
ス

１
，
２
，
３
の

機
能
を

有
す
る
機

器
及
び
構
造
物

※
１
（
以
下
，

本
条
に

お
い

て
「

機
器
及
び
構

造
物

」
と
い

う
。

）
に
つ
い

て
，
営

業
運

転
を

開
始
し
た
日

以
後

３
０

年
を
経

過
す
る
日

ま
で

に

実
施
し
た

次
の
各
号

に
つ
い
て

，
第
２

１
１
条
の

２
（
原
子

炉
の
運

転
期
間
）
に
定
め
る

原
子
炉
の
運

転
期
間
を

変
更
す

る
場
合
，

そ
の
他

経
年

劣
化

に
関
す
る
技

術
的

な
評
価

を
行

う
た
め
に

設
定
し

た
条

件
，

評
価
方
法
を

変
更

す
る

場
合
は

，
当
該
評

価
の

見

直
し
を
行

い
，
そ
の

結
果
に
基

づ
き
，
策
定

し
た
長
期

施
設
管

理
方
針
を
変
更

す
る
。
 

(
1
)
 
経
年
劣
化

に
関
す
る

技
術
的

な
評
価
 

(
2
)
 
前
号
に
基

づ
く
長
期

施
設
管

理
方
針
の

策
定

※
２
 

２
．

所
長
は

，
機

器
及

び
構

造
物

※
１
に
つ

い
て
，

運
転
期
間
延
長
認
可
申
請

※
３
を

す
る
場
合

は
，
営
業

運
転
を

開
始
し

た
日
以

後
４

０
年
を
経

過
す
る
日

ま
で
に
，

実
施
手
順
及

び
実
施
体

制
を
定

め
，
こ
れ
に
基

づ
き
，
第

１
項
各

号
を
実
施
す
る

。
 

３
．
所

長
は
，
機
器
及
び

構
造
物

※
１
に
つ

い
て
，
運
転
期
間

延
長
認

可
※
４
を

受
け
た
延
長

期
間
が
１
０

年
を
超
え

る
場
合

に
お
い
て

は
，
営

業
運

転
を

開
始
し
た
日

以
後

５
０
年

を
経

過
す
る
日

ま
で
に

，
実

施
手

順
及
び
実
施

体
制

を
定

め
，
こ

れ
に
基
づ

き
，

第

１
項
各
号

を
実
施
す

る
。
 

４
．
長
期
施
設

管
理
方
針

は
，
添

付
２
－
４
に
示

す
も
の
と

す
る
。
 

 ※
１
：
動

作
す

る
機
能
を

有
す
る

機
器

及
び
構

造
物
に

関
し
，

原
子
炉

施
設

の
供
用

に
伴
う
劣

化
の

状
況

が
的
確
に
把

握
さ

れ
る

箇

所
を
除
く

。
 

※
２
：
３

０
年

を
経
過
す

る
日
ま

で
に

策
定
す

る
場
合

は
１
０

年
間
の

，
そ

れ
以
外

の
場
合
は

延
長

す
る

期
間
が
満
了

す
る

日
ま

で

の
方
針
を

策
定
す
る
。
 

※
３
：
原
子
炉

等
規
制
法

第
４
３

条
の
３
の
３
２

第
４
項
に

規
定
さ

れ
る
申
請
を
い

う
。
 

※
４
：
原
子
炉

等
規
制
法

第
４
３

条
の
３
の
３
２

第
２
項
に

規
定
さ

れ
る
認
可
を
い

う
。
 

 （
溶
接
事
業
者

検
査
及
び

定
期
事

業
者
検
査
の
実

施
）

 
第

３
２
８
条
の

３
（
削
除

）
 

    

別
の

組
織
の
者
 

(
3
)
前
号
に
掲

げ
る
供
給
者
と
は

別
の
，

当
該
検
査

業
務
に
係
る

役
務
の
供

給
者
 

5.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
検
査

内
容
及
び

検
査
対
象
設

備
の
重
要

度
に
応
じ

て
，
検
査
実
施
責
任
者

及
び
前

項
に
規
定

す
る
検
査

員
の
立
会
頻
度

を
定
め

，
検
査
実

施
責
任
者
及
び

前
項
に

規
定
す
る

検
査
員
は
，

そ
れ
を
実

施
す
る
。
 

6.
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に
係

る
事
項
と

し
て
，
次

の
各
号
を
実

施
す
る
。
 

(1
)検

査
業
務
に
係

る
役
務
を
調
達

す
る
場
合

，
当
該
役

務
の
供
給
者
に
対
し
て

管
理
を
行

う
。
 

(2
)検

査
に
係

る
記
録
の

管
理
を
行
う
。
 

7
.
各
室
長

は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に

係
る
事
項
に

つ
い
て
，

検
査
に
係

る
要
員
の
教

育
訓
練
を

行
う
。
 

                                  （
溶
接
事

業
者
検
査
の
実

施
）

 
第

１
２
８

条
の
３
（
削
除

）
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資料⑨ 

 

 

 

 

東海第二発電所／敦賀発電所２号機 

検査の独立性の確保について 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 年 8 月 18 日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
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１．検査の独立性に関する要求事項 

＜品質管理基準規則＞ 

第四十八条（機器等の検査等） 

５ 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検

査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員

とすることその他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことを

いう。）を確保しなければならない。 

＜解釈＞ 

第４８条（機器等の検査等） 

３ 第５項に規定する「部門を異にする要員とすること」とは、使用前事業者検査等を実施する要員

と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が、原子力施設の保安規定に規定する

職務の内容に照らして、別の部門に所属していることをいう。 

４ 第５項に規定する「使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと」とは、使用前

事業者検査等を実施する要員が、当該検査等に必要な力量を持ち、適正な判定を行うに当たり、

何人からも不当な影響を受けることなく、当該検査等を実施できる状況にあることをいう。 

 

＜保安のための措置等に係る運用ガイド（抜粋）＞ 

検査の方法については、検査の独立性確保の観点から、検査の判定に係る実施体制も含めて、検査

の体系を具体的に整理する必要があり、要求事項に適合している状態が維持されていることを体系的

に確認できるよう構成される必要がある。 

特に検査に係る責任者及び要員は、当該検査対象となる機器等を所管する者又は検査対象の施設管

理に係る保安活動を行う部門から判定に関して影響を受けないよう配慮する必要がある。また、思い

込みによる確認漏れや人手不足などの資源不足による不十分な確認を是正できるよう留意して体制

を整備し、実施していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

  

■使用前事業者検査等の検査に係る要員※1 は，「検査対象となる設備の設置又は変更の工事を実施

した組織」（以下「工事実施箇所」という。）もしくは「検査対象となる設備の保全担当部門」（以

下「保全担当部門」という。）以外から確保する（部門を異にする）必要がある。 

 

※１：検査の合否判定を担う者 
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２．「部門を異にする」単位について 

部門を異にする単位としては，保安規定第４条（敦賀発電所は第４条及び第２０４条）

に規定している保安に関する各職務が割り当てられている下記赤枠内を部門の単位と

し，独立性を確保する。 

また，独立性を確保した体制を構築するため，工事実施箇所又は保全担当部門以外の

検査を実施する組織として「検査グループ」を設置し，保安規定第５条（敦賀発電所は

第５条及び第２０５条）に当該グループの職務を新たに規定した。 

なお，検査員の力量認定は，室毎（下記青枠内）で行うことから，力量認定に係る独

立性を確保するために工事実施箇所又は保全担当部門と異なる品質保証室の傘下に「検

査グループ」を設置する。 

第４条（保安に関する組織）図４抜粋 （保安規定の記載は東海第二発電所の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条（保安に関する職務）（東海第二発電所の例） 

検査グループは，事業者検査及び原子力規制検査の管理に関する業務を行う。 
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３．独立性確保の考え方 

２項記載の検査の独立性を確保する部門を考慮し，検査体制を構築する。 

 

○検査の独立性確保 

＜検査体制表イメージ＞（工事実施箇所が保修室機械グループの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇具体的な検査の独立性体制の例 

工事実施箇所（保全担当部門） 検査実施箇所 

保修室 機械グループ 

品質保証室 検査グループ 

保修室 電気・制御グループ 

安全管理室 炉心・燃料グループ 

安全管理室 放射線・化学管理グループ 
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４．社内の運用例 

検査要領書作成以降の具体的な業務の流れを以下に示す。 
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

計
画
）
 

第
２
０
３

条
 

第
２
０
２
条
（
基

本
方

針
）
に

係
る
保

安
活
動

の
た
め

の
品

質
保
証

活
動
を
実

施
す

る
に

あ
た
り
，
次

の
と

お
り

品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
計

画
を
定
め
る

。
 

 （
中
略
）
 

 8.
2.
4
機
器
等

の
検
査
等
 

(
1
)
 
組
織
は
，
機

器
等
に
係
る

要
求
事
項
へ

の
適
合
性

を
検
証

す
る
た
め

に
，「

試
験
・
検
査
管
理
要
項
」
を
定

め
，
個
別

業
務
計
画

に
従
っ

て
，

個
別

業
務
の
実
施

に
係

る
プ
ロ

セ
ス

の
適
切
な

段
階
に

お
い

て
，

使
用
前
事
業

者
検

査
等

又
は
自

主
検
査
等

を
実

施

す
る
。
 

 
こ
こ

で
「

自
主

検
査
等
」
と

は
，

要
求
事

項
へ

の
適
合
性

を
判
定

す
る

た
め

，
組
織
が
使

用
前

事
業

者
検
査

等
の
ほ
か

に
自

主

的
に
行
う

，
合
否
判

定
基
準
の

あ
る
検
証
，

妥
当
性
確

認
，
監

視
測
定
，
試
験

及
び
こ
れ

ら
に
付

随
す
る
も
の
を

い
う
。

 
(2

) 
組

織
は

，
使

用
前

事
業
者

検
査

等
又
は

自
主

検
査
等
の

結
果
に

係
る

記
録
（

必
要

に
応
じ
，

検
査

に
お
い

て
使
用

し
た

試
験
体

や
計
測
機

器
等
に
関

す
る
記
録

を
含
む
。）

を
作
成
し

，
こ
れ
を
管
理

す
る
。

 
(3

) 
組

織
は

，
プ

ロ
セ

ス
の
次

の
段

階
に
進

む
こ

と
の
承
認

を
行
っ

た
要

員
を
特

定
す

る
こ
と
が

で
き

る
記
録

を
作
成

し
，

こ
れ
を

管
理
す
る

。
 

(4
) 
組

織
は

，
個

別
業

務
計
画

に
基

づ
く
使

用
前

事
業
者
検

査
等
又

は
自

主
検
査

等
を

支
障
な
く

完
了

す
る
ま

で
は
，

プ
ロ

セ
ス
の

次
の
段

階
に

進
む

こ
と
の
承
認

を
し

な
い
。

た
だ

し
，
当
該

承
認
の

権
限

を
持

つ
要
員
が
，

個
別

業
務

計
画
に

定
め
る
手

順
に

よ

り
特
に
承

認
を
す
る

場
合
は
，

こ
の
限
り
で

な
い
。

 
(5

) 
組

織
は

，
保

安
活

動
の
重

要
度

に
応
じ

て
，

使
用
前
事

業
者
検

査
等

の
独
立

性
（

使
用
前
事

業
者

検
査
等

を
実
施

す
る

要
員
を

そ
の
対

象
と

な
る

機
器
等
を
所

管
す

る
部
門

に
属

す
る
要
員

と
部
門

を
異

に
す

る
要
員
と
す

る
こ

と
（

使
用
前

事
業
者
検

査
等

を

実
施
す

る
要

員
と

当
該
検
査
対

象
と

な
る
機

器
等

を
所
管
す

る
部
門

に
属

す
る

要
員
が
，
第

２
０

５
条

に
規
定

す
る
職
務

の
内

容

に
照
ら
し

て
，
別
の
部
門
に
所

属
し
て

い
る
こ
と

を
い
う
。）

そ
の
他
の
方

法
に
よ
り

，
使
用

前
事
業
者

検
査
等
の

中
立
性
及
び
信

頼
性
が

損
な

わ
れ

な
い
こ
と
（

使
用

前
事
業

者
検

査
等
を
実

施
す
る

要
員

が
，

当
該
検
査
等

に
必

要
な

力
量
を

持
ち
，
適

正
な

判

定
を
行
う

に
当
た
り
，
何
人

か
ら
も
不
当
な
影
響
を

受
け
る
こ

と
な
く
，
当
該
検
査

等
を
実
施

で
き
る

状
況
に
あ

る
こ
と
を
い

う
。）

を
い
う
。
）
を
確
保
す
る

。
 

(6
) 
組

織
は

，
保

安
活

動
の
重

要
度

に
応
じ

て
，

自
主
検
査

等
の
独

立
性

（
自
主

検
査

等
を
実
施

す
る

要
員
を

そ
の
対

象
と

な
る
機

器
等
を

所
管

す
る

部
門
に
属
す

る
要

員
と
必

要
に

応
じ
て
部

門
を
異

に
す

る
要

員
と
す
る
こ

と
（

自
主

検
査
等

を
実
施
す

る
要

員

と
当
該

検
査

対
象

と
な
る
機
器

等
を

所
管
す

る
部

門
に
属
す

る
要
員

が
，

第
２

０
５
条
に
規

定
す

る
職

務
の
内

容
に
照
ら

し
て

，

必
要
に
応

じ
て
別
の

部
門
に
所

属
し
て
い
る

こ
と
を
い

う
。）

そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
，
自
主
検

査
等
の
中

立
性
及
び

信
頼
性
が
損

な
わ
れ
な

い
こ
と
（
自
主
検
査

等
を
実

施
す
る
要

員
が
，
当

該
検
査

等
に
必
要
な
力

量
を
持

ち
，
適
正

な
判
定
を

行
う
に

当
た
り
，

何
人
か

ら
も

不
当

な
影
響
を
受

け
る

こ
と
な

く
，

当
該
検
査

等
を
実

施
で

き
る

状
況
に
あ
る

こ
と

を
い

う
。
）

を
い
う
。
）
を

確
保

す
る
。

 
 （

以
下
略
）
 

            

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

計
画
）
 

第
３
条

 
第
２

条
（

基
本
方
針

）
に
係

る
保

安
活
動

の
た
め
の

品
質

保
証
活

動
を

実
施
す
る

に
あ
た

り
，

次
の

と
お
り
品
質

マ
ネ

ジ

メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
計

画
を
定
め

る
。
 

 （
中
略
）
 

 8.
2.
4 
機

器
等
の
検
査
等
 

(
1
)
 
組
織

は
，
機

器
等
に
係
る

要
求
事

項
へ
の
適
合
性

を
検
証

す
る
た
め

に
，「

試
験
・
検

査
管
理
要
項
」
を
定
め
，
個

別
業
務

計
画

に
従

っ
て

，
個

別
業
務

の
実

施
に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の
適

切
な

段
階

に
お
い

て
，

使
用

前
事
業

者
検

査
等

又
は
自

主
検

査
等
を

実
施

す
る

。
 

こ
こ
で
「

自
主
検
査

等
」
と
は

，
要
求

事
項
へ
の

適
合
性
を
判

定
す
る
た

め
，
組
織

が
使
用

前
事
業
者
検
査

等
の
ほ
か

に
自
主

的

に
行

う
，
合
否
判
定

基
準
の
あ

る
検
証

，
妥
当
性
確
認

，
監
視

測
定
，
試

験
及
び
こ
れ
ら

に
付
随

す
る
も
の

を
い
う
。
 

(2
) 
組
織

は
，

使
用
前

事
業
者
検

査
等

又
は

自
主
検

査
等
の
結

果
に

係
る
記

録
（

必
要
に
応

じ
，
検

査
に

お
い

て
使
用
し
た

試
験

体

や
計

測
機
器
等
に
関

す
る
記
録

を
含
む

。）
を
作
成
し

，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

(3
) 
組
織

は
，

プ
ロ
セ

ス
の
次
の

段
階

に
進

む
こ
と

の
承
認
を

行
っ

た
要
員

を
特

定
す
る
こ

と
が
で

き
る

記
録

を
作
成
し
，

こ
れ

を

管
理

す
る
。
 

(4
) 
組
織

は
，

個
別
業

務
計
画
に

基
づ

く
使

用
前
事

業
者
検
査

等
又

は
自
主

検
査

等
を
支
障

な
く
完

了
す

る
ま

で
は
，
プ
ロ

セ
ス

の

次
の

段
階
に

進
む

こ
と
の
承
認

を
し

な
い

。
た
だ

し
，
当
該

承
認

の
権
限

を
持

つ
要
員
が

，
個
別

業
務

計
画

に
定
め
る
手

順
に

よ

り
特

に
承
認
を
す
る

場
合
は
，

こ
の
限

り
で
な
い
。
 

(5
) 
組
織

は
，

保
安
活

動
の
重
要

度
に

応
じ

て
，
使

用
前
事
業

者
検

査
等
の

独
立

性
（
使
用

前
事
業

者
検

査
等

を
実
施
す
る

要
員

を

そ
の

対
象
と

な
る

機
器
等
を
所

管
す

る
部

門
に
属

す
る
要
員

と
部

門
を
異

に
す

る
要
員
と

す
る
こ

と
（

使
用

前
事
業
者
検

査
等

を

実
施

す
る
要

員
と

当
該
検
査
対

象
と

な
る

機
器
等

を
所
管
す

る
部

門
に
属

す
る

要
員
が
，

第
５
条

に
規

定
す

る
職
務
の
内

容
に

照

ら
し

て
，
別
の

部
門
に
所

属
し
て
い
る

こ
と
を
い

う
。
）
そ
の

他
の
方
法
に

よ
り
，
使
用
前
事

業
者
検
査

等
の
中
立

性
及
び

信
頼
性

が
損

な
わ
れ

な
い

こ
と
（
使
用

前
事

業
者

検
査
等

を
実
施
す

る
要

員
が
，

当
該

検
査
等
に

必
要
な

力
量

を
持

ち
，
適
正
な

判
定

を

行
う

に
当
た
り
，
何
人
か

ら
も
不
当
な

影
響
を
受

け
る
こ
と

な
く
，
当
該
検
査

等
を
実
施
で

き
る
状
況

に
あ
る
こ

と
を
い
う
。
）
を

い
う

。）
を
確
保
す

る
。
 

(6
) 
組
織

は
，

保
安
活

動
の
重
要

度
に

応
じ

て
，
自

主
検
査
等

の
独

立
性
（

自
主

検
査
等
を

実
施
す

る
要

員
を

そ
の
対
象
と

な
る

機

器
等

を
所
管

す
る

部
門
に
属
す

る
要

員
と

必
要
に

応
じ
て
部

門
を

異
に
す

る
要

員
と
す
る

こ
と
（

自
主

検
査

等
を
実
施
す

る
要

員

と
当

該
検
査

対
象

と
な
る
機
器

等
を

所
管

す
る
部

門
に
属
す

る
要

員
が
，

第
５

条
に
規
定

す
る
職

務
の

内
容

に
照
ら
し
て

，
必

要

に
応

じ
て
別
の
部
門

に
所
属
し

て
い
る

こ
と
を
い
う
。）

そ
の

他
の
方

法
に
よ
り
，
自
主
検
査

等
の
中
立

性
及
び
信

頼
性
が

損
な
わ

れ
な

い
こ
と

（
自

主
検
査
等
を

実
施

す
る

要
員
が

，
当
該
検

査
等

に
必
要

な
力

量
を
持
ち

，
適
正

な
判

定
を

行
う
に
当
た

り
，

何

人
か

ら
も
不

当
な

影
響
を
受
け

る
こ

と
な

く
，
当

該
検
査
等

を
実

施
で
き

る
状

況
に
あ
る

こ
と
を

い
う
。
）
を

い
う
。
）

を
確

保
す

る
。
 

 （
以
下
略

）
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

保
安
に
関
す

る
職
務
）
 

第
２
０
５
条
 

保
安
に
関

す
る
職

務
の
う
ち
，
本

店
組
織
の

職
務
は

次
の
と
お
り
。
 

 （
中
略
）
 

 ２
．
保
安
に
関

す
る
職
務

の
う
ち

，
発
電
所
組
織

の
職
務
は

次
の
と

お
り
。
 

(1
) 
所
長

は
，
原
子

炉
主
任
技

術
者
の
意
見

を
尊
重
し

た
う
え

で
，
発
電
所
に

お
け
る
保

安
に
関

す
る
業
務
を
統

括
す
る

。
 

      （
中
略
）
 

(2
2)
 品

質
保
証
グ
ル
ー

プ
は
，
品

質
保
証
活

動
の
管
理

に
関
す
る
業

務
及
び
品

質
保
証
室

の
運
営
管
理

に
関
す
る

業
務
を

行
う
。
 

(2
3)
 検

査
グ
ル
ー
プ
は

，
事
業
者

検
査
及
び

原
子
力
規

制
検
査
の
管

理
に
関
す

る
業
務
を

行
う
。
 

(2
4)
 保

安
運
営
グ
ル
ー

プ
は
，
原
子

炉
施
設
の
保
安

運
営
の
総

括
に
関

す
る
業
務

及
び
運
営
管

理
室
の
運

営
管
理
に

関
す
る
業
務

を
行
う
。
 

(2
5)
 プ

ラ
ン
ト
管
理
グ

ル
ー
プ
は

，
原
子
炉

施
設
の
運

転
保
守
計
画

及
び
管
理

に
係
る
事

項
の
総
括
に

関
す
る
業

務
を
行

う
。
 

 (2
6)
 技

術
管
理
グ
ル
ー

プ
は
，
原

子
炉
施
設

の
技
術
管

理
に
係
る
事

項
の
総
括

に
関
す
る

業
務
を
行
う

。
 

(2
7)
 
各
室
長

（
以
下

，
本

編
に
お
い

て
「

各
室

長
」
は
技
術

セ
ン

タ
ー

長
を
含

む
。
）

は
，
第

２
０

４
条
の

定
め

の
と
お
り

，
当

該
室
（
以

下
，
本
編

に
お
い
て

「
室
」
に
は

技
術
セ
ン

タ
ー
を

含
む
。）

が
所

管
す
る
グ
ル

ー
プ
業
務
を

統
括
す
る

。
 

 (2
8)
 各

グ
ル
ー
プ
の
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
（

以
下
，
本

編
に
お
い

て
「
各

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
」
と

い
う
。
運
転

直
（
１
号

炉
担
当

）
及
び

発
電
直
（
２
号

炉
担
当
）
に
お
い

て
は
，
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
を
当

直
長
（
１

号
炉
担
当

）
又
は

発
電
長
（
２
号

炉
担
当
）
と
い
う

。

以
下
，
本

編
に
お
い

て
同
じ
。）

は
，
所
管
業

務
に
基
づ

き
非
常
時
の

措
置
，
保

安
教
育
並

び
に
記
録
及

び
報
告
を

行
う
。

 

 (2
9)
 各

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
グ

ル
ー
プ

員
（
当
直
長
（
１
号

炉
担
当
）
及
び
発
電

長
（
２
号

炉
担
当

）
の
も
と

原
子
炉
施
設
の
運

転
操
作
を

行
う
者
（
以
下
，
本

編
に
お

い
て
「

運
転
員
」
と
い

う
。）

を
含
む

。）
を

指
示
・
指
導
し
，
所
管

す
る
業
務

を
行
う

。

ま
た
，
グ

ル
ー
プ
員

は
，
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
の

指
示
・
指

導
に
従

い
業
務
を
実
施

す
る
。
 

 （
以
下
略
）
 

                  

（
保
安
に

関
す
る
職
務
）
 

第
５
条
 

保
安
に
関
す
る

職
務
の

う
ち
，
本

店
組
織
の
職
務

は
次
の

と
お
り
。
 

 （
中
略
）
 

 ２
．
保
安

に
関
す
る
職
務

の
う
ち

，
発
電
所

組
織
の
職
務
は

次
の
と

お
り
。
 

（
中
略
）
 

(9
) 

保
守
総
括
グ
ル

ー
プ
は
，

原
子
炉

施
設
の
施
設
管

理
の
総

括
に
関
す

る
業
務
を
行
う

。
 

(1
0)

 電
気
・
制
御
グ

ル
ー
プ
は
，
原

子
炉
施
設

の
う
ち
電
気

，
計

測
制
御
関

係
設
備
の
施

設
管
理
（
工
務
・
設
備
診
断

グ
ル
ー

プ

及
び

直
営
電
気
・
制

御
グ
ル
ー

プ
所
管

業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
業
務
を
行
う

。
 

(1
1)

 機
械

グ
ル
ー
プ

は
，

原
子
炉

施
設
の

う
ち

機
械

関
係
設
備

（
建

物
，

構
築
物

を
含
む

。
）

の
施
設

管
理
（

工
務

・
設
備

診
断

グ
ル

ー
プ
及
び
直
営

機
械
グ
ル

ー
プ
所

管
業
務
を
除
く

。）
に
関
す
る
業
務
を
行

う
。
 

 

（
中
略
）
 

(2
2)

 品
質
保
証
グ

ル
ー
プ
は
，
品

質
保
証
活

動
の
管
理

に
関
す
る
業
務
及
び
品

質
保
証
室

の
運
営

管
理
に
関
す
る

業
務
を

行
う
。
 

(2
3)

 検
査
グ
ル
ー

プ
は
，
事
業
者

検
査
及
び

原
子
力
規

制
検
査
の
管
理
に
関
す

る
業
務
を

行
う
。
 

(
2
4
)
 保

安
運
営
グ

ル
ー
プ
は
，
原

子
炉
施
設

の
保
安
運
営
の
総

括
に
関

す
る
業
務

及
び
運
営

管
理
室
の
運

営
管
理
に

関
す
る

業
務

を
行

う
。
 

(
2
5
)
 プ

ラ
ン
ト
管

理
グ
ル
ー
プ
は

，
廃
止
措

置
工
事
を
含
め
た

原
子
炉

施
設
の
運

転
保
守
計

画
及
び
管
理

に
係
る
事

項
の
総

括
に

関
す

る
業
務
を
行
う

。
 

(2
6)

 技
術
管
理
グ

ル
ー
プ
は
，
原

子
炉
施
設

の
技
術
管

理
に
係
る
事
項
の
総
括

に
関
す
る

業
務
を

行
う
。
 

(2
7)

 各
室

長
（
以
下

，
本

編
に
お

い
て
「

各
室

長
」

は
技
術
セ

ン
タ

ー
長

を
含
む
。
）
は
，

第
４

条
（

保
安
に

関
す

る
組
織

）
の

定
め

の
と
お
り
，
当
該
室
（
以
下
，
本
編
に
お

い
て
「
室
」
に
は

技
術
セ
ン
タ
ー

を
含
む
。）

が
所
管
す

る
グ
ル
ー

プ
業
務

を
統

括
す

る
。
 

(2
8)

 各
グ
ル
ー
プ

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
（

以
下
，
本

編
に
お
い

て
「
各
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
」
と
い
う
。
た
だ

し
，
運
転

直
（

１
号
炉

担

当
）
及
び
発
電

直
（
２
号
炉
担
当

）
に

お
い
て
は
，
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

を
当
直
長
（
１
号
炉

担
当
）
又
は
発
電

長
（
２
号

炉
担
当

）

と
い

う
。
以

下
，
本
編
に

お
い
て

同
じ
。）

は
，
所

管
業
務
に
基

づ
き
非
常

時
の
措
置
，
保
安

教
育
並
び

に
記
録
及

び
報
告

を
行

う
。

 

(2
9)

 各
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
は
，
グ

ル
ー
プ

員
（
当
直
長
（
１
号

炉
担
当
）
及
び
発
電

長
（
２

号
炉
担
当
）
の
も
と

原
子
炉
施

設
の
運

転
操

作
を
行
う
者
（
以

下
，
本

編
に
お

い
て
「

運
転
員
」
と
い

う
。）

を
含
む

。）
を

指
示
・
指
導
し
，
所
管
す
る
業
務

を
行
う

。

ま
た

，
グ
ル
ー
プ
員

は
，
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
の
指
示
・
指

導
に
従

い
業
務
を

実
施
す
る
。
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（
使
用
済

燃
料
の
運

搬
）
 

第
３
０
６

条
 

炉
心

・
燃
料
グ
ル

ー
プ

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
使

用
済
燃

料
輸

送
容
器

か
ら
使
用

済
燃

料
を

取
り
出
す
場

合
は

，
次

の

事
項
を
遵

守
す
る
。
 

(
1
) 
キ
ャ

ス
ク
ピ
ッ

ト
に
お
い

て
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

ク
レ
ー
ン

を
使
用
す
る

こ
と
 

(
2
)  
 

２
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
発
電

所
内
に

お
い
て

使
用

済
燃
料

を
運
搬
す

る
場

合
は

, 
運
搬
前
に

次
の

事
項

を

確
認
し
，

キ
ャ
ス
ク

ピ
ッ
ト
に

お
い
て
使
用

済
燃
料
輸

送
容
器

に
収
納
す
る
。
 

(1
) 
法
令

に
適
合
す

る
容
器
を

使
用
す
る
こ

と
 

(2
) 
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
ク
レ

ー
ン
を
使
用

す
る
こ
と
 

(3
) 
使
用

済
燃
料
が

臨
界
に
達

し
な
い
措
置

を
講
じ
る

こ
と
 

(4
) 
収
納

す
る
使
用

済
燃
料
の

タ
イ
プ
及
び

冷
却
期
間

が
，
容

器
の
収
納
条
件

に
適
合
し

て
い
る

こ
と
 

３
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
発
電

所
内
に

お
い
て

使
用

済
燃
料

を
収
納
し

た
使

用
済

燃
料
輸
送
容

器
を

運
搬

す

る
場
合

は
，

運
搬

前
に
次
の
事

項
を

確
認
す

る
。

た
だ
し
，

管
理
区

域
内

で
運

搬
す
る
場
合

に
つ

い
て

は
，
(3
)
か
ら
(6

)の
適

用

を
除
く
。
 

(1
) 
容
器

の
車
両
へ

の
積
付
け

に
際
し
，
運

搬
中
に
移

動
，
転

倒
又
は
転
落
を

防
止
す
る

措
置
を

講
じ
る
こ
と
 

(2
) 
法
令

に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し
な
い

こ
と
 

(3
) 
運
搬

経
路
に
標

識
を
設
け

る
こ
と
等
の

方
法
に
よ

り
，
関
係
者
以

外
の
者
及

び
他
の
車

両
の
立
入
り

を
制
限
す

る
と
と

も
に
，

必
要
な
箇

所
に
見
張

人
を
配
置

す
る
こ
と
 

(4
) 
車
両

を
徐
行
さ

せ
る
こ
と

 

(5
) 
核

燃
料

物
質

の
取
扱
い
に

関
し

，
相
当

の
知

識
及
び
経

験
を
有

す
る

者
を

同
行
さ
せ
，

保
安

の
た

め
に
必

要
な
監
督

を
行

わ

せ
る
こ
と
 

(
6
)
 容

器
及

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令
に
定
め
る
標
識

を
付
け

る
こ
と
 

４
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
使
用

済
燃
料

を
収

納
し
た

使
用
済
燃

料
輸

送
容

器
を
管
理
区

域
外

に
お

い

て
運
搬

す
る

場
合

は
，
運
搬
前

に
容

器
等
の

線
量

当
量
率
が

法
令
に

定
め

る
値

を
超
え
て
い

な
い

こ
と

及
び
容

器
等
の
表

面
汚

染

密
度
が
法

令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度
の
１

０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
た

だ
し

，
第

３
１
４
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

(
1
)
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

 

５
．
放
射

線
・

化
学
管
理

グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
管
理

区
域
内

で
第

３
１
４

条
（
管
理

区
域

内
に

お
け
る
区
域

区
分

）
第

１

項
(1
)に

定
め
る
区
域
に

使
用
済
燃

料
を
収
納

し
た
使
用

済
燃
料
輸
送

容
器
を
移

動
す
る
場

合
は
，
移
動
前

に
容
器
等

の
表
面
汚
染

密
度
が
法

令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度
の
１

０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

６
．
炉
心

・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
は

，
使
用

済
燃
料

を
収
納

し
た

使
用
済

燃
料
輸
送

容
器

を
管

理
区
域
外
に

運
搬

す
る

場

合
は
，

輸
送

物
が

法
令
に
定
め

ら
れ

た
技
術

基
準

に
適
合
す

る
た
め

の
措

置
を

講
じ
，
検
査

を
実

施
す

る
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ

ー
※
１
は
当
該

措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
確

認
す
る
た
め

，
次
の
検

査
を
実
施

す
る
。
 

(
1
)
 
外
観

検
査
 

(2
) 
気
密

漏
え
い
検

査
 

(3
) 
圧
力

測
定
検
査
 

(4
) 
線
量

当
量
率
検

査
 

(5
) 
未
臨

界
検
査
 

(6
) 
温
度

測
定
検
査
 

(
7
)
 
吊
上

検
査
 

(
8
)
 
重
量

検
査
 

(9
) 
収
納

物
検
査
 

(1
0)
 表

面
密
度
検
査
 

７
．
炉
心
・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，

使
用
済
燃

料
を
発

電
所
外
に
運
搬

す
る
場

合
は
，
所

長
の
承
認
を
得

る
。
 

８
．
実
用
炉
規

則
第
８
８

条
第
４

項
を
適
用
し
て

い
る
間
は

，
本
条

は
適
用
と
な
ら

な
い
。
 

 ※
１
：
検
査
を

実
施
す
る

グ
ル
ー

プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
検

査
の
独

立
性
を
確
保
す

る
た
め

，
第
２
０

４
条
に
定
め
る

保
安
に

関
す

る
組
織
の

う
ち
，
使
用
済

燃
料
の

運
搬
を
実

施
す
る
組
織
と

は
別
の

組
織
の
者

と
す
る
。
 

   

（
使
用
済

燃
料
の
運
搬
）
 

第
１
０
６

条
 

炉
心

・
燃
料
グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
使

用
済

燃
料
輸

送
容

器
か
ら
使

用
済
燃

料
を

取
り

出
す
場
合
は

，
次

の

事
項

を
遵
守
す
る
。
 

(1
) 

１
号
炉
使
用
済

燃
料
貯
蔵

池
又
は

２
号
炉
キ
ャ
ス

ク
ピ
ッ

ト
に
お
い

て
１
号
炉
燃
料

取
替
機

又
は
２
号

炉
使
用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
ク

レ
ー
ン
を
使
用

す
る
こ
と

 

２
．
炉
心

・
燃

料
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

は
，
発

電
所
内
に

お
い

て
使
用

済
燃

料
を
運
搬

す
る
場

合
は

, 
運

搬
前
に
次
の

事
項

を

確
認

し
，
１
号
炉
使

用
済
燃
料

貯
蔵
池

又
は
２
号
炉
キ

ャ
ス
ク

ピ
ッ
ト
に

お
い
て
使
用
済

燃
料
輸

送
容
器
に

収
納
す
る
。
 

(1
) 

法
令
に
適
合
す

る
容
器
を

使
用
す

る
こ
と
 

(2
) 

１
号
炉
燃
料
取

替
機
又
は

２
号
炉

使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
ク

レ
ー
ン
を

使
用
す
る
こ
と

 

(3
) 

使
用
済
燃
料
が

臨
界
に
達

し
な
い

措
置
を
講
じ
る

こ
と
 

(4
) 

収
納
す
る
使
用

済
燃
料
の

タ
イ
プ

及
び
冷
却
期
間

が
，
容

器
の
収
納

条
件
に
適
合
し

て
い
る

こ
と
 

３
．
炉
心

・
燃

料
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

は
，
発

電
所
内
に

お
い

て
使
用

済
燃

料
を
収
納

し
た
使

用
済

燃
料

輸
送
容
器
を

運
搬

す

る
場

合
は
，

運
搬

前
に
次

の
事
項

を
確

認
す
る

。
た

だ
し
，

管
理
区

域
内

で
運

搬
す
る
場

合
に

つ
い

て
は
，

(3
)か

ら
(
6)
の

適
用

を
除

く
。
 

(1
) 

容
器
の
車
両
へ

の
積
付
け

に
際
し

，
運
搬
中
に
移

動
，
転

倒
又
は
転

落
を
防
止
す
る

措
置
を

講
じ
る
こ

と
 

(2
) 

法
令
に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し

な
い
こ
と
 

(3
) 

運
搬
経
路
に
標

識
を
設
け

る
こ
と

等
の
方
法
に
よ

り
，
関
係

者
以
外
の
者
及

び
他
の
車

両
の
立

入
り
を
制
限
す

る
と
と

も
に
，

必
要

な
箇
所
に
見
張

人
を
配
置

す
る
こ

と
 

(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ

せ
る
こ
と

 

(5
) 

核
燃
料

物
質

の
取
扱
い
に

関
し

，
相

当
の
知

識
及

び
経
験

を
有
す

る
者

を
同

行
さ
せ
，

保
安

の
た

め
に
必

要
な
監

督
を

行
わ

せ
る

こ
と
 

(
6
)
 容

器
及

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令
に
定
め

る
標
識
を
付
け

る
こ
と
 

４
．
放
射

線
・

化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
使
用

済
燃

料
を
収

納
し

た
使
用
済

燃
料
輸

送
容

器
を

管
理
区
域
外

に
お

い

て
運

搬
す
る

場
合

は
，
運
搬
前

に
容

器
等

の
線
量

当
量
率
が

法
令

に
定
め

る
値

を
超
え
て

い
な
い

こ
と

及
び

容
器
等
の
表

面
汚

染

密
度

が
法
令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度

の
１
０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
た

だ
し

，
第

１
１

４
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

(
1
)
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

 

５
．
放
射

線
・

化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
管
理

区
域

内
で
第

１
１

４
条
（
管

理
区
域

内
に

お
け

る
区
域
区
分

）
第

１

項
(1

)に
定
め
る
区

域
に
使
用
済
燃

料
を
収
納

し
た
使
用

済
燃
料
輸
送
容
器
を
移

動
す
る
場

合
は
，
移
動

前
に
容
器

等
の
表
面

汚
染

密
度

が
法
令
に
定
め

る
表
面
密

度
限
度

の
１
０
分
の
１

を
超
え

て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
 

６
．
炉
心

・
燃

料
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

は
，
使

用
済
燃
料

を
収

納
し
た

使
用

済
燃
料
輸

送
容
器

を
管

理
区

域
外
に
運
搬

す
る

場

合
は

，
輸
送

物
が

法
令
に
定
め

ら
れ

た
技

術
基
準

に
適
合
す

る
た

め
の
措

置
を

講
じ
，
検

査
を
実

施
す

る
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ

ャ

ー
※

1
は
当
該

措
置
が
講

じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
確

認
す
る
た

め
に
，

次
の
検
査
を
実

施
す
る

。
 

(
1
)
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
気
密
漏
え
い
検

査
 

(
3
)
 
圧
力
測
定
検
査
 

(
4
)
 
線
量
当
量
率
検

査
 

(
5
)
 
未
臨
界
検
査
 

(
6
)
 
温
度
測
定
検
査
 

(
7
)
 
吊
上
検
査
 

(
8
)
 
重
量
検
査
 

(
9
)
 
収
納
物
検
査
 

(
1
0
)
 表

面
密
度
検

査
 

７
．
炉
心

・
燃
料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
使
用
済
燃

料
を
発

電
所
外
に

運
搬
す
る
場

合
は
，
所

長
の
承
認

を
得
る
。
 

８
．
実
用

炉
規
則
第
８
８

条
第
４

項
を
適
用

し
て
い
る
間
は

，
本
条

は
適
用
と

な
ら
な
い
。
 

 ※
１
：
検

査
を

実
施

す
る
グ
ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
検
査

の
独

立
性
を

確
保

す
る
た
め

，
第
４

条
に

定
め

る
保
安
に
関

す
る

組

織
の

う
ち
，
使
用
済

燃
料
の
運

搬
を
実

施
す
る
組
織
と

は
別
の

組
織
の
者

と
す
る
。
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

使
用
前
事
業

者
検
査
の

実
施
）
 

第
３
２
８

条
の

４
 

所
長
は
，
設

計
及

び
工

事
の
計
画

の
認
可

又
は
設

計
及

び
工
事

の
計
画
の

届
出

（
以

下
，
本
条
に

お
い

て
「

設

工
認
」
と
い
う

。
）
の
対
象
と
な

る
原
子

炉
施
設
に
つ
い

て
，
設
置
又

は
変
更
の

工
事
に
あ
た

り
，
設
工
認
に

従
っ
て
行

わ
れ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
，
技
術
基

準
規
則
へ
適

合
す
る
こ

と
を
確
認

す
る
た
め
の

使
用
前
事

業
者
検

査
（

以
下
，
本
条
に
お
い

て
「
検
査

」

と
い
う
。
）
を
統
括
す
る

。
 

２
．
検
査
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
次
の
各

号
を
実
施

す
る
。
 

(1
) 
第

２
０

４
条

に
定
め
る
保

安
に

関
す
る

組
織

の
う
ち
，

検
査
対

象
と

な
る

設
備
の
設
置

又
は

変
更

の
工
事

を
実
施
し

た
組

織

と
は
別
の

組
織
の
者

を
，
検
査

実
施
責
任
者

と
し
て
指

名
す
る

。
 

(2
) 
検
査

要
領
書

※
１
を
定
め
る

。
 

(3
) 
検

査
対

象
の

原
子
炉
施
設

が
下

記
の
基

準
に

適
合
し
て

い
る
こ

と
を

判
断

す
る
た
め
に

必
要

な
検

査
項
目

と
，
検
査

項
目

ご

と
の
判
定

基
準
を
定

め
る
。
 

a)
 設

工
認
に
従
っ

て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る

こ
と
 

b)
 技

術
基
準
規
則

に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る

こ
と
 

(4
)検

査
の
実
施
体
制
を

構
築
す
る

。
 

        

３
．
前
項
の
検

査
実
施
責

任
者
は

，
次
の
各
号
を

実
施
す
る

。
 

(1
) 
前
項

で
定
め
た

検
査
要
領

書
に
従
い
，

検
査
を
実

施
す
る

。
 

(2
) 
検

査
項

目
ご

と
の
判
定
結

果
を

踏
ま
え

，
検

査
対

象
の
原
子

炉
施

設
が

前
項
(3
)
a)
及
び

b)
の

基
準
に

適
合

す
る
こ
と

を
最

終
判
断
す

る
。
 

４
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

項
目
ご

と
の
判

定
業
務

を
検

査
員
に

行
わ
せ
る

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の

と
き

，
検

査

員
と
し
て

次
の
各
号

に
掲
げ
る
事

項
の
い
ず

れ
か
を
満

た
す
も

の
を
指
名
す
る

。
 

(1
) 
第

２
０

４
条

に
定
め
る
保

安
に

関
す
る

組
織

の
う
ち
，

検
査
対

象
と

な
る

設
置
又
は
変

更
の

工
事

を
実
施

し
た
組
織

と
は

別

の
組
織
の

者
 

(2
) 
検

査
対

象
と

な
る
設
置
又

は
変

更
の
工

事
の

調
達
に
お

け
る
供

給
者

の
な

か
で
，
当
該

工
事

を
実

施
し
た

組
織
と
は

別
の

組

織
の
者
 

(3
) 
前
号

に
掲
げ
る

供
給
者
と

は
別
の
，
当

該
検
査
業

務
に
係

る
役
務
の
供
給

者
 

５
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

内
容
及

び
検
査

対
象
設

備
の

重
要
度

に
応
じ
て

，
検

査
実

施
責
任
者
及

び
前

項
に

規

定
す
る
検

査
員
の
立

会
頻
度
を

定
め
，
検
査

実
施
責
任

者
及
び

前
項
に
規
定
す

る
検
査
員

は
，
そ

れ
を
実
施
す
る

。
 

６
．

各
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
第

２
項
，

第
３
項
及
び
第

４
項
に

係
る
事
項

に
つ
い
て
，
次

の
各
号

を
実
施
す

る
。
 

(1
) 
検
査

業
務
に
係

る
役
務
を

調
達
す
る
場

合
，
当
該

役
務
の

供
給
者
に
対
し

て
管
理
を

行
う
。
 

(2
) 
検
査

に
係
る
記

録
の
管
理

を
行
う
。
 

７
．
各
室
長
は

，
第
２
項

，
第
３

項
及
び
第
４
項

に
係
る
事

項
に
つ

い
て
，
検
査
に

係
る
要

員
の
教
育

訓
練
を
行
う
。

 

※
１
：
検

査
を

行
う
に
あ

た
っ
て

は
，

あ
ら
か

じ
め
，

検
査
の

時
期
，

対
象

，
以
下

に
示
す
方

法
そ

の
他

必
要
な
事
項

を
定

め
た

検

査
要

領
書
を
定

め
る
。
 

a)
 構

造
，
強
度
及

び
漏
え
い
を

確
認
す
る
た

め
に
十
分

な
検
査
 

b)
 機

能
及
び
性
能

を
確
認
す
る

た
め
に
十
分

な
方
法
 

c)
 そ

の
他

設
置
又

は
変
更

の
工
事

が
そ
の

設
計

及
び

工
事
の
計

画
に

従
っ

て
行
わ

れ
た
も

の
で

あ
る
こ

と
を

確
認

す
る
た
め

に
十
分
な

方
法
 

       

（
使
用
前

事
業
者
検
査
の

実
施
）
 

第
１
２
８

条
の

４
 

所
長
は
，

設
計
及

び
工

事
の
計

画
の
認
可

又
は

設
計
及

び
工

事
の
計
画

の
届
出

（
以

下
，

本
条
に
お
い

て
「

設

工
認
」
と
い

う
。
）
の
対
象
と
な

る
原
子

炉
施
設
に

つ
い
て
，
設
置

又
は
変
更

の
工
事
に
あ

た
り
，
設
工
認

に
従
っ
て
行

わ
れ
た

も

の
で
あ
る

こ
と
，
技
術

基
準
規
則

へ
適
合
す
る
こ

と
を
確
認

す
る
た

め
の
使
用
前
事

業
者
検

査
（
以
下

，
本
条
に
お
い
て
「

検
査
」

と
い
う
。
）
を
統
括

す
る
。
 

2
.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
次
の

各
号
を
実
施
す

る
。
 

(1
)第

４
条
に
定
め

る
保
安
に
関
す

る
組
織
の

う
ち
，
検
査
対
象

と
な
る

設
置
又
は

変
更
の
工

事
を
実
施
し

た
組
織
と

は
別
の

組
織

の
者

を
，
検
査

実
施
責
任
者
と
し
て
指

名
す
る
。
 

(
2
)
 
検
査
要
領
書

※
５
を

定
め
る
。
 

(3
) 

検
査
対

象
の

原
子
炉
施
設

が
下

記
の

基
準
に

適
合

し
て
い

る
こ
と

を
判

断
す

る
た
め
に

必
要

な
検

査
項
目

と
，
検

査
項

目
ご

と
の

判
定
基
準
を
定

め
る
。
 

a)
 設

工
認
に

従
っ
て
行
わ
れ
た

も
の
で

あ
る
こ
と
 

b)
 技

術
基
準

規
則
に
適
合
す
る

も
の
で

あ
る
こ
と
 

(4
)検

査
の
実
施
体

制
を
構
築
す
る

。
 

 

※
５

：
検
査

を
行

う
に
あ
た
っ

て
は

，
あ

ら
か
じ

め
，
検
査

の
時

期
，
対

象
，

以
下
に
示

す
方
法

そ
の

他
必

要
な
事
項
を

定
め

た

検
査

要
領
書
を
定
め

る
。
 

a
）
構
造

，
強
度
及

び
漏
え
い
を
確

認
す
る
た

め
に
十
分

な
方
法
 

b
）
機
能

及
び
性
能

を
確
認
す
る
た

め
に
十
分

な
方
法
 

c
）
そ

の
他
設
置
又
は

変
更
の
工

事
が
そ

の
設
計
及
び
工

事
の
計

画
に
従
っ

て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ

る
こ
と
を

確
認
す
 

る
た
め
に

十
分
な
方
法
 

 3
.
前
項
の

検
査
実
施
責
任

者
は
，

次
の
各
号

を
実
施
す
る
。

 

(
1
)
 
前
項
で
定

め
た
検
査

要
領
書

に
従
い
，
検
査

を
実
施
す

る
。
 

(2
) 

検
査
項
目
ご
と
の
判
定
結

果
を
踏

ま
え
，
検
査
対
象

の
原
子
炉
施

設
が
前
項

(
3)
a)
及
び

b
)の

基
準
に
適

合
す
る
こ
と

を
最
終

判
断
す
る

。
 

4.
検
査
グ

ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
検

査
項

目
ご
と

の
判
定
業

務
を

検
査
員

に
行

わ
せ
る
こ

と
が
で

き
る

。
こ

の
と
き
，
検

査
員

と

し
て
次
の

各
号
に
掲

げ
る
事
項
の

い
ず
れ
か

を
満
た
す

者
を
指

名
す
る
。
 

(1
)第

４
条
に
定
め

る
保
安
に
関
す

る
組
織
の

う
ち
，
検
査
対
象
と
な

る
設
置
又

は
変
更
の

工
事
を
実
施

し
た
組
織

と
は
別

の
組
織

の
者
 

(2
)検

査
対
象
と
な

る
設
置
又
は
変

更
の
工
事

の
調
達
に

お
け
る
供
給
者
の
な
か

で
，
当
該

工
事
を
実
施

し
た
組
織

と
は
別

の
組
織

の
者
 

(3
)前

号
に
掲
げ
る

供
給
者
と
は
別

の
，
当
該

検
査
業
務

に
係
る
役
務
の
供
給
者
 

5.
検
査
グ

ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，

検
査

内
容
及

び
検
査
対

象
設

備
の
重

要
度

に
応
じ
て

，
検
査

実
施

責
任

者
及
び
前
項

に
規

定

す
る

検
査
員
の
立
会

頻
度
を
定

め
，
検

査
実
施
責
任
者

及
び
前

項
に
規
定

す
る
検
査
員
は

，
そ
れ

を
実
施
す

る
。
 

6.
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に
係

る
事
項
に

つ
い
て
，

次
の
各
号
を

実
施
す
る

。
 

(1
)検

査
業
務
に
係

る
役
務
を
調
達

す
る
場
合

，
当
該
役

務
の
供
給
者
に
対
し
て

管
理
を
行

う
。
 

(2
)検

査
に
係

る
記
録
の

管
理
を
行
う
。
 

7
.
各
室
長

は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に

係
る
事
項
に

つ
い
て
，

検
査
に
係

る
要
員
の
教

育
訓
練
を

行
う
。
 

             

137



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の

第
２
編

（
運

転
段
階

の
発

電
用
原

子
炉
施

設
編

）
 

変
更

後
の
第

１
編

（
廃
止

措
置
段

階
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

編
）

 
（

定
期
事
業
者

検
査
の
実

施
）
 

第
３

２
８
条
の
５

 
所
長

は
，
原
子
炉
施
設
が

技
術
基

準
規
則

に
適
合
す
る

も
の
で

あ
る
こ

と
を
定
期
的

に
確
認

す
る
た

め
の
定
期

事
業
者
検

査
（
以
下

，
本
条
に

お
い
て
「
検

査
」
と
い

う
。）

を
統
括

す
る
。

 
２

．
検
査
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
次
の
各

号
を
実
施

す
る
。

 
(1
) 
第

２
０

４
条

に
定
め
る
保

安
に

関
す
る

組
織

の
う
ち
，

検
査
対

象
と

な
る

設
備
の
保
全

担
当

部
門

と
は
別

の
組
織
の

者
を

，

検
査
実
施

責
任
者
と

し
て
指
名

す
る
。
 

(2
) 
検
査

要
領
書

※
１
を
定
め
る

。
 

(3
) 
検

査
対

象
の

原
子
炉
施
設

が
技

術
基
準

規
則

に
適
合
す

る
も
の

で
あ

る
こ

と
を
判
断
す

る
た

め
に

必
要
な

検
査
項
目

と
，

検

査
項
目
ご

と
の
判
定

基
準
を
定

め
る
。
 

(4
) 
検
査

の
実
施
体

制
を
構
築

す
る
。
 

        

３
．
前
項
の
検

査
実
施
責

任
者
は

，
次
の
各
号
を

実
施
す
る

。
 

(1
) 
前
項

で
定
め
た

検
査
要
領

書
に
従
い
，

検
査
を
実

施
す
る

。
 

(
2
)
 
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

結
果

を
踏

ま
え

，
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
項

(
3
)
の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
を

最
終

判
断

す

る
。
 

４
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

項
目
ご

と
の
判

定
業
務

を
検

査
員
に

行
わ
せ
る

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の

と
き

，
検

査

員
と
し
て

次
の
各
号

に
掲
げ
る
事

項
の
い
ず

れ
か
を
満

た
す
者

を
指
名
す
る
。
 

(1
) 
第
２

０
４
条
に

定
め
る
保

安
に
関
す
る

組
織
の
う

ち
，
検

査
対
象
と
な
る

設
備
の
保

全
担
当

部
門
と
は
別
の

組
織
の

者
 

(2
) 
検

査
対

象
と

な
る
設
備
の

工
事

又
は
点

検
の

調
達
に
お

け
る
供

給
者

の
な

か
で
，
当
該

工
事

又
は

点
検
を

実
施
す
る

組
織

と

は
別
の
組

織
の
者
 

(3
) 
前
号

に
掲
げ
る

供
給
者
と

は
別
の
，
当

該
検
査
業

務
に
係

る
役
務
の
供
給

者
 

５
．
検
査

グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
検
査

内
容
及

び
検
査

対
象
設

備
の

重
要
度

に
応
じ
て

，
検

査
実

施
責
任
者
及

び
前

項
に

規

定
す
る
検

査
員
の
立

会
頻
度
を
定

め
，
検
査

実
施
責
任

者
及
び

前
項
に
規
定
す

る
検
査
員

は
，
そ

れ
を
実
施
す
る

。
 

６
．

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
第
２
項
，

第
３
項
及

び
第
４
項

に
係
る

事
項
に
つ
い
て

，
次
の

各
号
を
実

施
す
る
。
 

(1
) 
検
査

業
務
に
係

る
役
務
を

調
達
す
る
場

合
，
当
該

役
務
の

供
給
者
に
対
し

て
管
理
を

行
う
。
 

(2
) 
検
査

に
係
る
記

録
の
管
理

を
行
う
。
 

７
．
各
室
長
は

，
第
２
項

，
第
３

項
及
び
第
４
項

に
係
る
事

項
に
つ

い
て
，
検
査
に

係
る
要

員
の
教
育

訓
練
を
行
う
。

 

※
１
：
プ

ラ
ン

ト
の
特
徴

に
応
じ

，
検

査
の
時

期
，
対

象
，
以

下
に
示

す
方

法
そ
の

他
必
要
な

事
項

を
定

め
た
検
査
要

領
書

を
定

め

る
。
 

a)
 開

放
，
分
解

，
非
破
壊

検
査
そ
の
他

の
各
部
の

損
傷
，
変

形
，
摩

耗
及
び
異
常
の
発
生
状

況
を
確
認

す
る
た
め

に
十
分
な
方

法
 

b)
 試

運
転
そ
の
他
の
機

能
及
び
作

動
の
状
況

を
確
認
す

る
た
め
に
十

分
な
方
法
 

c)
 a
)及

び
b)
に
よ

る
方
法
の
ほ

か
，
技
術

基
準
規
則

に
適
合
し
て

い
る
状
態

を
維
持
す

る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
方
法

で
行

う
も

の
と
す
る

。
 

        

（
定
期
事

業
者
検
査
の
実

施
）
 

第
１

２
８
条
の
５

 
所
長

は
，
原

子
炉
施
設
が
技
術
基

準
規
則

に
適
合

す
る
も
の
で

あ
る
こ

と
を
定

期
的
に
確
認

す
る
た

め
の
定

期

事
業

者
検
査
（
以
下
，
本
条
に

お
い
て

「
検
査
」

と
い
う
。）

を
統
括
す
る
。
 

2
.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
次
の

各
号
を
実
施
す

る
。
 

(
1)
第

４
条
に

定
め

る
保
安

に
関
す
る

組
織

の
う
ち

，
検
査
対

象
と

な
る
設

備
の

保
全
担
当

部
門
と

は
別

の
組

織
の
者
を
，

検
査

実

施
責

任
者
と
し
て
指
名
す
る
。

 

(
2
)
 
検
査
要
領
書

※
６
を

定
め
る
。
 

(3
) 

検
査
対

象
の

原
子
炉
施
設

が
技

術
基

準
規
則

に
適

合
す
る

も
の
で

あ
る

こ
と

を
判
断
す

る
た

め
に

必
要
な

検
査
項

目
と

，
検

査
項

目
ご
と
の
判
定

基
準
を
定

め
る
。
 

(4
) 

検
査
の
実
施
体

制
を
構
築

す
る
。
 

 ※
６

：
プ
ラ

ン
ト

の
特
徴
に
応

じ
，

検
査

の
時
期

，
対
象
，

以
下

に
示
す

方
法

そ
の
他
必

要
な
事

項
を

定
め

た
検
査
要
領

書
を

定

め
る

。
 

a）
開
放
，
分
解
，
非
破
壊
検
査

そ
の
他

の
各
部
の

損
傷
，
変
形
，
摩
耗

及
び
異
常

の
発
生
の

状
況
を
確
認
す

る
た
め
に

十
分
な

方
法
 

b）
試
運

転
そ
の
他

の
機
能
及
び
作

動
の
状
況

を
確
認
す

る
た
め
に
十
分
な
方
法
 

c)
 a

)及
び

b)
に

よ
る
方
法
の

ほ
か

，
技

術
基
準

規
則

に
適
合

し
て
い

る
状

態
を

維
持
す
る

か
ど

う
か

を
判
定

す
る
方

法
で

行

う
も
の
と
す
る

。
 

3
.
前
項
の

検
査
実
施
責
任

者
は
，

次
の
各
号

を
実
施
す
る
。

 

(1
)前

項
で
定
め
た

検
査
要
領
書
に

従
い
，
検

査
を
実
施

す
る
。
 

(
2
)
検
査
項
目

ご
と
の
判
定
結
果

を
踏
ま

え
，
検
査
対
象
の
原

子
炉
施

設
が
前
項

(
3)
の
基
準
に

適
合
す
る

こ
と
を
最
終
判

断
す
る

。 

 4.
検
査
グ

ル
ー

プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，

検
査

項
目
ご

と
の
判
定

業
務

を
検
査

員
に

行
わ
せ
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
と
き
，

検
査

員

と
し
て
次

の
各
号
に

掲
げ
る
事

項
の
い
ず
れ

か
を
満
た

す
者
を

指
名
す
る

。
 

(
1
)
第
４
条
に

定
め
る
保
安
に
関

す
る
組

織
の
う
ち

，
検
査
対
象

と
な
る
設

備
の
保
全

担
当
部
門
と

は
別
の
組

織
の
者
 

(
2
)
検
査
対
象

と
な
る
設
備
の
工

事
又
は

点
検
の
調

達
に
お
け
る

供
給
者
の

な
か
で
，
当
該
工

事
又
は
点

検
を
実
施

す
る
組

織
と
は

別
の

組
織
の
者
 

(
3
)
前
号
に
掲

げ
る
供
給
者
と
は

別
の
当

該
検
査
業

務
に
係
る
役

務
の
供
給

者
 

5.
検
査
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，

検
査
内
容
及

び
検
査

対
象
設

備
の
重
要
度

に
応
じ

て
，
検

査
実
施
責
任

者
及
び

前
項
に

規
定

す
る
検
査

員
の
立
会
頻
度

を
定
め

，
検
査
実

施
責
任
者
及
び

前
項
に

規
定
す
る

検
査
員
は
，

そ
れ
を
実

施
す
る
。
 

6.
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に
係

る
事
項
と

し
て
，
次

の
各
号
を
実

施
す
る
。
 

(1
)検

査
業
務
に
係

る
役
務
を
調
達

す
る
場
合

，
当
該
役

務
の
供
給
者
に
対
し
て

管
理
を
行

う
。
 

(2
)検

査
に
係

る
記
録
の

管
理
を
行
う
。
 

7
.
各
室
長

は
，
第

2
項
，
第

3
項
及
び

第
4
項
に

係
る
事
項
に

つ
い
て
，

検
査
に
係

る
要
員
の
教

育
訓
練
を

行
う
。
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資料⑩ 

 

 

 

東海／東海第二／敦賀発電所 

その他の条文変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 8月 18 日 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 
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１．その他の法令改正等に伴う条文変更について 

法令改正等に伴うその他の変更内容について，ＡＴＥＮＡ標準変更案以外の項目・条文についても法令改正

等に伴い変更が必要であることから，本資料にてその内容の整理を行う。変更一覧を以下に示す。 

 

〇その他の変更一覧 

番号 その他の変更 条文 概要 

① 品質保証の要

求事項と社内

規程の関係見

直し 

東海，東海第二：第３条 表３－１ 

敦賀：第２０３条 表２０３－１ 

・品質マネジメントシステムの文書について，品質管理基

準規則及び同解釈（以下「品管規則」という。）制定を

踏まえ，「品質マニュアル」として定める文書及び「実

効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされる

ようにするために，組織が必要と決定した二次文書」の

適正化を実施する。 

② 職務の変更 

（その他） 

東海，東海第二：第３条，第５条 

敦賀：第３条，第５条，第２０３条，

第２０５条 

・品管規則で要求されている「組織の外部の者からの情報

の収集及び組織の外部の者への情報伝達」を受け，地域

住民等とのコミュニケーションを，地域共生・広報室の

職務に明確化する。 

③ 検査の独立性 

（その他） 

第４章（運転管理）全般 ・第４章に規定されるサーベイランス（ＬＣＯを満足して

いることの確認行為）について，「検査」実施と同一に

読み取れる記載の適正化する。 

・定事検の独立性は，第８章（施設管理）にて確保する。

④ 予防保全を目

的 と し た 点

検・保全作業

を実施する場

合のＰＲＡ等

の検証 

東海第二：第７４条 

敦賀：第８７条，第２８７条 

・予防保全を目的とした保全作業を実施する場合に，ＡＯ

Ｔ内外での作業に関わらず，措置の有効性について確率

論的リスク評価等を用いて検証した上で実施する旨追記

する。 

⑤ 記録 東海：第５４条 

東海第二：第１２０条 

敦賀：第１４１条，第３４１条 

・実用炉規則第６７条の要求事項に合わせて修正する。 

⑥ 用語の変更 全般 ・事業者検査化，その他法令用語の変更 

⑦ 維持すべき施

設の保守の削

除 

東海第４１条 ・表に記載の対象施設は廃止措置計画に記載されているこ

と及び点検方法等は施設管理に関連する規程で定めてい

ることから削除する。（経過措置の記載を検討） 
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①品質保証の要求事項と社内規程の関係見直し 

〇保安規定 東海，東海第二：第３条 表３－１，敦賀：第２０３条 表２０３－１「品質マネジメントシ

ステムの文書に記載する社内規程の見直し」 

 

 品管規則の制定に伴い，品質保証に関する要求事項が一部明確化され，この要求を受けて品質保証第２

章の規定内容を変更している。（品管規則及び設置許可を受けた保安規定変更内容は，補足説明資料「東海

／東海第二／敦賀発電所保安規定第 3 条（第 203 条）と設置許可本文十一号との整合性について」参照） 
今回の品質保証第２章の変更を踏まえ，「品質マニュアル」及び「実効性のあるプロセスの計画的な実

施及び管理がなされるようにするために，組織が必要と決定した二次文書」として定める二次文書を一部

見直した。以下に整理を示す。 

 

〇品質マニュアル 

品質マニュアルには，現在，「保安規定第２章（品質保証計画）」「工事計画認可申請の品質保証計画」

「品質保証規程」の文書を定めており，整合を図っている。 

今回，品管規則の制定を踏まえ，品質管理に必要な体制の基準や品質保証の要求事項は，全て「品質保

証規程」で定める※こととした。 

このため，「保安規定第２章（品質保証計画）」及び「（設計及び）工事計画認可申請の品質保証計画」

は，「品質保証規程」に定める内容から各許認可の基準に応じて定めることとし，保安規定に定める「品質

マニュアル」から削除した。 

※品管規則「原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動（保安活動）」で要求される品質保

証活動について，「品質保証規程」を当社の品質保証の最上位規程として位置付けた。 

 

 〇保安規定変更内容（東海発電所，敦賀発電所も同様） 

東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更前） 東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更後） 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

(1) 品質マネジメントシステムの文書には，次の事項を含め

る。なお，記録は適正に作成する。 

 

（中略） 

b) 品質マニュアル 

イ．本品質保証計画，工事計画認可申請の品質保証計画

及び表３－１(1)に示す「品質保証規程」 

（以下略） 

4.2.2 品質マニュアル 

 組織は，次の事項を含む品質マニュアルとして，本品質保証

計画，工事計画認可申請の品質保証計画及び「品質保証規程」

を作成し，維持する。なお，「品質保証規程」の作成にあたっ

ては，本品質保証計画及び工事計画認可申請の品質保証計画と

の整合をとる。 

（以下略） 

表３－１ 品質マネジメントシステムの文書 

 

 

 

 

4.2 品質マネジメントシステムの文書化 

4.2.1 一般 

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成

し，当該文書に規定する事項を実施する。品質マネジメントシ

ステムの文書体系図を図３－２に示す。 

（中略） 

(2) 品質マニュアル 

表３－１(1)に示す「品質保証規程」 

 

（以下略） 

4.2.2 品質マニュアル 

 組織は，品質マニュアルとして，「品質保証規程」を作成し，

維持する。品質マニュアルに，次に掲げる事項を定める。 

 

 

 

（以下略） 

表３－１ 品質マネジメントシステムの文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 関連条

－ － 品質保証計画 安全室 第 3条 

4.2.1 ＱＭ共

通：4-2 

品質保証規程 安全室 

 

第３条 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 関連条

4.2.1 ＱＭ共通：

4-2 

品質保証規程 安全室 第 3条 
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実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために， 

組織が必要と決定した二次文書の一部見直し 

 

１．変更内容 

○保安規定品質保証第２章で定める社内規程「実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるよ

うにするために，組織が必要と決定した二次文書」について，二次文書の定義を踏まえて整理し，一部の

具体的な運用事項を定める二次文書を三次文書とする適正化を実施する。 

○なお，従来の品質マネジメントシステム文書体系の考え方から変更は無い。 

 

２．整理方法 

〇当社の社内規程については，従来から，品質保証規程（一次文書）において，以下のとおり二次文書及び

三次文書を定義している。（図１） 

・二次文書：本店にて管理し，本店及び発電所の業務の計画，運用，管理の基本事項を規定した文書 

・三次文書：本店及び発電所にて管理し，それぞれ独自に適用される業務の計画，運用，管理の具体的事

項を規定した文書等 

 

〇現在の二次文書について，品管規則の制定に伴う一部基本事項の明確化に合わせ，記載内容を確認した結

果，以下の二つに分類されることを確認した。 

①保安規定品質保証第２章の各項で要求される事項に対して，主に業務の計画，運用，管理等の基本事項

が定められている社内規程 

②保安規定品質保証第２章の各項で要求される事項を踏まえた個別の具体的な運用事項が主に定められ，

業務の計画，運用，管理等の基本事項も定められている社内規程 

 

〇上記②に該当する社内規程のうち，品質保証項目に複数二次文書があり，基本事項が類似している場合

は，業務の計画，運用，管理等の基本事項を一つの規程にまとめ，他の規程については，個別の具体的な

運用を定める三次文書として定めることで整理した。（表１） 

 

表１ 二次文書整理結果（三次文書へ位置付ける二次文書が定められている項目） 

※ 品管規則が要求する“文書化された手順書”である二次文書

保安規定変更前 整理後 備考 

6.2.2 力量設定管理要項 6.2 力量設定管理要項 〇「運転責任者の合否判定等業務等に

関する要項」は，力量設定管理要項に

基本事項を定め，具体的な運用を定

める三次文書とする。（表２） 

運転責任者の合否判定等

業務等に関する要項 

7.2.3 官庁定期報告書作成及び

官庁対応業務要項 

7.2.3 外部コミュニケーショ

ン要項 

〇「事故・故障時対応要項」は，外部コ

ミュニケーション要項に基本事項を

定め，具体的な運用を定める三次文

書とする。（表２） 
事故・故障時等対応要項 

8.3 原子力施設情報公開ライ

ブラリー「ニューシア」登

録管理要項 

8.3 是正処置プログラム管

理要項※ 

〇「原子力施設情報公開ライブラリー

「ニューシア」登録管理要項」は，是

正処置プログラム管理要項に基本事

項を定め，具体的な運用を定める三

次文書とする。（表２） 
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 図

１
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

文
書

体
系

図
（

東
海

第
二
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規
定

及
び

品
質

保
証

規
程

。
東
海

発
電

所
及

び
敦

賀
発

電
所
も

同
様

）
 

  

東
海

第
二

発
電

所
原

子
炉

施
設

保
安
規

定
（

変
更

前
）
 

東
海

第
二

発
電

所
原

子
炉

施
設

保
安
規

定
（

変
更

後
）
 

品
質

保
証

規
程

（
抜

粋
）
 

 

 

 

(
3
)
 
実

効
性

の
あ

る
プ

ロ
セ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
，

組
織

が
必

要

と
決

定
し

た
表

３
－

１
(
3
)
に

示
す

二
次

文
書

 

(
4
)
 
品

管
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
３

－
１

(2
)
に

示
す

二
次

文
書

 
表

３
－

１
「

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
文

書
」
に

示
す

範
囲
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表
２
 
品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
文
書

の
見
直
し
 

変
更
前
 

変
更
後
 

保
安
規
定
記
載
（
変
更
前
）
 

二
次
文
書
 

品
管
規
則
 

保
安
規
定
記
載
（
変
更
後
）
 

品
質
保
証
規
程
 

二
次
文
書
 

備
考
 

6
.
2
.
2
 力

量
，
教
育
・
訓
練
及
び
認
識
 

 
組
織
は
，
次
の
事
項
を
「
力
量
設
定
管

理
要
項
」
に
定
め
，
実
施
す
る
。
 

a
)
原
子

力
安

全
の
達

成
に
影

響
が
あ

る
業
務

に
従

事
す

る
要
員

に
必

要
な
力
量
を
明
確
に
す
る
。
 

b
)
必
要

な
力

量
が
不

足
し
て

い
る
場

合
に
は

，
そ

の
必

要
な
力

量
に

到
達

す
る

こ
と

が
で

き
る
よ

う
に

教
育

・
訓

練
を

行
う

か
，
又

は
他

の
処
置
を
と
る
。
 

c
)
教
育

・
訓

練
又
は

他
の
処

置
の
有

効
性
を
評
価
す
る
。
 

d
)
組
織

の
要

員
が
，

自
ら
の

活
動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し
，
品

質
目

標
の

達
成
に

向
け

て
自

ら
が

ど
の

よ
う

に
貢
献

で
き

る
か

を
認

識
す

る
こ

と
を
確

実
に

す
る
。
 

e
)
教
育

，
訓

練
，
技

能
及
び

経
験
に

つ
い
て

該
当

す
る

記
録
を

維
持

す
る

(4
.2
.4
 参

照
)
。
 

〇
力
量
設
定
管
理
要
項
 

 〇
運

転
責

任
者

の
合

否
判

定
等

業
務

等
に
関
す
る
要

項
 

<
目
的
> 

・
実

用
炉

規
則

第
８

７
条

第
４

号
に

お
け

る
運

転
責

任
者

判
定

に
つ

い
て

の
要
求
事
項
に
対
応
す
る
規
程
 

・
当
社
並
び
に

，
当
社
が
指
定
し
た
判
定

機
関

に
よ

る
運

転
責

任
者

の
合

否
判

定
等

業
務

等
に

係
る

具
体

的
事

項
に

つ
い
て
定
め
る
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
判
定
機
関
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

・
指

定
さ

れ
た

判
定

機
関

が
行

う
業

務
に
関
す
る
こ
と
。（

運
転
責
任
者
に
係

る
基
準
及
び
そ
の
判
定
方
法
等
）
 

・
そ

の
他

合
否

判
定

等
業

務
等

に
関

す
る
こ
と
。
 

 
〇

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
選

任
及

び
職

務
要
項
 

第
二
十
二
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
個
別
業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し

、
意

図
し

た
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
そ

れ
を

適
用

す
る

能
力
(
以
下
「
力
量
」
と
い
う
。
)
が
実
証
さ
れ
た

者
を
要
員
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

6
.
2 
要
員
の
力
量
の
確
保
及
び
教
育
訓
練
 

(
1
) 
組
織
は
，
個
別
業
務
の
実
施
に
必
要
な
技
能
及
び

経
験
を
有
し
，
意
図
し
た
結
果
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

そ
れ

を
適

用
す

る
能
力
（
以
下
「
力
量
」
と
い
う
。
ま
た
，
力
量
に
は
，

組
織
が
必
要
と
す
る
技
術
的
，
人
的
及
び
組
織
的
側

面
に
関

す
る

知
識
を

含
む
。
）

が
実

証
さ

れ
た

者
を

要
員
に
充
て
る
。
 

(
2
) 
組
織
は
，
要
員
の
力
量
を
確
保
す
る
た
め
に
，
保

安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を

「
力
量
設
定
管
理
要
項
」
に
定
め
，
実
施
す
る
。
 

a
)
 
要
員
に
ど
の
よ
う
な
力
量
が
必
要
か
を
明
確
に

定
め
る
こ
と
 

b
)
 
要
員
の
力
量
を
確
保
す
る
た
め
に
教
育
訓
練
そ

の
他
の
措
置
（
必
要
な
力
量
を
有
す
る
要
員
を
新

た
に

配
属
し
，

又
は
雇

用
す
る

こ
と
を

含
む

。
）

を
講
ず
る
こ
と
 

c
)
 
教
育
訓
練
そ
の
他
の
措
置
の
実
効
性
を
評
価
す

る
こ
と
 

d
)
 
要
員
が
自
ら
の
個
別
業
務
に
つ
い
て
，
次
に
掲

げ
る
事
項
を
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
 

(
a
) 
品
質
目
標
の
達
成
に
向
け
た
自
ら
の
貢
献
 

(
b
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
を

維
持
す
る
た
め
の
自
ら
の
貢
献
 

(
c
) 

原
子
力
の
安
全
に
対
す
る
当
該
個
別
業
務
の

重
要
性
 

e
)
 
要
員
の
力
量
及
び
教
育
訓
練
そ
の
他
の
措
置
に

係
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
 

（
要
員
の
力
量
の
確
保
及
び
教
育
訓
練
）（

6
.2
）
 

第
２
２
条
 
組
織
は
，
個

別
業
務
の
実
施
に
必
要
な

技
能
及
び
経
験
を
有
し

，
意
図
し
た
結
果
を
達
成

す
る
た
め
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
並
び
に
そ
れ

を
適
用
す
る
能
力
（
組
織
が
必
要
と
す
る
技
術
的

，
人
的
及
び
組
織
的
側
面

に
関
す
る
知
識
を
含
む
。

以
下
「
力
量
」
と
い
う

。）
が
実
証
さ
れ
た
者
を
要

員
に
充
て
る
。
 

２
．
組
織
は
，
要
員
の
力

量
を
確
保
す
る
た
め
に
，

保
安
活
動
の
重
要
度
に

応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
項

を
「
力
量
設
定
管
理
要
項
」
に
定
め
る
。
 

(
1
) 

要
員
に
ど

の
よ

う
な

力
量

が
必

要
か

を
明

確
に
定
め
る
こ
と
。
 

(
2
) 

要
員
の
力

量
を

確
保

す
る

た
め

に
教

育
訓

練
そ

の
他

の
措

置
（

必
要

な
力

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
し

，
又

は
雇

用
す

る
こ

と
を

含
む
。
）
を
講
ず
る
こ
と
。
 

(
3
) 

教
育
訓
練

そ
の

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す
る
こ
と
。
 

(
4
) 

要
員
が
自

ら
の

個
別

業
務

に
つ

い
て

，
次

に
掲

げ
る

事
項

を
認

識
し

て
い

る
よ

う
に

す
る

こ
と
。
 

①
品
質
目
標
の
達
成
に
向
け
た
自
ら
の
貢
献
 

②
品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の

実
効

性
を

維
持
す
る
た
め
の
自
ら
の
貢
献
 

③
原
子

力
の
安

全
に
対

す
る

当
該
個

別
業

務
の

重
要
性
 

(
5
) 

要
員
の
教

育
訓

練
及

び
力

量
に

つ
い

て
該

当
す
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と

。 
 

〇
力
量
設
定

管
理
要
項
 

<
目
的
>
 

・
原

子
力

の
安

全
を

確
実

な
も

の
に

す
る

た
め

に
必

要
な

要
員

（
以

下
「

要
員
」
と
い
う
。）

の
力
量
管
理
に
係
る

事
項
並

び
に

具
体

的
な

保
安

教
育

の
内

容
及

び
そ

の
見

直
し

頻
度

に
つ

い
て
定
め
る
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
要
員
に
対
す
る
力
量
基
準
の
設
定
，
力

量
付
与

に
必

要
な

教
育

訓
練

，
力

量
評
価

，
認
識
及
び
記
録
の
プ
ロ
セ
ス
。 

（
要

員
に

対
す

る
力

量
基

準
へ

の
適

合
に

関
す

る
業

務
に

、
運

転
責

任
者

の
力

量
基

準
へ

の
適

合
も

含
め

て
、

基
本
事
項
を
定
め
る
。
）
 

 
〇

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
選

任
及

び
職

務
要
項
 

〇
【
三
次
文
書
】
運
転
責
任

者
の

合
否

判
定

等
業

務
等
に
関
す
る
要
領
 

<
目
的
> 

・
実

用
炉

規
則

第
８

７
条

第
４

号
に

お
け

る
運

転
責

任
者

判
定

に
つ

い
て

の
要

求
事

項
に

対
応

す
る
規
程
 

・
「

力
量

設
定

管
理
要

項
」

に
基

づ
き

、
当

社
並

び
に
，
当
社
が
指
定
し
た
判

定
機

関
に

よ
る

運
転

責
任

者
の

合
否

判
定

等
業

務
等

に
係

る
具

体
的

事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
判

定
機

関
の

指
定

に
関

す
る
こ
と
。
 

・
指

定
さ

れ
た

判
定

機
関

が
行

う
業

務
に

関
す

る
こ

と
。
（

運
転

責
任

者
に

係
る

基
準

及
び

そ
の

判
定
方
法
等
）
 

・
そ

の
他

合
否

判
定

等
業

務
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

 

7
.2
.3
 
外
部
と
の

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
 

 
組

織
は

，
原

子
力

安
全
に

関
し

て
外

部
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ
ョ

ン
を

図
る

た
め

の
効

果
的

な
方

法
を
「

官
庁

定
期

報
告

書
作

成
及

び
官

庁
対

応
業

務
要

項
」
に
定
め
，
実
施
す
る
。
 

 

〇
官

庁
定

期
報

告
書

作
成

及
び

官
庁

対
応
業
務
要
項
 

 〇
事
故
・
故
障
時
等
対
応
要
項
 

<
目
的
> 

・
当
社
発
電
所
に
お
い
て
事
故
・
故
障
・

ト
ラ

ブ
ル

等
が

発
生

し
た

場
合

の
具

体
的
対
応
に

つ
い
て
定
め

る
。
（
事
故

等
の

ト
ラ

ブ
ル

通
報

連
絡

の
基

本
事

項
を
定
め
て
い
る

。）
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
発

電
所

に
お

い
て

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

の
通

報
連

絡
対

応
に

つ
い

て
適
用
。
 

・
通
報
連
絡
体
制

、
官
庁
等
へ
の
連
絡
方

法
等
を
定
め
る
。

 

第
二
十
六
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
組
織
の
外

部
の

者
か

ら
の

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、

実
効

性
の

あ
る

方
法

を
明

確
に

定
め

、
こ

れ
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 [
解
釈
] 

１
 
第
２
６
条
に
規
定
す
る
「
組
織
の
外
部
の
者

か
ら

の
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、
実

効
性

の
あ

る
方
法
」
に
は
、
次
の
事
項
を
含
む
。
 

・
組
織
の
外
部
の
者
と
効
果
的
に
連
絡
し
、
適
切

に
情
報
を
通
知
す
る
方
法
 

・
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

と
の
時
宜
を
得
た
効
果
的
な
連
絡
方
法
 

・
原

子
力

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織
の
外
部
の
者
に
確
実
に
提
供
す
る
方
法
 

・
原

子
力

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し
、

意
思

決
定

に
お
い
て
適
切
に
考
慮
す
る
方
法
 

7
.
2.
3 
組
織
の
外
部
の
者
と
の
情
報
の
伝
達
等
 

組
織
は
，
組
織
の
外
部
の
者
か
ら
の
情
報
の
収
集
及

び
組
織
の
外
部
の
者
へ
の
情
報
の
伝
達
の
た
め
に
，
次

の
事
項
を
含
む
，
実
効
性
の
あ
る
方
法
を
「
外
部
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
要
項
」
に
明
確
に
定
め
，
こ
れ
を
実

施
す
る
。
 

a
)
 
組
織
の
外
部
の
者
と
効
果
的
に
連
絡
し
，
適
切

に
情
報
を
通
知
す
る
方
法
 

b
)
 
予
期
せ
ぬ
事
態
に
お
け
る
組
織
の
外
部
の
者
と

の
時
宜
を
得
た
効
果
的
な
連
絡
方
法
 

c
)
 
原
子
力
の
安
全
に
関
連
す
る
必
要
な
情
報
を
組

織
の
外
部
の
者
に
確
実
に
提
供
す
る
方
法
 

d
)
 
原
子
力
の
安
全
に
関
連
す
る
組
織
の
外
部
の
者

の
懸
念
や
期
待
を
把
握
し
，
意
思
決
定
に
お
い
て

適
切
に
考
慮
す
る
方
法
 

 

（
組
織
の
外
部
の
者
と
の
情
報
の
伝
達
等
）（

7
.
2
.
3
） 

第
２
６
条
 
組
織
は
，
組

織
の
外
部
の
者
か
ら
の
情

報
の
収
集
及
び
組
織
の

外
部
の
者
へ
の
情
報
の
伝

達
の
た
め
に
，
次
に
掲

げ
る
実
効
性
の
あ
る
方
法

を
「
外
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
要
項
」
に
定
め
，

実
施
す
る
。
 

(
1
)組

織
の
外
部
の
者
と
効
果
的
に
連
絡
し
，
適
切

に
情
報
を
通
知
す
る
方
法
 

(
2
)
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

と
の
時
宜
を
得
た
効
果
的
な
連
絡
方
法
 

(
3
)
原

子
力

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織
の
外
部
の
者
に
確
実
に
提
供
す
る
方
法
 

(
4
)
原

子
力

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し
，

意
思

決
定

に
お

い
て
適
切
に
考
慮
す
る
方
法
 

 

〇
外
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
要
項
 

<
目
的
>
 

・
規

制
当

局
等

及
び

地
域

住
民

等
と

の
外

部
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

る
た

め
の

方
法

を
明

確
に

定
め

，
実

施
す
る
こ
と
を
目
的
。
 

・
官

庁
定

期
報

告
書

等
の

具
体

的
取

扱
い
手
続
き
を
定
め
，
業
務
の
効
率
化

，
確

実
性

の
向

上
，

業
務

知
識

の
伝

承
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
規

制
当

局
等

及
び

地
域

住
民

等
に

対
し

て
，

次
の

外
部

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン
に
適
用
。
 

(
1
)社

外
の
者
へ
の
効
果
的
な
連
絡

及
び
適
切
な
情
報
の
通
知
 

(
2
)予

期
せ
ぬ
事
態
に
お
け
る
社
外

の
者
と
の
時
宜
を
得
た
効
果
的
な

連
絡
 

(
3
)原

子
力
の
安
全
に
関
連
す
る
必

要
な
情
報
の
社
外
の
者
へ
の
確
実

な
提
供
 

(
4
)原

子
力
の
安
全
に
関
連
す
る
社

外
の
者
の
懸
念
や
期
待
の
把
握
，

及
び
意
思
決
定
へ
の
適
切
な
考
慮
 

 

〇
「
官
庁
定
期
報
告
書
作
成

及
び

官
庁

対
応

業
務

要
項
」
は
、
主
に
官
庁
と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
基

本
事

項
を

定
め

て
い

た
が

、
自

治
体
・
地
域
住
民
等
と
の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

も
新

た
に

定
め

た
こ

と
か

ら
、
規
程
名
称
を
変
更
。
 

 〇
【
三
次
文
書

】
事
故
・
故

障
時
等
対
応
要
領
 

<
目
的
> 

・
「

外
部

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
要
項
」
に
基
づ
き
、

当
社

発
電

所
に

お
い

て
事
故
・
故
障
・
ト
ラ
ブ
ル

等
が

発
生

し
た

場
合

の
具

体
的

対
応

に
つ

い
て

定
め
る
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
発

電
所

に
お

い
て

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

の
通

報
連

絡
対

応
に

つ
い

て
適
用
。
 

・
通
報
連
絡
体
制
、
官
庁
等

へ
の

連
絡

方
法

等
を

定
め
る
。
 

運
転
責
任
者
に
係
る
力
量
基
準
へ
の
適
合
に

関
す
る
業
務
等
の
「
基
本
事
項
」
を
定
め
て

い
る
が
、
こ
れ
を
判
定
す
る
た
め
の
方
法
等

の
具
体
的
な
運
用
事
項
が
主
に
定
め
ら
れ
て

い
る
。

 

運
転
責
任
者
に
係
る
力
量
基
準
へ
の
適
合

は
、
「
力
量
設
定
管
理
要
項
」
に
定
め
る
要

員
の
力
量
管
理
（
力
量
基
準
、
力
量
評
価
の

設
定
）
の
「
基
本
事
項
」
に
類
似
す
る
。

 運
転
責
任
者
に
係
る
力
量
基
準
へ
の
適
合

は
、「

力
量
設
定
管
理
要
項
」
に
定
め
る
要

員
の
力
量
管
理
（
力
量
基
準
、
力
量
評
価
の

設
定
）
の
「
基
本
事
項
」
に
基
づ
き
、
合
否

判
定
方
法
や
基
準
等
の
具
体
的
な
運
用
事
項

を
定
め
る
。

 

事
故
等
の
ト
ラ
ブ
ル
通
報
連
絡
の
 

「
基
本
事
項
」
を
定
め
て
い
る

が
、
通
報
連
絡
体
制
・
連
絡
先
等

の
具
体
的
な
運
用
事
項
が
主
に
定

め
ら
れ
て
い
る
。

 

規
制
当
局
等
へ
の
事
故
等
の
ト
ラ
ブ
ル
通
報

連
絡
は
、「

外
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
要

項
」
に
定
め
る
、
事
故
等
の
ト
ラ
ブ
ル
連
絡

を
想
定
し
た
、
予
期
せ
ぬ
事
態
に
お
け
る
社

外
者
と
の
連
絡
に
類
似
す
る
。

 

「
外
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
要
項
」
に
定

め
る
事
故
等
の
連
絡
に
関
す
る
「
基
本
事

項
」
に
基
づ
き
、
通
報
連
絡
体
制
・
連
絡
先

等
の
具
体
的
な
運
用
事
項
を
定
め
る
。
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変
更
前
 

変
更
後
 

保
安
規
定
記
載
（
変
更
前
）
 

二
次
文
書
 

品
管
規
則
 

保
安
規
定
記
載
（
変
更
後
）
 

品
質
保
証
規
程
 

二
次
文
書
 

備
考
 

8
.
3
 不

適
合
管
理
 

(
1
)
 組

織
は
，
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対

す
る

要
求
事

項
に

適
合

し
な

い
状
況

が
放

置
さ

れ
る

こ
と

を
防

ぐ
た

め
に
，
そ
れ
ら
を
識
別
し
，
管
理
す
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
。
 

(
2
)
 
不
適
合
の

処
理
に
関
す

る
管
理
及

び
そ

れ
に
関

連
す

る
責

任
及

び
権
限

を
「
不
適
合
管
理
要
項
」
に
定
め
る
。 

(
3
)
 該

当
す
る
場
合
に
は
，
組
織
は
，
次

の
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
方
法
で
，不

適
合
を
処
理
す
る
。
 

 
a)
 
検

出
さ

れ
た

不
適

合
を

除
去

す
る
た
め
の
処
置
を
と
る
。
 

 
b
)
 
当
該
の
権
限
を
も
つ
者
が
，
特
別

採
用
に
よ
っ
て

，
そ
の
使
用
，
リ
リ

ー
ス

，
又
は

合
格
と

判
定

す
る

こ
と
を
正
式
に
許
可
す
る
。
 

c
)
 
本

来
の

意
図

さ
れ

た
使

用
又

は
適

用
が

で
き

な
い

よ
う

な
処

置
を

と
る
。
 

d
)
 
外

部
へ

の
引

渡
し

後
又

は
業

務
の

実
施

後
に

不
適

合
が

検
出

さ
れ

た
場

合
に

は
，

そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

又
は

起
こ

り
得

る
影

響
に

対
し
て
適
切
な
処
置
を
と
る
。
 

(
4
)
 
不
適
合
に

修
正
を
施
し

た
場
合
に

は
，

要
求
事

項
へ

の
適

合
を

実
証
す

る
た
め
の
再
検
証
を
行
う
。
 

(
5
)
 
不
適
合
の

性
質
の
記
録

，
及
び
不

適
合

に
対

し
て

と
ら

れ
た

特
別

採
用

を
含

む
処

置
の

記
録

を
維

持
す

る
(4
.2
.
4
 
参
照
)。

 
(
6
)
 
組
織
は
，

原
子
炉
施
設

の
保
安
の

向
上
を

図
る
観

点
か

ら
，
公

開
の
基

準
を
定
め
た
「
不

適
合
管
理
要
項
」
に

従
っ
て

，
不
適

合
の

内
容
を

ニ
ュ
ー

シ
ア
へ

登
録
す

る
こ

と
を
含

め
，
情

報
の
公
開
を
行
う
。
 

〇
原

子
力

施
設

情
報

公
開

ラ
イ

ブ
ラ

リ
ー
「
ニ
ュ
ー
シ
ア
」
登
録
管
理
要
項
 

<
目
的
> 

・「
不
適
合
情
報
」
並
び
に
「
ト
ラ
ブ
ル

情
報
」
，「

保
全
品
質
情
報
」，

及
び
「
そ

の
他
情
報
」
を
「
原
子
力
施
設
情
報
公

開
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
ニ
ュ
ー
シ
ア

」
に

登
録
，
公
開
し
，
管
理
す
る
業
務
を
円

滑
に
行
う
こ
と
を
目
的
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
ニ
ュ
ー
シ
ア
対
応
業
務
の
体
制
 

・
不
適
合
情
報
・
ト
ラ
ブ
ル
情
報
等
の

登
録
 

・
ニ
ュ
ー
シ
ア
情
報
登
録
・
公
開
管
理
 

 

第
四

十
九

条
 

原
子

力
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し

な
い

機
器

等
が

使
用

さ
れ

、
又

は
個

別
業

務
が

実
施

さ
れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
当

該
機

器
等

又
は

個
別

業
務

を
特

定
し

、
こ

れ
を

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
不
適
合
の
処
理
に
係

る
管

理
並

び
に

そ
れ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

手
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
 

原
子

力
事

業
者

等
は

、
次

に
掲

げ
る

方
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

、
不

適
合

を
処

理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
発

見
さ

れ
た

不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

二
 不

適
合
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た

手
順

に
よ

り
原

子
力

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し

、
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を
行
う
こ
と

(以
下
「
特
別
採
用
」
と
い

う
。

)。
 

三
 
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず
る
こ
と
。
 

四
 
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
見

し
た

不
適

合
に

つ
い

て
は

、
そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
又

は
起

こ
り

得
る

影
響

に
応

じ
て

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。
 

４
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
不
適
合
の
内
容
の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

し
て

講
じ

た
措

置
(
特

別
採

用
を

含
む

。
)
に

係
る

記
録

を
作

成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
第
三
項
第
一
号
の
措

置
を

講
じ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

8
.
3 
不
適
合
の
管
理
 

(
1
) 
組
織
は
，
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合
し
な
い

機
器
等
が
使
用
さ
れ
，
又
は
個
別
業
務
が
実
施
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
，
当
該
機
器
等
又
は
個
別
業
務

を
特
定
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
（
不
適
合
が
確
認
さ

れ
た
機
器
等
又
は
個
別
業
務
が
識
別
さ
れ
，
不
適
合

が
全
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
）。

 
(
2
) 
組
織
は
，
不
適
合
の
処
理
に
係
る
管
理
（
不
適
合

を
関
連

す
る

管
理
者

に
報
告
す

る
こ

と
を

含
む
。
）

並
び
に

そ
れ

に
関
連

す
る
責
任

及
び

権
限

を
，
「

是
正
処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
管
理
要
項
」
に
定
め
，
実
施
す

る
。
 

(
3
) 

組
織

は
，

次
に

掲
げ

る
方

法
の

い
ず

れ
か

に
よ

り
，
不
適
合
を
処
理
す
る
。
 

a
)
 
発
見
さ
れ
た
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
 

b
)
 
不
適
合
に
つ
い
て
，
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た

手
順

に
よ

り
原

子
力

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い
て
評
価
し
，
機
器
等
の
使
用
又
は
個
別
業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
行

う
こ

と
（

以
下

「
特
別
採
用
」
と
い
う
。
）
 

c
)
 
機
器
等
の
使
用
又
は
個
別
業
務
の
実
施
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
 

d
)
 
機
器
等
の
使
用
又
は
個
別
業
務
の
実
施
後
に
発

見
し
た
不
適
合
に
つ
い
て
は
，
そ
の
不
適
合
に
よ

る
影

響
又

は
起

こ
り

得
る

影
響

に
応

じ
て

適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
 

(
4
) 
組
織
は
，
不
適
合
の
内
容
の
記
録
及
び
当
該
不
適

合
に
対
し
て
講
じ
た
措
置
（
特
別
採
用
を
含
む
。）

に
係
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

(
5
) 

組
織

は
，
(3
)a
)
の
措
置
を
講

じ
た
場
合
に
お
い

て
は
，
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
を
実
証

す
る
た
め
の
検
証
を
行
う
。
 

(
6
) 
組
織
は
，
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
向
上
を
図
る
観

点
か
ら
，
公
開
の
基
準
を
定
め
た
「
是
正
処
置
プ
ロ

グ
ラ
ム
管
理
要
項
」
に
従
っ
て
，
不
適
合
の
内
容
を

ニ
ュ
ー
シ
ア
へ
登
録
す
る
こ
と
を
含
め
，
情
報
の
公

開
を
行
う
。
 

 

（
不
適
合
の
管
理

）（
8
.3
）
 

第
４
８
条
 
組
織
は
，
個

別
業
務
等
要
求
事
項
に
適

合
し
な
い
機
器
等
が
使

用
さ
れ
，
又
は
個
別
業
務

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
，
当
該
機
器
等

又
は
個
別
業
務
を
特
定
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
（
不

適
合
が
確
認
さ
れ
た
機

器
等
又
は
個
別
業
務
が
識

別
さ
れ
，
不
適
合
が
全

て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
い
う

。）
。
 

２
．
組
織
は
，
不
適
合
の

処
理
に
係
る
管
理
（
不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こ
と

を
含

む
。
）
並
び
に
そ
れ
に
関
連
す
る
責
任
及
び
権
限
を

「
是
正
処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
管
理
要
項
」
に
定
め
る

。 
３
．
組
織
は
，
次
に
掲
げ

る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ

り
，
不
適
合
を
処
理
す
る
。
 

(
1
)
発

見
さ

れ
た

不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

(
2
)不

適
合
に
つ
い
て
，
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た

手
順

に
よ

り
原

子
力

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し

，
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

行
う

こ
と

（
以

下
「
特
別
採
用
」
と
い
う
。）
。
 

(
3
)
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。
 

(
4
)
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
見

し
た

不
適

合
に

つ
い

て
は

，
そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
又

は
起

こ
り

得
る

影
響

に
応

じ
て

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

４
．
組
織
は
，
不
適
合
の

内
容
の
記
録
及
び
当
該
不

適
合

に
対

し
て

講
じ

た
措

置
（

特
別

採
用

を
含

む
。
）
に
係
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る

。 
５
．
組
織
は
，
第
３
項
第

１
号
の
措
置
を
講
じ
た
場

合
に
お
い
て
は
，
個
別

業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適

合
性
を
実
証
す
る
た
め
の
検
証
を
行
う
。
 

６
．
組
織
は
，
原
子
力
施

設
の
保
安
の
向
上
に
役
立

た
せ
る
観
点
か
ら
，
公

開
基
準
に
従
い
，
不
適
合

の
内

容
を

ニ
ュ

ー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こ
と

に
よ

り
，
情
報
の
公
開
を
行
う
。
 

 

〇
是
正
処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
管
理
要
項
 

<
目
的
>
 

・
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
検

出
さ
れ
た
不
適
合
そ
の
他
の
事
象
の

処
理
，
是
正
処
置
及
び
未
然
防
止
処

置
に
関
す
る
管
理
に
つ
い
て
定
め
，

不
適
合
な
状
況
が
放
置
さ
れ
る
こ
と

の
防
止
，
不
適
合
そ
の
他
の
事
象
の

再
発
防
止
及
び
起
こ
り
得
る
不
適
合

の
発
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
，
是

正
処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
を

通
じ
て
，
発
電
所
等
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
不
適
合
の
管
理
方
法
（
ニ
ュ
ー
シ
ア

へ
登
録
す
る
ま
で
の
基
本
的
な
管

理
・
処
理
プ
ロ
セ
ス
も
規
定
）
 

・
そ
の
他
の
事
象
（
Ｃ
Ｒ
）
の
管
理
 

・
不
適
合
そ
の
他
の
事
象
の
デ
ー
タ
分

析
・
評
価
 

〇
「
是
正
処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム

管
理
要
項
」
は

、
従
前
「
不

適
合
管
理
要
項
」
と
し
て

不
適

合
の

管
理

を
定

め
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
名

称
を
変
更
し
、
不
適
合
以

外
の
そ
の
他
の
事
象
や
、

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

を
定

め
る

規
定

と
し

た
。
 

 〇
【
三
次
文
書
】
原
子
力
施

設
情

報
公

開
ラ

イ
ブ

ラ
リ
ー
「
ニ
ュ
ー
シ
ア
」
登

録
管
理
要
領
 

<
目
的
> 

・
「

是
正

処
置

プ
ロ
グ

ラ
ム

管
理
要
項
」
に
基
づ
き
、

「
不
適
合
情
報
」
並
び
に

「
ト
ラ
ブ
ル
情
報

」，
「
保

全
品
質
情
報

」，
及
び
「
そ

の
他
情
報
」
を
「
原
子
力

施
設

情
報

公
開

ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
「
ニ
ュ
ー
シ
ア
」

に
登
録
，
公
開
し
，
管
理

す
る

業
務

を
円

滑
に

行
う
こ
と
を
目
的
。
 

<
主
な
規
定
内
容
> 

・
ニ

ュ
ー

シ
ア

対
応

業
務

の
体
制
 

・
不
適
合
情
報
・
ト
ラ
ブ

ル
情
報
等
の
登
録
 

・
ニ
ュ
ー
シ
ア
情
報
登
録
・

公
開
管
理
 

 

 

「
是
正
処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
管
理
要
項
」
に
定

め
る
「
基
本
事
項
」
に
基
づ
き
、
ニ
ュ
ー
シ

ア
へ
の
登
録
方
法
等
の
具
体
的
な
運
用
事
項

を
定
め
る
。

 

「
是
正
処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
管
理
要
項
」
に
定

め
る
、
不
適
合
処
理
プ
ロ
セ
ス
に
ニ
ュ
ー
シ

ア
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
基
本
事
項
が
類
似

す
る
。

 

不
適

合
情

報
の

公
開

に
関

す
る

「
基
本
事
項
」
を
定
め
て
い
る
が
、

ニ
ュ

ー
シ

ア
へ

の
登

録
方

法
等

の
具

体
的

な
運

用
事

項
が

主
に

定
め

ら
れ
て
い
る
。
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②職務の変更（その他） 

〇保安規定 第５条（第２０５条）（保安に関する職務），第３条（第２０３条）（品質保証）の変更 

品管規則の制定に伴い，同規則第二十六条「組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報

伝達のための，実効性のある方法を明確に定め，これを実施」することを受け，地域住民等への原子力安全に

関する情報提供及び地域住民等からの懸念・期待を把握し意思決定に適切に考慮することを明確にするため，

本店の「地域共生・広報室」について，保安に関する職務及び関連する社内規程の所管箇所として明確化する。 

 

 〇保安規定変更内容 

東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更前） 東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更後） 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

(7) （中略） 

イ．地域共生・広報室は，品質マネジメントシステムに関係す

る安全文化醸成活動におけるコミュニケーション活動の総括

及び推進に関する業務を行う。 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。

(8) （中略） 

イ．地域共生・広報室は，品質マネジメントシステムに関係す

る地域住民等とのコミュニケーション活動及び安全文化育

成・維持活動におけるコミュニケーション活動の総括及び推

進に関する業務を行う。 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

 組織は，原子力安全に関して外部とのコミュニケーションを図

るための効果的な方法を「官庁定期報告書作成及び官庁対応業務

要項」に定め，実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 原子力安全の達成 

  組織は，品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測

定の一つとして，原子力安全を達成しているかどうかに関して外

部がどのように受けとめているかについての情報を監視する。 

この情報の入手及び使用の方法を「官庁定期報告書作成及び官庁

対応業務要項」に定める。 

 

表３－１ 品質マネジメントシステムの文書 

(3) 二次文書 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 

組織は，組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者へ

の情報の伝達のために，次の事項を含む，実効性のある方法を「外

部コミュニケーション要項」に明確に定め，これを実施する。 

a) 組織の外部の者と効果的に連絡し，適切に情報を通知する方

法 

b) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果

的な連絡方法 

c) 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確

実に提供する方法 

d) 原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把

握し，意思決定において適切に考慮する方法 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 組織は，監視測定の一環として，原子力の安全の確保に対する

組織の外部の者の意見を把握する。 

(2) 組織は，(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を「外

部コミュニケーション要項」に定め，実施する。 

 

 

表３－１ 品質マネジメントシステムの文書 

(3) 二次文書 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

7.2.3 ＱＭ共

通：7-2-4 

外部コミュニケ

ーション要項 

 

 

 

 

発電管理室 

地域共生・広報

室 

第3

条,5

,121

条 

7.2.3 Ｑ Ｍ 共

通：7-2-4 

官庁定期報告書

作成及び官庁対

応業務要項 

発電管理室 第3条 

Ｑ Ｍ 東

Ⅱ：7-2-5 

事故・故障時等対

応要項 

発電管理室 第

3,5,121

条 

8.2.1 ＱＭ共通：

7-2-4 

外部コミュニケ

ーション要項 

 

発電管理室 

地域共生・広報室

第3

条 
8.2.1 ＱＭ共通：

7-2-4 

官庁定期報告書

作成及び官庁対

応業務要項 

発電管理室 第3条 
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③検査の独立性（その他） 

（１）第４章（運転管理）の「検査」に係る用語の記載の適正化 

保安規定第１１条（構成及び定義）及び第２１１条（構成及び定義）に規定するとおり，第４章（運転

管理）の第２項については，運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項（サーベイラン

ス）を規定している。 

 

〇東海第二発電所 

第１１条（構成及び定義） 

２．第３節（運転上の制限）（第７２条（運転上の制限の確認）から第７５条（運転上の制限に関する

記録）を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

  (2) 第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

 

〇敦賀発電所（第２編 ２号炉） 

第２１１条（構成及び定義） 

２．第３節（運転上の制限）（第２８５条（運転上の制限の確認）から第２８８条（運転上の制限に関

する記録）を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

  (2) 第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

 

サーベイランスでは，従来の定期検査時に確認する事項として，一部「機能検査を実施する。」又は「検

査を実施する。」旨の記載があり，サーベイランスと定期事業者検査を兼ねた記載となっている箇所があ

る。 

今回の品管規則における定期事業者検査の独立性の要求事項を満足するためには，定期事業者検査と

兼ねた記載の主語が独立している必要があるが，第４章（運転管理）においては，第１２条に記載のとお

りサーベイランス行為である旨が明確化されるよう，記載の適正化を行う。 
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〇定期事業者検査のプロセスフロー 

<現行>                  <新検査制度運用開始後> 

 

 

 

〇変更内容 

条文 
番号 

名称 変更前 変更後 

19 条 停止余裕 ２．停止余裕が第１項で定める運転上の
制限を満足していることを確認する
ため，次号を実施する。燃料取替終了
後，次号に定める停止余裕の検査を
行うまでは制御棒の引き抜きを行っ
てはならない。 

  (1) 炉心・燃料グループマネージャ
ーは，燃料取替終了後，停止余裕の
検査を 0.38%Δk/k※１の反応度補
正をした状態で実施し，その結果
を発電長に通知する。 

２．停止余裕が第１項で定める運転上の
制限を満足していることを確認する
ため，次号を実施する。燃料取替終了
後，次号に定める停止余裕の確認を
行うまでは制御棒の引き抜きを行っ
てはならない。 

  (1) 炉心・燃料グループマネージャ
ーは，燃料取替終了後，0.38%Δk/k
※１の反応度補正をした状態で停止
余裕を確認し，その結果を発電長
に通知する。 

22 条 制御棒のスク
ラム機能 

機械グループマネージャーは，定検停
止時に制御棒駆動水圧系の検査で，ス
クラム時間が表２２－２に定める値で
あることを確認し，その結果を発電長
に通知する。 

機械グループマネージャーは，定事検
停止時に制御棒駆動水圧系の確認で，
スクラム時間が表２２－２に定める値
であることを確認し，その結果を発電
長に通知する。 

27 条 計測及び制御
設備 

電気・制御グループマネージャーは，チ
ャンネル校正を実施し，運転管理グルー
プマネージャーは論理回路機能検査を
実施する。 

電気・制御グループマネージャーは，チ
ャンネル校正を実施し，運転管理グルー
プマネージャーは論理回路機能を確認
する。 

30 条 主蒸気逃がし
安全弁 

機械グループマネージャーは，定検停
止時に，主蒸気逃がし安全弁の安全弁
機能の設定値が表３０－２に定める値
であることを確認し，その結果を発電
長に通知する。※１ 

※１：主蒸気逃がし安全弁の取替えを実
施する場合は，定期検査前に本検査を行

機械グループマネージャーは，定事検
停止時に，主蒸気逃がし安全弁の安全
弁機能の設定値が表３０－２に定める
値であることを確認し，その結果を発
電長に通知する。※１ 

※１：主蒸気逃がし安全弁の取替えを実
施する場合は，定事検停止前に本確認を
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うことができる。 行うことができる。 

32 条 非常用炉心冷
却系及び原子
炉隔離時冷却
系の系統圧力
監視 

機械グループマネージャーは，定検停止
時に，供用中の漏えい又は水圧検査を実
施し，その結果を発電長に通知する。 

機械グループマネージャーは，定事検停
止時に，供用中の漏えい又は水圧検査の
結果を確認し，その結果を発電長に通知
する。 

 
〇敦賀発電所（第２編 ２号炉） 

保安規定第２３３条（計測及び制御設備）表２３３－７ 中央制御外原子炉停止装置 より 

<変更前> 

 
<変更後> 
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④予防保全を目的とした点検・保修作業を実施する場合のＰＲＡ等の検証 

（１）保安規定の審査基準改正内容 

保安規定の審査基準の改正において，予防保全を目的とした点検・保修作業を行う場合は，原則と

してＡＯＴ内に完了することとし，必要な安全措置を定め，確率論的リスク評価（ＰＲＡ）等を用い

て措置の有効性を検証することが新たに定められた。 

 

〇保安規定の審査基準対照表 

改正後 改正前 

１２．ＬＣＯが設定されている設備等について，予
防保全を目的とした保全作業をその機能が要求され
ている発電用原子炉の状態においてやむを得ず行う
場合には，当該保全作業が限定され，原則としてＡ
ＯＴ内に完了することとし，必要な安全措置を定
め，確率論的リスク評価（ＰＲＡ：Probabilistic 
Risk Assessment）等を用いて措置の有効性を検証
することが定められていること。 

〇予防保全を目的とした保全作業について，やむを
得ず保全作業を行う場合には，法令に基づく点検
及び補修，事故又は故障の再発防止対策の水平展
開として実施する点検及び補修等に限ることが定
められていること。 

（削る） 〇予防保全を目的とした保全作業の実施について，
ＡＯＴ内に完了することが定められていること。

（削る） 〇なお，ＡＯＴ内で完了しないことが予め想定され
る場合には，当該保全作業が限定され，必要な安全
措置を定めて実施することが定められているこ
と。 

 
（２）審査基準との適合性 

保安規定の審査基準においては，予防保全を目的とした点検・保修に対しＰＲＡ等での措置の有効性検

証が求められることから，東海第二第７４条，敦賀２８７条（予防保全を目的とした点検・保修を実施す

る場合）の第１項（ＡＯＴ内の青旗作業），第２項（ＡＯＴ外の青旗作業）それぞれに対し，以下のとお

りＰＲＡ等での検証を規定する。 

第７４条（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 

各マネージャーは，予防保全を目的とした点検・保修を実施するため，計画的に運転上の制限外に移

行する場合は，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置※  １を要求される

完了時間の範囲内で実施する※２。なお，運用方法については，表７３の例に準拠するものとする。 

各マネージャーは，予防保全を目的とした点検・保修を実施するため，計画的に運転上の制限外に移

行する場合であって，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置の要求さ

れる完了時間の範囲を超えて点検・保修を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，原

子炉主任技術者の確認を得て実施する※２。 

※１：措置を定めるにあたっては，確率論的リスク評価等を用いて，措置の有効性を検証する。 

 

（３）運用方法 

新規制基準への適合を検討しているプラントについては，ＰＲＡモデルの高度化を実施している

ところであり，運転開始までにＰＲＡモデルの妥当性確認を実施し，定量的な評価を実施してい

く。 
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なお，長期停止プラントにおいては，燃料の保有する崩壊熱が低下していることに加えて，全燃

料が使用済燃料プールに貯蔵されている状態のため，リスクが潜在する範囲が限定されており，Ｐ

ＲＡを用いずともリスクの所在を特定可能である。 

 したがって，長期停止プラントにおいて予防保全を実施する場合は，使用済燃料プールの温度上

昇と作業時間を考慮し，使用済燃料プールへの冷却が実施できること（手順を含む）を確認する。 
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⑤
記
録
 

（
１
）
実
用
炉

規
則
の
改

正
内
容
 

今
回

の
法
令
改

正
に
つ
い
て
，
保
安
規

定
の
記
録

の
要
求
で

あ
る
，
実
用

炉
規
則
第

６
７
条

，
第
１
４
条
の

３
及
び
第

５
７
条

が
改
正
さ
れ
た

た
め
，

保
安
規
定

第
１
２
０
条
（

記
録
）

を
変
更
す

る
。
 

以
下

に
主
な
対

応
関
係
を
東
海
第
二
発

電
所
の
保

安
規
定
で

示
す
。
（
敦

賀
発
電
所
も
同
様

の
変
更

）
 

実
用

炉
規
則
第

６
７
条
 

東
海

第
二
 
保
安
規

定
第
１
２

０
条
 

 

記
録
事
項
 

記
録

す
べ
き
場
合
 

保
存

期
間
 

一
 
発
電
用
原
子
炉

施
設
の
施
設

管
理
（

第
八
十
一

条
第

一
項
に
規

定
す
る
も

の
を
い
う
。

以
下
こ
の

表
に
お

い
て
同
じ

。
）
に
係

る
記
録
 

 
 

イ
 
使
用
前
確
認
の

結
果
  

 
確

認
の
都

度
 

同
一
事
項

に
関
す
る
次
の

確
認
の

時
ま
で
の

期
間
 

ロ
 
第
八
十
一
条
第

一
項
第
四
号

の
規
定

に
よ
る
施

設
管

理
の
実
施

状
況
及
び

そ
の
担
当
者

の
氏
名
 

 

施
設
管
理

の
実
施

の
都
度
 

 

施
設
管
理

を
実
施
し
た
発

電
用
原

子
炉
施
設

の
解
体
又

は
廃
棄
を
し
た

後
五
年

が
経
過
す

る
ま
で
の

期
間
 

 

ハ
 
第
八
十
一
条
第

一
項
第
五
号

の
規
定

に
よ
る
施

設
管

理
方
針
，

施
設
管
理

目
標
及
び
施

設
管
理
実

施
計
画

の
評
価
の

結
果
及
び

そ
の
評
価
の

担
当
者
の

氏
名
 

 

[
略
] 

評
価
を
実

施
し
た
発
電
用

原
子
炉

施
設
の
施

設
管
理
方

針
，
施
設
管
理

目
標
又

は
施
設
管

理
実
施
計

画
の
改
定
ま
で

の
期
間
 

二
 
運
転
記
録
（
法

第
四
十
三
条

の
三
の

三
十
四
第

二
項

の
認
可
を

受
け
た
発

電
用
原
子
炉

に
係
る
も

の
を
除

く
。
）
 

 

 
 

ル
 
第
八
十
七
条
第

六
号
ロ
の
運

転
上
の

制
限
に
関

す
る

点
検
及
び

運
転
上
の

制
限
か
ら
の

逸
脱
が
あ

っ
た
場

合
に
講
じ

た
措
置
 

そ
の
都
度
 

一
年
間
。

た
だ
し
，
運
転

上
の
制

限
か
ら
の

逸
脱
が
あ

っ
た
場
合
は
，

当
該
記

録
に
つ
い

て
五
年
間

と
す
る
。
 

[
三

～
九
 
略
] 

 
 

十
 
品
質
管
理
規
則

第
四
条
第
三

項
に
規

定
す
る
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書
及

び
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
に
従
っ

た
計
画
，

実
施
，
評
価

及
び
改
善

状
況
の

記
録
（
他

の
号
に
掲

げ
る
も
の
を

除
く
。
）
 

[
略
] 

[
略
] 

  

    
                                

※
２

：
実
用
炉

規
則
第
１
４
条
の
３
，

第
５
７
条

に
基
づ
く

記
録
に
つ
い

て
は
，
表

１
２
０

－
４
，
表
１
２

０
－
５
に

示
す
。
 

 表
１

２
０
－
２

※
９
 

記
録
（
実

用
炉
規
則
第

67
条
に
基

づ
く
記
録

）
 

記
録
す
べ

き
場
合
 

保
存

期
間
 

第
３
条
（
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
計
画
）
４
．
２
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
の
文
書
化
４

．
２
．
１

一
般
 

に
定
め
る
次
の

文
書
 

1
.
品
質
方

針
及
び
品
質
目
標
 

2
.
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
一
次
文

書
 

(1
)品

質
保
証
規
程
 

3
.
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
二
次
文

書
 

(1
)原

子
力
発
電
施
設
の

重
要
度
分

類
基
準
要

項
 

(2
)品

質
管
理
要
項
 

(3
)文

書
取
扱
要
項
 

(4
)品

質
記
録
管
理
要
項
 

(5
)品

質
目
標
及
び
品
質

保
証
計
画

管
理
要
項
 

(6
)マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
要
項
 

(7
)力

量
設
定
管
理
要
項
 

変
更
の
都

度
 

変
更

後
５

年
が
経

過
す

る
ま
で

の
期
間
 

記
録
（
実

用
炉
規
則
第

6
7
条
に
基

づ
く
記
録

）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
１
 

保
存
期
間
 

1.
使

用
前
確
認
の
結
果
 

確
認
の
都
度
 

同
一

事
項

に
関

す
る

次
の

確
認

の
時
ま
で
の

期
間
 

（
中
略
）
 

 2
. 
施
設

管
理
の
実

施
状
況
及

び
そ
の
担
当

者
の
氏
名

※
２
 

(
1
)
 
保

全
活

動
管

理
指

標
の

監
視

結
果

及
び

そ
の

担
当

者
の

氏
名
 

(2
) 

保
全
等
の
結
果
及
び
そ
の

担
当
者

の
氏
名
 

(3
) 

保
全
等
の
結
果
の
確
認
・
評
価
及

び
そ
の
担
当
者

の
氏
名

 (
4
)
不
適

合
管

理
，

是
正

処
置

，
未

然
防

止
処

置
及

び
そ

の
担

当
者

の
氏
名
 

(5
) 

安
全
上
重
要
な
機
器
等
に

つ
い
て

は
，
法
令
に
基

づ
く
必

要
な

手
続
き
の

有
無
及
び
そ
の
内
容（

手
続
き
が
不
要

と
判

断
し

た
場
合
は

そ
の
理
由
を
含
む
）
 

施
設
管
理
の
 

実
施
の
都
度
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
原

子
炉

施
設

の
解

体
又

は
廃

棄
を

し
た

後
５

年
が

経
過

す
る

ま
で

の
期
間
 

 3
. 

施
設
管
理
方
針

，
施
設
管

理
目
標

及
び
施
設
管
理

実
施
計

画
の

評
価
の
結

果
及
び
そ

の
評
価
の
担

当
者
の
氏

名
 

(1
) 

保
全
の
有
効
性
評
価
及
び

そ
の
担

当
者
の
氏

名
 

(2
) 

施
設
管
理
の
有
効
性
評
価

及
び
そ

の
担
当
者

の
氏
名
 

 
評

価
の
都
度
 

評
価

を
実

施
し

た
原

子
炉

施
設

の
施

設
管

理
方

針
，

施
設

管
理

目
標

又
は

施
設

管
理

実
施

計
画
の
改
定

ま
で
の
期

間
 

（
中
略
）
 

24
. 

運
転
上
の
制
限

の
点
検
結

果
及
び

運
転
上
の
制
限

か
ら
の

逸
脱

が
あ
っ
た

場
合
に
講

じ
た
措
置
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
（

運
転
上
の

制
限
を

満
足
し
て

い
な
い
と

判
断
し

た
場
合
は

，
当
該
記

録
に
つ

い
て
５
年
間
）
 

（
以
下
略

）
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実
用

炉
規
則
第

６
７
条
 

東
海

第
二
 
保
安
規

定
第
１
２

０
条
 

(8
)運

転
管
理
業
務
要
項
 

(9
)燃

料
管
理
業
務
要
項
 

(1
0)
放
射

性
廃
棄
物

管
理
業
務

要
項
 

(1
1)
放
射

線
管
理
業

務
要
項
 

(1
2)
施
設

管
理
業
務

要
項
 

(1
3)
原
子

力
災
害
対

策
業
務
要

項
 

(1
4)
安
全

文
化
育
成

・
維
持
活

動
要
項
 

(
15
)リ

ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
運
用

要
項
 

(1
6)
対
外

約
束
事
項

管
理
要
項

 
(1
7)
原
子

炉
施
設
保

安
委
員
会

及
び
原
子
炉

施
設
保
安

運
営
委

員
会
要
項
 

(1
8)
外
部

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
要
項
  

(1
9)
事
故

・
故
障
時

等
対
応
要

項
 

(2
0)
設
計

管
理
要
項
 

(2
1)
調
達

管
理
要
項
 

(2
2)
重
要

設
備
取
引

先
登
録
要

項
 

(2
3)
内
部

監
査
要
項
 

(2
4)
業
務

プ
ロ
セ
ス

レ
ビ
ュ
ー

要
項
 

(
25
)パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
レ
ビ
ュ
ー

要
項
 

(2
6)
試
験

・
検
査
管

理
要
項
 

(2
7)
是
正

処
置
プ
ロ

グ
ラ
ム
管

理
要
項
 

(2
8)
デ
ー

タ
分
析
要

項
 

(2
9)
根
本

原
因
分
析

実
施
要
項

 
4
.
品
管
規

則
の
要
求
事
項
に
基
づ

き
作
成
す

る
手
順
書

，
指
示
書
，

図
面
等
 

5
.
品
管
規
則
の

要
求
事
項

に
基
づ

き
作
成
す
る
次

の
記
録
 

 (
1)
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
の

結
果
の
記

録
 

 
(
2
)
要
員

の
力
量
及
び
教

育
訓
練

そ
の
他
の

措
置
に
係
る
記

録
 

 (
3)
個

別
業
務

に
必

要
な

プ
ロ
セ
ス

及
び

当
該

プ
ロ
セ

ス
を

実
施
し

た
結

果
が

個
別

業
務
等
要

求
事
項
に

適
合
す
る

こ
と
を
実
証

す
る
た
め

に
必
要

な
記
録
 

 (
4)
個

別
業
務

等
要

求
事

項
の
審
査

を
実

施
し

た
記
録

，
及

び
当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ
き
講

じ
た
措
置

に
係
る
記

録
 

 
(
5
)
個
別

業
務
等
要
求
事

項
と
し

て
設
計
開

発
に
用
い
る
情

報
の
記

録
 

 (
6)
設

計
開
発

の
レ

ビ
ュ

ー
の
結
果

の
記

録
，

及
び
当

該
設

計
開
発

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
に
基
づ

き
講
じ
た

措
置
に
係

る
記
録
 

 (
7)
設

計
開
発

の
検

証
の

結
果
の
記

録
，

及
び

当
該
検

証
の

結
果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置
に
係

る
記
録
 

 (
8)
設

計
開
発

妥
当

性
確

認
の
結
果

の
記

録
，

及
び
当

該
設

計
開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果
に
基

づ
き
講
じ

た
措
置
に

係
る
記
録
 

 (
9)
設
計

開
発
の
変
更
の

記
録
 

(1
0)
設

計
開
発

の
変

更
の

レ
ビ
ュ
ー

の
結

果
の

記
録
，

及
び

審
査
，

検
証

及
び

妥
当

性
確
認
の

結
果
の
記

録
並
び
に

そ
の
結
果
に

基
づ
き
講

じ
た
措

置
に
係
る
記
録
 

(1
1)
調

達
物
品

等
の

供
給

者
等
の
評

価
の

記
録

，
及
び

当
該

評
価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ
た
措

置
に
係
る

記
録
 

(
1
2
)
個
別

業
務
の
実
施
に

係
る
プ

ロ
セ
ス
の

妥
当
性
確
認
の

記
録
 

(
1
3
)
機
器

等
又
は
個
別
業

務
に
関

す
る
ト
レ

ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

の
記
録
 

(
1
4
)
組
織

の
外
部
の
者
の

物
品
に

関
し
て
，

組
織
が
必
要
と

判
断
し

た
場
合
の

記
録
 

(1
5)
校
正

又
は
検
証
の
根

拠
の
記

録
 

(1
6)
監

視
測
定

の
た

め
の

設
備
に
係

る
要

求
事

項
へ
の

不
適

合
が
判

明
し

た
場

合
の

従
前
の
監

視
測
定
の

結
果
の
妥

当
性
を
評
価

し
た
記
録
 

(
1
7
)
監
視

測
定
の
た
め
の

設
備
の

校
正
及
び

検
証
の
結
果
の

記
録
 

(1
8)
内
部

監
査
の
結
果
の

記
録
 

(
1
9
)
使
用

前
事
業
者
検
査

等
又
は

自
主
検
査

等
の
結
果
に
係

る
記
録
 

(2
0)
プ

ロ
セ
ス

の
次

の
段

階
に
進
む

こ
と

の
承

認
を
行

っ
た

要
員
を

特
定

す
る

こ
と

が
で
き
る

記
録
 

(
2
1
)
不
適

合
の
内
容
の
記

録
及
び

当
該
不
適

合
に
対
し
て
講

じ
た
措

置
に
係
る

記
録
 

(
2
2
)
講
じ

た
全
て
の
是
正

処
置
及

び
そ
の
結

果
の
記
録
 

(
2
3
)
講
じ

た
全
て
の
未
然

防
止
処

置
及
び
そ

の
結
果
の
記
録

 

作
成
の
都

度
 

５
年
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実
用

炉
規
則
改
正
 

東
海

第
二
 
保

安
規
定
第
１
２

０
条
 

実
用
炉

規
則

第
14

条
の
3 

  使
用
前
事

業
者
検
査

の
結
果
の

記
録
は
，
次

に
掲
げ
る

事
項
を

記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

 
一
 
検
査

年
月
日
 

二
 
検
査

の
対
象
 

三
 
検
査

の
方
法
 

四
 
検
査

の
結
果
 

五
 
検
査

を
行
っ
た
者
の

氏
名
 

六
 
検
査

の
結
果
に
基
づ

い
て
補
修

等
の
措
置

を
講
じ
た

と
き
は
，
そ

の
内
容
 

七
 
検
査

の
実
施
に
係
る

組
織
 

八
 
検
査

の
実
施
に
係
る

工
程
管
理
 

九
 
検
査

に
お
い
て
役
務

を
供
給
し

た
事
業
者

が
あ
る
場

合
に
は
，
当

該
事
業
者

の
管
理
に

関
す
る
事
項
 

十
 
検
査

記
録
の
管
理
に

関
す
る
事

項
 

十
一
 検

査
に
係
る
教
育

訓
練
に
関

す
る
事
項
 

 ２
 
使
用

前
事
業
者
検
査

の
結
果
の

記
録
は
，

当
該
使
用

前
事
業
者
検

査
に
係
る

発
電
用
原

子
炉
施
設
の

存
続
す
る

期
間
保

存
す

る
も

の
と
す
る

。（
溶
接
に
係
る

使
用
前

事
業
者
検

査
を
行
っ
た

旨
の
表
示

）
 

   実
用
炉

規
則

第
57

条
 

定
期

事
業
者
検

査
の
結
果

の
記
録
は
，

次
に
 

 （
中
略
）
 

      六
 
検
査

の
結
果
に
基
づ

い
て
補
修

等
の
措
置

を
講
じ
た

（
略
）
 

七
 
検
査

の
実
施
に
係
る

組
織
 

八
 
検
査

の
実
施
に
係
る

工
程
管
理
 

九
 
検
査

に
お
い
て
役
務

を
供
給
し

た
事
業
者

が
あ
る
場

合
に
は
，
当

該
事
業
者

の
管
理
に

関
す
る
事
項
 

十
 
検
査

記
録
の
管
理
に

関
す
る
事

項
 

十
一
 検

査
に
係
る
教
育

訓
練
に
関

す
る
事
項
 

   ２
 
定
期

事
業
者
検
査
の

結
果
の
記

録
は
，
そ

の
発
電
用

原
子
炉
施
設

が
廃
棄
さ

れ
た
後
五

年
が
経
過
す

る
ま
で
の

間
保
存

す
る

も
の
と
す

る
。
 

                 

表
１
２
０

－
４
 

記
録
（
実
用
炉

規
則
第

1
4
条
の

3
に
基

づ
く
記
録

）
 

保
存
期
間
 

1
.
使
用
前

事
業
者
検

査
の
結
果
 

 
(1
) 
検

査
年
月
日
 

(
2
)
 
検
査
の
対
象
 

 
(3
) 
検

査
の
方
法
 

 
 
(
4
)
 検

査
の
結
果
 

  
(5
) 
検

査
を
行
っ
た
者

の
氏
名
 

 
 
(
6
) 

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ
た

と
き

は
,

そ
の

内
容
 

当
該
使
用

前
事
業
者

検
査
に
係

る
 

発
電
用
原

子
炉
施
設

の
存
続
す

る
期
間
 

  
(7
) 
検

査
の
実
施
に
係

る
組
織
 

  
(8
) 
検

査
の
実
施
に
係

る
工
程

管
理
 

 
 
(
9
) 

検
査
に

お
い

て
役

務
を
供

給
し
た

事
業

者
が

あ
る
場
合

に
は
,
当

該
事

業
者
の
管

理
に
関
す
る
事
項
 

 (
10
) 
検

査
記
録
の
管
理

に
関
す

る
事
項
 

 (
11
) 
検

査
に
係
る
教
育

訓
練
に

関
す
る
事

項
 

  表
１
２
０

－
５
 

記
録
（
実

用
炉
規
則
第

5
7
条
に
基
づ
く

記
録
）
 

保
存
期
間
 

 1
.定

期
事
業

者
検
査
の

結
果
 

 
(1
) 
検

査
年
月
日
 

(
2
)
 
検
査
の
対
象
 

 
(3
) 
検

査
の
方
法
 

 
 
(
4
)
 検

査
の
結
果
 

  
(5
) 
検

査
を
行
っ
た
者

の
氏
名
 

 
 
(
6
) 

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ
た

と
き

は
,

そ
の

内
容
 

  
(7
) 
検

査
の
実
施
に
係

る
組
織
 

  
(8
) 
検

査
の
実
施
に
係

る
工
程

管
理
 

 
 
(
9
) 

検
査
に

お
い

て
役

務
を
供

給
し
た

事
業

者
が

あ
る
場
合

に
は
,
当

該
事

業
者
の
管

理
に
関
す
る
事
項
 

 (
10
) 
検

査
記
録
の
管
理

に
関
す

る
事
項
 

 (
11
) 
検

査
に
係
る
教
育

訓
練
に

関
す
る
事

項
 

 

そ
の

発
電
用
原

子
炉
施
設
が
 

廃
棄

さ
れ
た
後

５
年
が
経
過
す

る
ま
で
 

の
期

間
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⑥用語の変更 

 事業者検査化及び法令用語の変更に伴い，以下のとおり保安規定全般の用語の変更を行う。 

〇東海第二発電所 

保安規定記載箇所 変更内容 

第９条の２（電気主任技術者及びボイラー・タービン
主任技術者の職務等） 

・溶接事業者検査及び定期事業者検査  
⇒ 使用前事業者検査 

・事業者検査化に伴い（５）の国の検査への立ち会
い等を削除 

第３条（品質マネジメントシステム計画） 
第５条（保安に関する職務） 
第７条（原子炉施設保安運営委員会） 
第８条（原子炉主任技術者の選任） 
第１１条（構成及び定義） 
第１１条の２（原子炉の運転期間）※ 
第１６条（原子炉起動前の確認事項） 
第２２条（制御棒のスクラム機能） 
第２４条（ほう酸水注入系） 
第２７条（計測及び制御設備） 
第３０条（主蒸気逃がし安全弁） 
第３２条（非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却

系の系統圧力監視） 
第３９条（非常用炉心冷却系その１） 
第４１条（原子炉隔離時冷却系） 
第４２条（主蒸気隔離弁） 
第４３条（格納容器及び格納容器隔離弁） 
第４４条（サプレッション・チェンバからドライウ

ェルへの真空破壊弁） 
第４７条（可燃性ガス濃度制御系） 
第４９条（原子炉建屋） 
第５０条（原子炉建屋給排気隔離弁） 
第５１条（原子炉建屋ガス処理系） 
第５２条（残留熱除去系海水系） 
第５３条（非常用ディーゼル発電機海水系） 
第５４条（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海

水系） 
第５７条（中央制御室非常用換気空調系） 
第６０条（非常用ディーゼル発電機その１） 
第６３条（直流電源その１） 
第８１条（燃料の検査） 
第８２条（燃料の取替実施計画） 
第８章 施設管理 
第１１８条（所員への保安教育） 
第１１９条（協力企業従業員への保安教育） 
第１２０条（記録） 
添付４ 長期施設管理方針（第１０７条の６関連） 
 

・使用前検査 
 ⇒ 使用前確認又は使用前事業者検査 
・保守管理 ⇒ 施設管理 
・溶接事業者検査 ⇒ 使用前事業者検査 
・施設定期検査 ⇒ 定期事業者検査 
・（以下「定期検査」という） ⇒ “削除” 
・定検 ⇒ 定事検 
・保守，点検 ⇒ 保全又は施設管理 

※ 改正実用炉規則第５５条第３項では運転中の定期事業者検査について規定があるため，保安規定第１１条の２で，第４章運転管理

における「定期事業者検査」が，変更前の保安規定記載の「定期検査」と同義であることを明確化するため「定期事業者検査（実

用炉規則第５５条第３項の規定を適用して行うものを除く。以下，本章において同じ。）」と記載している。 
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〇敦賀発電所（第２編 ２号炉） 

保安規定記載箇所 変更内容 

第２０９条の２（電気主任技術者及びボイラー・ター
ビン主任技術者の職務等） 

・溶接事業者検査及び定期事業者検査  
⇒ 使用前事業者検査 

・事業者検査化に伴い（５）の国の検査への立ち会
い等を削除 

第２０３条（品質マネジメントシステム計画） 
第２０５条（保安に関する職務） 
第２０７条（原子炉施設保安運営委員会） 
第２０８条（原子炉主任技術者の選任） 
第２１１条の２（原子炉の運転期間）※ 
第２１６条（原子炉起動前の確認事項） 
第２２２条（制御棒動作機能） 
第２２４条（制御棒位置指示） 
第２２６条（炉物理検査－モード２－） 
第２３３条（計測及び制御設備） 
第２４３条（加圧器安全弁） 
第２４４条（加圧器逃がし弁） 
第２４５条（低温過加圧防護） 
第２４６条（１次冷却材漏えい率） 
第２４７条（蒸気発生器細管漏えい監視） 
第２４８条（余熱除去系への漏えい監視） 
第２５１条（非常用炉心冷却系－モード１，２及び

３－） 
第２５２条（非常用炉心冷却系－モード４－） 
第２５５条（原子炉格納容器） 
第２５６条（原子炉格納容器スプレイ系） 
第２５７条（アニュラス空気浄化系） 
第２５８条（アニュラス） 
第２５９条（主蒸気安全弁） 
第２６０条（主蒸気隔離弁） 
第２６１条（主給水隔離弁，主給水制御弁及び主給

水バイパス制御弁） 
第２６２条（主蒸気逃がし弁） 
第２６３条（補助給水系） 
第２６５条（原子炉補機冷却水系） 
第２６６条（原子炉補機冷却海水系） 
第２６７条（中央制御室非常用循環系） 
第２６８条（安全補機室空気浄化系） 
第２６９条（燃料取扱棟空気浄化系） 
第２７２条（ディーゼル発電機－モード１，２，３

及び４－） 
第２７５条（非常用直流電源－モード１，２，３及

び４－） 
第３０２条（燃料の検査） 
第３０３条（燃料の取替等） 
第８章 施設管理 
第３３９条（所員への保安教育） 
第３４０条（協力企業従業員への保安教育） 
第３４１条（記録） 
添付２－４ 長期施設管理方針（第３２８条の６関

連） 

・使用前検査 
 ⇒ 使用前確認又は使用前事業者検査 
・保守管理 ⇒ 施設管理 
・溶接事業者検査 ⇒ 使用前事業者検査 
・施設定期検査 ⇒ 定期事業者検査 
・（以下「定期検査」という） ⇒ “削除” 
・定検 ⇒ 定事検 
・保守，点検 ⇒ 保全又は施設管理 

※ 改正実用炉規則第５５条第３項では運転中の定期事業者検査について規定があるため，保安規定第１１条の２で，第４章運転管理

における「定期事業者検査」が，変更前の保安規定記載の「定期検査」と同義であることを明確化するため「定期事業者検査（実

用炉規則第５５条第３項の規定を適用して行うものを除く。以下，本章において同じ。）」と記載している。 
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〇東海発電所 

保安規定記載箇所 変更内容 

第４条（品質マネジメントシステム計画） 
第６条（保安に関する職務） 
第８条（委員会の審議事項） 
第７章 施設管理 
第５２条（所員への保安教育） 
第５３条（協力企業従業員への保安教育） 
第５４条（記録） 
 

・使用前検査 
 ⇒ 使用前確認又は使用前事業者検査 
・保守管理 ⇒ 施設管理 
・溶接事業者検査 ⇒ 使用前事業者検査 
・施設定期検査 ⇒ 定期事業者検査 
・（以下「定期検査」という） ⇒ “削除” 
・定検 ⇒ 定事検 
・保守，点検 ⇒ 保全又は施設管理 

 

〇敦賀発電所（第１編 １号炉） 

保安規定記載箇所 変更内容 

第３条（品質マネジメントシステム計画） 
第５条（保安に関する職務） 
第７条（原子炉施設保安運営委員会） 
第８章 施設管理 
第１３９条（所員への保安教育） 
第１４０条（協力企業従業員への保安教育） 
第１４１条（記録） 
 

・使用前検査 
 ⇒ 使用前確認又は使用前事業者検査 
・保守管理 ⇒ 施設管理 
・溶接事業者検査 ⇒ 使用前事業者検査 
・施設定期検査 ⇒ 定期事業者検査 
・（以下「定期検査」という） ⇒ “削除” 
・定検 ⇒ 定事検 
・保守，点検 ⇒ 保全又は施設管理 
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の
第

２
編
（

運
転

段
階
の

発
電

用
原
子

炉
施

設
編
）

 
変
更
後

の
第

１
編
（

廃
止
措

置
段

階
の
発

電
用

原
子
炉

施
設

編
）
 

（
記
録
）
 

第
３
４
１

条
 

各
室
長

及
び

各
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー

は
，

表
３
４

１
－

１
，

表
３
４

１
－

３
，

表
３
４

１
－

４
及
び

表
３

４
１

－
５
に

定

め
る
保
安

に
関
す
る

記
録
を
適

正
に
作
成
し

，
保

存
す
る
。（

た
だ
し

，
表
３
４
１

－
１
の
う
ち
，
１

．
の
記
録

は
保
存
の

み
と
す

る
。
）
な

お
，
記
録
を
作

成
す
る
場

合
は
，
法

令
に
定
め

る
記
録
に
関

す
る
事
項

を
遵
守
す

る
。
 

２
．
組
織

は
，
表

３
４
１
－
２

に
定
め

る
保
安
に

関
す
る
記
録

を
適
正
に

作
成
し
，
保
存
す

る
。
な
お
，
記
録
を
作
成

す
る
場
合
は

，

法
令
に
定

め
る
記
録

に
関
す
る

事
項
を
遵
守

す
る
。
 

  表
３
４
１
－
１
 

記
録
（
実
用
炉

規
則
第

6
7
条
に
基
づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
１
 

保
存
期
間
 

1
.
 
使
用
前
確

認
の
結
果
 

確
認
の
都
度
 

同
一

事
項

に
関

す
る

次
の

確
認

の
時
ま
で
の
期

間
 

2
.
 
施
設
管
理

の
実
施
状
況
及
び

そ
の
担

当
者
の
氏

名
※
２
 

(1
)
 保

全
活
動

管
理
指
標

の
監
視
結
果

及
び
そ
の

担
当
者
の

氏
名
 

(2
)
 保

全
等
の

結
果
及
び

そ
の
担
当
者

の
氏
名
 

(3
)
 保

全
等
の

結
果
の
確

認
・
評
価
及

び
そ
の
担

当
者
の
氏

名
 

(4
)
 不

適
合
管

理
，
是
正

処
置
，
未
然

防
止
処
置

及
び
そ
の

担
当

者
の
氏
名
 

(5
)
 安

全
上
重

要
な
機
器

等
に
つ
い
て

は
，
法
令

に
基
づ
く

必
要

な
手
続
き

の
有
無
及
び
そ

の
内
容
（
手
続
き

が
不
要
と

判
断
し

た
場
合
は

そ
の
理
由
を
含

む
）
 

施
設
管
理
の
 

実
施
の
都
度
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
原

子
炉

施
設

の
解

体
又

は
廃

棄
を

し
た

後
５

年
が

経
過

す
る

ま
で

の
期

間
 

3
.
 
施
設
管
理

方
針
，
施
設
管
理

目
標
及

び
施
設
管

理
実
施
計
画

の

評
価
の
結

果
及
び
そ
の
評

価
の
担

当
者
の
氏

名
 

(1
)
 保

全
の
有

効
性
評
価

及
び
そ
の
担

当
者
の
氏

名
 

(2
)
 施

設
管
理

の
有
効
性

評
価
及
び
そ

の
担
当
者

の
氏
名
 

 

評
価
の
都
度
 

評
価

を
実

施
し

た
原

子
炉

施
設

の
施

設
管

理
方

針
，

施
設

管
理

目
標

又
は

施
設

管
理

実
施

計
画

の
改
定
ま
で
の

期
間
 

4
.
 
熱
出
力
 

原
子

炉
に
１
体

以
上
燃
料

が
装

荷
さ
れ
て

い
る
場
合

連
続
し
て
 

１
０
年
間
 

5
.
 
炉
心
の
中

性
子
束
密
度
 

１
０
年
間
 

１
０
年
間
 

6
.
 
炉
心
の
温

度
 

7
.
 
冷
却
材
入

口
温
度
 

モ
ー
ド
１
及
び

２
 

に
お

い
て
１
時

間
毎
 

１
０
年
間
 

8
.
 
冷
却
材
出

口
温
度
 

１
０
年
間
 

9
.
 
冷
却
材
圧

力
 

１
０
年
間
 

10
. 

冷
却
材
流
量
 

１
０
年
間
 

11
. 

制
御
棒
位
置
 

１
年
間
 

12
. 

原
子
炉
に
使
用
し
て
い
る

冷
却
材

及
び
減
速

材
の
純
度
並

び
に

こ
れ
ら
の

毎
日
の
補
給
量
 

モ
ー
ド
１
及
び

２
 

に
お

い
て
毎
日

１
回
 

１
年
間
 

13
. 

原
子
炉
内
に
お
け
る
燃
料

体
の
配

置
 

配
置

又
は
配
置
替
え

の

都
度
 

取
出

後
１
０
年
間
 

14
. 

運
転
開
始
前
の
点
検
結
果

 
開

始
の
都
度
 

１
年
間
 

15
. 

運
転
停
止
後
の
点
検
結
果

 
停

止
の
都
度
 

１
年
間
 

16
. 

運
転
開
始
日
時
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
 

17
. 

臨
界
到
達
日
時
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
 

18
. 

運
転
切
替
日
時
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
 

19
. 

緊
急
し
ゃ
断
日
時
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
 

20
. 

運
転
停
止
日
時
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
 

21
. 

警
報
装
置
か
ら
発
せ
ら
れ

た
警
報

※
３
の
内

容
 

 
そ

の
都
度
 

１
年
間
 

22
. 

運
転
責
任
者
の
氏
名
及
び

運
転
員

の
氏
名
並

び
に
こ
れ
ら

の
者

の
交
代
の

日
時
及
び
交
代

時
の
引

継
事
項
 

交
代
の
都
度
 

１
年
間
 

（
記

録
）
 

第
１

４
１

条
 

各
室
長

及
び
各
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，

表
１
４
１
－

１
，

表
１

４
１
－
３
，

表
１

４
１

－
４
及

び
表
１
４

１
－

４
の
２

に
定
め
る

保
安
に
関

す
る
記
録
を

適
正
に
作

成
し
，
保
存
す
る
。（

た
だ
し
，
表
１
４
１
－

１
の
う
ち
，
１
．
及
び
２
．
の
記
録
は

保
存
の
み

と
す
る
。
）
な

お
，
記
録

を
作
成
す

る
場
合
は
，
法

令
に
定

め
る
記
録

に
関
す
る
事

項
を
遵
守

す
る
。
 

２
．
組

織
は
，
表
１

４
１
－
２
に

定
め
る
保

安
に
関
す

る
記
録
を
適

正
に
作
成

し
，
保
存
す

る
。
な
お
，
記
録
を

作
成
す

る
場
合
は
，

法
令
に
定

め
る
記
録

に
関
す
る
事

項
を
遵
守

す
る
。
 

３
．

 各
室
長
及
び

各
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
は

，
表
１
４

１
－
５
に
定

め
る
保
安

に
関
す
る

記
録
を
保
存

す
る
。
 

 表
１

４
１
－
１
 

記
録
（
実

用
炉
規
則
第

67
条
に
基

づ
く
記
録

）
 

記
録
す
べ

き
場
合

※
１
 

保
存

期
間
 

1
.
使

用
前
確
認

の
結
果
 

確
認
の
都

度
 

同
一

事
項

に
関

す
る

次
の

確
認

の
時

ま
で
の
期
間
 

 
2
．

施
設
管
理
の
実

施
状
況
及

び
そ
の

担
当
者
の
氏
名

※
２
 

(1
)保

全
活
動
管
理

指
標
の
監
視

結
果
及
び
そ

の
担
当
者

の
氏
名
 

(2
)保

全
の
結
果
及

び
そ
の
担
当

者
の
氏
名
 

(3
)保

全
の
結
果
の

確
認
・
評
価

及
び
そ
の
担

当
者
の
氏

名
 

(4
)保

全
の
不
適
合

管
理
，
是
正

処
置
，
未
然

防
止
処
置

及
び
そ
の
担

当

者
の
氏
名
 

(
5
)
安

全
上

重
要

な
機

器
等

に
つ

い
て

は
，

法
令

に
基

づ
く
必

要
な

手

続
き

の
有

無
及

び
そ

の
内

容
（

手
続

き
が

不
要

と
判

断
し

た
場

合

は
そ
の
理

由
を
含
む
）
 

施
設
管
理

の
 

実
施
の
都

度
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
原

子
炉

施
設

の
解

体
又

は
廃

棄
を

し
た

後
５

年
が

経
過

す
る

ま
で

の
期

間
 

3
．
施
設
管

理
に
関
す

る
方
針
，
施
設
管
理

の
目
標
及

び
施
設
管

理
の

実
施

に
関

す
る

計
画

の
評

価
の

結
果

及
び

そ
の

評
価

の
担

当
者

の
氏

名
 

(1
) 

保
全
の
有
効
性

評
価
及
び

そ
の
担

当
者
の
氏
名
 

(2
) 

施
設
管
理
の
有

効
性
評
価

及
び
そ

の
担
当
者
の
氏

名
 

評
価
の
都

度
 

評
価

を
実

施
し

た
原

子
炉

施
設

の
施

設
管

理
に

関
す

る
方

針
，

施
設

管
理

の
目

標
又

は
施

設
管

理
の

実
施

に
関

す
る

計
画

の
改

定
ま

で
の
期
間
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の
第

２
編
（

運
転

段
階
の

発
電

用
原
子

炉
施

設
編
）

 
変
更
後

の
第

１
編
（

廃
止
措

置
段

階
の
発

電
用

原
子
炉

施
設

編
）
 

23
. 

運
転
上
の
制
限
の
点
検
結

果
及
び

運
転
上
の

制
限
か
ら
の

逸
脱

が
あ
っ
た

場
合
に
講
じ
た

措
置
 

そ
の
都
度
 

１
年

間
（

運
転
上
の

制
限
を
満
足

し
て

い
な
い
と

判
断
し
た

場
合

は
，

当
該
記
録

に
つ
い
て

５
年

間
）
 

24
. 

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設

内
に
お

け
る
燃
料

体
の
配
置
 

配
置

又
は
配
置
替
え

の

都
度
 

５
年
間
 

25
. 

使
用
済
燃
料
の
払
出
し
時

に
お
け

る
放
射
能

の
量
 

払
出
し
の

都
度
 

１
０
年
間
 

26
. 

燃
料
体
の
形
状
又
は
性
状

に
関
す

る
検
査
の

結
果
 

挿
入

前
及
び
取

出
後
 

取
出

後
１
０
年
間
 

27
. 

原
子
炉
本
体
，
使
用
済
燃

料
の
貯

蔵
施
設
，

放
射
性
廃
棄

物
の

廃
棄
施
設

等
の
放
射
線
遮

蔽
物
の

側
壁
に
お

け
る
線
量
当
量

率
 

毎
日
運
転
中
１

回
 

１
０
年
間
 

28
. 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口

又
は
排

気
監
視
設

備
及
び
排
水

口
又

は
排
水
監

視
設
備
に
お
け

る
放
射

性
物
質
の

１
日
間
及
び
３

月

間
に
つ
い

て
の
平
均
濃
度
 

１
日
間
の
平
均

濃
度
に

あ
っ
て
は
毎
日

１
回
，
３

月
間
の
平
均
濃

度
に
あ

っ
て
は
３
月
毎

に
 

１
回
 

１
０
年
間
 

29
. 

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部

放
射
線

に
係
る
１

週
間
の
線
量

当

量
，
空
気

中
の
放
射
性
物

質
の
１

週
間
に
つ

い
て
の
平
均
濃

度

及
び
放
射

性
物
質
に
よ
っ

て
汚
染

さ
れ
た
物

の
表
面
の
放
射

性

物
質
の
密

度
 

毎
週
１
回
 

１
０
年
間
 

30
. 

放
射
線
業
務
従
事
者
の
４

月
１
日

を
始
期
と

す
る
１
年
間

の
線

量
，
女
子

※
４
の
放
射
線

業
務
従
事

者
の
４
月

１
日
，
７
月
１

日
，

１
０
月
１

日
及
び
１
月
１

日
を
始

期
と
す
る

各
３
月
間
の
線

量

並
び
に
本

人
の
申
出
等
に

よ
り
妊

娠
の
事
実

を
知
る
こ
と
と

な

っ
た
女
子

の
放
射
線
業
務

従
事
者

に
あ
っ
て

は
出
産
ま
で
の

間

毎
月
１
日

を
始
期
と
す
る

１
月
間

の
線
量
 

１
年

間
の
線
量
に
あ

っ

て
は
毎
年
度
１

回
，
３

月

間
の

線
量
に
あ
っ
て

は

３
月
毎
に
１
回
，
１
月

間

の
線

量
に
あ
っ
て
は

１

月
毎
に
１
回
 

※
５
 

31
. 

４
月
１
日
を
始
期
と
す
る

１
年
間

の
線
量
が

２
０
ミ
リ
シ

ー
ベ

ル
ト
を
超

え
た
放
射
線
業

務
従
事

者
の
当
該

１
年
間
を
含
む

原

子
力
規
制

委
員
会
が
定
め

る
５
年

間
の
線
量
 

原
子

力
規
制
委
員
会

が

定
め

る
５
年
間
に
お

い

て
毎
年
度

１
回
 

※
５
 

32
. 

放
射
線
業
務
従
事
者
が
緊

急
作
業

に
従
事
し

た
期
間
の
始

期
及

び
終
期
並

び
に
放
射
線
業

務
従
事

者
の
当
該

期
間
の
線
量
 

そ
の
都
度
 

※
５
 

33
. 

放
射
線
業
務
従
事
者
が
当

該
業
務

に
就
く
日

の
属
す
る
年

度
に

お
け
る
当

該
日
以
前
の
放

射
線
被

ば
く
の
経

歴
及
び
原
子
力

規

制
委
員
会

が
定
め
る
５
年

間
に
お

け
る
当
該

年
度
の
前
年
度

ま

で
の
放
射

線
被
ば
く
の
経

歴
 

そ
の

者
が
当
該
業
務

に
 

就
く
時
 

※
５
 

34
. 

発
電
所
の
外
に
お
い
て
運

搬
し
た

核
燃
料
物

質
等
の
種
類

別
の

数
量
，
そ

の
運
搬
に
使
用

し
た
容

器
の
種
類

並
び
に
そ
の
運

搬

の
日
時
及

び
経
路
 

運
搬
の
都
度
 

１
年
間
 

35
. 

廃
棄
施
設
に
廃
棄
し
た
放

射
性
廃

棄
物
の
種

類
，
当
該
放

射
性

廃
棄
物
に

含
ま
れ
る
放
射

性
物
質

の
数
量
，

当
該
放
射
性
廃

棄

物
を
容
器

に
封
入
し
，
又

は
容
器

と
一
体
的

に
固
型
化
し
た

場

合
に
は
当

該
容
器
の
数
量

及
び
比

重
並
び
に

そ
の
廃
棄
の
日

，

場
所
及
び

方
法
 

廃
棄
の
都
度
 

※
６
 

36
. 

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に

封
入
し

，
又
は
容

器
に
固
型
化

し
た

場
合
に
は

，
そ
の
方
法
 

 

封
入

又
は
固
型

化
の
 

都
度
 

※
６
 

37
. 

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染

の
広
が

り
の
防
止

及
び
除
去
を

行
っ

た
場
合
に

は
，
そ
の
状
況

及
び
担

当
者
の
氏

名
 

広
が

り
の
防
止

及
び
 

除
去
の
都
度
 

１
年
間
 

38
. 

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の

日
時
 

そ
の
都
度
 

※
６
 

39
. 

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に

際
し
て

採
っ
た
処

置
 

そ
の
都
度
 

※
６
 

40
. 

事
故
の
原
因
 

そ
の
都
度
 

※
６
 

41
. 

事
故
後
の
処
置
 

そ
の
都
度
 

※
６
 

      

4
．

使
用
済
燃
料
の

貯
蔵
施
設
内

に
お
け

る
燃
料
体
の
配

置
 

配
置

又
は
配
置

替
え
の

都
度
 

５
年

間
 

5
．

使
用
済
燃
料
の

払
出
し
時
に

お
け
る

放
射
能
の
量
 

払
出
し
の
都
度
 

１
０

年
間
 

6
．
使

用
済
燃
料

の
貯
蔵
施

設
の
放
射
線

遮
蔽
物
の

側
壁
に
お

け
る
線

量
当
量
率
 

毎
日
１
回
 

１
０

年
間
 

7
．
放

射
性
廃
棄

物
の
廃
棄

施
設
等
の
放

射
線
遮
蔽

物
の
側
壁

に
お
け

る
線

量
当
量
率
 

毎
週
１
回
 

１
０

年
間
 

8
.
 
放

射
性

廃
棄

物
の

排
気

口
又

は
排

気
監

視
設

備
及

び
排

水
口

又

は
排

水
監

視
設

備
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
１

日
間

及
び

３
月

間
に
つ
い

て
の
平
均
濃
度
 

１
日

間
の
平
均

濃
度
に

あ
っ

て
は
毎
日
１
回
，
３

月
間

の
平
均
濃

度
に
あ

っ
て

は
３
月
毎

に
１
回
 

１
０

年
間
 

9
．

管
理
区
域
に
お

け
る
外
部
放

射
線
に

係
る
１
週
間
の

線
量
当

量
，

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

１
週

間
に

つ
い

て
の

平
均

濃
度

及
び

放
射

性
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

表
面

の
放

射
性

物
質

の
密
度
 

毎
週
１
回
 

１
０

年
間
 

1
0
．

放
射

線
業

務
従

事
者

の
４

月
１

日
を

始
期

と
す

る
１

年
間

の
線

量
，
女
子

※
３
の
放

射
線
業
務
従
事

者
の
４
月

１
日
，
７

月
１
日
，

１
０

月
１

日
及

び
１

月
１

日
を

始
期

と
す

る
各

３
月

間
の

線
量

並
び

に
本

人
の

申
出

等
に

よ
り

妊
娠

の
事

実
を

知
る

こ
と

と
な

っ
た

女
子

の
放

射
線

業
務

従
事

者
に

あ
っ

て
は

出
産

ま
で

の
間

毎
月
１
日
を
始

期
と
す
る

１
月
間

の
線
量
 

１
年

間
の
線
量

に
あ
っ

て
は

毎
年
度
１
回
，
３
月

間
の

線
量
に
あ

っ
て
は

３
月

毎
に
１
回
，
１

月
間

の
線

量
に
あ
っ

て
は
１

月
毎
に
１

回
 

※
４
 

1
1
．
４
月

１
日
を
始

期
と
す
る

１
年
間
の
線

量
が
２
０

ミ
リ
シ

ー
ベ
ル

ト
を

超
え

た
放

射
線

業
務

従
事

者
の

当
該

１
年

間
を

含
む

原
子

力
規
制
委
員
会

が
定
め
る

５
年
間

の
線
量
 

原
子

力
規
制
委

員
会
が

定
め

る
５
年
間

に
お
い

て
毎
年
度
１
回
 

※
４
 

1
2
.
 
放

射
線

業
務

従
事

者
が

緊
急

作
業

に
従

事
し

た
期

間
の

始
期

及

び
終
期
並
び
に

放
射
線
業

務
従
事

者
の
当
該
期
間

の
線
量
 

そ
の
都
度
 

※
４
 

1
3
.
 
放

射
線

業
務

従
事

者
が

当
該

業
務

に
就

く
日

の
属

す
る

年
度

に

お
け

る
当

該
日

以
前

の
放

射
線

被
ば

く
の

経
歴

及
び

原
子

力
規

制
委

員
会

が
定

め
る

５
年

間
に

お
け

る
当

該
年

度
の

前
年

度
ま

で
の
放
射
線
被

ば
く
の
経

歴
 

そ
の

者
が
当
該

業
務
に

就
く
時
 

※
４
 

1
4
.
 
発

電
所

の
外

に
お

い
て

運
搬

し
た

核
燃

料
物

質
等

の
種

類
別

の

数
量
，
そ
の
運

搬
に
使
用

し
た
容
器
の

種
類
並
び

に
そ
の
運

搬
の

日
時
及
び
経
路
 

運
搬
の
都

度
 

１
年

間
 

15
. 

廃
棄
施
設
に
廃

棄
し
た
放

射
性
廃

棄
物
の
種
類
，
当
該
放

射
性
廃

棄
物
に
含
ま
れ

る
放
射
性

物
質
の

数
量
，
当
該
放

射
性
廃
棄

物
を

容
器
に
封
入
し

，
又
は
容

器
と
一
体
的

に
固
型
化

し
た
場
合

に
は

当
該
容
器
の
数

量
及
び
比

重
並
び

に
そ
の
廃
棄
の

日
，
場
所

及
び

方
法
 

廃
棄
の
都

度
 

※
５
 

16
. 

放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に

封
入
し

，
又

は
容
器
に

固
型
化

し
た
場

合
に
は
，
そ
の

方
法
 

 

封
入
又
は
固
型

化
の
 

都
度
 

※
５
 

1
7
.
 
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
の

広
が

り
の

防
止

及
び

除
去

を
行

っ

た
場
合
に
は
，

そ
の
状
況

及
び
担

当
者
の
氏
名
 

広
が
り
の
防
止

及
び
 

除
去
の
都

度
 

１
年

間
 

18
. 

事
故
の
発
生
及

び
復
旧
の

日
時
 

そ
の
都
度
 

※
５
 

19
. 

事
故
の
状
況
及

び
事
故
に

際
し
て

採
っ
た
処
置
 

そ
の
都
度
 

※
５
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の
第

２
編
（

運
転

段
階
の

発
電

用
原
子

炉
施

設
編
）

 
変
更
後

の
第

１
編
（

廃
止
措

置
段

階
の
発

電
用

原
子
炉

施
設

編
）
 

42
. 

風
向
及
び
風
速
 

連
続
し
て
 

１
０
年
間
 

4
3
.
 
降
雨
量
 

連
続
し
て
 

１
０
年
間
 

4
4
.
 
大
気
温
度
 

連
続
し
て
 

１
０
年
間
 

45
. 

保
安
教
育
の
実
施
計
画
 

策
定
の
都
度
 

３
年
間
 

46
. 

保
安
教
育
の
実
施
日
時
，

項
目
及

び
受
け
た

者
の
氏
名
 

実
施
の
都
度
 

３
年
間
 

47
. 

原
子
炉
施
設
に
お
け
る
保

安
活
動

の
実
施
の

状
況
の
評
価

の
結

果
 

評
価
の
都
度
 

※
６
 

48
. 

原
子
炉
施
設
に
対
し
て
実

施
し
た

保
安
活
動

へ
の
最
新
の

技
術

的
知
見
の

反
映
状
況
の
評

価
の
結

果
 

※
１
：
記

録
可

能
な
状

態
に

お
い

て
常
に

記
録

す
る

こ
と
を

意
味

し
て

お
り
，

点
検

・
故

障
及
び

消
耗

品
の
取

替
え

に
よ

り
記
録

不

能
な

期
間
を
除

く
。
 

※
２
：
実
用
炉

規
則
第
１

４
条
の

３
，
第
５
７
条

に
基
づ
く

記
録
に

つ
い
て
は
，
表

３
４
１

－
４
，
表

３
４
１
－
５
に

示
す
。
 

※
３
：「

警
報
装
置

か
ら
発
せ
ら
れ

た
警
報
」
と
は

，
技

術
基
準
規
則

第
４
７
条

第
１
項
及

び
第
２

項
に
規
定
す
る

範
囲
の

警
報
を
い

う
。
 

※
４
：
妊
娠
不

能
と
診
断

さ
れ
た

者
を
除
く
。
 

※
５
：
そ

の
記

録
に
係

る
者

が
放

射
線
業

務
従

事
者

で
な
く

な
っ

た
場

合
又
は

そ
の

記
録

を
保
存

し
て

い
る
期

間
が

５
年

を
超
え

た

場
合

に
お
い
て

，
そ
の
記

録
を
原
子
力

規
制
委
員

会
の
指
定

す
る
機

関
に
引
き
渡
す

ま
で
の

期
間
 

※
６
：
 
廃
止
措
置

が
終
了
し
，
そ
の
結

果
が
原
子

力
規
制
委

員
会
規
則
で

定
め
る
基

準
に
適

合
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い

て
，
原
子
力

規
制

委
員
会
の

確
認
を
受

け
る
ま
で
の

期
間
 

                                

2
0
.
 
事
故
の
原
因
 

そ
の
都
度
 

※
５
 

2
1
.
 
事
故
後
の
処
置
 

そ
の
都
度
 

※
５
 

2
2
.
 
風
向
及
び
風
速
 

連
続
し
て
 

１
０

年
間
 

2
3
．

降
雨
量
 

連
続
し
て
 

１
０

年
間
 

2
4
.
 
大
気
温
度
 

連
続
し
て
 

１
０

年
間
 

2
5
.
 
保
安
教
育
の
実

施
計
画
 

策
定
の
都

度
 

３
年

間
 

26
. 

保
安
教
育
の
実

施
日
時
，

項
目
及

び
受
け
た
者
の

氏
名
 

実
施
の
都

度
 

３
年

間
 

27
. 

廃
止
措
置
に
係

る
工
事
方

法
，
時
期
及

び
対
象
と

な
る
原

子
炉
施

設
の
設
備

の
名
称
 

廃
止

措
置
計
画
に
記

載
さ

れ
た

工
事
工
程

の
終
了
の

都
度
 

※
５
 

 ※
１

：
記

録
可

能
な
状

態
に
お
い

て
常

に
記
録

す
る

こ
と
を
意
味

し
て

お
り

，
点
検
・
故

障
及

び
消

耗
品
の

取
替
え
に

よ
り

記
録
不

能
な

期
間
を
除

く
。
 

※
２

：
実
用
炉

規
則
第
１

４
条
の
３
，

第
５
７
条

に
基
づ
く

記
録
に
つ
い

て
は
，
表

１
４
１

－
４
，
表
１
４

１
－
４
の

２
に
示

す
。
 

  ※
３

：
妊
娠
不

能
と
診
断

さ
れ
た
者
を

除
く
。
 

※
４
：
 そ

の
記

録
に
係
る

者
が
放
射
線

業
務
従
事

者
で
な
く

な
っ
た
場
合

又
は
そ
の

記
録
を

保
存
し
て

い
る
期
間
が
５

年
を
超

え
た

場
合

に
お
い
て

，
そ
の
記
録
を
原
子
力

規
制
委
員

会
の
指
定

す
る
機
関
に

引
き
渡
す

ま
で
の

期
間
 

※
５

：
廃

止
措

置
が
終

了
し
，
そ

の
結

果
が
原

子
力

規
制
委
員
会

規
則

で
定

め
る
基
準
に

適
合

し
て

い
る
こ

と
に
つ
い

て
，

原
子
力

規
制

委
員
会
の

確
認
を
受
け
る
ま
で
の

期
間
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の
第

２
編
（

運
転

段
階
の

発
電

用
原
子

炉
施

設
編
）

 
変
更
後

の
第

１
編
（

廃
止
措

置
段

階
の
発

電
用

原
子
炉

施
設

編
）
 

表
３
４
１
－
２

※
７
 

記
録

（
実
用
炉

規
則
第

6
7
条
に

基
づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
 

保
存

期
間
 

第
２

０
３
条
（
品

質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
計
画
）
４
．

２
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム
の

文
書
化
４
．
２
．
１
一

般
 
に
定

め
る
次
の

文
書
 

 
1
.
品
質
方
針
及
び

品
質
目
標
 

 
2
.
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
一

次
文
書
 

(
1)
品
質
保
証

規
程
 

 
3
.
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
二

次
文
書
 

(
1)
原
子
力
発

電
施
設
の

重
要
度
分

類
基
準
要
項
 

(
2)
品
質
管
理

要
項
 

(
3)
文
書
取
扱

要
項
 

(
4)
品
質
記
録

管
理
要
項
 

(
5
)
品
質
目
標

及
び
品
質

保
証
計
画

管
理
要
項
 

(
6)
品
質
保
証

委
員
会
及

び
品
質
保

証
検
討
会
等
運

営
要
項
 

(
7
)
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
要
項
 

(
8)
力
量
設
定

管
理
要
項
 

(
9)
原
子
炉
主

任
技
術
者

の
選
任
及

び
職
務
要
項
 

(
10
)作

業
環
境
測
定

管
理
要
項
 

(1
1)
運
転
管
理

業
務
要
項
 

(1
2)
燃
料
管
理

業
務
要
項
 

(
13
)放

射
性
廃
棄
物

管
理
業
務
要

項
 

(
14
)放

射
線
管
理
業

務
要
項
 

(
15
)施

設
管
理
業
務

要
項
 

(
16
)原

子
力
災
害
対

策
業
務
要
項
 

(
17
)安

全
文
化
育
成

・
維
持
活
動

要
項
 

(1
8)
リ
ス
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
運
用

要
項
 

(
19
)官

庁
申
請
手
続

取
扱
要
項
 

(
20
)対

外
約
束
事
項

管
理
要
項
 

(
21
)原

子
炉
施
設
保

安
委
員
会
及

び
原
子
炉

施
設
保
安

運
営
委
員
会

要
項
 

(
22
)外

部
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

要
項
  

(
23
)設

計
管
理
要
項
 

(
24
)調

達
管
理
要
項
 

(
25
)重

要
設
備
取
引

先
登
録
要
項
 

(
26
)組

織
外
所
有
物

管
理
要
項
 

(
27
)予

備
品
・
貯
蔵

品
取
扱
要
項
 

(
28
)内

部
監
査
要
項
 

(
29
)業

務
プ
ロ
セ
ス

レ
ビ
ュ
ー
要

項
 

(3
0)
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
レ

ビ
ュ
ー

要
項
 

(
31
)試

験
・
検
査
管

理
要
項
 

(
32
)是

正
処
置
プ
ロ

グ
ラ
ム
管
理

要
項
 

(
33
)デ

ー
タ
分
析
要

項
 

(
34
)根

本
原
因
分
析

実
施
要
項
 

4.
 品

管
規
則

の
要
求
事
項
に
基

づ
き
作

成
す
る
手

順
書
，
指

示
書
，
図
面

等
 

  

変
更
の
都

度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す

る
ま

で
の
期
間
 

表
１

４
１
－
２

※
6  記
録

（
実
用
炉

規
則
第

6
7
条
に

基
づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
 

保
存
期
間
 

第
３

条
（
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
計
画
）
４
．
２
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

シ

ス
テ

ム
の
文
書
化
４
．
２
．
１

一
般
 

に
定
め
る

次
の
文
書
及

び
記
録
 

 1
.品

質
方
針
及
び

品
質
目
標
 

 2
.品

質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
一
次
文

書
 

(
1
)品

質
保
証

規
程
 

 3
.品

質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
二
次
文

書
 

(1
)原

子
力
発

電
施
設
の

重
要
度
分
類
基

準
要
項
 

(2
)品

質
管
理

要
項
 

(3
)文

書
取
扱

要
項
 

(4
)品

質
記
録

管
理
要
項
 

(5
)品

質
目
標

及
び
品
質

保
証
計
画
管
理

要
項
 

(6
)品

質
保
証

委
員
会
及

び
品
質
保
証
検

討
会
等
運

営
要
項
 

(
7
)
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
要
項
 

(8
)力

量
設
定

管
理
要
項
 

(9
)作

業
環
境

測
定
管
理

要
項
 

(1
0
)廃

止
措
置

管
理
業
務

要
項
 

(1
1
)燃

料
管
理

業
務
要
項
 

(1
2
)放

射
性
廃

棄
物
管
理

業
務
要
項
 

(1
3
)放

射
線
管

理
業
務
要

項
 

(1
4
)施

設
管
理

業
務
要
項
 

(1
5
)原

子
力
災

害
対
策
業

務
要
項
 

(1
6
)安

全
文
化

育
成
・
維

持
活
動
要
項
 

(1
7
)リ

ス
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
運
営
要
項
 

(1
8
)官

庁
申
請

手
続
取
扱

要
項
 

(1
9
)対

外
約
束

事
項
管
理

要
項
 

(
20
)原

子
炉
施
設
保

安
委
員
会
及

び
原
子
炉

施
設
保
安

運
営
委
員
会

要
項
 

(2
1
)外

部
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
要
項
 

(2
2
)設

計
管
理

要
項
 

(2
3
)調

達
管
理

要
項
 

(2
4
)重

要
設
備

取
引
先
登

録
要
項
 

(2
5
)組

織
外
所

有
物
管
理

要
項
 

(2
6
)予

備
品
・

貯
蔵
品
取

扱
要
項
 

(2
7
)内

部
監
査

要
項
 

(2
8
)業

務
プ
ロ

セ
ス
レ
ビ

ュ
ー
要
項
 

(2
9
)パ

フ
ォ
ー

マ
ン
ス
レ

ビ
ュ
ー
要
項
 

(3
0
)試

験
・
検

査
管
理
要

項
 

(3
1
)是

正
処
置

プ
ロ
グ
ラ

ム
管
理
要
項
 

(3
2
)デ

ー
タ
分

析
要
項
 

(3
3
)根

本
原
因

分
析
実
施

要
項
 

4
.
品

管
規
則
の

要
求
事
項

に
基
づ
き
作

成
す
る
手

順
書
，
指

示
書
，
図
面

等
 

    

変
更
の
都

度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す

る
ま
で
の

期
間
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の
第

２
編
（

運
転

段
階
の

発
電

用
原
子

炉
施

設
編
）

 
変
更
後

の
第

１
編
（

廃
止
措

置
段

階
の
発

電
用

原
子
炉

施
設

編
）
 

5
.
品
管
規

則
の
要
求
事
項
に
基
づ

き
作
成
す

る
次
の
記

録
 

 (
1)
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
の

結
果
の
記
録
 

 
(
2
)
要
員
の
力

量
及
び
教

育
訓
練

そ
の
他
の
措
置

に
係
る
記

録
 

(
3
)
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロ
セ

ス
及

び
当

該
プ

ロ
セ

ス
を

実
施

し
た

結
果

が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こ
と

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 (
4)
個
別

業
務

等
要
求

事
項

の
審

査
を
実

施
し

た
記

録
，
及

び
当

該
審

査
の

結

果
に
基
づ

き
講
じ
た
措
置
に
係
る

記
録
 

 
(
5
)
個
別
業
務

等
要
求
事

項
と
し

て
設
計
開
発
に

用
い
る
情

報
の
記

録
 

 (
6)
設
計

開
発

の
レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
の
記

録
，

及
び

当
該
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー

の
結
果
に

基
づ
き
講
じ
た
措
置
に

係
る
記
録
 

 (
7)
設
計

開
発

の
検
証

の
結

果
の

記
録
，

及
び

当
該

検
証
の

結
果

に
基

づ
き

講

じ
た
措
置

に
係
る
記
録
 

 (
8)
設
計

開
発

妥
当
性

確
認

の
結

果
の
記

録
，

及
び

当
該
設

計
開

発
妥

当
性

確

認
の
結
果

に
基
づ
き
講
じ
た
措
置

に
係
る
記

録
 

 (
9)
設
計
開
発

の
変
更
の

記
録
 

(1
0)
設
計

開
発

の
変
更

の
レ

ビ
ュ

ー
の
結

果
の

記
録

，
及
び

審
査

，
検

証
及

び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
並

び
に

そ
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

係
る
記
録
 

(1
1)
調
達

物
品

等
の
供

給
者

等
の

評
価
の

記
録

，
及

び
当
該

評
価

の
結

果
に

基

づ
き
講
じ

た
措
置
に
係
る
記
録
 

(
1
2
)
個
別
業
務

の
実
施
に

係
る
プ

ロ
セ
ス
の
妥
当

性
確
認
の

記
録
 

(
1
3
)
機
器
等
又

は
個
別
業

務
に
関

す
る
ト
レ
ー
サ

ビ
リ
テ
ィ

の
記
録
 

(1
4)
組
織

の
外

部
の
者

の
物

品
に

関
し
て

，
組

織
が

必
要
と

判
断

し
た

場
合

の

記
録
 

(1
5)
校
正
又
は

検
証
の
根

拠
の
記

録
 

(1
6)
監
視

測
定

の
た
め

の
設

備
に

係
る
要

求
事

項
へ

の
不
適

合
が

判
明

し
た

場

合
の
従
前

の
監
視
測
定
の
結
果
の

妥
当
性
を

評
価
し
た

記
録
 

(
1
7
)
監
視
測
定

の
た
め
の

設
備
の

校
正
及
び
検
証

の
結
果
の

記
録
 

(1
8)
内
部
監
査

の
結
果
の

記
録
 

(
1
9
)
使
用
前
事

業
者
検
査

等
又
は

自
主
検
査
等
の

結
果
に
係

る
記
録
 

(2
0)
プ
ロ

セ
ス

の
次
の

段
階

に
進

む
こ
と

の
承

認
を

行
っ
た

要
員

を
特

定
す

る

こ
と
が
で

き
る
記
録
 

(2
1)
不
適

合
の

内
容
の

記
録

及
び

当
該
不

適
合

に
対

し
て
講

じ
た

措
置

に
係

る

記
録
 

(
2
2
)
講
じ
た
全

て
の
是
正

処
置
及

び
そ
の
結
果
の

記
録
 

(
2
3
)
講
じ
た
全

て
の
未
然

防
止
処

置
及
び
そ
の
結

果
の
記
録

 

作
成

の
都
度
 

５
年
 

 ※
７
：
表
３
４

１
－
１
，

表
３
４

１
－
３
，
表
３

４
１
－
４

及
び
表

３
４
１
－
５
に

掲
げ
る

も
の
を
除

く
。
 

             

5
.
品

管
規
則
の

要
求
事
項

に
基
づ
き
作

成
す
る
次

の
記
録
 

 (
1)
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
の

結
果
の
記
録
 

 
(
2
)
要
員
の
力

量
及
び
教

育
訓
練

そ
の
他
の
措
置

に
係
る
記

録
 

 (
3)
個

別
業

務
に

必
要
な
プ
ロ

セ
ス

及
び
当

該
プ

ロ
セ

ス
を
実
施

し
た

結
果

が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こ
と

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

(
4)
個
別

業
務

等
要

求
事
項

の
審
査

を
実

施
し
た

記
録

，
及
び
当

該
審

査
の

結

果
に

基
づ
き
講

じ
た
措
置
に
係
る
記
録
 

 (
5)
個
別

業
務
等
要

求
事
項
と

し
て
設
計
開

発
に
用
い

る
情
報

の
記
録
 

 (
6)
設

計
開

発
の

レ
ビ
ュ
ー
の

結
果

の
記
録

，
及

び
当

該
設
計
開

発
レ

ビ
ュ

ー

の
結

果
に
基
づ

き
講
じ
た
措
置
に
係
る

記
録
 

 (
7)
設

計
開

発
の

検
証
の
結
果

の
記

録
，
及

び
当

該
検

証
の
結
果

に
基

づ
き

講

じ
た

措
置
に
係

る
記
録
 

 (
8)
設

計
開

発
妥

当
性
確
認
の

結
果

の
記
録

，
及

び
当

該
設
計
開

発
妥

当
性

確

認
の

結
果
に
基

づ
き
講
じ
た
措
置
に
係

る
記
録
 

 (
9)
設
計

開
発
の
変

更
の
記
録

 

(1
0)
設

計
開

発
の

変
更
の
レ
ビ

ュ
ー

の
結
果

の
記

録
，

及
び
審
査

，
検

証
及

び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
並

び
に

そ
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

係
る

記
録
 

(1
1)
調

達
物

品
等

の
供
給
者
等

の
評

価
の
結

果
の

記
録

，
及
び
当

該
評

価
の

結

果
に

基
づ
き
講

じ
た
措
置
に
係
る
記
録
 

(1
2)
個
別

業
務
の
実

施
に
係
る

プ
ロ
セ
ス
の

妥
当
性
確

認
の
記

録
 

(1
3)
機
器

等
又
は
個

別
業
務
に

関
す
る
ト
レ

ー
サ
ビ
リ

テ
ィ
の

記
録
 

(1
4)
組

織
の

外
部

の
者
の
物
品

に
関

し
て
，

組
織

が
必

要
と
判
断

し
た

場
合

の

記
録
 

(1
5)
校
正

又
は
検
証

の
根
拠
の

記
録
 

(1
6)
監

視
測

定
の

た
め
の
設
備

に
係

る
要
求

事
項

へ
の

不
適
合
が

判
明

し
た

場

合
の

従
前
の
監

視
測
定
の
結
果
の
妥
当

性
を
評
価

し
た
記
録

 

(1
7)
監
視

測
定
の
た

め
の
設
備

の
校
正
及
び

検
証
の
結

果
の
記

録
 

(1
8)
内
部

監
査
の
結

果
の
記
録

 

(1
9)
使
用

前
事
業
者

検
査
等
又

は
自
主
検
査

等
の
結
果

に
係
る

記
録
 

(2
0)
プ

ロ
セ

ス
の

次
の
段
階
に

進
む

こ
と
の

承
認

を
行

っ
た
要
員

を
特

定
す

る

こ
と

が
で
き
る

記
録
 

(2
1)
不

適
合

の
内

容
の
記
録
及

び
当

該
不
適

合
に

対
し

て
講
じ
た

措
置

に
係

る

記
録
 

(2
2)
講
じ

た
全
て
の

是
正
処
置

及
び
そ
の
結

果
の
記
録
 

(2
3)
講
じ

た
全
て
の

未
然
防
止

処
置
及
び
そ

の
結
果
の

記
録
 

作
成

の
都
度
 

５
年
 

 ※
６

：
表
１
４

１
－
１
，

表
１
４
１
－

３
，
表
１

４
１
－
４

及
び
表
１
４

１
－
４
の

２
に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の
第

２
編
（

運
転

段
階
の

発
電

用
原
子

炉
施

設
編
）

 
変
更
後

の
第

１
編
（

廃
止
措

置
段

階
の
発

電
用

原
子
炉

施
設

編
）
 

表
３
４
１
－
４
 

記
録

（
実
用
炉

規
則
第

1
4
条
の

3
に
基

づ
く
記
録
）
 

保
存

期
間
 

 
1
.
使
用
前
事
業
者

検
査
の
結
果

 

 
(
1)
 検

査
年

月
日
 

(
2)
 検

査
の
対
象
 

 
(
3)
 検

査
の

方
法
 

  
(
4)
 検

査
の

結
果
 

  
(
5)
 検

査
を

行
っ
た
者

の
氏
名
 

 
 
(
6
)
 
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等

の
措

置
を

講
じ

た
と

き
は

, 

そ
の

内
容
 

当
該
使
用

前
事
業
者

検
査
に
係

る
 

発
電
用
原

子
炉
施
設

の
存
続
す

る
期
間
 

  
(
7)
 検

査
の

実
施
に
係

る
組
織
 

  
(
8)
 検

査
の

実
施
に
係

る
工
程
管
理
 

 
 
(
9
) 
検

査
に

お
い

て
役

務
を

供
給

し
た

事
業

者
が

あ
る

場
合

に
は

,
当

該
事

業
者
の
管
理
に

関
す
る
事

項
 

 (
1
0)
 検

査
記

録
の
管
理

に
関
す
る
事

項
 

 (
1
1)
 検

査
に

係
る
教
育

訓
練
に
関
す

る
事
項
 

  表
３
４
１
－
５
 

記
録

（
実
用
炉

規
則
第

5
7
条
に

基
づ
く

記
録
）
 

保
存

期
間
 

 
1
.
定
期
事
業
者
検

査
の
結
果
 

 
(
1)
 検

査
年

月
日
 

(
2)
 検

査
の
対
象
 

 
(
3)
 検

査
の

方
法
 

  
(
4)
 検

査
の

結
果
 

  
(
5)
 検

査
を

行
っ
た
者

の
氏
名
 

 
 
(
6
)
 
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等

の
措

置
を

講
じ

た
と

き
は

, 

そ
の

内
容
 

  
(
7)
 検

査
の

実
施
に
係

る
組
織
 

  
(
8)
 検

査
の

実
施
に
係

る
工
程
管
理
 

 
 
(
9
) 
検

査
に

お
い

て
役

務
を

供
給

し
た

事
業

者
が

あ
る

場
合

に
は

,
当

該
事

業
者
の
管
理
に

関
す
る
事

項
 

 (
1
0)
 検

査
記

録
の
管
理

に
関
す
る
事

項
 

 (
1
1)
 検

査
に

係
る
教
育

訓
練
に
関
す

る
事
項
 

そ
の
発
電

用
原
子
炉

施
設
が
 

廃
棄
さ
れ

た
後
５
年

が
経
過
す

る
ま
で
 

の
期
間
 

       

表
１

４
１
－
４
 

記
録

（
実
用
炉
規
則
第

1
4
条
の

3
に
基
づ
く

記
録
）
 

保
存

期
間
 

 
1
.
 
使
用
前
事

業
者
検
査
の
結

果
 

 
(
1
)
 検

査
年

月
日
 

(2
) 
検
査

の
対
象
 

 
(
3
)
 検

査
の

方
法
 

  
(4

) 
検
査
の

結
果
 

  
(5

) 
検
査
を

行
っ
た
者
の
氏

名
 

 
 
(
6
)
 
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等

の
措

置
を

講
じ

た
と

き
は

,

そ
の
内
容
 

(7
) 
検
査

の
実
施
に
係
る

組
織
 

  
(8

) 
検
査
の

実
施
に
係
る
工

程
管
理
 

 
 
(
9
) 
検

査
に

お
い

て
役

務
を

供
給

し
た

事
業

者
が

あ
る

場
合

に
は

,
当

該
事
業
者

の
管
理
に

関
す
る
事

項
 

 (
10

) 
検
査
記

録
の
管
理
に
関

す
る
事

項
 

 (
11

) 
検
査
に

係
る
教
育
訓
練

に
関
す

る
事
項
 

当
該
使
用

前
事
業
者
検
査
に
係
る

発
電
 

用
原
子
炉

施
設
の
存
続
す
る
期
間
 

    表
１

４
１
－
４

の
２
 

記
録

（
実
用
炉
規
則
第

5
7
条
に

基
づ
く
記
録

）
 

保
存

期
間
 

1
.
定

期
事
業
者

検
査
の
結

果
 

 
(
1)
 検

査
年

月
日
 

(
2)
 検

査
の
対
象
 

 
(
3)
 検

査
の

方
法
 

  
(
4)
 検

査
の

結
果
 

  
(
5)
 検

査
を

行
っ
た
者

の
氏
名
 

 
 
(
6
)
 
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等
の

措
置

を
講

じ
た

と
き

は
, 

そ
の

内
容
 

(
7)
 検

査
の
実
施
に

係
る
組
織
 

  
(
8)
 検

査
の

実
施
に
係

る
工
程
管
理
 

 
 
(
9
)
 
検

査
に

お
い

て
役

務
を

供
給

し
た
事

業
者

が
あ

る
場

合
に

は
,

当
該

事
業
者
の
管
理

に
関
す
る

事
項
 

 (
1
0)
 検

査
記

録
の
管
理

に
関
す
る
事

項
 

 (
1
1)
 検

査
に

係
る
教
育

訓
練
に
関
す

る
事
項
 

      そ
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

が
廃

棄
さ

れ

た
後

５
年
が
経
過
す

る
ま
で
の

期
間
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施

設
保
安

規
定

 
第
１

編
と
第

２
編

（
抜
粋

）
 

 
注
）

下
線
は
変
更
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

変
更

後
の
第

２
編
（

運
転

段
階
の

発
電

用
原
子

炉
施

設
編
）

 
変
更
後

の
第

１
編
（

廃
止
措

置
段

階
の
発

電
用

原
子
炉

施
設

編
）
 

 

表
１
４
１

－
５
 

記
録

項
目
 

保
存
期
間
 

1
．
熱
出

力
 

１
０
年
間
 

2
．
炉
心
の
中

性
子
束
密

度
 

１
０
年
間
 

3
．
炉
心

の
温
度
 

１
０
年
間
 

4
．
冷
却
材
入

口
温
度
 

１
０
年
間
 

5
．
冷
却

材
出
口
温

度
 

１
０
年
間
 

6
．
冷
却

材
圧
力
 

１
０
年
間
 

7
．
冷
却

材
流
量
 

１
０
年
間
 

8
．
制
御

棒
位
置
 

１
年

間
 

9
．
再
結

合
装
置
内

の
温
度
 

１
年

間
 

1
0
．
原
子

炉
に
使
用
し
て

い
る
冷

却
材
及
び

減
速
材
の
純
度

並
び
に

こ
れ
ら
の

毎

日
の
補
給

量
 

１
年

間
 

1
1.
 原

子
炉
内
に
お

け
る
燃
料
体

の
配
置
 

取
出
後
１

０
年
間
 

1
2.
 警

報
装
置
か
ら

発
せ
ら
れ
た

警
報

※
１
の
内
容
 

１
年

間
 

1
3
.
 
運

転
責

任
者

の
氏

名
及

び
運

転
員

の
氏

名
並

び
に

こ
れ

ら
の

者
の

交
代

の

日
時
及
び

交
代
時
の

引
継
事
項

 
１
年

間
 

1
4.
 原

子
炉
施
設
に

お
け
る
保
安

活
動
の
実

施
の
状
況

の
評
価

の
結
果
 

※
２
 

1
5
.
 
原

子
炉

施
設

に
対

し
て

実
施

し
た

保
安

活
動

へ
の

最
新

の
技

術
的

知
見

の

反
映

状
況
の
評

価
の
結
果
 

※
２
 

1
6.
 定

期
事
業
者
検

査
の
結
果
 

 
(
1
)
 検

査
年
月
日
 

(
2
)
 
検
査
の
対

象
 

 
(
3
)
 検

査
の
方
法
 

 
 
(
4
)
 検

査
の
結
果
 

 
 
(
5
)
 検

査
を
行
っ

た
者
の
氏
名
 

 
 
(
6
)
 
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等

の
措

置
を

講
じ

た
と

き
は

,
 
 
そ

の
内

容
 

 
 
(
7
)
 検

査
の
実
施

に
係
る
組
織
 

 
 
(
8
)
 検

査
の
実
施

に
係
る
工
程

管
理
 

 
 
(
9
)
 
検

査
に

お
い

て
役

務
を

供
給

し
た

事
業

者
が

あ
る

場
合

に
は

,
当

該
事

業

者
の
管
理
に
関

す
る
事
項
 

 
(1
0)

 検
査
記
録
の

管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
(1
1)

 検
査
に
係
る

教
育
訓
練
に

関
す
る
事

項
 

※
３
 

1
7
．
燃
料

体
の
形
状

又
は
性
状
に

関
す
る
検

査
の
結
果
 

取
出
後

1
0
年

間
 

※
１
：「

警
報

装
置
か
ら

発
せ
ら
れ
た
警

報
」
と
は
，
技

術
基
準

規
則
第
４

７
条
第
１
項
及

び
第
２

項
に
規
定

す
る
範
囲
の

警
報
を
い

う
。
 

※
２
：
 
廃
止

措
置
が
終

了
し
，
そ

の
結
果
が

原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め

る
基
準
に

適
合
し
て
い

る
こ
と
に

つ
い
て

，
原
子
力

規
制

委
員
会
の

確
認
を
受
け
る
ま
で
の

期
間
 

※
３

：
そ
の
特

定
発
電
用

原
子
炉
施
設

が
廃
棄
さ

れ
た
後
５

年
が
経
過
す

る
ま
で
の

期
間
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２．その他の申請内容について 

番号 その他の変更 条文 概要 

① 組織改正 

（その他） 

東海，東海第二：第５条 

敦賀：第５条，第２０５条 

・発電所の品質保証室に検査グループを設置したことに

より，品質保証室のグループが複数になったことか

ら，品質保証室内を運営管理する業務を「品質保証グ

ループ」に追加する。 

② 記載の適正化 

（人事制度の変

更に伴う主任技

術者の等級区分

の適正化） 

 

東海：第９条 

東海第二：第８条， 

第８条の２ 

敦賀：第８条， 

第２０８条 

第２０８条の２ 

・人事制度の変更により，能力等級数及び役割ランクの

区分の括りを変更する。これに伴い，原子炉主任技術

者，ボイラー・タービン主任技術者，廃止措置主任者

の能力等級数が変わることから，等級数の記載を適正

化する。 

（上記能力等級及び役割ランクの区分変更による等級数

値の変更であり，各主任者の選任基準に変更はない） 

③ 廃止措置主任者

の選任要件の適

正化 

東海：第９条 ・敦賀発電所 1号炉保安規定に記載の廃止措置主任者の

選任要件が最新の認可された考え方であるため，東海

発電所の廃止措置主任者の選任要件を同様に見直す。 

④ 廃止措置管理業

務における火災

時の対応 

東海：第１６条 

東海第二：１７条 

・東海発電所の保安規定では，火災発生時の体制の整備

について，法令等で「廃止措置対象施設に核燃料物質

が存在しない場合を除く。」とされており要求事項は

なかったため自主的に定めた条文であったが，法令等

の改正により要求事項として追加する。 

・また，現状，東海及び東海第二発電所の初期消火要員

について，互いに兼務していることを明確化する。 

⑤ 記載の適正化 

（周辺監視区域

図に記載してい

る他社施設名称

の適正化） 

敦賀：第１１９条 図１１９ 

第３１９条 図３１９ 

・周辺監視区域図に記載している他社（日本原子力研究開

発機構）の施設名称を適正化する。 

⑥ サービス建屋減

築に伴う管理区

域図の変更 

東海 ・東海第二発電所の新規制基準への適合に向けた工事

（安全性向上対策工事）において，工事エリアが干渉

する東海発電所のサービス建屋を減築することから，

東海発電所サービス建屋の管理区域の一部を変更す

る。 
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①組織改正（その他） 

〇保安規定 東海，東海第二：第５条，敦賀：第５条，第２０５条 

品管規則制定に伴い，検査の独立性を確保するため，発電所の「品質保証室」に「検査グループ」を設置

する。（補足説明資料「東海第二発電所／敦賀発電所２号機検査の独立性の確保について」参照） 

これに伴い，品質保証室内に複数のグループが設置されることから，品質保証室の運営管理に関する業務

（室内の業務計画，予算等の庶務業務）を品質保証室の「品質保証グループ」の業務に追加する。 

 

 〇保安に関する組織図及び保安規定変更内容（変更後） 
  

  

発電所⻑ 

品質保証室 

発電室 

安全管理室 

保修室 

・
・
・
 

品質保証     

検査     

運営管理室 

(24) 検査グループは，事業者検査及び原子力規制検査の管

理に関する業務を行う。 

(23) 品質保証グループは，品質保証活動の管理に関する業

務及び品質保証室の運営管理に関する業務を行う。 

（発電所） 

今回の組織改正で新規設置 
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②記載の適正化（人事制度の変更に伴う主任技術者の等級区分の適正化） 

〇保安規定 東海：第９条，東海第二：第８条，第８条の２，敦賀：第８条，第２０８条，第２０８条の２

の変更 

 

１．変更内容 

○当社人事制度の変更に伴い，能力等級及び役割ランクの区分を変更する予定にしている。これにより，原

子炉主任技術者，電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者，廃止措置主任者の選任に記載され

ている「能力等級及び役割ランク」が変更となることから，記載を適正化する。 

○なお，原子炉主任技術者，電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者，廃止措置主任者の能力等

級の記載を変更するが，社内規程に定める各主任技術者を選任する格付け基準に変更はなく，選任要件に

変更はない。 

 

２．経緯 

（１）現状の選任基準 

○発電用原子炉主任技術者は，原子炉主任技術者免状を有する者のうち，発電用原子炉施設の工事又は保

守管理に関する業務，運転に関する業務，設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務，燃料体の設

計又は管理に関する業務の実務経験を 3年以上有する管理職（能力等級特 3 級以上又は役割ランク 3 号

以上）の中から職務遂行能力を考慮した上で原子炉ごとに選任している。 

○また，発電用原子炉主任技術者不在時においても，発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示が

できるよう，代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を満たす管理職（能力等級特 4 級以上又は役

割ランク 4号以上）の中から選任している。 

○電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は，原子力発電所ごとに選任することが定められて

おり，選任条件は能力等級特 3級以上又は役割ランク 3号以上の管理職としている。 

○廃止措置主任者は，「③廃止措置主任者の選任要件の適正化」に示す実務経験等を有する管理職（能力等

級特 5級以上又は役割ランク 5号以上）から選任している。 

（２）能力等級及び役割ランクの区分変更 

○特別管理職の責任と役割を明確化するとともに，実力ある社員の柔軟な職位登用を可能とするため，能

力等級区分の大括り化を実施する予定である。これにより，特5級まで区分していた能力等級について，

特 3 級までに区分を大括り化する。（表１） 

○各主任技術者及び主任者の選任する格付け基準はこれまでと変更はなく，新区分の中で従来と同じ基準

で設定され，従来どおり課長相当職以上から選任される。 

 

 表１ 能力等級及び役割ランクの区分変更と格付基準を定める等級の整理 

変更前 変更後 

（特1級） （特1級） 
（特2級） 

特2級（主任技術者の格付基準） 
特3級（主任技術者の格付基準） 

特4級（主任技術者代行の格付基準） 
特3級（主任技術者代行，主任者の格付基準） 

特5級（主任者の格付基準） 
※役割ランク区分についても，上記等級区分に準じて運用 
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〇保安規定変更内容 

 【原子炉主任技術者，ボイラー・タービン主任技術者】（敦賀発電所も同様） 

東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更前） 東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更後） 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 社長は，原子炉主任技術者及び代行者を，原子炉主任技

術者免状を有する者であって，以下の(1)から(4)のいずれか

の業務に通算して３年以上従事した経験を有する者の中か

ら選任する。 

(1) 原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務 

（中略） 

３．原子炉主任技術者は，能力等級特３級以上又は役割ランク３

号以上に格付けされた者から選任する。 

４．原子炉主任技術者は，発電管理室に所属し，発電所に駐在し

て，第９条（原子炉主任技術者の職務等）に定める職務を専

任する。 

５．代行者は，能力等級特４級以上又は役割ランク４号以上に格

付けされた者から選任する。 

（以下略） 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 社長は，原子炉主任技術者及び代行者を，原子炉主任技術

者免状を有する者であって，以下の(1)から(4)のいずれかの

業務に通算して３年以上従事した経験を有する者の中から選

任する。 

(1) 原子炉施設の施設管理に関する業務 

（中略） 

３．原子炉主任技術者は，能力等級特２級以上又は役割ランク２号

以上に格付けされた者から選任する。 

４．原子炉主任技術者は，発電管理室に所属し，発電所に駐在し

て，第９条（原子炉主任技術者の職務等）に定める職務を専任

する。 

５．代行者は，能力等級特３級以上又は役割ランク３号以上に格付

けされた者から選任する。 

（以下略） 

（電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任） 

第８条の２ 社長は，電気主任技術者及び代行者を第一種電

気主任技術者免状を有する者の中から，ボイラー・タービ

ン主任技術者及び代行者を第一種ボイラー・タービン主任

技術者免状を有する者の中から選任する。 

２．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は，

電気工作物※１の保安の監督を行ううえで必要な責任と権

限を有する者とし，能力等級特３級以上又は役割ランク３

号以上に格付けされた者から選任する。ただし，該当者が

いない場合はこれに準じる者から選任する。 

３. 代行者は，能力等級特４級以上又は役割ランク４号以上

に格付けされた者から選任する。 

（以下略） 

 （電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任）

第８条の２ 社長は，電気主任技術者及び代行者を第一種電気

主任技術者免状を有する者の中から，ボイラー・タービン主

任技術者及び代行者を第一種ボイラー・タービン主任技術者

免状を有する者の中から選任する。 

２．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は，電

気工作物※１の保安の監督を行ううえで必要な責任と権限を

有する者とし，能力等級特２級以上又は役割ランク２号以上

に格付けされた者から選任する。ただし，該当者がいない場

合はこれに準じる者から選任する。 

３. 代行者は，能力等級特３級以上又は役割ランク３号以上に

格付けされた者から選任する。 

（以下略） 

  

【廃止措置主任者】（東海発電所も同様） 

敦賀発電所原子炉施設保安規定（変更前） 敦賀発電所原子炉施設保安規定（変更後） 

（廃止措置主任者の選任） 

第８条 総務室長（本店）は，廃止措置主任者を，保安活動

を監督するに当たり必要な知識を有する者であって，以下

の(1)から(5)のいずれかの業務に従事した期間が通算し

て３年以上の者の中から選任する。 

(1) 原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務 

（中略） 

２．廃止措置主任者は，能力等級特５級以上又は役割ランク

５号以上の者から選任する。 

（以下略） 

（廃止措置主任者の選任） 

第８条 総務室長（本店）は，廃止措置主任者を，保安活動を

監督するに当たり必要な知識を有する者であって，以下の

(1)から(5)のいずれかの業務に従事した期間が通算して３年

以上の者の中から選任する。 

(1) 原子炉施設の工事又は施設管理に関する業務 

（中略） 

２．廃止措置主任者は，能力等級特３級以上又は役割ランク３

号以上の者から選任する。 

（以下略） 
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③廃止措置主任者の選任要件の適正化 

 ○保安規定 東海：第９条 

 

 東海発電所は廃止措置段階で，核燃料物質が存在しない状態にあり，保安管理上のリスクが他プラントと同等

以上に低減されていることから，以下の考え方に基づき廃止措置主任者の選任要件の記載を適正化する。 

 

１．廃止措置主任者の選任要件の考え方 

実用炉規則第９２条第３項第４号の廃止措置を行う者の職務及び組織の記載において，保安規定の審査基

準では廃止措置主任者の選任に関することについて次のとおり示されている。 

核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い及び管理に関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止措置の段階に応じて配

置することが、その職務及び責任範囲と併せて定められていること。また、廃止措置主任者が保安の監督を適切に行う

上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。この際、以下の事項を考慮すること。 

ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること 

廃止措置主任者は、原子炉設置者（社長、理事長等）の下で、組織の長以上の職位の者が、表１記載の資格

を有する者から、廃止措置の段階に応じた専門的知識や実務経験及び職位を考慮して選任すること及び当該主

任者は、その職務の重要性から、組織の長等に対し、意見具申できる立場に配置すること。 

表 1 廃止措置主任者の選任要件 

廃止措置対象施設

に核燃料物質が存

在しない場合 

以下のいずれかに該当する者 

イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有する者 

ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状を有する者 

ハ 放射性同位元素等の規制に関する法律第３５条第１項の第１種放射線取扱主任者免

状を有する者 

ⅱ. 廃止措置主任者の職務に関すること 

a. 組織の長に対し意見具申等を行うこと。 

b. 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、指導・助言を行うこと。 

c. 保安教育の実施計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精査、指導・助言を行うこと。 

d. 各種マニュアルの制定、改廃に当たり、その内容について、精査、指導・助言を行うこと。 

e. 保安上重要な計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精査、指導・助言を行うこと。 

f. 保安規定に係る記録の確認を行うこと。 

g. 法令に基づく報告について、精査、指導・助言を行うこと。 

 

今回，廃止措置主任者の選任要件を見直す東海発電所においては，核燃料物質（使用済燃料）の搬出が完

了していること，原子炉の運転を停止してから時間が経過していることから，施設に残存している放射性物

質の取扱いと，解体撤去工事における安全管理に配慮した保安活動の下で廃止措置を実施することとなる。 

このため廃止措置主任者の職務上の主な役割は，廃止措置の進捗状況を把握し，廃止措置プラントにおけ

る放射性廃棄物の取扱い，また，解体撤去工事の安全管理や被ばく管理などの保安の監督を行うことと考え

られる。 

また廃止措置主任者に求められる知識について，炉心から取り出された燃料が十分に冷却されている廃止

措置プラントでは，核反応において考慮すべき事象が少ないことから運転炉のような重大事故時の原子炉の

挙動等の知識は必要なく，平常時の保安活動に関する実務的な知識が必要と考えられるため，免状がなくと

も実務レベルの原子炉施設の状態を把握できるだけの知識及び運転・保守などの実務経験を有し，廃止措置

に係る保安活動に対して発電所員を統括的に監督でき，かつ，発電所長に意見具申できる職位の者を廃止措

置主任者に選任することが適切である。 

なお，「原子力施設の運転終了以降に係る安全規制制度のあり方について（平成１７年１月２８日 原子力

安全委員会 放射性廃棄物・廃止措置専門部会）」の「５．原子力施設の特徴を考慮した安全規制制度のあり

方について」においても「原子炉主任技術者や核燃料取扱主任者等の選任については，運転・供用終了以降

の保安活動が，解体作業に伴う被ばく管理や解体作業に伴い発生する放射性廃棄物の管理等に主眼がおかれ
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ることから，必ずしも原子炉主任技術者や核燃料取扱主任者等の資格要件にこだわる必要がないものと考え

る。」とされている。 

 

２．廃止措置主任者の選任要件 

廃止措置プラントにおける選任要件は以下のとおりとする。 

（1）保安活動を監督するに当たり必要な知識（原子炉施設の状態を把握できるだけの知識）を有する者 

（2）原子炉施設における運転・保守などの実務経験がある者 

（3）総務室長（本店）が認めた者（職位） 

なお，廃止措置主任者の代行者を置く場合，代行者の選任要件についても同様とする。 

 

（１）知識 

廃止措置主任者に要求される専門的知識について，原子炉主任技術者等と比較して表１に示す。 

表 1：廃止措置主任者に要求される専門的知識について 

原子炉主任技術者に必要な専門的知識 核燃料取扱主任者に必要な専門的知識 廃止措置主任者に必要な専門的知識 

原子炉理論 

・原子核反応 

・中性子の拡散，減速 

・臨界性 

・原子炉動特性 

・反応度変化 

・核計算 等 

－ － 

(使用済燃料プール内の燃料集合体に

関する「原子核反応」等に関する知

識は，①核燃料物質の管理に含む。)

原子炉の設計 

・伝熱と冷却材の流動 

・燃料要素の伝熱 

・構造設計 

・重大事故時の対応 等 

－ － 

原子炉の運転制御 

・燃料管理 

・放射性廃棄物の管理 

・制御理論の基礎 

・炉心管理 

・反応度フィードバック 

・原子炉の過渡変化 

・原子炉の起動，停止及び出力制御 等

－ － 

(「燃料管理」に関する知識は，①核

燃料物質の管理に，「放射性廃棄物

の管理」に関する知識は，③放射性

廃棄物の管理に含む。) 

原子炉燃料及び原子炉材料 

・核燃料物質及び原子炉材料の特性 

・燃料棒及び燃料集合体の構造 

・原子炉燃料及び原子炉材料の製造と

検査 

・原子炉燃料，原子炉容器及び炉内構

造物の健全性・安全性 

・核燃料サイクル 等 

核燃料物質の化学的性質及び物理的性

質 

・核燃料物質の基礎的性質 

・原子炉燃料(構造，強度，燃焼，照

射) 等 

①核燃料物質の管理 

・核燃料物質の特性 

・燃料棒(燃料集合体)の構造 

・臨界防止 

・燃料集合体の健全性・安全性 等 

核燃料物質の取扱いに関する性 等る技

術 

・臨界防止 

・火災爆発の防止 

・耐震対策 

・閉じ込め対策 

・遮蔽対策 等 

放射線測定及び放射線障害の防止 

・放射線の性質と物質の相互作用 

・放射線及び放射線モニタリング 

・放射能汚染とその除去 

・個人被ばくの測定と評価 

・被ばく防護対策 

・放射線障害 等 

放射線測定及び放射線障害の防止に関

する技術 

・放射線管理 

・放射線障害及びその防止 

・放射性廃棄物の管理 等 

② 放射線測定及び放射線障害防止 

・放射線の特性 

・放射線測定 

・被ばく管理，汚染管理 

・放射線障害防止 等 

③放射性廃棄物の管理 

・放射性廃棄物の管理 

・放射性廃棄物の輸送 等 

原子炉に関する法令 核燃料物質に関する法令 ④関係法令 

・廃止措置に関する法令 
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これより，廃止措置主任者が保安活動を監督するに当たり必要な知識（原子炉施設の状態を把握できるだ

けの知識）については，以下の４項目に整理される。 

① 核燃料物質の管理 

② 放射線測定及び放射線障害防止 

③ 放射性廃棄物の管理 

④ 関係法令 

また，廃止措置プラントにおける解体作業計画の策定など，原子力発電所での工事管理に関する知識も重

要となることから，上記に加え， 

⑤ 原子炉施設の工事又は保守管理 

に関する知識も必要となる。 

  これらの知識を有している事を確認する方法としては，教育及び理解度確認を行っているが，①～③及び⑤

については「特別管理職としての業務経験」でも必要な知識を有していると判断しており，これを社内規程に

定め運用する。 

 

（２）実務経験 

廃止措置主任者に求められる運転・保守等の実務経験としては，知識とは別に以下の a.から e.までに掲げ

るいずれかの業務経験期間が通算して３年以上とする※。 

a. 原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間 

b. 原子炉の運転に関する業務に従事した期間 

c. 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間 

d. 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間 

e. 原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務に従事した期間 

※ a.から d.の業務経験については，実用炉規則第 95条第 2 項に定める原子炉主任技術者に必要な業

務経験と同様とする。これは，より高度な判断が求められる原子炉主任技術者に課せられた業務経

験と同様であれば，廃止措置主任者としては十分と判断されるためである。 

また，廃止措置における解体作業に伴い発生する放射性廃棄物の管理を廃止措置特有の保安活動

として捉え，業務を明確にするため e.の原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務を追加する。 

 

（３）職位 

廃止措置主任者及びその代行者は廃止措置プラントの保安活動を統括的に管理・監督し，発電所長に意見

具申できる職位として特別管理職とする。 
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３．保安規定の記載について 

下表の変更内容とする。 

〇保安規定変更内容 

東海発電所原子炉施設保安規定（変更前） 東海発電所原子炉施設保安規定（変更後） 
（廃止措置主任者の選任） 
第９条 廃止措置の実施に当たりその監督を行う者

として，以下のいずれかに該当する者から廃止措置
主任者を選任する。 

 
 

(1)核燃料取扱主任者免状を有する者 
(2)原子炉主任技術者免状を有する者 
(3)第１種放射線取扱主任者免状及び原子炉施設

に係る設計，建築，補修，検査，放射線管理，
品質保証又は運転に関する業務に７年以上従
事した経験を有する者 

（廃止措置主任者の選任） 
第９条 総務室長（本店）は，廃止措置主任者を，

保安活動を監督するに当たり必要な知識を有する
者であって，以下の(1)から(5)のいずれかの業務
に従事した期間が通算して３年以上の者の中から
選任する。 

 (1)原子炉施設の工事又は施設管理に関する業務 
 (2)原子炉施設の運転に関する業務 
 (3)原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価

に関する業務 
 (4)原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関す

る業務 
 (5)原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務 

 

 【参考】 敦賀発電所原子炉施設保安規定（第 1 編 1 号炉）（抜粋） 

（廃止措置主任者の選任） 

第８条 総務室長（本店）は，廃止措置主任者を，保安活動を監督するに当たり必要な知識を有する者であ

って，以下の(1)から(5)のいずれかの業務に従事した期間が通算して３年以上の者の中から選任する。 

(1) 原子炉施設の工事又は施設管理に関する業務 

(2) 原子炉施設の運転に関する業務 

(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務 

(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務 

(5) 原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務 

・廃止措置主任者の選任要件について，敦賀発電所１号炉保安規定では，上表のとおり定めている。（２０１

７年４月１９日保安規定変更認可） 

・東海発電所については，廃止措置主任者の選任要件のみの変更認可申請をせず，以後の変更に合わせて変更

することとしたことから，今回の変更認可申請で適正化する。 
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④廃止措置管理業務における火災時の対応 

 ○保安規定 東海：第１６条，東海第二：１７条（東海第二発電所は，兼務者を明確化する記載の適正化のみ） 

 

 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその他の附属施設における発

電用原子炉施設保安規定の審査基準」の改正での要求事項に基づき記載を充実した。 

 従来，東海発電所の保安規定では火災発生時の体制の整備について，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関

する規則」及び「実用発電用原子炉及びその他の附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」

の改正で，「廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。」と記載されており要求事項がなかっ

たことから自主的に定めた条文であったが，下表の審査基準の改正により要求事項として追加されたため，

要求事項に基づき記載を充実した。(なお，敦賀発電所原子炉施設保安規定（第 1 編 1号炉）は審査基準の

要求に沿った記載があるため変更なし)。 

 記載の充実化にあたっては弊社の廃止措置プラントで整合を取るため，現状取り組んでいる保安活動につい

て敦賀発電所原子炉施設保安規定第 1 編（1号炉）と同等の規定とした。 

 この際，東海発電所からの燃料搬出により，核燃料物質が存在しないため，溢水・ＳＡ・大規模損壊の対応

を不要な保安活動として整理している。 

 

〇廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準 

改正前 改正後 

（１７） 火災発生時の体制の整備 

 

（中略） 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除

く。 

（以下略） 

（１５） 設計想定事象等に対する発電用原子炉施設の保全に

関する措置 

（中略） 

イ  火災 

可燃物の管理，消防吏員への通報，消火又は

延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着

するまでに行う活動に関すること。 

（以下略） 

 〇保安規定変更内容 

東海発電所原子炉施設保安規定（変更前） 東海発電所原子炉施設保安規定（変更後） 

（廃止措置中の地震・火災等発生時の対応） 

第１６条 各マネージャーは，地震・火災が発生した場合は次

の措置を講じる。 

 

(1) 震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後原

子炉施設の損傷の有無を確認する。 

(2) 原子炉施設に火災が発生した場合は，社外関係機関に通報

するとともに，早期消火及び延焼の防止に努め，鎮火後原子

炉施設の損傷の有無を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（廃止措置中の地震・火災等発生時の対応） 

第１６条 各マネージャーは，地震・火災が発生した場合は次

の措置を講じるとともに，その結果を所長及び廃止措置主任者

に報告する。 

 (1)震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後

原子炉施設の損傷の有無を確認する。 

 (2)原子炉施設に火災が発生した場合は，消防機関に通報す

るとともに，早期消火及び延焼の防止に努め，鎮火後原子

炉施設の損傷の有無を確認する。 

 

２．火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備として，次の措置を講じる。 

 (1)安全・防災グループマネージャーは，初期消火活動を行

う発電所の要員として，１１名以上（東海第二発電所と兼

務）を常駐させるとともに，この要員に対する火災発生時

の通報連絡体制を定める。 

 (2)安全・防災グループマネージャーは，初期消火活動を行

うため，化学消防自動車及び泡消火薬剤を配備する。ま

た，初期消火活動に必要なその他資機材を定め，配備す

る。（東海第二発電所と共用） 

 (3)安全・防災グループマネージャーは，発電所における可

燃性の持込物の管理方法を定める。 

 (4)廃止措置管理グループマネージャーは，第１４条（廃止

措置中の巡視）に定める巡視により，火災発生の有無を確

認する。 

 (5)各マネージャーは，震度５弱以上の地震が観測※１され

た場合は，地震終了後，性能維持施設の火災発生の有無を
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東海発電所原子炉施設保安規定（変更前） 東海発電所原子炉施設保安規定（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

確認するとともに，その結果を所長及び廃止措置主任者に

報告する。 

 (6)安全・防災グループマネージャーは，前各号に定める初

期消火活動のための体制について，総合的な訓練及び初期

消火活動の結果を１年に１回以上評価するとともに，評価

結果に基づき，より適切な体制となるよう必要な見直しを

行う。 

 

（以下略） 

 

 

 また，記載の適正化として，東海発電所及び東海第二発電所の初期消火活動を行う要員について，現状の運

用にあわせて適正化する。 

 なお，東海第二発電所の新規制基準への適合に係る保安規定変更においては，新規制基準への適合に係る原

子炉設置許可に定める運用を踏まえて，東海発電所及び東海第二発電所の初期消火活動を行う要員は兼務とし

ない。 

 〇保安規定変更内容（東海発電所についても，東海第二発電所と兼務することを同様に記載） 

東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更前） 東海第二発電所原子炉施設保安規定（変更後） 

（地震・火災等発生時の対応） 

第１７条 各マネージャーは，地震・火災が発生した場合は，

次の措置を講じるとともに，その結果を所長及び原子炉主

任技術者に報告する。 

（中略） 

２．初期消火活動のための体制の整備として，次の措置を講

じる。 

（中略） 

(2) 安全・防災グループマネージャーは，初期消火活動を行

う要員として，１１名以上を常駐させるとともに，この

要員に対する火災発生時の通報連絡体制を定める。 

 

（地震・火災等発生時の対応） 

第１７条 各マネージャーは，地震・火災が発生した場合は，

次の措置を講じるとともに，その結果を所長及び原子炉主任

技術者に報告する。 

（中略） 

２．初期消火活動のための体制の整備として，次の措置を講じ

る。 

（中略） 

(2) 安全・防災グループマネージャーは，初期消火活動を行う

要員として，１１名以上（東海発電所と兼務）を常駐させ

るとともに，この要員に対する火災発生時の通報連絡体

制を定める。 
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枠囲みの内容は営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 

⑤記載の適正化（周辺監視区域図に記載している他社施設名称の適正化） 

〇敦賀：第１１９条 図１１９，第３１９条 図３１９ 

周辺監視区域図に記載している他社（日本原子力研究開発機構）の施設名称が変更（平成30年4月1日）と

なったことから，記載を適正化する。 

【変更前】国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子炉廃炉措置研究開発センター 

【変更後】国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 

  

 〇保安規定変更内容（図１１９も同様の変更） 
敦賀発電所原子炉施設保安規定（変更前） 敦賀発電所原子炉施設保安規定（変更後） 
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⑥サービス建屋減築に伴う管理区域図の変更 

東海第二発電所の新規制基準への適合に向けた工事（安全性向上対策工事）において工事エリアを確保

するため，東海発電所のサービス建屋を減築し，東海発電所サービス建屋の管理区域（汚染のおそれのな

い管理区域）の一部を非管理区域に解除する管理区域変更を行う。なお，安全性向上対策工事の完了後，

変更した管理区域は元に戻す。 

 

１．廃止措置計画上のサービス建屋の解体撤去の扱い 

（１）廃止措置計画における建屋解体撤去について 

「本文五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体（３）建屋及び構築物の解

体」において建屋等解体撤去について以下のように記載している。 

（３）建屋及び構築物の解体 

汚染設備の撤去後，建屋に残っている汚染をはつり装置によるはつり等の方法で除

去する。施設内の汚染を除去した後，汚染状況を確認した上で全ての管理区域を解除

する。 

汚染のない建屋も含めて廃止措置対象施設は全て（汚染のない建屋地下部及び基礎

は除く。）大型ブレーカ等の重機を用いて解体撤去する。なお，廃止措置対象施設解体

撤去後の敷地は，隣接の東海第二発電所の周辺監視区域として継続管理する。 

 

解体の流れは上記のとおり汚染を除去した後に合理的に解体撤去するよう，廃止措置計画で「建

屋等解体撤去工事」を定めている。なお，サービス建屋の減築部分については，汚染のおそれのな

い区域であるため，解体前の汚染の除去は不要である。 

 

（２）サービス建屋減築の廃止措置計画の扱いについて 

サービス建屋減築について廃止措置計画で関連する事項及びその扱いは以下の通りであること

から廃止措置計画の変更は不要であると整理した。 

①図４―１ 東海発電所の敷地および廃止措置対象施設の配置においては，廃止措置の進捗状況

を説明する図でないため，最新化の影響がなくサービス建屋を減築しても内容が変わらない 

②図４－２ 管理区域全体図（廃止措置計画認可申請時点）においては，廃止措置の終了確認の際

に図面に記載された管理区域内の汚染が除去されていることを確認することを目的しており廃

止措置計画申請時点を記載しているため，最新化の影響がない。 

③図２－１－１ 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図におい

ては廃止措置の進捗状況を説明する図でないため，最新化の影響がなくサービス建屋を減築し

ても内容が変わらない。 

④図３－１－１（１／１７，７／１７，８／１７）廃止措置対象施設の管理区域図（廃止措置計画

認可申請時点）においては，廃止措置の終了確認の際に図面に記載された管理区域内の汚染が除

去されていることを確認することを目的しており廃止措置計画申請時点を記載しているため，

最新化の影響がない。 

⑤表６－１－２ 廃止措置を実施するために必要な主要施設の維持管理（建屋・構築物等の維持管

176



理）においては，減築後もサービス建屋の維持管理は継続するため，添付六「建屋・構築物等の

維持管理」の記載内容に変更がない。 

⑥建屋等解体撤去工事は 2017 年度から実施が可能となっており，サービス建屋減築は廃止措置計

画の工程における建屋等解体撤去工事に該当しており，工事の実施時期も工程に沿って実施す

ることから工程に変更がない 

この他にサービス建屋の減築に関連する記載はない。 

 

（３）サービス建屋減築の東海発電所原子炉施設保安規定の扱いについて 

東海発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）では審査基準に従い，「管理区域」，

「汚染のおそれのない管理区域」及び「汚染のおそれのある管理区域」を明示している。 

サービス建屋の減築については，「汚染のおそれのない管理区域」を解除し非管理区域とするこ

とを保安規定に基づき実施することから，保安規定に記載した管理区域図の齟齬・矛盾をなくす必

要があるため，サービス建屋減築の範囲の管理区域図を変更する（添付図）。 

なお，サービス建屋減築工事は保安規定の変更認可を得た後実施することとしており，本申請に

おける保安規定では附則として以下の記載をしている。 

 

３．添付１ 管理区域図「１．管理区域全体図」，「２．屋外及び建屋屋上管理区域図」，「１５．

サービス建屋 管理区域図 その１」，「１６．サービス建屋 管理区域図 その２」及び「１

７．サービス建屋 管理区域図 その３」については，原子力規制委員会の認可を受けたのち，

所長の定めた区域管理手順書に基づき，所長が承認した管理区域の変更日をもって施行するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。 
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⑦維持すべき施設の保守の条文削除 

 ○保安規定 東海：第４１条 

 

この条文は東海発電所保安規定固有の記載であるため，以下のように現状を確認し考え方を整理した。 

◆第４１条（維持すべき施設の保守）に記載している内容のうち，対象施設については廃止措置計画書の添付

資料に記載されている。 

また，点検方法，頻度については，第４０条（施設管理計画）で策定が求められている「点検計画」に記

載されており，これに基づき性能維持施設の点検を行なっている。 

◆性能維持施設の点検において，例えば想定以上の劣化が見られた場合等は，点検方法，頻度の見直しが必要

と判断されるが，この見直しをタイムリーに行うことがＰＤＣＡを回す上で重要である。 

見直す際は，「保全の有効性評価」等を行なった上で，適宜「点検計画」に記載されている点検方法，頻度

を見直すことが適切であり，東海発電所についてもこの運用を図ることとする。 

 

以上の整理結果から，維持すべき施設の対象は廃止措置計画で明確になっていること，点検方法及び頻度は第

４０条（施設管理計画）に基づき策定する「点検計画」に定められることより，第４１条を削除しても性能維持

施設の点検は適切に行うことが出来ると判断されるため，第４１条を削除した。 
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〇保安規定変更内容（削除される条文） 

東海発電所原子炉施設保安規定（削除前） 
（維持すべき施設の保守） 
第４１条 保全担当マネージャーは，第４０条（保守管理計画）に基づき，表４１－１及び表４１－２の施設

（性能を確保する上で必要となるケーブル，配管，ダクト等を含む）について保守を実施する。 
 表４１－１ 原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた原子炉施設 

対象施設 点検方法 点検頻度 所管マネージャー 

建屋・構築物等 1.原子炉建屋※１ 外観目視点検 １年に１回※７ 建築グループマネージャー 

  建屋負圧確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

 2.排気筒※２ 外観目視点検 １年に１回※７ 機械グループマネージャー 

 3.生体遮へい体※３ 外観目視点検 １年に１回※７ 建築グループマネージャー 

放射性廃棄物 1.使用済燃料冷却水処理系    

処理設備 
a.スラッジ貯蔵タンク※４ 外観目視点検 １年に１回※７ 機械グループマネージャー 

 b.陽イオン交換器※５ 運転状態確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

 c.陰イオン交換器※５ 運転状態確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

 d.ディレイタンク※５ 外観目視点検 １年に１回※７ 機械グループマネージャー 

 2.雑廃液処理系※５    

 a.再生廃液レシービングタンク 外観目視点検 １年に１回※７ 機械グループマネージャー 

 b.レシービングタンク 外観目視点検 １年に１回※７ 機械グループマネージャー 

 c.蒸発固化装置 運転状態確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

 3.洗濯廃液処理系※５    

 a.レシービングタンク 外観目視点検 １年に１回※７ 機械グループマネージャー 

 b.ディレイタンク 外観目視点検 １年に１回※７ 機械グループマネージャー 

 4.雑固体廃棄物焼却設備※６ 運転状態確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

 5.雑固体減容処理設備※６ 運転状態確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

 6.セメント混練固化装置※６ 運転状態確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

放射性廃棄物 

貯蔵設備 

1.黒鉛スリーブ貯蔵庫（C-1）※８ 外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 2.黒鉛スリーブ貯蔵庫（C-2）※８ 外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 3.固体廃棄物貯蔵庫（Ｅ）※８ 外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 4.燃料スワラー貯蔵庫※８ 外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 5.サイトバンカ（イ）※８ 外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 6.サイトバンカ（ロ）※８ 外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 

 

 

7.燃料スプリッタ貯蔵庫※８ 

(1)燃料スプリッタ貯蔵庫(H-1)

(2)燃料スプリッタ貯蔵庫(H-2)

(3)燃料スプリッタ貯蔵庫(H-3)

外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 
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東海発電所原子炉施設保安規定（削除前） 

  （前頁の続き） 

対象施設 点検方法 点検頻度 所管マネージャー 

放射性廃棄物 8.ドラム貯蔵庫※８ 外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 9.固体廃棄物貯蔵庫※６ 

(1)固体廃棄物貯蔵庫 Ａ 

(2)固体廃棄物貯蔵庫 Ｂ 

 

外観目視点検 

 

１年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

10. 固体廃棄物作業建屋（廃棄体搬

出作業エリア）※６ 

外観目視点検 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

放射線管理 

設備 

1.モニタリングポスト※６ 点検・校正 １年に１回※７ 電気・制御グループマネージャー

2.試料放射能測定装置※６ 点検・校正 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

3.気象観測設備※６，※９ 点検・校正 １年に１回※７ 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

4.排気筒粒子モニタ 点検・校正 １年に１回※７ 電気・制御グループマネージャー

換気設備 1.原子炉建屋換気設備※１０ 

(1)生体遮へい冷却空気排風機 

運転状態確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

換気設備の 

フィルタ 

1.原子炉建屋換気設備（生体遮へい

冷却空気排風機）※１１ 

差圧確認 １年に１回※７ 廃止措置管理グループマネージャー

 

※１：当該建屋の内包する汚染を除去するまでの期間に適用する。 

※２：原子炉領域解体撤去が終了するまでの期間に適用する。 

※３：原子炉本体等解体撤去工事が終了するまでの期間に適用する。 

※４：保管している全ての放射性廃棄物を搬出するまでの期間に適用する。 

※５：原子炉領域解体撤去及び原子炉領域以外の解体撤去が終了するまでの期間に適用する。 

※６：東海第二発電所との共用設備。東海第二発電所長とあらかじめ必要な事項を取り決め，東海第二発

電所に点検を依頼する。 

※７：４月１日を始期とする１年間に１回実施（ただし，点検・補修等による運転停止又は設置工事中に

より，当該年度内に実施することが困難な場合を除く。また，東海第二発電所に点検を依頼した施

設は，その点検頻度で実施する。） 

※８：保管している全ての放射性廃棄物を搬出するまでの期間に適用する。 

※９：気象観測設備の一部は，原子炉領域解体撤去が終了するまでの期間に適用する。 

※１０：当該設備が設置されている建屋内の汚染（当該設備に係る汚染は除く。）を除去するまでの期間

に適用する。 

※１１：高性能粒子フィルタ装置の導入が終了し，フィルタ装置の使用が可能となるまでの期間に適用す

る。 
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東海発電所原子炉施設保安規定（削除前） 

表４１－２ 廃止措置を実施するために必要な主要施設 

対象施設 点検方法 所管マネージャー 

建屋・構築物等 1.使用済燃料冷却池建屋※１ 外観目視点検 建築グループマネージャー 

2.放射性廃液処理建屋※１ 外観目視点検 建築グループマネージャー 

3.固化処理建屋※１ 外観目視点検 建築グループマネージャー 

4.サービス建屋※１ 外観目視点検 建築グループマネージャー 

5.ホットワークショップ建屋※１ 外観目視点検 建築グループマネージャー 

6.取水路※２ 外観目視点検 土木グループマネージャー 

7.放水路※２ 外観目視点検 土木グループマネージャー 

放射性廃棄物処

理設備 
1.雑廃液処理系※３   

 a.凝縮器 運転状態確認 廃止措置管理グループ 

マネージャー 

 2.放射性液体廃棄物希釈設備※３ 

a.放射性液体廃棄物希釈水ポンプ 

 

外観目視点検 

機械グループマネージャー 

放射性廃棄物貯

蔵設備 

1.貯蔵孔※４ 外観目視点検 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

放射線管理設備 1.サーベイメータ※５ 点検・校正 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 2.ホールボディカウンタ※５ 点検・校正 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

 3.電子式個人線量計※５ 点検・校正 放射線・化学管理グループ 

マネージャー 

換気設備 1.使用済燃料冷却池建屋換気設備※６ 

(1)主冷却池換気設備排風機 

(2)フラスコ装荷室換気設備 

a.フラスコ装荷室換気設備排風機 

b.フラスコ装荷室換気設備送風機 

運転状態確認 廃止措置管理グループ 

マネージャー 

 2.放射性廃液処理建屋換気設備※６ 

(1)放射性廃液処理建屋排風機 

(MF-2,F-3,F-4) 

運転状態確認 廃止措置管理グループ 

マネージャー 

 3.固化処理建屋換気設備※６ 

(1)固化処理建屋排風機 

(2)固化処理建屋送風機 

運転状態確認 廃止措置管理グループ 

マネージャー 

 4.黒鉛スリーブ貯蔵庫及び燃料スプリッタ貯蔵

庫換気設備※６ 

(1)黒鉛スリーブ貯蔵庫(C-2)及び燃料スプリ

ッタ貯蔵庫(H-3)換気設備排風機 

(2)燃料スプリッタ貯蔵庫(H-1,2)換気設備排

風機 

運転状態確認 廃止措置管理グループ 

マネージャー 

 5.サイトバンカ(イ)Ａ，Ｂバンカ換気設備※６ 

(1)サイトバンカ(イ)排風機 

運転状態確認 廃止措置管理グループ 

マネージャー 

 
6. サイトバンカ(ロ)換気設備※６ 

(1)サイトバンカ(ロ)排風機 
運転状態確認 廃止措置管理グループ 

マネージャー 

 
 
 
 
 
 

186



東海発電所原子炉施設保安規定（削除前） 

（前頁の続き） 

対象施設 点検方法 所管マネージャー 

換気設備 
7.メンテナンスシャフト室換気設備※６ 

 (1) 排風機（E-11,E-12） 運転状態確認 
廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
8.放射性廃液処理建屋連絡通路［Ａ］換気設備※６ 

 (1)排風機（F-1） 運転状態確認 
廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
9. 放射性廃液処理建屋連絡通路［Ｂ］換気設備※６ 

   (1)排風機（F-2） 運転状態確認 
廃止措置管理グループ

マネージャー 

 10.放射性廃液処理建屋連絡通路［Ｃ］換気設備※６ 

(1)排風機（F-5） 
運転状態確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 11.固化処理建屋槽類換気設備※６ 

(1)槽類排風機 
運転状態確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 12.ホットワークショップ建屋換気設備※６ 

(1)ホットワークショップ建屋排風機 
運転状態確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 13.サービス建屋２階換気設備※６ 

(1)ホット系排気処理装置（EF-1） 

(2)乾燥機系排気処理装置（EF-2） 

運転状態確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

換気設備のフィルタ 1.使用済燃料冷却池建屋換気設備※６ 

(1)主冷却池換気設備 

(2)フラスコ装荷室換気設備 
差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 2.放射性廃液処理建屋換気設備(MF-2,F-3,F-4)※６ 差圧確認 
廃止措置管理グループ

マネージャー 

 3.固化処理建屋換気設備※６ 差圧確認 
廃止措置管理グループ

マネージャー 

 4.黒鉛スリーブ貯蔵庫及び燃料スプリッタ貯蔵庫

換気設備※６ 

(1) 黒鉛スリーブ貯蔵庫(C-2)換気設備 

(2) 燃料スプリッタ貯蔵庫(H-1,2,3)換気設備 

差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
5.サイトバンカ(イ)Ａ，Ｂバンカ換気設備※６ 差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
6. サイトバンカ(ロ)換気設備※６ 差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
7.メンテナンスシャフト室換気設備※６ 差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
8.放射性廃液処理建屋連絡通路［Ａ］換気設備※６ 差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
9. 放射性廃液処理建屋連絡通路［Ｂ］換気設備※６ 差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 
10.放射性廃液処理建屋連絡通路［Ｃ］換気設備※６ 差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 
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東海発電所原子炉施設保安規定（削除前） 

  （前頁の続き） 

対象施設 点検方法 所管マネージャー 

換気設備のフィルタ 
11.固化処理建屋槽類換気設備※６ 差圧確認 

廃止措置管理グループ

マネージャー 

 12.ホットワークショップ建屋換気設備※６ 差圧確認 
廃止措置管理グループ

マネージャー 

 13.サービス建屋２階換気設備※６ 差圧確認 
廃止措置管理グループ

マネージャー 

 

※１：当該建屋の内包する汚染を除去するまでの期間に適用する。 

※２：管理区域解除工事が終了するまでの期間に適用する。 

※３：原子炉領域解体撤去及び原子炉領域以外の解体撤去が終了するまでの期間に適用する。 

※４：保管している全ての放射性廃棄物を搬出するまでの期間に適用する。 

※５：東海第二発電所との共用設備。東海第二発電所長とあらかじめ必要な事項を取り決め，東海第二発

電所に点検を依頼する。 

※６：当該設備が設置されている建屋内の汚染（当該設備に係る汚染は除く。）を除去するまでの期間に適

用する。 
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